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　国際ロータリー定款および細則ならびにロータリー・クラブ標準

定款に掲げられているロータリーの基本的な規定について，その解

釈またはこれを補足することを目的とした実施，運営に関する方針

および手続が，国際大会に参集した代議員を通じて行なわれる国際

ロータリー加盟クラブの決定ならびに国際ロータリー理事会によっ

て時々制定されている。

　此の要覧は，前記の方針および手続をロータリーの管理，運営，

慣行等における実際に徴して補足したものの集録である。用いた資

料は，国際ロータリー大会の議事録，国際ロータリー理事会の議事

録，国際ロータリー定款及び細則，その他から集めたものである。

　また本要覧には，国際大会によって採択された国際ロータリーの

定款・細則および標準クラブ定款ならびに国際ロータリー理事会推

奨のクラブ細則，その他ロータリーにおいて用いられている語句の

語彙も収めた。
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　第二部中の黄色の頁に掲げられている国際ロータリーの定款・細

則の規定の意義または解釈について疑義を生じた場合には，すべて，

これらの規定の英文が正文となるものとする。各地区ガバナーは，

定款・細則の載っている手続要覧の英語版を所持している。英文の

定款・細則は，国際ロータリー事務局に英語版の要覧を注文すれば

入手することができる。
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国際ロータリーの管理

（Administration　of　Rotary　International）

国際ロータリーの会員組織

　　　　　　　　（Membership　of　R　I．）

　国際ロータリーは，会員たるロータリー・ク

ラブを以て構成される。クラブの数は18，972

で，所属ロータリー会員はおよそ876，000名

である（1980年12月）。これら個々のロータ

リアンは，それぞれのロータリー・クラブの

会員であり，ロータリ　一一・クラブは，国際ロ

ータリーの会員である。国際ロータリーは，

世界中のロータリー・クラブの連合体である。

るものである。

　5．　ロータリーを通じて，国際理解，親善

及び平和の理想の進展には，国家や地域的な

クラブの集団に基づくことなく，国際ロータ

リーに対する加盟クラブの直接関係と共同責

任感に基づいて，全世界の加盟クラブの国際

的友好を保持しかつ促進することが極めて重

要であることを，一般が認識することを要す

る。

ロータリ・一の目的（Purpose　of　Rotary）
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国際ロータリーの基本方針

　　（Basic　Policy　of　Rotary　International）

　国際ロータリ　一一理事会（1962－63年）は国

際ロータリーの基本方針に関する次のような

声明を採択した。

　1，第一に重要なことは，個人ロータリア

ンによるロータリーの綱領の推進である。

　2．国際ロータリーの管理は，加盟クラブ

及び個人ロータリアンによる奉仕の理想の適

用によってロータリーの綱領を推進すること

が重要なものとなる。

　3．国際ロータリーの管理をi基礎づける根

本原則は，加盟ロータリー・クラブの実質的

な自治にある。

　4．　管理に関する定款及び手続上の制限は，

ロータリーの根本的かつ類のない特徴を保持

するために必要な最少限度にとどめられてい

る。このような規定内にあっては，特に地方

的実状において，国際ロータリーの方針を解

釈し実行するにあたり，最大の融通性を認め

　国際ロータリー理事会（1976－77年度）は，

ロータリーを説明するものとして次のような

定義を採択し，これをあらゆる適当な方法に

ょって用いることとした。

　ロータリーは，人道的な奉仕を行ない，あ

らゆる職業において高度の道徳的基準を守る

ことを奨励し，かつ世界における親善と平和

の確立に寄与することを目ざした実業人およ

び専門職業人が世界的に結び合った団体であ

る。

国際大会（C・nventi・n）

　国際ロータリーの国際大会は，毎年5月又

は6月に，理事会の決定する日時及び場所に

おいて開催される。但し緊急の場合には理事

会が変更することがある。

　国際ロータリー加盟クラブの代議員である

ロータリアンは，大会に参集して国際ロータ

リーの役員を選挙し，かつ，大会に正式に提
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出される立法案を審議する。

　各クラブには会員50名又はその過半数の端

数毎に1名の代議員（Delegate）を出す権利

が与えられている。各クラブは少なくとも，

1名の代議員を出す権利を有する。クラブは，

委任状による代理者（Proxy）によってクラ

ブを代表させることができる。国際ロータリ

ーの各役員または理事及び現在もなおロータ

り　一一・クラブでシニア・アクチブ会員身分を

有する国際ロータリ　一一の元会長（Past　Presi・

dent）はこれを特別代議員（Delegate－at・large）

とする。

規定審議会（C・uncil・n　Legislati・n）

規定審議会は，国際ロータリーの立法機関

をなすものとし，理事会の決定する時期及び

場所において3年毎に開催される。

　審議会は，正式の手続きによって提出され

たすべての制定案並びに決議案の審議及び決

定に当る。その決定は，国際ロータリー細則

の規定による，事後におけるクラブの決定に

従う場合を除き，すべて国際大会の決定とし

ての効力を有する。

　審議会はロータリーのある各地方よりの代

表者約400名を以て構成される。その議員は，

議決権を有するものとして，各地区のクラブ

により選挙された代表者各1名，地区に属さ

ないクラブ群の代表者1名または2名以上，

そして議決権を有しないものとして，特別議

員，議長および副議長その他特定の議員から

なる。

国際m・一タリー理事会

　　　　（Board　of　Directors　of　R．1．）

国際ロータリ　一一の管理主体は，次の17名よ

り成る理事会である。

8

一会長（理事会の議長となる）。

一会長エレクト。

一一 Aメリカ合衆国，カナダ，バーミューダ

　　及びプエルトリコよりの理事6名。

一グレート・ブリテン及びアイルランドよ

　　りの理事1名。

一欧州大陸，北アフリカ及び東地中海地域

　　よりの理事2名。

一アジアよりの理事2名。

一イベロ・アメリカよりの理事2名。

一オーストラリア，ニュージーランド，南

　　アフリカ及び他のいずれの地域にも含ま

　　れない所よりの理事1名。

一上記地域中，RI．理事会が決定し，指定

　　する1地域よりの理事1名を追加。

　各理事は，それぞれの地帯，地理的集団若

しくは地域のクラブによって指名されるので

あるが，更に大会において，すべてのクラブ

によって選挙され，それによって各理事にロ

ータリーの管理について全クラブを代表する

という責任がかかってくる。

　理事会は，国際ロータリーの管理主体であ

り，定款及び細則の規定に従い，国際ロータ

リーの業務と資金の支配及び管理にあたる。

理事会は，国際ロータリーのすべての役員及

び委員会を全般的に統御管理する。理事会は，

ロータリーの目的の推進及びロータリーの綱

領の達成に必要と考えられるあらゆることを

行なう義務を負っている。理事会の決定は最

終的なものとする。但し，それに対し，国際

ロータリー大会へ提訴することだけはできる。

　執行委員会：理事会は，3名乃至5名の限

度内で，理事を執行委員に任命し，その執行

委員に対し，理事会の会合のない間，理事会

に代って，既に国際ロータリーの方針が確立

されている執行又は管理に関する事項を決定

する権限を，委任する事が出来る。

管理上の単位（Administrative　Units）

　国際ロータリー定款（第7条）は，クラブ

の管理は理事会の総括的管理の下にあるもの

とし，次に示す直接管理の諸形式の中いずれ

かの形式を併せ用いるものとする，と規定し

ている。

　（a）理事会によるクラブの直接管理。

これは，現在，地区に属していない6gクラブ

のために規定された管理の形式である。

　（b）所定地区のガバナーによるクラブの直

接管理。

　（c）地区ガバナーの管理に加えて，理事会

が適当と考えかつ国際大会によって承認され

た方法を以てする，地理的に隣接した2以上

の地区から成る区域内のクラブの管理。

　（d）管理上の単位地域である，グレート・

ブリテン及びアイルランド内・国際ロータリ

ーによる，グレート・ブリテン，アイルラン

ド，チャンネル諸島及びマン島所在のロータ

リー・クラブの直接管理。グレV’ト・ブリテ

ン及びアイルランド内・国際ロータリ　一一の権

限，目的及び職務は，国際ロータリー大会に

よって承認されたグレート・ブリテン及びア

イルランド内・国際ロータリーの定款の条項

並びに国際ロータリーの定款及び細則に定め

られているところに従うものとする。

　理事会は，国際ロ・一・・一タリーの管理機構につ

いて，次のような説明を行なっている。

　（a）管理目的のための国際ロータリー代表

としての地区ガバナーの任務を強化すること

がロータリーのため最も有益である。

　（b）国際ロータリーの管理機構は，国際的

にその機能を発揮する上に良く立案されたも

のであり，また，問題が起る場合には国際ロ

ータリー定款及び細則によって権限を与えら

れている人々が，その問題をロータリーのた

め最も有利に解決できる。（理46－47；74－

75）

管理，一般的

クラブの地域的又は地方的集団

　　　　（Regional　or　Sectional　Groupings

　　　　　　　　　　　　　　　of　Clubs）

　国際間における理解，親善及び平和の理想

の増進は，国際ロータリーに対する加盟クラ

ブの直接関係と共同責任感に基盤がおかれて

いる。理事会は，統一された世界的組織とし

ての国際ロータリーが縮小に向かう流れ又は

傾向の如何なる出現をも憂慮の目をもってこ

れを見ている。

　理事会は，その目的の如何にかかわらず，

地域的もしくは地方的なクラブの非公式集団

を発展させることは，統一組織を縮小する可

能性を生ずる基となるものと考える。従って

理事会により注意さるべき事項及びとらるべ

き可能な行為は，このような集団におけるク

ラブ及び地区ガバナーの機能及び活動が地域

又は地方に関する問題もしくは斯様な集団の

強化を計画した活動を過度に強調しかつこれ

に集中することによって制限されるようなこ

とのないように気を付けることである。理事

会の見解ではかように限定された機能及び活

動は，広く世界にわたるクラブの交際を通じ

ての理解と親善を増進する多くの機会にクラ

ブ及び地区ガバナーが参加する意義をうすめ

る結果をもたらすこととなる。（理61－62）

　理事会は1国内の2以上の地区又は全地区

を包括する一つの機関乃至そのような組織又

は管理部門の設置には好意を寄せない。（理

69－70）

地域管理（Area　Administration）

　オステンドにおける1927年国際大会におい

て採択され，その後，シカゴにおいて1930年

に，デトロイトにおLいて1934年に，改正され

た規定によって，地理的に隣接する二つ以上

の地区から成る地域内のクラブの地域管理の

9
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　形式が設けられた。（定款第7条第2節（c）項，

　翠び細則第11条第2節）。これらの地域管理

　に関する規定には，管理単位が設けられてい

　なかった。

　　1948－49年に，国際ロータリーの理事会は，

　地域管理を拡張してはならないとする意見を

　表明した。

　グレート・ブリテン及びアイルランド

　　1913－14年に，グレート・ブリテン及びア

　イルランド内にある，国際ロータリー加盟ク

　ラブは英国ロータリ　一一・クラブ連合会を組織

　した。この連合会は，1914年の国際ロータリ

ー大会の決議によって，承認された。1922年

　に国際ロータリーがその定款及び細則を改正

した際，国際ロータリーの加盟クラブの国家

又は地域単位の管理に関する規定が設けられ

た。この規定に基づいて，グレート・ブリテ

ン及びアイルランド内のクラブは，地方連合

会を組織した。そしてこの連合会は，国際ロ

ータリー1922年大会によってその定款，細則

が承認されたことにより，正式に認められた。

　1927年オステンド国際大会が地域管理の規

定を採択した際，グレート・ブリテン及びア

イルランドの連合会の存続を認めこれを追認

する非常規定を設けるとともに，国又は地域

単位による管理が廃止された。

　1966年（デンバー）の国際大会は，決議66

－一一T3「地域単位，グレート・ブリテン及びア

イルランド内・国際ロータリ　・一に関する件」

を採択した。これは国際ロータリーとその加

盟クラブとの問における一定の関係を確認し，

そしてグレート・ブリテン及びアイルランド

内・国際ロータリーの組織規定は，常に国際

Pt・一タリーの定款及び細則に合致すぺきこと

とし，また，地域単位の域内の管理に関する

特別規定を含むぺきことを規定したものであ

る。

　1968年（メキシコ）の国際大会で，国際ロ

ータリ　一一理事会が提出した規則制定68－－39及

びRI・B工の年次大会が提出した決議68－71

10

　が採択された。その結果，国際ロータリーの

　定款及び細則とRI．B．1．の定款とに次の特定

　の規定が含まれることになった。即ち，グレ

　ート・ブリテン，アイルランド，チャンネル

　諸島及びマン島に所在するロータリー・クラ

　ブは，　「グレート・ブリテン及びアイルラン

　ド内・国際ロータリー」と呼ばれている国際

　ロータリーの管理上の1地域単位を形成し，

　この管理上の地域単位はグレート・ブリテン，

　アイルランド，チャンネル諸島及びマン島所

在のロータリー・クラブを直接管理するもの

　とする。尚，この管理上の地域単位の権限，

　目的及び職務はR．1．B．1．定款及び国際ロータ

　リー定款に定められている通りである。

　　この地域単位の定款は，常に国際ロータリ

ー定款・細則の精神及び規定に合致しなけれ

ぱならない。RI・BI・の定款及び細則には，

国際ロータリーの大会によって承認された，

地域単位の域内管理に関する特定の規定を含

むものとする。そしてこの地域単位の域内管

理は，この特定の規定に従って，この特定の

規定の認める範囲内で執り行なわれる。域内

管理に関する事項を除き，国際ロータリーの

大会が国際ロータリーの定款又は細則を改正

した時は，RI・B・1．の定款及び細則を国際ロ

ータリーの定款及び細則と一致させるために

必要な関連的改正は，R．1．B．1．の定款及び細

則について，事実上自動的に行なわれること

になる。

　RI・B・1・が採択するグレート・ブリテン及

びアイルランド内のロータリー・クラブのた

めの標準定款及び細則は国際ロータリーの定

款及び細則に違反してはならない。そして国

際ロータリー加盟認証状を授与されたグレー

ト・ブリテン及びアイルランド内の各クラブ

は，認謳状を受理したことにより，すべての

ことについてRI．B．1．並びに国際ロータリー

の定款，細則によって拘束されることを約諾

する。

　グレート・ブリテン及びアイルランド内の

各クラブは国際ロータリーの細則に明記され

ている人頭分担金をR．1．B．1．を通じて国際ロ

ータリーの口座に払い込む。

管理事務（Administrative　Service）

　理事会は，ロータリーの管理事務に関して，

次のような一般方針を採用している：

　1．国際ロータリーの管理に関する事務は，

世界中のすぺてのガバナー及びクラブに対し

出来得る限り公平に行なうようにしている。

　2．　この事務は，各国人から成る中央事務

局員によって取扱われることになっている。

広く世界にわたって出来るだけ最善の仕事が

できるようにするために中央事務局に変更す

ぺき事項がある場合，これを随時，理事会に

報告することが，事務総長の任務とされてい

る。

　3．　航空機による世界的な通信機関の不断

の進歩は，クラブと中央事務局間の連絡を益

益速やかならしめている。従って事務総長に

は通信及び物品の送付に航空便を使用する権

限が与えられている。このため事務総長は航

空便の費用に関し定期的に調査を行ない，財

務委員会が理事会に勧告する予算案の作成中

に，この種の費用について同委員会が考慮す

るようにしなければならない。

　4．通信機関が絶えず改善されて行くので，

極めて特別な事情の下において，できるだけ

広い国際的な範囲に奉仕することを目的とす

る場合を除いては，別に事務局の支局を置く

必要はないと考えられている。

　5．中央事務局から極めて遠距離の地域，

特に戦災地域においては，一時的に特殊な役

務の提供を必要とする場合のあることが考え

られる。従って，事務総長は，理事会がこれ

らの必要に応ずる最善の方法を決定すること

ができるように，随時，理事会に，その特殊

な必要事項について報告するように要請され

管理，一般的

ている。

　6．事務総長は，いずれの国においてもそ

の国の財務事情が許す場合には，銀行勘定を

もった財務代行機関を，その都度理事会の指

図に従って，開設し，これを維持することが・

できるものとし，この場合にとった措置につ

いては，これを財務委員会および理事会に報

告する。　　　　　　　　　　　　　　　　－

　7．通信及び文献は，出来得るかぎり，こ

れを受取る者が容易に理解出来る言語で書か

れていなければならない。そして事務総長は，

ロータリーの伝統であるこの仕事の増加に関

する情報について財務委員会及び理事会の考

慮を促がさなければならない。（理47－48；

55－56；61－62；76－77）

　8．理事会の方針として次のことを取り決

める：事務局で相当の時間，費用あるいは労

力をかけなくてはならないと思われるような

資料を希望する場合には，事務総長を通じて

それを申し入れるようにすること。これは，

事務局の他の仕事との都合を考え合わせた上

で，その仕事の優先順位を決めるなど適切な

措置をとることができるようにするためであ

る。　（理79－80）

事務局の支局

　　（Secretariat　Branch　Offices）

理事会は，1979年12月の会議で，R．1．事務

局の支局の開設計画を検討し，スウェーデン

のストックホルムに早速支局を開設すること

を承認した。さらに，事務総長は，ブラジル

のサンパウロ，オーストラリアのシドニー，

および日本の東京に支局を設けるための準備

をすすめるように命ぜられた。ストックホル

ムの「北欧支局」は1980年3月に発足した。

その他の支局については1981年3月の開設が

予定されている。

11
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クラブの管理

　　（Administration　of　Clubs）

　　理事会は，ロータリー・クラブによる国の

　法律の遵守に関する一般方針について，次の

　ような声明を採択した。

　　国際ロータリーは，ロータリー・クラブを

会員とする団体であり，各クラブは団体に対

　して直接関係をもち，共通の義務を負うもの

　であって，国際ロータリーの会員としてのク

　ラブの管理および活動については，国際ロー

　タリーとの間に国その他の地域を基盤とした

　クラブの集団の介在する余地を存しない。国

際ロータリ　一一の会員クラブは，いずれも，国

際ロータリーの定款および細則の規定ならび

に標準ロータリー・クラブ定款中に設けられ，

クラブの組織および機能を定めている規定に

従うべきことを求められているのである。

　　ロータリアンは，だれでも，自分の国に忠

順で有用な国民たるぺきことを要求されてお

り，また，ロータリー・クラブは，いずれも，

そこに所在して活動をしている国の法律に従

うぺきものとされている。

　理事会は，どこの国のロータリー・クラブ

であっても，その国の法律に従うという目的

で一定の法律上の要件を満たすために必要な

措置を講ずることは，それが次のようなもの

である限り，以上に掲げた原則に反するもの

とは認めない。1）　クラブの組織や国内にお

ける活動に関してクラブのとった措置や取り

決めたものが，クラブの実際上の管理および

活動に関遮のある国際ロータリーの定款，細

則，標準ロータリー。クラブ定款の規定に違

反していないこと。2）当該クラブが，国際

ロータリーの定款および細則が改正されたと

きにはいつもそれに従うようにしており，ま

た，あらゆる点において国際ロータリーの

会員クラブとしての存在と活動を続けている

クラブであること。3）　どこの国のクラブで

も，前記のような措置を講じようとする場合

　12

には，まず，これを国際ロータリー理事会に

提出して審議を求めるようにすること。　（理

75－76）

国際ロータリーの役員
　　　　（Officers・f　R　I．）

　国際ロータリーの役員は，会長，副会長，

その他の理事，事務総長，財務長，地区ガバ

ナー，グレート・ブリテン及びアイルランド
（R．　1．　B．　1．）内・国際ロータリ　一一会長，直前会

長，副会長及び名誉会計である。

　会長：会長は，此の組織の最高執行者であ

り，国際ロータリーの仕事及び活動を監督す

る。会長は，理事会の一員であると共に議長

であり，理事会を主宰する。常任委員及び特

別委員は，すべて会長によって任命される。

会長は，会長指名委員会を除くすぺての委員

会の職権上の委員である。

　会長は，また，国際ロータリー国際大会及

び地域大会の議長となる。

　国際大会に先だつ数カ月前，会長候補者1

名が会長指名委員会によって指名される。会

長指名委員会によって行なわれた指名のほか

に，いずれのクラブも会長ノミニーを1名推

薦することができる。会長は大会において，

全クラブの選挙人によって選挙される。

　1966年（デンバー）国際大会は，国際ロー

タリー会長は，如何なる国からも，連続2年

を越えて選出せらるべきではないことを規定

した決議66－－34を採択した。

　理事会は，求め得る最も有能な人物を指名

することが委員会の責任であることを認める

ものであるが，これまで毎年の国際ロータリ

ー会長指名委員会に対して，ロータリ　一一の国

際性にかんがみ，会長を選ぶに当っては同一・

の国から2年連続して会長を選出しないこと

が望ましいとする意見について慎重に考慮す

るよう求めている。　（理67－68）

　会長の地位とその任務とに鑑み，理事会は，

1975－76年に，次の声明を採択した。

　1）　会長が事務総長を指揮，監督する任務

を行なうに当っては，広く計画および実行の

すべてについて，検討を加え，報告を徴し，

助言と指導を行ない，指示を与えるぺきもの

とし，また，理事会に対しては，定期的に，

会長としての勧告意見，および前記の計画，

実行ならびに事務総長および事務局の業務遂

行に対する会長としての評価について，報告

を行なうべきものとする。

　会長は，この目的のため，以下に掲げるこ

とを行なうものとする。

　（a）事務総長から，各幹部職員の担当業務，

職務権限および責任，各部の運営に関する現

在の方針または提案，および各部職員の人事

の異動について，報告を受けること。

　（b）国際ロータリーの主要な出版物につい

て重要な改訂を行なう計画がある場合，事務

総長からこれに関する報告を受けること。

　（c）予算に計上されている収入または支出

について重要な変更があった場合，事務総長

および／または経理部長からこれに関する報

告を受けること。

　（d）会長の希望する時期に一ただし，少な

くとも毎月1回一事務総長から，国際ロータ

リーの業務および活動に関する定期報告を受

けること。会長の職務やロータリーのプログ

ラムに影響を及ぼすような異常な事態が生じ

たときは，事務総長は直ちにこれを会長に知

らせるものとする。事務総長が理事会から特

に与えられた権限を行使した場合にも，これ

を会長に報告しなければならない。

　〈e）会長がその任務の遂行上必要とみとめ

た場合の報告および情報を直接幹部職員から

入手すること。

　（f）会長の職務とその関連業務の遂行に必

癖　　罵

管理，一般的

要な態勢を整えるため，会長が仕事のスケジ

ュールを作る際には，任期の前半に事務局内

で過ごす時間を十分にとっておき，これら整

備の仕事を，その他のロータリーの仕事にと

りかかる前にすぺて済ませてしまうことがで

きるようにすること。

　（9）その他理事会が定め，または定めるこ

とあるべき指揮，監督。

　2）会長の国際ロータリー事務局および事

務総長の業務および活動に対する指揮，監督

の充実をはかる趣旨から，国際ロータリーの

用務その他のため会長の不在が2週間または

それ以上にわたる場合には，会長は，任意に

副会長またはその他の理事1名を指名して，

前記の期間中，エバンストンの国際ロータリ

ー本部における業務の監督または指揮に当ら

せることができるものとする。

　3）地区ガバナーを指揮，監督する任務の

遂行については，会長は，国際協議会におけ

る教育，指導が正しく行なわれているかどう

かを確かめ，ガバナーの任務の遂行とその進

行状況を検討し，これに対して助言と指導を

行なうものとする。会長は，地区大会にその

代理者を派遣するものとし，このため，会長

は，自己の代理者を任命して，これに，その

時の任務と責任について指示を与えることが

できるものとする。

　4）　各ロータリー・クラブとの最大限の接

触をはかるため，会長は，予算と理事会によ

って定められた方針の範囲内で，世界各地を

訪問する計画をたててこれを実行することが

できるものとし，また，そうすることを要望

されている。

　5）会長は，その在職年度に国際ロータリ

ーの全部があげて指針とすべき適切なテーマ

または主張を表わす言葉を選定することがで

きるものとし，また，そうすることを要望さ

れている。

　6）会長は，国の元首，行政府および市の

首長，報道機関ならびに一般公衆に対してロ
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一タリーの代表者となるものとする。

　7）会長は，その職務に関して会長を直接

補佐する補佐役をおくことができるものとし，

その職務の範囲は会長がその時に定めるとこ

ろによる。

　8）　理事会またはその執行委員会が開かれ

ていないときもしくはこれを招集できないと

きに生じた緊急事態については，会長は，国

際ロータリーの定款，細則の定めるところに

従い，理事会に代わって決定を行なうことが

できるものとする。

　副会長：毎年大会終了直後に開かれる暫定

会合において，次期会長は副会長の選任を行

なう。会長の地位が空席となった場合は，副

会長が会長の地位を継承し，さらに，その他

の理事会のメンバーの中から新たに副会長を

選任するものとする。

　理事：理事は，大会に於て選挙され，その

任期は2ヵ年とする。その任務と責任は，理

事会の一員であることによって生ずる一切を

含むものとする。

　理事に選挙された時期と任期の第1年目を

終る時との問において，理事に欠員が生じた

場合は，その理事を指名したゾーン，地理的

集団又は地域内のクラブの決定によって，そ

の欠員を補充する。理事の欠員がその理事の

就任第1年度終了の時とその任期満了の時と

の問において生じた場合は，残余の理事が残

存任期中空席を埋める理事を選挙するものと

する。　（国際ロータリー細則第4条第8節）

　事務総長：事務総長は，会長の監督と理事

会の統率の下に実務を執行する国際ロータリ

・一一b ﾌ常務役員である。事務総長は直接理事会

に報告を行ない，その年次報告は理事会の承

認を経て大会に提出される。理事会は，事務

総長の任期の最終年の3月31日までに，7月

1日に新たに事務総長に就任する者を選任す
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る。事務総長の任期は5ヵ年以内とし，ただ

し，これには再選が認められている。

　約300名の職員が事務総長と共に国際ロー

タリー事務局を形成し，その事務所をアメリ

カ合衆国イリノイ州エバンストン，スイスの

チューリッヒ，スウェーデンのストックホル

ム，ブラジルのサンパウロ（1981年3．月）オ

一ストラリアのシドニー（1981年3月）およ

び日本の東京（1981年3月）に置いている。

　財務長：財務長は理事会の指示する方法に

従って国際ロータリー資金の支払を行ないか

つ理事会によって代行を委任されるところの

財務長の職に附随するその他の任務を行なう。

財務長は，理事会に，理事会の要求するとこ

ろの報告を行ない，又大会に対して年次報告

を提出する。財務長は，毎年，理事会に於て

選挙する。任期は1年とし，次年度の7月1

日に始まる。

　理事会は，財務長の担当している任務に鑑

み，以下の方針を採用することとした。

　1）　毎年理事会が選挙する財務長は，当該

財務長が就任する年度に自分の任期の第2年

度を迎えることとなる理事の中からこれを選

挙するものとする。

　2）　事務総長は，財務長に毎月の国際ロー

タリ　一一の財務状況について報告するものとし，

これに関する事項で特に注意を要するものに

ついて財務長に助言を行なうぺきものとする。

　3）財務長は，財務委員会の会議に出席す

る場合には，オブザーバーの資格で出席する

ものとし，また，理事会と財務委員会との連

絡役としてのつとめを果すぺきものとする。

　4）　各年度の財務長は，理事会の執行委員

会の職権上の委員に指名さるぺきものとする。

　5）　国際ロータリ　一一の財務委員会委員の任

命については，前年度に国際ロータリーの財

務長をつとめたロータリアンを，任期を1年

または2年とする委員に任命することを考慮

するように，次年度の会長に進言する。

　6）　各年度の財務長は，国際ロータリーの

財務に関する事項につき，財務委員会と並ん

で，理事会に勧告を行なう義務を負うものと

する。

　7）財務長による国際ロータリーの資金の

支出は，次の方法によって行なわるべきもの

とする。財務長またはこれに代わる財務長補

佐は，支払または支出を小切手，手形その他

そうした目的のために作成された書類によっ

て行ない，その手続きが正確に行なわれたこ

とを確かめること。

　8）　各年度の財務長は，5ヵ年間における

収入および支出に関する計画書の作成に協力

するものとし，事務総長は，収支の動向に応

じた対策および必要な財政上の措置について，

財務委員会および理事会に対して勧告を行な

いその審議を求むべきものとする。

　9）　各年度の財務長および財務委員会は，

理事会に対し，5ヵ年間の収支計画における

目標額とこれを達成するための措置のいくつ

かとを考慮した勧告を行なうもの乏する。

（理75－76）

　地区ガバナー：各地区ガバナーは，理事会

の総括的管理の下に，自己の地区内クラブを

直接管理する。また，国際ロータリーの綱領

を推進し，クラブの結成を監督し，地区内の

各クラブ間及びこれらのクラブと国際ロータ

リーとの間の友好関係を推進することをガバ

ナーの任務とする。ガバナーは地区協議会及

び地区大会を主宰する。

　ガバナーは地区大会に於てその地区のクラ

ブによって指名されるが，例外的な事情ある

場合には，郵便による投票によることもある。

ガバナーは国際大会に出席しかつ投票する選

挙人によって選挙される。

　グレート・ブリテン及びアイルランドにお

ける地区の地区ガバナーの任務は，その地域

管理，一般的

の伝統的慣行に従い，R．LB．1．審議会の指示

の下に，RI．B．1．の定款並びに細則に基づい

て，遂行される。グレート・ブリテンおよび

アイルランドにおける各地区ガバナーは，国

際ロー一一一タリー細則並びにR．1．B．1，定款の規定

により，自己の地区の管理につき，国際ロー

タリー理事会及びR．1．B．1．審議会に対して責

任を有するものとする。

　グレート・ブリテン及びアイルランドにお

ける地区ガバナーは，その地区のクラブによ

って指名のために選ばれ，RI．B．1。年次大会

において指名され，国際ロータリー国際大会

において出席投票する選挙人によって選挙さ

れる。

　R・1・B．1・役員の選挙：選挙されるR．1．B．1．

の役員は，会長，直前会長，副会長及び名誉

会計である。会長，副会長及び名誉会計は，

毎年R．1．B．　1．大会によって指名され，国際大

会において出席しかつ投票する選挙人によっ

て選挙される。

　役員の任期：国際ロータリーの各役員の任

期は，会長，理事及び事務総長を除き，その

選挙された国際大会終了直後の7月1日に始

まる。会長および理事の任期は，その選　の

行なわれた年の次の歴年の7月1日に始まる。

ただし，会長エレクトは，その選挙の行なわ

れた直後の7月1日から理事会のメンバーと

鰻。
　特殊な事情のもとにおいては，理事会はガ

バナーの任期が7月1日以後に始まるものと

することができるが，これを10月1日以後と

することはできない。

　大会に於て選出される，理事を除く他の役

員は，すべて任期1ヵ年とする。理事の任期

は，2ヵ年間とする。会長も理事会のメンバ

ーを2ヵ年一一一一1年は会長エレクトとして，

次の1年は会長として一つとめることとな
る。
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国際協議会（lnternati・nal　Assembly）

　国際協議会は毎年通常国際大会の開かれる

直前に開催される。

　協議会は，会長，副会長，並びにその他の

理事，いれば会長ノミニー，及び理事ノミニ

ー，事務総長，財務長，地区ガバナー・ノミ

ニー，RI．B．1．被指名役員，国際ロータリー

各委員長及び理事会が指定するその他の者か

ら成る。

　国際協議会は特別の目的を持った会合なの

で，出席者は指定された参加者とその近親者

に限定されている。　（理74－75）

　この協議会の目的は，これらの役員及び委

員長が，国際ロータリー及び各クラブの次年

度の事業活動を協力して協議計画し，かつロ

ータリーに関する教育と管理上の任務に関す

る指導を行ない，出席者間の親睦をはかる機

会を与えることである。

　国際協議会の参加者に配布される文献その

他の資料は，国際ロータリーによって出版さ

れ又は配付されるものに限られている。その

他による文献，資料の配布は許可されていな

い。　（理63－64）

国際ロータリーの委員会

　　　　（Committees　of　R．1．）

細則（第14条）は，10の常任委員会を規定

している。即ち，

定款・細則

国際大会

地区編成

拡大

財務

投資諮問

会員増強

企画

広報
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　出版物

　会長は常任委員を任命し，自己または理事

会の判断で必要と認める特別委員を任命する

ことができる。会長は，自己の任命した各委

員会の委員長を指名し，又，委員に欠員を生

じた時はこれを補充する権限を有する。

　理事会は，地域諮問委員会（国際ロータリ

ー細則第14条第4節）を任命することができ

る。この委員会は，理事会によって承認され

た手続きに従って諮問機関としての機能を果

す。

　会長指名委員会を除き，すべての委員会の

決定は，理事会の承認を受けなければならな

いo

元会長審議会
　　　　（Council　of　Past　Presidents）

　国際ロータリー細則（第18条）は，元会長

でその所属クラブにおいて正会員，シニア・

アクチブ会員又はパスト・サービス会員の籍

を有する者と職権上のメンバーとしての現会

長とをもって構成される元会長審議会を常置

することを規定している。

　審議会は，通信によって，会長又は理事会

から付託された事項を審議し，また理事会に

進言し，かつ勧告をすることができる。

　然し，会長又は理事会は，この審議会を招

集することができる。ただし，毎年の国際大

会における，国際大会に出席しているこの審

議会の議員の，非公式会合として催さるぺき

ものとする。

地区協護会（District　Assembly）

　ロータリーの教育及び知識を提供し，かつ

地区活動の調整を行なう目的をもって，各地

区内のすぺてのクラブの次年度会長並びに幹

事，及び次年度地区ガバナー並びに理事会が

選定するその他の者による協議会を毎年4月，

5月又は6月中に各地区ガバナーが決定する

時期と場所において開く。次年度の各クラブ

会長及び幹事はこれに出席するものとする。

地区大会（District　C・nference）

　ロータリーの綱領を推進するため，地区内

ロータリアンの大会が，各地区において，毎

年，地区協議会，国際協議会又は国際大会と

同時期としない条件の下に，地区ガバナー及

び地区内過半数のクラブ会長の同意によって

決定した時期と場所において，開催される。

　地区ガバナー・ノミニーが地区によって選

出され，国際ロータリー事務総長によってこ

れが認証されたならぱ，そのガバナー・ノミ

ニーがガバナーを勤める年度のその地区の大

会はこれをあらかじめ計画することができ，

その開催地は，そのガバナー・ノミニーと該

地区内クラブのその時点における会長の過半

数との合意によって決定することができる。

地域大会（Regi・nal　C・nferences）

　地域大会は理事会の決定する日時及び場所

に於て理事会によって招集される。

　地域大会の目的は，地域内に所在するクラ

ブの会員を集めて相互間の面識と理解を推進

すること，又アイディアの交換及びロータリ

ーの綱領に関する問題を討議するための公開

討論の場を提供するにある。大会は，理事会

の採択した運営手続きに従って運営される。

大会は立法機関ではないが，理事会に対する

勧告として，決議を採択することができる。

（「地域大会の」の章参照）

管理，一般的

ロータリー・クラブの構成

　　　　（Structure　of　Rotary　Club）

　1922年ロスアンゼルス大会に於て，国際ロ

ータリー細則が改正され，1922年大会後に国

際ロータリーに加盟を承認されるクラブはす

べて標準クラブ定款を採用しなければならな

いとする規定が設けられた。これは命令的な

ものではなかったが，1922年6月より前に加

盟した多くのクラブも，その定款を標準クラ

ブ定款に合致させるようにした。従って，ロ

ータリー・クラブの組織は標準クラブ定款に

基づいているとすることができる。

無地区クラブの管理
（Administration　of　Non－Districted　Clubs）

　理事会は，無地区クラブ管理のための手続

きを定め，それに基づいて，会長が，地区を

構成するには数の足りない無地区クラブの集

団が理事会の直接管理の下に存在する場合，

その集団内（特殊な事情のある場合は，集団

外）のクラブの会員1名を指名して，これを，

その年度中，名誉職の管理顧問として，各ク

ラブに奉仕させることができるようにするこ

とに，原則的に同意している。

　管理顧問の資格で奉仕するロータリアンの

機能と任務は，次の通りとする二

　（a）集団内各クラブの管理と進展の状況並

びに当該地域におけるロータリーの拡大に関

し，つねに中央事務局を通じて理事会に報告

する。

　（b）集団内の各クラブに対し，管理その他

の問題につき助言を与える。

　（c）毎年1回各クラブを訪問し，会長，理

事会および各委員長と会談し，その相談に応

じ，また個別的にもクラブ役員たちと相談し，

更に例会でロータリーのプログラムを主題と

した話をする。
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　管理顧問が職務の遂行に関して支払った妥

当かつ必要な事務費並びに旅費は国際ロータ

リーにより弁済されるものとする。

　上記事項を遂行するための拠り所として理

事会は，既に会長がその決定に従って管理顧

問を指名するにあたり，その基盤となる無地

区クラブの集団をいくつか設定している。

（理67－68）

クラブ例会への出席
（Attendance　at　Club　Meetings）

　国際ロータリー細則（第18条第1節）によ

れば，加盟クラブは毎月最終例会の直後にク

ラブ例会の出席報告をガバナーに，ガバナー　　い。

のない場合は国際ロータリー事務総長に提出

するものとする。クラブ例会への出席に関す

る規定は，標準ロータリー・クラブ定款第8

はこれを載せたクラブへのマンスリー・レタ

一を1部前記の支局に送付しなければならな

条第5節に掲げられている。

陪審員の職務その他による欠席
　　　（Absence　for　Jury　Service，　Etc・）

出席競争（Attendance　C・ntest）

　出席競争規定，1922年大会に於て初めて採

択されその後決議29－12中の一部規定として

何度か改正された出席競争規定は，1980年の

規定審議会の決定によって削除された。

　陪審員としての職務：陪審員としての任務

を果すための例会欠席であっても，これを欠

席としての取扱いから除外し，出席競争での

罰点を免れさせることは出来ない。理事会は

陪審員の義務履行のためのクラブ例会欠席を

出席と認める規定を作ることを認めない。

（理23－24；65－66）

灘
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地区出席競争
　　　（District　Attendance　Contests）

　理事会は各地区ガバナーに対し，その地区

内のクラブ問に出席競争を行なわしめるよう，

而して，その地区内クラブが地区ガバナーに

提出する月例出席報告に基づき，その月信に

おいて，かかる競争の結果を公表するよう，

要請している。　（理67－68）

地区出席報告

　　　（District　Attendance　Rep（⊃rts）

地区ガバナ・・一一一は，毎月，その地区内のクラ

ブの出席報告書の要約をつくり，遅滞なくこ

　州議会：州議会において出席を強制せられ

たため例会を欠席した場合でも，その欠席を

出席競争での罰点を課せられることから除外

することはできない。　（理52－53）

じ

れをその地区関係の支局に送付するか，また

　非公式の会合：船上，避暑地，同業者大会

等で開かれる非公式なロータリアンの会合に

関しては，定款，細則，出席競争規定のいず

れにもこれを出席と認める条項はない。理事

会は，船上におけるロータリアンの非公式会

合を出席の単位にするような規定を作っては

ならないということを決定した。（理56－57；

69－一一70）

　他の奉仕クラブの会合：ロータリーの求め

る目的は如何なるクラブの会合にでも出席す

ればよいというのではなく，ロータリー・ク

ラブに出席することから得られる利益にある

灘i
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が故に他の奉仕クラブの例会に出席してもロ

ータリーの会合に出席したと同じ効果がある

とは考えられない。　（理26－－27）

Rosanoff出席トロフィー
　　　（Rosanoff　Attendance　Trophy）

　Rosanoff出席トロフィーというのは欧州

大陸，北アフリカ及び東地中海地域のクラブ

の出席競争の賞品として与えられるトロフィ

ーである。これは上述の地域に於てその年の

最高平均出席率を得たクラブに贈られるもの

であり，毎年優勝クラブ名がトロフィーに彫

込まれそのクラブがそれを1年間保管し，翌

年の優勝クラブへ譲渡する。斯くしてトロフ

ィーはクラブからクラブへと渡され，決して

一クラブの永久所有物とならない。

　このRosanoffトロフィーを目指して競争

するクラブは，その出席率を1ヵ年52回の例

会を開くものとして計算しなければならない。

但し法定休日等は例外とする。

賜暇（Leave・f　Absence）

　会員が例会に欠席する場合には前以て賜暇

を求めなくてはならないとする規定を設ける

ことは実際的でない。　（理25－26）

来訪ロータリァン

　　　　　（Visiting　Rotarians）

　クラブ例会に他のクラブからの来訪ロータ

リアンが出席した場合，クラブの幹事はその

ビジターの所属するクラブの幹事に早速その

20

旨を通知しなければならない。もし本人から

要求があれば電話又は電報によって通知しな

ければならない。勿論この場合の費用は来訪

ロータリアン自身の負担である。

　ガバナーは，地区内のロータリアン同士の，

（a）他国及び（b）その他の地域のクラブへの出席

競争の実施を取決めることが出来る。この競

争で優秀な成績を収めたものは，これを地区

大会で適当に表彰することが望ましい。　（理

36－37）

　クラブを訪問するロータリアンがそのクラ

ブで個人的に知られていない場合には，ロー

タリー会員カードを提示して自己紹介をすぺ

きである。

　クラブ又は会員個人に招待された場合を除

き，訪問したロータリアンは，ロータリーで

行なわれている慣行に従い食券を自分で買う

ことを正当とされている。　（ダラス大会決

議，　29－12）

詐欺師（Imp・st・rs）

　他の町から来たロータリアンだと称する男

がクラブや会員個人を訪れてくることがよく

ある。彼等はきまって尤もらしい不幸な出来

事の話をして金を要求するのである。訪れら

れた方では仲間のロータリアンを助けたい気

持から金品を与えたり世話をしたりするので

あるが，これが実は「にせ者」だったという

ことが後でわかることがある。ロータリアン

と称する未知の来訪者から援助を求められた

場合には，本人が会員だと称するクラブに電

話か電報で確かめるのが一番良い。本当のロ

ータリアンであったらこのような照会に異存

はない筈である。

国際ロータリー理事会

（Board　of　Directors　of　R．1．）

　国際ロータリーの管理主体は17名の理事か

らなる理事会である。理事会の構成及び任務

は定款第5条及び細則第4条及び第10条に掲

げてある。

執行委員会（Executive　C・mmittee）

　理事会は，細則第4条第6節の規定により，

3名乃至5名の理事より成る執行委員会を任

命し，これに理事会の会合なき間，理事会に

代って執行又は管理に関する事項を決定する

権限を委任する。但しこの権限の行使は国際

ロータリーの方針が確立されているものに限

る。1977－78年度理事会は，執行委員会を任

命しかつ次に示す職務規定を表示した。

執行委員会は：

　1　理事会の方針が確立されているもの，

或は緊急の事態が発生した場合に，その執行

又は管理に関する事項を決定する。

　2　理事会によって割当が行なわれている

費用の支出に関し必要な決定を行ない，かつ，

理事会の決定を実行するに必要な費用の緊急

割当を行なう。

　3　非常用予備金から，緊急に必要ありと

認められる金額の追加割当を行なう。

　4　必要又は望ましいと考えた場合には，

会計監査の意見を求めるなり或は会合するな

りして，監査報告を詳細に検討し，その結果

を理事会に報告する。

　5　理事会の処理を必要とする事項を調査

し，これに関し理事会に勧告をする。

　6　委員会の報告を検討し，必要に応じ，

本規定（1）に従い，報告中に含まれている事項

に関する措置を行なう。

　7　国際協議会のプログラムを準備し，地

区大会，地区協議会，及び部分的地区協議会

に対してプログラムを提案する。

　8　理事会の人事委員会として，事務局の

人事および機構に関するすべての事項を理事

会に代って決定し，また，事務総長の行なう

各部局の長または事務局の上級職員の任免に

ついて，これを決定する場合の賛否の権利を

保留したうえで，事務総長と協議するものと

する。

　執行委員会の審議に対し執行委員のいずれ

かが文書を以て反対を表したときは，その問

題は理事会の決定に委ねるものとする。

　執行委員会に於て決定された事項はすぺて

次回の理事会に報告すぺきものとする。　（理

77－－78）

郵便による投票（Ball・tS・by・Mail）

　理事会の票決に郵便による投票を用いるの

は，次の理事会の会合まで延ばすことのでき

ない緊急な案件で，新しい方針の設定を含ま

ないものに限定さるぺきである。（理32－33）

　郵便投票により執行委員会の行なう決定は

執行委員会全員一致の投票でなければならな

21

麟継



，燭＿鎌・職

・驚鍵繋

灘難，．

い。執行委員会に付託された事項に関し郵便

投票の結果，全員一致の結果が得られなかっ

た場合には，その問題は理事会に付議しこれ

を決定するものとする。　（理47－48）

立法議案に関する理事会の方針

　　　（Policy　of　Board　re　Proposed

　　　　　　　　　　　　　Legislation）

R．1．理事会は次のことを決定した。

a）R．1．理事会は，R．1．の管理運営機

関としての職分に反しないやり方で，

R．1．の立法業務を効果的に指導する責

任を有する。

b）理事会の提出する立法案は，管理的な

性質の問題で，理事会の職務の遂行およ

びR．1．の組織のいずれかに関するもの，

またはロータリーのプログラムに広範囲

の影響があるために3分の2の多数によ

る票決を要するものに限るものとする。

c）理事会の提出にかかわる立法案につい

ては，理事会は，規定審議会におけるそ

の案件の審議の促進をはかる措置を講ず

るものとする。

d）規定審議会で審議中の立法案について

は，理事会の提出にかかわるものを除き，

審議会で，理事会自体が，理事会のため

に，賛成または反対の意見を述べたり，

または理事会のメンバーの人々にそうし

た発言をさせるようにしたりしてはなら

ないものとする。ただし，国際ロータリ

一の重大な利益にかかわる重要な問題と

考えられるものについては，理事会は，

理事会の意見を規定審議会の参考に供す

る目的で，これに関する理事会の決定を

記録するかまたはこれを表明する決議を

採択して，その写しを審議会の議長およ

び特別議員に提供するものとする。この

ような問題については，理事会は審議会
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の審議に積極的に参加するものとする。

e）理事会のメンバーの審議会の審議への

参加は，原則として，理事会の代表とし

てではなく，個人の資格で行なうものと

する。ただし，理事会がその必要を認め

た次の場合を除く。

1）審議会で審議中の立法案の条項につ

いて説明をきく必要が生じたときに，

規定審議会議長が，その説明をとくに

指名された理事会のメンバーに求める

ように要求された場合。

2）　規定審議会の会議中に，理事会に対

する批判が行なわれ，理事会が理事会

を代表する人を指名してその批判に答

えさせることとする場合。

3）　理事会が規定審議会の審議に付した

案件を撤回するときに，理事会が理事

会を代表する人を指名して理事会が前

記の撤回をする理由を審議会に説明す

　　る場合。

f）理事会が国際大会の指示によって提出

する立法案については，理事会はその立

法案が前記の指示に従って提出されるも

のであることを明らかにする措置を講ず

　るものとする。

9）理事会が非常時における立法案として

提出する制定案および決議案は，明らか

に緊急を要する場合の案件に限らるぺき

ものとし，理事会は，その立法案を提出

すべき規定審議会または国際大会に対し

て，このような緊急立法を必要とする事

情について説明するものとする。

会長及び理事の旅行

　　（Travel　of　President　and　Members

　　　　　　　　　　　　of　the　Board）

理事会は次のことに同意しだ：

a）理事がクラブ又は地区を繰り返し訪問

すること，又は他の理事とかち合った訪

問をすることを回避すべきこと；

b）理事が個々のクラブの講演依頼を受理

することは，実行できる場合は，出来る

だけ多くのクラブやロータリアンと接触

できるように都市連合集会を準備してい

　るクラブに限るべきこと；

　c）クラブ集会での講演依頼に関する理事

　　の旅費及び雑費は，かかる依頼をした者

　　の負担とすぺきこと。　（理67－68；68－

　　69）

　理事会は，国際ロータリーの理事が，事情

の許す場合，その理事の指名が行なわれたゾ

ーンまたは地域内の地区を，国際ロータリー

に負担をかけないで，訪問することに賛成で

あり，そして，理事会のメンバーが，こうし

た機会があった場合にそれを利用して，訪問

した地区の地区ガバナーや国際ロータリーの

元役員に会い，またクラブ会長にも会って，

ロータリーのプログラムの推進について意見

を交えたり，激励したりすることを奨励する

ものである。

　理事会は，地区ガバナーが，自分たちのゾ

ーンまたは地域から出ている理事に自分の地

区を訪問してもらうように懇請し，その理事

が地区内の国際ロータリーの元役員や現職の

クラブ会長たちと顔を合わせて意見を交える

ようにした会合を，場合によっては何個所か

で，催すように準備を整えることを奨励する。

そして，この場合に理事が地区を訪問するた

めに要した旅費および雑費は，これをその地

区で支払うことにしたいと考えている。（理

76－77）

国際ロータリー会長の指名
　　　（Nomination　for　President　of　R　I．）

国際ロータリー会長の指名は，会長指名委

国際ロータリー理事会

員会，クラブ若しくはその両者によって行な

われる。

　会長指名委員会は15名の委員より成り，そ

の任期は毎年7月1日に始まるものとする。

委員会はその会合に於て委員の1名を委員長

に選挙する。

　委員会は各クラブに対し，会長指名に関し

委員会の考慮を求める提案を出すよう招請状

を出す。各クラブからの提案は10月31日まで

に中央事務局に到達しなければならない。

　指名委員，その委員の補欠者，元会長又は

国際ロータリー理事は，指名委員会によって

会長に指名される資格を有しない。

　指名委員会の会合は毎年11月30日までに開

かれる。この会合に於て委員会は会長ノミニ

ーを選ぶ。

　全クラブ宛の委員会の報告は，委員会会議

後10日以内に委員長から事務総長に証明され

る。事務総長は，本報告受領後10日以内に，そ

の写しを，各クラブに送付すべきものとする。

　委員会による指名に加えて，各クラブは，

クラブの指名決議書を1月15日までに事務総

長に提出することによって，国際大会におけ

る会長選挙のため提出されるべき会長ノミニ

ーを選ぶことができる。

　1月15日迄にクラブによる指名が提出され

ていない時は，会長は指名委員会の指名する

者を会長ノミニーと宣言する。会長ノミニー

が唯1名である場合は，大会に於ける選挙人

は口頭投票によって，そのノミニーに全会一

致の投票を行なうよう事務総長に指示するこ

とができる。

　しかしながら，1月15日迄にクラブからの

ノミニーが提出されており，かつその指名が

1月25日迄有効である場合は，会長ノミニー

は全部大会に於て投票に付されるものとする。

　指名委員会の構成及び会長指名の手続きは，

国際ロータリー細則第10条第1節及び第2節

に詳細に掲げられている。

　細則第10条第2節の「委員の補欠者が委員
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会委員の任務を行なった場合は，その補欠者

は委員会の残存任期中その役をつとめるもの

とする」という規定は，本来の委員に代って

補欠者が指名委員となった場合は，本来の委

員はその年度は委員でなくなるという意味で

ある。　（理41－A2）

　理事会は，国際ロータリー会長ノミニ・一一の

選定は，もっぱら会長指名委員会の責任に於

てであることを認め，此の件に関する委員会

の決定に直接又は間接に影響を及ぼす如何な

る外部からの働きかけにも好意を寄せないの

である。　（理62－63）

　1977年国際大会の規定審議会の決定によっ

て一部改正を見た国際ロータリー会長指名委

員会の構成に関する国際ロータリー細則第10

条第2節（a）項および（b）項の規定に鑑み，1977

－78年度理事会は，前記改正にかかわる（a）項

および（b）項の規定の解釈を次の通り定める。

　1）　別に定めた場合を除き，会長指名委員

　　会の委員は，いずれも，国際ロータリー

　　の元理事でなければならない。

2）　かつて指名委員会の委員をつとめたこ

　　とのある元理事は，まえに委員をつとめ

　　た年から少なくとも2ヵ年を経過してい

　　なければ，重ねて自分のゾーンまたは地

　域選出の委員会委員となることができな

　　いものとする。

3）元理事で指名委員会委員となる資格の

　　ある者または委員にすることができる者

　がほかにいないゾーンまたは地域におい

　ては，そのゾーンまたは地域で委員とな

　　る資格のある元理事は，2期続けて当該

　　ゾーンまたは地域選出の委員会委員をつ

　　とめることができる。

4）委員となる資格のある元理事が1名ま

　たは2名以上いるゾーンまたは地域にお

　いて，クラブが指名委員会委員の推薦も

　しくは選挙をしなかった場合，または，

　理由のいかんを問わず，ゾーンまたは地

　域の委員会委員に欠員が生じた場合は，
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　　当該ゾーンまたは地域で委員となること

　　のできる最も新しい元理事が，そのゾー

　　　ンの委員会の委員となるものとする。

　5）　元理事で，指名委員会委員として選出

　　　もしくは任命することのできる資格のあ

　　る者または選出もしくは任命することが

　　できる者がいないゾーンまたは地域にお

　　いては，当該ゾーンまたは地域の元地区

　　ガバナーで第2節（a）項に掲げられている

　　資格を備えている者を委員会の委員とし

　　て選出または任命することができるもの

　　とする。

　6）　（a）項の規定により，指名各委員会の委

　　員とすることのできる元理事がゾーンま

　　たは地域内で得られず，また，指名委員

　　会の委員として選出または任命すること

　　のできる元地区ガバナーもそのゾーンま

　　たは地域内で得られない場合には，理事

　　会は，第2節（b）項の規定により，他のゾ

　　ーンまたは地域から委員と、なる者を任命

　　するものとする。ただし，このような，

　　他のゾーンまたは地域から委員を任命す

　　ることとする理事会の措置は，当該ゾー

　　ンまたは地域内に，会長指名委員会の委

　　員として選出または任命することのでき

　　るa）適格な元理事がいないこと，およ

　　びb）適格な元地区ガバナーもいないこ

　　とを確かめた後においてのみ，とり得る

　　ものとする。

　7）第2節（b順の規定により，理事会が他

　　のゾーンまたは地域から指名委員会委員

　　を任命することを必要とするにいたった

　　場合，その任命は，委員となる資格を備え

　　ている元理事の中から行ない，もし任命

　　すぺき元理事が得られないときは，委員

　　となる資格を備えている元地区ガバナー

　　の中からこれを行なうべきものとする。

　会長ノミニーが大会に於て投票に付される

場合は，順次投票用紙による。各ノミニーに

ついては次の事項を投票に先だって大会日報

に掲載しなければならない。即ち，

　　ノミニーの氏名及び所属クラブ名

　　ノミニーを推薦したクラブ名

　　　或は

　　指名団体の名称

　　ノミニーの以前の職業分類

　　所属商社名

　　商社に於ける地位

　　ロータリアンとしての年数

　　ロータリーに於ける現在の地位

ロータリーにおいて過去に占めたことの

ある地位（理52－53；54－55）

国際ロータリー会長指名委員会の実務

手続

　　（Procedures　of　the　Nominating

　　　　　　Committee　for　Pres　ident）

　国際ロータリー理事会（1977－一一78）は，各

年度の国際ロータリー会長指名委員が国際ロ

ータリー会長指名の任務を遂行する場合の指

針として，以下の実務手続を推奨する。

　a）国際ロータリー事務局の指定職員（後

　　出c）参照）は，指名委員に宛てられた

　　指名および／またはその他に関する郵便

　　物を，10月1日＊よりも前に開封しては

　　ならない。

b）何らかの理由で，指名委員会宛に届い

　たものに封がしてなかったり，あるいは

指名委員会の宛名の書き違いなどのため

に不用意に開封されたりしているような

場合には，直ちにそれに封をして，ほか

の指名委員会宛の郵便物といっしょにし

　ておく。

c）事務総長は，事務局職員1名に指名委

員会の業務に関する事務の担当を命じ，

指名委員会の業務については何事によら

国際ロータリ　一一理事会

ず一切極厳秘とするように本人に指示し

ておく。10月1日＊後にはできるだけ速

やかに，この職員の手で指名委員会宛に

届いたすべての通信書類を開封し，委員

会に提案された人物の一覧表の作成とそ

の履歴に関する資料のとりまとめを行な

う。

d）10月1日＊後に行なう一覧表の作成と

履歴に関する資料のとりまとめは，次の

　ような方法による：

1）会長候補者に推薦されたロータリア

　ンとその所属ロータリー・クラブ名と

　を大文字で示したアルファベット順の

　表とする。推薦をしたロータリー・ク

　ラブ名を小文字で記載する。

2）会長候補者として推薦されたロータ

　リアンのそれぞれについて，事務局に

　記録されている本人のロータリーでの

　履歴に関する資料とクラブから提供を

　受けたロータリーでの履歴に関する資

　料とをいっしょにまとめる。

3）推薦された候補者のそれぞれについ

　て，事務局に記録されている本人の一

　般的履歴に関する資料とクラブから提

　供を受けた一般的履歴に関する資料と

　をいっしょにまとめる。

4）会長候補者となる資格のあるすぺて

　の元理事のアルファベット順一一覧表を

　つくり，それに，理事会のメンバーを

　つとめた年数，もしその他の役職もつ

　とめたことがあればその年数，および

＊　理事会の元の決定では，この期日は12月1日となっ

ていた。これが，1980年の規定審議会の決定による細

則第10条第2節の現定の改正に伴い，この度改められ

ることになった。
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その所属クラブ名を表示する。

e）以上の資料の処理が済んだら，次のよ

　うにする：

1）推薦された候補者の一覧表と各候補

　者の履歴に関する資料とを候補者各別

　に封をした封筒に入れたものを，委員

　会が開かれたときに，事務総長から委

　員会に引き渡す。

2）　この封筒には，なるぺく過去1年以

　内にとった本人の写真を入れる。撮影

　日時の不明なものの場合は，裏面にそ

　の旨を記載する。

3）　ロータリー・クラブから受取った会

　長指名に関する提案その他の通信書類

　の原本は，専用の容器に収め，封印を

　したうえ，委員会に引渡してその処理

　に任せる。

f）委員会は，その会合で，委員長を互選

する。もし希望があれば，別な委員を幹

事に選ぶことにする。

9）指名委員会委員として正式に選挙され

　た者のほかは，会議中の委員会に臨席さ

せてはならない。ただし，事務総長また

は事務局職員には出席を求めることがで

　きる。委員会から事務的な仕事について

協力を求められた場合は，事務総長は事

務局職員1名を指定して，委員会の会議

が続けられている間，その手伝いをさせ

　るものとする。この職員は，委員長の直

接指揮の下にその職務を行なう。

h）委員会は会長ノミニーの選出を行ない，

委員会が開かれている期間中に，本人の

承諾を得ておかなければならない。委員

会のノミニー指名に関する報告書には，
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委員長の署名と事務総長宛の認証が必要

である。この報告書は委員会の唯一の公

式記録となるものであり，事務総長は，

この報告書を，受けとったときから10日

以内に，各ロータリー・クラブに郵送す

るものとする。

i）委員会は，すべての資料をとりまとめ，

これを封印した容器に収めて事務総長に

引き渡し，これを7月1日まで安全に保

管すること，そしてとくにこの資料の保

存を必要とする事情のない限り，前記の

日から10日以内にこれを破棄すぺきこと

を，書面をもって通告する。

j）委員会は，その会議で，会長ノミニー

の補欠を選出することができる。委員会

はこの補欠候補者と接触してはならない。

また，その選出について，委員会外で発

表をしたり，論議したりすることを得な

いものとする。

　補欠候補者の指名が行なわれたときは，

委員会は，その候補者と接触する必要が

生じたときによるぺき厳密な手続きを取

り決めておく。

　さらに委員会は，会長ノミニー本人お

よびその補欠が指名されている場合にお

いて，そのいずれもが何らかの事由で就

任できないこととなったため，郵便投票

もしくは電話によるかまたは緊急委員会

を開いて別な会長ノミニーを選ぶことと

なった場合によるべき厳密な手続きを取

り決めておく。

　前記の手続きによって新たに別な人を

指名する必要が生じた場合には，委員会

委員長は，書面をもって事務総長に委員

会で取り決めた手続きを送達するものと

し，これには委員会に出席している委員

の氏名を記載する。

k）指名委員会の主要任務は，求め得る最

　も有能な人物を選出することである。国

際大会決議66－34およびこれに関する理

事会の決定に留意すること。

1）指名委員会の委員は，委員会が開かれ

る前においても，また終わった後におい

ても，委員会の仕事については，他の委

員その他どんな人とも話し合ってはなら

ない。また，委員会の審議に加わって発

言するとき以外にはいかなる場合にも，

委員会で行なわれた審議や論議について

論じたり，これを他に洩らしたりしては

ならないものとする。

　1977－78年度国際ロータリー理事会は，

国際ロータリー細則の会長候補者の指名

に関する規定について，会長指名委員会

が，その会議において，会長ノミニーを

選出する場合に，あわせて会長ノミニー

の補欠も選出することは会長ノミニーに

関する細則の規定に抵触するものではな

い，とする解釈を示した。

理事会ノミニーの選定方法（Meth・ds　f・r

　Selection　of　Directors　Nominee）

　国際ロータリーの細則は，1962年（ロスア

ンゼルス）国際大会で，指定されたゾーン，

地理的集団又は地域からの理事ノミニーを選

定する四つの方法，即ち，

1）　国際大会においてクラブの選挙人による

投票；

2）　クラブによる郵便投票；

3）　指名委員会手続き；

4）　国際ロータリー理事会による指名の方法

を規定することによって改正された。

国際ロータリー理事会

　改正された細則は，各ゾーン，地理的集団

又は地域におけるクラブが，そのゾーン，地

理的な集団又は地域における理事ノミニー選

定にこれら四つの方法の内何れによるべきか

を郵便投票によって決定すべきことを規定し

ている。

　理事ノミニーの選定方法は各ゾーン，地理

的集団又は地域におけるクラブによって決定

されるものである。斯様な方法は細則第10条

第3節の規定に従い改正されざる限り効力を

もつ。

大会に於ける選挙人会合の招集者

　（Conveners　for　Meetings　of

　　　　　　　　Electors　at　Convention）

　国際大会においてクラブよりの選挙人によ

る投票によって理事ノミニーの選定をなすこ

とに関し，細則は，斯様な理事ノミニー選定

方法が適用されるゾーン，地理的集団又は地

域に所在するクラブよりの選挙入は，国際大

会期間中に理事候補推薦の目的のために集合

すべきことを規定している。

　国際ロータリー会長は，理事ノミニーの選

定手続きが国際大会における投票によって行

なわれるゾーン，地理的集団又は地域からの

選挙人の会合の招集者として，そのゾーン，

地理的集団乃至地域に居住する国際ロータリ

ー理事を指名する。もし斯様な理事がその任

を遂行し得ない場合には，会長はそのゾーン，

地理的集団乃至地域に居住する現在又は元国

際ロータリー役員を招集者に指名する。　（理

64－65）

理事選挙の票決の方法
　　　　（Balloting　for　Director）

国際ロータリ　・一細則は，その理事への候補
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者の数が2名よりも多い場合には単一移譲投

票の方法によるべきことを規定している。

＿（この方法に関する説明については，国際

大会の章参照のこと。）

理事会は，一つの役職に対して2名を越え

る候補者がある場合には，順に投票に付すべ

きことを決定した。　（理54－55）

カナダ及びアメリカ合衆国に会員を有

するクラブの投票

　（Voting　ofαub　with　Members　in

　　　　Canada　and　United　States）

　その区域がカナダ及びアメリカ合衆国の国

境に跨り，カナダ及びアメリカ合衆国に会員

を有するクラブは，両国のクラブ会員に関係

する事柄に対し投票する資格を有する。従っ

て国際ロータリー理事の指名投票に於てもこ

のようなクラブはカナダからの理事の指名に

投票すると共に，又クラブの所在するアメリ

カ合衆国のゾーンからの理事の指名にも投票

することができる。各クラブの行使し得る投

票の数は細則に定められてあるが，これはか

ようなクラブがすべての投票において行使す

る数を考慮したものである。　（理41－42）

国際a一タリーの役職候補者に関する
宣伝（Publicity　Re　Candidates　for　Office

　　in　Rotary　International）

　理事会は，国際ロータリー理事候補者の如

何なる宣伝活動にも不賛成である。かかる活

動は，その役職の権威を損じ，不当な出費を

もたらしがちである。　（理41－42；57－58）

　あるゾーン，地理的集団又は地域の理事指

名委員会委員の選出は，ロータリーの原則に

基調して厳正かつ責任ある方法を以て行なわ

れるぺきである。理事指名委員会委員候補者
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を支持する活動は，委員会の重要な役目と合

致すぺきものであり，かつ当該ゾーン，地理

的集団又は地域からの理事ノミニーと見倣さ

れる個人に関連して，暗示その他によってそ

の委員候補者を拘束すべきではない。関係ク

ラブへ送付のため事務総長より提供される，

正規に届出のあった理事指名委員候補者全員

を列記した投票用紙以外に，候補者に関する

如何なる印刷物も発行又は配布してはならな

い。　（理64－65；65－66）

　国際ロータリーの細則に従って，事務総長

は，理事指名委員会委員候補として正規に届

出られた者の氏名を列記した投票用紙を用意

し，かつ関係クラブに郵送するものとする。

細則によれば，各投票用紙にはそれに記され

た各候補者の写真と履歴書が添付されなけれ

ばならない。そして，この履歴書は，その記

載事項が画一で，理事会が定めた様式に記入

して提供された資料に基づいて作るぺきもの

とする。その他の様式，情報，パンフレット

乃至選挙運動方法は，一切認められないもの

とする。国際ロータリーより配布される候補

者の写真および履歴書以外の文書を，候補者

自身が，もしくは候補者のために他人が，当

該ゾーン，地理的集団又は地域内のクラブも

しくはクラブ会員に配布してはならない。

（R．1．細則第10条第3節参照）

　国際ロータリー理事の選定はロータリーの

原則に基調して厳正かつ責任ある方法を以て

行なわれるぺきである。ゾーン，地理的集団

乃至地域の理事候補者として理事指名委員会

へ推薦されたロータリアンを支持する活動は，

推薦するクラブが被推薦者の写真並びに履歴

書を添付した公式推薦書を提出することにの

み限定されるぺきである。

　理事指名委員会への指針として，理事会は

次のような意見を述ぺている：もし理事指名

委員会の判断で，推薦された候補者の支援活

動が厳正かつ責任ある候補者推薦としての範

囲を逸脱すると考えられる場合，このような

推薦候補者の申出を無視することは委員会の

特権事項に属することとする。　（理65－66）

　理事会は，国際ロータリー細則に定められ

ている理事ノミニー選定のための指名委員会

手続きは，関係ゾーン，地理的集団乃至地域

のロータリー・クラブ並びにロータリアンが

理事会の設定せる指針に添って，斯様な手続

きを適正に守ると信ずるが故に，効果的かつ

公正に遂行されうると考えている。　（理68－

69）

　理事会は，国際ロータリー理事ノミニーの

選定はもっぱら理事指名委員会の責任である

ことを認め，この件に関する委員会の決定に

直接又は間接に影響を及ぼす如何なる外部か

らの働きかけも好ましくないと考える。（理

69－70）

　国際ロータリー細則は，理事ノミニー候補

者に関して次のように規定している。国際ロ

ータリーから配布される写真及び履歴書以外

の文書は，理事会がとくに認めた場合を除き，

候補者自身が，もしくは候補者のために他人

が，当該ゾーン，地理的集団又は地域内のク

ラブもしくはクラブ会員に配布してはならな

いものとする。

国際ロー・一タリー理事会

被選資格の否認
（Disqualification）

国際ロータリー細則第10条第3節（9）項の定

めるところにより，理事会は，認められてい

るもの以外の文書や資料の配布を禁止した規

定に違反したり，選挙運動や投票の依頼をし

たりする理事選挙の候補者に対しては，その

被選資格を失わしめる措置をとらなければな

らないことになっている。違反の決定を下す

場合には，事実に関する調査機関が設けられ

ることになっている。ただし，その決定は理

事会に提訴することができる。

他団体においての役職名の利用
　（Use　of　Title　in　Other　Organizations）

　国際ロータリ　一一の如何なる役員と錐も，国

際ロータリー理事会の同意なしには他の団体

における彼の役職又は会員資格に関連してロ

ータリーの役職名を公表することは許されな

い。　（ダラス国際大会決議29－12）

●
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職業　分類
（Classifications）

　ロータリー・クラブは標準クラブ定款第5

条に規定された原則に違反しない限り，でき

るだけ所在地域社会に認められたすべての職

業又は団体からそれぞれ1名の会員を持つよ

うにしなければならない。

　ロータリーではこれ等の認められた事業活

動を簡単明瞭に示すため或る種の用語を使用

し，これを職業分類（Classifi（rations）と称し

ている。

　標準クラブ定款（第5条第旦節）には次の

通り規定してある。

　（a）本クラブの各正会員はその職業に従っ

て分類されるものとする。

　（b）各正会員の職業分類は本人の所属する

商社，会社又は団体の主要，かつ一般世間が

そのように認めている事業活動を示すもので

なければならない。又，もし本人が独自に実

業又は専門職業にたずさわっている場合なら

ば，その職業分類は本人の主たるかつ一般世

間がそのように認めている職業活動を示すも

のでなければならない。

　会社又は商社の社会に対する主要なる活動

又は奉仕は，その会社又は商社が現に行なっ

ている事業であり，従ってロータリーの職業

分類の目的にかなうものである。

　科学的に準備された職業分類表一一一充当さ
　　　　　　　　　りれたものもあり，空席のものもある一一はク

ラブ発展の理論的基礎である。ごの表はクラ

ブ所在地の徹底的な職業分類調査を行なうこ

とによってのみできるものである。その理由

はこの表は又クラブの区域限界内の職業活動

の正確なる指標でなけれぱならないからであ

る。
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国際ロータリー職業分類指針

　（Rotary　International　Guide　to

　　　　　　　　　　　Classifications）

　理事会は，ロータリーの会員組織に関する

方式の適用に関する次の原則を発表し，クラ

ブが職業分類の指針を使用することを承認し

た：

職業分類の指針
　（Guide　to　Classifications）

　ローrタリー・クラブの職業分類に関するこ

の指針は，各ロータリー・クラブが職業分類

表の作成に用いる便利な用具として，また，

クラブ定款に定められたロータリー・クラブ

の会員組織の目的と精神にそうように職業分

類を決定するための推奨基準として，用意さ

れたものである。

用語の説明（Tips・n　Terminology）

　職業分類とは，商社，会社，団体または自

営の実業もしくは専門職業の行なう主要な事

業活動で一一・－A般世間からもそのように認められ

ているものを表わした単語もしくは熟語であ

る。クラブは，この定義の範囲内で，区域内

の実業および専門職業活動を表わす適切な職

業分類を設定すべきである。

活動又は奉仕で地位ではない

　（Activity　or　Service－Not　Position）

　職業分類は，特定個人の占めている地位に

よってではなく，むしろその事業活動もしく

は社会的に果している仕事によって定められ

るものであるということが，はっきりと理解

されなければならない。換言すれば，銀行の

頭取の場合，その職業分類は，　「銀行頭取」

ではなく「銀行」業である。

　実業または専門職業の事業場に勤めている

会員有資格者に対して設定され，貸与される

職業分類を決定するのは，その事業場で行な

われている主要かつ一般世間からもそのよう

に認められている事業活動である。たとえば，

鉄道会社，鉱業会社，製造会社，病院，診療

所等における常勤の電気技師，保険清算人，

支配人などは，その人が直接担当している特

定の仕事を代表する会員とされるのではなく

て，その人が，専門的な仕事に専従している

商社，会社または団体の代表者として会員資

格をもつものとされるのである。ただ，専門

的な仕事が一般公衆を相手とするものである

場合に限り，その個人の職業活動は，これに

対して職業分類を設定し得るものとして取扱

われる。

　産業の区分：ほとんどの産業は，それぞれ

他のものと明らかに異なる事業形態をもった

次の四つの部門に分けることができる。

　生産（または製造）PrOducing

　　　　　　　　　　（or　Msnufacturing）

　配布　　　　　　　Distributing

　小売　　　　　　　Retailing

　サービス　　　　　Ser▼icing

　これら四つのグループは，すぺてこれをロ

ータリー・クラブにおいて代表させることが

できる。

　配布：用語を簡単にしかつ統一するために，

「配布」という語は，ここでは，次に掲げる

市場活動のすぺてについて，これらを指称す

職　業　分　類

る言葉として用いる。すなわち，卸売，仲買，

委託販売，ブローカー，輸出および輸入のこ

とをいうのである。如何なる場合に上記の言

葉の一つを職業分類用語としての配布という

言葉に替えて用いることとするかは，各ロー

タリー・クラブの職業分類委員会の賢明な判

断によって決定さるぺきことである。

職業分類の調査

　（Classification　Survey）

　各ロータリー・クラブは，その職業分類委

員会によって，8．月31日までのなるべくロー

タリー年度の早い時期に，その地域社会の職

業分類調査を行なうように勧告されている。

調査したものにより，職業別電話帳その他の

事業別名簿を用いて，充墳及び未充墳職業分

類表を作成する。分類表には，ある職業分類

にかかわる事業活動がたとえクラブの区域内

で行なわれていなくても，その職業分類を貸

与されている会員がクラブの区域内に居住し

ている場合には，その職業も記載しなければ

ならない。

一事業体内の独立部門
　（Separate　and　Distinct　Divisions　of　One

　Concern）

　国際ロータリー定款および細則ならびに標

準クラブ定款に用いられている「実業」「専

門職業」　「職業」「企業」あるいは「会社」

等の用語の意義を明確にするため，国際ロー

タリ　一一理事会は，これらの用語について次の

ような解釈をしている：すなわち，ロータリ

ー・ Nラブで職業分類表を設定する場合にお

いて，

　（1）商業的活動

　くU）工業的活動

31

雛



f，
　
避

婁

藻
．

灘

　㈲　専門職業活動

　（＝）公共団体の活動

のいずれかに属する事業活動で，たとえ，そ

の財務に関する管理権限とか，また二，三の

業務について財務の処理方法に関する最終決

定権が，一つの法人または個人事業主にあっ

ても，その業務一般にわたって運営方針を決

定したり，任務を遂行したりすることについ

て十分な独立性をもつものについては，その

事業活動を，一つの「実業」「専門職業」「職

業」「企業」　「会社」等の事業活動として取

扱うことができる。ただし，必ず，当該事業

活動が，それ自体，地域社会のために行なわ

れる完全な一つの事業……一つの独立した事

業とみとめられるもの……でなければならな

いものとする。

　たとえば，大規模の大学内に，はっきりと

各別に独立した三つの学部が存在して，各学

部毎に学部長と教授団があり，それぞれ学部

の運営一般に関する独自の方針の決定と責任

遂行とについて十分な独立性をもっている場

合には，クラブは，充墳，未充填職業分類表

に，各学部別に，それぞれの主要かつ一般世

間からもそのように認められている活動に対

する，たとえぱ次のような職業分類を設定す

べきである。

　　教育一一医学部

　　教育一工学部

　　教育一法学部
　大規模の大学内の明らかに独立した各学部

の職業分類の設定に用いられた原則は，また，

大規模な法人において各別にはっきりと独立

している部門の職業分類の設定についても適

用される。

職業分類の貸与
　（Loaning　Classifications）

各ロータリー・クラブは，ある者を特定の
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職業分類の下に会員とするためには，本人が，

その商業，工業，専門職業または公共団体に

かかわる活動の少なくとも60％を，本人の職

業分類となっている事業（実業，専門職業，

職業，企業または会社）に捧げており，かつ

本人が主として当該実業または専門職業活動

に従事していることがその地域において一般

から認められていなければならない，とする

規定を採用すよるように勧告されている。

均衡のとれた会員組織の維持

　（Toward　Balanced　Membership）

　ロータリー・クラブは，どんな実業や専門

職業にも偏ることなく，均衡のよくとれた会

員組織をもつことがきわめて大切である。

　相互に関連もしくは類似する事業，または

同一の法人その他の事業主の所有もしくは管

理に属する事業を職業分類とする正会員およ

びアディショナル正会員の数は，当該クラブ

の正会員およびアディショナル正会員総数の

10％を越えないことが望ましい。

　クラブが所在する区域内の特殊な事情のた

め，10％を越えることとなっても已むを得な

いとされる場合も考えられるが，しかし，均

衡のとれた会員組織の原則はあくまで維持さ

れるべきである。

　古いクラブで，現在，充填されている職業

分類が均衡を失している場合には，均衡のよ

くとれたクラブ会員組織にするため，ほかの

職業分類の正会員およびアディショナル正会

員の数を増加するように努めなければならな

いo

新クラブ結成（New　Clubs）

　ロータリー・クラブを結成する場合には，

種々異なった分野から会員をあつめることが

大切である。従って，結成の時に，相互に関

連のある一団の職業分類毎に，その中から，

他との区別のはっきりとした職業分類一つだ

けを充墳するようにすることが望ましい。た

だし事情によっては，このような職業分類を

二つ以上充墳しなけれぱならないような場合

も考えられるが，しかし創立会員となる正会

員の総数の10％を越えてはならない。クラブ

会員の職業分類の均衡を保つことには十分注

意をはらうことが肝要である。　（国際ロータ

リー職業分類指針）

新クラブ結成に最少限必要な職業分類

数（Minimum　Number　of

　　　　　Classifications　for　New　Club）

　将来新たにクラブを結成しようという地方

では，ロータリーの職業分類の原則の上に常

時少なくとも20名の会員を維持できるよう，

最少限40の職業分類を有してい癒けれぱなら

ない。　（理48－49；57－58；61－62）

　一つ以上の既存クラブと区域限界を同じく

する新クラブの結成を考慮する場合，最少限

20名の会員を持つ強力かつ活動的なクラブと

して確実に永続できるようにするために，既

存クラブの会員と決してかち合うことなく最

適格の会員を集めることができるよう最少限

40の職業分類がなければならない。　（理74－

75）

　クラブが国際ロータリーに加盟を認められ

た後も，相当発展の余地を残しておくため

に，その地方の職業分類を創立会員（Charter

Members）で全部埋めないようにした方がよ

い。　（理42－43）

職　業　分　類

職業分類の原則固守

　（Adherence　to　Classification　Principle）

　理事会は，職業分類の原則に反しないこと

が，最も重要であるとする意見に一致してい

る。故に，職業分類設定の手続きは，それぞ

れ異なった，明確な，独立した，完全な，公

共に対する奉仕活動を基礎とすること，又ロ

ータリー・クラブがその会員を分類する手続

きは，商社又は団体内における会員個人の仕

事とか，地位によって分類するのではなく，

会員が関係している商社，会社，団体等の主

要かつ一般世間がそのように認めている活動

に基づくものであることを理事会は再確認し

ている。

　ある地方で，一人一業の職業分類の原則の

下では，ロータリー・クラブの結成又は維持

が困難又は不可能と見えるような事実を，こ

の原則の厳守から逸脱する理由にしてはなら

ない。

　その地域社会に奉仕する，はっきりした別

別の奉仕活動即ち仕事があっても，主要な事

業を独占している一つ或は極く限られた数の

会社が，それらの仕事を統制しているような

ところでは，国際ロータリー定款，細則及び

標準クラブ定款に使われている「実業」，「専

門職業」，「業務」，「商社」　「会社」等に関し

てこの章の初めの方に述べられている国際口

一タリー職業分類指針中の「一事業体内の独

立部門」と題する節に記載されている，理事

会の解釈及び説明に基づいて，職業分類を新

設することができる。　（理52－53；62－－63）

報道機関，宗教および外交官

（News　Religion　and　Diplomatic　Service）

定款および細則は，ロータリー・クラブで

表する会員の数に制限を設けていない。（理
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78－79）

会社合併（Merged　C・mpanies）

　会社の合併に関連して起る職業分類の問題

を処理するための指針として，理事会は次の

事項を採択している：

　職業分類：（a）許容され得る場合：職業分

類は会員が属している商社，会社或は団体等

の主要かつ一般世間がそのように認めている

活動によるのであるが，これらの事業所が一

つ以上の合併された会社から成り，資本は一

つであってもそれぞれ独立した製造工場と販

売所を経営している場合は，　（正会員及びア

ディショナル正会員を選ぶために）既にクラ

ブの職業分類表に載っている職業分類とは明

らかに異なる奉仕を社会に提供している，合

併された会社の各合併部門に適合した職業分

類を，クラブの職業分類表に新たに加えるこ
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とができる。

　（b）許容され得ぬ場合：合併された会社が，

一つの経営管理の下で一個の製造工場及び販

売所に統合された場合は，職業分類は只一つ

だけしか設けることはできない。そして，こ

の職業分類は合併された一つ一つの会社の業

務でなく，合併されて出来た会社全体の業務

を表わすものでなければならない。

　（c）この指針は新旧会員に適用できる：上

述の指針は新しく会員になる者に対してのみ

有効なのではなく，合併されたそれぞれめ会

社の主要な業務を表わす職業分類の下で既に

以前から会員である人々にも適用されるもの

である。

　（d）職業分類は重複してはならない二この

原則は上述の如く許容された職業分類がクラ

ブ内に既に存在する他の職業分類と事実上重

複しない場合にのみ適用されるのである。

　（e）これらの勧告によって既に会員である

者が無理にその会員身分を剥奪されることは

ない。　（理37－－38）

ク　ラ　ブ　の　管理

（Club　Administration）

クラブ会長の資格と任務　（Duties　and

　Ωualifications　of　the　Club　President）

　国際ロータリー理事会は，次に掲げるクラ

ブ会長の資格と任務に関する説明を承認し，

毎年クラブ役員の選挙に先だって，この説明

を全部のクラブ会長及びガバナーに送付する

よう国際ロータリ　一一事務総長に要請している。

又，同理事会は適当な時期にこの説明を機関

雑誌に掲載するように要望している。

資格（Ωualificati・ns）

　クラブ会長は：　　　　　・

　次のような資格を有する者でなければなら

ない。

　クラブの暇疵なき正会員，シニア・アクチ

ブ会員，又はパスト・サービス会員であって，

（正会員，アディショナル正会員の場合は）

その職業分類について疑問のない者。

　クラブ全体を指導する能力を有し，かっ同

僚たる会員の尊敬と信頼を有する者。

　地区協議会に必ず出席し，かつ，いつでも

クラブを指導し，クラブ事務をとるに必要な

時間と労力を捧げ得る者。

　自己のクラブの理事，又は一つ以上の主要

な委員会の委員又は委員長，或はクラブ幹事

を務めたことがあり，又前年度に会長のため

に準備される完全な見習修業としての指定任

務を果した者。

　一回以上地区大会に出席したことがある者。

　自己のクラブの定款，細則，およびロータ

リ　一一の綱領について実際的知識を有する者。

　（なおでき得れば，就任前に少なくとも1

回は国際大会に出席した経験を有する者であ

ることが望ましい。）

任務（Duties）

　クラブ会長は：

　クラブの諸会合に於て議長となること。

　各会合が注意深く計画され，かつ開会及び

閉会が時間通りに行なわれるよう注意するこ

と。　（少なくとも月1回開催される）定例理

事会の議長となること。

　割当てた仕事を遂行する能力のある各種委

員及び委員長を任命すること。

　各委員会がそれぞれ明確な目標を持ちかつ

常にその機能を発揮していることを確かめる

こと。

　各委員の任命後，出来るだけ早い機会に第

一回のクラブ協議会（Club　Assembly）を開

催し，以後定例的にこれを開催すること。

　地区大会（Distr董ct　Conference）に出席す

ること。

　次期会長として地区協議会（D玉strict　As・

sembly）に出席すること。

　クラブ内及び地区内のロータリーの諸問題

に関し地区ガバナーと協力し，かつ諸通信を

速やかに処理すること。

　例年の会計検査は勿論，クラブ予算の編成

及び会計事務の完全な履行を監督すること。

　地区ガバナーの公式訪問に際し，各委員長

より文書による報告が提出されるよう注意す

ること。

　国際ロータリー事務局から得られる情報及
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び有益な示唆を利用すること。

「国際ロータリー・ニュース」（‘‘R・　1・　News”），

「地区ガバナー月信」（Governor’s　Monthly

Letter）その他国際ロータリー事務局，地区

ガバナーからの通信，刊行物等から得られる

重要な情報が確実に各会員に伝達されるよう

注意すること。

　地区大会及び国際ロータリー大会に，クラ

ブから適正な代表者が出ているよう注意する

こと。

　1月にはロータリー年度第2半期の各委員

会の活動とその目標の検討会を指導すること。

　6月にはクラブの財政状態及び当該年度の

クラブの目標達成状況について，総括的な報

告をクラブに提出すること。

　退任前に次期会長と会談すること。

　クラブの新しい管理事務が順調に発足でき

るようにするため，又同時にクラブ管理の継

続性を保つため，新旧理事の合同会合を開催

すること。（理46－47；50－－51；62－63）

クラブ役員の選び方
　（Selection　of　Club　Officers）

なく，時には例会の司会をさせたりして，大

いに会員の能力を発揮させることに努めるよ

う示唆されている。　（理39－40）

　標準ロータリー・クラブ定款は，クラブは

会長を，会長に就任する日の直前1隻以上2一

年以内の期間内に選挙するものとすると規定

している。

推奨クラブ細則には，会整2蟹を果すた

　役員が無期限に留任しないように，会長及’

び幹事の職はもとより，理事，委員長も会員

が代るがわる就任するという原則を，かなり

の程度まで守ることができれば，クラブのた

めにもこの上なく役立つであろう。　（理35－

36；50－一一51）

　クラブ役員は，全般的な方針として，2ヵ

年間続いて同一の職に就くことは奨励すべき

ことでないし期待すべきでもない。しかし，

クラブの事情によっては，役員を留任させた

り，又暫定的に前役員を再選する方がクラブ

に有利な場合もあるであろう。（理42－43；

62－63）

　クラブは会員の潜在的指導能力を慎重に調

査し，かつ会員たちを委員に任命するのみで
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めの準備が充分にできるように，会長を務め

る年度の前に行なうクラブ会長選挙に関する

手続きが定められている。

クラブ・プログラム

　　　　（Club　Programs）

単なる興味本位，娯楽本位のプログラムで

はなく，ロータリーの問題についてのプログ

ラムを準備するようつとめて奨励しているこ

とが，はっきりわかるようにしなければなら

ない。かくすることによって，ロータリー・

クラブが単なる昼食クラブとなる傾向を是正

することができるからである。　（理32－33）

　各ロータリ　一一・クラブは，その細則中に友

好並びに講演その他の特別プログラムに対す

る特別規定を付記した，一定のクラブ例会議

事順序を規定することが重要である。（理62

－63）

　記念日の儀式　各ロータリー・クラブは，

2月23日のロータリー創立記念日に最も近い

例会日に，適当な儀式を取り行なうように勧

奨されている。　（ダラス大会決議29－12）

　奉仕計画の交換およびクラブ問の円満な関

係を増進する手段として，ロータリー・クラ

ブは，その例会に来賓として同一地区内の他

のロータリー・クラブ会長を招待し，来訪会

長にそれぞれのクラブの計画と活動について

簡潔に報告する機会を提供するよう奨励され

ている。　（理72－73）

ロータリー・クラブ例会への来賓

　（Guests　at　Rotary　Club　Meetings）

　理事会は，ロータリー・クラブが，個々の

会員を促して，特に興味をそそる番組が予定

されているクラブの例会にロータリアンでな

い地元の人を招待させることによって，一般

の人々にロータリー・クラブの役割とその究

極の目的を周知させるように，特別の努力を

することを勧めるものである。　（理72－73）

講演者への謝礼
　（Paying　Expenses　of　Speakers）

　国際ロータリーでは国際ロータリーの元役

員及び現役員を各クラブに派遣しその費用を

国際ロータリーが負担しているが，もし，こ

れ以外に各クラブが国際ロータリーの現又は

元役員或は他のロータリアンを招く場合は，

そのクラブが費用を負担しなければならない。

招かれた講演者の方から，費用の支払を請求

しなければならないような羽目に陥れて彼を

当惑させてはならない。このような費用の支

弁に疑問の点があれば中央事務局は喜んで相

談に乗るであろう。

クラブ例会における祈構

　（lnvocation　at　Club　Meetings）

　世界中のロータリー・クラブには，色々な

宗教的信仰或は理想を持った会員がいる。又，

ロータリアンは自己の宗教的信条に忠実であ

ると共に，他人の信仰に対しても誠実で寛容

な，変らない尊敬をはっきり示すよう期待さ

れている。各ロータリー・クラブは自治的な

クラブ管理

ものであるから，各自の良き判断にi基づいて，

会員全部の宗教的信念を尊重するような方法

で例会を行なうべきである。　（理40－41）

例会場（Meeting　Places）

　例会場の決定は各クラブの自主性に任すべ

きであることを国際ロータリー理事会は認め

る。しかし，各クラブの正会員，シニア・ア

クチブ会員，或はパスト・サービス会員は，

いずれも他のロータリー・クラブの例会に出

席する権利があるから，各クラブは，世界中

のどのクラブのどの会員でも出席できるよう

な場所で例会を開くことが期待されている。

（理46－47）

例会の取消し
　（Cancellation　of　Weekly　Meetings）

理事会は，ロータリー・クラブは標準クラ

ブ定款に定められている場合を除き季節的又

は祭日の理由により例会を取消す権限は認め

られないものとすることを決定したのである。

（理55－56；62－63；72－73）

クラブが他の団体に加入すること

　（Club　Membership　in　Other

　　　　　　　　　　　　Organizations）

　国際ロータリーの地方単位として，クラブ

は他の如何なる団体にも加入すぺきでなく，

又，他団体の会員としての義務を負うぺきも

のでもない。クラブの役員及び委員が他の団

体の役員や委員と会議を開くことはよいし，

又，そうせねばならぬ場合もあろうが，しか

し，クラブを束縛する権限はない。　（ダラス

大会決議29－12，第2条第1節）
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　理事会は，ロータリー・クラブが奉仕計画

の後援に協力することが必要もしくは望まし

いと思われる場合，これを行なうことは当を

得たものとして了解できるが，しかし，どの

ような目的のものであっても，国際ロータリ

ー管理組織の外にロータリー・クラブの団体

を設立することについては，国際ロータリ　一一

の定款，細則にその規定がないこと，及び，

ロータリー・クラブには，その会員を，他の

どのような団体にも加入させたり，結びつけ

たりする権限のないことも承知している。従

って，理事会は，ロータリー・クラブの集団

が正式なロータリー・クラブの団体を設立し，

又はロータリー・クラブがかかる団体に加入

することは，国際ロータリ　一一の組織規定に抵

触するものであるとすることに意見が一致し

ている。　（理70－71）

他のサービス・クラブとの連合会

　　（Joint　Meetings　of　Service　Clubs）

　ロータリー・クラブが他のサービス・クラ

ブと合同して会合を開くことは，ロータリー

のプログラム及び活動を最もよく発展させる

所以ではない。従って，ロータリー・クラブ

が他のサービス・クラブと合同して毎週の例

会を開くことには国際Pt　一一タリー理事会は反

対である。しかし，ある特別な場合に，ロー

タリー・クラブが他のサービス・クラブと合

同して会合を開くことには必ずしも反対する

ものではない。　（理42－43）

例会に於ける酒類飲用の可否

　　（A1coholic　Drinks　at　Meetings）

　ロー一タリーの会合に於て酒類を供すること

が妥当であるかどうかは，各クラブに於て決

定すべき問題である。

38

　何年か以前のことであるが，ロータリーの

会合に於て酒類を供することをどう考えるか

確かめるため，各クラブに質問書を廻したこ

とがある。この解答を表にしてみると，大多

数のクラブに於てはクラブ昼食会或は夕食会

には酒を出さない習慣であり，又，会員個人

もその会の問は酒を注文しない習慣であるこ

とがわかった。

　国際大会におけるクラブ会長の会合で，こ

の問題が討議されたことがあるが，出席者の

大部分は，昼食会或は夕食会に酒類を供する

のは望ましくないという意見であった。

　その後間もなく国際ロータリー理事会は，

アメリカ合衆国のクラブではロータリーの昼

食会や夕食会に於て酒類を供することに反対

の考えが一般的であるという意見を表明した。

　この問題に関してロータリーは何等公式の

方針を持っていないと言われるかも知れない

が，長い間の経験と多くのロータリアンが表

明した意見によって，少なくとも，酒類を食

事の一部として供する習慣のない国に於ては，

ロータリ　一一の会合では酒類を供しない方がロ

ータリー運動のために良いであろうと言うこ

とができる。

富くじ類による資金募集（Raising

　Money　by　Lotteries　or　Raffles）

　ロータリー・クラブの活動は，会員及び会

員でない者の双方にロータリーに対する十分

な尊敬の念を持たせる如きものでなければな

らないとされている。従って，如何なるクラ

ブも，富くじ等によって資金を集めることは，

そのような行為に全面的な好意が示されてい

ない国に於ては，避けるべきである。　（理48

－一一
S9）

クラブの定例理事会

　（Regular　Meetings　of　Club　Board）

　クラブ理事会は少なくとも毎月1回定期的

に開催すべきである。　（理41－42）

ロータリ・一情報（R・tary　Inf・rmati・n）

　各例会の初めの3分乃至5分間，会員にロ

ータリーに関し真剣に考察をさせ，彼等のロ

ータリーに対する知識と理解を広げることが，

如何にクラブの為になるかという点について

クラブの注意を喚起すべきである。クラブの

ロータリー情報委員会は，すべての会員，特

に新会員のロータリーに対する正しい理解と，

ロータリアンとしての特典と責任とを納得さ

せるようにするため，同委員会の活動を増強

すぺきである。年間を通じ少なくとも毎月1

回，奉仕の四つの部門のそれぞれについて，

ロータリアン個人の知識を増すようなプログ

ラムを提供しなければならない。（理35－36；

52－53）

　新しく入会した会員は，種々の委員会は勿

論，クラブ協議会，クラブ理事会，炉辺会合

（Fireside　Meetings），都市連合会（lntercity

Meetings），及び地区大会（District　Con・

ference）にも極力出席するよう奨励されなけ

ればならない。　（理35－36）

　国際ロータリー事務総長は，地区ガバナー

が更に多くのロータリー教育の必要性を強調

し，かっ，またこれに関する有益な提案を中

央事務局から入手可能であることを各クラブ

に注意するよう，絶えず示唆するよう要請さ

れている。　（理44－55）

　何処にあるクラブでも，会員の中に，その

地元の報道機関がすべて代表されていること

が奨励されている。　（理35－36）

　クラブのロータリー情報委員会は，広範か

つ重要な調整の責任と，全クラブ会員にロー

クラブ管理

タリー情報を提供すべき継続的責任とを持つ

極めて重要な地位に置かれるべきであり又求

め得る最適格者をクラブのロータリー情報委

員に任命することを強調するよう推奨されて

いる。又クラブは，一年を通じて定期的にク

ラブの業務及び活動並びにクラブの問題を討

論するためだけの例会を開催することも推奨

されている。　（理62－63）

　クラブの会員増強委員会は，ロータリーに

精通しかつ積極的に参加協力する会員の育成

が必ず実現されるように，他の委員会と協力

して全会員に十分なロータリー情報を提供す

るよう奨励されている。　（理69－70）

クラブ資金の取扱い

　　　　（Handling　Club　Funds）

　ロータリー・クラブは主として実業家から

成り立っているのであるから，クラブ財政の

取扱いも事務的に行なうべきである。クラブ

資金を事務的に取扱うとなると，小切手の支

払には副署を要することとしなければならな

いし，又，毎年会計検査を行なわなければな

らない。　（理41－42）

クラブのバナー（Club　Banners）

　世界を通じてロータリー・クラブ及びロー

タリアンによるロータリー・クラブのバナー，

フラグ及びペナントなどの盛り上がる人気及

びその使用の普及から生ずる問題を考慮する

時，理事会はクラブ間の斯様な記念品の交換

により果される良いそして有益な目的を認識

しているが，然しその慣例の誤用及び濫用に

対し憂慮の念を深めている。

　又，理事会は或る場合には斯様な記念品交

換の慣例の誤用及び濫用は，不必要な財政的

負担をロータリー・クラブにかけるものであ
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り，そして他の場合にはクラブの基本的活動

を妨げるばかりかしばしば阻害し，斯様な交

換の真の目的が消滅される傾向があるという

意見を持っている。

　理事会は，斯様な記念品の交換に参加する

総てのロータリー・クラブ及びロータリアン

が斯様な交換を準備するに当っては，思慮，

中庸そして慎重なる判断を用いることを勧告

している。

　理事会はまた，斯様な交換をなすロータリ

ー・クラブは，バナー，フラグ，ペナント等

を，その所属する地域社会，国又は地域を明

瞭に，適切に，強く表現するものとするよう

に，そのデザインを入念に研究することによ

って，この交換プログラムの効果を高めるこ

とに貢献しうる機会を持っていると考える。

（理58－－59）

ロータリアンに対する事業上の援助と

助言（Business　Advice　and

　　　　　　　Assistance　to　Rotarians）

ロータリーの親睦に確実な効果を与え，会
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員に有益な援助を与える機会を提供する手段

としてクラブは次のことを行なうべきであ

る：

　（a）事業上の助言や援助を必要とするロ

ータリアンに内密に而も親身な援助を与える

ため，色々異なった職業分類（Classification）

を代表する会員数名を以て委員会をつくる。

　（b）広く会員の利益のために，主として経

済的な問題について討議するため，“Clinics”

（企業診断）或は“Forums”（討論会）を開

いて会員の利益をはかる。（理42－43）

ロータリーについての講演者

　　　　　　　　（Speakers　on　Rotary）

　理事会は，ロータリー・クラブが地元地域

社会にある種々のグループに，ロータリーに

ついて効果的に話のできる講演者を紹介，斡

旋することを奨励するものである。　（理72－

73）

国際ロータリーの委員会

委員会（C・mmittee　Meetings）

（Committees　of　RI．）

　細則或は理事会の特別な決定一一例えば委

員会の委任事項或は手続規則一一に別の規定

がある場合を除き，国際ロータリーの各委員

会は，予定の会合に割当てられた予算を正し

く考慮して，会長が承認しかつ指定した日時

及び場所に於て開くものとする。しかしなが

ら，特別な事情がない限り，委員会はその過

半数が出席するという保証が得られなければ

会長は委員会の会合を開くことを認めてはな

らない。　（理46－47）

　例外的な事情の下に於て会長が他の場所で

委員会を開くことを認めることもあるが，通

例，国際ロータリーの委員会はエバンストン

の中央事務局に於て開くものとする。　（理45

－46）

国際ロータリーの委員会委員の任命

（Appointment　of　Members　of　Committees

ofR．1．）

　国際ロータリー理事会は，国際ロータリー

の委員会委員の任命に関して，会長又は会長

エレクトは，各自のそれぞれ利用できる助言

もしくは情報の入手源によることに加えて，

理事会のメンバーにその任命に関し意見を求

めるべきであり，かつ，かような任命を行な

うに当っては，次の点を重視すべきであると

いうことを決定した二

　　a）理事会のメンバーに委員の任命に関

　　　　する提案を要請すること；

　　b）委員候補者を推薦した人が，当該候

　補者とは無関係の地域出身の理事で

　　ある場合は，その任命について理事

　会のメンバーの意見を求めること；

c）国際ロータリーの委員会委員の任命

　　に当っては，各委員会の構成ができ

　　る限り国際的なものになるよう努め

　　ること。　（理77－78）

通信による投票
　（Voting　by　Communication）

　細則，或は大会又は理事会による特別の決

定に基づき別段の規定ある場合を除き，委員

会は郵便，電信，無線電信，電話によって議

事を処理することができる。（第14条第19節）

このような方法で行なわれる，如何なる提案

に対する投票も，委員の過半数の投票が30日

目までに返送された場合には，30日目を以て

締切るものとする。但し，委員の過半数がそ

れより以前に賛成又は反対の投票を終えてい

た場合には，30日目以前に締切ってもよい。

（理52－53）

委員会の規模と機能
　（Size　and　Functioning　of　Committees）

　理事会は，国際ロータリ　一一の委員会を経済

的かつ能率的に管理するため，次の各項がの

ぞましいとする財務委員会の勧告に対し原則

的に同意している。即ち，

　（a）委員会の数は最少限にとどめる；

　（b）各委員会の規模は委員会に課せられた
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国際ロータリー委員会

責任を果しうる限りに於てできるだけ小さく

する；

　（c）各委員会の会合は最少限に止め，成る

べく1回がのぞましい；

　（d）委員会の会合は，時間を短くして2度

3度と招集する必要を生ぜしめるよりは，寧

ろ1回の時間を長くして十分客観的に考え又

研究する時間を与え，以て委員会を能率的に

運営するようにする；

　（e）委員会の任務が管理的な性質のもので

あり，仕事の準備が中央事務局でなし得るよ

うな場合は，委員の任命は経費節約をも考慮

し，成るぺく中央事務局に近いという点から

なすぺきである。　（理49－50；65－66）

完全に従ったものとなるようにする責

任を負うものとする。

連絡理事は，理事会に対する委員会の報告

書の提出について責任を負っており，委員会

の考え方や論議で正式の報告書に記載されて

いるもの，その他連絡理事の立場で知り得た

ものを理事会に知らせたり，説明したりする

緊急を要する委員会の勧告に対する措

置（Acti・n　on　Urgent　Recommendations

　of　Committees）

　理事会は，国際ロータリーの組織規定に規

定されたか或は会長又は理事会によって随時

認められた国際ロータリーの各委員会は，そ

れぞれの委任事項として別に規定されている

場合を除き，その性質上，単に理事会の諮問

機関に過ぎず，なんらの管理機能を持つもの

ではないということを決定した。（理74－75）

連絡理事

　理事会は，連絡理事を設けることにすれば，

各委員会と理事会との間の連絡をよくするう

えに有効ではないか，とする意見に一致した。

連絡理事は，会長により，次のような条件

で任命される。

　1．各委員会ごとにこれを担当する連絡理

ように求められることがあるものとする。

また，各連絡理事は，委員長が快く受け入

れてくれる場合には，その委員会の議事日程

の作成に協力して，審議事項がその委員会に

与えられた任務の条件に合致したものとなる

ようにしなければならない。　（理67－68）

委員会報告（C・mmittee　Rep・rts）

　理事会はその執行委員会に，理事会の会合

のない間理事会に代って諸委員会の報告を閲

覧し，もし必要があれば理事会の定める執行

委員会の任務規定の範囲内に於て，報告書の

事項に関し決定を行なう権利を行使する権限

を委譲している。

R．1．の役職員の任命に関しての助言と

援助（Advice　and　Assistance　in　Connection

With　R　I．　Appointments）

窒
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事は1名のみとする。

2　連絡理事は会　の承認の下に，あくま

で連絡員の資格で，オブザーバーとし

て委員会の会議に出席するものとし，

そして連絡理事は，情報に関する質問

に答えることはできるが，委員会の会

議の席で問題を論じたり，委員会の意

見の取り決めに関与したりしてはなら

ないものとする。

3 連絡理嘉は，委員会の審議および勧告

　理事会は，国際ロータリーの元役員を，指

導者，代理，委員会委員その他の選挙によら

ざるポストに任命することに関し，かかる任

命を行なうに当って，会長は当該元役員と関

係のあるゾーン又は地域出身の国際ロータリ

ー理事に相談すべきものとすることを決定す

る。国際ロータリーの会長および理事会メン

2e・一は，かような任命に関して互いに相談し

合い，かつ，可能な限り助言，援助するよう

強く勧奨されている （理75－76

　理事会は，理在の制度が，国際ロータリー

委員会の行なう緊急を要する勧告に関し，効

果的な措置を取るのを妨げているとは考えな

い。しかし，現在の方針の許す範囲内に於て

会長及び事務総長は委員会の行なう緊急を要

する勧告に対して，理事会に代って何等かの

措置を行なう権限を有することを承認する。

但し，これは委員会が開かれた後，かなりの

問理事会或はその執行委員会が開かれない場

合に限られる。　（理45－46）

委員の代理

　（Substitute　Members　of　Committees）

　正式に任命された委員がその委員会の会合

に出席できないときは，会長はその代理をお

くことができる。但し代理として任命された

委員はその会合の間だけ委員であるものとす

る。この代理として任命された委員は自分が

代理する委員の見解を代表するように努力す

るものとする。然しすべての点に於て委員会

の開かれている間は自分の代理する委員と同

じ権利と責任をもつ委員である。　（理37－

38）

委員会に関する検討

　（Review　of　Committees）

細則の規定は，アド・ホック委員会を除く

すべての特別委員会の任期はその任命せられ

たロータリー年度の終りに終了するものと定

めている。アド・ホック委員会の任期は，そ

の委員会が任命された特定の目的が達成され

た時，又は理事会がこれを解任した時に終る

ものとする。

　理事会は，慣例上毎年現存の特別及びアド

・ホック委員会全部について検討し，これら

に関し理事会として次期の会長及び理事に如

何なる勧告を行なうべきかを決定する。

　会長及び理事会によって任命される特別及

びアド・ホック委員会は，特別の目的を果す

ために設置されるものであるから，如何なる

特別委員会も，その目的を果すに必要な期間

を越えて存続することを避けるため，各委員

会の目的は，毎年これを検討するよう絶えず

注意を払うべきである。

　会長及び事務総長は各常任委員会に対し，

その設置された本来の目的に関係のある事項

を付託するよう常に注意を払うぺきである。

特別委員会は単に特殊の事情ある場合に限り

設置すべきものである。

　事務総長は毎年，退任せんとする会長及び

就任せんとする会長に対し，1943年7月の理

事会において記録された次の示唆事項に対し，

特別の考慮を払うよう注意を喚起しなければ

ならない。即ち，「退任せんとする会長に対

する次期会長からの次期委員候補者リストの

要請」は，　「次期会長はそのリストを，退任

する会長が在職中の経験と交際に基づいて作

成した参考案として受理するのであって，次

期委員の人選の際これに束縛されるものでは

ない。」との了解のもとに行なうのである。

（理46－－47）
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社 会 奉

（Community　Service）

　ロータリーは，個入個人を啓発することに

務め，この啓発を通じてその人が社会に於け

る自己の立場を見出し，その立場に於て奉仕

を行なうことができるように；又，その人が，

世界，国家及び社会との関係に於て自己の市

民たる身分を考え；かつ自己の職業を奉仕へ

の途と考えさせるように努力している。

社会奉仕活動に対する方針（P・licy

　Toward　Community　Service　Activities）

　社会奉仕に対するロータリーの方針は，

1923年国際大会に於て採択され，その後の国

際大会に於て改訂された決議23－34に述べら

れている。

　決護23－34の本文
（Text　of　Resolution　23－34）

　ロータリーにおいて社会奉仕とは，ロータ

リアンのすべてがその個人生活，職業生活，

および社会生活に奉仕の理想を適用すること

を奨励，育成することである。

　この奉仕の理想の適用を実行することにつ

いては，多くのクラブが会員による奉仕にそ

の機会を与えるものとして，さまざまな社会

奉仕活動を進めてきている。以下に掲げる諸

原則は，ロータリアンおよびロータリー。ク

ラブの指針として，また，社会奉仕活動に対

するロータリーの方針を明確に表わすものと

して適切であり，また管理に役立つものであ

ることを認め，これを採用するものである。
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　1．　ロータリーは，基本的には，一つの人

生哲学であり，それは利己的な欲求と義務お

よびこれに伴う他人のために奉仕したいと

いう感情との問につねに存在する矛盾を和ら

げようとするものである。この哲学は奉仕一

「超我の奉仕」一の哲学であり，　「最もよく

奉仕する者，最も多く報いられる」という実

践倫理の原理に基づくものである。

　2．本来ロータリー・クラブは，実業人お

よび専門職業人の代表として，ロータリーの

奉仕の哲学を受け入れ，次の四つのことを実

行することを目ざしている人々の集まりであ

る：まず第一に，奉仕の理論が職業および人

生における成功と幸福の真の基礎であること

を団体で学ぶこと；第二に，自分たちの間に

おいても，また地域社会に対しても，その実

際例を団体で示すこと；第三に，各人が個人

としてこの理論をそれぞれの職業および日常

生活において実践に移すこと；そして第四は，

個人として，また団体としても大いにこの教

えを説き，その実例を示すことによって，ロ

ータリアンだけでなく，ロータリアン以外の

人々のすぺてが，理論的にも実践的にも，こ

れを受け入れるように励ますことである。

　3．国際ロータリーは次の目的のために存

在する団体である：（1）ロータリーの奉仕の理

想の擁護，育成および全世界への普及；（2）ロ

ータリー・クラブの設立，激励，援助および

運営の管理；および（3）一一一・一種の情報交換所とし

て，各クラブの問題を研究し，また，強制で

なく有益な助言を与えることによって各クラ

ブの運営方法の標準化をはかり，社会奉仕活

動についても，すでに広く多くのクラブによ

ってその価値が実証されており，国際ロータ

リーの定款に掲げられているロータリーの綱

領の趣旨にかない，これを乱すようなおそれ

のない社会奉仕活動のみによって，その標準

化をはかること。

　4．奉仕するものは行動しなければならな

い。したがって，ロータリーとは単なる心構

えのことをいうのではなく，また，ロータリ

ーの哲学も単に主観的なものであってはなら

ず，それを客観的な行動に表わさなけれぼな

らない。そして，ロータリアン個人もロータ

リー・クラブも，奉仕の理論を実践に移さな

ければならない。

　そこで，ロータリー・クラブの団体的行動

は次のような条件の下に行なうように勧めら

れている。いずれのロータリー・クラブも，

毎年度，何か一つの主だった社会奉仕活動を

一それもなるべく毎年度異っていて，できれ

ぼその会計年度内に完了できるようなものを，

後援するようにすることが望ましい。この奉

仕活動は，地域社会が本当に必要としている

ものに基づいたものであり，がつ，クラブ全

員の一致した協力を必要とするものでなけれ

ばならない。これは，クラブ会員の地域社会

における個々の奉仕を奨励するためにクラブ

が継続的に実施しているプログラムとは別に

行なわるべきものとする。

　5．　各ロータリー・クラブは，クラブとし

て関心があり，またその地域社会に適した社

会奉仕活動を自主的に選ぶことについて絶対

的な権利をもっている。しかし，いかなるク

ラブも，ロータリーの綱領を無視したり，ロ

ータリー・クラブ結成の本来の目的を危うく

するような社会奉仕活動を行なってはならな

い。そして国際ロータリーは，一般的な奉仕

活動を研究し，標準化し，推進し，これに関

する有益な示唆を与えることはあっても，し

かし，どんなクラブのどんな社会奉仕活動に

せよ，それを命じたり禁じたりすることは絶

対にしてはならないものとする。

　6．個々のロータリ　・一・クラブの社会奉仕

社　会　奉　仕

活動の選択を律する規定は別に設けられてい

ないが，これに関する指針として以下の準則

が推奨されている：

　a）ロータリーの会員の数には限りがある

ので，ロータリー・クラブは，市民全体の積

極的な支持なくしては成功し得ないような広

範囲の社会奉仕活動は，ほかに地域社会全体

のために発言し，行動する適当な市民団体な

どの存在しない土地の場合に限り，これを行

なうこととすべきであり，商工会議所のある

土地では，ロータリー・クラブはその仕事の

邪魔をしたり，横取りをしたりすることのな

いようにしなければならない。しかし，ロー

タリアンとしては，奉仕を誓い，その理念の

教えを受けた個人として，その土地の商工会

議所の会員となって活躍すべきであり，また，

その土地の市民として，他の善良な市民とい

っしょに，広くすぺての社会奉仕活動に関与

し，その能力の許す限り，金銭や仕事のうえ

でその分を果たすべきである。

　b）一般的に言って，ロータリー・クラブ

は，どんなりっぱな事業であっても，クラブ

がその遂行に対する責任の全部または一部を

負う用意と意思のない限り，その後援をして

はならない。

　c）ロータリー・クラブが奉仕活動を選ぶ

場合に宣伝をその主たる目標としてはならな

いが，ロータリーの影響力を拡大する一一つの

方法として，クラブがりっぱに遂行した有益

な事業については正しい広報が行なわるべき

である。

　d）ロータリー・クラブは，仕事の重複を

避けるようにする必要があり，総じて，他に

機関があり，それによってすでにりっぱに行

なわれている事業に乗り出すようなことをし

てはならない。

　e）ロータリー・クラブの奉仕活動は，な

るべく現存の機関に協力する形で行なうぜと

が望ましいが，現存機関の設備や能力が目的

の遂行に不十分である場合には，必要に応じ，

45

隅
奪

t

8
縞
童
島
等
i
で蚤

凄
夢
ー
舗難

講
嚢
藝

籔



’
2
．

饗
鞠
糞
籍
護
蓬
嚢
聲
、
ー
…
畿
罷

擁
・
，
塑
難
顧
．

藁
丁
蟻
ぐ
。
、

羅

新たに機関を設けることにしても差しつかえ

ない。

　ロータリ…一・クラブとしては，新たに重複

した機関をつくるよりも，現存の機関を活用

することの方が望ましい。

　f）ロータリー・クラブはそのすぺての事

業において，宣伝者としてすぐれたはたらき

をし，多大の成功を収めている。ロータリー・

クラブは地域社会に存在する問題を見つけ出

すことはしても，それがその地域社会全体の

責任にかかわるものである場合には，単独で

それに手を下すようなことはしないで，他の

人々にその解決の必要を悟らせる努力をし，

地域社会全体にその責任を自覚させて，この

仕事がロータリーだけの責任にならないで，

本来その責任のある地域社会全体の仕事にな

るようにしている。また，ロータリ　一一は，事

業を始めたり，指導したりするが，一方，当

然それに関心を持っていると考えられる他の

すべての団体の協力を得るように努力すべき

であり，そして，当然ロータリー・クラブに

帰すべき功績であっても，それに対する自分

の方の力を最小限度に評価して，そのすべて

を協力者の手柄にするようにしなければなら

ない。

　9）クラブがひと固まりとなって行動する

だけで足りるような事業よりも，広くすべて

のロータリアンの個々の力を動員するものの

方がロータリーの精神によりかなっていると

言える。それは，ロータリ・・一・クラブでの社

会奉仕活動は，ロータリー・クラブの会員に

奉仕の訓練を施すために考えられたいわば研

究室の実験としてのみこれを見るべきである

からである。　（セント・ルイス大会決議23－

34，デンバー大会決議26－6によって改訂；

アトランティック・シティ大会決議36－15，

およびアトランティック・シティ大会規則制

re51－－9，トロント大会決議64－43，デンバ

ー大会決議66－49）

妬

広報と団体としてのクラブ計画

　（Public　Relations　and　Corporate

　Club　Projects）

　広報をより効果的にする奉仕活動を奨励す

る手段として，国際ロータリー理事会は，ク

ラブに対し，国際大会決議23－34にいずれの

ロータリー・クラブも毎会計年度に主要な社

会奉仕活動を提唱することが望ましいと勧告

した点を強調するものである。　（理72－73）

「奉仕活動」への参加奨励（Participati・n

in‘‘Service　Activities”Encouraged）

　ロータリー・クラブ及びロータリアンは，

更に活発に社会奉仕活動に従事すぺきであり，

又，地域社会におけるロータリアンが社会奉

仕として何をやっているかに関し，新聞その

他を通じて，公衆に知らせることを嫌っては

ならない。（理41－42）

　地域社会のいくつかの必要に応じ政府及び

民間機関が活動するにも拘わらず，地域社会

には，ロータリー・クラブやロータリアンが

効果的に又重複しない奉仕ができる多様な取

組むべき機会がある。

　効果的な社会奉仕活動をなすための基本と

してクラブは次の諸事項を実行するよう勧奨

されている1

　（a）社会奉仕委員会によりその関係する地

方の特殊事情の徹底的調査と分析によって地

域社会の必要とすることを確認すること；

　（b）地域社会が必要とすることを見出すた

めに，個人的並びに職業的見地からクラブ地

域を研究することにより斯る調査と分析を補

足し又強化するよう各クラブ会員を奨励する

ζと；

　（c）会合が可能であり，必要とされかつ設

定した方針と調和して実行できる場合には意

見の検討と交換の目的を以て他の社会奉仕団

体と集会をもつこと；

　（d＞有望な会員候補者として考慮する場合

の要件として地域社会の必要なことに積極的

な関心をもち，又，精通している事実を実証

できることを含めること。（理63－64）

　ロータリアンはすべて，不満と無秩序をも

たらす多種多様の要因を自ら認識し，かよう

な要因を軽減する方法について各自が夫々に

評価すべきである。そして援助を必要として

いる貧しい地域社会において，無知文盲と不

安の状態を緩和し，かつ教育，保健，栄養等

の基本的な事態の推進に助力することを目標

としている地方的活動を，指導し激励するこ

とに絶えず努力すべきである。（理69－70）

社会奉仕会議の運営手続規則

　（Rules　of　Procedure　for　a　Community

　Service　Council）

　都市内の色々な奉仕クラブ域は他の団体の

役員が，それぞれの団体の社会奉仕に関し，

討議を行ない，かつ意見を交換するため，時

時会合する必要を認める場合には，ロータリ

ー・ Nラブの代表者は，次の運営手続きに従

ってこれに出席することができる。

　会議は，それぞれの団体によって実行され

ているか或は考慮されている社会奉仕に関す

る問題について，討論を行なってもよいが，

それぞれの団体が独立の団体としての行動の

自由を失うことを意味する決定は行なわない

ものとする。

　問題の如何を問わず会議がとるべき措置は，

出席者の意見の表明と会議の意見を各所属団

体に報告することを出席者が承諾することだ

けにとどむべきである。

　会議は，その代表者が会議に参加している

団体を，如何なる点に於ても拘束するような

意見を表明する資格も権限も与えられていな

い。但し，各団体自体が前以てそれぞれその

社　会　奉　仕

問題を考慮し，かつその問題に対する態度を

決め，その代表者に対し会議においてこの立

場を示し他の代表者と同調することを指示し，

かつ委任した場合はこの限りでない。

　都市内の団体全部の共同行動を必要とする

と考えられる問題がある場合には，各団体の

とるべき措置に関する決定は先ず各団体自体

に於てなされるべきである。その決定ができ

た後に，その問題を特別に考慮するため会議

を特に招集すべきである。そしてこの会合に

は，各団体は，自己の団体のために代弁し，

かつ加入に意見が一一致した共同行動の責任を

負う権限を正式に与えられた代表者を派遣す

べきである。

　ロータリー・クラブが自己の態度をはっき

りさせる前に，会議に対する意見を新聞その

他に発表することは，もしそれが，会議に代

表を送っている種々の団体がその意見によっ

て束縛されることを意味するのであれば，な

すべきでない。

　これらの運営手続きの目的とする処は，こ

のような会議に於て各自が考えを自由に交換

し，意見の展開を育成することであり，又，

同時に，会議に代表を送っている諸団体の地

位，特に団体相互間，或はそれぞれの団体か

らなる大団体或は都市全体に関連しての地位

を，決して害することがないことを確実にす

ることである。（理32－33）

地元市民行事に国際ローnタリーの参加

　（Participation　of　R．1．　in　Local

　Civic　Events）

　国際ロータリーは，都合上及び先例上，行

列その他の地元市民行事に対しては，それが

如何に立派なものであっても，これに参加す

るために経費を支出することはできない。

（理41－42）

　国際ロータリーの資金は，全くそれ自身の
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目的のためにその加盟クラブによって提供せ

られたものである。従って，他の組織の事業

に寄付することはできない。同時に，国際ロ

ータリーは，その加盟クラブを通じて，各個

人ロータリアンがその地域社会における立派

な奉仕事業を支持しかつ個人的に参与するこ

とを奨励している。（「ロータリーのプログラ

ム」と題する章の「ロータリーと他の団体」

を参照）

　国際ロータリーは特別の決定によりその承

認事項を積極的に推進することができるもの

でなけれぱ如何なる企画や運動も承認しない

であろう。（ダラス国際大会決議29－12）

ロータリーと商工会議所（R・tary

　and　the　Chamber　of　Commerce）

　商工会議所が存在する所においては，ロー

タリー・クラブは，その役割に立入ったり，

横取りしたりしてはならない。しかし個人と

して奉仕の原理を実行し，かつ訓練されてい

るロータリー会員は，商工会議所の会員とし

ても活発に活動すべきであり，又良き市民と

して，あらゆる一般的な社会奉仕活動に関心

を持ち，能力の許すかぎりこれに貢献すぺき

である。

環境の改善

　（Environmental　Improvement）

　理事会は，クラブがそのプログラムや他の

方法を通じて，個々のロータリアンをして，

環境問題に精通し，それらの問題の対策に取

り組んでいる機関を支援することによって問

題の緩和に役立たせるよう環境問題のあらゆ

る面に通ずることを奨励するものである。

（理72－一一73）

48

身体障害児童の救済事業

　（Crippled　Children　Work）

　国際ロータリーは，世界各国の身体障害児

童問題が重要であることを認め，各ロータリ

ー・クラブの各会員が何らかの形で身体障害

児童救済の事業に関係することを喜ぶであろ

う。しかし，国際ロータリーは，気のりのし

ないロータリアンにこの種の事業に関係する

ことを強制することは望ましくないと信じて

いる。国際ロータリーは又，ロータリー・ク

ラブやロータリー会員が，身体障害児童救済

事業のような立派な仕事でも，これに全く夢

中になったために，ロータリー・クラブの真

の役割が忘却され，ロータリーの基本的で特

色ある目的が見失われ又忘れられるならば，

それは望ましいことではないし，又ロータリ

ー福祉の為にもならないものと考えている。

（理22－23）

交通安全（TraMc　Safety）

　各クラブは，社会奉仕委員会の小委員会と

して交通安全委員会を任命して，交通安全の

問題を研究すると共に都市の交通安全委員会

と，できる限り協力するよう考慮すべきであ

る。（理46－47）

成人無学者（Adult　llliteracy）

　成人無学者の問題は依然として世界各国に

於て主要な問題とされている。成人の読み書

きできる能力の育成に当っている政府やその

他の機関と競争することは賢明なことではな

いが各ロータリー・クラブによりなし得るこ

とは多いのである。このためには，ロータリ

アンは現実に存在する必要事項に応ずるため，

何が遂行されつつあるかを十分に認識すべき

である。斯くしてこそ，全会員が此の分野の

奉仕面で可能な活動又は計画を展開するため

の基礎として成人無学者問題の本質と範囲に

就いて理解することができるのである。

農村都市関係振興
　（Rural－Urban　Relations　Promotion）

　全世界の都市及び農村の住民の問に一層良

い友好関係を促進することは，クラブにとっ

ては国際ロータリーの目的を達成する一助に

もなる立派な運動である。この問題に対して

はクラブの側に十分な関心があれば，中央事

務局はこれをクラブの確立した活動と認め，

かつその問題に関する情報交換所としての，

役割を果すことに十分な関心を持ってらる。

（理25－26；55－56）

募金運動への参加（Participati・n　in

　Fund　Raising　Activities）

　募金計画或は他の運動に参加又は提携する

場合，クラブは，クラブの威信の確立強化に

貢献しないような品位のないやり方に陥らな

いよう常に注意を払うべきである。（理46－

47）

　ロータリー・クラブの活動は，ロータリア

ン及びロータリアンでない人の双方に，ロー

タリーに対して最高の敬意を起させるような

社　会　奉　仕

活動でなければならないと考えられる。従っ

て，富くじ等が全く好意を以て見られていな

い国に於ては，いかなるロータリー・クラフ

もこの種の方法によって金を集めない方が良

いとされている。（理48－49）

道路標識（R・ad　Signs）

　事務総長は，クラブ所在都市に既にロータ

リーの道路標識を設置，或は設置しつつある

クラブ全部に対し，それらの道路標識を完全

な状態に整備しておくことの必要について，

注意を与えるよう指示されている。貧弱な道

路標識はクラブのみならずその都市自体の不

名誉になると信ずるからである。（理35－36）

ロータリアンの婦人親族の団体

（Organizations　of　Women　Relatives

of　Rotarians）

多くのロータリー・クラブは，ロータリア

ンの奉仕活動並びにロータリー・クラブの諸

活動に協力し，それを支持するロータリアン

の婦人親族をもって構成される，婦人の委員

会もしくはその他の組織を有し，その恩恵些

浴してきた。理事会は，そのようなグループ

の有益な働きを奨励し，称賛するものであ

勉
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定款に関する事項
（Constitutional　Matters）

　国際ロータリーの組織法である国際ロータ

リ　一一定款及び細則は，1910年の大会で採択さ

れ，その後随時改正もしくは修正されてきた

ものである。国際ロータリー定款及び細則の

本文は，この要覧の巻末の黄色の頁に掲げら

クラブ定款（Club　C・nstituti・n）

れている。

　国際ロータリー定款及び細則によれば，規

定審議会に付議すべき改正案は，規定審議会

の開催されるロータリー年度の8月1日まで

に国際ロータリー事務総長へ送達され，かつ

その写しが同審議会が議案を審議し，決定す

るロータリー年度の11月1日までに事務総長

によって各クラブ幹事宛に郵送されなければ

ならない。

　理事会は，ロータリー・クラブまたは地区

が，組織規定の改正が必要または望ましいと

考えた場合，このような改正を目的とした立

法案は，当該クラブ又は地区から提議すべき

であって，理事会がこれを行なうべきでない

と考えている。（理70－71）

　正式に提出された改正案の本文は，その提

案の審議決定を行なう規定審議会の開催され

るロータリー年度の8月1日又はそれ以前に

国際ロータリー中央事務局事務総長の許に届

いていなければならない。

　1922年改正定款第4条第4節は「国際ロー

タリー加盟認証を与えられ，これを受理した

ロータリー・クラブは，すべて，それによっ

て国際ロータリーの定款及び細則並びにその

改正規定を受諾し，承認し，そして，法律に

反しない限り，万事これによって拘束され，

それらの規定を忠実に遵守することを承諾す

るものとする」と規定している。
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　国際ロータリー細則r第1条第2節）は次

のように規定している：

　（a）標準クラブ定款について；

　（b）1922年6月6日より後に加盟を承認さ

れたクラブは，すべて標準クラブ定款を採択

すること；

　（c）1922年6月6日より前に加盟を承認さ

れたクラブは；標準クラブ定款及びその改正

規定に適合させるために行なう場合を除き，

その定款の規定を変更してはならないこと；

　（d）標準クラブ定款を改正するには規定審

議会又は国際ロータリー大会の決議によるこ

とを要すること；

　（e）かくの如き改正はすべて自動的に，標

準クラブ定款を採択しているクラブの定款の

一部となるものとすること。

　国際ロータリー細則のこれらの規定は，基

本的な規定をいずれのクラブ間に於ても同様

にすることを目的としたものである。

　標準クラブ定款の本文は，この要覧巻末の

国際ロータリー細則に続いて掲げられている。

　又，国際ロータリー細則第1条第2節（d＞項

は異常の状況下において，或は国，州，又は

省の法律及び慣習に従うために必要な場合，

理事会は随時その会合において出席理事の3

分の2の多数決を以て，国際ロータリー定款

及び細則に背反しない限り，標準クラブ定款

及びその改正規定と合致しないクラブ定款の

規定を設けることを承認することができると

規定している。

　法令が，ロータリー・クラブの定款にクラ

ブによる資金募集及び不動産の所有を認める

規定を設けることを要する場合，これを希望

するクラブは国際ロータリー細則第1条第2

節d順の規定の下に，地方的必要に応ずるた

めの定款の改正について理事会の承認を求め

なければならない。（理57－58）

　標準クラブ定款では，第1条（名称）及び

第2条（区域限界）の，それぞれのクラブに

固有なものに関する個所は，空欄として残さ

れている。この2箇条は，クラブが国際ロー

タリーに加盟を認められた後，国際ロータリ

ー理事会の承認を得てクラブが記入する。こ

の2箇条を後で変更する場合にも同様に，国

際ロータリー理事会の承認を受けなければな

らない。

　国際ロータリー国際大会で承認されたR．

1．B．1．の定款は，グレート・ブリテン，ア

イルランド，チャンネル諸島及びマン島にお

けるロータリー・クラブのための標準クラブ

定款を同連合会が採択制定すぺきことを規定

している。この標準クラブ定款は，国際ロー

タリーの定款及び細則に反せず，’又，その改

正は，R．1．B．1．定款に掲げられている改正

に関する規定に従って行なうことができるも

のとする。

クラブ細則（Club　By－Laws）

　クラブ細則は，クラブの決議によって採択

しかつ改正することができる。国際ロータリ

ー理事会はクラブ細則を推奨している。その

本文は，この要覧の黄色の頁の末尾に掲げら

れている。この細則は，採択前に於ても採択

後に於ても，クラブ定款並びに国際ロータリ

ー定款及び細則に矛盾しない限りクラブによ

ってそのクラブの事情に合うように変更する

ことができる。’ 烽ｵ変更に疑義がある場合に

は，これを国際ロータリー事務総長に提出し

て国際ロータリー理事会の審査を受けるよう

にすべきである。グレート・ブリテン及びア

定款に関する事項

イルランドにおいては，R．1．B．1．審議会が，

その地域単位内のクラブが用いる標準クラブ

細則を定めている。

標準クラブ定款はただ一つ（Only

　One　Standard　Club　Constitution）

　1．現行の国際ロータリー細則（第1条第

2節）は，今後に＊加盟を認められるクラブ

はすべて標準クラブ定款を採択すぺきこと，

及び現行国際ロータリー細則採択当時存して

いたクラブ定款は新しい標準クラブ定款に合

致させる場合を除き変更してはならないこと

を規定している。

　2．以前にどのような“標準”クラブ定款

があったにせよ，現在標準クラブ定款はただ

一つのみであり，ロスアンゼルスで採択され

たものがそれである。1921年，1920年，1919

年，もしくはそれ以前の当時“標準りとされ

ていたクラブ定款の下で活動しているクラブ

は，その定款の下で活動しているものと見な

すべきであって，標準クラブ定款の下で活動

しているものとしてはならない。言いかえれ

ば，このようなクラブは，現行の標準クラブ

定款からすれば，以前に採択された定款の下

で活動している他のクラブと全く同一の位置

にいるわけである。

　3．標準クラブ定款の下で活動するクラブ

は，その定款の改正規定によるほか定款を変

更することはできない。その他の定款の下で

活動しているクラブは国際ロータリー理事会

の承認を得て，その定款を変更することがで

きる。但し，理事会が，その変更がクラブ定

款を標準クラブ定款に近づけることとなると

認めた場合に限る。そして理事会は，全面的

でなくても，クラブ定款を標準クラブ定款に

近づけることとなる改正には好意を示すであ

ろう。（i理22－23）

＊－1922年6月6日より後
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ロータリー・クラブの法人化
　（lncorporation　of　Rotary　Clubs）

　1．理事会は，ロータリー・クラブを法人

にすることは，クラブがその地方事情に照し

て決定すべき問題であるという考えである。

理事会は，クテブが法人の定款条項の中に現

行及び今後改正されうる国際ロータリーの定

款及び細則に忠実と服従を誓う文言を挿入す

る限り，ロータリー・クラブを法人にするこ

とに反対しない。

　2．理事会は，次のような法人の定款に用

いる一つの一般条項を承認している。

　この法人の名称は，

　　法人　　（州）　　（市）ロータリー・クラ

ブとする。

　この法人は非営利法人とする。この法人は

慈善と博愛及び国際ロータリーの綱領を鼓吹

推進し拡大し又国際ロータリーの加盟クラブ

としての関係を維持していくことをその目的

とする。

　この法人設立の準拠法である＿州の法律

の規定の認める範囲内で，この法人は国際ロ

ータリーの統轄に従うものとする。

　この法人は，この定款に列挙されている目

的に添い，かつ，この法人設立の準拠法であ

る　　州の法律にも反しないような細則を採

用することができるものとする。

　3．新しく設立された法人は，その法人を

国際ロータリーに適応させるために，その法

人の細則に，国際ロータリーが加盟クラブの

ために用意している標準クラブ定款及び推奨

クラブ細則のあらゆる関係規定を採用すべき

である。

　4．法人の定款には勿論，前記のほか，そ

の法人設立の準拠法である州の法律が必要と

している文言が含まれなければならない。

　5．ここに示されている規定は，法人クラ

ブはあらゆる点において国際ロータリーの加

盟クラブであるべきであると言明しているそ
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の意図に反しない限り，どのような変更を加

えても差しつかえない。

　6．既存クラブがこれらの条件に従って法

人となった場合，そのクラブは，国際ロータ

リーとの関係に於ては，何等変わりなく，た

だ前のクラブの継続にすぎないものと認めら

れるものとする。

　7．事務総長は，理事会に代って，すべて

の法人化の申請を裁定し，更に方針を明らか

にする必要のある特殊な状況の場合には，こ

れを執行委員会に付議することを要する。

（理40－41；57－58）

クラブ活動の法人化
　（lncorporation　of　Club　Activity）

　理事会は，ロータリー・クラブがクラブに

法律上の負担がかかることとなるような特殊

な活動をする場合には，クラブそのものを法

人にするよりも，寧ろその事業を法人組織に

することが望ましいとする見解である。（理57

－58）

国際ロータリーの印章
　（Corporate　Seal　of　R・1・）

　事務総長は国際ロータリーの印章を保管す

るものとする。事務総長は，理事会によって

正式に承認されたすべての国際ロータリ　・一加

盟認証状，及び，その他の国際ロータリーの

正規役員の署名ある書類で捺印を必要とする

すべてのものに印章を押す権限を有する。事

務総長は，本決議中に規定されている権限の

一部又は全部を随時，事務次長又は国際ロー

タリー会長の承認を得て事務総長が書面を以

て指名した事務次長代理もしくは事務補佐に

書面を以て委任する権限が明白に与えられて

いる。（理32－33；39・一一40；59－60）

クラブ定款の権限の限界
　（Limits　of　Constitutional

　Authority　of　Clubs）

　あるクラブが，国際ロータリー定款，細則

や国際大会の決定に明確な禁止規定がないと

いう理由で，クラブにその会員を他の団体に

加入させたり，加入することを義務づけにす

る権利があるものと考えているために生じて

いる事態を，事務総長が問題として取りあげ，

そして，

　「クラブにこのような行為をさせないよう

にするためには，とくにこれを禁止する規定

がなければならないか」という質問を理事会

に発した。よって，

　理事会は，これに対する見解を次のように

取り決めた。

　ロータリー・クラブは，その行動の範囲に

ついて，クラブ定款及び細則の規定並びに国

定款に関する事項

際ロータリー定款及び細則の規定により，更

に，クラブ及び国際ロータリーの定款及び細

則に合致する国際大会及び国際ロータリー理

事会の決議及び裁定によって制限を受けるも

のとする。換言すれば，ロータリー・クラブ

はこれらの文書からロータリー・クラブとし

ての行動をする権限を得るのであり，これら

の文書によって直接，間接にクラブに与えら

れている権限のみを有する。従ってクラブに

は，これらの文書もしくはその解釈の中に見

つからないようないかなることもこれを行な

う権限がない。更に，ロータリー・クラブの

定款及び細則に会員の義務に関する規定が設

けられている以上，それ以外の義務を会員に

課することは，このような別な義務を課すこ

とができるように定款及び細則を改正してお

かない限り，たとえ過半数の票をもってして

も，できない。（理24－25）
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国　際　大　会

（Convention）

　国際ロータリーの大会は，毎年5月又は6

月に，理事会の決定する時と場所において，

開催さるべきものとする。但し十分な理由が

あれば，理事会はこれを変更することができ

る。（国際ロータリー定款第8条，細則第7条）

　国際ロータリーの年次国際大会の主たる目

的は，国際的レベルにおいて，国際ロータリ

ーおよびロータリー・クラブの次期役員，と

くに次期地区ガバナーと次期クラブ会長を，

鼓舞激励しかつ情報を与え，これによって

地区レベルおよびクラブ・レベルにおけるロ

ータリーの発展を活発に推進しようとする意

欲を起させようとするものである。年次国際

大会が次に目的としているのは，国際的連合

団体としての年次集会を毎年催して，団体に

関する業務を処理することである。（理76－

77）

　国際大会は次の如き決議を採択している：

　1929年5月テキサス州ダラスに於て開催さ

れた第20回国際ロータリー大会が，1931年又

は1932年の国際大会をアメリカ合衆国外に於

て開催し，爾後は少なくとも4年に1回は国

際大会をアメリカ合衆国外で開催することを

決議したことに基づき，

　この決議事項は，1939－一一1945年にわたる戦

争及びその結果によって実行されなかった

1943－1947年間を除き，その後実行されてい

ることに基づき，

　国際ロータリー会員が125ヵ国に11，500以

上のクラブ数を以て構成され成長した事実の

認識に基づき，

　アメリカ合衆国外の国際ロータリーの成長

が今やアメリカ合衆国内の発展を凌いでいる

事実を同じく認識することに基づき，又
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　国際ロータリーが，1965年の国際大会開催

地をアメリカ合衆国ニュージャージー州アト

ランティック・シティーに；1966年はアメリ

カ合衆国コロラド州デンバーに，1967年はフ

ランス，ニースに，1968年はメキシコ，メキ

シコ・シティーに1969年はアメリカ合衆国ハ

ワイ州ホノルルに決定したことに基づき，

　国際ロータリー第55回年次国際大会に於て，

1929年テキサス州ダラスに於ける上記の決議

をここに改正し，下記の如く新たな規定を採

択することを決議した：

　国際ロータリー第55回年次国際大会は，

1970年に開催される年次国際大会から，同一

国に於て3年連続して国際大会を開催するこ

とができないものとすることを決議する。

（トロント大会決議64－42）

理事会は

1）国際ロータリーは，国際団体としてその

　団体に関する業務を執行し，また個々のロ

　ータリアンがそれぞれのクラブの代表者と

　してその業務の執行に親しく参加するよう

　な年次国際大会を開催することが重要であ

　ると考える；

2）　国際大会に参加する者の大多数は，国際

　ロータil　・一及びロータリー・クラブの次期

　役員であり，またこれらの人々にとって，

　国際大会の体験は忘れ難いものであり激励

　的なものであること，そして，もし国際大

　会が毎年開催されなかったとしたら，多数

　の国際ロータリー及びロータリー・クラブ

　の指導者は，このような機会を失うことに

　なり，その結果，指導力養成の継続性が損

　なわれることとなるであろうと考える；

3）世界中から参集した人々との知り合い，

　交歓談論を目的に一緒になる機会を与え

　るものとして，国際ロータリーの年次国際

　大会のような国際的会合を今日の世界ほど

　必要とする時はこれまでに無かったと信ず

　る；

4）　国際ロータリーの国際大会の開催を毎年

　とせず，より少なくするとしたら，大会に

　出席を希望する者が余りにも多数となり，

　大会に役立つ設備が十分にある都市を選ぶ

　ことが困難となるであろうと認める。

　上記の理由により，理事会は，国際ロータ

リー年次国際大会の開催を続けていくことが

望ましいと考えている。（理71－72）

国際大会指針（Guidelines　f・r

　International　Convention）

　　　　　　　　　　　　　　〆

　この指針は，理事会によって採択されると，

毎年の国際大会事務局長，ホスト・クラブお

よび国際大会委員会に提供されることになっ

ている。この指針は，理事会により，毎年事

務総長，ホスト・クラブおよび国際ロータリ

ー国際大会委員会から理事会に提出される完

全かつ詳細な国際大会に関する報告書に述べ

られている勧告意見に従って，時々改訂され

ることになっている。

1．国際大会委員会委員長または副委員長に

　は，できれば，大会開催地の国に在住の元

　理事で，その国の言葉のできる人をあてる

　ようにする。なるべく国際大会の企画に知

　識，経験のある人物にすることが望ましい。

　国際大会委員会の委員については連続性

ということを考える必要があるが，それに

は，委員長になる人を早くから決めて，そ

国　際　大　会

の人に，本人が委員長をつとめることにな

っている年の前の年に，その年の国際大会

委員会の職権上の委員をつとめてもらうよ

うにするのが最もよい方法ではないかと考

えられる。

2．国際大会委員会の任務は，大会の計画を

　立案し，それを遂行することである。これ

　は，委員会のために実際の仕事に当たって

　いる国際大会事務局長およびホスト・クラ

　ブとの緊密な連携のもとに行なわれなけれ

　ばならない。一方，国際大会委員会は，当

　該国際大会の開かれる年のR・1．会長の希

　望や考えをプログラムに織り込むようにす

　るため，会長に助言を行ない，会長の指示

　を受け，会長と協力することになる。しか

　し，最後の決定権をもっているのはR．1．

　理事会である。

3．国際大会における本会議の型式を決める

　場合には，次に掲げる重要な勧告を考慮に

　入れるものとする。

a）紹介は一つの本会議で全部済ませるよ

　うにする。

b）本会議の講演者には，ロータリーにつ

いて正しい識見を持ち，ロータリーのこ

　とを話す人を用いることにして，本会議

があげて国際大会の目的に関する理事会

　の声明に示されている目的（同声明の前

段）達成のためのものになるようにしな

　ければならない。

c）大会で処理することになっている事項

に関する会議は，それだけを目的とした

別個の会議とし，そのことを公告し，そ

　してなるべく大会最終日の午前中にこれ

を開くこととし，同時にこれと平行して，

　この会議に出席しない人々のために，別
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な会合を催すようにする。

d）本会議でのスピーチはすべて25分以内

　とし，これは，講演者に講演を引き受け

てもらうときによく念を押しておく必要

がある。

e）国際大会委員会は，国際大会事務局長

およびホスト・クラブとともに，プログ

ラムの作成には柔軟な態度で臨み，プロ

グラムがきまりきった型や同じようなも

のの繰り返しにならないようにしなけれ

ばならない。

4．本会議を減らして，代わりに特定の問題

　を討議するグループ会議を催すことを考え

　る。グループは，地区ガバナー・ノミニー

　のグループを一つ，クラブ会長その他のグ

　ループを一つとしたうえ，言葉の問題をな

　くするということだけを考えた分け方で，

　これらのグループをさらに分けるようにす

　る。

5．特別講演の講演者には一とくにそれが

　ロータリアン以外の人の場合，ぜひロータ

　リーに関連した話にしてもらうように頼み，

　よく念を押しておくようにしなければなら

　ない。また講師が何人かいて，その人たち

　がグループに話をすると同時に，グループ

　の各メンバーとの質疑応答にも十分な時間

　をかけて，出席者の全部が討議に加わるよ

　うな会議にすることを考えるべきである。

6．地区ガバナー・ノミニー一一　S8よび次期クラ

　ブ会長の国際大会出席がいかに重要である

　かはつねに強調されなくてはならないこと

　であり，これは会長からも，事務総長を通

　じ，あるいは声明などによって，これらの

　人に知らせるようにしなければならない。

　ζれらの人には，できる限り，いつも優先
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的にそれらしい取扱いをしなくてはならな

いが，特定の会議，宿泊，バッジ，いろい

ろな場合の座席のとり方などについては，

とくにそうした配慮が必要である。

7．参加ということが大切であり，出席して

　いる人たちもそれを望んでいるのである。

　でき得る限り，参加を促すようにしなけれ

　ばならない。

8．報告その他国際大会で取り扱う国際ロー

　タリ　一一　rc関する業務の番組にはあまり人気

　がないが，しかし，これが国際大会開催の

　基本的な理由の一つになっており，したが

　ってこれを省くわけにいかないのは当然の

　こととしなければならない。しかし，そこ

　のところをうまく運んでいくためには，前

　記3のc）で述ぺたように，ロータリーに関

　する業務はこれを一般のプログラムから切

　り離して，それだけを目的とした会議を設

　けるようにすぺきである。

9．国際大会の開催地を適当な施設が十分に

　備わっていない都市にもっていってはなら

　ない。この点で最も重要なのは宿泊設備で

　あり，大会の行事の中心会場から30分以内

　で行けるところにあるものでなければなら

　ない。

10．広報活動の目的となるものはたくさん考

　えられるが，しかし，その必要と効果は，

　国際大会が開催される国によって年ごとに

異なるはずである。国際大会委員会の連続

性ということが大いに役立つことになるわ

　けである。広報についての助言を正しく生

　かすことを考えなければならない。

11．場合によってはテレビを利用するのが有

　利ではないかと考えられることもあると思

　うが，これは大会開催地にもよることであ

　るから，国際大会委員会の判断に任すべき

　である。

12．余興には通常大会開催地の国あるいは地

　方を代表するものが選ばれるが，当然のこ

　ととしてその趣向にはそれぞれ大きく異な

　るものがある。余興は最高クラスのものに

　しなければ，というのが一般の考えのよう

　である。しかし，そうなると当然費用がか

　かりすぎるということになる。それで，ど

　んな余興を大会で催すことにするかを，も

　し国際ロータリーの負担となる費用があれ

　ばそれもいっしょに，前もって，調査，交

　渉すべき事項の一つに加えることにして，

　理事会が当該開催地に関して決定を下すう

　えに必要な資料として明確にしておくよう

　にする。

13，会長と理事が客を迎えるときの並び方に

　ついて注意しなければならないことが一つ

　ある。それは，立って迎えることにする場

　合には，誰もかれもみんなその前を通って

　どの理事にも一人びとり挨拶していかなけ

　ればならないような並び方をしてはならな

　い，ということである。そうした並び方で

　なく，どのロータリアンでも理事たちに挨

　拶したかったら，真直ぐにそこにいって話

　しかけることができるような形で立つよう

　にしなければならない。しかし，客を迎え

　るために並ぶことにするかしないかの決定

　はその時の会長に任せらるべきことである。

14．出席の推進についてはこれをもっと強化

することが考えられるが，出席の推進は，

　国際ロータリ　一一会長および事務総長から地

　区ガバナー，地区ガバナー・ノミニーおよ

　び次期クラブ会長に対して直接行なわれる

　ようにしなければならない。それには，そ

　の人たちのために特別昼食会その他の会合

　が催されること，またそれにその人たちの

　参加が期待されていることも知らせ，そし

国　際　大　会

て，大会を成功させるためにその人たちが

いかに重要な存在であるかを理解させるこ

とが必要である。

15．最終回の本会議に出席者の少ないのが問

　題にされている。そこで，開会当日一かり

　にそれが日曜日であるとして一その午前中

　の中頃に第1回本会議を開き，そして，大

　会最後の特別番組を水曜日の夜にもってい

　くようにすることを考える。そして，最終

　回の本会議を大会最終日の木曜日の午前中

　に開くことにして，それを国際大会で処理

　すべき業務に関する会議にあてることにす

　る。

16．でき得る限り大会経費の軽減をはかるた

　め，国際大会の開催都市を決定するに先立

　って，以下の費用を節減することを目的と

　した交渉を行なうことを考える必要がある：

a）宿泊費

b）余興関係費

c）食事のでる大会公式行事の費用（食事

のでるものをなるべく少数にとどめる）

d）会場その他の施設費。ホテルで無料で

使わせてもらえる職員用の部屋など無料

で提供を受けることのできるものを確か

　めておく

e）印刷費

　開催地を決定する前に交渉を行なうこと

がきわめて大切であって，これが個々のロ

ータリアンにも国際ロータリ　・一　rcも経費節

減の効果をもたらすのである。この仕事に

は，この種の交渉にすぐれた手腕，専門的

知識および経験のある職員を国際大会事務
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局長の補佐役として任用する。そうすれば，

理事会が開催地の選定について最終的な決

定をする前に，事務総長からさまざまな交

渉の結果を理事会に報告することができる

わけである。

17．事務局の本職員を最大限に活用すること

　を考える必要がある。関係職員は，会長，

　理事会，国際大会委員会およびホスト・ク

　ラブからの要望を調整する仕事を引き受け

　てきたうえに，その多くは，大会のプログ

　ラムおよび大会全体が能率よく円滑に進め

　られていくように気を配る役をつとめさせ

　られるのである。現在のような事情にあっ

　ては，これはほとんど不可能に近い仕事で

　ある。会長も，大会委員会も，ホスト・ク

　ラブも毎年交替するが，ただ事務局だけは

　そのままである。それで，理事会は，以下

のようにするのが望ましいと考える：

a）ホスト・クラブは国際大会委員会に対

　して責任を負うものとし，委員会は，ホ

スト・クラブの仕事に承認を与え，必要

な場合にはそれを指揮する。

b）国際大会事務局長は，国際大会委員会

にあって，委員会のために必要な業務を

行ない，委員会の決定の実行に当たるも

のとする。

c）国際大会事務局長は，つねに事務総長

に業務の進行状況のすべてを詳しく知ら

せ，事務総長が会長および理事会に十分

な報告ができるようにする。

d）国際大会事務局長は，理事会の命によ

　り，今後における開催地として考えられ

　るもののすべてについて調査，交渉，情

報の収集を行ない，国際大会開催地の選

定が行なわれる前に，理事会に報告書を
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提出する。

e）事務総長は，毎年の国際大会の終了後，

大会事務局長と協議のうえ，その国際大

会について率直な批評を述べた意見書を

提出し，そして，できれば，将来の国際

大会の改善に関する勧告意見を具申する。

理事会が賛成した勧告意見は，その後に

おける国際大会指針に取り入れられるも

のとする。

f）開催地の決定に先立ち，関係のホスト

　・クラブにこの指針のことを知らせ，原

則としてこれに従うぺきことを申し入れ

　るものとする。

9）国際大会委員会の委員長およびその他

の委員の全部に，この指針の改訂版の最

　も新しいものを持たせるようにしなけれ

　ばならない。

大会の招致

　（lnvitations　to　Hold　Convention）

　自分のクラブの所在する都市において国際

ロータリー大会を開催することを希望するク

ラブは，先ず事務総長より大会招致申込書を

手に入れなければならない。

　理事会は国際大会を招致せんとするクラブ

からの委員とか代表を迎え入れることはしな

いが，事務総長に郵送された書面による国際

大会招致申込を受取った後，もし必要と考え

る場合には，招致希望のあった都市を調査す

るために人を派遺する。（理24－25）

国際大会の経費（C・nventi・n　Expenses）

理事会は，今後開催さるべき国際ロータリ

罫
”

一国際大会については，国際ロータリーは，

でき得る限り，ホスト都市およびホスト・ク

ラブの協力を得て，これを財政的に自立せし

めるような方法によって実施するようにつと

めなければならないとする方針を決定した。

（理76－77）

準備手続（Pr・cedure　f・r

　Preliminary　Arrangements）

　理事会が国際大会の開催される都市を決定

した後できるだけ早く，国際大会事務局長は，

その都市に赴き，開催地クラブの協力を得つ

つ，国際ロータリーに代わって，集会場に関

して都市当局或は私的団体との契約を進め，

同時に，推定出席者数の全部を収容しうる適

当なホテルと契約の交渉をするものとする。

　もし理事会が，国際大会開催都市を決定し

たときに大会の日時を明示しなかった場合に

は，執行委員会が日時を決定する権限を有す

る。

　国際大会事務局長は，開催地クラブ理事会

と会合し，共に国際大会組織計画を全部検討

し，そしてその国際大会に関してはその前年

に行なわれる国際大会の終了までは宣伝を避

けることの重要性を強調するものとする。

　大会事務局長は，開催地クラブから，その

クラブが，開催地クラブとして積極的に奉仕

すること，国際ロータリーに協力して来訪ロ

ータリアン及び来賓を歓迎すること，かつ国

際大会の成功を確保するために開催地クラブ

と国際ロータリー大会委員との問で，相互的

に同意をえた色々な方法で援助することがう

たわれている，正式にクラブによって採択さ

れ署名された決議文の写しを取り付けるもの

とする。

　この手続きは，最後まで有効とするも，執

行委員会により，又，緊急の場合状況に応じ

て会長により，変更されるものとする。（理

46－47）

国　際　大　会

ホスト・クラブの国際ロータリーに対す

る関係

　（Relationship　of　the　Hostαub　to

　Rotary　International）

理事会は以下に掲げる声明を採択した：

　ホスト・ロータリー・クラブは，国際ロー

タリー理事会および国際大会委員会に協力し

て，大会プログラムの実施を助け，国際大会

の参会者の歓待に当たる。事務総長は，国際

大会事務局長を通じて，地元のロータリーの

団体（ホスト・クラブ）と国際ロータリ　一一の

大会委員会および理事会との連絡役をつとめ

る。事務総長は大会運営の実施面に関する責

任者であり，ホスト・クラブの助言と協力に

より，国際大会事務局長を通じて，その任務

を行なう。

　ホスト・クラブは実行委員会を設け，委員

長を任命する。実行委員会は，ホスト・クラ

ブに代わり接待計画の作成，小委員会の設置

およびこれら小委員会の仕事の調整を行なう。

実行委員会は，国際大会事務局長の同意を得

て，理事会によって定められた予算の範囲内

で，小委員会の支出に承認を与える。実行委

員会は，国際大会委員会，事務総長および国

際大会事務局長に対し，勧告と助力とによっ

て協力する。実行委員会の委員長は，委員会

が開かれていないときにこれに代わってその

任務を行なう。実行委員会の委員長は，ホス

ト・クラブと国際ロータリ　一一との連絡に当た

る。

ホスト・クラブの任務は次の通りである

大会の会場および友愛の家の飾り付け；

一般余興番組の提供；
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現地における広報の企画，実施；

救急手当および歯科治療の設備；

大会に出席その他のために参集した人々の歓

　迎および接待の準備；

大会参会者のための観光および交通機関の案

　内に関する準備；

開催地の言葉の話せない参会者のための通訳

　の確保；

ロータリアンの同伴者（婦人，年少者）のた

　めの催しや余興の計画準備。

　以上は，ホスト・クラブの大切な任務が，

国際大会にやって来たすべての人々のために

本当の意味での「主人役」をつとめることで

あることを具体的に示すものである。ホスト

・クラブのロータリアンは，ホスト役として

の責任を果すということで奉仕や接待の機会

を持つわけであるが，こうした仕事に，大会

開催都市の雰囲気一開催地の都市や国を世界

の他の国とは違った独特なものにしているも

の一が反映されるのである。この雰囲気こそ，

国際大会の国際性とロータリーの全体像を如

実に物語るものである。

　次にホスト・クラブの重要な任務は，国際

大会事務局長に対する助言と協力である。地

元のロータリアンは，ホスト国の国民であり，

またホスト都市およびその国の慣行や実際に

精通した実業人や専門職業人であるから，国

際ロー一一タリーがホスト都市内部の実際知識に

よって国際大会の仕事を行なう場合，それに

協力することができるのは全くこのロータリ

アンの人々のほかにないわけである。土地の

事情や日常の仕事をよく心得ている地元のロ

ータリアンは，国際ロー一タリーの国際大会事

務局長がホスト都市における国際大会の計画

および実施に関する国際ロータリ　一一としての

任務を遂行するうえに必要な知識の宝庫とし

ての役をつとめるものである。（理76－77）
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会場（Meeting　Places）

　国際ロータリーは，開催地の都市が国際ロ

ータリーに費用をかけることなしに，国際大

会の総会に適当かつ便利な講堂及び他の色々

な会合に必要な集会場を提供することを期待

している。

　それは国際ロータリーが使用する国際大会

会場の賃貸料はその都市のクラブが支払わね

ばならないというのではなく，その都市が一

地方団体としてそのような設備を提供するか，

或は，市役所，商工会議所，観光協会または

類似の実業家とかホテル業者等の団体が，必

要ならば，会場用の資金を出すべきであると

いうのである。

　この決定は国際ロータリーが大会会場の賃

貸料を支払ったり，或は臨時に必要な費用の

負担を承諾することを妨げるものではない。

（理32－33；47－48）

国際大会運営事務（C・nventi・n

　Operational　Funct三〇ns）

理事会は次の如き方針を表明している：

　国際ロータリー理事会は，国際大会に関す

る全般的な方針を決定し，国際大会委員会は，

その担当する特定の国際大会の公式のプログ

ラムを作成し，かつ，明確な方針を決定する。

事務総長は，理事会及び国際大会委員会の決

定に対しその細目にわたる推進の責任と大会

事務の組織運営に対する責任を負うものとす

る。

　国際ロータリー細則第14条第8節一国際

大会委員会一は，国際大会準備事務の或る

種の事項について特に次の如く述べている：

国際大会委員会は，任命を受けた国際大会の

実施についての準備を行なう責任を有するも

のとする。ここに言う準備とは，本細則又は

理事会によって役員又は他の委員会に特定し

て委任されていない当該国際大会に関連する

あらゆる事項を含むものとする。

　公式のプログラム及び議事日程の起草を除

き，以上の事務は，委員会及び理事会に対し

て責任を有する事務総長によって行なわれる。

これらの事務の細目に関して注釈すると次の

如くである。

　公式プログラム及び議事日程　国際大会委

員会は，全般的なプログラムの作成，国際大

会の主題（もしあれば）の決定，討論会，余

興，交歓の家，次第書，合唱指揮者の選択，

招待すべき地元の来賓の選定に関する開催地

クラブとの協力，観光旅行，等々の準備に対

して直接の責任を負う。

　事務総長は，上述の各項に関し国際大会委

員会と協力し，同委員会の決定を遂行するに

当っては細目的にこれを推進する。

　宣　　　伝　事務総長は，国際大会委員会

及び開催地クラブとの協力を続けつつ行なう

国際大会の宣伝に関し，委員会及び理事会に

対し直接の責任を有する。　　　S

　運営及び接待費　事務総長は，過去の経験

及びこの大会の特殊事情にもとつく国際大会

の運営及び接待に要する費用の算出及びその

後の財政的監督に関して，委員会及び理事会

に対し直接の責任を有する。接待費の算出は，

大会委員会の勧告にもとついて理事会の承認

する予定登録数及び登録料によって左右され

るであろう。

　国際大会会場の選択と設備　プログラム上

の必要条件，国際大会委員会の勧告，及び国

際ロータリー大会正規の必要条件に合致する

大会会場及びその他必要な集会場の選択，設

備及び契約に関し，事務総長は，委員会及び

理事会に対して直接の責任を有する。大会会

場には下記のものを含む：

　大会総会場

　交歓の家

　　若い人々の交歓の家

　特別集会場

国　際　大　会

　　規定審議会場

　　代議員会会場

　特別協議会場

　討議会場

　事務所及び仮設場

　　会長室，会長エレクト室，事務総長室，

　　本部，理事会室，大会委員会室，大会事

　　務局長室，規定審議会事務室，ロータリ

　　アン誌室，レビズタ・ロータリア誌室，

　　新聞記者室。

　出席の勧誘　事務総長は，大会委員会より

示唆や勧告を受けつつ，出席奨励の予定表を

作成かつ実行することに関して，委員会及び

理事会に対し直接の責任を有する。

　登　　録　事務総長は，登録委員会に対し，

必要とする援助を与えることによって，その

仕事を容易ならしめることに関し，委員会及

び理事会に対し直接の責任を有するものとす

る。

　その他の事項　事務総長は，大会の準備に

関連するその他すぺての運営事務に関し，委

員会及び理事会に対し直接の責任を有する。

即ち開催地クラブの国際大会体制の開設に対

する協力，その後における当該開催地クラブ

設置の諸種委員会の監督，大会日報及び大会

説明に関する準備，信任状の監督，通訳及び

翻訳者等の確保等々である。

　結　　論　以上の事務分担によると，結局，

国際大会委員会はその任命された国際大会に

特有な準備に関する面のみを行ない，毎年の

国際大会に共通な細かい事柄は事務総長に任

す。斯くして，中央事務局の専任職員の経験

の集積とこれらの職員への任務の委託は，運

営上の無駄を省きかつ大会委員会委員の仕事

を最小限に止める結果をもたらす。（理47－－

48；48－49）

　理事会の方針に従い，毎年，国際大会の評

価が行なわるべきものとし，会長の指名した

1名乃至2名の麗際ロータリー元役員が，こ

れを書面にして，大会終了後2週間以内に提
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出するものとする。この評価には，前記元役

員が国際大会に出席したロータリアンの傾向

を代表する人々から集めて得た客観的な意見

が記載されていなければならない。評価には

大会出席者の反発的な意見も含めるものとす

る。この評価に関する報告書は，理事会，国

際大会委員会および国際ロータリーの企画委

員会に提供されるものとする。

　理事会は，毎年，国際大会委員会委員長に

報告書を提出させることを決定した。この報

告書は，国際大会委員会委員長，ホスト・ク

ラブ実行委員会委員長，国際大会会場監督，

国際大会事務局長，次期国際大会の国際大会

委員会委員長，そして，できれば，そのあと

の2年間における国際大会の国際大会委員会

委員長も含めて，これら一人びとりから集め

た批評に基づいて作成されなければならない。

これらの批評は，報告書を受理したあとの次

の理事会において検討されるものとする。

　国際大会委員会には連続性を持たせるよう

にすべきであり，それには，委員長に，その

前の国際大会の国際大会委員会の職務上の委

員をつとめてもらい，そして本人が7月1日

に次のロータリ　一一年度の国際大会の委員会の

委員長となる前に終わった国際大会のすぐあ

とで行なわれる批評を検討してもらうことに

する。その他，委員長は，会長および次の国

際大会の国際大会委員会委員長がホスト・ク

ラブと行なう打ち合せ会議に出席したり，本

人が委員長を命ぜられている大会委員会にか

かわる国際大会の開かれる18ヵ月前に，その

委員会の全体会議の議長をつとめたり，また，

本人が委員長を命ぜられている大会委員会に

かかわる國際大会の前年度に開かれる国際大

会に出席して大会の模様を観察し，その大会

のあとで行なわれる批評を検討したりするも

のとする。さらに，委員長は，本人が国際大

会委員会委員長をつとめる国際大会の数ヵ月

前に行なわれる会長およびホスト・クラブ代

表者との会合に出席するものとする。（理76

62

一77）

国際大会の輸送手配（C・nventi・n

　Transportation　Arrangements）

　1．理事会が，国際大会開催地の地域以外

のロータリアンの輸送手配を国際ロータリー

が引き受ける必要のあるような処に国際大会

開催地を考慮する場合には（例えば北アメリ

カ以外で開催される国際大会に北アメリカの

ロータリアンをそこに運ぶごとき），理事会

は，関係する輸送機関の調査を事務総長に要

請しなければならない。この調査報告は，国

際大会開催市を選定するときまでに，理事会

に提出されねばならない。

　2．理事会が開催地を選ぶ場合には，単に

必要な会合場所，ホテルその他について，そ

の都市内において必要な手配が完了したとい

うこと許りでなく，理事会が決定するような

特別輸送手配が国際ロータリーによってとら

れ完了するという条件の下においてのみ，そ

の決定を行なわなければならない。

　3．斯様な手配を援助するために，理事会

は，会長に輸送委員会（例えば19一年国際大

会の北アメリカ輸送委員会の如き）を任命す

る権限を与えなければならない。斯様な委員

会は，なるぺくなら団体旅行の手配に知識と

経験を有する委員長1名と，2名の委員を以

て構成し，国際大会後，最終報告書を提出し，

理事会によって解嘱せられるまでその任務に

当るものとする。

　4．輸送委員会は，汽船会社，航空会社，

旅行代理店，その他輸送及び観光旅行の計画

をたてるに必要な機関と交渉に入り，理事会

に対して，その輸送及び観光の取扱い方及び

その目的達成のために取りきめるべき協定に

ついて勧告をしなければならない。事務総長

は，理事会によって委任せられた斯様な契約

及び協定を実行しなければならない。

熟
巖

　5．　事務総長は，理事会及び輸送委員会の

決定事項を推進する責任を有し，かつ，輸送

事務について輸送委員会及び理事会に対し直

接責任を持つものとする。（理57－58）

　理事会は，国際大会関係で正式に指定を受

けている旅行代理店およびその他の旅行代理

店，その他国際大会のために団体旅行の手配

をしたり，国際大会の宿泊部を通じて団体の

宿泊施設の予約をしたりする業者の作成する，

国際大会の前後における旅行を含めた旅行日

程について，これを，大会開催都市における

滞在を最少限度4泊とし，旅行団体員が大会

開催都市滞在中に大会の登録を行ない，大会

の主要な行事に出席できるだけの余裕を見込

んだものとするように指示すべきものとする

ことを決定した。（理75－76）

国際大会に於けるクラブの代表

　（Club　Representation　at　Convention）

・国際大会におけるクラブの代表に関する規

定は，国際ロータリー定款第8条及び細則第

7条にある。

　各クラブは，国際大会毎に，その代議員を

出席せしめて投票に参加するか，或は資格の

あるものに委任状を与えて代行せしめる義務

がある。

　各クラブは国際大会に代議員を送るよう勧

告されているが，それが不可能な場合には，

四つか五つの小クラブが財政的に協力して1

名の代議員を送り，その代議員は，所属クラ

ブ以外のクラブのオブザーバーとして，国際

大会の模様を後でそれらのクラブに伝えるよ

うにしても良い。（理35－36）

　各代議員（又は補欠者及び委任状による代

理者）の資格は，信任状によって証明されな

ければならない。クラブが国際大会に出席す

ることを公式に認められるためには，その代

議員は。信任状を大会開催地の信任状委員会

国　際　大　会

に提出し，その投票用紙に査証をして貰わな

ければならない。如何なる代議員も，その登

録料が支払われているか或は支払われる迄，

そしてその信任状が信任状委員会によって承

認される迄は投票することを許されない。

　信任状の用紙は，代議員の出発前に記入署

名を終えて本人に渡すことができるよう十分

の余裕を見て，各クラブの幹事宛郵送される。

　特別代議員の信任状は，国際ロータリー事

務総長によって信任状委員会に提出せられる。

選挙管理委員会

　（Balloting　Arrangements　Committee）

　各国際大会に於て会長は，選挙人の申から，

会長の決定した5名より少なからざる選挙人

から成る選挙管理委員会を設置する。この委

員会は，すべての投票の準備，投票用紙の印

刷と配布及び投票の集計の任にあたる。この

任務は，国際大会で投票が必要になった場合

その他の票決を要する場合にも適用される。

国際大会に於ける投票

　（Voting　at　Convention）

　正当な信任状を持つ代議員，委任状保持者，

及び特別代議員は，国際大会の選挙体を構成

するものとし，これを選挙人と称する。投票

は，国際ロータリーの細則の定むる処に従っ

て行なわれるものとする。（R・1．定款第8条

第5節）

投　票　手　続

　国際大会における投票は，役員の指名又は

選挙について細則に別段の定めある場合及び

次に示す場合を除き，口頭によるものとする

（1）選挙人が要求するか，もしくは議長が指

　図した場合は，起立投票によるものとし，

　起立する各選挙人を1票に数えるものとす
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　る。

（2）国際ロータリーの方針を左右するような

　制定案もしくは決議案またはそのような制

　定案もしくは決議案に対する修正案につい

　ては，次に示す各項の状態の中のいずれか

　が存在するときは，投票は投票用紙記入に

　よって行なうものとする：

　　（aa）理事会の過半数もしくは規定審議

　　会の過半数が問題の重要性を認めてこの

　　投票方式による必要を予め宣言した場合，

　　又は出席している選挙人の過半数が宣言

　　した場合；

　　　（bb）会長又は議長が，口頭投票又は起

　　立投票を観察した結果，その裁量によっ

　　て，投票用紙による投票が望ましいと宣

　　言した場合；

　　　（cc）選挙人が，その名前と所属クラブ

　　を明らかにした上で，投票用紙による投

　　票を要求し，かつ，上述の条件のいずれ

　　によっても投票用紙による投票を必要と

　　する状態にはないことを告げられ，その

　　要求が当然なものであるか否かについて

　　の議長の意見を聞かされた後もなおその

　　要求を主張し，更にその主張が，20以上

　　の異なったクラブに属する少なくとも20

　　人の他の選挙人一その人達は，名前と

　　所属クラブを名のる機会を与えられてそ

　　の身分を明らかにして，その要求の共同

　　主張者になる一によって支持された場

　　合。

　会長又は議長は，実際に数を数えることを

要しないで起立投票の結果を宣言する権限を

持つものとする。そして実数を数える要求が

遅滞なく行なわれ，申出での機会を与えられ

て20名に達する選挙人が，その要求に同調し

ない限り，その宣言は最終決定とする。

　制定案又は決議案又はそれに対する修正案

についての投票用紙による投票の命令には，

当該制定案又は決議案及びそれに関する未決

定の修正案全部が含まれるものとする。投票
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用紙は，制定案又は決議案及びそれに対する

未決定の修正案を最終的に処理できるように，

必要な場合には複数案件を含めて，構成され

述べられていなければならない。

　投票用紙による投票及び役員の指名並びに

選挙については，選挙人はその保持する代議

員証明書及び委任代理権の数だけの票を投ず

るものとする。但し特別代議員は，特別代議

員としての資格においては，唯国際大会全体

に対して提出された案件についてのみ投票す

ることができる。（国際ロータリー細則第8

条第1節（d汲び（・）項）

　すべての役員の選挙は無記名投票によるも

のとし，3名以上の候補者がある場合は単一

移譲式投票の方法によるものとする。但し，

一つの役に対してノミニーが唯1名の場合は，

選挙人は口頭によって，事務総長をしてその

ノミニーに対する選挙人の統一投票を行なわ

しめることができる。　（国際ロータリー細則

第10条第8節（b）項）

単一移譲式投票

　大会に於て選挙せられるべき理事或はその

他の役員に，2名以上の候補者がある場合に

は，これらの候補者に対する投票には，単一

移譲式投票が用いられる。斯様な候補者名は，

投票用紙に記載されなければならない。（理

54－55）

単一移譲式投票の実施方法

　2名を越える候補者がある場合，各選挙人

は1票の投票権を有し，それが次のように

「ふりかえ」られる仕組になっている。

　（a）選挙人は，投票用紙に記載された候補

者の氏名に隣接する空欄に1という数字を記

入する。この欄に1という数字が書かれた票

が「第1選択投票」である。

　（b）選挙人は，前項に認められた1という

数字の外に，二番目に選挙したいと思う候補

者の氏名に隣接する空欄に2という数字を記

入し，第三番目に選挙したいと思う候補者の

氏名に隣接する空欄に3と書く。以下同様に，

自分の最も希望する候補者が落選した場合に

選びたいと思う順序に従い，候補者に番号を

付して行くのである。従って選挙人は候補者

の数と同数だけ自分の選択希望を表明するこ

とができるわけである。

　いずれの候補者も過半数の票を得られない

場合には，第2選択投票以下の選択票を加算

して過半数の票を得た候補者を，当選として

発表する。

　投票の数え方の一例を挙げれば次の如くで

ある。

　A，B，C，Dと4名の候補者があり，その

内1名が選挙されることになっている。第一

選択投票をA，B，C，Dの四つに分けて数え

る。この第1回の計算に於ては誰も総投票数

の過半数に達しない。Cの得票が一番少ない

のでCを除外する。Cの得票で，s数字2が付

されている候補者のそれぞれの得票に，その

票を加えて行く。

　しかし，このように票を移譲しても，残り

3名の候補者の得票がいずれも過半数に達し

ない。そこで，第2回目の計算で最下位にな

ったBを除外する。従ってBの得票を投票者

の示す選択数字に従ってAとDの得票にそれ

ぞれくり入れる。C候補は既に除外されてい

るからこの場合は無視し，次にAとDとどち

らを選択しているかを見る。この移譲即ち第

3回の計算の結果Dが明らかに多数を得た。

　全部の選択を記入していない投票は，記さ

れた選択の分だけ数えることにし，それ以外

のものは移譲できないから無視することにす

る。

　　“×”は第1選択の表示と看倣される。一

つの投票用紙に“1”又は“×”を二つ以上

の氏名に付してあるものは無効とする。

　得票が同数になった場合　何回目の計算に

国　際　大　会

せよ，得票が同数になった場合には，選択票

の数とその相対的価値によって結果を求める

ことになる。即ち，第2回目の計算に於ては第

1選択の数の一番少ない候補者，第3回目の

計算に於ては第1及び第2選択の数の一番少

ない候補者という順序で除外して行けばよい。

登録料（Registration　Fee）

　国際ロータリー細則の規定によれば，大会

に出席する16歳以上の者は，必ず登録の上登

録料を支払うことになっている。登録料は国

際ロータリ　一一　ff事会によってその都度定めら

れる。選挙人は，登録料を支払わない限り投

票することはできない。

　理事会は，毎年開催する国際大会の計画に

関連して，国際大会登録者が国際大会に関係

ある地元の交通乃至その他の特別活動に対し

て支払うべき追徴金を国際大会登録料に加算

すべきものかまたは除外すべきものかを，決

定すべきである。（理65－66）

ホテルの割当（Hotel　Assignments）

　事務総長，事務総長補佐又は事務次長は，

国際ロータリーに代り，又は国enロー一タリー

の名に於て，会長もしくは副会長が行なうの

と同じ効力を以て，国際大会に関連して理事

会から委任されたホテルの予約その他ホテル

に関する事項につき，契約，書類作成または

その他の取決めを行う権限を有する。（理36

－37）

元役員の座席
　（Reserved　Seats　for　Past　O缶eers）

毎年次国際大会に於て，国際ロータリ　一一の
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元役員，元理事及び元地区ガバナー，及び国

際ロータリーの国又は地域単位の元会長及び

元地区委員長（但し現在でも加盟クラブの会

員）には，各自の前職を示すバッジを与え，

それによって，会場内の代議員専用の席に着

席できるようにし，かつ，議場内の特典を与

えるようにしなければならない。以上は第18

回年次大会に於ける国際ロータリーの決議で

ある。　（オステンド大会決議27－16）

懇親宴会（Fell・wship　Dinners）

　理事会は，事情が許し正当な理由があれば

年次国際大会において懇親宴会を開催するた

め設備を設けることに同意した。すぺて斯様

な国際大会における懇親宴会は，その規模に

おいて国際的でなければならない。理事会は，

事務総長に対し，大会委員会及び国際懇親宴

会の準備責任者と協力し，かつ国際ロータリ

ーへの出費を最少限度に止めるよう必要な手

段を講ずることを指示した。（理61－62）

元国際ロータリー役員の会合

　（Meetings　of　Past　R．1．0缶cers）

　国際大会委員会は，毎年次国際大会の都度，

パスト・ガバナv－．一或はその他の国際ロータリ

ーの元役員全員を招いて，レセプション，グ

ループ会合，昼食会その他の社交的な催しを

計画するよう示唆されている。但し，これに

要する費用は，参加者個人が負担すべきであ

り，国際ロータリーの支払うものではないと

いうことを了解しておくべきである。このよ

うな会合を開く目的は，かつて国際ロータリ

ーのために公式の資格で渤いた人々が，旧交

を暖め，再会の機会を作ることである。もし

十分の人数が出席している場合には，年度別

に会合を開くのもよい。また数年度分ずつま
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とめ，或は全部いっしょに会合してもよい。

（理41・一一42）

ロータリー財団研究会

（Rotary　Foundation　Workshop）

毎年国際大会の会期中に，ロータリー財団

に関する研究会が開催されることになってい

重

特別協議会（Special　Assemblies）

　理事会は，理事会で許可した場合，国際大

会において特別協議会が国際ロータリー・・一細則

第8条第2節の規定に従い開催せらるべきこ

とに同意した。　（理60－61）

国際大会議事録

　（Convention　Proceedings）

　第31回国際ロータリー年次大会は，国際ロ

ータリー理事会の監督の下に国際ロータリー

の各国際大会の議事録を作成すること，又，

この記録は，国際大会議事全部の逐語的記録

である必要はないが，すべての改正された条

文，役員の選挙，その他国際大会の事務的決

定事項に関しては，事実で正確な記録でなけ

ればならないことを決議した。

　更に，この記録は，理事会監督の下に正し

く編集，印刷製本さるべきこと，又，その場

合，理事会は，自己の判断に基づいて，この

記録の中に，（1）国際大会プログラム，講演，

討論，報告等加盟クラブが興味を感ずると思

われる事項を組入れ，そして，（2）国際ロータ

リーの方針及び行動にふさわしくないと理事

会が判断した講演，議論，討論又はその・一部

を記録より除外することを決議した。更に，

この印刷製本された国際大会議事録を，一部

嫌
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無料で，各加盟クラブ及び理事会の決定する

国際ロータリーの役員及びその他の人々に送

付すること，但し，この無料配布する議事録

とは別に，理事会の定める価格を以て理事会

の指定する人々に販売するために，余分の冊

数を用意することができることを決議した。

（ハバナ大会決議40－11）

　編集：理事会は，事務総長に対して，国際

大会議事録の中に次の各項を掲載するよう指

示している二即ち，国際大会の簡単な説明，

すべての制定案と決議案の原文及びそれらに

関する決定，匿際大会に於ける事務的事項，

及び国際ロータリー事務総長及び財務長の年

次報告，並びにロータリー財団管理委員会報

告。以上各項の内容は決議40－41に合致して

いなければならない。　（理53－54；54－55；

59－60；63－64；66－67）

　版権：国際大会議事録は，営利会社が複製

することのないよう版権所有として国際ロー一

タリーを保護しなければならない。　（理27一

　　　　　　　　　　　　　　声28）

　印刷及び配布：国際大会の議事録は，各加

盟クラブへの無料送付及び事務総長が必要と

する人々に贈呈するに足る部数を印刷しなけ

ればならない。販売すべきものは，議事録印

刷に要した実費をつぐなうに足るよう裏務総

長によって決定された価格で配布すべきであ

る。　（理50－51）

ロータリー徽章入り商品の展示

（Rotary　Emblem　Merchandise　Displays）

ロータリー，インターアクト或はローター

アクトの徽章入り商品の販売に関連して，国

際ロータリ　・一より，そうした名称，徽章の使

墨免許を受けている商社および個人は，毎年

以下の条件のもとに，それぞれの免許状で取

り扱いうる物品の販売或は受注の目的のため

に国際ロータリ　一一の国際大会会場に仮設展示

国　際　大　会

場のスペースを提供してもらうことができ

る：即ち会場内にスペースがあること，およ

び，事務総長が大会委員会と相談の上，その

ような催しが実行可能でかつ成功が見こまれ

ると判断した場合に限る。このようなスペー

スは，国際ロータリーが明示する条件の下に，

かつまた国際ロータリーに支払うべきスペー

ス使用料に基づいて免許所有者が利用できる

ことになる。

国際ロータリーの国際大会
　（Conventions　of　R．　L）

年度　　場　所　　　月　日　　　出席者数

1910シ　 カ　 ゴ（イリノイ州）

　　　　　　　　　8月15日～17日　　　　60

1911ポートラ　ン　ド（オレゴン州）

　　　　　　　　　8月21日～23日　　　149

1912デュールス（ミネソタ州）
　　　　　　　　　8月6日～9日　　　598

1913／N’ッファロー（ニューヨークナト1）

　　　　　　　　　8月18日～21日　　930

1914ヒューストン（テキサス州）
　　　　　　　　　6．月22日～26日　　1，288

1915サンフランシスコ（カリフォルニア州）

　　　　　　　　　7月18日～23日　1，988

1916シンシナティ（オノ・イオ州）

　　　　　　　　　7月16日～20日　　3，591

1917ア　ト　ラ　ン　タ（ジョージア州）

　　　　　　　　　6月17日～21日　　2，588

1918カンサス・シティー（ミズーリ州）

　　　　　　　　　6月24日～28日　　4，145

1919ケ㌢レニク’一（ユタ州）

　　　　　　　　　6月16日～20日　　3，038
192・；トラテンテ1・クニ（諦ジヤージ

　　　　　　　　　6月21日～25日　7，213

1921エディンバラ（スコットランド）

　　　　　　　　　6月13日～16日　　2，523

1922ロスアンゼルス（カリフォルニア州）
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　　　　　　　　　6月5日～9日　6，096

1923セントルイス（ミズーリ州）

　　　　　　　　　6月18日～22日　　6，779

・924ト・ント（召論オンタ
　　　　　　　　　6月16日～20日　　9，173

1925クリーブランド（オノ・イオ州）

　　　　　　　　　6月15日～19日　10，216

1926デ　ン　バ　ー（コロラド州）

　　　　　　　　　6月14日～18日　8，888

1927オ　ス　テ　ン　ド（ベルギー）

　　　　　　　　　6．月5日～10日　　6，412

1928ミネアポリス（ミネソタ州）

　　　　　　　　　6月18日～22日　　9，428

1929ダ

1930シ

1931ウ

1932シ

1933ボ

　　　ぜ1934ア

1935メキシコ・シティー（メキシコ）

1936；・ラメ・・，ック・（ニュージ・一ジ

1937．ニ　　　ー

1938サンフランシスコ（カリフォルニア州）

1939クリーブランド（オノ・イォ州）

1940　ノ、　　　　　ノx’

1941デ　ンバ

1942ト　ロ　　ン

　68

　フ　　ス（テキサス州）

　　　　5月27日～311ヨ　　9，508

　カゴ（イリノイ州）
　　　　6月23日～27日　11，　008

イ　ー　　ン（オーストリア）

　　　　6」月22日～26日　　4，296

アトル（ワシントン州）
　　　　6月20日～24日　　5，182

ス　　ト　ン（マサチュセッツ州）

　　　　6月26日～30日　　8，430

ト　ロ　イ　ト（ミシガン州）

　　　　6．月25日～29日　　7，377

　　　　6月17日～21日　　5，330

　　　　　－　一州）
　　　　6月22日～26日　9，907

　　　　　ス（フランス）

　　　　6月6日～11日　　5，790

　　　　6月19日～24日　 10，432

　　　　6月19日～23日　　9，241

　　　　　ナ（キューバ）

　　　　6月9日～14日　3，713
　　　　　－（コロラド州）

　　　　6月15日～20日　　8，942
　　　　　ト（蝋∫オンタ

　　　　　　　　　6．月21日～25日　　6，599

1943セントルイス（ミズーmリ州）

　　　　　　　　　5月17日～20日　　3，851

1944シ　 カ　 ゴ（イリノイ州）

　　　　　　　　　5．月18日～22日　　　403

1945シ　 カ　 ゴ（イリノイ州）

　　　　　　　　　5月31日，　6月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　141
　　　　　　　　　5日一12日一19日
1946；ト㌢ティィ・クニ（葡ジヤージ

　　　　　　　　　6月2日～6日　10，958

1947サンフランシスコ（カリフォルニア州）

　　　　　　　　　6月8日～12日　14，678

1948リオデジャネイロ（ブラジル）

　　　　　　　　　5．月16日～20日　　7，511

1949ニューヨーク（ニューヨークY・1・1）

　　　　　　　　　6月12日～16日　15，961

1950デトロイト（ミシガン州）
　　　　　　　　　6月18日～22日　　6，949
・95・7，　’　’，’ティ／クニ（術ジヤージ

　　　　　　　　　5月27日～31日　　8，453

1952メキシコ・シティー（メキシコ）

　　　　　’　　　　5．月25日～29日　　6，804

1953パ　　　　　　　リ　（フランス）

　　　　　　　　　5月24日～28日　10，107

1954シ　ア　ト　ル（ワシントン州）

　　　　　　　　　6月6日～10日　　8，015

1955シ　 カ　 ゴ（イリノイ州）

　　　　　　　5月29日～6月2日　14，312

1956フィラデルフィア（ペンシルバニア州）

　　　　　　　　　6月3日～7日　10，003

1957ルサーン（スイス）
　　　　　　　　　5月19日～23日　　9，702

1958ダ　　ラ　　ス（テキサス州）

　　　　　　　　　6．月1日～5日　14，035

1959ニューヨーク（ニューヨークナト1）

　　　　　　　　　6月7日～11日　15，475
1960；イ㌻！．ビミ＿享（フロリダ州）

　　　　　　　　5月29日～6月2日11，354

1961東　　　 京（日本）

　　　　　　　　5月28日～6月　1日　　23，366
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1962ロスアンゼルス（カリフォルニア州）

　　　　　　　　　6，月3日～7日　22，302

1963セン　トルイス（ミズーリ州）

　　　　　　　　　6月9日～13日　10，779

1964ト　ロ　　ン　　ト（カナダ）

　　　　　　　　　6月7日～11日　14，661
・965；ト㌢テ1・クニ（諦ジヤージ

　　　　　　　5月30日～6．月3日　9，368

1966デ　ン　バー（コロラド州）

　　　　　　　　　6月12日～16日　 12，929

1967ニ　 ー一 @ス（フランス）

　　　　　　　　　5月211ヨ～25日　 19，362

1968メキシコ・シティ　（メキシコ）

　　　　　　　　　5月12日～16日　11，840

1969ホ　　ノ　　ル　 ル（ノ、ワイ州寸）

　　　　　　　　　5月25日～29日　14，453

1970ア　ト　ラ　ン　タ（ジョージア州）

　　　　　　　5月31日～6」月4日10，803

1971シ　　ド　ニ　ー（オーストラリア）

　　　　　　　　　5月16日～20日　　16，646

1972ヒ　ューストン（テキ妾ス州）

　　　　　　　　　6月11日～15日　13，287

1973ローザンヌ（スイス）
　　　　　　　　　5月13日～17日　17，187

1974誘アトポポリ5（ミネソ矧1）

　　　　　　　　　　　国際大会

　　　　　　　　　6月9日～13日　10，015

1975モントリオール（カナダ，ケベック州）

　　　　　　　　　6月8日～12日　12，975

1976ニューオーリンズ（ルイジアナ州）

　　　　　　　　　6月13日～17日　13，935

1977サンフランシスコ（カリフォルニア州）

　　　　　　　　　6．月5日～9日　14，168

1978東　　　 京（日本）

　　　　　　　　　5、月14日～18日　　40，155

1979ロ　　ー　　 マ（イタリヤ）

　　　　　　　　　6月10日～14日　14，664

1980シ　 カ　 ゴ（イリノイ州）

　　　　　　　　　6月1日～5日　18，743

1981サンパウロ（ブラジル）

1982ダ

5月31日～6月3日　開催予定
ラ ス（テキサスづ）

6月6日～10日　開催予定

1983　ト　ロ　　ン　　ト（カナダ）

6月5日～9日　開催予定

1984バーミンガム（英　国）
6月10日～14日　開催予定

1985カンサス。シテ4－（カンサス州）

5月26日～30日　開催予定

1986ラス・ベガス（ネバダ州）

6月1日～5日　開催予定
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地　区　の　管理

（District　Administration）

地区編成に関する方針

　（Policy　Governing　Creation　of　Districts）

　理事会は，管理の効果を一層上げるために，

加盟クラブを集めて地区を設ける権限を有す

る。地区の編成に関する方針は次の通りであ

る。

　以下は，国際ロータリー理事会の判断と決

定である：

1．管理の効果を一層上げるために，加盟

クラブは全部地区に所属せしめらるべきであ

る。

　2．地区は，理事会の責任で行なう国際ロ

ータリーの管理の一部面であるから，地区編

成の発議権は理事会が執るべきである。

　3．地区は，その編成が国際ロータリー及

びその地区内に入るロータリー・クラブの最

大の利益となりうると思われる場合において

のみ，編成せらるぺきものとする。

　4．地区の編成は一定数のクラブ又は一定

の広さの地域によるものではないが，新しい

地区は，次に示す事情を考慮して，慎重な調査

の上においてのみ創設されなければならない。

　　（a）地域の広さ（平方マイル）；

　　（b）現存クラブ数及びその地域内に将来

　　　結成可能なクラブ数；

　　（c）その地域内の交通及び通信機関の利

　　　便と施設，旅行の見地からみた地域管

　　　理の可能性；

　　（d）地域の住民を特徴づける民族的及び
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　国家的要素；

（e）地域の政治的及び経済的状態；

（f）住民の言語；

（9）地域の結集力；

（h）若しありとすれば一州連合，県連

　合，又は国際地区編成の機会；

（i）将来その地区の分割又はその地区の

　クラブ群の他地区編入によって再編成

　する可能性；

（j）その地域にあるクラブと現存する地

　区のクラブとの関係；

㈹　機能を果しているロータリーの単位

　としての現存クラブの記録；

（1）財政的考慮。　（理27－28；34－35；

　51－52；57－58）

国際ロータリーにおける地区の役割
　（Role　of　the　District　in　Rotary

　InternatiOnal）

　理事会は，国際ロータリーにおける地区の

役割について次の如き声明を採択した：

　地区とは，国際ロータリーの管理の便宜上

まとめられた一群のクラブの所在する，一定

の地理的区域であり，ロータリー地区の活動

並びにその組織は，個々のロータリ　一一・クラ

ブがロータリーの綱領を推進するのを助ける

ことを唯一の目的とするものであり，地元レ

ベルにおいてロータリ　一一・クラブ（複）や個々

のロータリアンが提供するいろいろな奉仕を

減殺するようなことがあってはならない。（理

72－73）　　　　　　　　　1

曇覧

地区の編成（Districting）

　理事会は，新しく地区を編成し，又現存地

区の境界を変更する権限を有する。　（国際ロ

ータリー細則第13条第1節）但し，地区境界

の変更は，それによって影響を受ける地区の

過半数のクラブの反対を冒して行なわれては

ならない。

　国際ロータリー細則の規定（第14条第9節）

によれば，常任地区編成委員会（Standing

Districting　Committee）は，細則第13条第1

節に規定する地区の境界とその編成並びに発

表について，理事会及び会長を助けることに

なっている。

　地区編成委員会は，理事会の採択した地区

編成の方針に従って，次の如く行動する：

　1，国際ロータリーの地区編成委員会は，

国際ロータリー会長が必要と認めた場合，1

月に行なわれる理事会の会合に先立ち，成る

べく10月又は11月中に開催するものとする。

　2．地区編成委員会は，その会合において，

予測しうる将来に地区編成を要すると思われ

る世界中の地区の事情を検討しなければなら

ない。この検討は，当該地区に関連して入手

した事実の情報に基づいて行なうものとする。

この検討に基づき，委員会は，特別の研究を

要すると思われる地区を選び，次回の国際協

議会会期中，それらの地区のガバナー・ノミ

ニーに対し地区編成委員会と協議するよう求

めなければならない。前記のガバナー・ノミ

ニーには，それぞれの地区内における地区編

成問題にっいて，予め研究しておくよう要請

すべきである。

　3．地区編成委員会は，国際協議会会期中

に会合し，地区ガバナー・ノミニ・一一とそれぞ

れの地区内における地区編成問題に関連して

協議できるようにしておかなければならない。

協議の対象に選ばれた地区のガバナー一一．・ノミ

ニーとの協議について具体的に取決めを行な

い，できうれば，その人達に予めその会合の

地区の管理

時と場所を通知するものとする。

　4．　次期地区ガバナーは，国際協議会から

その地区に帰ってから，地区内クラブの組み

替えに関する計画遂行に関し，地区内のクラ

ブ会長その他の適格なロータリアンと協議す

べきである。必要と認められた場合には，地

区内に地区編成委員会を設け，これにクラブ

の組み替えに関する明確な計画をたてる責任

を持たせることとすべきである。

　5．地区ガバナーは，クラブ公式訪問の際

とかその地区内のクラブ又はロータリアンと

の接触の際に，簡単に地区編成の問題を話し

合うぺきである。地区編成に関するこの様な

接触の目的は，その地区に関係する地区編成

問題について，クラブやロータリアンに良く

知って貰い，その結果，これらクラブで受入

れることのできるクラブ組み替えの計画を国

際ロータリー地区編成委員会に提出すること

を容易かつ速やかにするためである。

　6．ある範囲のクラブ組み替えが二つ又は

それ以上の地区に影響する場合には，関係地

区ガバナーは会合して，その範囲に入るクラ

ブの組み替え計画をたてるため，必要と認め

た場合，それらの地区からの代表で連合委員

会を設置すべきである。

　7．地区ガバナーは，国際ロータリ　・一地区

編成委員会に，現在の地区運営上当面する諸

問題について説明し，次に挙げる諸点を明確

に示して，地区としての計画を提出すべきで

ある：

　　（a）関係地域の広さと提案地区の境界線

　　　を示す地図；

　　（b）現在のクラブ数，各クラブの会員数，

　　　及び各提案地区における拡大の可能性；

　　（c）各提案地区における地区大会開催都

　　　市に関する情報；

　　（d）各提案地区の交通機関；

　　（e）政治及び経済事情。

　8．国際ロータリー地区編成委員会は，地

区ガバナーよりの提出計画を，成るべく10月
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又は11月開催の委員会において，或は通信に

よって，研究し，委員会としての勧告案を，

審議してもらうため，理事会に報告しなけれ

ばならない。

　9．若し国際ロータリー理事会が，審議中

の一地区又は数地区内のクラブの組み替えを

決定したときは，国際ロータリー細則第13条

第1節の規定により，国際ロータリー会長は，

関係地区のクラブに，その決定された事項に

ついて通知するものとする。

　10．影響を受ける当該地区内クラブの過半

数が，国際ロータリー理事会の示す期間内に

異議を申立てない場合には，国際ロータリー

事務総長は，その地区ガバナーに，理事会の

決定は確定したことを通知し，また，その地

区ガバナーは，関係クラブにその旨を文書で

通知するものとする。　（理54－55；79－80）

　理事会は，ロータリー・クラブの運営能率

を一層向上させる目的を以て地区編成委員会

が理事会に提示した勧告に基づいて，理事会

が唱道した処の地区編成に関する一般原則を，

国際ロータリーの全役員及び地区大会におけ

る国際ロータリー会長の全代理が，支持する

ことを期待している。　（理48－49）

　地区編成に関して統一ある実施方法を確立

するため，地区間の境界の修正が効力を発生

する日は，1月1日及び7月1日の内，事情
により都合の良い方を選ぶものとする。　（理

42－43；62・－63）

　理事会は，新たに編成された地区の境界が

決定，発表されてから1ヵ年間は，同地区の

境界の修正を考慮しないものとする。（理48

－49）

　新しいクラブが，現在の地区の境界外にあ

って国際ロータリーへの加盟を許されたとき

は，それを地区に編入すべきか，それとも，

地区無所属クラブ群の中に入れるべきかにつ

いて，決定が行なわれるものとする。効果的

な運営を行なうために，全ロータリー・クラ

ブは，究極において，地区に所属せしめらる
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べきものとする既定方針に従って，地区無所

属クラブ群は，できる限りすみやかに，地区

に編入されるべきものとする。（理67－68；

70－71）

地区内のクラブ数
　（Number　of　Clubs　in　a　District）

　地区を構成するクラブ数の最大限及び地区

の地理的な面積に関する厳格な規定はあり得

ない。地区は，国際ロータリ　一一　va対して財政

的に不当な負担をかけるような大きさであっ

てはならないし，又，地区が大きすぎてガバ

ナーがその任務を正しく遂行するのに過労と

なってもいけないというのが原則である。こ

れらの両極端の中間に於て，地方的事情が決

定の要素となるであろう。（理31－32）

国家間に跨る地区
　（lnternational　Districts）

　言語，風習及び距離が許す場合，国家間に

跨る地区を新たに編成することは，原則とし

て，望ましいことである。しかし現存の地区

の境界を改編し，2以上の地区或は地区の一

部を結合して国際的な地区を編成することは，

関係クラブにとっても，又，国際ロータリー

の全般的運営にとっても望ましいことではな

い。かくの如き国家間に跨る地区の編成は，

慎重な考慮を以て行なわれねばならない。（理

46－47）

地区ガバナー（D量strict　Governor）

　編成された地区における地区ガバナーの直

接監督によるクラブの管理は，堅実な方法で

あり，これは継続さるぺきである。地区ガバ
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ナーの職務の管理に関する国際ロータリーの

現在の方針及び方法は満足すべきものである。

　地区における国際ロータリーの役員として

地区ガバナーの職に選ばれるロータリアンは，

完全な適格者であり，その任務及び責任につ

いて精通しており，注意深く選ばれ，健康上

その他でその任務及び責任を喜んで果しうる

ということが，地区ガバナー制度の効果的運

営に必須である。地区ガバナー・ノミニーの

選考に当っては，地区ガバナー－waの資格及び

必要条件が明らかに理解されかつ十分に考慮

されることが必要である。（理61－62）

　理事会は，一般原則として，地区について

規定されている制度，即ち，数名の副ガバナ

ーを任命してクラブの管理に当らせる大地区

方式ではなく，地区ガバナー自身による地区

内全クラブの直接監督という制度を変更すぺ

きではないということに賛成しかつそう信じ

ている。（理74－75）

　地区は地区ガバナー・ノミテーの選出を，

地区ガバナーに就任する前々年中に行なうよ

う奨励されている。（理66－67）

　理事会は次のことを勧告する二

　地区ガバナー・ノミニーが，地区ガバナー

就任の2年前に選出された地区においては，

その就任直前の1ヵ年間，

　1．地区ガバナーから，その地区の各種委

員会又は地区組織に関し，特別の任務が与え

られること；

　2．　地区ガバナー・ノミニーを参加者とし

て指定していないすべての地区集会にオブザ

ーバーとして出席するよう，地区ガバナーか

ら要請されること；

　3．地区大会のプログラムに参加する任務

を地区ガバナーによって考慮されること。（理

66－67）

　理事会は地区ガバナーに対し，次期地区ガ

バナーの適応指導，教育及び職務に対する意

欲を刺激することに，より多くの時間をあて

るよう，そしてそのために元地区ガバナー及

地区の管理

び地域的ロータリー研究会等の集会を利用す

るよう奨励している。（理69－70）

　理事会は，地区が，国際ロータリー定款の

職業分類及び会員資格の規定に従って会員に

選挙された者であっても，現実にはそのロー

タリー・クラブでの会員資格に完全に該当し

ない人を，地区ガバナー・ノミニーとして選

ぶ行為に，重大な関心を持っている。（理61

－62）

　地区内の全クラブが行なう地区ガバナー・

ノミニーの選出は，ロータリーの原則に合致

した厳粛な，信頼のできる方法で実施さるべ

きである。地区ガバナー候補者を支援する活

動は，地区ガバナーの重要さ及びその重大な

任務内容にふさわしかるべきである。地区ガ

バナー候補者支援の文書の内容は，写真及び

本人のロータリー活動，市民としての活動，

そして実業又は専門職業活動の説明に限定さ

るぺきである。このほかに本人の立候補を後

援，推進する如何なる処置も講ぜらるべきで

はない。（理64－65）

　理事会は地区に対し，幾多のクラブ群乃至

地理的地域の間で伝統的に行なわれている地

区ガバナーの輪番指名の方法に動かされるこ

とのない手続きによって，地区ガバナーとし

て最適格の候補者を探し出し，指名するよう

勧奨する。（理69－70）

　国際ロータリー細則第13条第5節（b）項にあ

る資格条件に関する規定によれば，地区ガバ

ナーに就任する時点において，一つまたはい

くつかのクラブで通算7年以上会員であった

者でなければならない。

地区ガバナー・ノミニー候補者のための

活動（Activities　in　Behalf　of　Candidate

　for　District　Governor　Nominee）

理事会は，地区ガバナー・ノミニー候補者

自身或は他の者が候補者に代って行なう活動

73

筋
漉

諌
繁
，
灘
髄
、
灘
攣
灘
譲
蟹
耀
灘

k

懸　
選
、

　
　
　
翠
二
こ

膠
事
蝦
塞
々
蟄
オ
宰

W
漆
慈
『
篤

f

懸



購爆

について，それが国際ロータリーの細則，理

事会が設定した指針或は当該地区クラブ（複

数）によって設定された地区ガバナー・ノミ

ニー選挙手続きに反していないか否かを注意

深く見守るのみならず，それらに反する如何

なる活動も承認しないものである。（理76－

77）

　理事会は次の事項に同意した：

　（a）地区ガバナーの制度は望ましく又実際

的であることが経験によって証明されている。

何か改良する必要があるとすれば，この制度

を運用する方法の改善を行なうべきである。

　（b）地区ガバナーの職につくべき最良の候

補者を確保するため，地区ガバナーは，毎年，

所管地区内のクラブに対し，入手できる資料

の調査を行い，かつ，適格なガバナー候補者

を推薦するように要請することを勧告さるべ

きである。

　（c）地区ガバナーは，地区大会に先だち，

所管地区内の各クラブに対し，ガバナー候補

者としての被推薦者の履歴及び資格について

伝達しなければならない。

　（d）毎年，地区ガバナーの身分，資格及び

任務についての説明書を作成し，これを各ク

ラブに配布して，地区ガバナー・ノミニーと

して推薦された者或はノミニーを推薦しよう

とするものがガバナーの任務について知るこ

とができるようにすべきである。（理29－30；

39－一一40；74－－75）

　上述の各事項に関し，次の如き説明がなさ

れている：

身分（Status）

地区ガバナーは

　国際ロータリーの役員である；

　所管地区内のクラブによって指名され，国

際ロー一タリー大会によって選挙される；

　7月1日に就任し，1ヵ年間または後任者

が選挙せられ，資格が確定するまでその任に

留まるものとする。
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資格（Ωualificati・ns）

地区ガバナーは

　指名を受ける地区内のクラブの名誉会員以

外の蝦疵なき会員であることを要する；

　会員規定の厳格な適用に照らして，完全に

会員資格を有する者でなければならない，そ

してその職業分類の正当性が疑問の余地ない

ものでなければならない；

　地区ガバナー・ノミニー候補者として推薦

された年度の前の会計年度末において，国際

ロータリーに対して負債残高を持たない畷硯

なき，義務機能を果たしているロータリー・

クラブの有資格会員でなければならない；

地区ガバナーに就任する時点において一つ

またはいくつかのロータリー・クラブで，通

算7年以上会員であった者でなければならな
孫；

　クブラ会長としてその任期を完全に務めた

ことのある者でなければならない；

　ここに規定する地区ガバナーの任務と責任

を喜んで果たす意思があり，身体的にもその

他の意味においてもこれを果たすことができ

る者でなければならない；

　ガバナーに選挙される直前の国際協議会に

全会期を通して出席し，国際協議会終了直後

の7月1日までに自分の地区へ帰らなければ

ならない。国際大会への出席は極めて望まし

ことである；

　所属クラブの尊敬の的であり，かつ信頼さ

れていなければならない；

　本人の実業または専門職業の経営において

示された経営力を持つ，職業上令名ある男子

でなければならない；

　ロータリーの仕事を遂行するに必要な時間

を提供できるように，自己の実業または専門

職業をうまく編成しなければならない；

　本人並びにその近親者の品行が非難の余地

のないものでなければならない；

　ロータリーとその目的，綱領及び規則をよ

く心得ており，国際ロータリーに対し忠実で
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あることが認められているロータリアンでな

けれぱならない；

　ロータリーの如何なる面についても信服さ

せ得る方法で論ずることができ，自己の所信

を，私的にも，公的にも，簡潔，直戴，かつ

真剣な言葉で表現できなければならない。必

ずしも雄弁家である必要はない。

任務（Duties）

地区ガバナーは

　理事会の全般的統御と監督の下に職務を行

なうその地区における国際ロータリーの役員

である。担当地区のクラブに対する直接監督

の責任を果たすについて，地区ガバナーは，

国際ロータリーの綱領を推進する特別の任務

を課せられており，身を以て次の諸項を実行

しなければならない：

　担当地区の新クラブ結成を指導監督するこ

と；

　担当地区内の既存クラブの強化を助成する

こと；

　担当地区内クラブ相互間の友好関係及びク

ラブと国際ロータリー間の友好関係の増進；

　担当地区の地区大会と地区協議会を計画，

運営，主宰すること；

　できるだけ年度の早い時期に，担当地区内

の全クラブを公式訪問すること。　（この訪問

は急いですませてはならない。ガバナーは，

有意義なクラブ協議会を開いて協議し，また

ロータリーに関する包括的な講演をなしうる

よう十分な時間をかけるべきである）；

　担当地区内の各クラブ会長および幹事にマ

ンスリー・レターを発送すること；

　国際ロータリー会長又は理事会から要請が

あった場合は，速やかに国際ロータリーに報

告をすること；

　クラブ強化のための勧告案とともに，地区

内クラブの状況に関する詳細な情報を後継者

に提供すること；

地区の管理

　後継者に代々続けられている地区記録を引

継ぐこと；

　地区における国際ロータリー役員としての

責任に属しているその他の任務を遂行するこ

と。

　しかしながら，グレート・ブリテン及びア

イルランドにおいては，地区ガバナーの任務

は，R．1．B．1．審議会の指示のもとに，RI・

B．1．定款並びに細則に則り，当該地域の伝

統的慣行に従って遂行されるものとする。ま

た，国際ロータリー会長或は理事会から要請

があった場合は，速やかに国際ロータリ　一一へ

報告をし，そして地区における国際ロータリ

ー役員としての責任に属するその他の任務を

遂行しなければならない。

　その他地区ガバナーが遂行すべきものと考

えられている事項に以下の如きものがある：

ロータリアン誌（又はレビスタ・ロータリア），

国際ロータリー・ニュース，事務総長書翰，

その他国際ロータリー中央事務局からのすべ

ての公報，文献類，及び地区内各クラブの出

版物などに目を通す；

　各クラブに対し，少なくとも毎年1回は都

市連合会に参加するよう奨励する；

　国際ロータリー大会への出席を勧奨する；

　必要があれば，クラブ会長及び（又は）幹

事の特別会議を開催する；

　毎月担当地区内クラブの出席報告の摘要を

作成し，この地区報告を国際ロータリー事務

総長に送付する。

　理事会は，国際ロータリーの細則に定めら

れている地区ガバナーの任務中，特に，「地

区における国際ロータリーの役員としての責

任に属している任務」は自ら遂行するものと

するとの規定は，会長や理事会によって定め

られているプログラムや活動を実行する責任

をも含むとすることに同意した。（理67－一一68）
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指名に必要な資格の取得

　（Ωualifying　for　Nomination）

　地区ガバナーのノミニーとして資格条件を

認められるためには，その職に指名された候

補者は，細則に定められている地区ガバナー

の資格条件，任務及び責任を詳らかにした上

で，事務総長の手を通じて国際ロータリーに

対して細則に列記された地区ガバナーの資格

条件，任務及び責任を明確に理解しているこ

と及び地区ガバナーとして資格条件を備えて

おり，ガバナーの任務と責任を引受け，これ

を忠実に果す意思があり，それができる状態

にある旨の声明書に署名して提出しなければ

ならない。

　国際ロータリー細則は，同細則に規定され

た資格並びに必要条件に合致しない地区ガバ

ナー・ノミニーの指名は拒否さるべきものと

し，事務総長はこれを選挙のため国際大会に

提出しないものとすることを規定している。

　もしも，前述の規定の通り地区ガバナー・

ノミニー一から署名ある声明書を受理したにも

拘わらず，そのノミニーが細則に定める任務

と責任を十分に果すことができないであろう

と，理事会が信ずる理由があれば，理事会は

その指名を一時保留することができる。この

ような一時保留が行なわれたならば，地区ガ

バナーとそのノミニーに，その旨通告しなけ

ればならない。そして，そのノミニーは，地

区ガバナー及び事務総長を経由して，地区ガ

バナーとしての任務と責任を取り，忠実にこ

れを遂行することができることについての再

度の申立てを理事会に提出する機会が与えら

れるものとする。かかる申立てを含めすべて

の関連事情を審議した上で，理事会は，3分

の2の多数を以てそのノミニーの指名を拒否

するか，或は一時保留を解除するものとする。

　もし上述の規定のいずれかに基づいて地区

ガバナー・ノミニーの指名が拒否された場合

は，事務総長は，関係地区の地区ガバナーに，
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その拒否とその理由を通告しなければならな

い。そして地区ガバナーは，これを当該ノミ

ニーに通告しなければならない。そこで，時

間が許すならば，その地区は，細則の規定に

従って，地区ガバナー指導のもとに，地区大

会又は郵便投票の何れかにより，地区ガバナ

ーのノミニーをもう1名選ばなければならな

い。地区が，地区ガバナー・ノミニーとして

理事会の満足するような適任者を選出するこ

とができなかった場合，ノミニーは，国際ロ

ータリー細則第13条第5節（h）項の規定に従っ

て選出さるべきものとする。

地区ガバナー・ノミニーの国際協議会出

席（Attendance・f　District　G・vern・r

　Nominee　at　International　Assembly）

　長い経験に基づき，かつ，既定の方針と手

続きとに添って，理事会は，地区ガバナー・

ノミニーが国際協議会に出席することは，国

際ロータリーが各地区を効果的に管理する上

で重要なことと考えている。

　更に，理事会は各地匿ガバナーが，その地

区における国際ロータリーの代表者として効

果的に行動し，かつ国際ロータリーの役員と

しての地区ガバナーに期待されている所管地

区内クラブの指導，指揮及び助言を行なおう

とするには，国際協議会に参加することから

得られる基本的経験と訓練を受けなければな

らないことを不動の信念として堅持している。

　理事会は，各地区ガバナーが，地区ガバナ

ー候補者全部及び地区内の全クラブに対し，

ガバナー・ノミニーが地区ガバナーとしての

必要な用意をなすため国際協議会に出席する

ことは必須条件であり，候補者が国際協議会

にその全期間出席できかつ実際出席するので

なければ指名は承認されないということを強

調するよう，要請している。

　理由の如何にかかわらず，地区ガバナー・
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ノミニーが国際協議会に出席することが出来

ない場合は，その人自身及びその地区のクラ

ブに対し公平に考え，かつ，世界を通じての

国際ロータリーの最善の利益のために，その

人は，国際協議会に全期間出席できかつ事実

出席する被指名者の選択ができるようにする

ため，直ちにその指名を辞退することが期待

されている。

　地区ガバナー・ノミニーに再度指名された

場合には，2回目の国際協議会に，地区ガバ

ナー・ノミニーとして出席することはできる

が，2回目からの協議会出席の費用は，特殊

な事情のある場合及びその国際協議会開催に

先立ち理事会が特別に承認した場合に限り，

国際ロータリーにおいてこれを支弁するもの

とする。（理71－72）

経　費

　（Expenses　of　District　Governor）

　国際ロータリーは，各ガバナー・ノミニー

に対し，国際協議会出席に伴う必要かつ適正

な費用を弁済することになっている。

　グレート・ブリテン及びアイルランドにお

ける地区ガバナ・・一一を除き，国際ロータリーは，

又，各ガバナーに対し，地区内の各クラブに

1回ずつ公式訪問を行なうに要する旅費，通

信費，各クラブ役員へ送付するVンスリー・

レターの発行費，地区大会及び地区協議会へ

の旅費等の費用を一括計上した金額を割当て

ている。国際ロータリーは前記出費を，この

割当の範囲内においてのみ各ガバナーに弁済

する。グレート・ブリテン及びアイルランド

においては，地区ガバナーがその任務遂行上

生じた費用は，グレート・ブリテン及びアイ

ルランド内・国際ロータリー加盟クラブが国

際ロータリーに納入した人頭分担金からR・L

B・1．に割当てられてR．LB．1．が保有してい

る資金から，地域単位R．1．B，1．によって支払

地区の管理

われる。

地区ガバナーの職務管理に関する方針

　（Policy　on　Administration　of　O磁ce

　of　Governor）

　理事会は，地区ガバナーの職務管理につい

て次の方針を採択している：

　理事会は，地区ガバナーの職務管理に関す

る方針の一部として，国際ロータリーの定款

並びに細則が地区ガバナーによって遂行され

るぺき特定の任務を規定することを承認する。

　しかし，グレート・ブリテン及びアイルラ

ンドにおいては，地区ガバナーの任務は，

R．1．B．1．審議会の指示のもとに，　R．1．　B．1．

定款並びに細則に則り，当該地域の伝統的慣

行に従って遂行されるものとする。また国際

ロータリー会長或は理事会から要請があった

場合は，速やかに国際ロータリーへ報告を提

出し，そして地区における国際ロータリー役

員としての責任に属するその他の任務を遂行

しなければならない。

　理事会は，地区制管理方式が満足すべきも

のかつ効果的なものであることが証明され，

従って存続さるべきであることを再確認する。

　地区ガバナーの職務管理関係者の参考およ

び指針とするため，理事会は，次のことをこ

の方針の一部として掲げておく二

　（a）地区ガバナーは，地区内に於て認めら

れている国際ロータリーの唯一の管理役員で

あるが，地区内のクラブ数及び地区の地理的

範囲に応じて，地区内の隣接している数クラ

ブずつをもって二つ乃至それ以上の地域に区

分して，各地域にガバナー・・代理として適格な

ロータリアン（直前クラブ会長を優先的に）

を任命すべきである。斯様な代理は，日常の

管理事務についてガバナーを補佐し，その地

区内のクラブ及び地区ガバナーの非公式の助

言者として行動するものである。地区ガバナ
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一は，又，その監督の下に，地区内のロータ

リー計画を推進する地区諮問委員を1名乃至

数名任命することができる。

　（b）次に示す解説は，分区代理又は地区諮

問委員会を設けようとするガバナーの参考に

供するものである：

　1）　ガバナーの分区代理：

　何か：地区内に於て予め決定した分区にあ

　る各クラブの管理責任者を援助するための

　非公式なガバナー代理。

　　これらの代理は，その分区内のクラブ会

　長とガバナー間の連絡員で，公式の権限を

　もつものではない。

　　ガバナーは，自分が直接責任を持つべき

　ものと考えられている職務を分区代理に委

　任してはならない。

　誰か：元会長；所属クラブの管理者として

　特に成功した人々。

　如何に：地区は，その地理的状態及びその

　広さにより，3クラブから7クラブの基準

　で区分される。

　代理の一般的任務：分区内のクラブに，年

　2回か3回位非公式の訪問をする。これら

　のクラブ内部の発展状況をガバナーに知ら

　せる。分区内の都市連合会を計画準備する。

　分区内又は他の分区との出席競争を準備す

　る。非常事態の発生した場合，特別訪問を

　行なう。クラブ役員に講演者の斡旋その他

　有用な援助を与える。地区ガバナーの要請

　事項や勧告事項の実行を推進するようクラ

　ブを督励する。クラブの充填，未充填職業

　分類表作成に助力する。クラブが会員数を

　徐々に確実に増加させるためには上手に立

　案されたプログラムを作成することがクラ

　ブにとって大切であることを，役員並びに

　必要ある場合は会員にも理解させるのに協

　力する。地区大会のプログラム委員会の一

　員として活躍する。

　経費：クラブ間の距離が接近しているため，

　経費は普通あまりかからないので，通常各
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代理の自己負担とする。

長所：未来のガバナーを養成することがで

きる。ガバナーの資格で出席することが好

ましくないような場合に，非公式に援助で

きる。分区代理のいない場合よりも多く都

市連合会を開催できる。出席率を高める。

分区内のクラブの全般的管理が改善される。

地域社会における有益な一般に認められた

実業並びに専門職業活動の真の横断面をク

ラブ内に実現するため，上手に立案されか

つ管理される計画の利点を分析，検討する

ようクラブを督励できる。ガバナーに援助

と，共感と，刺激を与え，かつ，地区内に

健全な道徳を樹立するのを助ける。

2）　地区諮問委員会：

地区諮問委員会は，ガバナーの直接の監督

と指導を受けて活動するために任命される

べきもので，その目的は地区管理のあらゆ

る面についてガバナ・一一・re助言することにあ

る。それ故，本委員会の委員は地区内の元

R．1．役員の中から選ぶよう提案されている。

3）一　般：

ガバナーは，地区を管理する役員であるか

ら，所管地区内クラブに関する権限及び責

任はいささかも軽減されることはない。彼

は，分区代理又は地区諮問委員会が存在し

ない場合の如く，各クラブを訪問し，クラ

ブの報告を受ける等々のことをしなければ

ならない。国際ロータリーは，分区代理又

は地区諮問委員会の仕事に付随する経費の

請求には応じない。理事会は，地区ガバナ

ー自身によるクラブの直接監督という一般

に認められた方針を乱すような副ガバナー，

代理ガバナー一，常任の地区幹事，又は如何

なる正式な組織の設置をも承認しない。

事情が許せば，ガバナーは，地区内の弱体

クラブを強化するため，慎重に選考された

補佐（元国際n・一タリー役員その他）の奉

仕を活用すべきである。分区代理又は地区

諮問委員会が既に任命されている場合は，
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　弱体クラブの強化に当ってガバナーを援助

　する補佐を，上記の分区代理又は地区諮問

　委員会委員の中より任命しても差支えない。

　国際ロータリー理事会により随時特に勧告

　され，そしてその示された方法により構成

　された委員会を除き，次期ガバナーの権限

　又は責任を如何なる方法でも弱める結果と

　なるような継続的役員，組織，又は委員会

　の如きものを地区内に作ってはならない。

　（c）国際ロータリーの年間予算には，地区

ガバナーが，地区内に於てその責任と任務を

遂行する際負担する妥当かつ必要な経費を弁

済するための支出金が計上されている。その

支出金の総額は，次の経費承認諸項目を賄う

割当相当額とする：

　　1）　必要な場合の事務並びに速記のパー

　　　ト・タイマー；

　　2）小型印刷または謄写印刷したマンス

　　　リー・レターの発行および地区内各ク

　　　ラブ会長並びに幹事宛郵送費；
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　　　地区大会の準備と，

　　　区ガバナーとして並びに地区ガバナー

　　　としての地区協議会への出席準備と開

　　　催準備のための旅行の既定方針に基づ

　　　く旅費及び日当。

　地区ガバナーは，その地区内の弱体クラブ

を2回以上訪問するよう勧奨されている。か

かる追加訪問が必要でしかも地区ガバナーの

予算内で実施できない場合，又はインターア

クトおよびローターアクトなどのような，最

初の予算に計上されていない他のロータリー・

プログラムのため追加予算が必要な場合には，

かかる追加経費は支弁されるものとする。但

し，かかる追加予算の請求が，事前に地区ガ

バナーから事務総長を経て理事会へ提出され，

かつ，承認された場合に限るものとする。

必要な一一般通信費；

ガバナーに必要な文具や事務用品；

必要な場合の電話並びに電報料；

地区内の各クラブへの公式訪問1回，

　　　　　　　　その指導，次期地

地区の管理

　新クラブ結成と認証状伝達に関連してガバ

ナーが必要とする旅費の弁済は，ガバナー予

算の前記割当額には含まれていないので，別

に国際ロー一タリーから支給される。新クラブ

結成並びに認証状伝達に関連して加盟金の半

額を越える経費を必要とする場合，ガバナー

は，その経費が得られるか否かを確かめるた

め，中央事務局と協議すべきである。（理65

－66）

　国際ロータリーの資金は，種々の地区委員

会に関係する如何なる経費にも使用してはな

らない。（理46－47）

地区組織（D三strict　Organization）

　如何なる地区においても，恒久的地区組織

を設け恒久的地区幹事をおくことは賢明なこ

とではない。適切な広さの地区は，一人のガ

バナー・・で管理することができる。援助を要す

るときには，ガバナーは，何時でも非公式に

元ガバナーや他のロータリアンの助力を請う

ことのできる特典を持っている。（理25－26
；37－T－38）

　地区内において運営される正式の地区機関

や組織は，ロータリー世界を通じて何処でも

推奨すべきものでなく又効果的なものでもな

い。（理57－58）

　理事会は，種々の地区委員会の委員長の人

選に際して地区ガバナーが経験豊かなロータ

リアンを任命すべきこと，又地区委員会組織

は，地区ガバナーが地区におけるロータリ　一一

・プログラムの効果的推進に必要と考える場

合にのみ拡大さるべきことであるということ

を決定した。（理66・一一67）

　国際ロータリー細則第13条第5節（c）項の規

定の下に課されている種々の任務及び責任事

項のうち，地区ガバナーが直接責任を負うべ

き事項は：

　1＞地区協議会の立案及び指導；
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クラブの公式訪問；

マンスリー・レターの発行；

地区大会の立案及び指導；

国際ロータリー会長，国際ロータリー

　　理事会及び中央事務局との関係；

6）新ロータリー・クラブの結成候補地の

　　調査の承認。

　以上6項を除く職務については，地区組織

を通じて委任することが認められかつ奨励さ

れている。（理69－70；74－75）

　理事会は次の各項を決定した：

　a）地区ガバナーは，地区組織に継続性の

　　規定を設けるよう勧奨さるべきこと；

　b）地区ガバナーは，分区代理の任命並び

　　にその利用を絶えず奨励さるぺきこと；

　c）地区ガバナーに対し，地区組織図試案

　　が地区の必要事項，プログラム及び地形

　　に応じて修正しうるように立案されてい

　　る弾力的プランであることを強調するこ

　　と；

　d）地区ガバナーに対し，その就任前に地

　　区幹事を選定するよう奨励すること。地

　　区幹事になる者は，ロータリーに通暁し

　　かつ地区会合の経験も豊富なロータリア

　　ンで，地区会合の準備，適切な書簡処理，

　　諸地区会合の議事録の編集，諸種の記録

　　保存等の日常の管理事務の面でガバナー

　　を助けてガバナーをそのような仕事から

　　解放することができる者でなければなら

　　ない。但し同一人を通算5年を超えて地

　　区幹事に任命してはならない。（理68－

　　69；75－76）

数地区合同組織
　（Multi－District　Organization）

　理事会は，1国内の：つ以上の地区又は全

地区を包含する一つの機関乃至そのような組

織又は管理部門の設置には好意を寄せない。
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（理　69－70）

元ガバナーの利用
　（Utilizing　Services　of　Past　Governors）

　元ガバナーの奉仕は可能なときには如何な

る場合でも利用すべきである。例えば地区協

議会，地区大会及び拡大の仕事において，元

ガバナーを利用すべきである。（理26－27）

　ガバナーは，その地区に於ける国際ロータ

リーの公式の代表である。ガバナーの任務或

は管理上の権限を幾分たりとも元ガバナーそ

の他に譲ることは賢明でない。（理3g－40）

　クラブに元ガバナー或はその他の国際ロー

タリー元役員が居るような場合には，彼等に

ロータリ　一一の仕事に対する経験と能力がある

ので，クラブに難問題や或はクラブ会長がク

ラブの機能発揮に困難を生じたような場合に

は，彼等を利用する可能性のあることについ

て，各クラブ会長の注意が喚起されている。

（理41－42）

　地区の元ガバナーは利用できる才能と経験

の一大貯蔵所であるという事実に，ガバナー

の注意が喚起されている。ガバナー妹，成し

とげにくい仕事に遭遇した場合，これらの元

ガバナーを利用して自己の努力を補うのがよ

い。地区ガバナーは，弱体クラブの強化を計

る際に，補佐（元国際ロータリ　・一役員及びそ

の他）の任務を注意深く選定しかつその尽力

を賢明に活用するよう奨められている。その

補佐には，地区内の弱体クラブを訪問してプ

ログラムの材料を提供したり，財政について

彼等に助言を与えたり，委員会の設置及びク

ラブの正規の機能を果す上に援助して貰った

りすることを依頼してもよい。又，ガバナー

は，クラブに対して元ガバナーに訪問して貰

うことを要請するよう示唆してもよく，或は，

クラブに元ガバナーの訪問を歓迎するかどう

かを問い合わせてもよい。（理41－－42；62一

63）

　理事会は，地区ガバナーが，地区の元国際

ロータリー役員を，諮問委員会やその他のロ

ータリーの特殊部面関係の委員会に関連して

大いに利用することに賛意を表し，かつ，「ガ

バナー諮問機関」「ガバナー諮問委員会」「顧

問審議会」その他類似の元地区ガバナー達の

グループが，ロータリー・プログラム及び地

区ガバナーの援助に大きな貢献をなしうるこ

とを認めている。但し，かかる元国際ロータ

リー役員の正式な組織は，地区ガバナーの指

揮，監督の下におかるべく，かつ，如何なる

面においても，地区ガバナーの権限又は責任

を軽減しないものとする。（理67－68）

　理事会は，

　a）地区ガバナーに対し，次の諸事項，即

　　ち，拡大活動，次期地区ガバナーの教育，

　　国際大会への出席推進，ロータリー情報

　　の周知徹底，弱体クラブ援助のための直

　　接指導および，クラブ会長や地区ガバナ

　　ーの要請があった場合に当該ロータリー

　　・クラブの理事会の特別メンバーとなる

　　ことについて国際ロータリー元役員の協

　　力に頼ることを考慮するよう要請する；

　b）地区ガバナーに対し，国際ロータリー

　　元役員の経験および交際範囲の広さを十

　　分に活用して，担当地区外における接触

　　を含む諸活動，たとえば，組合わせ地区

　　およびクラブ・プログラム，青少年交換，

　　世界理解週間その他の国際的な接触や協

　　同活動の分野においてその協力を得るこ

　　とを奨励する；

　c）　1926－27，　1939－40，　1941－42，　1962

　　－63および1967－68の各年度の理事会に

　　よって採択された元地区ガバナーの利用

　　に関する既往の声明を再確認すると共に，

　　地区ガバナー一の諮問機関として，元地区

　　ガバナーたちが，それぞれの地区に適し

　　た方式で，定期的に会合を開くことを特

　　に強調するものである。（理76－77）

地区の管理

ガバナーの記録及び書類
　（Records　and　Files　of　Governor）

　退任するガバナーは，その後任者に対し，

その地区に於て最もロータリーの為になるよ

うにその任務を遂行する上に参考になると思

われる情報をすべて引継ぐよう要請されてい

る。

　地区ガバナーは，代々相伝の地区記録を全

部後継者に引継ぐぺきものとする。　（国際ロ

ータリー細則）

　理事会は，地区ガバナーに対し，地区の記

録乃至要覧の作成に当っては，ガバナーが就

任のための準備と地区の問題の処理やその他

の責務の遂行に役立つ情報を，簡潔に付記す

ることを奨励している。なおかかる書類は，ガ

バナーが常に最新の状態に準備し，後任地区

ガバナーに引継ぐべきである。（理68－69）

地区ガバナーの半期報告（Semiannual

　Reports　of　District　Governor）

　地区ガバナーは，年2回報告書を提出する。

第1回報告は，7月1日よりユ2月31日の期間

にわたるもので，ガバナーは，その中で，地

区内のロータリー管理に関する批判，観察及

び示唆を提示して，国際ロータリー会長に提

出する。この報告は，3通作成し，1通は国

際ロ・一一一タリー会長事務所に，1通はガバナー

に関係深い事務局に送り，そして1通は地区

ガバナーの綴込みに入れるものとする。

　第2回，即ち6月1日付の最後の報告は，

国際ロータリーに提出されるもので，地区の

一般状況，及び地区内の特殊な活動及び事態

について記載し，かつ，総括的な批判，観察

及び示唆を提供する。この報告は，1通は国

際ロータリー事務総長に送り，1通は次期ガ

バナーに送り，1通は地区ガバナーの綴込み

に入れて保管する。

81

載
難
灘
鑛
，
難
灘
鷺
繕
灘
懸

、
霧

轟
1
、

讃

，
鍛

1灘



1鰹岐

1‘

顯
・》

ガバナーのマンスリー・レター
　（Governor’s　Monthly　Letter）

　ガバナーのマンスリー・レターを個々のロ

ータリ　一一会員に送ることとするには国際ロー

タリ　一一の資金は十分でない。地区の費用でガ

バナーのVンスリー・レターを個々のロータ

リー会員に送ることにするかどうかは，各地

区に於て決定すべきことである。（理33－34）

　ガバナーのマンスリー・レターは，各クラ

ブの会長，幹事だけでなく，全会員がこの書

翰に書かれている地区の活動とその他の重要

な情報を得られるよう，毎月クラブ理事会で

これを読むこと，又，或る部分をクラブ例会

でも読むようにすることを，全クラブに対し

提案する。（理34－35）

　理事会は，地区ガバナーがそのマンスリー

・レターでクラブ会員数の増減を報告すると

きは，前月の報告との比較増減の代りに，又

はそれに加えて，当該ロータリー年度の7月

1日以降の会員の増減を示す数字を入れるよ

う勧奨する。（理67－68）

　理事会は，地区ガバナーに対し，それが適

切と思われるならば，そのマンスリー・レタ

ー第1号に，所管地区のロータリアンが一般

に使っている言語版で入手可能なロータリー

文献に関する記事を載せるよう要請している。

（理68－－69）

ガバナーのクラブ訪問
　（Governor’s　V三sit　to　Club）

　ガバナーは，自己の地区内全クラブを公式

訪問するよう期待されている。この訪問は急

いで行なうべきではない。効果的なクラブ協

議会を催したり，クラブに対し総合的なロー

タリーの話をしたり，或は又，クラブ内にロ

ータリーに関する知識を普及強化する目的で

クラブ・フォーラムを開いたりすることによ

82

って，クラブと協議する機会が持てるように，

十分な時間をかけるべきである。（理46－47；

49－一・－50）

　地区ガバナーに就任してから6ヵ月の問に

国際ロータリーに加盟したクラブがあり，ガ

バナーが自身の判断で，そのクラブを公式訪

問する必要があると認めた場合に，事前に事

務総長の承認が得てあれば，そうした訪問に

要した費用は国際ロータリーから支弁して査

らうことができる。

　直前ガバナーが，その任期の最後の3カ月

間に加盟した新クラブを訪問することに異議

はない。但し，これは予めガバナーの承認を

受けた場合のことである。（理44－45）

　ガバナーが所管地区内の外国に法律上入国

できない地区に於ては，国際ロータリー会長

は，ガバナーと相談の上，理事或は他の適格

なロータリアンにガバナーに代ってこれらの

国のクラブを訪問させる権限を持っている。

（理49－50）

地区出席競争
　（District　Attendance　Contests）

　理事会は，各地区ガバナーが，その地区内

のクラブ間に出席競争を行なわせること，及

び，クラブからガバナーに提出される月例の

出席報告に基づき，そのマンスリー・レター

にかかる競争の結果を発表することを要求す

る。（理67－68）

活動の同格部門三点（Three　P・int

　Co－Equa｝Avenues　of　Activity）

　ロータリ　一一が最も広い影響を与えることが

できるようにするために，ガバナーは，自己

の地区に於て，次に示す活動の同格部門であ

る三点を実行すべき賓任に重点をおくべきで

嚢
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ある。

　（a）何処であろうと，クラブが成功裡に維

持され得る見込のあるあらゆる都市にロータ

リークラブを結成すること。

　（b）各クラブが職業分類をできるだけ多く

充墳すること。この場合最良の候補者を確保

することに重点をおく。一つの職業分類に於

て総ての条件が同一である場合には，若い方

の候補者を選ぶこととしてクラブの平均年齢

を下げる。

　（c）国際ロータリーの計画及びロータリー

の綱領に関してロータリアン各自を啓発する

ことを強調すること。（理45－46）

地区協議会（District　Assembly）

　地区協議会は，次期会長，幹事及び理事会

が指名したその他の次期クラブ指導者たちに

各自の責務と奉仕の機会についての理解を深

めさせるため，彼等の活動意欲を刺激し，感

動を与え，ロータリー知識を伝え，クラブの

管理業務を教示することを目的として開催さ

れる。

　地区は，地区協議会を毎年国際協議会終了

後から6月30日迄の期間中で，国際大会に参

加する者が出席できなくなることのないよう

な時に開催することを勧告されている。

　毎年の地区協議会の計画立案とその運営に

ついて，地区ガバナーは，次期ガバナーと協

議しかつ協力すべきであり，次期ガバナーは

協議会のプログラムで重要な役割を果たすべ

きである。（理70－－71）

　理事会は，可能な場合は，毎年国際協議会

が終了した後，できるだけ早期に，地区が地

区協議会を開くよう引き続き奨励すること，

また国際協議会に先立って地区協議会を開く

必要のある地区においては，次期地区ガバナ

ーは，地区組織や，公式訪問等の計画を国際

協議会出席後までは最終的に決定をしないよ

地区の管理

う強調されるべきことに意見が一致した。（理

72－73）

　ロータリーは，考案することも実践するこ

とも年と共に急速に進歩する。国際協議会は，

この考案と実践を最新のものとするために計

画されたものである。従って国際協議会に出

席したガバナーが必ず地区協議会を統制すぺ

きである。地区協議会に於て発表するときに

ガバナーの補佐をつとめる人々を選考するに

当って，地区ガバナーは，地区内の最も適格

なロータリアンを選ぶものと期待されている。

そして彼等が割り当てられた各主題に関して

最新の情報を得ているかどうかを確かめるた

め，地区協議会に先立って各個人と会談する

ものとする。（理54－55）

　地区ガバナーは，地区協議会のプログラム

から娯楽及びレクリエーションをすべて除外

するよう勧告されている。（理52－53）

　会長を務める適格者となるためには，次期

会長は，標準クラブ定款第6条に規定されて

いるように，地区協議会に出席しなければな

らない。正当な理由により，出席できない場

合は，正式の代理を派遣することができる。

また，次期幹事はその所属クラブに対し地区

協議会に出席することを誓約しなければなら

ない。次期会長及び幹事の地区協議会出席に

要する費用は，クラブ又は地区が支払うよう

勧告されている。（理63－64）

　ガバナーは，次年度のクラブ会長及び幹事

が地区協議会に出席することの重要性を特に

強調しなければならない。又，クラブ役員に

ロータリーの計画に関する知識を与えて，感

激と決意をもってクラブに帰るようにさせ，

そして，クラブ協議会を通じて，個々のロー

タリアンに関する限り，ロータリ　一一の計画が

一層効果的なものになるようにさせることに

特に努力を払わなければならない。（理48－49）

　次期クラブ会長並びに幹事は，地区協議会

開催に先立って，所属クラブの会員増強の形

態を調べておき，かつ適切な増強を保証する
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計画を考えている場合はそれについて討議で

きるようにしておくことが勧奨されている。

（理　73－74）

次期クラブ役員のためのグルta・一プ会合

　（Group　Meetings　for　Incoming

　Club　OMcers）

理事会は下記事項に意見が一致した：

a）地区ガバナー・ノミニーが国際協議会

　から帰国後に地区協議会が開かれること

　になっている地区では，地区ガバナーは，

　地区協議会開催前にできるだけ早目に，

　クラブの次期会長，副会長，幹事達にそ

　の任務，責任とに精通させるための情報

　を与える目的で，かつ次ロータリー年度

　に於けるかれらの計画を考案しはじめる

　ことができるように，1回乃至数回の会

　合を開くよう勧告する。この種の会合の

　費用は，国際ロータリーの負担とならぬ

　よう開催されるべきであり，又国際ロー

　タリー細則に従う地区協議会に代るもの

　であってはならない。

b）地区協議会を，国際協議会に先立って

　か或は地区ガバナti－・ノミニーが国際協

　議会から帰国前に，開く必要のある地区

　では，地区ガバナーは，クラブの次期役

　員達に，国際協議会から帰国した地区ガ

　バナー・ノミニーに会う機会を与えるた

　めの会合を1回乃至数回開くよう勧奨さ

　れている。このような会合の費用は，国

　際ロータリーの負担とならぬよう開かれ

　るべきである。（理72－73）

理事会は次のことを決定した：

a）各地区において，地区協議会に先立っ

　て，次期のクラブ会長，副会長，幹事の

　グループ会合を開催することをより一層

　強調すべきこと，そして地区ガバナーに

　対し，このようなグループ会合の開催を
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毎年予定に組み入れることを考慮するよ

　う督励すること；

b）次期クラブ役員のためのグループ会合

のプログラムは，クラブを管理する上に

助けとなるような，啓発的，教育的なも

　のでなければならないこと；

c）クラブ会長必携は毎年，次期会長が使

用するのに十分に間に合う時機に必ず手

許に届くようにするために，いかなる方

法であれ事務総長が定めた方法で配布さ

れるものとすること。（理78－79）

次期クラブ会長のための研修会

　（Training　Meeting　for　Incoming

　℃lub　Preg．　idents）

　理事会は地区ガバナーに，毎年1月1日～

3月15日の期間内に次期クラブ会長のための

研修会開催を日程表に組み入れることを考慮

するよう勧奨する。尚，この研修会は地区ガ

バナー・ノミニーの協力を得て，国際ロータ

リーに経費の負担をかけずに，開催されるも

のとする。更に理事会は，かかる研修会のプ

ログラムとして，理事会が考案したものを推

奨する。その謄本は中央事務局より入手でき

る。（理77－78）

地区大会（District　C・nference）

　ロータリアンの地区大会は，各地区で，毎

年，地区ガバナーと地区内過半数のクラブ会

長が同意した時期と地区内の場所において開

催される。ただし前記の開催時は，地区協議

会，国際協議会又は国際大会に選ばれた時期

と重ならないようにしなければならない。

　地区大会の目的は，交歓と，感銘深い講演

と，地区内クラブ及び国際ロータリー全般に

関する問題の討議によって，ロータリーのプ

ログラムを推進することである。大会は，理

事会から提出された特殊な問題あるいは地区

内で生じた問題について審議する。

　地区大会は立法機関ではないが，時として，

大会での討議の結果起草された立法案を規定

審議会に提出して審議を求めることもある。

地区大会は，所定の年度には，規定審議会に

送る代議員を1名選出する。大会は又，翌年

度のガバナーを指名する。場合によっては翌

翌年度のガバナーを指名しても差支えない。

（理70－71）

　地区は，次の地区大会を開催する期日の少

なくとも1年前，地区大会が非常に早期に行

なわれるよう計画されていない限り，成るべ

く前地区大会において，次の大会日と場所を

選ぶよう奨励されている。

　地区ガバナー・ノミニーが地区によって選

出され，国際ロータリー事務総長にこれが証

明されたならば，そのガバナー・ノミニーが

ガバナーを務める年度のその地区の大会はあ

らかじめ計画することができ，その開催地は，

そのガバナー・ノミニーと地区内クラブのそ

の時点における会長の過半数との合意によっ

て決定することができる。

　ある種の地区大会委員会は，できるだけ早

期にガバナー・ノミニーによって設置される

よう示唆されている。然しながら，諸計画の

最終的決定は国際協議会の終了後まで保留す

べきである。（理56－57）

　理事会は，地区に対し，地区ガバナーが地

区大会の成功を確実にするというその基本的

責任の遂行に必要な時間を十分に取ることが

できるように，できうれば，地区大会開催期

日を，ロータリー年度内のガバナ…一のクラブ

公式訪問完了後（大抵は年度後半）に予定す

ることを勧奨する。（理69－－70）

　連合地区大会の開催：国際ロータリー細則

は，国際ロータリー理事会が二つ以上の地区

の連合地区大会の開催を認めることができる

ことを規定している。

地区の管理

　可能な場合，二つ以上の地区の連合大会の

開催が奨励されている。（理63－64）

　2年続けて地区大会を連合で開くことは望

ましくない。（理43－44；56－57；61－62）

　大会プログラム：大会の期間は2日より少

なくないようにすべきである。大会のプログ

ラムを準備するに当り，ガバナーは，ロータ

リーの話題が主となるようにし，ロータリア

ンでない講演者がプログラムに出る場合には，

彼等の話の主題をロータリーの綱領に直接関

連させるよう努力しなければならない。（理42

－43；58－59）

　地区ガバナーは，地区大会を計画するに当

り，地区内のロータリアン並びに来賓が経済

的理由から大会出席を思い止まることのない

よう経費を最少限にとどめることが得策であ

ることを考慮に入れることを奨励している。

（理　63－64）

　ただ1日限りとする大会プログラムをガバ

ナーに提供してはならない。もしガバナーか

ら1日だけのプログラムが要求された場合に

は，事務総長はそのようなプログラムを作成

することについてガバナーを援助するであろ

う。しかし，事務総長は，ガバナーに対し，

1日だけの大会ではロータil　一一のプログラム

を満足に遂行することはできないというのが

理事会の意見であることを伝えるよう命ぜら

れている。（理47－48；48－－49）

　理事会は，地区大会の会期を最少限2日と

すべきこと，そして最大限度を，理事会の提

案する3日間とするよう強く推奨し，かつ，

地区ガバナーに対し，地区大会プログラムの

立案に当って昼食，宴会及び娯楽を除き総計

9時間を本会議並びにグループ討論会に充当

するよう勧奨する。（理46－47；68・一一一69；69

－－
V0）

　大会のプログラムの立案と実行は，ガバナ

ーの責任であり，又，ガバナーだけがプログ

ラムの完全な統制を掌握すべきである。（理48

－一一
S9）
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　大会の出席率を良くし，最大の効果をあげ

るため，ガバナーは次の如く行動すべきであ

る：

（1）新たに結成されたクラブ全部の全会員

　が大会に出席するよう特に努力する；

（2）地区のほぼ中心に位置する都市で大会

　を開催するよう努力する；

　㈲　クラブ奉仕，職業奉仕，社会奉仕，国

際奉仕の各協議会を開くよう準備する；

（4）大会プログラムの立案に当っては，不

　必要な娯楽的接待及び競技類をやめ，主題

　を厳格にロータリーの議事日程に限るよう

　にする；

㈲　婦人及びその他すべての大会参加者が，

　本会議の全部に出席するよう強調し，婦人

　達に対する接待も本会議出席をさまたげな

　いような時間に於てのみ行なうよう準備す

　る。（理42－43；47－48；48－一一49）

　理事会は，地区ガバナーに対し，地区大会

の会場に展示場を準備して，地区内全クラブ

に少なくとも一つのクラブ企画を展示するよ

う要請し，そのうちの優れた企画を表彰する

ことを勧奨する。尚，併せて地区レベルの企

画も展示するよう奨める。（理68－69）

　会長代理の地区に対する挨拶は，最も重要

なものである。従ってこの挨拶はプログラム

中最も重要な地位を与えられるべきである。

しかしながら，会長代理の挨拶を大会プログ

ラムに組み入れる前に，ガバナーはプログラ

ムへの参加に関し会長代理の意向を質すべき

である。（理48－49）

　ガバナーは，大会番組の一つとして，少な

くとも1回，ロータリ　一一に関する討論会或は

タウンミーティングを開催すべきである。

（理49－－50）

　可能な場合，地区内に居住する国際ロータ

リ　・一の元役員であるn一タリアン及びその夫

人達のために，何等かの社交的な集い，宴会，

昼食会，或はレセプションの如きものを開く

のがよいと思われる。このような集いは親睦
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と社交の為のみに限るべきであって，ガバナ

ー或は他の国際ロータリー元役員が地区大会

の仕事や方策を組織したり支配したりしては

ならない。（理41－42）

　理事会は，効果的な宣伝の方法として，地

区ガバナーが地区大会のプログラムの中に知

名の士を1名乃至2名加えて，それらの人々

のメッセージ又は出席によって大会をしてニ

ュース記事の価値ある行事とすること，そし

てその入達のメッセージをロータリ　一一の活動

やロータリーg）綱領に関係づけることに意を

用いるよう勧奨する。（理72－73）

　立法案：ガバナーは，国際ロータリーの立

法案を地区大会に於て正しく発表するよう準

備しなければならない。立法案に関して地区

の考えを纒め又これが審議会に公正に代表さ

れるようにするため，ガバナーは，もし可能

ならば，地区大会において，規定審議会への

地区代表者と地区内クラブの代表者たちとの

接触をはかるべきである。（理38－39）

　理事会は，各地区ガバナ・一一・rc対し，1）国際

ロータリー年次大会で審議されるべき立法案

を理論的に理解させ，2）規定審議会への地区

内クラブの代表に，立法案の各条項に対する

各クラブの見解に関する地区の総意をまとめ

させるため，立法年度に，地区内各クラブの

代表を召集して地区集会を開催することを奨

励する。又，可能な場合は，かかる会合を地

区大会のプログラムの一部として日程に織り

込むよう勧める。

　理事会は，規定審議会への地区内クラブ代

表及び国際大会へのクラブ代議員（該当者が

いる場合）が審議会や国際大会に参加し，か

つ立法案に対する地区即ち地区内クラブの総

意のみならず審議会及び国際大会における討

議をも考慮の上で，各自の最善の判断に従っ

て投票できるということは国際ロータリーに

とって最大の利益になるものと信ずる。故に

理事会は，規定審議会への地区内クラブ代表

並びに国際大会へのクラブ代議員（該当者が
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いる場合）が，拘束力ある指示によって，立

法案に対する賛成乃至反対投票の行使権を束

縛されるべきではないということに意見の一

致を見た。（理69－70；72－73）

　会長代理：

　地区に於ける国際ロータリーの代表者であ

るガバナーは，常にかかる者として認められ，

強調されなければならない。従って，各地区

大会に於ける国際ロータリーの代表者は地区

ガバナーその人であるべきである。そして，

現在「国際ロータリー代表者」といわれてい

るものは，「会長の代理」と呼ばれなければ

ならない。

　会長の代理は，地区大会への会長の個人的

代理として，会長によって選ばれるべきもの

であり，その資格に於て，有用な示唆や事実

を載せたハンドブックならびに会長から与え

られるべき細かい指示や要綱を基としてつく

った挨拶を述べることによって，会長を代理

すべきである。　　　　　　　，

　会長の代理は，彼のロータリーに関する知

識並びに彼が効果的に会長を代理し，ロータ

リー一，その計画，その活動，その機会，その

世界的な責任及び個々のロータリアンとそれ

との関係の重要性を強調する演説によって大

会出席者に感銘を与える才能によってのみ選

ばれるべきである。地区大会における会長代

理の有用性は，彼がロータリーの計画を発表

すると共に，会長を代理してロータリーの方

針を述べかつ説明し，聴衆の心に自分はロー

タリアンであるという誇りと責任の観念を起

させる力にある。従って，単にこれまで会長

の代理を数回つとめたというだけの理由から，

岡一人を引き続きその任に就かせることをた

めらってはならない。さらに，現在又は元国

際ロータリー役員であるという事実が当然に

会長代理の資格を与えるものであると考えて

はならない。（理46－47）

　理事会は，如何なる事情があっても，地区

大会に於て会長代理に対し金銭を贈ってはな

地区の管理

らないという見解をとっている。（理46－47）

　地区大会が会長代理の自国以外の国で開か

れる場合には，可能な限り，大会の直前又は

直後に同地区内の数クラブを訪問できるよう

計画すべきである。但し，会長代理がその地

区のロータリアンの使用する言語を知ってい

ることが必要であり，又，訪問するクラブは

ガバナーが選択すべきである。（理48－49）

　理事会は，地区大会へ派遣する会長代理の

任命が会長の決定事項であることを認めると

共に，会長代理を他国の地区大会へ派遣し代

理の資格で特別講演を行なわせたいとの要望

があっても，経済上の理由又はそのことの適

否を考慮して，この様な任命や講演の取決め

が実現できぬこともあることを認めている。

（理60－61）

　理事会は，地区大会への会長代理の任命に

関して次のことを決定した：

　a）地区大会への会長代理の任命は，実行

　　可能な限り，当該大会の開催期日よりで

　　きるだけ早期に行なわれるぺきこと；

　b）求めうる最も適格なロータリアンを任

　　命すべきこと；

　c）地区大会への会長代理を任命するに当

　　って，会長は現在の理事会メンバーたち

　　と，また必要に応じて直前年度の理事た

　　ちとも協議するものとすること；

　d）地区大会への会長代理として2回以上

　　同一人を同一地区へ派遣してはならない

　　こと；

　e）会長代理は自分の所属する地区以外の

　　地区の大会へ派遺されるぺきこと；

　f）会長代理はロータリ　一一　rc対する熱情を

　　伝え，感銘を与えうる者でなければなら

　　ないこと；

　9）会長代理は，年齢に関係なく，鋭い洞

　　察力と理解力を持った者でなければなら

　　ないこと；

　h）実行可能な場合は，R・1・の理事会メン

　　バー或は委員会委員が理事会或は委員会
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　　へ出席のため旅行する機会を利用して，

　　彼らを地区大会への会長代理に任命して，

　　それぞれの会合への往復の途上，地区大

　　会へ派遣すべきこと；

　i）可能な場合，大会が開催される地区の

　　所属する国以外の者を会長代理に任命す

　　べきこと，但しその代理は，当該大会参

　　加者が使用する言語或は大会関係者全員

　　が十分に理解している言語で効果的に意

　　思を疎通しうる者でなければならない。

　　（理76－77）

　理事会は，地区大会が国際ロータリー細則

に従ってその地区における重要な事柄につい

ての勧告を採択できることを承認する。但し

この様な勧告は，国際ロータリー定款及び細

則と一致し，かつ，ロータリーの精神と本質

に添うものでなければならない。そこで理事

会は，地区大会で採択された決議は，国際ロ

ータリーの組織規定と国際ロータリー理事会

の決定を反映する国際ロータリーの既定方針

とに調和しなければならないということを決

定とする。（理58－59）

地区集会の日程
　（Scheduling　of　District　Meetings）

　地区大会及び地区協議会は，各々特定の目

的のためにあるのであるから，それぞれの集

会は別個に，関連なしに，開かれるものとす

る。

　しかし止むを得ぬ事惰により，もし地区大

会がロータリー年度の最後の3ヵ月中に開か

れる場合は，地区協議会と地区大会とを継続

した集会として開くように考慮することもよ

い。但し，ζのように集会を継続して開く場

合は，地区大会を第二番目の集会として開く

こと，又，各集会は別個の集会として各集会

に必要な時間を削減するζとなく，各集会の

本質的特色を十分に重んじて，開くように考
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慮すべきである．（理68－69）　　1

　地区の面積が非常に広大で，旅行の都合上

全区協議会にクラブの代表が全部出席できな

い場合には，ガバナーは，必要とする数のグ

ループ或は分区協議会を開くよう奨められて

いる。（理42－43）

数地区合同会議
　（Multi－district　Meetings）

　ロータリーのプログラムを推進するために，

二つ乃至三つ以上の地区の合同提唱による数

地区合同会議にはなんら反対するものではな

い。但し，この様な会合は，地区大会或は地

区協議会とは別個のものに限る。（理65－66）

地区におけるロータリーの後援する活動

　（District　Rotary－Sponsored　Activities）

　理事会は，地区ガバナー並びにクラブへの

指針として，地区におけるロータリーの後援

する諸活動について次の声明を採択している

　一つ又は二つ以上の地区内のクラブが参加

するロータリー後援の諸活動は，関係各クラ

ブが，そのような活動は個々のクラブの活動

の効果を高める上に役立つと考えた場合に，

下記条件の下に，実施されうるものとする：

　a）かかる活動又は計画の性質及び規模は，

　　地区内のクラブ及びロータリアンがクラ

　　ブ・レベルでロータリーのプログラムを

　　発展せしめようとするクラブ活動の規模

　　及び有効性を妨げ又は殿損することなし

　　に，これを成功裡に遂行する能力の範囲

　　内にあるべきこと；

　b）その活動又は計画は，地区内クラブの

　　過半数によって承認されたときにのみ実

　　施さるべく，又，1年をこえて，財政上

　　其他の義務又は誓約を一切負わないもの

’
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　　とすること；

　c）この活動又は計画は，財政的援助より

　　も（又はそれに加えて），ロータリアン

　　並びにクラブに個別的参加の機会を提供

　するものであること；

　d）ロータリー・クラブ並びに（又は）各

　個々のロータリアンが，かかる活動や計

　画に参加することは，自発的に行なわる

　べく，又，その参加の費用は最少限度に

　　1ヒめらるべきこと；

　e）その活動又は計画に対するクラブ又は

　　ロータリアン個人の財政的援助は，自発

　　的に行なわるべく，暗黙裡にせよ直接的

　　にせよ，人頭分担金又は割当その他クラ

　　ブ又はロータリアンに強制力をもつ形の

　　義務とならないものとすること；

　f）活動又は計画に対する寄付の要請は，

　　この寄付が自発的なものであり，如何な

　　る意味においても公認の徴収又は割当で

　　ないことを明瞭に示すよう，な形式で行な

　　われるべきこと；

　9）一つ又はいくつかの地区のクラブの参

　　加する活動又は計画の監督，並びにかか

　　る活動又は計画のため寄付せられ又は募

　　集されたすべての資金の保管は，たとえ

　　関係地区内のロータリアンの中から委員

　　会が設置され，かかる活動，計画並びに

　　関係資金の管理を行なう場合でも，地区

　　ガバナー又は関係地区ガバナー達の責任

　　とすること；

　h）四つをこえる地区のクラブが参加する

　　活動又は計画は，関係地区ガバナー達が

　　前もって，この声明の規定に従って，そ

　　の活動又は計画を実施すべしという理事

　　会の特別の認可を得たのでなければ，共

　　同の活動又は計画としては実施されない

　　ものとすること。

　共同の活動又は計画において二つ以上の地

区のクラブの参加が望ましくかつ必要と思わ

れるときは，その活動又は計画並びにクラブ

地区の管理

の参加を関係地区ガバナー・一の直接の監督下に

おくという規定を含めて，その活動又は計画

を適当な限度内に止めおくように，留意さる

べきである。かかる活動又は計画は，扱いき

れないほどに大きく，又は関係地区やクラブ

がロータリー・プログラムを推進しようとす

る通常の活動と努力を直接又は間接に妨げる

ほどに大きくあってはならない。かかる活動

や計画に関しては，事前に，関係地区ガバナ

ーの承認を得るのでなければ，クラブは回章

を廻すことを一切行なわないものとする。（理

66－67；75－76）

地区資金（District　Funds）

　地区内に於て集め，管理さるべき資金に関

しては，定款，細則の何れにも規定されてい

ない。地区によっては，会員の人頭割寄付に

よって地区資金を集めるというやり方をして

いる処もある。

　地区資金をつくるという問題は，専ら地区

各個の問題であり，地区資金の分担は自発的

なものでなければならず，人頭分担金の形に

おいて会員個人或はクラブに強制してはなら

ないこと，及びロータリーにおける会員の費

用は最低限度に保たれなければならないとい

うことになっている。以上の理由で，理事会

は，ロータリーの適切な管理と発展に地区資

金が必要と思われる地区に於ては，次のよう

な方法をとるのが望ましい，と勧告している

　地区管理に必要な経費を調査研究する3名

から成る委員会を設置することを地区が決定

したときは，ガバナーは，1名を任期1年，

1名を任期2年，1名を任期3年の委員に指

名する。その後は，毎年在任中のガバナーが

1名を任期3年の委員に指名して空席を埋め

るようにする。この委員会は，地区ガバナー

に協力して地区経費の予算を作成し，これを

地区協議会開催の少なくとも4週間前に各ク
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ラブに提出し，また地区協議会の際，次期会

長グループ会合に提出するものとする。地区

資金の如何なる分担要求も出席の次期会長の

4分の3以上の承認があって後，初めて行な

うぺきである。（理29－30；41－42；71－72）

　理事会は更に，地区資金への如何なる分担

要求も，絶対に公認の会費ではないというこ

とが明確に了解される形式によって行なうぺ

きであると勧告する。ガバナーは，その任期

中，地区資金管理の責任者となり，会計検査

済みの計算書を後任者に引継ぎ，同時にその

写しを国際ロータリー事務総長に送付すべき

ものとする。（理29－30；41－42；71－72）

　理事会は，地区資金を有する地区の各ガバ

ナーに対し，地区資金が地区の財産であり，

特定のロータリアンの個人的財産でないこと

を明記した銀行預金として資金を保管する

ことによって，前記ロ・一一タリアンが死去した

場合などに地区を保護することを考慮するよ

う示唆している。（理44－一一45）

　一部の地区では地区資金を通じて支払われ

る人頭割寄付によって地区連合青少年委員会

資金を準備する方法を取っている。

　かかる資金をつくるということはもっぱら

関係地区の問題であり，かかる資金の分担は

自発的に行なわれるべきもので人頭分担税の

形において個人ロータリアン或はクラブに強

制できないものであり，かつロータリーにお

ける会員の費用は最少限度に止めるべきこと

になっている。以上の理由から，理事会は，

ロータリーの適切な管理と発展に地区連合青

少年委員会資金が必要と思われる場合の望ま

しい手続きとして次のことを推奨している：

　地区連合青少年委員会の委員長及び／又は

選任された有資格ロータリアンは，当該委員

会又は有資格ロータリアンの担当業務に必要

な経費を調査，研究し，予算を作成し，それ

を所属地区のガバナー並びに資金委員会又は

関係地区ガバナーのグループに提出する。地

区連合青少年委員会資金又は選任の有資格ロ
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一タリアンのための資金に対する分担の要請

は，関係地区ガバナー全員の承諾を得た場合

に限り行なわるべきである。

　理事会は，地区連合青少年委員会資金を分

担している地区の地区ガバナー達に対し，本

資金は地区連合青少年委員会の財産であって

特定のロータリアンの個人的財産ではない旨

を明記した銀行預金として資金を保管するこ

とによって，当該ロータリアンの死去の際な

どに委員会を保護することを考慮するよう示

唆している。（理68－69）

名誉ガバナー及び後援者

　（Honorary　Governors　and　Patrons）

ロータリ　一一を支持する人びとに謝意を表す

るために適切な称号を授与することを希望す

る地区においては，そのような称号の授与は，

政府の最高指導者，王室の人々，又はその地

区のロータリアンによって適切とみなされる

ような代表的人物のみに限ることとする。（理

79－80）

地区講演者サービス
　（District　Speakers　Services）

　理事会は，地区内に講演者サー一一　tfス或は講

演者ビューローを持っている地区ガバナーは，

かかるサービス或はビューローから得られる

講演者のリスト中に，ロータリー以外の集団

の人々にロータリーの話を効果的に話せる人

人の氏名を加えておくよう勧めるものである。

（理72－73）
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ロー一タリー地区あるいは地域の出版物

　（Rotary　District　or　Regional

　Publications）

　1．　ロータリー地区乃至地域の出版物は，

アメリカ合衆国及びカナダ以外の地区に於て

のみ必要或は望ましいものである。

　2．全地区を通じて，ロータリーの名称を

付した如何なる出版物も，必ず国際ロータリ

ーの支配下にあるのであり，かつ，その地区

に於ける国際ロータリー代表であるガバナー

の直接の監督を受けなければならない。

　3．　ガバナーがロータリー地区乃至地域出

版物を出版する立場におらず，しかも地区内

のクラブが地区出版物を欲している場合には，

ガバナーの直接監督の下に刊行することので

きるロータリアン個人に，国際ロータリーか

ら，出版許可を与えるものとする。

　4．既に公認されているもの以外に，かく

の如き出版物を出す場合には，，それに対して

許可を与えられる前に，地区内の全クラブで

投票を行ない，ロータリー地区乃至地域出版

物を持つことを過半数の会員が欲しているか

どうか，如何なる種類の雑誌が望まれている

か，そして財政をどうするか等を調査すべき

である。（理22－一一23；72－73）

　1977－78年度理事会ば，地域的ロータリー

雑誌に関し次の定義を採択した：

　地域的ロータリー雑誌はそのすべての面に

おいてロータリーの綱領を推進するために存

在する。以下の基準に合致するロータリー出

版物を地域的ロータリー雑誌として認めるも

のとする：

　1）　その雑誌は2地区もしくは2国以上の

　　地域を対象に発行されるものであること。

　2）　その雑誌の出版については，全面的に，

　　関係地区ガバナー一（1名または数名）か

　　或は地区ガバナー（1名または数名）の

　　任命した委員会が直接監督すべきこと。

　3）　地域的ロータリー雑誌編集者には，ロ

地区の管理

　　一タリーの方針の基本的わく内において，

　　完全な編集の自由が認められてはいるが，

　　出版責任者である地区ガバナー（1名ま

　　たは数名）もしくはその任命した委員会

　　による，編集ならびに経営の面における

　　適切な監督を受入れるぺきこと。

4）その雑誌の編集内容は国際ロータリー

　　の方針に合致していなければならない，

　　そして，少なくともその50パーセントは

　　ロータリー或はロータリーと関連のある

　　事柄に関する記事でなければならないこ

　　と。

5）　地元或は地域的性格のニュースに加え

　　て，国際ロータリーに関する情報を掲載

　　し，かっR．L会長から要請されること

　　あるべき話題や特別教示事項の発表を考

　　慮に入れるべきこと。

　6）　その雑誌は1年間に4回以上発行され

　　なければならないこと。

　7）　その雑誌は，ロータリーの品位と特質

　　にふさわしく，全体的に格調の高い内容

　　と魅力的な外観を保つべきこと。

　8）　その雑誌は，その目的と経済的自立発

　　展を維持できるよう，対象とする地域の

　　ロータリアンのほぼ過半数に達する発行

　　部数が確保されなければならないこと。

　9）　その雑誌は，R．・1．に財政的負担をかけ

　　ずに，経営しうるだけの資金を持ってい

　　なければならないこと。

　更に理事会は，地区ロータリー出版物に対

し次の指針を採択した：

　地区ロータリー出版物はそのすぺての面に

おいてロータリーの綱領を推進するために存

在する。地区ロータリー出版物は下記の基準

に合致するものとする：

　1）　その出版物は特定の1地区を対象に発

　　行されるものであること。

　2）　その出版物は，あらゆる面において，

　　当該地区のガバナーの直接監督下になけ

　　ればならないことう
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3）　当該地区ガバナーは，編集者に任命さ

　れたロータリアンと共に，地区出版物の

　編集内容に対して共同責任を負うものと

　し，かつその内容は国際ロータリーの方

　針に合致すべきこと。

4）局地的或は当該地区全体に関するニュ

　ースに加えて，国際ロータリーに関する

　情報およびR．L会長から要請されるこ

　とあるべき情報および特別教示事項を掲

　　載すべきこと。（理77－78）

　理事会は，国際ロータリーとロー一タリー地

区乃至ロータリー地域出版物の関係を増強す

るために，ロータリー地区乃至ロータリー地

域出版物の編集者の講習会を，時々，中央事

務局もしくは国際大会開催地又はその他の場

所で開くべきこととする規定を設けることを

決定した。（理72－73）
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ロータリーの拡大
（Extens玉on　of　Rotary）

　国際ロータリー理事会は世界各地における

ロータリーの拡大に必要な事項をすべて遂行

する義務を負っている。

　各地区ガバナーは，国際ロータリー理事会

の全般的監督の下に自己の地区内に於ける新

クラブの結成を監督する特別な任務を託され

ている。

地区拡大カウンセラー
（District　Extension　Counselors）

タリー・クラブの結成に関する方針声明書を

採択した。1935－36年に於て理事会は事務総

長に，この声明書を改訂すること及び理事会

の設定した諸方針または今後設定されうる方

針に反しない限り将来に於てもこれに変更を

加える権限を与えた。理事会及び事務総長の

改訂した方針は次の如きものである：

一般方針（General　P。licy）

題
．越

令1｝

　：～

　抵

¶事会は，各地区ガバナーに，それぞれの

’区で，3名の拡大カウンセラーのチームを

，iするように要請している。拡大カウンセ

一の任期は3ヵ年となっており，毎年1名

　　　　　　、在命され，任期の3年目に当たるメンバー

’1．lilil＃・1；鐸差畿を養箒

毎年，それぞれの地域内の各地で会期1日

嵩
富
肇
竈

の拡大カウンセラーのセミナーが催されるこ

とになっている。それには，20乃至30の地区

のそれぞれから1名の拡大カウンセラーが参

加するものとし，司会は，拡大に関するあら

ゆる問題に詳しい事務局の職員がつとめるこ

とになっている。カウンセラーは，費用を自

分で負担するかまたは地区の負担で参加する

ことになっている。（理78－79）

新クラブ結成の方針声明書

　（Statement　of　Policy　for

　　　　　　　　Organizing　a　Club）

1927－28年度国際ロータリー理事会はロー

　ロータリー・クラブは，ロータリーの計画

を推進しかつその綱領を達成するための仲介

者である。従ってロータリーが最も広い影響

力を発揮し得るようにするためには，ロータ

リー・クラブが結成されれば必ず成功すると

思われる理由があれば，世界中の何処にでも

又何時でも，新しいロータリー・クラブを進

んで結成して行くべきである。

　ロータリーの基本的原則が自由に守られる

処であれば何処にでもロータリー・クラブを

結成することができる。それには次のことが

了解されていなければならない：（a）ロータ

リ　一一・クラブのない国又は地理的地域へのロ

ータリー拡大は，理事会の判然とした承認の

下に行なわるぺきこと；（b）ロータリー・ク

ラブは，主としてその土地の土着の職業人又

は当該地域社会において定住的に居住してい

る人々が職業活動をしている人々を代表する

者によって会員組織を構成することができる

ような所でなければ結成できないというこ

と；（c）新クラブは，クラブ及びその会員が

その組織に容易に同化出来るような位置と会

員組織でなければならないこと。
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クラブの区域（Territory　of　a　Club）

　クラブはある一定の“Locality”「地方」＊

に結成され存在しなくてはならない。社会へ

寄与する仕事に活発に従事し，かつその事業

場又は住居がお互いに近接していて，ロータ

リ　一一・クラブとしての活動のできるような十

分な数の実業人及び専門職業人が存在する適

当な広さの地域であれば，国際ロータリーは

これを前記のような地方と認めるであろう。

このような地方にクラブを結成する場合には，

国際ロータリーでクラブの区域の限界を定め

これを定款に記載して当該クラブの区域を規

定するものとし，以後は，国際ロータリーと

クラブ双方の同意がなければ変更できないも

のとする。クラブは，国際ロータリーの同意

を得て，アディショナル・クラブ結成のため

にその区域の一部を譲渡すること，もしくは

区域を同じくするアディショナル・クラブの

結成を承認することができる。

　ロータリー・クラブの区域限界は，行政上

又は自然の境界によるのほか，境界設定時に

現存する街路又は道路によって定めることが

できる。仮クラブが，現存クラブから譲り受

ける区域に結成されることになった場合，事

務局は，要求に応じて，その関係資料を提供

し，スポンサー・クラブの区域譲渡計画の立

案に協力し，手許にありかつ手引になるよう

な資料を提供することとしている。

　（理事会は，クラブの区域限界の表示が，

＊　この‘‘Locality”「地方」という言葉には，市，区，

町，村等の種々の名称で呼ばれているものがすぺて含

　まれている。又，大都市の各部分，或は二つ以上の小

　さい町村の隣接したものも含まれている。米国に於て

　は‘℃ommunity”（社会，都市町村）という召葉が

　クラブの区域を示す場合に使用されるがその場合は

Locatityと同意義である。しかし，　Localityとい

　う窩葉が，地理的な領域と位置とを示す意味を含むの

　に対して，Communityは共通の利害を有する人lt

のグループを意味する。これらの用語は，他の類似の

用醸の場合と同じく，屡々相互に置換えて用いられて

　いる。
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その地方の行政上の境界と一一致してる場合に

おいてその地方の行政上の限界が拡大された

場合には，クラブの区域は，これに応じて自

動的に拡大することなく，ロータリー・クラ

ブの区域限界の修正に関する国際ロータリー

定款の規定による処置を行なう時まで，変更

されることなく存続するものとすることに，

意見の一致をみた。）

将来クラブを結成するのに有望な地方

　（Prospective　Localities　forαubs）

　まだクラブが結成されていないところで，

有益な一般に認められた実業又は専門職業の

持主，共同経営者，法人役員又は支配人であ

って善良な男子が多数居り，ロータリーの職

業分類の原則の下に少なくとも20人の会員を

以て立派なロータリー・クラブを永く持続す

る可能性を確保するための最少限40の職業分

類を有する場所は，　（住民数の如何に拘わら

ず）すべてクラブの結成に有望な地方である　　i

と考えてよいであろう。

　一・つ以上の既存クラブと区域限界を同じく

する新クラブの結成を考慮する場合，最少限

20名の会員を持つ強力かつ活動的なクラブと

して確実に永続できるようにするために，既

存クラブの会員と決してかち合うことなく最

適格の会員を集めることができるよう最少限

40の職業分類がなければならない。

　ある地方が，クラブをうまく持続して行く

ことが出来そうだと考えられる場合，早くク

ラブを結成すればする程，クラブのためにも

又その地方のためにもよいのである。その地

方がロータリーを欲しているという気持を外

に示すまで待つという考えは正しくない。あ

る地方にロータリーを欲する気持をつくり出

すのがロータリアンの義務である。ロータリ

アンは，与える為にロータリーを拡大するの

であって，それによって自分が得るというの

爵

ではない。ロータリーをつくらないように控

えるよりは，つくってみてうまくゆくかどう

か試みる方が良いのである。

　しかしながら，或る孤立した地方にクラブ

を結成しようとする時には，その地方の人々

からはっきりとしたクラブ設立の要求が示さ

れるまで試みないようにすべきである。

　二つ以上の極めて近接した地域社会を抱く

地方に仮クラブ（Provisional　Club）が結成さ

れ，国際ロータリーの加盟を申込んだ場合に

は，国際ロータリーの規定に合致している限

り加盟が承認されるが，かくの如き申請は個

個の場合によって考慮されることになってい

る。

調査（Surveys）

　地区ガバナーは，出来るだけ早く，なるべ

く前半の6ヵ月間に，その地方にクラブを結

成すればうまく行くかどうか，又その土地の

ためになるかどうかを決定するために，まだ

クラブを有しない都市の調査を行ない，かつ

その結果を記録させておくべきである。もし

クラブがその年度中に結成されない場合は，

その調査記録は，後継地区ガバナーに引きつ

ぐべきものとする。

　新たにロータリー・クラブを結成しようと

している地方全部については，人口の多少に

拘わらず，結成の仕事に着手する前に，この

種の調査がガバナーによって行なわれかつ承

認されていなければならない。

　新クラブの結成に際しては予めガバナーが

その土地を訪問して，果してクラブを維持出

来るかどうかを確かめることが望ましい。人

口が5千人未満の地方，及び区域を同じくす

るアディショナル・クラブの結成を一つ以上

の既存クラブが承認している地方の場合は特

にそうである。このような訪問に余り費用と

時間がかかりすぎる場合には，その地方の事

ロータリーの拡大

情をよく心得ている，1，2の信頼の出来る

ロータリアンから勧告や調査，報告等を徴し，

それによってクラブ結成の斡旋に当ってもよ

いo

特別代表（Special　Representatives）

　あらゆる機会を利用して新しく立派なクラ

ブの結成につとめることはガバナー一全員の義

務であり，又この仕事を援助することはあら

ゆるクラブ及び総てのロータリアンの義務で

もある。

　地区ガバナーが自ら新クラブ結成の仕事を

指導できない場合には，近隣のクラブから，

それもなるべく提唱クラブから十分事情を心

得ている会員1名をガバナーの「特別代表」

に任命して新クラブ結成の任に当らせる。

　このガバナーの代表は勿論ロータリーの理

想に精通していなくてはならないし，この理

想を説明することができ，自己のロータリー

への熱情を他人に伝える力がなければならな

い。又ロータリー・クラブの組織と機能につ

いて実際に役立つ十分な知識を持つことも必

要であるし，この仕事をするのに必要な時間

を捧げることのできる人でなければならない。

　特別代表は，クラブの結成に至るまでの細

目についてガバナーを代表して事を行なう権

限を有している。時には，（常にとは限らな

いが）最終の創立総会にガバナーに代って出

席するようガバナーから要請されることもあ

る。できれぱ，加盟認証状（Charter）はガバ

ナーが自ら伝達すぺきである。

　ガバナーは退任に際して，次期ガバナーに

自分の任命した特別代表のリストを引渡すぺ

きである。これらの代表は新ガバナーが就任

後30日以内にその任命を更新しない限り自動

的にその任を終わるものとする。

　ロー・一．タリ　・一の用語で特別代表“Special　Re・

presentative”とは，仮クラブの結成につい
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てガバナーを代表する者のことをいう。

地区ガバナーの拡大補佐

　　　（Governor’s　Extension　Aide）

　地区ガバナーの拡大補佐という用語は，ク

ラブ結成の仕事に経験のあるロータリアンで，

特別代表が援助なくしては任された地域のク

ラブの結成を完成することができないように

思われる場合，及びガバナーが必要な援助を

与えることができない場合に，近くの特別代

表に援助を与えるようガバナ・一一から指名され

た者を意味する。特殊な事情がある場合には，

この「補佐」が自らクラブの結成に当った方

がよいと思われることもあり得る。

　しかし，クラブが結成されつつある土地の

各々に対して異なった「補佐」を任命せよと

いうのではなく，又補佐が任命されても，ガ

バナーが自己の地区の全部又は一部に於ける，

その拡大の責任を委譲することにはならない。

拡大補佐の必要かつ妥当な実費はガバナーの

申請により国際ロータリーによって支払われ

る。＊

スポンサー・クラブ（Sponsor　Clubs）

　特別代表の属するクラブが，新しいクラブ

のスポンサー・クラブとなって次の如き責任

をとるのが普通である：（1）特別代表を助け

て新しいクラブの結成を成功に導くよう計画

を立てる；（2）新クラブの初期のプログラム

を計画する；｛3）ロータリー運動の一単位と

して新クラブが発展して行くようこれを指導

する。＊＊

　提唱クラブを選定するに当っては，可能な

限り，新ロ・・一タリー・クラブ結成のための提

唱クラブとして指定しうる適正資格を有し；

効果的なロータリー・クラブの機能を発揮し，

96

少なくとも，新クラブ結成のために必要な会

員数を有し，国際ロータリーに対して何等未

決済の負債がなく，ロータリー奉仕の完全な

プログラムを実行しているロータリー・クラ

ブか否かを確かめることに注意が払われなけ

ればならない。

仮クラブ（Provisi・nal　Club）

　結成集団は，毎週定期的に会合を開くこと

を条件として，その創立総会のときよりそれ

が国際ロータリーの加盟クラブに認められる

までは“仮ロータリー・クラブ”と呼ばれる。

基本的特色

　（Fundamental　Characteristics）

　仮クラブはその結成の時において必ずロー

タリーの基本的な特色を保持すぺきことを誓

約しなければならない。（「ロータリ　・一の基

本的特色」（161頁参照。）

標準クラブ定款

　（Standard　Club　Constitution）

仮クラブは標準クラブ定款及びそれに調和

した細則を採用しなければならない。

＊　ガバナーが，新しいクラブの結成及び認読状の伝達

等に関して合衆国通貨75ドル以上の経費をつかい又は

つかうよう許ナ前に，ガバナーは資金があるかどうか

　を確かめるためにR．1．事務局と相談すること。　（理

4（トー41）

＊＊　一つ以上の既存クラブがその区坂限界内にアディ

シgナル・クラブの結成を承認した場合は，常に必ず

既存クラブ（簑数の場合はその中の一つ）が新クラブ

のスポンサー・クラブになるものとする。

クラブの名称（Name　of　Ciub）

仮クラブは，それぞれ，名称にその所在地

を表わす文言を用い，これを定款の中に入れ

るものとし，この名称は予め国際ロータリー

の承認を得なければならない。この承認を得

た以上は，国際ロータリー及びクラブ双方の

同意によるほかこれを変更することはできな

いo

毎週の会合（Weekly　Meetings）

仮クラブは標準クラブ定款の規定に従い毎

週定期的に会合を開くように定めなければな

らない。標準クラブ定款にクラブの例会を毎

週開くように定めた主な理由の一つは，ロー

タリーの親睦と友情が，もし2週間に1度の

例会で多少は進められるものとすれば，毎週

例会を開けば更に好結果が得られるはずだか

らである。1年間に26回仲間のロータリアン

と接触する機会を得るだけでは，年に52回接

する程には仲間を知り，ロータリ　一一を体得し，

国際ロータリーの目的を推進すると共に各ク

ラブが関心を有する社会奉仕を進めて行くこ

とはできないであろう。更に，年に52回例会

を開いたとしても，会員の時間を不当に費す

というものでもないのである。このことは実

際の経験によって既に証明されている。

　前述のことが真実であることを認めて，

1922年度大会は同大会が，以後結成されるク

ラブで採用すべきものときめた標準クラブ定

款の中に，各クラブは毎週1回例会を開くよ

うに規定した条項を入れることにした。

　クラブ結成の仕事又はその監督を委任され

る国geロー一タリー代表は全員，毎週1回例会

を開くことに同意しないクラブは，国際ロー

タリーへの加盟を承認されないということを

心得ておくぺきである。

ロータリーの拡大

創立会員（Charter　Membership）

　20名以上，35名以下の創立会員の，満足す

べき名簿を提出しなければならない。但し，

人口10万を超える都市では創立会員として最

大限50名迄許される。＊

　国際ロータリ　一一に加盟した後もなお発展の

余地を残しておくように，職業分類の全部を

創立会員で充たしてしまうことのないように

すべきである。

　仮クラブの創立会員の中に「アディショナ

ル正会員」または「シニア・アクチブ会員」

を含めることは，少なくとも過半数が「正会

員」である場合には差支えないものとする。

　創立会員は，職業重視の観点からいって多

種多様であることが大切である。故に新クラ

ブ結成のときは，できる限り，関連のある一

群の職業分類中のある一つのはっきりした業

種だけを充填することが望ましい。事情によ

り特別の場合として，これらのはっきりした

2～3の分類を充墳することを考える必要が

あるかもしれない。しかし創立正会員総数の

10パーセントを越えないものとする。

　創立会員名簿にはクラブ区域限界内居住に

基づく会員名が載っていることもあるであろ

う。しかし，なるべくなら，創立会員の少な

くとも50パーセントはクラブの区域内に事業

場を有する者とすることが望ましい。

　ある職業分類に2名の候補者が推薦された

場合，他の条件がすべて対等であれば，クラ

ブの平均年齢を引下げるため，若い方を選ぶ

ぺきである。

　年長者又は隠退した人がもともと多い地域

に関して，正当な事由がある場合，理事会は

その裁量で最少限25名の創立会員の中シニア

・アクチブ会員が12名を越えていないクラブ

の国際ロータリー加盟を承認することが出来

＊　特別の場合には，加盟承認委員会はその自由裁量に

於て飼立会員が20名未満のクラブの加盟を承諺するζ

　とがある。　（理48－49）
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る。国際ロータリー加盟が承認された時に，

そのクラブの創立会員であるシニア・アクチ

ブ会員は，新加盟クラブのシニア・アクチブ

会員でありながら同時に他のいずれかのクラ

ブの正会員，シニア・アクチブ又はパスト・・

サービス会員の籍を保持することは出来ない。

　新クラブの国際ロータリーへの加盟を承認

するに当り国際ロータリー理事会は，現存の

クラブに見られる違反逸脱行為や誤解のため

に生じた特別な妥協の前例を顧慮することな

く，クラブ内の会員資格に関する規定を厳守

する義務があり，又厳守する所存である。も

し地区ガバナーやその特別代表が同じように

努力しない場合には，創立会員の何名かが会

員資格の規定に従わないで選ばれているとい

う理由で，クラブの加盟が拒否されたり，延

引されたりするような困った事態が生ずるで

あろう。

　クラブの加盟申請書の一部として国際ロー

タリー理事会に提出された会員名簿は，クラ

ブの創立会員全員の名簿とみなされる。加盟

に関する国際ロータリー理事会の決定が行な

われるまでの間は，この名簿に載っている以

外に新しく会員を入会させることはできない。

入会金及び会費（Fees　and　Dues）

　合衆国及びカナダにあるクラブで，少なく

とも＄20の入会金，＄25の年会費を徴収しな

いクラブには理事会はその加盟をみとめな

い。その他の国々では，地区ガバナーが，合

衆国及びカナダの新クラブに対して理事会が

決定した金額に等しい購買力のある金額によ

って新クラブの入会金及び年会費を定めるも

のとする。
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加盟金（Charter　Fee）

　仮クラブから国際ロータリーへの加盟申請

書には＄150（米国通貨）の加盟金を添えな

ければならない。

加盟認証状（Club　Charter）

　クラブが国際ロータリーに加盟を認められ

た時には，国際ロー一タリー会長，事務総長

及び地区ガバナーの署名のある加盟認証状

（Charter）が中央事務局からそのクラブへ発

行される。この加盟認証状は大切に保存しな

ければならない。なるべく額に入れてクラブ

の本部か例会場或は幹事の事務所の目につき

易い処に掲げておくのがよい。

　理事会によって国際ロータリーに加盟を許

された日からクラブは国際ロータリーにおけ

る公式の構成単位クラブとなるのであって，

これは認証状が伝達された日とは関係がない。

スポンサー・クラブ（Sponsor　Club）

　国際ロータリー加盟直後の数カ月間の新ク

ラブに対する援助はきわめて重要なものと考

えられている。そこでスポンサー・クラブに

対して，少なくとも1年間は新クラブを援助

することが強く要請されている。

新クラブのプログラム
　　　　（Programs　for　New　Clubs）

　地区ガバナー又は他のクラブ結成の任にあ

たる者には，新クラブの最初の8週間乃至10

週間の例会のプログラムを隣接のクラブを通

して或はその他の方法によって，出来うる限

り用意して与える責任がある。ただし，これ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≦・

はスポンサー・クラブの絶えず新クラブの世

話をする義務を決して免ずるものでないこと

はいうまでもない。このことは特に，ロータ

リーが設立過程にある国々のクラブに適用さ

れるものである。

　　　（新クラブ結成方針声明書了）

　理事会は，国際ロータリー細則第1条第1

節（b）項の規定の下に，既存クラブと区域を同

じくするアディショナル・クラブとして新た

にロータリー・クラブが結成された場合，そ

のアデ1ショナル・クラブは，既定の方針に

従って，その所在地を示す字句をクラブの名

称として採用するものとし，その名称には既

存クラブとはっきり区別できる意味を含める

とかその他適切な字句を織り込むものとする

ことを決定した。　（理74－－75）

アディショナル・クラブ

　　　　　　　　（Additiomal　Clubs）

既にロータリー・クラブの存する大都市に

おける新クラブの結成に関し，国際ロータリ

ー理事会は，次のような決議を採択した。即

ち：

　国際ロータリー細則に，もし市，区，又は

他の自治体地域がその行政区域内rc－一つ又は

いくつかの，明確に境界を定め得る区域を有

する場合において，その各々に少なくとも新

クラブを組織するために必要とされる最少限

の職業分類数がある場合には，それらの区域

の各々につき一つのアディショナル・クラブ

の加盟が認められる。但し，かかるアディシ

ョナル・クラブを組織しようとする区域を自

己の区域の一部としているクラブが，目論ま

れているアディショナル・クラブの結成を承

認し，新クラブに与えられようとする区域を

放棄することが前提である，との規定があり，

更に，

　国際ロータリー細則には，その区域限界内

ロータリ　一一の拡大

にアディショナル・クラブを一つ又はいくつ

か結成することを承認する方のクラブは，事

業，管理職又は専門職業にかかわる活動が全

市，全区或はその他の自治体全区域にわたっ

ている者を，前記アディショナル・クラブの

区域限界内から入会させる権利を保留するこ

とができる，この規定は前記のアディショナ

ル・クラブを拘束するものとする，との規定

があり，又，

　国際ロータリー理事会は，既存の大きなク

ラブの区域内に含まれている土地にクラブを

結成することは，ロータリ　一一の利益の為に極

めて良いことであるとの意見を持っており，

更に，

　市，区，或はその他の自治体地域，都市地

域，又は農村地域において，区域限界を同じ

くする二つ以上のクラブを国際ロータリーの

加盟員として認めることができる，ただし本

規定の下にアディショナル・クラブを結成し

ようとする区域内にある一つ以上の既存クラ

ブの承認を前提とすると規定されている。

　国際ロータリー理事会は，不明確又は必要

以上に広範な区域を有するクラブは，すべか

らくその区域の一部を割譲するか，又は区域

を同じくするアディショナル・クラブの結成

を承認して，ロータリーの会員の特典をその

地域社会の更に多くの人々に与えるようにす

べきであることを決議する。更に，

　国際ロータリー事務総長はこの決議に対し

関係各クラブの注意を喚起すぺきことを鼓に

決議する。　（理48－49；58－59；74－75）

　理事会は，ロータリーにおける人口の変動

の仕方が必ず大都市中心部に集中する結果に

なっていることを認め，そこにアディショナ

ル・クラブを結成するのが賢明であることは，

新たに結成されたクラブの活動と成功によっ

て明らかであり又これに応ずる，既存クラブ

の発展，ひいてはロータリー全体の増強に与

（都市境界変更がロータリー・クラブ区域に及ぼす影響

については208頁参照）
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えている利益によって示されていると考える。

　そこで理事会は，既存クラブがその区域を

割譲するか或は区域を同じくするアディショ

ナル・クラブの結成を承認することによって，

既存クラブの現区域内にアディショナル・ク

ラブを設立することはロータリーのために最

善のことであると決定した。地区ガバナーは，

ロータリーの職業分類制度の下に少なくとも

20名の会員を持つ強力かつ活動的なクラブと

して永続しうると合理的に判断される場合は，

必ず，大都市にアディショナル・クラブを結

成することを奨励すべきである。（理74－75）

　理事会は，一般原則として，アディショナ

ル・クラブが結成されんとする区域が，一つ

以上の既存クラブによって割譲された区域で

あれ或は区域を同じくすることを承認された

場合であれ，それが会員数24名以下の既存ク

ラブの区域である場合，そこにアディショナ

ル・クラブを結成することには賛成できない。

（理74－75）

　アディショナル・クラブの結成に関して，

区域の割譲による方法と同＋一一・一地域を二つ以上

のクラブが共有する方法のいずれが望ましい

かということについて，理事会は，区域割譲

によるアディショナル・クラブの結成がロー

タリーのプログラムのために最もよいことで

ある，それ故，できる限り，一つ以上の既存

クラブの区域割譲による方法がよいと考えて

いる。　（P理74－－75）

　理事会は，ロー一タリー・クラブがただ一つ

しかなく，かつ，ロータリーの職業分類制度

の下に少なくとも20名の会員を持つ強力で活

動的なクラブを持続しうることを保証するに

十分な数の職業分類を有する地域社会におい

ては，新クラブ結成計画があるべきであると

考えている。（理74－75）

　理事会は既存クラブが不必要に区域限界を

拡大することを好ましくないと思っている。

（理62－63）

　都市の行政区域内で，その市の主要な商業
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又は取引の中心から離れたところに二つ以上

の「商業上の中心」があり，その何れもが強

力かつ活動的なロータリー・クラブに必要な

多種多様の会員を持ち得ない場合は，これら

の中心を2ヵ所以上含む割譲地域に，一つの

クラブを結成することができる。これらの中

心が併合された場合は，国際ロータリー細則

第1条第1節（c）項に定義されている“区域”

を形成するものとする。

　国際ロータリー細則第1条第1節の規定に

よりその所在する都市の行政圏外の区域を割

譲するクラブは，事業管理職務又は専門職業

の活動の範囲が全市，区，又はその他の自治

体全域にわたっている会員をその割譲した区

域から入会させる権利を留保することが出来

る。　（理59－60；64－65；66－67）

　理事会は，既存のクラブが区域を手離すこ

とによって，大都市にアディショナル・ロー

タリー・クラブを結成することの利益を不断

に強調することを決定し，そしてこの趣旨か

ら理事会は，1又は2以上の区域に明確に区

分することができ，かつその各区域が新クラ

ブの結成に必要な最少限度の職業分類を持っ

ている区域を含んでいることがわかっている

か又は含んでいるかも知れない市，区，又は

他の自治体地域にあるクラブに対し，「かか

るクラブは進んでかかる区域の範囲を決定し，

適当な場合には，ロータリー・クラブ結成の

手続きを始めるよう奨励さるべきこと」とす

る理事会の希望に留意するよう要求している。

（理65－－66）

他のサービス・クラブのある地域社会

　（Communities　with

　　　　　　　　Other　Service　Clubs）

　ある地域社会にロータリー・クラブを結成

しようとする試みがうまく行かない場合の主

要な原因として，既にその土地にサービス・

クラブがあるという事実が挙げられる例があ

る。然し地域社会に既にサービス・クラブが

存在するということは，その地域社会がロー

タリー・クラブを保持出来ないということを

決定する要因とはならない。　（理45－46）

クラブ加盟承認委員会

　（Admission　of　Clubs　Committee）

　国際ロータリー理事会は，事務総長に命じ

て，理事会に代ってクラブの国際ロータリー

への加盟承認の任に当たらせている。グレー

ト・ブリテン及びアイルランドのクラブの加

盟に関しては，RI．B・1・が国際ロータリーに

代って行なうことになっている。

　ロータリー・クラブの存在しない国又は地

理的地域へのロータリーの拡大に明白な承認

を与えること，及び戦争のためにさきにその

加盟を取り消されたクラブの国際ロータリー

再加盟を承認することに関しては，國際ロー

タリー理事会は，特に国際ロータリー一会長に

その任務を委嘱している。

クラブ加盟承認委員会の権限と任務

　（Terms　of　Reference　for

　　　Admission　of　Clubs　Committee）

事務総長は，仮クラブから提出された国際

ロータリー加盟の申請を承認をするかしない

かを，所定の方針及び手続きに従って決定す

るものとする。

　事務総長がクラブの加盟を承超したときは，

その決定は理事会の決定として発表され，理

事会は次回の会議でその決定を追認する蓬

務総長が承認を不可とする決定をしたときは，

加盟承認委員会の職務権限について定められ

ているところに従って，案件を国際ロータリ

一会長に移してその指示を仰ぐものとする。

ロータリーの拡大

事務総長がクラブの加盟について決定を下

すことができない場合は，案件を国際ロt－．．タ

リー会長に移してその指示を仰ぐものとする。

　仮クラブの定款が標準クラブ定款に合致し

ない場合事務総長は，そのクラブの国際ロー

タリーへの加盟を承認せず，これを国際ロー

タリー細則第1条第2節（d）項の規定による理

事会の会議の決定に委ねるものとする。但し，

標準クラブ定款から逸脱していても，それが

ある地域について理事会が決定した方針と一

致している場合は，事務総長はその申請を承

認することができる。（理77－78）

　クラブ結成については高い基準を維持し，

よりよきロータリアンをつくるという方針を

厳格に守るよう強調すべきである。この趣旨

から理事会は事務総長に対し，加盟申請を審

査する際には創立会員の職業分類を精確に調

査するよう注意を与えている。（理47－48；

48－49；65－66）

国際回一タリーへの加盟
　（Admission　to　Membership　in　R．1．）

　加盟申請の書類が正しく出来ているかどう

かを調べるのは，地区ガバナー（地区ガバナ

ーが結成を検討する会合に出席していない場

合は特別代表）の責任である。

　国際ロータリー理事会は国際大会に対して

一一ｦち全ロータリー・クラブに対して一

加盟を許された各クラブが基本的な加盟条件

のすぺてを確実に満たしているようにする責

任がある。従って理事会はこれらの条件の徹

底的厳守を主張しなければならない。

　クラブが加盟を承認されると直ちに事務総

長から鬼区ガバナーにその通知が送られ，更

に地区ガバナーがクラブに対し国際ロー一タリ

ー加盟が認められた旨を通告することになっ

ている。

　加盟申請書が箏務総長の手を経て理事会に
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提出されるのと同様に加盟認証状（Charter）

も事務総長の手を経て地区ガバナーに送付さ

れる。地区ガバナーがこの加盟認証状に署名

した後，地区ガバナー若しくはその特別代表

から加盟祝賀の特別会合に於てクラブに伝達

される。

　グレート・ブリテンおよびアイルランドの

クラブに対する加盟認証状は，RI．B．Lに送

付され，その会長及び事務長が署名した上各

クラブに伝達されることになっている。

　クラブに対して発行される加盟認証状は，

理事会が国際n一タリーの公式用語として認

めている英語で書かれることになっている。

（理53－54）

　国際ロータリー加盟が認められた時にクラ

ブに加盟認証番号（Charter　Number）を与え

る方式は，1951年7月1日を以て取り止めら

れた。（理50－51）

　新クラブが地区ガバナーの居住地から遠距

離の処にある場合には，加盟認証状伝達式を

その公式訪問と同じ時に行なうとか，又特別

代表若しくは他のスポンサー・クラブの会員

が地区ガバナーの代理をつとめることによっ

て，国際ロータリーの資金を節約するよう留

意しなければならない。（理35－一一36）

国際協議会と拡大

　（Extension　at　International　Assembly）

新クラブ結成の問題は，それについて十分
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知識があり又熱意を有する者が国際協議会

（International　Assembly）のプログラムに

適切に上程することが重要なことである。上

程するに当っては，地区内の新クラブ結成を

促進するためにガバナーの利用し得る様々な

方法，例えば地区拡大委員会，特別代表，地

区ガバナー拡大補助者等の任命などに特に重

点をおくようにすべきである。なおこの外に，

国際協議会で中央事務局が地区ガバナー達と

個々に面接して各地区に於けるn・一タリー拡

大の可能性を論ずることも併せて行なうぺき

である。　（理45－46；50－51）

新クラブへの激励

　（Encouragement　to　New　Clubs）

　新クラブの国際ロータリー加盟については

地区内の近隣のクラブ及び国際ロータリーの

元役員にこの旨を通知すると共に，かかる元

役員及び近隣クラブ会員の訪問は新クラブへ

の激励になることを示唆すべきである。　（理

35－36）

財 務

（Financial　Matters）

　国際ロータリーの定款及び細則は，理事会

が国際ロータリーの業務及び資金を管理し，

かつ毎年，次の会計年度の予算を決定しなけ

ればならないことを規定している。

財務委員会（Finance　C・mmittee）

　細則は又，会長の任命する財務委員会につ

いて規定している。この委員会は理事会に年

間予算案を提出し，国際ロータリーの財務に

関する総てを管理し，かつ理事会に対しこれ

に関する処置について進言する。

　財務委員会の任務，権限は，国際ロータリ

ー細則に定められてV・る。　（第14条第11節）

　国際ロータリ　一一の財務に関する如何なる決

定も，正規の機関を通じてのみなさるべきで

あり，そして非公式の財務に関する取り決め

は，財務委員会が検討し，その後必要に応じ

て理事会に助言をしなければならない。　（理

46－47）

　財務に関する事項で理事会に提出すべきも

のは，理事会によって最後の決定が行なわれ

る前にその審議および理事会に対する勧告を

させるため，これを財務委員会に付託しなけ

ればならない。　（理46－47）

国際ロータリーの資金の投資
　（Investment　of　Funds　of　R・1・）

　　投資の方針

（lnvestment　Policy）

　（1）理事会は随時，差し当たって使用目的

のない金についてこれを一般資金投資勘定に

積立てておくようにすることを指示するもの

とする。この指示された金には，一般資金の

投資として以前に購入されていた証券の売却

による収益は含まれないものとし，このよう

な収益は，理事会の指示によって一般資金の

投資勘定に入れられるのではなくて，当然一

般資金の投資にあてられる。また，理事会は

一般資金の投資による利子や配当の収益につ

いてもこれを再投資にあてることを認めてお

り，この場合も理事会の積立の指示なしにそ

れを一般資金投資勘定に入れることができる。

国際ロータリー資金の投資は理事会が条件を

定め，その条件の下に承認を与えた国におい

て行なわれるものとする。

（2）目的：

一般資金および本部建物改築資金について

は，投資証券の市場性を考えた元本の安全を

はかりながら最高の収益率を目ざすこと。

（3》本方針は，理事会が随時定める「投資

実施手続」に従って実施さるべきものとする。

　　　　　　投資実施手続

（Investment　Operating　Proce（lures）

　理事会は，国際ロータリー資金の投資及び

再投資に関する方針及び手続きを次のように

することを決定した。

理事会の採択した国際ロータリ・一．の投資に

関する方針の実施は以下に掲げる手続による

ものとする。

1）会の任口した投資関係の務に知識，
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経験の豊かな以下のロータリアンで構成する

投資諮問委員会を設ける。

　a）理事会のメンバーまたは元メンバー一　1

5）　財務委員会は，毎回の会議で下記事項

について検討し，これらに関する所見と勧告

を理事会に具申するものとする。

　　名。

b）ほかにロータリアン2名

2）　理事会は投資マネージャー（1名また

は数名）を任命し，これに，投資に用いるこ

とのできるすぺての資金の処理，投資および

／または再投資を，その時の投資方針および

a）投資諮問委員会の報告。

b）投資に関するR．1．の方針。

c）投資実施手続。

d）一般資金運用資産目録に記載されてい

　　るものの種類と明細。

e）本部建物改築資金運用資産目録に記載

ここに定められている手続の範囲内で行なう

されているものの種類と明細。

権限を委ねるものとする。 6）理事会の指示によって投賢にあてられ

る国際ロータリーの資金は，投資に関する方

3）投資諮問委員会は，一般資金の運用資　　針に従って，下記の各国および／または通貨

産目録および本部建物改築資金の運用資産目

録の内容，投資に関するR．1．の方針，およ

に投資することができるものとする。アメリ

力合衆国，および／またはドイツ連邦共和国，

び投資マネージャーの前記方針の実行状況些　　および／またはスイス，および／または日本，

ついて報告を受けるものとする。委員会は，

投資マネージャーの行なうR．1．の資金の投

および／またはカナダ，および／またはオラ

ンダ，および／または英国，および／または

資および再投資に関する業務を監督し，適当　　南アフリカ。

と認めたときまたは理事会の指示があったと

きは，投資マネージャー一・・PC対して勧告を行な 7）理事会は，投資マネー・一．ジャーの要請に

うものとする。

4）報告に関する事項

より，下記の役員に，上記以外に投資をする

ことのできる国／通貨を理事会に代わって決

定する権限を委任することができる。会長，

a）投資諮酎委員会は，RIの資金の投　　財務長，および事務総長。前記の決定は，こ

資に関する委員会の業務，所見および　　の3名のうちの2名が同意した場合にその効

勧告について理事会および財務委員会　　力を生ずるものとする。

に報告を行なうものとする。

b）投資マネージャーは，次の報告を行な　　　8）保有有価誕券にはすべて＊「証券業者

　　う義務あるものとする。　　　　　　　　の名儀」を用いるものとする。

毎月の各取引を記載した月報ならびに市場

価額および取得元価に関する4半期毎の報告

書を，直接，投資諮問委員会の各委員，連絡

理事およびとくに指定されている支局　にL

また，財務委員会等の内部関係者に配布用の

ものを事務総長宛に，送付すること。

各取引に関する報告書を会計検査役に送付

国際ロータリーの会計年度
　（Fiscal　Year　of　R．1．）

国際ロータリーの会計年度は7月1日に始

すること。
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＊　「証券業者名儀」一銀行その他が保護預りまたは信

用取引の担保として預かっている株券や債券などの有

価鉦券の登録C用いられる断有者の名前と異った名儀。
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まり6月30日に終る。入頭分担金及び購読料

金の徴収は，7月1日から12．月31日までと1

月1日から6月30日までの2半期に分けて行

われる。

国際ロータリーの収入
　　　　　　（Revenue　of　R．1．）

　国際ロータリーの収入の主要財源は，加盟

クラブの人頭分担金，国際大会および地域大

会の登録料，新クラブの加盟金，出版物の代

金，機関雑誌の購読料及び広告料，並びに投

資に対する利子及び配当金である。

人頭分担金（Per　Capita　Dues）

　各クラブは国際ロータリーに，そのクラブ

の各正会員，シニア・アグチブ及びパスト・

サービス会員1人当り年額17ドルの分担金を，

毎年7月1日及び1月1日に，当日の会員数

に基づいて分納する。

　細則は理事会が正当と認めた場合，人頭分

担金の一部をクラブに返還しうることを規定

している。

　細則は又，如何なる国の通貨でも，その対

外価値の下落によりその国のロータリー・ク

ラブが国際ロータリーに対する債務を履行す

るために過大な自国通貨の支払を要するにい

たった場合には，理事会は，その国のクラブ

の支払額を調整することができることを規定

している。

　新加盟クラブ：支払期直前の5月15日又は

それ以前に新たに加盟したクラブに限り，7

月1日における会員数を証明し，その日付に

よる人頭分担金を支払うものとする。同様，

支払期直前の11月15日又はそれ以前に加盟し

た新クラブに限り，1月1日における会員数

を証明し，その日付による人頭分担金を支払

財 務

うものとする。

　払戻し又は比例部分の支払：半期の中途で

退会した会員の人頭分担金については，クラ

ブは国際ロータリーから払戻を受けることが

できない。一方クラブは，半期中に入会した

新会員については，人頭分担金の比例部分を

支払う必要はない。クラブ及び国際ロータリ

ーの会計年度は同一であり，即ち7月1日か

ら6月30日までであるため，ときとしてクラ

ブが（会費の徴収をすませる前に）7月1日

及び1月1日に支払うべき人頭分担金及びロ

ータリアン誌購読料をとりあえず立て替えて

送金し，後に至りその期間の会費を未払いの

まま死亡，退会或は会員資格を喪失した会員

の国際ロータリーに対する人頭分担金及び購

読料を国際ロータリーに支払っていたという

ことになる場合を生じる。このような場合，

理事会は国際ロータリー事務総長が事情に応

じた調整をして払戻をすることができるよう

にしている。

ロータリァン誌の購読
　（Subscriptions　to　The　Rotarian）

　THE　ROTARIANの購読料は，合衆国，
カナダその他の最低郵便料金を採用している

国においては米貨で年5ドル50セント，イン

ド，バングラデシュおよびネパールでは7ド

ル，その他の国ではすべて年6ドルである。

米国およびカナダの各クラブでは，正会員，

シニア・アクチブ会員およびパスト・サーピ

ス会員が国際ロータリ・・一の機関雑誌の有料購

鑓なり，そのi瞳麹ることが，会旦
身分保持のための条件となっている。

米国およびカナダ以外の国の各クラブでは，

会員が国際ロータリーの機関雑誌または國際

ロータリ　一一理事会が承認し，当該クラブに対

して指定した地域的なロータリー雑誌の有料

購読者となり，その購読を続けることを会員
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身分保持のための条件としている。ただし，

クラブの会員が機関雑誌および理事会が承認

し，当該クラブに対して指定した地域的雑誌

に用いられているどの国語も読めない場合に

は，そのクラブは国際ロータリー理事会に前

記の規定に従うことを免除してもらうことが

できる。　（R．1．細則第18条）

レビスタ・ロータリァの購読

　（Subscriptions　to　Revista　Rotaria）

　機関雑誌スペイン語版，レビスタ・ロータ

リアの購読はスペイン語を用いている国のク

ラブ会員に対しては，義務づけられている。

レビスタ・ロータリァの購読料は米貨で年

7．5ドルである。

国際ロータリーの経費

　　　　　（Expenses　of　R．1．）

　理事会：理事会のメンバーは，国際大会，

国際協議会，出席を指示せられた地区大会，

定例及び臨時理事会及び理事会の執行委員会

への出席，事務局への公式訪問，及び理事会が

承認した特別の旅行に要した費用，並びに国

際ロータリ　一一の負担すぺき事務所費及び事務

員の費用等の経費の弁償を受けるものとする。

　理事会は次の決定をした。即ち，

　（a）毎年「国際ロータリー会長ノミニー」

が1名の場合には，本人が次年度の理事とし

て最後の理事会，国際協議会及び国際大会に

出席するに要する経費は国際ロータリーによ

って支払われる；

　（b）2入以上の会長ノミニーがある年には，

会長エレクトが次年度の理事として，暫定理

事会及び国際大会に出席するに要した経費は

毎年国際ロータリ　一一　tcよって支払われる；

　（C）国際ロータリ　一一は，総ての理事ノミニ
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一及び無競争理事候補者が最終理事会，国際

協議会および国際大会に出席するために必要

な経費を支払う。すべての理事ノミニーおよ

び無競争理事候補者はぜひ最終理事会へ出席

するよう奨励されている；

　（d）国際大会前に，ゾーン，地理的集団乃

至地域からの理事ノミニーが判明していない

場合，そのゾーン，地理的集団，乃至地域よ

り選出された理事が次年度理事の暫定理事会

及び国際大会に出席するために要した経費は，

国際ロータリーによって支払われる。　（理60

－61　；63－－64）

　委員会：国際ロータリーの各委員長は委員

会の業務遂行上必要な事務諸経費，及び，事

前に理事会の承認を得た場合，国際大会及び

国際協議会への出席に本人の要した費用が弁

償される；又，理事会がとくに承認した旅行

或は年度中の委員会の業務遂行に関する理事

会の指示に含まれている旅行の費用，ならび

に委員会の会合の準備および出席に要した費

用で理事会の承認を得たものが弁償される。

　委員会の委員にほ，理事会の承認を得た場

合に委員会の会合へ出席するために要した費

用及び委員会の業務遂行上必要な事務費が弁

償される。

　国際ロータリーの理事会又は会長が特に出

席を要求しかつその費用を承認したものでな

い限り，たとえ招待された場合でも，国際ロ

ータリーの委員が他の団体の会合に出席する

ための費用を支払うことは，国際ロータリー

の方針に反する。　（理44－45）

　地区ガバナー：各ガバナーにはその任期の

初めに，任務の遂行に必要な経費を賄うため

に，理事会で承認された予算が与えられる。

例えば，クラブ訪問，地区協議会，地区大会

及び地区研究会のために要する旅費，月信発

送，事務員，文房具，郵税，電信電話等の費

用などである。事務費は地区内クラブ数に基

づいて見積られる。

　旅費の見積は，地区内クラブ数，旅行距離

量
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及び費用に基づいて行なわれる。国際ロータ

リーはガバナー本人がその地区内の旅行に要

した費用のみを支払う。ガバナー・ノミニー

として国際協議会に出席する場合の費用を除

き，国際ロータリーはガバナーの所管地区以

外の旅行費は一切支払わない。

　地区ガバナーが再度その職に指名された場

合には，国際協議会へ2回目の出席をするこ

とができるが，2回目からの国際協議会への

出席費用は，特殊な事情ある場合及びその国

際協議会開催に先立ち理事会が特別に承認し

た場合に限り，国際ロータリーにおいてこれ

を支弁するものとする。　（理71－72）

　理事会は次の方針を採択した。

　（a）ガバナーに対する予算の割当は，すべ

てのクラブに公平かつ十分な貢献のできるよ

うな配分計画に基づいて行なわなければなら

ない。従って，理事会が予算を採択し，割当

を行なう場合には，各種活動に応じて資金を

配分する。理事会は，名地区内におけるこう

した配分の基本が年ごとに大きく変るような

ことがあってはならない，とする意見である。

というのは，激しい変化が活動全体の均衡を

こわしてしまうからである。

　（b）国際ロータリーによって支払われるガ

バナーの経費は，ガバナーのための予算の総

額を越えないことが必須条件とされている。

もし異常な事態が生じて余分の金銭を必要と

することが考えられる場合には，地区ガバナ

ーは，そうした支出をする前に，理事会に予

算の増額を求め，その承認を得なければなら

ない。（理41－42）

　国際協議会：国際ロータリ　・一理事会が国際

ロータリーの費用で協議会に出席することを

認めた人には旅費及びホテルの費用が弁償さ

れる。

　国際協議会は，国際ロータリー運営上最も

重要な国際的な会議である。これは1948年に

初めて提案されたような2ヶ所以上の地域別

会議に分けるようなことをせずに常に単一の

財 務

協議会を開催するようにする必要がある。な

お協議会は国際大会都市近接地ということよ

りも，ガバナー・・ノミニーの数及びその居住

地から見て便利で経済的な場所に開くように

しなければならない。

　理事会は次のことを決定した1

　酌量すぺき事情のある場合（たとえばやむ

を得ない旅行の遅延，病気その他）に会長が

例外的な取扱いを認めた場合を除き，会議ゐ

参加者その他国際協議会に列席するものの経

費は，会期の全部を通じて出席することを条

件としてのみ認められる。（理53－54）

　同じ役に再度任命された者は，その役で国

際協議会に2回目の出席をすることができる

が，2回目からの出席費用は特殊な事情ある

場合及びその国際協議会開催に先立ち理事会

が特に承認した場合に限り，国際ロータリー

でこれを支弁することとなっている。　（理71

－72）

　理事会は，地区ガバナー・ノミニーが国際

ロータリ　・一　es金が預託されている国から国際

協議会に出席する場合の費用は，原則として，

また可能な限り，すぺて国際ロータリーがそ

の資金から支出すべきことを承認する。　（理

67－68）

　他の支弁される経費は，協議会の仕事を命

ぜられた事務局職員，翻訳係，接待，印制及

びその他の雑費とする。

　国際大会：この費目には，国際P・一タリー

の費用で国際大会に出席することを国際ロー

タリー理事会が承認した人々の旅行及びホテ

ルの費用のほか，国際大会に伴う運営や歓待

に必要な経費一切を含む。

．同じ役に再度任命された者がその役で2回

以上国際大会に出席する場合，2回目からの

出席の費用は，特別な事情のある場合におい

てとくに会長の承認を得たときに限り，国際

ロータリ　一一からその支払を受けるものとする。

　（理72－73）

　新クラブ結成：この経費には，新クラブ結
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成に関係するガバナー又は拡大補佐役の旅行

費を含む。

　新クラブ結成にかかわる特別代表の費用は，

ガバナーが国際ロータリーの事務総長又は会

長からかかる費用の支払について予め許可を

得た特殊な場合にのみ支払われる。　（理37－

38）

　理事会は次の件を決定した：

　ガバナーが新クラブ結成及びチャーター伝

達のために米貨75ドルを越える経費をかける

かまたはかけることを許可しようとする場合

には，その経費がえられるかどうかを前もっ

てR．1．事務局に相談する。このような場合，

国際ロータリー一事務総長に“新クラブ結成に

かかわる地区ガバナーその他の者の旅費”と

して計上されている予算からそうした支出が

できるかどうかを決定する責任があることと

なっている。かかる決定をする場合は，事務

総長は，予算を用い得る期間中に予想される

要求でその予算で賄わなくてはならないもの

すべてを考慮に入れなければならない。　（理

72－－73）

　前記事項は，新クラブ結成のために75ドル

の支出が認められているということを定めた

ものではない。75ドル又はその一部が新クラ

ブ創立に用いられなかった場合でも，ガバナ

ーはその金額を他の経費に充てることはでき

ない。

　会長：会長の事務費及び旅行費は，自分の

市に事務所があって賃貸料を払っている場合

にはその賃借料，文房具，消耗品，郵税，電

信電話，必要な秘書及び事務員に関する費用，

並びに会長の旅費で別段の規定のないものを

賄うものである。

　国際ロータリー会長として恥ずかしくない

形で退職するために要した必要かつ適当な経

費はすべて弁償される。　（理60－－61）

　会畏エレクト：毎年会長エレクトには，会

長としての職務につく準備に要した必要かっ

適当な経費が弁償される。　（理60－一・61）
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　地区又は地域大会における国際ロータリー

会長代理：実行可能な限り，理事会のメンバ

ーその他の国際ロータリー会長代理が地区大

会及び地域大会に出席するよう指名されるが，

その旅費は国際ロータリーによって支払われ

る。夫人を同伴する場合には，その費用も国

際ロータリーによって支払われる。

　地区大会出席中の会長代理およびその夫人

の宿泊費及び大会出席の諸費用は，地区大会

で負担してもらいたいし，またそうしてもら

えるものと考えている。

　現役員及び元役員の訪問：この費目は，国

際ロータリーの要求によってクラブを訪問し，

クラブで話をするR．1．の現及び元役員（そ

の他特別の場合の有資格ロータリアン）の旅

費を賄うものである。これはガバナー以外の

国際ロータリーの役員又は代表の訪問をめっ

たに受けることのない多数のクラブに対して

有益な奉仕である。

　事務局：アメリカ合衆国イリノイ州エバン

ストンの事務局および各支局の経費には，職

員の給料，エバンストンの国際ロータリー中

央事務局建物の管理費及び各支局の借室料，

文房具，用品，郵税，速達，電信電話，電子

計算機，謄写，印刷，無料配布小冊子類，家

具類及び設備の償却及び修繕，保険及び税金，

監査，雑費等の費用を含む。

奉

き
。口；す嘉ζ譲騨跨黎；篠1

関する繊蹴囎の繍蠣具鵬1
等のほか，原稿，在庫用紙，印刷，郵税その

他雑誌の発行に普通必要とする費用を含む。

監査報告書の配布

　（Distribution　of　Auditor’s　Report） 　
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刷して各クラブ幹事並びに国際ロータリー・

ニュース郵送先名簿に載っている国際ロータ

リー一一の元及び現役員ならびに委員に配布しな

ければならない。　（理49－50）

国際ロータリー資金の支出
　（Expenditures　of　R．1．　Funds）

　一般手続：以下は，国際ロータリーの資金

支出に関する一般手続の簡単な要綱である：

　理事会は，ガバナーその他の支出責任者に

よって行なわるべき支出の予算額（又は支出

限度）を決定する責任を持つ。かかる予算額

（又は支出限度）は国際ロータリーによる年間

予算の編成によって行なわれる。この予算に

は，来たるぺき年度における総ての見積経費

が計上される。理事会が予算を承認すれば，そ

れによってそれぞれの予算額（又は支出限度）

が決定されたことになる。もちろん各費目の

予算額はその必要（又はその」部の必要）を

考えて計上されたものである。換言すれば，

各費目の最大限度を定めたもので，もし経費

を使う者がその最大限度以下の金額で仕事を

遂行することができれば，それだけ国際ロー

タリーの資金が節約されることになる。

　一方（これこそ明確に了解されなければな

らないことであるが）如何なる目的のためで

あっても，計上された予算額（又は支出限度）

を越えた支出は，それを行なう前に予め理事

会の承認を得ない限り，行なってはならない。

　国際ロータリーの資金の支出に当る役員で

ある事務総長及び財務長としても又会長及び

理事会としても，このような支出を賄うだけ

の予算（又は支出限度）が計上されていない

のに，前記のような支出の弁償を求められて

も困るだけである。

　支払当事者が常に支出を既定予算額（又は

支出限度）内に留めるようにし，それを超過

する支出は，もし予算の追加の承認が得られ

財 務

るのであったらそれを得たうえでなければ行

なわないというようにするなら，支出当事者

も理事会も当惑することはない。

　ある費目が特定目的のために計上されてい

る場合，例えば次期ガバナーの国際協議会出

席の経費のようなものは，予め理事会の承認

がない限り，ほかの人の経費に流用してはな

らない。

支出報告（Expense　Statements）

　理事その他は，自分の支出したものを控え

ておき，月末にその簡単な報告書を事務局に

提出することによって国際ロータリーの資金

から支払を受けている。R．1．のために要し

と費用の支払請求豊璽，その費用を支出した

日から6ヵ月以内に提出しなければならない。

（理79－80）

　国際ロータリーの用務に従事している国際

ロータリー役員及び委員の経費が国際ロータ

リーの定めた基準を相当超過している場合に

は，その支払いについて国際ロータリー会長

及び事務総長の承認をえなければならない。

この場合の「相当の超過」については事務総

長の判断による。　（理51－52）

　地区ガバナーに認められている経費を賄う

資金のガバナーへの支払いは次のように行な

われる。a）8月1日一35％，　b）11月1日

一35％，c）2月1日一20％，　d）5月1日

一10％。最後の10％の支払いは，地区ガバナ

一から経費報告書作成の日までに要した経費

の全部を記載した報告書の提出がないと認め

ないことになっている。

国際ロータリー旅費

　（RI．　Travel　Expenditures）

国際ロータリ　一一理事会（1965－66）は，国
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際ロータリ　一一の旅行費の取扱いを明らかにす

るための方針を採用し，後にこれを改正した。

1977－78年度に，理事会は旅行に関する方針

を以下の通り改正して，1978年7月1日から

これを実施することとした。

一般方針

　　　（General　Policy）

　国際ロータリーの用件で旅行する時の国際

ロー一．タリ　一一の役員，委員会委員等の旅費を支

弁することは，国際ロータリーの方針である。

国際ロータリーの費用で旅行する者は，適当

に旅行を楽しみ，個人的な用事の時間にもあ

まり不自由しないようにしながら，あらゆる

方法で国際ロータリー資金節約に助力するも

のと鮪されている。

　交通賓はその実額のみが弁償される二とに

なっている。従って，下記に規定された料金

より少ない費用で旅行をした場合には，規定

の最高額でなく，その旅行に要した少ない方

の料金が弁償される。

弁償される経費

（REIMBURSABLE
EXPENSES）

　交　通　費

（Transportation）

A．飛行機。R．　Lのための旅行の場合，エ

コノミー・クラス運　，ただし，エコノミー

・クラス運賃よりも低い特別運賃が実際に利

用できる場合にはその特別運賃による。

いずれの場合も，実際に支払った運賃の実

額が支給される。ただし，これについては以

下の規定が設けられている。

1）　経費報告書の航空運　が記載されてい

110

るところにその切符の写しを添付するこ

並
2）　1等だけとなっている2地点間の航空

旅行の場合には1等運賃が支給される。

3）会長および会長エレクト，会長および

会長エレクトの補佐役，ならびに同伴が認

められている場合のこれらの人の夫人につ

いては，1等航空運賃が支給される。

4）　その他のR．1．理事会のメンバー，事

務総長，理事会の次期および元メンバー，

ならびに同伴が認められている場合のこれ

らの人の夫人については，最初の出発地か

ら最終の到着地までを通しての所要時間が

時間表で5時間以上となっている航空旅行

の場合，1等運賃が支給される。

5）地区ガバナー・ノミニーの夫人および

国際協議会討論グループ・リーダーの夫人

が国際協議会に出席する夫に随行する場合

に支給される航空運賃は，エコノミー・ク

ラス運賃の50パーセントまたはエコノミー

・クラス運賃が米貨300ドルを越える額の

いずれか多い方の額によるものとする。

B．船。最短コースに対する前記規定による

航空旅行費相当額を最高限度とし，運賃実額

並びに雑費が弁償される。船で旅行する場合

の運賃，ホテル代，食費及び途中の雑費に対

する弁償は，その合計額で，航空旅行によっ

た場合における前記規定の航空旅行費相当額

を超過しないものとする。

　船で旅行する場合，航海中の費用として，

1日につき米貨4ドル又は当該航海に対し米

貨30ドルのいずれか多い方が弁償される。こ

の場合に弁償される費用の総額は，前記の最

高限度を越えないものとする。

C．鉄道。鉄道旅行は最短距離の1等料金，

または最低運賃と並等の寝台料金を基準にし

て弁償される。

D．バス。バス旅行の場合は支払った運賃の

実額が弁償される。

E．自動車。合衆国内の場合は，ガレージ使
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用料を含め，自動車旅行に伴うすべての費用

を賄うものとして，1哩当り米貨12セントの

基準で弁償される。自動車の費用の高い国で

はそれに応じた割増を行う。最短距離の旅行

の場合の適当なホテル代，食費，雑費が弁償

される。

　　その他の経曼

（OTHER　EXPENSES）

　適当な値段の一流ホテル室代の実額。

　適当額の食費並びに雑費。

　旅券料金実費，払戻しのきかない入国税等。

　国際ロータリーが国際協議会或は国際大会

のために特別機を準備する場合には，理事会

の特別決議により，このような特別機利用者

に対し運賃の実額を基準とした弁償をするも

のとする。

　途中及び会議出席中の日数

（TIME　EN　ROUTE　AND　AT・

TENDANCE　AT　MEETINGS）

　すぺて旅行費は，途中の旅行および目的地

において公務を満足に遂行するために必要で

最少の日数を基準として見積られたものが弁

償されるものとする。但し，本人が出席を求

められた一つ又はそれ以上の会議に終始参加

した場合に限る。

　　　弁　償

（REIMBURSEMENT）

　国際ロータリ　一一は通常，上記の弁償規定を

参酌して，本人の署名した経費計算書を受理

次第，その経費を弁償する。

　国際協議会及び国際大会出席以外のロータ

財 務

り一用務で旅行するために前払い旅費の請求

があった場合，事務総長は上記規定を参照し

て計算した概算額を前渡しすることができる。

この前渡し金は，旅行終了直後本人から提出

された旅費計算書によって清算すべきものと

する。

　国際協議会及び／或は国際大会への前渡し

旅費の請求があった場合，事務総長は前渡し

をすることができる。但し，

　（a）予め旅行をする本人から，選んだ旅行

　　の方法と等級を記した旅費の見積書を取

　　り付けること；

　（b）事務総長は見積旅費が前記の規定によ

　　る最高額を越えていないことを確認し，

　　かつその費用が一般料金に合致している

　　かどうかを確かめること；

　事務総長は，この見積額に，必要な場合の

ホテル代，食費，及び雑費として適当な額を

それぞれ見積ったものを追加するものとする。

　以上のようにして前払い金が渡された場合

には，旅費計算書の提出を要しないものとす

る。

　この基本声明に規定された金額を越える経

費はすべて各個人の負担とする。

　理事会は副会長及び理事会のメンバーがロ

ータリーの用務で旅行する場合の費用につい

て国際ロータリーの支払の方針を次の如く定

めた。

　1．毎年の予算には次の場合に理事会メン

バーの要した適当で必要な経費を賄うための

予算が計上される。

　（a）在任期間中に開催される国際大会及び

　　国際協議会への出席。

　（b）定例及び臨時の理事会及び理事会の委

　　員会への出席。

　（c）必要な国際ロータリー本部への公式訪

　　問。

　（d）ロータリ　一一の用務のために特別に認め

　　られた旅行。
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　（e）国際ロータリ　・一の地区大会又は地域大

　　会に出席することを指示された役員に随

　　行する夫人の旅行。

　（f）各自の判断で必要と認めたクラブ訪問

　　及びその他ロータリーの催しに出席する

　　ための旅行。

　2．上記（d）項にいう特に認められた旅行は，

会長又は事務総長が国際ロータリーのために

理事会に代って要請したものであり，かつこ

れに対する予算額の範囲内のものであること

を要する。

　3．理事会のメンバーは，特別の規定が設

けられない限り，上記の規定によるもの以外

に国際ロータリーの負担となる如何なる経費

もかけてはならない。

　4．国際ロー一タリー一の負担する理事会のメ

ンバーの旅費に関するこれまでの決定で以上

の規定に反するものは，すぺて以上の規定に

代えられ，その効力を失うものとする。

（理40－41；42－43）

　以上の方針は引き続き効力を有し，実施さ

れるものとする。中央事務局が国際ロータリ

ーの費用で旅行する者に旅費概算書をつくっ

て渡す場合には，理事会の定めた旅行基本方

針に従った計算方法によらなければならない。

（理42－43）

国際ロータリーの旅費資金
　（R．1．Funds　for　Travel　Purposes）

　如何なる国にある国際ロータリー資金も，

公式に催される会合に国際ロータリーの費用

で出席するロータリアンの旅費の弁償にこれ

をあてることができる。如何なる国にある国

際ロータリ　・一　es金も，ロータリアンであると

否とを問わず，他人に対して通貨の両替その

他のためにこれを提供することは，国際ロー

タリ　・一の方針に反する。但し，奉仕活動に関

して各国のロータy－・クラブの行なう協力

112

活動について理事会がとくに定めた場合はこ

の限りではない。　（理47－48；58－59；65一

66）

保険（lnsurance）

　理事会は，国際ロータリ　一一各役員，理事，

ガバナー，委員，職員等で自動車を運転する

ものは当然適当な金額の賠償責任保険及び財

産損害保険ならびに火災，盗難その他の損失

に対する保険を良い保険会社と契約するもの

と考え，またそれを望んでいる。

　理事会は又，R．1．の各役員は生命の喪失

または傷害および火災，盗難，衝突その他の

原因によって生ずる損害に対する保険を個人

でかけていなければならないとすることを理

事会の意見としている。国際ロータリーは役

員のこうむった以上のような損害を一切補償

しない。

　国際ロータリーの役員は，会長，会長エレ

クトおよび事務総長を除き，国際ロータリー

は，これらの人が国際ロータリーのために旅

行をしているときに被った損害をてん補する

保険契約をしないし，また国際ロータリーは，

これらの人が旅行保険に対して支払った保険

料の補償もしないこととしている。国際ロー

タリーは，事故の結果として生じたいかなる

賠償責任に対しても責任を負わない。然し，

地区ガバナーその他の国際ロータリー役員は，

自分のために自分の費用で，かかる事故に対

する保険をかけることを考えるはずである。

（理39－40；45－46；59－60）

団体旅行用貸切飛行機　　（Chartered　Air

　Transport　for　Group　Travel）

理事会は，地区ガバナーは国際ロータリ・一

の役員として貸切飛行の契約に署名する権限
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を有しないとすることを決定した。（理73－

74）

支出に対する承認

　（Authority　for　Expenditures）

　支払いの請求があった場合，そうした支払

いが国際ロータリー理事会によって正式に計

上された予算費目で賄われているものであり，

かつ，理事会がその予算を計上することにし

た趣旨に反しないものであるとの確信が得ら

れない限り，その支払をしないこと及び確か

に支払われていないことを財務長に証明する

ことは，国際ロータリーの資金の支出当務役

員としての国際ロータリー事務総長及び（又

は）会計検査役の義務でありかつ責任である。

又，事務局の事務総長及び（又は）会計検査

役が，事務局で，そうした経費の支払が，そ

の経費を賄うぺき予算を理事会が計上した趣

旨に反しないものと認めてそれを保証するこ

とができ，また保証するのでない限り，事務

総長も財務長も国際ロータリー資金を支出す

ることをはっきりと禁じられている。事務総

長は，いかなる経費計算書による支払の請求

あるいは補償の要求であっても，それについ

て自分に前記の保証をする確信がない場合に

は，その事情を理事会に報告してこれを承認

するか否かの決定を求めなければならない。

（理31－32；51－52）

　理事会はいかなる行為についても，そのた

財 務

めの必要な予算措置をするかまたはしたもの

でない限り，その経費の支出を承認しない。

（理31－－32）

国際ロータリーの資金に対する緊急措

置（Emergency　Handling　of　R．1．　Funds）

　理事会は，事務総長に，緊急を要する場合

に，でき得る限り財務長および／または財務

委員会委員長との事前協議を経たうえで，理

事会に代わってことを取り決める権限を与え，

国際ロータリーの資金を安全および金銭的債

務の履行を確保するために必要と考えられる

いかなる措置も事務総長においてこれを行な

い得ることとした。（理76－77）

国際ロー一タリーの活動に対するもの以

外の国際ロータリー資金の寄付

　（Contributions　of　R．1．　Funds　for　Other

　Than　R　I．　Activities）

　国際ロータリーの資金は，その加盟クラブ

により，それ自体の目的のために提供せられ

たものである。故に他の団体の活動に対して

寄付することはできない。同時に国際ロータ

リーは，その加盟クラブを通して，各自ロー

タリアンが個人的にその地域社会における有

用な奉仕活動に参加し支持することを奨励す

る。　（国際ロータリ　・一と他の団体に関する方

針声明書162－163頁参照一理54－55）
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国　際奉仕
（lnternational　Service）

　困際間の友誼にみちた，正しくかつ平和的

な関係を推進し維持するためには，少なくと

も次の二つの力が必要である。

　（a）関係当時者の権利を定め，人間関係に

常に起こる意見の相違を調整する法律的な制

度。この力は勿論政府によってかつ政府の問

に発達させなければならないものである。

　（b）世界各国の国民に対する，国際的な理

解と親善の重要性を正しく認識した広い見聞

に基づいた世論。

　この理解と友誼を，ロータリアン相互の間

及び一般の人々の問に推進することが，ロー

タリーの国際奉仕の部門で特に行なうべき仕

事である。（理51－52）

　ロータリー・・一・クラブ及びロータリアンは，

常に国際ロータリーの既定方針に従い，いや

しくも平和の獲得及び維持を妨げ，誤解を招

き，又は悪意を生ずる原因となるような，如

何なる行動，発言，通信又は出版物も厳重に

避けて，世界中の国民に対する理解と親善の

推進を鼓吹しかつ育成するため努力するよう

要請されている。（理56－57；73－74）

方針概要（Outline・f　P・licy）

　理事会は下記方針を採択した：

「国際奉仕に於ける国際ロータリーの方針」

狙　い：

　ロータリ　一一　re於ける国際奉仕の狙いは，綱

領の第4に明らかな通り，

　「奉仕の理想に結ばれた実業人と専門職業

人の世界的親交によって，国際間の理解と親

善と平和を推進する」
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ことを鼓吹しかつ育成するにある。

　ロータリーの奉仕の理想が，最もよく表現

されているのは，個人の自由，思想，言論，

集会の自由，信仰の自由，迫害と侵略からの

解放，及び，欠乏と恐怖からの解放が認めら

れているところに於てである。

　自由，正義，真理，誓言の神聖及び人権の

尊重はロータリー主義に固有のものであり，

又国際間の平和及び秩序の維持，更に人類の

進歩にとって不可欠のものである。

個々の会員の責任：
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　各ロータリアンは，奉仕の第4部門に固有

の理想の達成に個人的に寄与することが期待

されている。

　ロータリアンは，自国に対し忠誠かつ献身

的な国民たるべく，各自の日常生活，及びそ

の職業活動を処置することが期待されている。

　各ロータリアンは，個人として何処で働く

にせよ広い見聞に基づいた世論を作り出すこ

とに協力しなければならない。かくの如き世
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ論は，国際間の理解と親善の推進に関する政　　1

府の政策に当然影響を及ぼすものとなろう。　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多

世界精神を抱くロータリアンとして：

　（a）せまい愛国主義を超え，国際間の理解

と親善と平和の推進に対する責任を分担して

いることを自覚する。

　（b）国家的乃至人種的優越感によって行動

する傾向に反対する。

　（c）他の国民と共に協調するための一一致点

を求め，かつ開拓する。

　（d）個人の自由を保持するため，法と秩序

の規定を守り，以て，思想，言論，集会の自

由，迫害と侵略からの解放，及び，欠乏と恐

怖からの解放を楽しむことができるようにす

る。

　（e）何処かの貧困は全体の繁栄を阻害する

ことを認識し，世界中の国民の生活水準を改

善する運動を支持する。

　（f）人類に対する正義の原則は，根本であ

り，又世界中に行なわれなければならないこ

とを認識して，その原則を支持する。

　（9）国家間の平和を推進することに常に努

力を傾け，この思想のためには，個人的犠牲

を払う覚悟をする。

　（h）国際間の親善への一歩として，他人の

信仰を理解するという精神を力説，実行し，

それによって，より豊かな，より充実した生

活が確保されるような，道徳的精神的な基本

水準の存在することを認識する。

ロータリー・クラブの責任：

　ロータリー・クラブは，政府や世界問題或

は国際間の政策に影響を与えるような団体的

な行動をとってはならない。むしろ，個々の

会員に対して，これらの問題についての知識

を与えるようにつとめ，それによって，会員

に啓発された建設的な心構えを持たせるよう

にすべきである。

　ロータリー・クラブでは，討論会を開催し

て，公共の問題を論じ，それによって，第4

部門に示された奉仕を育成することができる。

もし論争点のある場合には，双方の主張が十

分に発表されることが肝要である。

　ロータリー・クラブに於て，国際的な論題

を取り上げる場合，論者は他の国の国民を攻

撃するようなことは，避けるように注意され

なければならない。又会合に於て表明された

個々の論者の意見に対しては，ロータリー・

クラブは必ずしも責任をとるとは限らないこ

国　際　奉　仕

とを明らかにしておかなければならない。

　ロータリー・クラブは，国際問題に関係を

持つ特定の計画に関する如何なる決議をも採

択してはならない◎或る国のクラブから他の

国のクラブ，国民或は政府に対して，何かの

行動を執ることを要望してはならないし，又，

特定の国際問題の解決に関する計画案や意見

書を配布してはならない。

　それぞれロータリー・クラブを有する国家

間の関係が緊迫している場合には，関係国及

び他の国々のクラブは，最大の注意を払わな

ければならない。然らざれば，如何なる行動

もかえって悪意や誤解を増すおそれがある。

国際ロータリーの地位：

　国際ロータリーは，多数の国に存在する幾

多の見解をもつクラブから成り立っている。

故に，政治問題に関しては，国際ロータリー

は何等団体行動をとったり意見を述べたりは

しないo（理51－52；53－54）

世界事件（W・rld　Affairs）

理事会（1961－62）は次の声明を採択した

　世界事件と国際ロータリー

（ROTARY　INTERNATIONAL
　IN　WORLD　AFFAIRS）

　国際ロータリーは，世界各地に存在する加

盟クラブを通して，国家間の平和の基礎とし

て，諸国民の間に国際理解と親善を鼓吹しか

つ育成する。ロータリーの奉仕の理想と，国

際理解増進のために献身するとの言明は，国

際ロータリーをして，破壊的な反対勢力が優

勢な時代に於て，絶対に，必要かくぺからざ

る勢力とするものである。
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　ロータリーの理想に固有なものは個人の品

位と自由である。故に，その理想を永続強化

することは個人個人のロータリアンに義務と

してかかっている。ロータリーの有効性は制

度によるものでもなければ，団体として意思

表示をすることによるものでもない。それは，

各ロータリー・クラブの各会員が，ロータリ

ーの存在のために，又自由社会，正義，真実，

約束の神聖，及び入権尊重を守るために必要

な原則を推進しようとして，個入的な，積極

的なそして建設的な行動をとる場合にのみ達

成されうる。

　国際ロータリーは，加盟クラブの構成員と

なっている，職業界の指導者中に潜んでいる，

効果的行動への偉大なる能力を認識して，各

ロータリアンに，自国に忠実なる奉仕的国民

として，自己の影響力を発揮し，そして全人

類の安寧の基盤となる，自由と真実と正義の

原則を保全しかつ強化するために自己の能力

を行使し，そして国際ロー一一タリーを国際理解

の達成に一層有効な道具とするための方法と

して，奉仕の理想を個々に実践するよう求め

ている。

　国際ロータリーはその平和と正義の原則の

固守を再確認し，そしてできることならば武

力によらず平和的交渉によって国際上の難問

題を解決する上に，全ロータリアンが自己の

影響力を行使するよう勧奨する。

原子力使用に関する提案（Pr・p・sals

　Regarding　Use　of　Nuclear　Energy）

　理事会は，平和目的のための原子力利用よ

り生ずる人類への利益及びそのための原子力

の絶えざる発達の重要性を認めるものである。

然しながら，国際ロー一タリーもしくはU一タ

リ　・一・クラブが斯様なことにおいて政府を動

かすため共同活動に加わるとか，特定の国際

問題の解決のための行動又は計画に対する提
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訴を発起することなどは国際奉仕に関する国

際ロータリーの既定方針と一致しないもので

ある。（理61－62）

国際連合（Un三ted　Nati・ns）

ー
葦

　国際ロータリー一は，国際連合憲章の規定や

国際連合の決議及び法規に対して是認も否認

もしないが，ロータリアンが世界平和の促進

を目ざす国際連合の活動に精通することを奨

励する。

　事務総長は，世界平和の促進に資する国際

連合の憲章及び活動の研究に関連するプログ

ラム資料及びその他の援助について，クラブ

の注意を喚起するよう命ぜられている。

る離鱗鱒嬰鞍鱗黙1
にこれを公表するものとする。

　ロータリアンにして，国際連合或はその専

門機関のいずれかに関して，提案をなさんと

する場合には，必ず自国政府の正規の手続き

によってつくられた機構を通じて行なうべき

である。（理51－52；52－・－53　；　53－54；55－

56）

国連旗の掲揚

　（Display　of　United　Nations　Flag）

　ロータリー・クラブのある国が必ずしも全

部国際連合の加盟国であるとは限らない事を

考え，国際連合旗の掲揚は，ロータリー・ク

ラブがロータリー旗及び国旗を掲げる場合，

或は必要によって外国の旗を掲げる場合と同

じく，ロータリー・クラブその他の自発的な

措置に任すべきである。（理50－51）

民
華

国の法律，習慣に対する批判

　（Criticisms　of　Laws　and　Customs

　　of　a　Country）

　理事会は次の如き方針声明を採択した：

　ロータリアンの問に，理解と親善を促進す

るに当って，或る国に於て非合法とされてい

ることが他の国に於ては合法である場合が多

数あること，又，或る国に於て慣習となって

いることが他の国に於てはそうでない場合も

あることを，認めなければならない。従って

世界各国のロータリアンは，或る国のロータ

リアンが，他の国の法律や慣習を批判するこ

とは気をつけてこれを避けるべきであり，か

つ又，或る国のロータリアンが，他の国の法

律，慣習に干渉するが如き如何なる行為もこ

れを慎むべきであるということを認識しな

ければならないo（理32－－33）

ロータリァンとその国家との関係

　（ARotarian’s　Relation　to　His　Country）

　ロータリアンとその国家に対する関係につ

いてのロータリーの立場は，決議43－14（本

書159頁）に明らかにされている。

世界社会奉仕

　（World　Community　Service）

　世界社会奉仕は，或る国のロータリー・ク

ラブ又は地区が，他の国のロータリー・クラ

ブに援助を提供して，そのロータリー・クラ

ブが立案した自国の生活水準の向上に役立つ

計画（必要を充たすための計画）の遂行に協

力し，かくて双方の地域社会間に国際理解を

増進することを目的としたプログラムである。

　理事会は，各地区ガバナーが，委員の任期

の継続性を規定しかつ職権上の委員として次

国　際　奉　仕

期地区ガバナーを加えた，以下の委任事項を

遂行する地区世界社会奉仕委員会を設置すこ

とを推奨している。

　地区世界社会奉仕委員会の任務は次の通り

とする：

　a）地区内のすべてのロータリー・クラブ

　　に，世界社会奉仕の目的のために海外の

　　ロータリー一・クラブと提携するよう奨励

　　すること；

　b）地区内各クラブとの定期的接触及び地

　　区集会並びに都市連合会等を通じて，世

　　界社会奉仕プログラム（小企業相談所を

　　含む）に対する理解の増進をはかり参加

　　を推進すること；

　c）海外の地域社会からの世界社会奉仕の

　　援助を受けるに価する地元の必要事項を

　　決めるよう地区内のクラブを激励するこ

　　と；

　d）地区内のクラブから報告された世界社

　　会奉仕計画を審査し，その結果を地区ガ

　　バナー及び事務局内の世界社会奉仕計画

　　資料室に報告すること；

　e）世界社会奉仕活動のために提供可能な

　　地区内の援助資源を捜し出すよう地区内

　　クラブを督励すること；

　f）世界社会奉仕の目標と業績とを地区内

　　のすべての適当な伝達機関一ロータリ

　　ーとの関係の有無を問わず一に発表す

　　ること；

　9）地区レベルの世界社会奉仕計画を実施

　　すること；

　h）地区内の世界社会奉仕活動の記録を取

　　り，定期的に地区ガバナー及び事務局へ

　　報告すること。（理68－69）

　理事会は，特定の世界社会奉仕活動に関連

して地区又はクラブが行なう財政的その他の

協力及び援助の要請は，かかる要請を1ヵ所

又は特定数の地区又はクラブに止め，一様に

配布するものとして無差別にクラブへ出さな

いならば，大会決議29－12によって定められ
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ている財政援助の懇請に関する制限条項のわ

く外にある（本書156頁参照）ものとするこ

とを承認している。（理66－67）

　理事会は以下の事項を承認している：

　1）各ロータリー・クラブに対し，出版物

　　その他を通じて，世界社会奉仕の目的の

　　ために海外のロータリー・クラブと提携

　　するよう強調すること；

　2）　クラブに対し，クラブ独自の力では負

　　担し得ないような大規模の計画への参加

　　を容易にするために，計画を分析し必要

　　事項を細分するよう奨励すること；

　3）援助を受ける地区及びクラブは援助提

　　供クラブ乃至地区に，その援助に関する

　　報告書を送付すぺきこと；

　4）　地区世界社会奉仕委員会が果す役割の

　　重要性を常に強調すること；

　5）　委員会のメンバーの任期の継続性及び

　　あらゆるレベルにおける世界社会奉仕活

　　動の継続性が重要なことを絶えず強調す

　　ること。（理68－69）

　理事会は，組合わせ地区及びクラブ・プロ

グラムによる接触から生まれたクラブ対クラ

ブ間の友好関係がもたらす利益と永続的価値

を，国際ロータリー出版物その他を通じてク

ラブに対し強調すぺきことに同意している。

（理68－－69）

　「世界社会奉仕計画資料室」　R・L事務局

には，世界社会奉仕計画を提唱しているロー

タy－・クラブからの援助の要請を受け付け

る「資料室」が設置されている。いずれのロ

ータリー。クラブもこの「資料室」を次の二

つの方法で利用できる：

1）　社会奉仕計画に対して援助を要請する

　クラブは，その計画を計画資料書式に詳

　述し，所属地区のガバナー又は世界社会

　奉仕委員会を通じてRL事務局へ提出

することができる。これを受理した事務

局ではその必要事項を公表し，そして同
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　種の必要事項への援助を申し出ているク

　ラブに詳報を送付する；

2）世界社会奉仕計画に援助を提供したい

　クラブは，情報要請書式に提供できる援

　助の種類や希望する援助提供地域を記入

　して提出する。これを受理した「資料室」

　からは，一つ又はいくつかの必要事項に

ついての情報が送られて来る・欄頓1

　請したことによって，そのクラブが世界　　塗

社蝉仕緬を引き受ける翻を負う・1
　とにはならない。

世界的な必要事項（World　Needs）

　理事会は，

　a）現在世界には，ロータリー・クラブ及

　　び個人ロータリアンにとって援助しがい

　　があり，かつ，国際ロータリーから特に

　　強調されるまでもなく，注意を払う価値

　　のある，世界的飢餓を含む諸種の必要事

　　項が存在することを認め；

　b）ロータリー・クラブ及び個人ロータリ

　　アンに，世界的飢餓を含む各種の必要事

　　項に関する情報の提供と，これらの必要

　　事項をロータリー・クラブ・プログラム

　　その他を通じて充たさんとする活動に参

　　加するようにとの勧告とを引続き行なう

　　ことを決定した。（理68－69）

　ロータリー・クラブ及びロータリアンは，

世界の開発途上諸国に存在すると思われる特

殊な必要事項に精通するよう，そして又，そ

のような必要事項を充たすための計画で，ロ

ータリー°クラブやロータリアンの支援が助

けとなると考えられる場合，クラブやロータ

リアンはその奉仕プログラムの中に，その計

画のために役立ちうる機会を織込むことを考

慮検討するよう勧奨されている。（理73－74）

裏
藍
峯
ー
ー
彰
ー
跡

卜

同一職業分類を保持する人々との世界

的交歓（W・rld　C・ntacts　With　Men　in

　　　　　Same　Classification）

国　際　奉　仕

　理事会は，ロータリアン全部に対して，理

解と感化の社会を創り，国際的協力をすすめ

るために，世界中の国々の，同一の職業分類

を保持する職業人の国際的交歓を促進するよ

う奨励する。（理46－47）

世界理解週間

　（World　Understanding　Week）

　理事会は，2月23日を含む週を，毎年特別

に記念すべき「世界理解週間」と定め，各ク

ラブに対し，この週間中に，世界平和に不可

欠な理解，親善を特に強調したクラブ・プロ

グラムやその他の活動を行ない，また世界社

会奉仕を中心としたプログラムをもってこの

特別週間を遵奉するよう要請している。　（理

57－58；69－70；77－78）

国際青少年交換

　（lnternational　Youth　Exchange）

のとなる。

　理事会は，青少年交換を国際理解を増進す

る機会として促進するために，地区ガバナー

に，地区青少年交換担当役員を任命するかま

たは委員会を設置して年度の初めにこれらの

役員または委員長の住所，氏名を事務総長に

通知することを奨励している。事務総長は毎

年，一つの国の1地区，二つ以上の地区，ま

たは全地区を担当している青少年交換担当役

員または青少年交換委員会委員長全部のリス

トを発表する。このリストは，毎年改定され，

地区ガバナーおよびこのリストに載っている

人びとに送付される。

地区青少年交換担当役員または地区青少年

交換委員会は，それぞれの地区ガバナーの監

督のもとにおかれ，そして地区ガバナーに報

告をすることになっている。

理事会は，何時でも，また何処でも実行可

能な場合，そして派遣，受入れ双方のクラブ

または地区の間に合意ある場合に，身体障害

者を青少年交換プログラムまたはその他の青

少年プロジェクトに参加させることを好まし

いことと考えている。

有給労働について問題がある場合には，各

国の労働法規の関係上，個々のロータリアン

が，この種の青少年の国際的交換団体に与え

1974年の規定審議会において，国際青少隻　　る援助によるのほか，ロータリーが就業に関

交換プログラムは国際ロータリーの活動とし　　係のある国際青少年交換を行なうことは実行

て認められるべきこと，および，理事会は地

区およびクラブが任意に取捨選択できる指針

不可能である。

　国際ロータリーがロータリアンの子女その

と手続きとを設定すべきことを決議した（決　　他の青少年に対して資格証明書或は紹介状を

議74－60）。理事会は，この決議は，かかる青　　発行することはない。

少年交換プログラムが各ロータリー・クラブ 以下ロータリーの援助による国際的青少年

の活動であることを表明しているものと理解　　交換に関する記述は，関係者全部の人びとの

して，下記の指針を採択した：

国際青少年交換は原則として承認されてい

参考および指針とするためのものである．

る活動である。この交換は，正しい条件のも

とに行なわれる場合，ロータリーの世界の全

域にわたって国際的な理解と親善を促進する

のに役立つりっぱな活動として評価されるも

1）成功を収めた交換プログラムに期間が

1学年度未満のものが沢山あること，ま

た，国際理解と親善の増進をはかるため

には，必ずしも，プログラムの全部が相

互交換である必要はないということが認
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められている。関係当事者相互の合意に

より，責任事項のいずれかを明示して，

これを特定の当事者以外の人に受持たせ

ることにしても差支えない。

2）国際ロータリー青少年交換プログラム

は，ロータリアンの子女のみに与えられ

た特権ではなくて，ロータリアン，ロ・・一一

タリ　一一・クラブまたは地区が推薦し，後

援者となっている者で，必要な資格条件

を備えた若い人なら誰でも歓迎している。

3）交換青少年の人選を慎重にすることが

何よりも大切である。派遣および受入れ

両地区の認めている年令の候補者は，申

請書を提出して選考を受けるものとし，

選考手続きには，クラブおよび地区の各

段階で行なう本人および両親との面接を

　含む。

4）　派遣クラブまたは地区は，交換青少年

とその両親のために，当該ロータリー・

クラブとその活動とについての簡単な説

明を含む適応指導を行ない，受入れクラ

ブまたは地区が本人を受入れるのに必要

な手配をしなければならない。

5）　交換青少年の両親は，受入れロータリ

一・クラブまたは地区が十分と認める金

額をもって，本人を，その自国出発から

帰国までの期間の危険を担保する，疾病，

傷害および責任保険に加入させなければ

ならない。ホスト・ロータリー・クラブ

または地区の認めた，確実な1社または

数社の保険会社が引受けた保険契約の証

明書類は，すぺて，交換の開始に先立っ

て，ホスト・ロー一タリー・クラブまたは

地区に送達され受理されていなければな

らない。前記の保険契約は，少なくとも

米貨5，000ドルまたはその相当額の医療

費，事故死または手足切断の場合に少な

くとも米貨4．000ドルまたは相当額を担

　保するものでなければならない。

6＞交換青少年の両親は適当な衣料を整え，
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また，ホスト地区への往復旅費を負担し

なければならない。

7）交換青少年は，両親および閨係ロータ

リー・クラブまたは地区の同意を得ない

で，受入れロータリー・クラブの所在す

る土地の周辺外への旅行をしてはならな

五
8）交換青少年は，事情の如何を問わず，

交換期間中いかなる種類の自動車その他

の動力付き車輌も運転してはならないし，

またホスト国内で動力付き車輌を所有す

ることができない。

9）交換青少年とホスト・ファミリーに予

定されている家庭とは，交換青少年が自

国を出発する前から互いに文通を行なう

　ものとする。

10）ホスト・ファミリ　一一は部屋と食事を提

供し，本人の両親に代って同様の責任を

負い，監督しなければならない。

11）交換青少年とその両親は，派遣および

受入れロータリ　・一・クラブまたは地区の

定めたプログラムの規定のすべてに同意

する旨の承諾書を提出しなければならな

い。交換青少年は，常時，自己，自国お

よびロータリーの名誉を傷つけないよう

に行動し，ホスト・ファミリーの国の生

活様式になれるように努めなければなら

ない。そして交換期間中はホスト・ファ

ミリー－」8よび受入れロータリー・クラブ

または地区の監督と指図を受け，両親と

受入れロータリー・クラブまたは地区の

間で取り決めた日時と経路によって帰国

　しなければならない。

12）プログラムの規定に従わない交換青少

　年は受入れロータリー・クラブまたは地

区により，両観または派遣ロータリー。

クラブとホスト・ロータリー・クラブま

たは地区との問で取り決めた経路により，

できうる限り速やかに帰国させられるも

のとする。
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13）青少年交換活動の関係ロータリアンお

国　際　奉　仕

よびロータリー・クラブはすべて，交換

の取り決めを行なう相手方のグループに

対する要望，とくに交換学生の選考と適

応指導における要望事項が予備的な取り

決めの中に正確に表示されているか否か

を必ず確かめるようにする必要がある。

14）関係ロータリー・クラブまたは地区は，

上記の規定と矛盾せずかつ青少年交換プ

ログラムの実施に必要或は便利と考えら

れる上記以外の規定を採用することがで

　きるP＿

以下の個条は，高校生を1学年度間派遣す

学校給食のない場合には，その食費を小

遣銭に加算するものとする。

19）帰国した交換青少年とその両親とは，

地区青少年交換委員会が，交換青少年を

各自のもとの家庭，学校および地元の社

会環境に早く復帰させる目的で開催する

報告会に出席するよう勧められるぺきも

のとする。

多地区合同青少年交換プログラム

（Multi－District　Exchange　Program）

各地区ガバナーは，その管轄地区内におけ

るプログラムの場合に限り，上記のものとあ　　る青少年交換プログラムを監督し取締る責任

わせて適用されるものとする。

15）クラブおよび地区は，理事会が定め，

がある。理事会は，5地区以上のクラブが共

同で交換活動またはプログラムを実施するた

国際ロータリーより発行される標準書式　　めに協力し合うことを望む例があることを認

を使用するよう要請されている。

16）交換青少年は，関係ロータリー・クラ

めている。そしてそうした協同的努力になん

ブまたは地区が年令層につき別段の取り

ら反対してはいない。ただしその場合，如何

なる活動またはプロジェクトも，各関係地区

決めをした場合を除き，海外に滞在する の過半数のクラブが先ず最初にそうした活動

年の初めに15才から19才までの者とし， またはプロジェクトに参加することに賛成し

学業成績は平均以上，なるぺくクラスの　　ていること，かつまたそれぞれの地区ガバナ

上位3分の1以内の順位にあることが望　　一が，事前に，そのような活動またはプロジ

ましい。交換期間は1学年度とするが， エクトを実施しこれに参加することについて

その学年度の直前または直後の休暇の一　　国際ロータリー理事会の明確な認可を受けて

部または全部を含めた期間に延長するこ

　とができる。

17）受入れロータリー・クラブまたは地区

いることを条件とする。このような認可の申

請に対して理事会は，その一つ一つについて

その真価を評価検討すべきことになっている。

は，交換青少年各1名毎にこれを次々と 理事会は各地区ガバナーに対し，それぞれ

受入れていくホスト・ファミリーを，な　　の地区内における青少年交換活動の育成に全

るべくは3，4ヵ所慎重に選定し，教育費　　力をつくすよう要請するとともに，同時にま

の全額を負担し，適切な学習プログラム た，地区ガバナーの権限の保持につとめ，か

の手配をし，顧問ロータリアンを任命し，　つ，こうした活動によって如何なる個人も金

また絶えず交換青少年と接触を保って，

本人をホスト地域社会になじませるよう

銭的利益を得ることにならないか否かを確か

めるよう要請している。

にしなければならない。 多地区合同機関は，関係地区の各ガバナー

18）受入れロータリー・クラブまたは地区　　により任命された現任の地区青少年交換担当

は，関係当事者間で協議決定した適当額

の小遣銭を毎月支給しなければならない。

役員より成る理事会によって統御され，その

理事長は毎年理事会メンバー中より互選され
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るものとする。

　かような多地区合同委員会は，毎年少なく

とも1回，書面によって，委員会の活動およ

び財政状況について関係地区のガバナ・一・一全員

に報告すべき責任がある。

ロータリー交換宵少年の海外旅行

（lnternational　Travel　by　Rotary

Youth　Exchangees）

いずれのロータリー・クラブも，海外旅行

のあらゆる面にわたって事前に慎重な計画が

たてられていない限り，海外旅行プログラム

に基づく青少年派遣を援助或はこれに協力す

べきではない。とくに，旅行する青少年のた

めに身分証明書，紹介状，援助依頼状その他

青少年を他国のロータリー・クラブに紹介し

亙りその身分を証明瞳豊類等は，青少年に

対する援助乃至歓待に関し事前に両方のロー

タリー・クラブ問で完全な協約がとりきめら

れていない限り，これらの書類を準備し携行

させることはできない。

いずれのロータリー・クラブも，たとえ他

国からの青少年があるロータリー・クラブの

後援の下に旅行していることを証明または主

彊星睦擾食といえども，事前に当該青少年を

援助乃至歓待することをはっきりと承諾して

いない限り，そうした青少年を援助或は歓待

iる義務はない。援助を与える場合にしても，

止セ≧鑑うに援助するかを決麦することは受入

れロ　一一タリー・．之2之の特権である。

ロータリー国際職業人交換

（Rotary　Overseas　Vocational

　　Exchange）

このプログラムによって，若い成人たちは

豆一タユニ工之22空鍛拠とに，他国で同

穫璽壌些従三i裏孟る機会璽まれる。L理i肇会

は，職業入交換プログラムは国際理解促進の

一つの好機として世界中のロータリー・クラ
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ブに推奨されるべきプログラムであるとこれ

を支持する態度を表明している。（理77－78）

教育機関に於ける国際奉仕
　（International　Serv三ce　in

　　Educational　Institutions）

　理事会（1930－31年度以降）は，教育機関

に於ける国際奉仕について大要次の如く決定

した：

　ロータリー・クラブ及びロータリアンは，

学校及び大学に在学する学生が国際間の理解

と親善を推進するため教育機関における種々

の機会を利用するよう，彼等を援助すること

を奨励されている。

　このことを実行するには，次のような方法

があるニ

　ー他国からの学生が在籍する大学の教務

　担当者に，世界各地の国民及び国情に対す

　る理解増進に焦点をおいた，全教科課程，

　学生活動及び地域社会のプログラムをつく

　るよう奨励する；

　一学生に他国の言語・歴史・政治学及び

　経済学を研究することを奨励する；

　一一他国からの著名な訪問者であって，地

　元の教育機関で教えている言語の一つを母

　国語とする者を講演，教室会議，或は学生

　との会談に利用すること；

　一海外に留学すると思われるロータリア

　ンの子女を援助すること；

　一地元の学校に在学している他国からの

　学生を，クラブの例会に招待し，例会のプ

　ログラムに参与せしめる；そして

　一一地元の教育機関で勉強している見習生

　及び研修生を含む学生，特に新開発国から

　の入達をロータリアンの家庭に招待する。

　アメリカ合衆国の小学校の低学年にスペイ

ン語を教えるという案が，それぞれの土地の

事情によってよいと思われるかどうか考慮す
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るよう，同国のロータリー・クラブに示唆が

与えられている。

　これらの活動に従事するロータリー・クラ

ブ及びロータリアンは，地区ガバナーの指導

のもとにこれを行なうべきである。

研究集団（Study　Groups）

　緊迫を示している国々の国民間及びその他

の国々の人々の間の事情及び関係を改善する

ことについての問題を検討しかつその機会を

求め，かつ更にお互いの知識を広める目的を

以て，ロータリアンと他の人々との会合が研

究集団として奨励されている。（理57－58）

国家間の連合会

　（lntercountry　Meetings）

　国家連合会は，ロータリアン誌，国際ロー

タリー・ニュース及び地区及び地域の刊行物

に成功した連合会の例を発表することによっ

て，奨励さるべきである。このような会合を

行なうにあたっては，十分の注意が必要であ

り，かつ，必ず関係地区ガバナーの承認を得

て行なわなければならない。（理32－33）

　理事会は，国家間の理解と親善を進めよう

とする如何なる示唆にも共鳴するものであり，

かつ，他国との問のクラブ及び地区連合会が，

益々多く開かれるようになって来たのを喜ん

で注目している。理事会は，熟慮の上の方針

として，他国との問のクラブ及び地区の連合

会ができるだけ頻繁に開かれることが望まし

いと考えており，それが結局は，国際地区の

設定にまで進むことを望んでいる。（理45－

46）

　理事会は，知己と友情を深めるための，激

励的性質の会合に出席するロータリアンは，

彼等のクラブ或は彼等の地区内のクラブを公

国　際　奉　仕

式に代表しているものではなく，又，彼等の

国のロータリアンを代表しているのでもない。

従って，このような会合に出席した人々によ

って採択された決議について，R・1．理事会

は，たまたま出席したロータリアンの所属国

内のクラブ，地区或はロータリアンの総意を

表示するものとは看倣さないものであるとい

うこと，を指摘している。（理48－49）

　理事会は，欧州大陸・北アフリカ・東地中

海地域のガバナーに対し，彼等の地区内で2

ヵ国以上に亘るロータリーの会合を開く場合

には，通貨の外国持出し禁止によって生ずる

困難解消の一方法として，又，会合の開かれ

る地区のロータリアンと，他の国からの来会

者との問に，永遠の友情をつくり上げるため，

他国からの来会者を，会合開催都市のロータ

リアンの自宅に宿泊せしめるよう，考慮すべ

きことを示唆している。勿論，どの国の通貨

に関する規則にも違反しないよう常に注意を

払うべきことは当然である。（理48－49）

　地域社会，国家及び世界の一般福祉はロー

タリアンにとって関心事である。そしてこの

ような福祉にかかわる公共問題の功罪は，ロ

ータリアンが自己の意見をまとめる上の啓蒙

手段として，クラブ会合における公正かつ理

知的研究及び討議の対象として適切な課題と

いうべきである。

　しかしながら，国家間連合会では，政治的

性質を持った世界問題又は国際政策に関して

決議乃至見解を採択したり配布してはならな

い。又これに関して団体行動を起こしてはな

らない。国家間連合会は，政治的性質を持っ

た特定の国際問題の解決のために，クラブ，

国民，政府に対して嘆願してはならない。又，

書状，演説，提案を配布してはならない。国

家間連合会は，公職に対する如何なる候補者

も支持又は推薦してはならない。又如何なる

国際的集会においてもかかる候補者の長所又

は短所を討議してはならない。（理69－－70）
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国家間の訪問（Interc・untry　V三sits）

　ロータリアンの集団によって，国家間訪問

の計画を立てたならば，関係各ガバナーに相

談し，ガバナーは又相互に相談して，お互い

に受入れることができるか或はその旅行が妥

当かどうかを協議するものとする。

　このような訪問がたとえガバナーの間で妥

当であると意見が一致した場合であっても，

この訪問は国際ロータリー又はその役員が責

任をとる如何なる意味の公式な訪問と看倣さ

れることはなく，又，訪問する方もされる方

も，明確にそのように指示，或は了解されて

いるのでなければ，その属する地区或は国家

を代表することを意味しない。

　国家間訪問の価値が認められていることを

考慮して，ガバナーは率先これを推奨しても

よく，又，そのために，国際共同委員会或は

その他のロータリアンの集団に援助を求めて

もよい。（理35－36）

　外国訪問旅行は大いに望ましいことである。

ロータリアンは，可能な時にはいつでも，こ

のような訪問の機会を利用すぺきであり，又，

これに関連して，地区ガバナーを通じて或は

R・1・事務局の援助を得て，旅行のコースに当

るクラブと連絡を取り，訪問するよう努力す

べきである。（理41－42）

国際共同委員会

　（lntercountry　Committees）

　国際共同委員会は，いくつかの国家のクラ

ブ及びロー一タリアン問の接触を確立する助け

になっている。別々の国のクラブの間でお互

いに訪問しあったり又講演者を交換したりす

ることを奨励する仕事が，この委員会の活動

であるといってよいであろう。（理35－36）

　理事会は，異なる国々の人々の間の理解と

友情を促進するという点に於て，ロータリー
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世界の他の地域同様に欧州・北アフリカ・東

地中海地域に於ける国際共同委員会の重要性

を認め，かつその継続と発展を奨めている。

　他地区と隣接しているか或は道徳的文化的

又は物質的関心を同じくする地区で，未だこ

の種の委員会を持たぬ地区のガバナーに対し，

早く設置するよう勧奨されている。但し，国

際共同委員会は，国際ロータリーからの財政

的援助なしに活動すべきものと了解されてい

る。しかし，理事会はこれらの委員会の設置

及び活動は，ロータリー・クラブ及びロータ

リー地区の独自の活動であると考える；従っ

て，この委員会に関する財政上の責任は関係

クラブ又は地区で負担するものとする。（理

37－38；50－51　；52－53；53－54；57－58）

　理事会は国際共同委員会が運営されている

地区のガバナーに対し，斯様な委員会を組織

するに当って，国際共同委員会の委員は連続

3年を越えて留任せざるものという規定を設

けるよう示唆している。（理58－59）

　欧州大陸・北アフリカ・東地中海地域のガ

バナーは，その地区内のクラブの多くが他国

のクラブとの接触を保持するために現に行な

っている良き事業を更に継続しかつ促進する

ことをクラブに奨励するよう要請されている。

理事会は，このような接触を結ぶに当って各

クラブは，同じ位の大きさで同じ程度の産業

文化をもつ町のクラブを相手に選ぶべきであ

り，又，重複を避けるために，選んだ相手に

通告する前に，地区ガバナーに相談すべきで

あることを示唆している。このような接触か

ら，できるだけ良い結果を生ずるようにする

ため，関係両クラブの全会員或は一部の会員

が，実際に相会するよう精々努力を払うべき

である。

　理事会は，欧州大陸・北アフリカ及び東地

中海地域所属のクラブで既にこのような他国

のクラブとの交歓を行なっているクラブを推

賞し，そしてすべての国のクラブも同様な活

動に考慮を払うことを奨めている。（理48一

糞
華釜
｝
要
ぎ
三
呑
郵
霧
嚢

y

ζ
婁
慈
瓢
§
、
皆
蓬
訂
F

49）

　1960年の国際大会は次の決議を採択した：

　第51回年次国際大会に参集した国際ロータ

リーは，隣接国家間に理解と親善を進展せし

めるため，特に国境に近接して両側にあるロ

ータリー・クラブの連合会及び，他の活動を

推進すべきことを決議する。　（国際大会決議

60－43）

　理事会は地区ガバナーに次のことを示唆し

ている：

　a）国際共同委員会の存在する処或は設置

すべく提案せられている処では，関係してい

る国又は1団の近接地区の地区ガバナーは，

自国と近接国間の国際共同委員会の活動を監

督しかつ推進する上に，又自国のクラブと他

国のクラブ間の接触を準備する際のガバナー

補佐として有資格ロータリアン1名の任命を

考慮すること；及び斯様なロータリアンの任

命に当っては，斯様な国際共同委員会の仕事

に継続性を保証するため，’3年以上6年以内

の任期を与えることを考慮すること。

　b）実行できる場合には，非常に離れてい

る国家間の国際共同委員会の設立及び連絡係

のコンタクト・クラブの指定を考慮すぺき

である。かつ斯様な国際共同委員会の委員は
tt

pートナー’国への訪問を考えているロー

タリアンの中から指名されるべきであること。

　c）国際共同委員会の設立された国又は1

団の近接地区における各々の地区大会におい

ては，年間の委員会活動に就いて委員長の報

告がなされ，その報告は地区の経費を以て出

版し地区の全クラブ及び中央事務局に送付す

ること。

　d）国際共同委員会は関係地区ガバナー

（複数）の諮問機関の資格においてのみ行動

するものとする。（理60－－61；69－70）

　一部の地区は地区資金を通じて支出される

人頭割寄付によって国際共同委員会資金を準

備する方法を取っている。

　かかる資金をつくるということはもっぱら

国　際　奉　仕

関係地区の問題であり，かかる資金の分担は

自発的に行なわれるべきもので入頭分担税の

形において個人ロータリアン或はクラブに強

制できないものであり，かつロータリーにお

ける会員の費用は最少限度に止めるべきこと

になっている。以上の理由から，理事会は，

ロータリーの適切な運営と発展に国際共同委

員会資金が必要と思われる場合の望ましい手

続きとして次のことを推奨している：

　　国際共同委員会委員長及び／又は選任の

　有資格ロータリアンは当該委員会又は有資

　格ロータリアンの担当業務に必要な経費を

　調査研究し，予算を作成し，それを所属地

　区のガバナー及び資金委員会又は関係地区

　ガバナーのグループに提出する。国際共同

　委員会資金又は選任有資格ロータリアンの

　ための資金に対する分担の要請は，関係地

　区ガバナー全員の承諾を得た場合に限り行

　なわれるべきである。

　　有資格ロータリアンはその任期中，資金

　管理者となり，監査ずみの計算書並びに活

　動報告を関係地区ガバナー及びその後任者

　に提出すべきである。

　理事会は国際共同委員会資金に関与してい

る地区ガバナーに対し，本資金は国際共同委

員会の財産であって，特定ロータリアンの個

人的財産ではない旨を明記した銀行預金とし

て保管することによって，当該ロータリアン

の死去の際などに委員会を保護することを考

慮するよう示唆している。（理68－69）

国境善隣会議

　（lnternational　Borderline　Meetings）

　理事会は，ロータリー・クラブ並びにその

他のものが，国境善隣会議を開いて，平和協

議会を催し，自国と隣接の国々の市民の間に

理解ある態度と善隣関係を推進するための活

動を開始することに努力するよう奨励してい
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る。（理64－－65）

国際ロータリーの他団体への参加

　（R．1．Participation　in　Other

　　Organizations）

　国際ロータリーは，加盟クラブの活動が屡

屡他の団体の活動に似ていることを認める。

然しながら，国際ロータリーの方針は，他の

団体の有用な活動に関心を持ちこれを認める

ものではあるが，如何にその活動が立派なも

のであっても国際ロータリーそのものとして

その活動に積極的に参与し又は，それを確認

することはしない。特に次のようなことは国

際ロータリー又はその加盟クラブの活動範囲

内にあると考えられていない：

　（1）他の団体の会員になること；

　（2）単にオブザーバーとしての代表をおく

　　ることを認める場合は別として，他の団

　　体の活動に団体として参加すること；

　（3）他の団体にクラブ又はロータリアンの
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名簿を提供したり，又，他の団体のため

　に文献を配布すること；

（4）他の団体の計画又は活動を賛助するこ

　と。　（国際ロータリーと他の団体に関す

　る方針の声明書162－163頁参照）

世界各国に関する文献
　（Literature　Re　Various　Countries）

　世界の各国に関する歴史的或は技術的知識

を載せた小冊子或はパンフレットの類を編集

することは，国際ロータリーのなすべきこと

ではない。というのは，このような出版物は，

既に他の権威ある筋から発行されているし，

大抵の国に関する適切な説明は図書館でわか

るからである。国際ロータリーが為すべきこ

とは，各国に於けるロータリー活動に関する

情報，或は，ロータリー活動の遂行に必要で

あってしかも他では入手できない情報の収集，

編纂，配布に当ることに限定すぺきである。

（理34－35；59－60）

奮

　

立

　　　　　　　l規定審議会（C・uncil・n　Legislati・n）

（Legislation）

　規定審議会は，3年ごとに，理事会が定め

る場所および時期に開催する。ただし，理事

会が別に定める場合を除き，同一地域内にお

いて2回以上続けて開くことができない。規

定審議会は，国際ロータリーの立法機関であ

り，国際ロータリー細則第9条に定める議員

約400名によって構成される。

　審議会は，提出された立法案件のすべてに

ついて審議，決定を行ない，その決定は，後

で，国際ロータリー細則の規定によって行な

われるクラブの議決に従う場合を除いては，

すべて国際大会の決定とされる。　（国際ロー

タリー細則，第9条，第10節（f）および（9）項参

照）

規則制定（Enactments）

　国際ロータリー定款及び細則並びに標準ク

ラブ定款の改正は規則制定という形で行なわ

れる。規則制定を提案し得るものは，クラブ，

地区大会，グレート・ブリテン及びアイルラ

ンド内国際ロータリーの審議会もしくは大会，

規定審議会及び国際ロータリー理事会である。

　国際ロータリー定款もしくは細則又は標準

クラブ定款を改正しようとする如何なる提案

も，規定審議会が開催されるロータリー年度

の8月1日までに事務総長に送達されていな

ければならない。事務総長は，その写しを規

定審議会が開かれるロータリー年度の11月1

日までに各クラブの幹事に郵送し，そして正

式に提案されたすぺての改正案を審議会に直

法

接回付すべきものとする。　（国際ロータリー

定款及び細則並びに標準クラブ定款）

　規定審議会が開催されるロータリー年度の

8月1日以後に事務総長によって受理された

国際ロータリー定款及び細則並びに標準クラ

ブ定款の改正案については，（事務総長が，そ

の改正案を事務総長に送付した旨の通知を，

郵便，電報，無電又は電話によって，8月1

日以前に受けていた場合でも）理事会は，国

際ロータリー定款及び細則並びに標準クラブ

定款の条項に照らし，これを，国際ロータリ

ー定款及び細則並びに標準クラブ定款の規定

に従って正当に提出されたものとみとめず，

したがって事務総長は次の規定審議会へも，

また国際ロータリー加盟クラブへも，審議会

の審議に付する目的で，これを回付してはな

らないものと考える。

　正当に提出された改正案の本文は，その提

案が審議される規定審議会の開催されるロー

タリー年度の8月1日までに，国際ロータリ

ー中央事務局の事務総長の許に届いていなけ

ればならない。　（理54－55）

　国際ロータリーの組織規定中，種々の提案

や文書に関する特定の日付について用いられ

ている「事務総長に提出」，「事務総長に送

達」その他類似の文言は，発送者は，当該提

案や文書類が指定されている日付までに事務

総長に受理されてその手許にあることとなる

ように時期と方法を考えて発送しなければな

らないという意味に解することとなっている。

（理63－64）

　理事会は，規定審議会の審議を求めるため

に制定案および決議案を提出するに当ってそ

の提案者は，それら提案の各々についてその
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目的を簡潔に表わした標題を付すべきこと，

ただしそれは，如何なる場合も，直接或は間

接に，その提案から結論を引き出そうとか或

はそれについて議論を試みようとするもので

あってはならないということを決定した。（理

77－78）

決議（Res・luti・ns）

　単に意見を表明するか，或は国際ロータリ

ー定款及び綱則又は標準クラブ定款を改正す

ることなしに方針又は手続きを設定又は廃止

するためにする規定審議会又は国際大会の決

定は，決議という形で行なわれる。

　決議案を提案し得るものは，クラブ，地区

大会，グレート・ブリテン及びアイルランド

内国際ロータリーの審議会もしくは大会，規

定審議会及び国際ロータリー理事会である。

　決議案は，すべて，規定審議会が開かれる

日の30日前までに，書面をもって，事務総長

に送達されなければならない。ただし，規定

審議会又は国際ロータリー理事会提案の決議

案については，審議会の会期が終わるまでは，

これを受理し，審議会でその表決を行なうこ

とができる。

非常時立法（Emergency　Legislation）

　国際ロータリー細則は次のように規定して

いる。すなわち，理事会全員の3分の2の多

数によって表明された理事会の意見として，

非常事態の存在が認められた場合は，規定審

議会および／または国際大会は，同細則の第

6条第2節に記述されている手続きに従って，

特定の制定案および決議案を審議し，決定を

行なうことができる。

　非常事態下に前述の規定に基づき規定審議

会または国際大会によって表決の行なわれる
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制定案又は決議案を採択するためには，出席

者の投票の中3分の2の賛成票を必要とする。

立法案集

　（Booklet　of　Proposed　Legislation）

　理事会は，制定案及び決議案を載せた小冊

子を1部ずつ，各加盟クラブの幹事，国際ロ

ータリーの全役員及び全委員並びにrR．1，

ニュース」の配布を受けているその他の者の

全部に配布することを承認している。各クラ

ブ及び地区大会も申込めぱ別に入手できるこ

と，又規定審議会で使用できることはもちろ

んである。　（理38－39）

　事務総長は，英語で書いた立法案の小冊子

を出版し，全クラブへ1部ずつ配布すること

及び英語以外の国語を使用するクラブのため

に，もしできれば，その国語による議案の概

要を一緒に配布することができる。　（理63－

64）

　理事会は，制定案又は決議案に関して提案

者その他から提出される付帯説明書は，立法

案集に載せる背景事情に関する記事作成に役

立つ資料としてこれを受け入れるが，必ずし

もそのままを同冊子に掲載するとは限らない

とすることに意見の一致をみた。　（Pt53－一一54

；56－57；60－61）

　加盟クラブ及び規定審議会の地区内クラブ

代表者が提出された立法案について十分な知

識を得るようにするため，国際ロータリー定

款・細則委員会が提出された立法案本文中に

不適当とみとめられるものを発見した場合に

は，立法案の提案者に対し，規定審議会に提

案しようとする改正の意図について事務総長

に報告するように依頼し，よってその意図を

審議会の開かれる前に予め加盟クラブに発表

できるように措置する。この報告は，加盟ク

ラブへの発表の関係上，当該立法案を審議す

る規定審議会が開かれる前の1月1日までに，
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中央事務局において事務総長に受理されるよ

うにしなければならない。

立法案の検討

　（Review　of　Proposed　LegiSlation）

　理事会は，

　a）国際ロータリーの立法手続きの全般お

　　よび立法案に関する詳細について，クラ

　　ブ並びに地区が関心を深め，これらに通

　　じた上で立法手続きに参加するようにさ

　　せるために，現在行なわれている諸活動

　　を強化するのみならず，新しい手段，方

　　法が考案されるべきであるとすることに

　　同意し；

　b）国際ロータリー一一の元役員，現役員及び

　　次期役員のためのロータリー一一・インステ

　　ィチゥトのプログラムに，立法案の討議

　　を含めることを勧告がつ奨励し；

　c）立法年度には，地区大会の数回の本会

　　議のうち少なくとも1回を立法案の討議

　　に当てることを，地区ガバナーに勧告

　　し；

　d）立法年度には，立法案を検討，討議す

　　るための臨時地区会合を開催することを，

　　地区ガバナー一に奨励する。　（理71－72）

　理事会は，国際ローnyタリ　・一における組織規

定の制定に至るまでの一段階として，ロータ

リ　・一・クラブは，立法案について，およびそ

れら立法案の一つ一つに対して規定審議会が

行なった決定について討議する目的のために，

他のロータリ　一一・クラブと自由に接触できる

こと，かつまたかようなクラブ同士の接触は，

国際大会決議29－12に記述されている，クラ

ブ間の接触について定めた制限の枠外にある

と看倣されるものとすることを決定した。
（理75－一一76）

立

立法案を検討するための地区会合

　（District　Meetings　to　Study

　　　　　　　　Proposed　Legislation）

法

　理事会は，1）　国際ロー一タリー規定審議会

で審議される立法案の正しい理解をはかり，

2）　規定審議会への地区内クラブ代表者が立

法案の各案件に対する見解についてクラブの

総意を知ることができるようにするため，各

地区のガバナーが，立法案の審議が行なわれ

る年度に，地区内各クラブの代表を招集して

地区会合を開催することを勧める。

　理事会は，規定審議会のクラブ代表議員及

び国際大会へのクラブ代議員（該当者がいる

場合）に対し，審議会や国際大会に参加し，

かつ，立法案に対する地区内クラブの総意の

みならず，これに関する審議会及び国際大会

における討議も考慮した上，各自の最善の判

断に従って投票することを認めるということ

は，国際ロータリーにとって最大の利益とな

るものと信ずる。従って理事会は，規定審議

会のクラブ代表議員および国際大会へのクラ

ブ代議員（該当者がいる場合）が，立法案に

対する賛成もしくは反対の投票を拘束する指

示によって，その行動を制約さるべきでない

とすることに意見の一致を見た。（理69－70）

規定審議会へのクラブ代表者

　（Representatives　of　Clubs　on

　　　　The　Council　on　Legislation）

　理事会は，各地区において，規定審議会へ

の地区内クラブの代表としての任務を行なわ

しめるために，有資格者のうちから，最も適

格で経験の豊かなロータリアンを選抜するこ

とが望ましいと考える。（理67－68）

　理事会は，規定審議会への地区内クラブ代

表者の選挙が，指名委員会手続きによる場合

にも又はその他の場合にも，規定審議会の議
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員の任務を遂行し得る，最適格者が選出され

るような方法で行なわれることが重要であ

る，と強調する。

　国際ロータリー細則（第9条第2節）は，

規定審議会のクラブ代表者は次の任務を有す

るものとしている：

　1．地区大会やその他の地区会合で，立法

　　案を討議すること；

　2．　ロータリーの問題に関する現在の自分

　　の地区内の意向をよく知っておくこと；

　3．審議会に提出された制定案および決議

　　案のすべてに批判的な考察を加え，審議

　　会に自分の見解を適確に伝えること；

　4．　国際ロータリーの公正な立法当務者と

　　して行動すること；

　5．審議会の会議に，会期の全部を通じて

　　出席すること；

　6．審議会終了後，審議会で行なわれた審

　　議について地区のクラブに報告をするこ

　　と。

　細則は，さらに規定を設け，ロータリアン

が審議会のクラブ代表議員となることを認め

られるためには，審議会のクラブ代表議員の

資格要件および任務をよく調べたうえ，次の

ことをしたため，これに署名した念書を事務

総長に提出しなければならないとしている；

　1．審議会のクラブ代表議員の資格要件，

　　任務および責任をはっきりと心得ている

　　こと，

　2．前記の任務および責任を引受け，それ

　　を誠実に履行するための資格要件，意思，

　　および能力を有すること；

　3．審議会の会議に，会期の全部を通じて

　　必ず出席すること。

規定審議会の手続規則　（Rules・f　Pr・ce・

　dure　for　Council　on　Legislation）

国際ロータリー細則は，その第9条第10節
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（a）項で，規定審議会はその都度，審議の進め

方を律するために必要と考える規則を採用す

るものとする。但し，かかる規則は細則の他

のすべての規定と調和するものでなければな

らないと規定している。1977年の国際大会で，

規定審議会は，その審議の進め方を律する手

続規則として，国際ロータリー理事会が国際

ロータリ・一の諸会合で使用するよう推奨して

いる規則に審議会が改正を加えたものを採用

した。　（183－191頁理事会推奨の会議運営手

続規則参照）

議事録（Record　of　Proceedings）

　中央事務局には，審議会の議事を逐語的に

記録したものが，参考用図書として綴じ込み

にしてあり，ロータリアンは誰でも，それを

調べたり読んだりすることができる。ロータ

リアン又はロータリー・クラブから規定審議

会の逐語的議事録の一部又は全部の写しを求

めてきた場合には，事務総長が，原文の写真

複写を，その1頁当りの事務局内作成費によ

って計算した実費で，ロp・・一タリアン又はロー

タリー・クラブの希望に応じることになって

いる。　（理56－57；62－一一63）

立法案提出の方法

　（Method　of　Proposing　Legislation）

　立法案はすべて国wa　n・一タリ　・一　it款及び細

則並びに標準クラブ定款の規定に合致したも

のでなければならない。又，現行の組織規定

又は以前に採択された決議による規定で今な

お効力を有するものと重複してはならない。

　クラブが規定審議会に立法案を提出しよう

とする場合の手続きを以下に示すと：案件は

先ずクラブ例会で理事会からクラブに提出さ

れなければならない。その制定案又は決議案
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がクラブで採択されたら，その案がこれこれ

の日時の例会において正式に採択されたもの

であることを証明するクラブ会長及び幹事の

署名した書簡を添えて国際ロータリー事務総

長に送付する。この証明書に，立法案を提出

するに至った事情としての理由や事実をくわ

しく述べながら注意深く作成された説明書が

ついていれば大いに役立つであろう。

　地区大会で規定審議会に制定案又は決議案

を提出することに決定をみた場合には，ガバ

ナー及び地区大会幹事が国際ロータリーに対

して行なう地区大会公式報告の中に，これに

関する報告も含めるようにしなければならな

いo

　更に，その公式報告書には，かかる提案と

他の同様な性質の立法案とを一括にすること

を認可し，かつ，提案者の当然の義務である

その他の措置を採るために，地区大会に代わ

立 法

ついて審議会議員の3分の2の同意を得た場

合でなければ，これを審議会に回付してその

審議に付することを得ないものとする。

　理事会は，国際ロータリーの会長及び事務

総長に，理事会に代り，国際ロータリー細則

に規定されている前述の手続きに従って，す

ぺての立法案を審査する権限を与えている。

（理51－52）

　制定案又は決議案の提案者は，規定審議会

の審議を求めるため提出する議案の本文を，

適切な書式と内容によって作成する責任を負

う。理事会は，細則の規定に基づき，国際ロ

ータリーの定款・細則委員会からの勧告があ

ったときは，提案者にその制定案本文の不適

当な個所について通告し，提案者が必要かつ

望ましいと考えるような方法でその制定案本

文の不適当な個所を調整するのを助けること

ができる。更に，定款・細則委員会は，規定

り得る権限を地区ガバナーに付与する規定を　　審議会の審議を求めるために提出する前に，

含めなければならない。　”

　R．1．細則第9条第10節（c）項は，制定案は

すべて，事務総長によって審議会に回付さる

べきこと，但し，R．1理事会は，制定案本

文の全部を点検し，定款・細則委員会の勧告

に基づき，それらの制定案の本文の中に不適

当の箇所があればこれを提案者に通告しなけ

ればならないこととしている。

　R．1．細則は更に，R．1．理事会は，すべ

ての決議案の本文を点検し，そして決議案は

規定審議会の審議を求めるために提案された

ものである点を考慮して，事務総長に対し，

理事会が国際ロータリーの計画の枠内にある

ものと決定した決議案を審議会へ回付するよ

う指示するものとすると規定している。理事

会が，定款・細則委員会の勧告に基づいて，

決議案が国際ロータリーの計画の枠内のもの

でないと決定した場合は，審議会の開会に先

立ち，その旨を提案者に通告しなければなら

ない。そして，その決議案は，その提案者が，

当該決議案を審議会において審議することに

制定案および決議案の案文の起草，訂正およ

び修正に際し，要請があった場合は，クラブ

および地区を援助するよう認可されている。

（理79－80）

　理事会は，ロータリー・クラブ又は地区が

組織に関する規定の改正を必要もしくは望ま

しいと考える場合，その改正を行なうための

立法案は，理事会でなく，当該クラブ又は地

区がこれを発議すぺきであるとする考えであ

る。　（i理70－71）

様式（Form）

立法案は，次のような様式で提出する慣例

になっている。

制定案

（簡潔に提案の要旨を書く）

提案者
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第＿回年次国際大会において，国際ロ

ータリーは，　　　　　（定款，細則等改

正にかかわる規定名を掲げる），第＿条

策＿節を，第＿条第＿節中の＿
＿という字句を削除し，代りに次の字

句を挿入することによって改正する：

（新本文を記載）＊

決　議　案

（簡潔に提案の要旨を書く）＿

提案一9＿＿＿

　第一＿回年次国際大会において，国際ロ

　ータリーは次の如く決議する：

　（以下決議案文を記載）＊

賛成および反対
（SupPort　and　OpPosition）

制定案および決議案の提案劃生漉些重提

案を事務総長が規定審議会の議畳廻阯塾

ことを賛成する，1頁以内の資料を提出する

よう勧められている。制定案に反対した資魁

空彊議会の議員葉堤出』と墾とするロータリ

アンは，かかる資料を厘璽左めに裏務総長

へ提出できる。ただし，その資料もLL璽墜内

に制限し，かつ，審議会遡かれ趣2皇務
総長が定める締切日までに提出するものと玄

る。

理事会に対する建議案

　　　　（Memorial　to　Board）

　クラブ又は地区大会は，制定案又は決議案

を提出する代りに，案件に関し，書面を理事

会に提出し，これについて適当と認められる

＊　制定案及び決議案には，提案の経緯及び趣旨に関す

　る説明書を添f寸する。
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措置を理事会に任せることによって，その目

的を達することとする取り決めを行なうこと

ができる。

1910年から1942年に至る国際大会決議

の状態（Status　of　C・nventi・n

　　　　　　　　Resolutions，1910－1942）

　クリーブランド国際大会に於ける決議の成

文規定化：1925年現在に於て，1910年から

1924年までの問に国際大会で採択された決議

は数百に及んでいた。

　1925年（クリーブランド）の国際大会は決

議25－17を採択したが，その中で前記の決議

の内から約25を挙げて，これらを「国際ロー

タリー定款及び細則中の基本的な規定を解釈

及び補足するものとして完全に効力を有す

る」ものとすると同時に，「その他の187の決

議」については，すぺて，その目的を果たし，

もはやR，1．の役員又はR．1．のクラブに対

して拘束力を有しないものとする旨を宣言し

た。

　ダラス国際大会に於ける決議の成文規定

化：1929年，ダラス国際大会は決議29－12を

採択し，クリーブランド国際大会の決議25－

17で有効なものとして列挙された25余りの決

議の原文を廃止し，これらの決議を規定化し

て編集したものをもってこれに代えた。

国際大会決議の審査

　（Survey　of　Convention　Resolutions）

　1941年，デンバー国際大会は次の決議を採

択して，理事会が，随時，国際大会決議のう

ちの特定のものにつき，その効力を失ったも

のとする決定を行なうことができるようにし

た。即ち，

　「第32回国際大会に参集の国際ロータリ　一一

1
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は以下の通り決議する。国際ロータリー理事

会は，国際大会で採択せられ現に効力を有す

る決議の内で，いずれが儀礼的もしくは一時

的なものと考えられるか，いずれがその後に

制定されたものによっておきかえられ，従っ

てもはやその効力をみとめる必要がなくなっ

ているか，又は，その決議が採択せられた国

際大会の議事録以外には手続要覧その他の国

際ロータリーの出版物に載せる必要のないも

のかについての判定を随時行なう権限を有す

るものとする。この場合において，前記のよ

うな決議に関する理事会の決定が，会長又は

事務総長により，この決定の行なわれた年度

の終りに於ける国際大会に対する報告で，加

盟クラブに了知せらるぺきことは言うまでも

立 法

ない。」（デンバー国際大会決議，41－8）

　前述の決議41－8に基づき，理事会は，1941

－42年度およびその後4回にわたって国際大

会決議の審査を行なったが，その結果，審査

した決議のうち，あとで廃止され，改めて制

定されたものによっておきかえられたもの，

またはすでにその目的を果していてもはやそ

の効力の存続をみとめる必要のなくなってい

るものが決定された。理事会の行なった国際

大会決議審査の記録については，その全文が，

1942年6月のR．1．理事会，1971年4．月一5

月のR．1．理事会，1973年4月一5月のR．1．

理事会，1975年5月一6月のR．1．理事会，

および1978年2月のR．1．理事会の各議事録

に収められている。
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ロータリー・クラブの会員身分

（Membership　in　Rotary　Clubs）

国際ロータリー細則（第3条）には会員の

種類は，正会員，シニア・アクチブ会員，パ

スト・サービス会員及び名誉会員の4種類と

する旨規定されている。

　会員の資格条件，会員身分の持続，会員選

考委員会及び会員増強委員会の任務，会員選

考の方法等については国際ロータリーの定款，

細則及び推奨クラブ細則にその規定が見られ

るであろう。

　理事会は事務総長に対し，各クラブが国際

ロータリ　一一の定款及び細則に示されている会

員身分及び職業分類の必要条件を充たしてい

ない人を入会させることについて，屡々警告

を発するよう要請している。

二重会員（Dual　Membership）

　何人も，同時にいくつかのクラブにおいて，

正会員，シニア・アクチブ会員，又はパスト

・サービス会員となることを得ないものとす

る。　（国際ロータリ　・一細則第3条，第旦節）

会員身分は個人のもので会社のもので

はない

　（Membership　Individual－Not　Firm）

　ロータリー・クラブの会員身分はあくまで

個人個人のものと考えられるぺきであって，

個々の会員が代表している共同企業体（Part－

nership）又は法人（CorpOration）のもので

はない。

（ダラス大会決議29－12，第3条，第1節）
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会員の事業場又は住居はクラブの区域　　S

内になければならない

　（Business　or　Residence　Must　Be

　　　　　　　Within　Territorial　Llmits）

　クラブの各正会員は，クラブで分類される

職業に，自ら親しくかつ現実にたずさわって

おり，そしてその事業場又はその住居がクラ

ブの区域限界内にあることを要する。ただし

別段の規定による場合はこの限りではない。

（ロータリー・クラブ定款第5条，第2節）

　ロータリー・クラブが事業場乃至は住居を

基準とする正会員に関する標準クラブ定款の

規定を実施する場合の参考並びに指針として，

理事会は，クラブが正会員候補者を審査する

に当って他の条件がすぺて同等である場合に

は，クラブで分類される予定の職業にクラブ

区域限界内で自ら親しくかつ現実にたずさわ

っており，かつ又その事業場をクラブの区域

限界内に持つ候補者を優先させるべきことと

するとの公式見解を記録する。　（理68－69）

　ロータリー・クラブの正会員身分に関連し

て述べられる「事業場」とは，正会員又は推

薦されている正会員候補者が通常彼の実業又

は専門職業活動をなし，責務を果たす所を指

すものと了解されている。（理61－62）

　理事会は，ロータリー・クラブの正会員の

資格条件に関する定款細則中に用いられてい

る「住居」という語及び所属クラブの区域限

界内或はその周辺地域内に居住するロータリ

アンという語句は，その個人の主たる居住地

を指すものと了解されている。　（理69－70）
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アディショナル・クラブの会員

　（Membership　in“Additional”

　　　　　　　　　　　　Rotary　Clubs）

　国際ロータリー細則第1条第1節の規定に

従い，或るクラブがアディショナル・クラブ

結成を承認するためその所在する市行政区域

の一部を放棄し，そしてその元のクラブがア

ディショナル・クラブの区域内からその事業，

経営任務又は専門職業としての活動が全市，

全区又はその他の自治体全区域にわたる者を

会員として入会せしめる権利を保留しかつ行

使する事情の下においては，アディショナル

・クラブも，その事業，経営任務又は専門職

業としての活動が全市，全区又はその他の自

治体全域にわたる者も含めて，アディショナ

ル・クラブの区域内に事業場又は住居を有す

る如何なる有資格者をも，適当な職業分類の

下に，その会員に選ぶことができる。斯様な

場合には両クラブとも国際ロータリー細則第

3条第6節の規定に十分注意して同一人が2

クラブ以上の正会員，シニア・アクチブ会員，

又はパスト・サービス会員にならないように

しなくてはならない。　（理59－60）

　クラブの正会員は，クラブの区域限界内に

その事業場も住居も持たなくなった場合でも，

新しい事業場又は住居がクラブの存在する市

の行政区域内又は隣接クラブの区域限界内に

あれば，その会員身分を保持することができ

る。

他の団体の会員

　（Membership　in　Other　Organizations）

　ロータリアンは他のサービス・クラブに入

会して，その関心と精力を分散することは遠

慮すべきである。（ダラス国際大会決議29－

12，第3条，第4節）

　ロータリー・クラブにおける会員の責任を

会　員　身　分

果たすためには，ロータリアンは他の奉仕ク

ラブ又は同種の団体の会員となってはならな

い。（理60－61）

　ロータリアンが他の奉仕クラブ又は類似団

体の会員となることに関するダラス国際大会

決議及びそれ以前の国際大会決議，及び，ロ

ータリー・クラブ理事会が十分な理由ありと

認めた時は，理事会はその会員の身分を終結

せしめることができるという標準クラブ定款

の規定に考慮を払う時，ロータリー・クラブ

理事会は，所属クラブ会員が他の奉仕クラブ

又は類似団体においても引き続き会員であっ

たために，所属ロータリー・クラブに対する

義務を果たさなかったと理事会が判断した場

合それは，その会員の身分を終結せしめるに

十分の理由と看倣すことができる。（理60－－

61）

公職者の会員身分

　（Membership　of　Public　Office　Holders）

　クラブの正会員で一定の任期をもった公職

に選挙又は任命された者は，その公職に在任

中，前記の選挙又は任命の直前に本人がクラ

ブにおいて代表していた職業分類の下に，引

続き正会員としての身分を保持することがで

きる。　（国際ロータリー細則第3条第9節）

名工（Skilled　Craftsmen）

標準クラブ定款の枠内に於て，そこに規定

された条件に合致する技術のすぐれた名工を

ロータリー・クラブに入会させる規定はでき

ているのである。従って，その技術以外の点

に於て入会の資格を十分有する名工をクラブ

に入会させるために，この規定を修正する必，

要はない。　（理45－46）
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「移籍会員」（“Transferred　Members”）

　ロータリー・クラブの会員がその会員身分

を或るロータリー・クラブから他のロータリ

ー・ Nラブに移籍できるという規定は何処に

もない。

　一つの都市から他の都市に移転する会員が，

ただ移転したという事実だけによって，移転

先の都市のクラブの会員たり得るという所謂

「移籍会員」という会員身分を確立すること

は，各クラブの会員選挙に関する自主性を冒

すものであり，又職業分類による会員身分の

原則に反して，職業分類が二重になる結果を

来たす場合が多い。理事会は，職業分類の重

複を生ずるような，ロータリー・クラブにお

ける如何なる会員身分規定にも賛成しない。

（理38－39；61－62）

　国際ロータリー細則には，ロータリー・ク

ラブはその職業分類を保持している会員の承

諾を条件として，かつていずれかのn一タリ

ー・ Nラブの正会員であった者で，その現実

にたずさわっている事業の場所又はその住居

がそのクラブの区域限界内にありかつ他の会

員たるぺき資格条件が備わっている者をアデ

ィショナル正会員に選ぶことができる。但し

斯く選ばれた如何なる会員も，元所属クラブ

において分類されていた職業分類下でそのク

ラブ区域限界内にて現実に職業活動に従事し

なくなったという唯一の理由により退会した

のでなければならないと規定している。然し

これは「移籍会員身分」を規定するものでは

ないのであって，この規定によるアディショ

ナル正会員の選挙はあくまでも彼を選挙し得

るクラブの意志によるものである。

　クラブの区域限界外へ移転する正会員に対

しては，移転先の地域社会にあるロータリー

・クラブを訪問し，そのクラブの人々と知合

いとなるために，クラブ理事会の承認により，

1ヵ年を越えない期間の特別賜暇が与えられ’

る。但し同一の職業分類の下に現実に活動し，
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出席その他ロータリー会員としてのすべての

義務を守り続けることが条件である。会員身

分の終結は，許可された賜暇期間の終了後初

めて発効するものとする。　（ロータリー・ク

ラブ定款第8条第2節（a）項）

　地域社会に元ロータリアンが移転して来て

おり，かつ彼が会員に選挙され得る有資格者

であることを当該地域のクラブが知ることが

できるよう，各クラブの役員は，適当と思わ

れる場合，判明している元会員の移転先の地

域社会のクラブへ斯様な元会員に関する情報

を提供するよう奨励されている。（理65－66）

国籍別のグループからの会員

　（Membership　for　Men　of

　　　　　　　　　Various　Nationalities）

　理事会は，国籍の違った人々のグループ

（外国で生まれた者又はその子孫）が存在す

る都市のクラブが，その都市内のそれらの人

人を同化する手段として，これらのグループ

からロータリアンたる資格を十分に備えてい

る人々を入会させるよう考慮を払う方がよい

との示唆をしている。この目的とする処は，

彼等をクラブに入会している国籍の異なる人

人とより親しくさせ，かつ彼等がその所属グ

ループの他の人々に対しても有益な影響を与

えてその交際範囲をグループ内に限定せず，

その住んでいる国の不可欠な国民ということ

を自覚させるためである。

　このことを行なうための手段はロータリー

・クラブの会員資格に関する規定の申に既に

含まれているから，特別な規定を設ける必要

はない。只都市内に住む国籍を異にする人々

から会員を求めることが望ましいという点に

クラブの注意を向けたというのが理事会の考

えである。　（理44－一一45）
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名誉会員（H・n・rary　Membership）

　各クラブは名誉会員の資格をロータリーの

理想推進に著しい功績のあった人だけに限り，

これを濫用しないようにすべきである。名誉

会員の地位はロータリー・クラブが与え得る

最高の栄誉であり，従って特別な場合にのみ

与えられるべきものである。もし名誉会員を

勝手にどんどんつくるようなことがあると，

ロータリーの会員選考の規定を如何に完全に

守ろうとしても意味のないものになろう。

（理52－53）

ロータリー財団学友に対する会員身分

　（Membership　for　Rotary　Foundation

　Fellowship　Alumni）

　職業分類による会員身分の基本原則の枠内

において，元ロータリー財団奨学生がやがて

彼の職業上の基礎の下にロータリー・クラブ

の会員としての資格を生ずることは十分期待

できることである。然しながら，ロータリー

財団学友のために斯様な名の下に特種の会員

身分とか職業分類を設定することはロータリ

ーの職業分類の原則と一致しないが故に望ま

しくない。　（理58－59；61－62；66－67）

　ロータリー財団奨学生を奨学生たるの故を

以て名誉会員に推薦せんとすることは甚だ望

ましくなb。　（理52－53；58－59）

fi－一のクラブで同時に正会員及び名誉

会員になること　（Active　and　H・n・rary

　Membership　in　Same　Club）

　同一のクラブで同時に正会員と名誉会員を

兼ねることは，そのような会員の権利，特典，

責任を決定するに当ってクラブ内に常に混乱

を引き起こす因になる。しかし，標準クラブ

会　員　身　分

定款，又は国際ロータリー細則のいずれにも，

同一のクラブで同時に正会員と名誉会員を兼

ねてはならないという規定はない。けれども，

それらの文書の意図する処はこのような二重

会員となってはならないことを明らかに示し

ているように思われるのである。（理38－39）

名誉会員の特典

　（Privileges　of　Honorary　Membership）

　クラブ会員候補者を推薦する特典を名誉会

員が持つことは，国際ロータリー定款の規定

の精神に惇るものと考えられているので，そ

の特典を名誉会員に与えることは許されない。

そして各ロータリー・クラブは，会員候補者

の推薦はクラブの畷疵なき正会員，シニア・

アクチブ会員又はパスト・サービス会員によ

ってのみなしうるという規定を設けるように，

その細則を改正するよう示唆されている。

（理60－61）

シニァ・アクチブ会員

　（Senior　Active　Membership）

　理事会（1954－55）及び1964年の国際大会

の決定を説明している次の声明書は国際ロー

タリー細則のシニア・アクチブ会員身分に関

する規定をクラブが適用するに際し参考とな

りかつ手引きとなるものである：

1

2

シニア・アクチブ会員身分に関する国際

ロータリー細則の規定は標準クラブ定款

を採用したクラブに対して強制的なもの

である。然しながら，標準クラブ定款の

下に運営されていないクラブに対しては

強制的ではないがそれらのクラブもこの

規定を採用することが期待されている。

若し正会員（職業分類をもつ）がシニア・

アクチブ会員になった場合には，その人

137

輝バ．

　
鱗

i
、
㌔
｝
　
箸
“
㍉
’
r
4
ん
雲
、
’
寧

鱗　
鞭

　
　
　
．
醸
羅 一



1
・
f

撫
｝鍵摂

！’

誓「

鰻、

　　のアディショナル正会員は自動的に正会

　　員となり得ないのみならず，そのアディ

　　ショナル正会員の身分も終結する。但し

　　クラブがその人を直ちに入会せしめるこ

　　とを選ぶならば勿論その人は直ちに正会

　　員となぢ。

3．若しアディショナル正会員が正会員にな

　　った場合（その人の推薦者である正会員

　　がシニア・アクチブ会員になった後で）

　　には，その人は自分のアディショナル正

　　会員として，自分と同じ職業分類の実業

　　または専門職業に現実に従事している者

　　から1名を推薦する権利を有する。

4．アディショナル正会員はシニア・アクチ

　　ブ会員になれる。斯様な場合，その推薦

　　者である正会員はそのまま正会員として

　　職業分類を継続保持して行くものであり，

　　クラブは他の資格ある者を同一職業分類

　　のアディショナル正会員に選ぶことがで

　　きる。

5．　シニア・アクチブ会員身分の条件の中に

　　示された「15以上」「10以上」又は「5

　　以上」の年数は連続的であることを要し

　　ない。

6．　シニア・アクチブ会員がその職業から引

　　退したということはその人のシニア・ア

　　クチブ会員の身分に何等影響しない。

7．正会員がシニア・アクチブ会員となり，

　　その後他の正会員の保持している職業分

　　類と同一職業に変ったとしても，その人

　　は，規定上，シニア・アクチブ会員とし

　　てクラブにおける会員身分を持続できる。

8．元ロータリアンがシニア・アクチブ会員

　　に選ばれるためには，かつてシニア・ア

　　クチブ会員であったか，或は会員でなく

　　なった時に既に国際ロータリー細則に定

　　められた規定によってシニア・アクチブ

　　会員となれる条件を備えていた者でなけ

　　ればならない。

9．　シニア・アクチブ会員は，出席条件その
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他の会員としての義務を果たす限り，何

処に住居を持つに至ってもそのシニア・

アクチブ会員身分を続けることができる。

　　　　　　（本声明書了）

シニア・アクチブ及びパスト・サービ

ス会員のバツジと職業分類

　（Classi丘cation　on　Badge　of　Senior　Active

or　Past　Service　Member）

　理事会は，シニア・アクチブ及びパスト・

サービス両会員のバッジには，「シニア・アク

チブ」又は「パスト・サービス」の文字の下

に，括弧で囲んだ（前職業分類　　　　）と

いう欄を設け，その会員がシニア・アクチブ

又はパスト・サービス会員になる直前まで，

保持していた職業分類を書きこむようにし，

更にこの職業分類をクラブ会員名簿やその他

氏名，職業分類を必要とするクラブ記録類に

書き入れておくよう示唆を与えている。　（理

45－46）

英本国及びアイルランドに於ける元役

員とシニア・アクチブ会員資格

　（Senior　Active　Membership　of　Past

　　Ot丑cers　in　Great　Britain　and　Ireland）

　1941－42年度理事会は，R．1．B．1．審議会が

シニア・アクチブ会員資格に関する国際ロー

タリー細則第3条第1節の規定中の「クラブ

の正会員で国際ロータリーの現役員であるか

元役員であった者は自動的にかつ直ちにシニ

ア・アクチブ会員となるものとする」という

条項に対して下した解釈に同意した。その解

釈に従って，英本国及びアイルランド地方に

関しては，RI・B・1．審議会の選挙される役員

並びに英本国及びアイルランドの地区ガバナ

ーで1938年7月より後に退職した者に上記の
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規定が適用されることになる。

　国際ロータリーでの過去の役職に言及する

ときは常に，地区ガバナーとしての元の奉仕

という言葉には，グレー一一ト・ブリテン及びア

イルランドにおける国際ロータリー代表とし

ての，元の奉仕も含まれると解されるものと

する。　（理66－67）

再建されたクラブに於けるシニア・ア

クチブ及びパスト・サービス会員身分

　（Senior　Active　and　Past　Service

　　Membershlp　in　Re・Establis　hed　Clubs）

　理事会はシニア・アクチブ及びパスト・サ

ービス両会員身分に関する定款の規定を変更

する権限を有しないことを認める。然し乍ら

戦争のため国際ロータリーへの加盟が取り消

されたクラブが遭遇する困難に対する緊急の

措置として，これらのグラブが再建された場

合，もし希望があれば，そのクラブが国際ロ

ータリーに加盟していなかった期間をもシニ

ア・アクチブ及びパスト・サービス両会員身

分を定める際に加算することを考慮してもよ

い。　　（理45－46）

会員数の最小限

　（Minimum　Number　of　Members）

　理事会は以下の如き方針を確立している：

　ロータリ　一一年度の最初の月に於てロータリ

ー・ Nラブが会員数20名未満と報告した場合

には，地区ガバナーは同クラブと連絡して会

員数減少の理由を訊し，再興について如何な

る手段が講ぜられているかをたしかめるもの

とする。

　地区ガバナーは，その調査の結果を国際ロ

ータリー会長に報告し，かつ会員数の問題の

解決に対して，如何なる援助をクラブに与え

会　員　身　分

たかを簡単に述べるものとする。（理53－54；

62－63）

クラブの内部的拡大

　（Extension　Within　the　Club）

　国際ロータリーの事務総長及び役員はクラ

ブの内部的拡大の重要性に重点を置くよう，

特に次の諸点を強調するよう要請されてい

る：

　（1）会員選考及び職業分類両委員会のメン

バーはその任期に継続性をもたせる事が望ま

しいこと；

　（2）クラブ所在都市において有用であり，

かつクラブ内に代表されるべき職業の調査を

屡々行ない，これと関連して最新の充墳及び

未充墳職業分類表を永続的に作成，維持する

こと；

　（3）未充墳の職業分類をクラブに発表する

場合は，それらを全部記載したリストにせず，

数個ずつ発表するようにすること。　（理39－

40）

　理事会は，あらゆる活動分野におけるより

効果的な奉仕を目標とする，特別の継続的会

員育成強化計画を考案し積極的に実行するた

めの基礎として，最新の職業分類表を作成整

備しかつ利用することをロータリー・クラブ

に奨励し続けるべきであると決定した。最新

の充填未充墳職業分類表の使用は会員増強に

不可欠のことであり，かつ成果のあがる会員

増強の原型をつくり出すのに役立つ筈である。

（理69－70；74－75）

　理事会は，ロータリー・クラブにおける会

員増強に関して次の声明を採択した：

　ロータリー・クラブが地元地域社会と完全

なつながりを持ちかつ地域住民の必要事項に

応えるためには，クラブの区域限界内に居住

する適格な人物を一人残らず会員に迎えるこ

とが重要かつ必要である。従って，クラブが
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勝手に会員数を制限したり，或は，会員増強

に無関心なため，もしくはクラブ会員増強の

タイプについてまたは新会員の推薦および同

化に関する手続きについての情報もしくは理

解が不足しているために会員を増強できない

ということは，全くロータリーの原則に反す

ることである。

　重要なことは，各クラブが，適切な純増員

数を確保できるような会員増強のタイプを設

定しこれを維持することである，そして各ク

ラブは，会員数の増加ということは，会員の

質の低下につながるものでもなければ，その

ような結果をもたらすことになってはならな

いということを認識しつつ，会員増強に対し

て積極的な姿勢を取るべきである。会員増強

は常に，クラブが，ロータリーのプログラム

推進に確実に寄与してもらえると思われる真

に適格な人物を会員に選挙することによって

のみ達成されるぺきものである。

　ロータリーの目的の本質は，個人による奉

仕の理想の実践という責任の受諾ということ

にある。重要なことは，個々のロータリアン

が，この責任の中にはロータリアンひとりび

とりが他の人たちとロータリーを分かち合い

かつ適格者をロータリー・クラブ会員に推薦

することによってロータリ　・一の拡大に助力す

るという義務が含まれていることを認識する

ことである。　（理75－76）

クラブ会員の増強

　（Club　Membership　Development）

　理事会は

　1）地区ガバナーに以下の任務を担当する

地区会員増強委員会の設置を奨める：

　　a）クラブの会員増強委員会特に会員数

　が減少しつつあるか或は殆ど又は全く増加

　していないクラブの会員増強委員会と直接

　に協力活動すること；
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　　b）地区の会員増強の進展に関する情報

　をあらゆる地区集会並びにロータリー地域

研究会に提供し，又求められた場合はそれ

　らの集会やクラブにおいて会員増強に関す

　るプログラムを提供する責任を負うこと；

　　c）地区会員増強委員会の目標達成に適

　切と考えられるその他の活動をなすこと；

　2）地区ガバナーに，会員増強のための諸

活動に関連して分区代理をより効果的に利用

するよう，そして任命したならば，会員増強

に関する分区代理の任務と責任の範囲を明確

に定めるよう奨励する；

　3）　クラブ幹事に会員減少の原因について

の情報を地区ガバナー並びに地区会員増強委

員会に提供することを要請する。そして次に，

地区ガバナー及び地区会員増強委員会にクラ

ブの会員減少防止の援助策を講ぜしめる；

　4）　実行可能な会員増強方法として，　「5

名で1名の新会員」計画として知られている

次の計画を強調する；

　各クラブ会長はクラブ会員を5名ずつのグ

ループに分ける；各グループの構成は，でき

れば，新会員1名，古参会員1名，元会長，

現又は元理事，委員会委員長各1名とする；

各グループ毎に会合し司会者と幹事を決める。

　司会者と幹事の指名後できるだけ早く各司

会者は自宅又は彼が選んだ他の場所で会合を

開くこと。各グループはその会合で

　　a）そのロータリ　一一年度内に，なるべく

前半6ヵ月間に1名の新会員を確保するた

めに；

　b）グループのメンバーに，プログラム

や計画に関するアイディアを発表しその具

体策を考案すること，又クラブの健全性と

成長と福祉を助長するようなクラブの管理

及び活動面に関する提案乃至建設的批判を

発表することを奨励する。そしてそれらの

提案や勧告はすべて，クラブ理事会へ提出

のため，各グループ幹事が正式な書式にま

とめるべきである。
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　　クラブ会員増強委員会（又はクラブ会長

　が任命する委員長）は全グループ並びにプ

　ログラムの大綱を監督しかつ以下の事項を

　見届ける責任を持つべきものとする：

　　a）司会者と幹事の指名後速やかに会合

　が開かれているか；

　　b）プログラムが推進されており，かつ

　各グループからの勧告事項が会長及び理事

　に達しているか；

　　c）各グループは適格な候補者を推薦し

　ているか；

　5）地区ガバナーに対し，クラブに会員増

強委員会を設けかつそれを積極的に活動させ

ること，そしてクラブ会員増強委員会による

会員候補者推薦ということは決して，会員個

人の新会員推薦の責任を解除するものではな

い点をクラブに力説することを勧奨する；

　6）居住地に基づくロータリー・クラブ正

会員身分の規定は，国際ロータリー出版物を

通じ又地区協議会や地区大会のプログラムに

おいて続けて発表されるべきこと，及びクラ

ブがこの会員増強方法を理事会の推奨する範

囲内で利用するのを援助すべきことを決定す

る；

　7）会員の増加と若い熱心な会員を獲得す

る方法としてアディショナル正会員規定の利

用を最も強調することを決定する；

　8）地区ガバナーに対し，ロータリー・ク

ラブ情報委員会が例会，炉辺会合，フォーラ

ムにおいて又クラブ会報を通じて会員に情報

を伝えることに更に努力するよう激励するこ

とを要請する；

　9）地区ガバナーに対し，最高の増加率を

示したクラブを適切に表彰することを考慮す

るよう要請する。　（理69－一・－70）

　クラブの会員増強委員会の任命に当っては，

推奨ロータリー・クラブ緬則に定められてい

る手続きに基づいて，委員会委員に継続性を

持たせる規定を設けることを勧めたい。（理

69－－70）

会　員　身　分

　より適格な候補者を入会させかつ退会者を

減らすための手段として，理事会はクラブに

次のことを奨励する。　　　　　　　　，

　1）　内部的拡大のために現行規定を十二分

に利用すること；

　2）　クラブの社会奉仕活動を常にその地域

社会の必要に合致させかつ奉仕を更に一層有

意義なものとすることに絶えず努力するこ

と；

　3）個々の会員を効果的に参加させるよう

なそして会員の関心を引きつけるようなクラ

ブ活動を行なうこと。

　更に理事会は，

　1）　各クラブが会員増強におけるそれぞれ

のタイプを調べ，満足すべき成果をあげてい

るか否かを検討し，それから健全な成長をな

しとげるための方法を講ずることの必要性を

強調する；

　2）　より健全な成長のために援助が必要な

特殊クラブに対し地区ガバナーその他の人々

が努力すべきこと，そしてそれは陳腐な言葉

の勧告などではなく，会員がふえない真の原

因の排除にまともに取組むことを要請する；

　3）　ロータリー・クラブに，「貴地域社会

への移動ロータリアンに関する通知」という

書式（2464－　J）の利用を，又，元ロータリ

アンの移動先のロータリー・クラブには，そ

のような元ロータリアンと積極的に接触し彼

の関心や新しい地域社会のロータリー。クラ

ブ会員としての彼の適格性を評価することを

勧奨する。　（理69－70）

　理事会は，ロータリーへ新会員をひきつけ，

又従来の会員をロータリーにとどめておく上

に適切な広報のもつ重要性を，ロータリー・

クラブ，特にその会員増強委員会に対して引

き続き強調することとする意見である。　（理

71－72）
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均衡のとれた会員組織

　　　　（Balanced　Membership）

　実業又は専門職業の分類が片寄らないよう，

そして同時に地域社会の実業及び専門職業の

実態を代表するように良く均衡のとれた会員

組織を維持しようと努力する場合，一つ又は

ごく限られた数の職種に片寄っている地域社

会のクラブは，関連している職業分類の同一

グループ内の別々の職業分類に入会せしむぺ

き，アディショナル正会員を含む正会員数の

限度を決定するのに困難を感ずることがある。

然し乍ら，その事情は多種多様であることを

考えるならば，斯様な事情にあるクラブによ

って採用されるべき制限の範囲は，当該クラ

ブによって決定されなければならないもので，

一般に適用できるような最大限度は国際ロー

タリー理事会で設定することはできないし又

すべきではない。（理59－60）

　各ロータリー・クラブは，国際ロータリー

細則に規定された職業分類並びに会員選考の

原則に従って可能な限り，クラブの地元地域

社会にある，一般に認められたすべての実業，

専門職業又は団体の各代表者を会員に持つぺ

きである。（「職業分類」と題する章も併せ参

照）

　各ロータリー・クラブは毎年地元地域社会

の職業分類調査を行ない，それによって実業

及び専門職業の真の，広範囲な横断面を表わ

す均衡のとれた会員組織をつくるための確実

な基礎となる充填，未充墳職業分類表を作成

しなければならない。　（理62－－63）

　理事会は，

　a）シニア・アクチブ会員，アディショナ

ル正会員，住居に基づく正会員，及び事業場

又は住居を他のロータリー地域へ移動する正

会員に認められる1ヵ年を越えない期間の特

別賜暇等に関する規定がロータリ　一一・クラブ

の発展に大いに寄与することを認め，地区ガ

バナーに対し，それらの規定のより活発な利
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用を強調奨励することを勧奨し，そして国際

ロータリーの出版物中に同様のことを強調奨

励しているものがあることを指摘する；

　b）地区ガバナーに対し，新会員に対する

入会前後のロータリー情報の重要性をクラブ

に強調し続けるべきことを勧奨する；

　c）地区ガバナーに対し，各ロータリー・

クラブが，その区域限界内に住む適格な実業

人又は専門職業人によって充墳され得るよう

な職業分類をも併記した充填未充填職業表を

作成整備すること，及びクラブにおいて開放

された職業分類を発表するのにクラブが定期

的にこの表を利用することを絶えず強調する

よう勧奨する；

　d）地区ガバナーに対し，ロータリー・ク

ラブに若い会員を迎えることの重要性を絶え

ず力説し，特にアディショナル正会員規定を

フルに利用するよう全ロータリアンを督励す

ることを勧奨する。　（理68－69）

　理事会は地区ガバナーに次の2項の実行を

奨励する；

　1）　地区委員会を設置し，地区におけるロ

ータリー・クラブ会員増強の促進に当らせる

こと；

　2）　クラブに対し入会前後のロータリー教

育並びに情報の重要性を強調すること。　（理

68－69）

　ロータリー・クラブ内に，その地域社会の

実業及び専門職業活動が適切に代表されるよ

うにするため，理事会は，いずれのロータリ

ー・クラブも，その会員組織において，クラ

ブの区域限界内に事業場を有する会員の数又

はその割合を十分に取るよう努力すべきこと

を決定する。各ロータリー・クラブは，居住

地に基づく正会員数は総数の50パーセントを

越えないものとする規定を採用することを勧

告されている。　（理68－69）
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クラブ内に代表的会員　（Representative

Membership　Within　Clubs）

　各ロータリー・クラブはその所在する地域

社会の職業活動の真の横断面でなければなら

ない。そのためには，各地域社会においてロ

ータリーの綱領が達成されるように全ロータ

リー・クラブがその潜在的能力を十分に活用

するよう益々努力すぺきである。（理60－61）

アディショナル正会員

　（Additional　Active　Members）

　アディショナル正会員に関する規定はロー

タリーのあらゆる分野を通じて強調されなけ

ればならない。各クラブはこの規定を利用し

て，より多くの人々をロータリーに引き入れ

ロータリーの特典を享受せしめると共に会員

数の増加につとめるべきである。各クラブは

又，アディショナル正会員の資格条件は正会

員のそれと同一であること，及びかかる資格

条件を有する者のみが正会員にせよアデaシ

ョナル正会員にせよ，ロータリーに入会を考

慮されるのであるということに留意しなけれ

ばならない。　（理52－53）

　ロータリー・クラブは，他の地域社会へ移

転するロータリアンにその会員身分を持続せ

しめ，かくて，所属クラブ地域外へ移転のた

めに会員身分を喪失するロータリアンの数を

少なくする一つの方法として，国際ロータリ

ー細則第3条第3節（b）項の規定によりアディ

ショナル正会員を選挙できることに留意すべ

きである。　（理65－66）

　国際ロータリーの細則第3条第3節（b）項の

「アディショナル正会員」に関する規定につ

いて，理事会は，この場合「いずれかのロー

タリー・クラブ」，「かつて属していたクラ

ブ」と言っているのは，会員候補者が元正会

員であったところのクラブを含め，あらゆる

会　員　身　分

ロータリー・クラブを意味するものと解して

いる。　（理66－67）

会員候補者のクラブ例会への招待

　（lnv量ting　Prospective　Member　to　Club

　Meetings）

　クラブが入会予定者を，入会申込カードに

署名する前に，クラブ例会に数回招待する習

慣を採用することに対して理事会は賛意を表

している。　（理49－50）

新会員の入会式

　（lnduction　of　New　Members）

　（a）事務総長は絶えず各クラブに対し，新

会員のクラブ入会式を，それぞれ独特の威厳

あるやり方を考案して行なうよう示唆を与え

るべきであると指示されている。

　（b）基準となる統一的な入会式が準備され

たり，クラブに示唆されることはない。

　（c）事務総長は絶えず各クラブに対し，新

会員を直ちに一つ以上の委員に任命して，そ

の委員長が彼を同化させる責任を持つという

方法を，示唆するよう指示されている。

　（d）事務総長は，地区ガバナーが更にロー

タリー教育を盛んにすることの必要を強調し，

かつこの問題に関して利用し得る資料が中央

事務局から入手出来ることを各クラブに注意

するよう絶えず示唆すべきである。

　（e）地区ガバナーは，地区内から1クラブ

を選んで地区協議会に際して10分間，クラブ

例会に於ける新会員の威厳ある入会式を実演

させるようにすべきである。

　（f）事務総長は，もしガバナーから依頼が

あった場合には，指針として，1，2の入会

式のやり方を送付しなければならない。（理
44・一一45）

143

偏
鯵

騨



i

髭
鹸
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
毒
嚢

ー
－
ー
ー
・
ぎ
ー
！
ー
ー
F
ぎ
ー
書
ー
ー
塾
罫
ー
乏
ー

1耀

名を呼び合う習慣

　　（First　Name　Custom）

　ロータリアン同士が互いに相手の姓ではな

く，名（first　name）で呼び合うのは単なる習

慣である。クラブがこの習慣を採用するかど

うかは自由である。或る場合にはこの習慣が

そのクラブの存在する国の人々の一般の習慣

と一致しないこともあり得る。

　1931－32年度理事会は国際ロータリ　一一の公

式出版物にはニック・ネームを使わないこと

に同意した。

婦人は会員資格がない
　（Women　Not　Eligible　to　Membership）

　国際ロータリ　一一定款（第4条第3節）は，

「ロータリー・クラブは以下本項に定める資

格条件を備える男子によって構成されるもの

とし……」及び「彼等は善良な成人男子であ

って，職業上良い世評を受けている者」とは

っきり述べている。

　国際ロータリー細則第3条第ヱ節は，　「ク

ラブの区域限界内に居住しているか，または

居住していたことのある男子で，同地域また

は他の地域においてロータリーの理想推進の

ために称賛に値する奉仕をした者を，そのク

ラブの名誉会員に選挙することができる。」

若い人に入会の機会を与えること

　（Providing　Membership　for　Young　Men）

　各クラブはあらゆる努力を傾けて若い人を

会員とすべきである。特にアディショナル正

会員の規定を利用し，又，正会員がシニア・

アクチブ会員となったため空席となった職業

分類を若い人で補充することが望ましい。

（理42－43）
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地区ガバナーは，若い人々をロータリ　一一・

クラブに引き入れるための手段としてアディ

ショナル正会員の規定を大いに利用するよう

各クラブに強調することを要請されている。

（理49－50　；50－51）

　大都市の中の明確に限界を定め得る商工業

の中心にアディショナル・ロータリー・クラ

ブを結成することはロータリー・クラブが若

い人々を確保する一方法として奨励されてい

る。　（理49－50）

元ロータリアンを会員に選挙

　（Election　of　Former　Rotarians）

　理事会は，引退者の集中が顕著な地方に所

在するロータリー・クラブに対して，そのよ

うな地方に移って来るシニア・アクチブ会員，

パスト・サービス会員もしくは元ロータリア

ンで資格条件を備えた者を会員に選挙するこ

とを考慮するよう勧奨する。　（理73－74）

不本意の元ロータリァン
　（lnvoluntary　Past　Rotarians）

　定款にも細則にもかくの如き事態を処理す

る規定がないのであるから，不本意の元ロー

タリアンの団体を，国際ロータリーと何等か

の関係のある団体として認めることは理事会

として明らかに不可能なことである。特に，

実際にも存在せず，又国際ロータリー－fe款及

び細則がそのように変更せられるまでは存在

する筈もない，国際ロータリーとの関係を示

すような名称の使用をある団体に許すこと，

或はこれを奨励することは，理事会として不

可能なことである。　（理24－25；49－50；62

63）
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元ロータリァンのグループ

　（Groups　of　Former　Rotarians）

　理事会は，元ロータリアンの団体を組織す

ることを奨励する基本として，その創設に関

する次の声明書を採択した：

元ロータリアン・グループの組織化

　　（Organization　of　Groups　of

　　　Former　Rotarians）

　知己を広め，友好を厚くし，他人への奉仕

に対する個人の積極的関心を増進する目的で

結成される元ロータリアン・グループに対し

ては好感をもつものである。以下の手続きに

基づいて結成され，活動する限り，斯様なグ

ループの創設に対し，何ら異議はない。

　L　元ロータリアン・グループの組織化の

首唱は，関心を持つ元ロータリアンによって

企図されるべきものとする。

　2．元ロータリアン・グループは，その会

員の適性資格を確認する方法を決定し，かつ

その会員にロータリー・クラブの現会員又は，

ロータリアンの経歴の全然ない者を含めない

こと。

　3．元ロータリアン・グループは，以下の

条件の限度内に於てグループが決定せる方法

に基づきグループを結成し運営すべきものと

する。

　a）元ロータリアン・グループの会員は，

　　個人的に又グループとして「元ロータリ

　　アン」又は「パスト・ロータリアン」と

　　して証明のできること。

　b）元ロータリアン・グループは，その名

　　称乃至出版物に，「ロータリー」，　「ロー

　　タリー・クラブ」，「ロータリアン」（前項

　　ra）」の場合を除いては）又は「国際ロ

　　ータリー」という語を使用せざること。

　　また斯様なグループ又は会員個人は，ロ

　　ータリーの徽章又はその変形乃至その他

会　員　身　分

　　の類似の徽章を使用せざること。

　c）元ロータリアン・グループは，国際ロ

　　ータリーの加盟クラブであるとか，なん

　　らかの点で公式的に，国際ロータリーの

　　一部であるとか，国際ロータリーから承

　　認されているとかを直接，間接に暗示し

　　てはならないこと。

　d）元ロータリアン・グループの目的は，

　　会員相互間に知己と親睦を広め，各会員

　　に奉仕活動に参加する機会を与えること

　　にあるものとし，グループのプログラム

　　及び活動は，斯様な目的と一致させるこ

　　と。

　e）元ロータリアン・グループは，政治問

　　題に関し或は国際ロータリー乃至加盟ク

　　ラブの結成，管理，機能に関し団体とし

　　て公的言動をなさざること。

　f）元ロータリアン・グループは，如何な

　　る問題についてもロータリー・クラブ乃

　　至ロータリアンに回章する権利は有せず，

　　かつ斯様な行動は慎むぺきものとする。

　9）本来，元ロータリアン・グループの会

　　員は，ロータリー・クラブの会合或は国

　　際ロータリーの会合に出席する権利を持

　　たないし，又そうでなくても当然，国際

　　ロータリー又はその役員，ロータリー・

　　クラブ乃至その役員又は国際ロータリ　一一

　　公式名簿を含め国際ロータリーの出版物

　　にも接する手段を持っていない。

　h）何れの元ロータリアン・グループに対

　　しても国際ロータリーによる財政的援助

　　は提供さるべきではなく，又斯様なグル

　　ープは国際ロータリー又はその加盟クラ

　　ブに対し，財政的援助を求むべきもので

　　はない。

　i）元ロータリアン・グルー一一プの会合は，

　　ロータリアンの出席成績の基準とはなら

　　ない。

元ロータリアンたちは，前記の手続き並び

に条件に従い，グループを結成するよう奨励

145

疫

書　，

▼銀・・



｝
、
㌻

．
秀
’

；
墨
蔑
戯

層
、
㍗
．
．

・
署
噛
華

“
毒
妥

郷弼．

されている。但し斯かる奨励は，そのグルー

プの提唱又は公式承認を成立させるものでな

いことと了解すべきである。　（理64－65；74

－75）

不本意ながらクラブが解散した後の会

員の地位（Status・f　R・tarians　F・ll・wing

　Involuntary　Dissolution　of　Clubs）

　理事会は，不本意ながら解散したロータリ

ー・ Nラブの会員のその後の地位に関し，次

の如き措置を講じている。

　自国から避難して来たロータリアンを新た

に実業或は専門職業に従事しようとする都市

にあるロータリー・クラブの会員に選ぶこと

ができるし，又選ばれた例が屡々ある。尤も

それは定款に従ってクラブ自身が決定するこ

とであると理事会は指示している。

　ロータリアンである処から生ずる深い友好

と奉仕の機会を楽しむためにロータリーは会

合するのであるが，そのクラブ所在都市の生

活に同化することができるのでなければロー

タリ　一一　va入っても無益であるように思われる。

理事会はこの問題を提起させることになった

動機を理解すると共にこれに対し深い同情を

感ずるものであり，自分の落度でもないのに

真に不本意ながら一時的にロータリーの友好

を奪われた人々の心の申に，ロータリーは依

然として残っていると考えるのであるが，自

分の良く知っている都市以外の都市のクラブ

で形式的に会員の地位を与えられることによ

って，失ったロータリーの友好が償われると

も考えられない。のみならず理事会は，ロー

タリーとの正常な関係が復活したときに元ロ

ータリアンに面倒な事態が生じた実例を知っ

ているのである。　（理39－40）
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クラブ例会への学生招待

　（Students　as　Rotary　Club　Guests）

　各クラブは大学その他の学校の学生に関心

を持ち，学生達がロータリーの理想や原理を

よく知っているかどうか確かめることを奨励

されている。理事会は，各クラブが，その昼

食会に学生をお客として招く計画に同感であ

り，クラブがこのようなお客を招くことを奨

励したいのであるが，学生は，学生としては

ロータリー・クラブの会員にはなり得ないの

である。ロータリー・クラブは定款および細

則に明示された種類の会員しか持てないから

である。　（理26－27）

会員カード（Membership　Cards）

　1910年，国際ロータリー創設集会に於てロ

ータリアンに対して会員カードを発行する準

備を行なう権限が理事会に与えられた。

　理事会（1912－13）は一定形式のカードを

採用し，これを全クラブが使用することを薦

めた。このカードが会員証明カードとして知

られているものである。

　入会の一つの条件としてロータリー財団へ

の寄付をうたったり又は斯様な条件を暗示す

る言辞を入会申込カードに書き入れてはなら

ない。理事会は，国際ロータリー財団に寄付

することを入会条件とする規定を設けること

及びその条件をロr・タリー会員証明カードに

表記するようクラブ細則を改正することは，

これを阻止する。　（理56－57）

　ロータリアンが個人的に知られていないク

ラブを訪問する際には必ずこの会員カードを

提示して自己を紹介しなければならないこと

になってV・る。　（ダラス大会決議29－12）
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ロータリァンでない者に対する証明書

その他の発行

　（Credentials，　etc．　for　Non－Rotarians）

　国際ロータリーのためにロータリーの用事

で旅行する者以外に，信用証明書，身分証明

書，或は紹介状を発行することは国際ロータ

リーの方針に反するものである。国際ロータ

リーはこの方針に従って，学生，或は旅行す

るロータリアンの子弟に紹介状を発行して，

会　員　身　分

個々のロータリアンやクラブの役員に対し身

分証明又は紹介の役にたてることはしない。

（理37－38）

　ロータリー・クラブは原則として自己のク

ラブの会員以外の者に対して信用証明書，身

分証明書或は紹介状を発行すべきではないと

理事会は信じている。ロータリアンはすべて

そのクラブに属するが故にその会員証明カー

ドを所持しているものである。　（理41－42）
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名　称及び徽章
（Name　and　Emblem）

　Rotaryという名称は，最初のクラブに於

て，その会合を会員の事業所で交互（in　ro－

tation）に開いた処から始まったのである。

この言葉は国際ロータリー（Rotary　Inter－

national）という名称や「彼はロータリーに於

ける最年長者である」という文書に於けるよ

うに名詞としてロータリーの全組織を示すの

に使用されることが最も多い。又，　「ロータ

リーのおかげで彼は立派な市民になった」と

いう文章に於ける場合の如く，ロータリ　一一の

理想や原理を意味している場合もあろう。

Rotarian　という言葉は，名詞としてロータ

リアンのことを言うか或はロータリアン誌と

いう名称に使われるだけである。如何なるロ

ータリ　・一・クラブも，個々のクラブとしても，

又集団としても，それらが国際ロータリーの

定款に従って設立されていることを示す処の

ロー一タリーという名称以外の名前を付けては

ならないし，又，U．一一タリーという名称以外

の名前の下に活動してはならない。尤も各地

区は国際ロータリー（Rotary　International）

の名称を用い，それによってロータリーの理

想，原理及び目的の普遍性を示すことになっ

ている。

徽章（The　Emblem）

　1905年か或はそれより少し後にシカゴ・ク

ラブによって考案され採用されたロータリー

の最初の徽章は車の輪の形を現わしていた。

他のクラブが結成されるに従ってこの徽章も

段々と修正され，時に歯車が使用されたこと

もあった。そして，1912年の大会に於てこの

148

歯車を現わす徽章が採用されたのである。

　1919－20年度国際ロータリー理事会は，

1912年に採用された徽章の説明が明確を欠く

という議論が多いのを認め，2名のロータリ

アンが提出した図案を受け入れ，更にこの徽

章を使用する場合には，Jそこに記された文字

を変更してはならないし，又その他一切の変

更を加えてはならない旨を規定した。この理

事会の決定は1921年の大会に於て確認されて

いる。

　1922年の大会に於て採択された国際ロータ

リー細則改正条文には次のように規定されて

いる。即ち「国際ロータリーの目的と綱領の

達成を助長するため，理事会はすべてのロー

タリアンの専用とその利益のために，国際ロ

ータリ　一一の徽章，襟章及びその他の標章を制

定し，かつこれを保護する」

　しかし，1922年の国際ロータリー定款及び

細則の改正条文の採択以来，この細則に規定

された徽章の採用に関しては理事会は何等の

措置も講じていないことが指摘せられた。そ

こで，国際ロータリー理事会（1923－24）は

国際ロータリーの公式徽章の記述を採用した。

そしてこれは1929年の大会に於て採択された

大会決議29－12によって確認された。

　国際大会で確認された徽章の公式記述は次

の通りである。

　国際ロータリ　・一の公式徽章は，6本の輻と

24の輪歯及び一つの懊穴のある歯車である。

1個の輪歯が各輻の中心線上にあり，輻と輻

との中間には3個の輪歯がある。歯車は次表

に示す寸法の比例で造られている。“Rotary

InternatiOnal”の二っの文字は輪縁のくぼん

だ処にある。輪を縁で立てて見ると，“Ro一

軍

　

ー
塗

tary”の文字は上部の窪みに輪歯5個分の長

さに現われ，“lnternational”の文字は下部の

窪みに輪歯約9個半の長さに見える。両側に

この二つの窪みの問に位して文字のない窪み

がある。これら四つの窪みの内，どの二つの

間隔も下記比例に従って2単位であり，又，

窪みと内外の輪線との間隔は1／2単位である。

輻は先細で断面は楕円形である。輪が“Ro・

tary”の文字を上にして立っている時は，向

い合った二つの輻の中心線は輪の縦の直径を

形造り，回転最高所に達した懊穴を両断する

ことになる。輪歯の両側面は外側に梢々ふく

れている。従って輪歯と輪歯の間の空間はほ

ぼ機械的に正確である。正確な設計の比例は

次の通りである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位

　　全体の直径……………………………61

　　中心から輪歯の基部まで……………26

　　輪縁の輻（内端）から輪歯の基部ま

　　で……………一・・………………81／2

　　こしきの直径……………一・一……12

　　軸の直径……………一・・……………7

　　輻

　　　輪縁と合する点に於ける輻………5

　　　軸の中心における輻………………7

　　懊穴の垂直断面

　　　幅………………………………13／4

　　　深さ…………………………・・・…　7／8

　　輪歯

　　　基部の幅………………一・……41／4

　　　先端の幅……………一・……・21／4

　　　高さ……………・・…・…………41／2

　　文字

　　　窪みの幅………………………51／2

　　　文字の高さ……………・…・・………4

　輪を一層奉仕の象徴たらしめるため上の記

述に懊穴が加えられたことに注意すべきであ

る。その上，輻の位置も定められている。こ

のロータリー輪の記述の変更は，既に発行し

名称及び徽章

た許可書には影響しないことになっている。

然し，許可書は出来るだけ速やかに襖穴を入

れるよう変更しなければならない。襟ボタン

の場合は小型であるため懊穴をこの中に入れ

る必要はないことと了解されている。

　ロータリーの色は徽章の中に次のように取

り入れられなければならない。即ち輪全体と

して金色でなければならないが，輪縁の四

つの窪みの部分は濃紺青色とする。窪みの

“Rotary”と“lnternationa1”の文字は金色で

表わし，中心と懊穴は空白のまま残しておく

ものである。　（ダラス国際大会決議29－・－12）

役員用としてバッジ及び徽章の変更は

謬められていない（OMcers’Badges　and

　Modification　of　Emblem　Not　Approved）

　ロータリアンがそのロータリーに於ける役

員としての地位を示すために特殊のバッジ，

宝石或はリボンなどを使用することは，職業

人の団体にはふさわしくないと理事会は信ず

る。故に斯様な徽章は，地方的習慣として用

いることが義務づけられている国を除き，そ

の使用を認めない。但しロータリーの国際大

会や地区大会等で使用される簡素な一時的な

名札或はリボンはこの中に含まれないもので

ある；

又，国際ロータリー理事会は（ロータリー徽

章の製作者を含む）関係者全員に対し，徽章

を使用する国際ロータリーの全構成単位は如

何なる場合にもこの徽章に何等変更を加えず

して使用するよう強調している；

　更に，各U・一一タリー・クラブ及び製作者が，

現在偲用する資格のある人々にロータリーの

襟章を醗布すること及びその保管に特別の注

意を払うよう要請している。（理28－一一29；55

－56）
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名称及び徽章の保護
　（Protection　of　Name　and　Emblem）

　rRotary」という文字は如何なる辞書にも

ある文字であるから国際ロータリーといえど

もこの文字を猿占して使用するわけには行か

ない。しかし，国際ロータリーがこの文字に

新しい意味を与えたことは一般に認められて

いるのであるから，もしRotaryという文字

が他の人々に使われて彼等が国際ロータリー

に関係しているような印象を与える恐れのあ

る場合は断乎これを止めさせなければならな

い0

　1919年米国特許局は「ロータリー・シャツ

製造会社」と称する一会社がロータリーの名

称と徽章を自己の商標として登録せんとした

ことに対して国際ロータリーの行なった異議

を正当と認めている。

　又，1928年に，同じく米国特許局は，アイ

ルランドのベルファストにあるGallaherな

る会社が或る種の煙草製品の商標としてロー

タリーという言葉を米国内に登録せんとした

ことに対して提起した国際ロータリーの異議

を正当と認めている。又，テキサス州ヒュー

ストンのTheo．　Keller会社が1913年に取得

し，Gallaher会社がその譲渡を求めた煙草製

品に対するロータリーという商標の登録を抹

殺することを求めた国際ロータリーの請願も

同じく米国特許局によって正当と認められた

のである。

　英国及びアイルランドのクラブも，国際ロ

ータリーがRotaryという文字に特別の関心

を持っており，もし誰かがRotaryという文

字を含んだ商標を登録せんとした場合には，

特に配慮して国際ロータリーに異議を唱える

機会を与えてくれるよう英国の特許局に了解

を求めている。

　1954年にロータリーの徽章は，米国特許局

の登記原簿に奉仕団体のマークとして登録さ

れた。又米国においては，商標並びに集団的
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会員制度のマークとしても登録されている。

ロータリーという名称も米国特許局の登記原

簿に登録された。斯様な登録により最近国際

ロータリーは他の者がロータリーの徽章を使

用できないようにすることに成功しており，

又ロータリーと無関係の者がロータリーの名

称を使用し，ロータリーと関係があるように

見せたり，思わせたりして社会を混乱させる

ような場合にはロータリーの名称を使用させ

ぬようにすることが可能になった。

　1962年，登録によりロータリー・クラブ所

在国におけるロータリーの名称並びに徽章の

特許権侵害及び誤用’を防止する目的のプログ

ラムが始められた。このプログラムの最終目

標は，それ等の国が，現在アメリカにおいて

国際ロータリーが保護されているのと同様の

保護を得ることである。努力が成功して名称，

及び徽章が登録された国もあり，登録方法が

手間取ってはいるが登録申請ずみ又は申請中

の国もある。

　この登録プログラムがその目的を達した時

には，ロータリー・クラブ並びにロータリア

ンによるロータリーの名称及び徽章の専用並

びに利益を守るため国際ロータリーは，世界

で有利な立場に立つことになる。

　同様に，ロータリー・クラブがインターア

クト・クラブ並びにローターアクト・クラブ

を提唱した諸国においては，インターアクト

の名称並びに徽章及びローターアクトの名称

及び徽章を侵害や誤用から守り，これをロー

タリー。クラブ，インターアクト・クラブ，

ロー一ターアクト・クラブ並びにこれらクラブ

の会員の用に供するために，インターアクト

の名称及び徽章並びにローターアクトの名称

及び徽章を登録しようとする計画が，始めら

れている。
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徽章の使用認可

　（Authorization　to　Use　Emblem）

　国際ロータリーに対しロータリーの徽章を

付した物品（たとえば，襟章，バッジ，装飾

用品，道路標識など）の製造販売を出願する

個人や商社は多数に上っている。1919－20年

度国際ロータリー理事会では次のような意見

に一致した。即ち，令名ある個人或は会社か

ら正式の申出に接した場合，国際ロータリー

事務総長は自己の判断に基づいて，国際ロー

タリーとしては申出の徽章の使用が，若し適

当と思われた場合異議はないが，万一それが

ロータリーの徽章を営利化せんとするもので

あると思われた場合にはその使用を断乎拒絶

すると共に，このような徽章の誤用には強く

反対である旨を明らかにした。

　許可証は或る規定と条件を守ることに同意

した商社又は個人に交付された。

　理事会（1961－62）は，全ロータリアンの

専用と利益のため国際ロータリーの徽章を維

持保存すべき責任にかんがみ，徽章の法的地

位並びにその正確な複製及び許可された使用

の持続ということに更に努力せんとして，ロ

ータリーの徽章を製造，販売及び使用する商

社及び個人の認可に関する免許料及び使用手

続の設定に同意した。

　理事会は，承諾並びに許可の書式を含む免

許料及び使用手続を作成し，以てロータリー

の徽章又はロータリーの徽章をつけた品物の

製造，販売及び使用を商社及び個人に国際ロ

ータリーが許可し，その商社及び個人に，ロ

ータリー徽章商品の年間販売総額に対する免

許料及び年次使用料を国際ロータリーに支払

わせるようにするため，事務総長にその権限

を与えかつ指示した。

　ロータリー徽章の製造，販売又は使用を認

可するための免許料及び使用料手続の設定に

伴い，国際ロータリーによってこれまで発行

されていた総ての許可証は，それについての

名称及び徽章

条文に従い取り消された。

　ロータリー徽章を製造，販売又は使用する

免許状交付を申込まんとするには，関係商社

又は個人は次の規定及び条件に同意しなけれ

ばならない：

　（1）ロータリー徽章のすべてのブレス型，

　　圧断機，鋳型，カットその他の型は，ロ

　　ータリーによって承認されかつ採択され

　　た仕様書と完全に一致していなければな

　　らない，尚仕様書の写し1部が参考資料

　　“A”としてここに添付されている。ロ

　　ータリ　・一の徽章はそのいずれの部分も不

　　完全であってはならないし，又無関係の

　　標章と一緒に使用してはならない。襟章

　　用のロータリー徽章の中心に宝石をはめ

　　こんだもの及び／又は役職名とか会員の

　　種類名を彫り込んだものは，ロータリー

　　・クラブ会員にのみ使用され，そして免

　　許契約書中の特別認可品目のリストに載

　　せられている場合に限られ，かつ，ロー

　　タリー徽章の形がくずれたりその本質的

　　尊厳が傷つけられることのないように製

　　造されそして／又は販売されなければな

　　らない。尚，このような襟章用ロータリ

　　ー徽章の製造及び／又は販売は，本規定

　　及び条件に従わないものと解釈してはな

　　らない。

　（2）二つ以上の色で印刷される場合の徽章

　　は，ロータリーの公式色即ち濃紺青及び

　　黄金色のみで印刷しなければならない。

　（3）徽章は他の如何なる徽章又は名称と組

　　み合わせて製造したり使用されてはなら

　　ない。

　（4）免許されたマークは（免許されたマー

　　クの使用ができるロータリー・一及びロータ

　　リーの加盟クラブを除き），如何なる方

　　法においても，如何なる人，商社，又は

　　企業体の商用便箋又は商用名刺に印刷さ

　　れ又は使用されてはならない。
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　（5）徽章はその商標として如何なる人，商

　　社又は企業体によっても使用されてはな

　　らないし，又“ロータリー”又は“ロー

　　タリアン”という言葉は如何なる人，商

　　社又は企業体によっても，その製造又は

　　販売する商品の商用名又は商標として或

　　はその記述に用いられてはならない。

　（6＞免許されたマークは，ロータリーの考

　　えで，不道徳，誤魔化し又は不面目なも

　　のからなり又は含んでいると思われる製

　　品に，或は人間，公共団体，信仰又は国

　　家の象徴を傷つけ又はそれらに関係があ

　　るかの如く誤解させたり，或はそれ等を

　　侮辱又は悪評に導くような印刷物に，或

　　はそのような製品，印刷物と一緒に使用

　　されてはならない。

　（7）ロータリー・は上記規定及び条件を変更，

　　改訂，削除又は追加する権利を保有する。

　　被免許者は随時変更，改訂，削除又は追

　　加された規定及び条件に従うことを約束

　　する。

　（8）被免許者は，免許されたマークの使用

　　はロータリー，ロータリー・クラブ，ロ

　　ータリー・クラブ会員及び回一タリーの

　　他の被免許者にのみ認可されたものであ

　　るということを認める。被免許者は，認

　　可されていない如何なる人，商社又は企

　　業にも，それを承知の上で，被免許製品

　　を販売しないことを約束する。　（理61－

　　62）

　会社或は個人はまたインターアクト及び／

又はローターアクトの名称及び徽章を製造し，

販売し，又は使用する免許を申請することが

できる。かかる免許は，ロータリーの名称及

び徽章の使用免許に対する一つの追加として

免許されるものである。ロータリ　一一　tw章の免

許公認された使用に関する規則や条件は，イ

ンターアクトやローターアクトの名称及び徽

章の使用にも適用される。
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名称及び徽章の正しい使用及び不正な

る使用　（Pr・per　and　Impr・per　Uses・f

　Name　and　Emblem）

　クラブの各会員はロータリアンとして知ら

れ，国際ロータリーの徽章，バッジ又はその

他の記章を偲用する権利を与えられるものと

する。（国際ロータリー定款第11条）

　国際ロータリー並びにクラブの名，徽章そ

の他の記章を，クラブ又はクラブの会員が商

品の商標又は特別銘柄として使用し或はその

他商業上の目的のために使用することは一切

できない。これらの名称，徽章又はその他の

記章を他の名称又は徽章と組み合わせて使用

することは国際ロータリーの承認しないとこ

ろである。　（国際ロータリー細則第17条第2

節）

　国際ロータリーの如何なる役員も，国際ロ

ータリー理事会の承諾なしに，他の団体にお

ける自己の公式地位又はその所属会員である

ことに関連させて，ついでにロータリーの役

職名を印刷させてはならない。　（ダラス大会

決議29－12）

　ロータリーの徽章の正しい使用とはどうい

うことであるかという問題については既に多

くの議論がなされている。ダラス大会の決議

29－12はこの問題に関する具体的な決定事項

を次の如く示している。

　次の物にロータリーの徽章を使用すること

が認められている：

　（a）国際ロータリーもしくはその加盟クラ

　　ブより支給，発行されるすぺての用紙及

　　び印刷物；

　（b）公式のロータリ　一一旗；

　（c）ロータリ　一一国際大会その他のすべての

　　ロータリー公式行事に用いる徽章，旗，

　　装飾用品並びに印刷物，国際ロータリー

　　及び加盟クラブの備品並びに造作物；

　（d）加盟クラブの道標；

　（e）ロータリアン及びロータリーに関係の

彗

ー
憲

　　ある婦人の着用する襟章

　次の如き場合は誤用である：

　（a）商品の商標或は特別銘柄として使用す

　　る場合；

　（b）他の徽章或は名称と組み合わせて使用

　　する場合；　　’

　（c）ロータリアン個人の商業用便箋或は名

　　刺に使用する場合；

　（d）その他商売の為に使用する場合。

　次の如き徽章の使用は認められてはいない

が許され得るであろう；

　ロータリアン及びその家族の個人的に使用

する物品及び彼等の差し出す季節の挨拶状に

使用する場合。

　次の如き使用は阻止する：

　ロータリアンの事務所の戸や窓に使用する

場合。　（ダラス国際大会決議29－12）

　理事会は，国際ロータリー細則の規定に従

い，ロータリーの徽章は全ロータリアンの専

用と利益のために維持，保存されることを認

めるが故に，学生がロータリー徽章をはめこ

んだバッジその他の記章類を使用することは

認可しない。　（理68－69）

　理事会は，ロータリー財団補助金受領者が

他の記章類と一緒にロータリー徽章を使用す

ることを認めない。　（理73－74）

仮ロータリー・クラブ

　　（Provisional　Rotary　Clubs）

　少なくとも会員20名より成りその正式の国

際ロータリー加盟申請書が，国際ロータリー

中央事務局で受領されかつ確認された組織集

団は，正式に加盟を承認されるまで仮ロータ

リー・クラブ（Provisional　Rotary　Club）と

呼ばれる。クラブは国際ロータリーに加盟し

て初めてロータリー・クラブになるのである

から，仮クラブの会員はクラブが正式に国際

ロータリーに加盟されるまではロータリ　一一の

名称及び徽章

徽章を使用する資格を有しないのである。

（理35－36；48－49；62－63；64－65）

諸団体による名称の使用は認められて

いない

　（Unauthorized　Use　of　Name　by　Groups）

　仮ロータリー・クラブに関する場合を除き，

如何なる団体もロータリー・クラブであると

か乃至ロータリー・クラブ或は国際ロータリ

ーの関連団体たる状態を表わすような方法を

以て，ロータリーという文字を使用すること

は認められておらず，従って許されないもの

とする，このようなロータリーという文字の

認められていない使用を防止するため，国際

ロータリー理事会は事務総長に対して実際的

で可能な手段を講ずるよう指示している。

（理47－48；62－63）

　定款及び細則又は年次国際大会或は国際ロ

ータリー理事会の決議によって認められたも

のでなければ，“Rotary　Club”，“Rotary　Inter・

national”，“Rotary”或は“Rotarian”等の

文字の使用は禁止されている。従って総ての

加盟クラブ及び個々のロータリアンは皆この

規定に従わなければならない。

　加盟クラブは地域的出版物の名称の一部と

して“Rotarian”という言葉の使用を遠慮す

ぺきである。　（ダラス国際大会決議29－12）

　理事会は，何らかの理由で各自の所属クラ

ブ会合に出席したり参加することが不可能な

会員達が，友好とロータリーの接触を保つた

めに組織された種々のグループに加わりたい

と思う気持は理解出来るし同情はするが，斯

様なグループがグルー一プ名儀で，或はその他

直接間接にロータリ　・一・クラブであるか国際

n・一一タリーの支部と見られる又は思わせるよ

うな方法で「ロータリー」或は「n・一一タリア

ン」という言葉を使用することは認められぬ

ものと言明している。　（理62－63）
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　単一のクラブ又は一団のクラブの活動の名

に連結しての「ロータリー」という言葉の使

用は，その事業が直接斯様なクラブ又は一一一・4団

のクラブに関連すべきもので，国際ロータリ

ーに直接にも間接にも関係させてはならない。

「ロータリ　・一」という言葉の使用は，ロータ

リ　一一・クラブ又は一団のロータリー・クラブ

の完全なる管理下にない活動の名前に関連さ

せたり，或は又その会員にロータリアンでな

い人々又は団体を含む如何なる団体の名称に

関連させることも許されない。　（理60－61）

非公式な友好グループ

　（Informal　Fellowship　Groups）

　理事会は，ロータリアン達が，既定のロー

タリーの方針に反しない諸活動により知己を

広め交友を深める目的で，グループとして交

わるよう有意義な娯楽的，趣味的，又は職業

的諸活動に相互に関心を持ち分かちあうよう

奨励している。但しロータリ　一一の名称及び徽

章は，このようなグループの，多少とも既定

の方針に反する諸活動に関連して使用されな

いこと，かつ何れのグループの運営並びに軽

費も自己負担とすべきものであると了解する

ことo　（理65－66；67－－68）

　理事会は，

　a）ロータリアンの各種レクリエーション

同好会グループの活動は友情と知己を深める

ことにおいて又ロータリーの綱領中のクラブ

奉仕，社会奉仕及び国際奉仕の各部面に重要

な貢献をなすものと考え；

　b）地区ガバナ…一　rc対し，地区内クラブ間

相互の各種親睦活動の組織化，及び他地区の

類似の活動並びにそれに関連しての国際親睦

活動との接触に責任を持つ，委員長1名と最

少限3名の委員より成る地区世界親睦活動委

員会の設置を推奨する。　（理68－一一69）

　ロータリアンが集まってロータリー・クラ
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ブの通常の仕事や活動とは別個の活動，たと

えば世界親睦活動をしようとする場合に，そ

の団体がそうした活動によって債務を負うよ

うなことが考えられるときは，その活動を法

人組織で行なうようにするのがよいのではな

いかと思う。しかし，こうした活動を法人に

よって行なうのがよいかどうかの問題は，そ

の活動に加わるロータリアンが土地の事情な

ども考えたうえで判断すぺき事柄である，理

事会としては，親睦その他の活動を行なうロ

ータリアンの団体を法人とすることについて

は，その法人の定款に次の趣旨のことがうた

ってある限り，異存はない。

　1）　団体の活動が国際ロータリーの機関と

　　して行なわれるものではないこと。

　2）　団体の活動と国際ロータリーとの間に

　　はいかなる関係も存しないこと。

3）国際ロータリーには一切迷惑をかけず，

　　また何らの義務を負わせないとする保証。

　　（理75－76）

ロータリーの色（R・tary　C・1・rs）

　国際ロータリーの色は濃紺青及び黄金色で

ある。　（ダラス大会決議29－12）

ロータリー旗（R・tary　Flag）

　ロータリーの公式旗は，白地でその中心に

組織の公式徽章を飾ったものである。

　輪全体は金色，縁の窪んだ四つの部分は濃

紺青でなければならない。窪みの“Rotary”

及び“lnternational”の文字は金色，中心と

懊穴は白色である。

　クラブ旗としてこの旗を掲げるクラブは，

大きな青文字で輪の上部に“Rotary　Club’

の文字を又，輪の下部に都市，州，省或は国

家の名称を記入することができる。　（ダラス

奪

国際大会決議29－12）

建築関係に名称の使用

　（Use　of　Name　in　Building　Ventures）

　直接間接に国際ロータリーがかかり合いに

ならないよう，如何なるロータリアンの集団

或はロータリー・クラブの集団又は国際ロー

タリーの如何なる地区も，家屋或はその他の

建物の建設或は購入に当って，それと関連し

て「国際ロータリー」の名称を使用すべきで

はないと国際ロータリ　一一理事会は決定してい

る。更に，国際ロータリー理事会は，このよ

うな事業のために会員に割り当てて資金を集

めることには賛成できない。’（理44－45）
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　ロータリアン同僚の間の取引関係に関する

ロータリーの方針は次の如くである。即ち，

ロータリアンはその仲間の会員から彼が取引

関係を有している他の実業家に対する場合よ

りも多くの利便を期待してはならないし，ま

してこれを要求するようなことがあってはな

らない。寧ろ遥かに少ないものを期待すぺき

である。ロータリアンが，取引関係にある他

の事業家には普通与えないような特典を仲間

のロータリアンに（ロータリアンであるとい

う理由だけで）与えるのは，競争業者に対す

るロータリアンの責任に反することであるし，

又，ロータリーの職業奉仕の原則にそむくこ

とである。いかなる場合においても，ロータ

り一の親睦を利便や利益を得る手段として利

墨することはPt・一タリーの精神から遠く遊離

したものである。　（理79－－eo）

名称及び徽章

ロータリー・クラブへの配布

　　　（Circularizing　Rotary　Clubs）

　国際ロータリー理事会の方針は，如何なる

団体にも国際ロータリー加盟クラブに対して

広告を配布する権利を認めない。（理24－25）

　その所在地のロータリー・クラブに代表が

出ている米国のある印刷会社で，国際ロータ

リ　一一前会長が同市のクラブで行なった講演を

基にして，ロータリーの教育的パンフレット

をつくり，販売の目的を以て世界中のクラブ

に配布した。RLB．1．はこれにつき，国際ロ

ータリー理事会に対し正式の苦情を申立てた。

依って理事会では次のような決定を採択した。

　（a）理解と親善の見地から，英国及びア・f

ルランドのロータリ　・一・クラブに対して何か

出版物を送る場合には，予めR。1．B．1．審議

会の承認を得べきである。

　（b）当印刷会社は，他国のロー一一タリアンに

対してファースト・ネームで呼びかけた書面

を出すべきではなかった。

　（c）営利を目的とする商社は，手紙に「Yo・

urs　Rotarily」と記してはならない。

　（d）国際ロータリー或はロータリー・クラ

ブ以外の処から発行されているパンフレット

に，国際ロータリーの徽章を付することは適

当ではない。

　（e）公式名簿の「序言」には次のように記

述されている：国際ロータリ　一一の公式名簿は，

全ロータリアンへの情報として毎年出版せら

れている。ロータリアンはζれを商用の郵送

名簿として用いてはならないし，同様の目的

のために他人に使用させてもいけない。

　従って，ロータリアンが自己の商売関係に

於て，ロー一・タリーの役員名簿を利用すること

は正しい用い方ではない。　（理29－－30）

　広告配布の問題に関しては，国際ロータリ

ー理事会に於て次のような方針を声明してい

る。

　国際ロータリー公式名簿にせよ，地区或は
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クラブの会員名簿にせよ，ロータリアン或は

クラブ又は地区等が，これをを広告配布のた

めに使用してはならないということが通則と

なっている。

　しかし，国際大会の決定或は国際ロータリ

ー理事会の勧告によって定められる限界内に

於て，営利に関係のない事柄に限り，他のロ

ータリー・クラブに飼布することは許されて

いる。

　大会の決定によって定められた限界につい

ては，1929年ダラス大会に於て採択された決

議29・一一12の第2条第2節及び第3節にのせて

ある。　（理36－37）

　決議29－12，第2条，第2節及び第3節は

次のように規定している。

　第2節如何なる事項に関しても，他のロ

ータリー・クラブの協力を得んとする加盟ク

ラブは，先ずそれぞれの地区ガバナーに対し

て，その目的と計画を提出し，その承認を得

なければならない。

　第3節如何なる加盟クラブも，先ず国際

ロータリー理事会の承認を受けるまでは，他

のロータリー・クラブ或は，自クラブの会員

以外の，個々のロータリアンに財政的援助を

求めてはならない。

ロータリー・クラブ及びロータリァン

の名簿

　（Lists　of　Rotary　Clubs　and　Rotarians）

　国際ロータリー事務総長は，商業上の目的

にせよ他の目的にせよ，如何なる職業分類の

会員の名簿も，理事会の承認を得ることなし

に他に提供しないものとする。　（理20－・－21）

　国際ロータリ　・一の保管するロータリアンの

名簿に関して，国際n－一タリー理事会では次

のように意見”St・一一致している。

　各クラブは，その会員名簿を申央事務局に

託しているが，その理由は，第1にクラブ会
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員総数に関する半期報告を確認するため，第

2にロータリアン誌発送用名簿として，第3

に，住所氏名を確かめるため或は会員身分変

更の調査等事務的必要のためであって，これ

以外の目的に使うためではない。

　中央事務局は，クラブ会員名簿を，そのク

ラブの承諾なしにクラブ以外のものに渡す権

利は持っていない。

　クラブ会員の名簿を入手したいと思うもの

は，そのクラブ自身から入手するか，或はク

ラブから，中央事務局に対し会員名簿を他へ

提供する権限を承認した書面を，先ず手に入

れなければならない。

　地区ガバナーが，国際ロータリー事務総長

にその地区内の全会員の名簿を請求した場合

は，事務総長はこれを与える。但し，地区内

の全クラブがこのことについて同意したとい

うことをガバナーは，保証しなければならな

い。　（理37－38）

　クラブ名簿或はクラブ役員又は委員の名簿

は，ロータリー以外の機関に渡されることは

ない。但し，政府機関より非常緊急の合法的

要請がある場合，或は国際ロータリー理事会

又は執行委員会の同意がある場合はこの限り

でない。　（理40－41）

　他の団体に対してクラブ又はロータリアン

の名簿を提供したり，或はロータリー文献を

配布することは，国際ロータリー又はその加

盟クラブの仕事の範囲内にあるとは考えられ

ていない。　（理54－55；国際ロー一タリーと他

の団体についての方針声明162－163頁）

　クラブ幹事が，所属クラブの会員名簿を商

売上の目的の為に提供することは慣例に反す

ることであり，又，クラブ会員名簿を会員以

外に頒布することに対して幹事がクラブ理事

会の承認を得るようにするのは，確かに賢明

な予防措置である。

i
I

職業分類に基づく婦人クラブ

　（Women’s　Classification　Clubs）

　婦人の為のロータリー・クラブの問題は，

ロータリーの初期から既に理事会の問題とな

っている。国際ロータリー理事会（1914－15）

では，婦人の実業人及び専門職業人から成る

職業分類によるクラブに対してロータリーの

名称を付けることを禁止することに決定した

が，もしこのような婦人クラブが他の名称を

付けることにすれば，彼等がロータリーの精

神を以て運営することには何等異存はないと

している。

　定款はロータリー・クラブが男子を以て構

成されることを明らかに規定している。これ

まで種々の婦人の団体が，婦人ロータリー・

クラブとしてロータリーから承認を得ようと

したが成功しなかった。これについてロータ

リーの意向は次の如きものであると考えられ

る。即ち，ロータリーとしては，婦人の実業

人及び専門職業人が多数いる都市に於て職業

分類による婦人クラブを結成することに対し

ては好意を持ち，これと友好的に協力しなが

ら種々の援助を惜しまないのであるが，ロー

タリーという名称をこれらのクラブに付けた

り，或はこれ等のクラブを国際ロータリーに

加盟させたり，又は，国際大会やその他の管

理機構に参加させることを欲しないのである。

（理23－24）

青少年クラブ及び同種の団体による名

称徽章の使用

　（Use　of　Name　and　Emblem　by　Boys

　Clubs　and　Similar　Groups）

多くのロータリー・クラブが青少年クラブ

に関心を持っており，中には直接ロータリー

・クラブが後援しているものもあること，又，

このようなクラブの名称には後援クラブとの

名称及び徽章

関係を示すために「ロータリー」或は「ロー

タリアン」の文字が入っている場合もあるこ

と，更に又，これらのクラブの中にはロータ

リ・一と関係のあることを示すような徽章や標

章を使用したがっているものもあるというこ

とを理事会は承知している。すべてのロータ

リー会員たるものは，ロータリーの模範を見

習おうとしている如何なる団体に対しても同

情あふれる援助と激励を与えるぺきである。

しかしながら，この種の団体の目的が如何に

立派なものであっても，国際ロータリーはこ

れらの団体がロータリーの名称と徽章を使用

することを許すわけにはいかない。ロータリ

ーの名称と徽章はロータリー会員が自分達の

ためにのみ使用するものであるからである。

斯様な態度を取ることによって理事会は，ロ

ータリ　一一・クラブの模範を見習おうと努力し

ているこの種の団体を，落胆せしめようとい

うつもりはなく，それら団体によって，ロー

タy一の名称や徽章を侵害しない適当な名称

や徽章が考案され得ると信じるものである。

（理39－40）

　ロータリーは個々のロータリー・クラブに，

正当な青少年活動を活発に支持することを推

奨し，かつ引き続き援助することを勧奨する

ものである。

　しかしながら，ロータリーは，如何なる青

少年団体をも国際ロータリーの正当な下部組

織とは認めないし，又そのようなクラブ又は

団体に関連して「ロータリ　・一」又は「ロータ

リアン」という文字の使用も又ロータリ　一一の

徽章或は，これに類似の徽章の使用をも認め

ない。　（理49－－50）

ロータリーの標語（Rotary　Mottoes）

　1950年のデトロイト大会に於て次の如き決

議が採択された。

　「超我の奉仕」“Service　Above　Self”と
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か「最もよく奉仕する者，最も多く報いられ

る」“He　Profits　Most　Who　Serves　Best’

という言葉は，40年の間ロータリーの根本的

な奉仕の理想を効果的に表現しているモット

ーとして国際ロータリーに依って広く又常に

用いられて来た；

　その結果，これらの言葉はロータリーの原

則と綱領の一部として公衆及びロータリアン

の心にはっきりと印象づけられて来た；

　ロータリーはその職業奉仕活動に於て，

一それが物質的報酬であろうと又，精神的

及び感情的な健全性や満足感であろうと一

奉仕は報酬の基本であるという根本的な真理

を教えて来た。

　これらの言葉は40年間も使われて来たため

事実上モットーとなっているが，国際ロータ

リーは正式にζれらをモットーとして採用し

たことはなかった。従って

　第41回大会は，　「超我の奉仕」及び「最も

良く奉仕する者，最も多く報いられる」の語

句を，ロータリーの出版物その他に於て使用

出来るロータリーのモットーとして指定する

ことを決議した。　（デトロイト大会決議50一
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11，アトランティック・シティー大会の規則

制定51－・9により改正）

　1950年のデトロイト大会は更に，ラテン語

を以てロータリーのモットーを創作する決議

（50－14）を採択し，最もよい案を51年のア

トランティック・シティー大会に提出するこ

ととした。（決議50H14の本文については1950

年大会議事録136頁を参照）

　或るラテン語の語句をロータリーの唯一の

公式のモットーとするため提出された決議案

（51－15）は，1951年アトランティック・シ

ティー大会に於て，「更に研究を重ねるため

撤回と看倣される」ことになった。国際ロー

タリー理事会（1951－一一一52）は，1951年大会の

決定に従い，更に研究を重ねた結果，ラテン

語でロータリーのモットーをつくることに関

してはこれ以上の措置を講じないことに決定

した。　　　　　　　　　　　　　　、

　1972年の国際大会（ヒューストン）におV・

て，規定審議会は“超我の奉仕”をロータリ

ーの第一のモットー一とすることを規定せんと

する決議案を否決した。

ぎ

国家への奉仕
（National　Service）

ロータリアンと国家の関係
　（Rotarian’s　Relation　to　His　Country）

　第34回国際ロータリー年次国際大会は，決

議29－13を廃止し，次の声明を採択すること

を妓に決議する：

　国際ロータリーは，思想，言論及び集会の

自由，信仰の自由及び迫害からの自由などの

個人の自由を支持することを明白に宣言して

いる。

　国際ロータリーは，各ロータリアンがその

属する教会又は宗教社会の忠実な信者であり，

その宗教の教義をすべての行動によって身を

以て例証することを期待している。

　更に，国際ロータリーは，各ロータリアン

が，日常の個人生活，及び職業上の活動にお

いて，自国に忠実でありかつ奉仕的市民であ

るように努めることを期待している。　（セン

トルイス国際大会決議43－14）

国事に関する方針の声明書

　（Statement　of　Policy　in

　　　　　　　　National　Affairs）

　時々，国際ロータリーの役員は，国際ロー

タリー又はある特定の国のロータリー・クラ

ブは，経済的又はその他の難事の解決に関す

る政府又は国の政策とかその他の政府又は国

の政策の遂行を支持したり又は激励援助した

りすべきではないかという要請に接すること

があり；そして

　国際ロータリーは，国際的組織であり，そ

の役員は全世界的な運動の奉仕者であって，

ある一部の国の運動の奉仕者ではなく；そし

て

　各ロータリ　一一・クラブがその会員の啓蒙に

ついて考慮すべき問題はクラブ自身で決定し

なければならないということが，ロータリ　一一

組織における基本的管理法則の一つであり；

そして

　ある政府又は国家の政策を支持し又は激励

することがこれに直接関係のある国以外の国

のロー一タリアンにとって受け入れ難いもので

ある場合もあり，また，とられている政策に

対して良心的に賛成出来ない立場にあるその

国のロータリアンを当惑させることもあるの

で；依って，

　第25回国際ロータリー年次大会は，この様

な要請を国際ロータリーの役員が受けた場合

には，その要請をした当局に，国際ロータリ

ーの方針の説明としてこの決議の写しを1部

送って，その国のクラブにこの問題に対して

行なった決定及びその理由を知らせ，特に一

般方針声明としての上記の序文，及びこの種

の問題に対して個々のロータリー・クラブの

とるべき方針について規定している標準クラ

ブ定款第9条第1節，第2節及び第3節に対

し，クラブの注意を喚起することを鼓に決議

する。　（デトロイト国際大会決議34－－16）

国法の遵守

　（C・mpliance　with　Nati・ma1　Laws）

　1975－76年度国際ロータリー理事会は，国

法に遵じたクラブの行動に関する一般方針の

声明書を採択した。　（12頁参照）
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国家的問題に際しての団体行動

　（Corporate　Action　in　National　Affairs）

　地域社会，国家及び国家間の問題に関する

標準クラブ定款の規定（第9条）に対してク

ラブの注意を喚起したい。この規定には，紛

争問題の討論は，双方の意見の発表が公平に

行なわれる場合には，クラブが係争中の公の

問題に対して団体行動にでることを慎しむ限

り，この原則の侵害にはならないことが指摘

されている。　（理41－42）

　ロータリー・クラブ及びロータリアンは，

新たに入国した将来帰化できる有望な移住者

の教育に対し積極的かつ継続的な個人的関心

を持つこと，そして，まだこれらの人々のた

めの教育施設のない場合には，国又は地方官

庁の教育関係当局にその施設を設けることを

要請することを勧められている。（理48－49）
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国家有事中のロータリー活動

　（Rotary　Activities　During　a

　　　　　　　　National　Emergency）

　いかなる国においても，国家有事の際，そ

の国のロータリー・クラブが，他国と平常の

ロータリーとしての接触をつづけることが不

可能か，又はこれを不得策とする場合には，

その国の国民である現在のガバナー，及び／

又はすべてのパスト・ガバナー又は，ロータ

リアンは常にその国の忠実な愛国者であるこ

とがなによりの義務であることを認めて，国

家有事の期間ロータリーをその国内に保持す

るために可能かつ得策であると考えられる措

置をとる義務を有するものとする。　（理37－－

38）

ロータリーのプログラム

（Program　of　Rotary）

　ロータリーのプログラムは，国際ロータリ

ー定款第3条及び標準クラブ定款第3条に掲

げられている綱領の中に示されている。即
ち：

　ロータリーの綱領は，有益な事業の基礎と

して奉仕の理想を鼓吹し，これを育成し，特

に次の各項を鼓吹，育成するにある：

　第1奉仕の機会として知り合いを拡める

こと；

　第2　実業及び専門職業の道徳的水準を高

めること；あらゆる有用な職業は尊重される

べきであるという認識を深めること；そして

ロータリアン各自が職業を通じて社会に奉仕

するためにその職業を品位あらしめること；

　第3　ロータリアンすべてがその個人生活，

職業生活及び社会生活に常に奉仕の理想を適

用すること；

　第4　奉仕の理想に結ばれた実業人と専門

職業人の世界的親交によって国際間の理解と

親善と平和を推進すること。

会長のプログラム

　（The　President’s　Program）

　毎年度の国際ロータリー会長のメッセージ

は，特定のプログラムあるいはテーマその他

その発表の形式のいかんを問わず，当該年度

におけるロータリ　・一のプログラムの遂行上最

大の重要性をもつものである。地区ガバナー

が会長のプログラムもしくはテーマを取りあ

げ，これを，たとえば地区大会その他テーマ

を用いる地区集会のテーマにするとか，マン

スリー・レター，公式訪問その他地区内のク

ラブやロータリアンと接触する場合に持ち出

すなど，あらゆる適当な方法によって強調す

ることは，その役職と切り離すことのできな

い任務である。地区ガバナーの掲げる地区の

目標あるいは目的は，会長のプログラムもし

くはテーマに関連したもの，それを強調する

ものにし，そして，前記の地区の目標あるい

は目的について何か言う場合には，必ず会長

のプログラムもしくはテーマをはっきりとわ

かるように示すことが必要である。要は会長

のメッセージをすぺてのロータリー・クラブ

およびロータリアンたちに知悉させ，理解さ

せ，効果的に実行させるということが大切な

のである。

ロータリーの基本的特色

　（Fundamental　Characteristics　of　Rotary）

　国際ロータリー理事会（1962－63）は，ロ

ータリーの基本的特色について次のような声

明を採択した：

（ロータリーの基本的特色）

　1．　ロータリーは奉仕の理想に基づく世界

　　中の人々の間の理解，親善及び平和的関

　　係の発展，鼓吹及び育成に関しているの

　　である。

2．　ロータリーは，個人に重点をおいて，

　　奉仕の理想を個人的並びに集団的に実行

　　することを奨励する目的のためにロータ

　　リ　・一・クラブで結ばれた実業人及び専門

　　職業人の世界的友好団体である。

　3．　ロータリー・クラブは，その会員を，

　　各個人の実業又は専門職業活動の性質及
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　び事業場の所在地に従って職業分類に基

　づいて選ぶ。

4．　クラブ例会への出席は，少なくとも会

　員身分存続に必要として定められている

　最小限度までは，これを行なうことを要

　する。これによって相互間の知己友情を

　深め，これを永続的な交友へのrg－一一・歩と

　するためである。

5．　ロータリー・クラブは会員に，その個

　人活動及び実業又は専門職業活動に於け

　る高い道徳的水準を認めかつこれを実現

　したいという希望をもつようになる機会

　を与える。

6．　ロータリアンの宗教的及び政治的信条

　は，彼等自身の問題であるとされている。

　ロータリアンはその信仰する宗教に誠実

　で，公民として忠誠であるべきことが期

　待されている。

ロータリーの目的

　　（Purpose　of　Rotary）

　国際ロータリ　・一　pa事会（1976－77年度）は，

ロータリーを説明するものとして次のような

定義を採用し，これをあらゆる適当な方法に

ょって用いることとした：

　ロータリーは，人道的な奉仕を行ない，あ

らゆる職業において高度の道徳的基準を守る

ことを奨励し，かつ世界における親善と平和

の確立に寄与することを目ざした実業人およ

び専門職業人が世界的に結び合った団体であ

る。

ロータリーと他の団体

　（Rotary　and　Other　Organizations）

　次に掲げるものは，理事会によって採択さ

れた国際ロータリーと他の団体に関する方針
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声明書である；

　国際ロータリーは，互いに異なっている政

治，経済，社会並びに宗教的見解を持つ多数

の国家及び地理的地域にあるロータリー・ク

ラブの連合体であり，これらの見解はすべて

尊重されなければならない。

　定款に掲げられている国際ロータリーの目

的は，世界中のロータリーを奨励，助長，拡

大かつ管理し，そして，国際ロータリーの活

動を調整しかつそれを全般的に指導すること

にある。

　従って，国際ロータリーは，広範な奉仕計

画を持ち，かつその精力と資力を各クラブの

活動によってこの計画を遂行するために提供

する。

　国際ロータリーは，クラブの活動が屡他の

団体と類似していることを認める。しかし国

際ロータリーの方針としては，他の団体の立

派な活動に関心を持ちこれを評価するもので

あるが，如何にその活動が立派なものであっ

ても，国際ロータリーそのものとしてはその

活動に参与し又はそれを支持することはしな

い。特に，次のようなことは国際ロータリー

又はその加盟クラブの活動範囲内にあるもの

とされていない。

　1．他の団体の会員となること。

　2．たとえ単にオブザーバーとして代表を

　　おくることとしたような場合であっても，

　　団体として他の団体の活動に参加するこ

　　と。

　3．他の団体にクラブ又はロータリアンの

　　名簿を提出し又は他の団体のために文献

　　を醍布すること。

　4．他の団体のプログラムその他の活動を

　　支持すること。

　国際ロータリーの資金は，加盟クラブによ

ってロータリー自体の目的のためにのみ提供

されたものである。従って，他の団体の活動

に寄付することはできない。同時に，国際ロ

ータリーは，その加盟クラブを通じ，個人と

しての各ロータリアンが地域社会において立

派な奉仕活動を支持しかつ個人的に参加する

ことを奨励するものである。　（理54－55）

　国際ロータリーの如何なる役員も，国際ロ

ータリー理事会の承認なくして，他の団体に

おけるその公式地位又は会員資格の表示にロ

ータリーの役職名を使用することを認めては

ならないものとする。　（ダラス国際大会決議

29－12）

国際的レベルにおける

　　　　ロータリーの共同事業

　（Corporate　Rotary　Projects

　　　　　at　International　Level）

　理事会は次のように決定した。ロータリー

の目的は，それぞれのクラブが，自身のもっ

ている能力，利用しうる手段，そして会員が

どんな奉仕を必要としており，それを行なう

機会についてどんな考えをもっているかを考

慮したうえで取り決めた各種のロータリー奉

仕部門にわたる活動を，個々のクラブやロー

タリアンが行なうことによって，最も効果的

に具現されるのである。しかし，理事会はま

た，国際ロータリーが，ロータリーの綱領の

推進に役立つプログラムやプロジェクトで，

しかもそれに参加を希望するロータリー・ク

ラブ（複数）と個々のロータリアンたちとの

協同活動によって有益な結果が得られると思

われるものを時々発表することは，ロータリ

一・クラブの連合体である国際ロータリーと

して妥当なことと認める。　（理74－75；78一

箆）

ロータリー研究会

　　（Rotary　Institutes）

理事会は，国際ロータリーの現役員，元役

ロータリーのプログラム

員および次期役員のために催されるロータリ

ー研究会のもつ役割を，協議会，地区大会，

国際大会のような他のロータリーの会合のそ

れとははっきりと異なったものと考える。こ

の研究会に出席する資格をもった人たちのす

ぐれた才腕と豊かな経験に留意し，さらに，

このような研究会が，他のロータリー会合と

同じように，親睦と感動とに満ちたものとな

るべきことを考え，理事会は，研究会の主た

る目的は，研究会参加者と現職のロータリー

指導者との間の知識とアイディアの交流であ

り，そして，この目的は，次のことを行なう

適切な機会を提供してくれる研究会の討議題

目とプログラムとによって達成されるものと

信ずる：

1）すべての参加者に，ロータリ　一一の奉仕活

　動および運営事項に関する精確，最新の知

　識を与えること；

2）現在行なわれているロータリーのプログ

　ラムを分析し，強化し，拡充すること；

3）　その地方のとくにロータリーに関連のあ

　る問題を研究すること；

4）将来におけるロータリーの使命について

　考察すること。　（理74－75）

　理事会は

　a）ロータリーのプログラムを推進する手

段として，すべての地域およびゾーンにおい

て，国際ロータリーの現役員，元役員および

次期役員のために，時々，ロータリー研究会

を催すことを奨励する。そして，言語，地理，

その他特殊事情により，研究会を二つ以上開

くことが望ましいと思われる地域のあること

を認める；

　b）国際ロータリーの会長，理事会および

事務総長が，その決定と主導によって始めも

しくは進めている国際ロー一タリーの目標とプ

ログラムを達成するためには，国際ロータリ

ーの現役員，元役員および次期役員の豊かな

知識による十分な支援と協力が必要であるこ

とを認め，そして，このような支援，協力お
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よび理解を得るうえにおいて，ロータリー研

究会は，重要かつ有益な伝達の手段としての

役割を果すものと信ずる；

　c）国際ロータリーの種々の地域またはゾ

ーンに居住している理事は，関係地区ガバナ

ーと協議して，一つまたは二つ以上のロータ

リー研究会を催す必要について判断し，その

必要のある場合は，研究会開催の申請をすべ

きものとすることを決定する。研究会は，理

事会の承認を得て招集することを得るものと

し，承認は，会長が理事会に代わってこれを

行なう；

　d）会長は，研究会の開催を承認する場合，

ロータリー研究会に招請すべき国際ロータリ

ーの現役員，元役員および次期役員にかかわ

る地域の地理的範囲を指定する権限を有する

ものとすることを決定する；

　e）参加すべき者の旅行に要する距離ある

いは言語上の困難などの理由で，一つのロー

タリー研究会のみをもってしては知識の習得

や討議に所期の成果を収めることができない

と思われるような地域，ゾーン等については，

国際ロータリー会長は，なるべく多数の国際

ロータリーの現役員，元役員および次期役員

を参加させる目的で，二つ以上のロータリー

研究会の開催を認めることができるものとす

ることを決定する；

　f）研究会の目的に鑑み，一つまたはいく

つかの研究会の開催の承認を受けた地域また

はゾーンの理事は，必ず研究会に出席するよ

うにされることが望ましいと考える。また，

会長は，研究会の開催承認の申請をした理事

を，その研究会の招集者として指名すべきこ

と；そして，通常は，研究会毎に1名の理事

がその招集者となることになっているが，言

語，地理その他特殊事情によりその必要のあ

る場合には，会長は，同じ地域またはゾーン

の理事2名を招集者として指名することがで

きるものとすること；さらに，会長は，巳む

を得ない事情があるときは，関係の理事と協
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議のうえ，当該地域またはゾーンの元理事，

もしそれが得られない場合にはその他の国際

ロータリーの現役員もしくは元役員で招集者

としての資格を備えた者を，研究会の招集者

に指名することができるものとすることを決

定する；

　9）研究会の開催承認の申請をした理事は，

その研究会の招集者になると否とにかかわら

ず，研究会の討議題目およびプログラムにつ

きその責任者となるものとするが，研究会の

準備および推進については，その任務を，当

該地域またはゾーン等の元理事またはその他

の現役員もしくは元役員の有資格者に委任す

ることができるものとすることを決定する；

　h）招集者に指名された者が研究集会への

往復旅行に要する費用は，国際ロータリーに

おいてこれを負担すべきものとすることを決

定する；

　i）招集者に指名された者が，ロータリー

研究会の開催日時に，開催地への往復旅行に

要する費用を賄うための十分な額を，毎年，

国際ロータリーの予算に計上すべきこと；各

研究会の費用は自弁とすることを建前とする

も，前記費用のうち運営費として500ドルを

限り，開催を認められた各研究会に対して支

給するものとし，これを，毎年，国際ロータ

リーの予算に計上すべきことを決定する；

　j）毎年，理事会において，研究会の目的

と参加者のもっているその資格に相応した能

力とを十分勘案のうえ，時機を得た，適切，

妥当な問題を設問の形にしたものを一覧表に

つくり，研究会の開催が認められた地域また

はゾーンの理事が研究会の討議題目およびプ

ログラムを作成するときに，その中から選び

出すことができるように準備しておくべきも

のとすることを決定する；

　k）各研究会の招集者に指名された理事ま

たはその他の者は，研究会に関する略式の報

告書を会長および事務総長に提出し，理事会

の各理事はその回付を受けるものとすること

を決定する。　（i理74－75）

　理事会は，ロータリー研究会の日程を作成

する責任のある人々に，ロータリーの広報活

動とその重要性に関する問題をこれに加える

ように考慮することをすすめる。（理67－68）

　理事会は，国際ロータリーの現役員，元役

員および次期役員のロータリー研究会の開催

費用は，できる限り自弁とし，招集者が研究

会に出席のために要する費用のほかは，国際

ロータリーに負担をかけてはならないとする

ことを決定する。　（理73－74）

都市連合及びクラブ・ゼネラル・フォ

ーラム

　（lntercity　and　Club　General　Forums）

　ロータリーの情報及び教育のための手段と

して，都市連合ゼネラル・フォーラムは実際

的でかつ有効な手段であり，ロータリー・ク

ラブの集団が，その集団の中心地に全会員を

招いて，経験あるロータリアン，通常，国際

ロータリー現役員又は旧役員が，司会者をつ

とめ，午後か夜の会合で，ロータリーの一般

性格や計画等についての研究，討議するフォ

ーラムを開催することが奨励されている。

　理事会は，ロータリー情報を広める手段と

して，出来るだけ多くのロータリー世界の土

地に，都市連合ゼネラル・フォーラムを開き，

これを国際ロータリー会長によって選ばれた

有資格指導者が司会するようにすることを決

定した。　（理49－50）

　国際ロータリー会長指名のり一ダーによる

完全なプログラムを実施するに足るだけの出

席者数が期待できないような場合には，地区

ガバナーは，都市連合ゼネラル・フォーラム

を夜又は午後と夜の集会にして，リーダーを

その地区又は近隣地区から求め，国際ロータ

リーに費用をかけずに行なうよう奨励されて

いる。　（理57－58）

ロータリーのプログラム

　理事会は又，ガバナーの公式訪問の際その

他ロータリー年度中の適当な時期に催すクラ

ブ。フォーラムによって，ガバナーがクラブ

単位のロータリー情報の普及強化を行なうべ

きことを決定した。　（理49－50）

クラブにプログラム資料の送付

　（Sending　Program　Material　to　Clubs）

　理事会は，クラブ会長に，ロータリーのプ

ログラムの特定の部面に責任をもち又は関心

をもつクラブの委員会委員長その他のクラブ

会員に，如何なる資料を直接に送付してもら

うぺきかを決定する権限を認めている。

　しかし，クラブ会長が承認している場合は，

事務総長は，クラブの委員会委員長その他の

クラブ会員に直接資料を送付することができ

る。　（理46－47）

意義ある業績賞

　（Significant　Achievement　Award）

　理事会は，1973－74年度に，それまで意義

ある業績賞と称せられていたものを廃止し，

これに代わるものとして，認証という方法に

よって，ロータリー・クラブのあげた重要な

業績を表彰することとするプログラムを設け，

その表彰を受けるクラブを各地区の地区ガバ

ナー一一　va選ばせることにした。

理事会は，地区ガバナーが意義ある業績の

表彰を受くべきクラブを選定する場合の参考

として，次のよう規準をな示している：

　1）事業は，その土地において，あるいは

　　その土地のみに限らず，誰の目からも重

　　要とみられている問題を対象とするもの

　　でなければならない。

2）事業は，単なる金銭的な奉仕でなく，

　　クラブ会員の大半または全部が直接参加
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1

　するようなものでなければならない。

3）事業は，他のロータリー・クラブもこ

　れと競争して行なうことができるような

　ものでなければならない。

4）事業は当該年度に始められたものであ

　ることを要しないが，その事業が，現に

　実施中のものであること，もしくは，そ

　の表彰の行なわれるロータリー年度に終

　えられたものであることを立証するもの

　を提出しなければならない。

5）　いかなるクラブも，同一事業につき，

　重ねて業績の認証を受けることができな

　いo

　次に，地区で選定を行なう場合によるべ

き手続方法を掲げる：

1）毎ロータリー年度の8月1日までに，

　地区ガバナーは，地区選考委員を選任し，

　この選考委員会においてすべての表彰の

　申請を受理すべきことを告示する。地区

　ガバナーは，この委員会の，職権上の委

　員となるものとする。

2）地区ガバナーは，そのマンスリー・レ

　ターで，選定規準とともに，この委員会
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　に関する発表を行ない，申請者が委員会

　の手許に到達することを要する期日を公

　示するものとする。

3）地区選考委員会は，当該ロータリー年

　度の12月1日までに会議を開き，5クラ

　ブまでを限度として受賞候補クラブを選

　び，これを地区ガバナーに送達する。

4）地区ガバナーは，前記5クラブの中か

　ら選定を行なう。選定さるべきクラブは

　1クラブのみとし，特別な事情がある場

　合に限り，3クラブまでの選定を考える

　こととされたい。

5）地区ガバナーは，国際ロータリー事務

　局に対して自分の行なった選定を証明す

　る手続きをとり，事務局は，これに対す

　る正式の認証状を作成してガバナーに送

　付する。

6）地区ガバナーが表彰を受けるクラブに

　認証状を贈る場合には，これを広く知ら

　せる適当な方法をとるようにされたい。

　もしできれば，この贈呈式を地区大会の

　行事に加えるぺきである。

広 報

（Public　Relations）

　理事会（1974－75）は，クラブおよびガバ

ナーのための手引として，次のような方針を

採択した：

国際ロータリー広報

　（Rotary　International　Publ量c　Relations）

　ロータリーにおける広報プログラムの主た

る目的は，ロータリー・クラブや個々のロー

タリアンがロータリーの綱領および目標を実

現するために最善の働きをすることができる

ような好ましい環境を育てることである。ロ

ータリーの目的，プログラムおよびその業績

に対する世間の理解，認識および評価を欠く

場合，ロータリーによるせっかくの努力も，

その多くは十分な力を発揮することができな

いままに終ることとなるであろう。ロータリ

ーの目的としているもの，およびそのすぐれ

たプログラムに関する説明が，一般人，実業

人，専門職業人，そしてロータリアンに対し

ても，十分に行なわれていないということは，

ロータリーの成長と発展を著しく妨げるもの

であり，それが現実に会員の喪失となってあ

らわれる場合も少なくないのである。ロータ

リー・クラブが，地域社会の理解と支持なく

して，その奉仕活動に十二分の成果をあげる

などということは，ほとんどあり得ない。

　ロータリーが生き生きと育っていけるよう

な環境は，幅の広いすぐれた広報プログラム

によってつくりあげることができる。理事会

は，クラブの広報委員会が，積極的な宣伝の

手法や通信機関を通じる方法によるもののみ

に限らず，情報，解説，教養および地域社会

の理解を目的としたりっぱなプログラムをつ

くることによって，幅の広い総合的な広報に

取り組むように勧告している。

　すぐれた広報プログラムとされるためには，

少なくとも，次の条件を備えたものでなけれ

ばならない：

　1）個々のロータリアンが，その私生活お

よび職業生活における他人との接触に，ロー

タリーの目標とその業績をいっそうよく知ら

せるための機会を求めるようにすることを奨

励するものであること；

　2）　マスコミ機関の幹部との友好関係を保

持し，新聞，ラジオ，テレビ，雑誌，映画を

利用して，ロータリーに関する情報の効果的

な発表を行なうプログラムを作成するもので

あること；

　3）　各種のロータリー奉仕部門に関する地

域社会の理解を増進するため，以下に掲げる

ものを含むあらゆる機会を利用するものであ

ること：都市連合会，地区大会，地区協議会，

地区研究会，地域大会，国際協議会，国際大

会，ロータリー財団補助金，ロータリー創立

記念行事，地区ガバナーの公式訪問，青少年

交換プログラム，およびその他のロータリー

の世界にわたる計画を示す行事やプログラ
ム；

　4）　ロータリー・クラブがりっぱにその目

的を果した事業，行動および奉i仕活動で，ロ

ータリーの目標と綱領を説明する具体的な例

となるようなものについて，効果的な報告を

したり，これを公に表彰したり，また，それ

に関する情報を提供したりするものであるζ

と；

　5）　機関雑誌その他の出版物や資料および
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国際ロータリーのプログラムなど，地域社会

に対するロータリーの目的の説明に役立つも

のを，ロータリー・クラブで効果的に利用す

るものであること；

　6）個々のロータリアンとその友人や家族

および仲間の人たちのロータリーの目標に対

する理解を深める手段として，内部における

情報の伝達を目的とした連続的なプログラム

を考えるものであること；

　7）　地域社会の有力者，青少年，その他ロ

ータリーの綱領，活動範囲，計画および事業

などロータリ　一一のことを知っていると思われ

る特定事業関係の人びとの理解を深めようと

するものであること。

　総合的なロータリー広報プログラムを実施

する場合に絶対に必要なことは，プログラム

が真実，正直，誠実そして品位ということを

基調としたものであること；プログラムがロ

ータリーのイメージを高め，またそれを正し

く精確に伝えるものであること；また，つね

に，りっぱな行動をもって世間の評価と理解

とを得るための第一要件とすべきこと；さら

に，広報が，個人を賞揚したり，表彰したり

するためでなく，クラブや個々のロータリア

ンが，ロータリーの綱領を効果的に実践し，

ロータリーの力を伸ばしていくうえに好まし

い環境をつくりだすことを目的として行なわ

れることである。

広報によってロータリーに人々の注意

を引くこと（Attracting　Men　to　Rotary

　through　Public　Relations）

　理事会は，

　1）世界中のロータリー・クラブに対し，

現在その数を増加しつつある，実業及び専門

職業分野で責任ある地位を占める若手の会員

候補者のロータリーへの関心を深めさせる手

段，方法を見出すよう激励し；
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　2）　ロータリー・クラブに，ロータリーの

綱領をよりよく伝えかつ表現する，適切なロ

ータリー・クラブ例会プログラムを発表する

ための方法を講ずるよう強く要望し；

　3）世界中のロータリー・クラブに対し，

広報の効果を一段と高める方法として，より

明確に広報に焦点を合わせた活動を採用する

ことを考慮するよう提案する。　（理69－70）

　理事会は，新会員をロータリーに引きつけ，

現会員を引き止めておくのに広報が重要であ

ることを，ロータリー・クラブ，特に，クラ

ブ会員増強委員会に対して強調し続けるぺき

である，ということに同意する。（理71－72）

広報とクラブ・プロジェクト
　（Public　Relations　and　Club　Projects）

　広報をより効果的にする奉仕活動を奨励す

る手段として，国際ロータリ　一一理事会は，ク

ラブに対し，国際大会決議23－34にいずれの

ロータリー・クラブも毎会計年度に主要な社

会奉仕活動を提唱することが望ましいと勧告

した点を強調するものである。

　成功裡に完了した奉仕プロジェクトは，ロ

ータリーに対する一般の人びとの認識，理解

を普及徹底させるのにひじように効果的な機

会を提供するものと考えられている。それ故，

各クラブが，このようなプロジェクトについ

て一般の人びとに広く知らせるために積極的

に努力することが，ロータリーの広報におい

ては不可欠なことなのである。　（理72－73；

76－77）

　理事会は次のように決定した。地域内にロ

一タリーに対して否定的な態度を示す傾向が

うかがえ，それがロータリーのプログラムに

好ましくない影響を与えていると思われる地

域に対しては絶えず注意を払わなければなら

ないこと，およびそうした地域にあるクラブ

に対し建設的な奉仕プログラムを創案，実施

してそのような否定的態度の一掃に努めるよ

う要請すべきである。　（理76－77）

ロータリーと報道機関との関係

　（Rotary　and　News　Media　Relationships）

理事会はロータリー・クラブおよび地区ガ

バナーに対し，ロータリーと報道機関との関

係改善のために適切な措置を講ずるよう奨励

し，かつ，それぞれの地元の社会的，文化的

諸条件および地元報道機関との関係の状況を

考慮に入れて，以下にあげる，ロータリーと

報道機関との関係改善を目ざしたロータリー

・クラブおよびロータリー地区の活動を研究

するよう提案している

1）　ロータリー・クラブにおいて報道機関

の関係者による報道機関の役割についての講

巡
　2）少人数のローダリアンと報道機関の関

係者で構成されるグループによる討論会；

3）　ロータリアンと報道機関の関係者が出

席するフォーラムとセミナー；

4）　ロータリー・クラブが青年ジャーナリ

ストにその見聞を広めさせる目的で奨学金を

支給し，その奨学金受領者のジャーナリスト

は，研修終了後研修に関する報告書をクラブ

に提出する，青年ジャーナリスト対象のロー

タリー・クラブ奨学金制度；

5）　ロータリー財団研究グループ交換チー

ムに報道機関の代表を参加させること。但し

その選定は，ロータリー財団の他のすぺての

奨学金または補助金受領者に対するのと同様

に，慎重に考慮して行なうこと，

6）報道機関の代表をロータリー・クラブ

会員に加えるよう尚一層の努力をすること，

7）地区ガバナーは，行動基準を高め，理

解を深め，関係を更によくするための促進方

法を探求するために，地区内の適格なロータ

リアンたちと報道機関の指導的な地位にある

広 報

人との討論会を手配すること。（理77－78）

講演者の斡旋（Speakers　Serv量ces）

理事会は次のことを奨励する：

a）地区に講演者斡旋サービスないし斡旋

　所のある地区のガバナ・一一は，そこで斡旋

　できる講演者の名簿にロータリー以外の

　グループに，ロータリーのことを効果的

　に話せる人を，載せること；

b）ロータリー・クラブは，ロータリーに

　ついて効果的に話のできる講演者を，地

　元のさまざまなグループに斡旋すること。

　（理72－73）

地区広報
　（Distr三ct　Public　Relations）

　理事会は地区ガバナーに対し，地区広報委

員会の設置を考慮することを提案しており，

かつまた各自の地区広報プログラムにおいて

実行可能な場合は必ず，広報の分野で経験の

あるロータリアンを見出し，活用するよう奨

励している。（理68－69；79－－80）

協議会プログラムに関する一般情報

　（Public　Information　on

　　　　　　　　Assembly　Programs）

　国際協議会又は地区協議会の計画をたてる

に当っては，ロータリ　一一　｝c関する情報を一般

社会に知らせるのに役立つ事柄を含める点に

ついて十分の注意を払わなければならない。

（理37－38）
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出版翫鼠員会

　（Publications　Committee）

国際ロータリーの出版物

（Publications　of　R．1．）

る。

1

　国際ロータリー細則（第14条）は，出版物

委員会を国際ロータリーの常任委員会として

設けることとしている。この委員会の任務は，　2．

機関雑誌を含む国際ロータリーのすべての出

版物に関し国際ロータリー理事会に勧告をす

ることである。

機関雑誌（OMcial　Magazine）

　国際ロータリー理事会は，国際ロータリー

の機関雑誌である月刊雑誌を刊行する。雑誌

は，理事会の認める数だけの言語によるもの

を刊行することができる。現在は2種類であ

り，すなわち基本版である英語のTHE　RO・

TARIAN及びスペイン語版のREVISTA
ROTARIAがそれである。現在世界各地に
いろいろな地域的雑誌がある。その中には公

式地域雑誌となっているものがある。（91一

3

4

伊
D
ρ
0

92頁参照）

目的と目標（Purpose　and　Objectives）

　1976－一一77年度理事会は，ロータリアン誌の

H的と目標に関し，次の声明を採択した：

　R．1．の機関雑誌，ロータリアン誌の基本的

な目的は，國際n・一一タリー細則第19条第1節

に明記されている如く，国際ロータリーの目

的の推進とロータリーの綱領の達成について

理事会を助ける仲介の役をつとめることにあ
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7

8

　　　ロータリアン誌の目標

R．1．会長のテーマや所信および理事会が

承認した特別プログラムを支持しかつそ

れを広めること。

R．1・の重要な会合（国際大会，国際協議

会および地域大会）および各種の公式ロ

ータリー「週間」への参加推進をはかり

かつそれらについて報道すること。

ロータリーp－一・クラブやロー一タリー地区の

指導者たちのためにプログラム・アイデ

ィアの源泉として，またロータリー一知識

の宝庫としての役割を果たすこと。

世界各地においてロータリー・クラブや

ロータリアンが行なった，四奉仕部門で

の活動の実例を報道することによって，

ロータリアンに刺激を与えその意欲をか

きたてて，奉仕活動の向上，強化に助力

すること。

国際友好の推進，強化に寄与すること。

ロータリーの関係およびロータリーでな

い関係の両面における重要な諸問題を取

り上げてフォーラムを開催し，それらの

問題に対する参加ロータリアンたちの見

解，関心を特集して，ロータリアンー般

のロータリーに対する信念を刺激し，深

め，そして強めることに役立たせること。

地域的ロータリー一雑誌，地区出版物およ

びクラブ会報の協力を得て世界全域にわ

たるロータリーに関する情報のネットワ

ークの整備に指導的な役をつとめること。

魅力的かつ新鮮で，時事に関する事柄や，

ロータリアンのことまた彼らの生活に関

連する記事も載せた雑誌を編集すること

によって，読書欲をかきたてること。

国際ロータリーの出版物

IV）ロータリーの徽章の使用，ロータリー

広告方針（Advertising　P・licy）

　理事会は次の方針を採択した二

　　　　　　雑誌の広告方針

　1）一般方針

　雑誌は，優良な商品と奉仕で声名のある広

告主に高級な広告を積極的に勧誘しなれぼな

らない。　　　　　　　　　　　　　　　・

　風儀を害し，品位を損なうような広告，あ

の会員の肩書，ロー一タリー・クラブ用品

ロータリーの徽章に関する国wa　U．　一一タリー

の一般規定は，広告についても適用される。

広告主がロータリーの会員であることを広

告の中で示すようなことは許されない。

ロータリー・クラブ用品を扱っている業者

の広告を受け付ける場合には，販売しようと

している製品が国際ロータリーの免許製造業

者によって製作されたものであることを確か

めなければならない。製造業者の広告の場合

には，その業者が国際ロータリーの免許を受

るいは現品が約束したものと違うような広告　　けて製造をしていることを確かめなければな

が雑誌に載ることのないようにするために， らない。（理53－54；59－60；62－63）

広告の引受けには慎重な考慮をはらわなけれ

ばならない。

理事会，その代理をつとめる事務総長は，

理事会は，各種の広告について，受け入れ

てよいものと受け入れてはならないものとの

区別を明らかにし，定期的にその再検討を行

この方針を実施し，広告の引受けの問題につ　　なうものとする。

いて最終的な決定を行なう　任を負う。

ロータリアンがそめ営業や専門職業のため

に互いに競争することは当然のこととしても，

このような競争のために正当な広告が拒否さ

れるようなことがあってはならないものとす

垂
　R．Lはいかなる広告主の保証もせず，した

ロータリアン誌上での広告
　（Advertising　in　The　Rotarian）

広告の勧誘および引受けについては，国際

ロー一タリーは，所定の方針に従い，雑誌に掲

がって広告にかかわる商品や役務について金　　載された広告主，商品または営業的な役務の

銭上の　任や義務を負わない。

H）広告の受入れに関する基準

提供される商品または役務の価格が正しく

表示されていて，製品，役務，広告文，さし

絵は，美的水準や趣味の良さにおいて格式あ

る雑誌にふさわしいものでなけれぼならない。

商品または役務の広告の受入れの可否につ

いての決定を，定評のある事業者もしくは専

門職業人の団体および信用調査機関の意見に

提供の保証をしたことがないし，また保証を

しないことにしている。

従って行なうようにしてもよい。

皿）無料広告

無料広告は，国際ロータリーに限り認めら

れるものとする。

　国際ロータリーは，雑誌の広告欄に掲載さ

れた商品や役務に関し，金銭上の責任または

義務を引き受けたこともなく，また，引き受

ける考えはない。

レビスタ・ロータリアの顧問

　会長は，ロータリー・クラブのあるスペイ

ン語を話す国及びポルトガル語を話す各国に

それぞれ在住するロータリアン1人を指名し，

その在住国において，レビスタ・ロータリア

の編集者と接触を保ちかつ通信によりレビス

タ・ロータリアの運営について助言する職務

に当たらしめる権限を有する。指名されたロ
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一タリアンは，レビスタ・ロータリア顧問と

称し，会長の要求によってガバナーが推薦し

た者の中から選ばれる。任期は1年であるが，

指名により2年間その職務に当たることもあ

る。（理55－56）

ロータリーの雑誌週間

毎年，理事会によって特定の週間が「雑誌

週間」に指定され，クラブはその週間中に雑

誌に関するプログラムを実施しなければなら

ないことになっている。このようなプログラ

ムを作成するための資料は，中央事務局雑誌

部から提供される。

国際ロータリ・ニュース

　（RI．　NEWS）

　R．　1，事務局（本部）から，R・1・ニュース

が，定期的に各クラブの会長と幹事宛に送付

されている。このR．1．ニュースは，クラブ役

員に対する公式通達その他一般的なまたその

時々の重要なニュースを伝えることを目的と

している。

　毎月2部をクラブ会長宛に郵送し，1部は

会長からクラブ幹事に渡してもらうことにし

ている。そのほかに，40名以上の会員を有す

るクラブは，40名を越える20名につき1部の

割合で追加分を入手することができる。クラ

ブはこの無料追加分の郵送を受ける会員を知

らせるものとする。

　事務総長は，クラブ会長又は幹事から請求

があった場合は，無料で，国際ロータリー・

ニュースを，クラブ会長又は幹事の指定する

クラブの主要委員会の委員長に送付すること

ができる。（理44－－45）

　国際ロータリー・ニュースはすぺての国際

ロータリー役員及び委員に送られている。な
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お，多くの元国際ロータリー役員及び委員長

にも送られている。これらの部数は，クラブ

割当分には含まれない。

　国際ロータリー・ニュースは，一般に配布

することを目的としたものではない。クラブ

の会員個人は，一定の購読料で購読すること

ができる。

　国際ロータリー・ニュースは，英語，フィ

ンランド語，仏語，独乙語，イタリア語，日

本語，ポルトガル語，スペイン語及びスウェ

ーデン語で出版されている。

名簿（Direct・ries）

　国際ロータリーは，各ロータリー年度の始

めに世界中のクラブ，その会長及び幹事の氏

名及び住所，例会場，例会曜日，時間，国際

ロータリーの役員及び委員の氏名，住所の一

覧表，その他名簿に一般的な事項を載せた公

式名簿を発行する。

　この名簿は，クラブ役員，国際ロータリー

役員及び委員の使用ならびにロータリアンが

旅行する時の便宜に供するために発行される

ものである。この名簿はロ・一タリアン以外の

人に配布するためのものではない。ロータリ

アンがこれを営業に利用するのは間違いであ

る。

　公式名簿は，新版が出るたびに各クラブの

幹事宛に1部宛無料で配布されるものとする。

クラブは追加分を幾部でも購入することがで

きる。

　公式名簿には版権が設定されている。

　旅行するロータリアンのため，公式名簿に

は，ロータリアンの所有又は経営しているホ

テル，もしくはロータリー・クラブの例会場

又は事務所のあるホテルの案内広告を載せて

いる。また，クラブ幹事その他がロータリー

の標章のついた商品を購入するような場合の

案内として，この名簿には，ロータリー，イ

ンターアクト及びローターアクトの名称や標

章入りの物品の製造又は販売を国際ロータリ

ーが特に認めている会社の一覧表も載ってい

る。

　地区又は地域が，その地区又は地域内のロ

ータリアンの名簿の発行を望む場合には，こ

れを行なって差し支えないが，その経費は，

国際ロータリーの費用外でまかなわなければ

ならない。（理55－56）

　いずれの地区，地域又はクラブも，ロータ

リー名簿を発行する場合，その名簿の中に名

簿はロータリアン以外の人に配布するもので

ないこと，又営業用の名簿に使用されてはな

らないこととする注意を明記しなければなら

ない。（理35－36）

パンフレット　（Pamphlets）

特定の題目を取り扱った各種のパンフレッ

トが国際ロータリ　一一から発行されている。そ

の全部の目録については，国際ロータリー事

務局の本部およびクラブや地区のために設け

られている各支局から入手出来るすべての出

版物，用紙類，提供品等の価額が掲載されて

いる19－　J，「カタログ」を参照のこと。

　理事会又は国際大会の決定によって特に発

行が認められているパンフレットを除き，事

務総長は，新しいパンフレットをいつ，いか

なる国語で出版するか，また，現在出版され

ているパンフレットの発行をいつ打切ること

にするかを決定する権限を有する。

国際ロータリーの出版詔可を示すR工標

章のある出版物

　（Pamphlets　Bearing　the　R．1．　Emblem）

国際ロータリ　一一の標章を付したパンフレッ

トは，すぺて，国際ロータリ　一一理事会の承認

国際ロータリーの出版物

またはかかる承認を行なう権限が与えられて

いる者の承認を得ていなければならない。（理

27－28）

ロータリー文献の翻訳

　（Translation　of　Rotary　Literature）

　公式用語である英語以外の国語によるロー

タリー文献の出版に関する国際ロータリーの

方針は，次の通りである：

　1．英語版のほかに，ロータリアンの使用

　しているその他の国語によるロータリー文

　献を，資金事情の許す限りなるべく早急に

　入手できるようにする。

　2．理事会は，すぺてのロータリー文献の

　翻訳の承認を行なうべきものとする。

　3．　国際ロータリーの出版物の各国語版で，

　現在刊行されていないものまたは刊行の予

　定のないものの翻訳，刊行および頒布は，

　これを認め，また奨励する。ただし，翻訳，

　刊行および頒布に要する費用は，その刊行

　物を利用するクラブもしくはクラブ集団に

　おいてこれを負担するものとし，また，そ

　の翻訳につき，事前に，理事会の承認を得

　ることを要するものとする。

　4．国際ロータリーの出版する英語以外の

　国語版の出版物には，その英語版の定価を

　適用する。

　5．国際ロータリーの費用で発行されるす

　べての出版物の保管および頒布に関する指

　導および監督は，これを事務総長の所管と

　する。（理73－74）

　ロータリー出版物の各国語版は，それぞれ，

その国語を使用しているクラブに無料で配布

される。（理57－一一58）

　色々な国におけるすぐれたロータリアンの

奉仕によって，国際ロータリーの負担なしに，

ロータリー文献の翻訳が可能な場合には，そ

うすぺきである。（理34－35）
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国際ロータリーの出版方針
　（Publishing　Policy　of　R．1．）

　理事会は次のような国際ロータリーの出版

方針を定めた：
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　国際ロータリーは，アメリカ合衆国，イリ

ノイ州の法律に基づき，非営利法人として設

立され，従って利益を目的とする一般書籍の

出版及び販売事業を行なうことを禁じられて

いる。

地域大　会
（Regional　Conferences）

　地域大会は国際ロータリー細則第18条第5

節に規定されている如く，国際ロータリー理

事会によって開催される。

　理事会は地域大会開催を考慮するに際し，

将来の指針として，次のように決定している：

　理事会は，国際ロータリー細則に規定され

ている如く，適当な条件のもとに，知己を広

め，理解を増進し，意見を交換するため討論

会の役を果すという目的のために，地域大会

を開催することを決定した。一般方針として，

地域大会はどの地域においても，5年に1回

をこえて開催しないものとし，また，その開

催地は同じ年に開かれる国際大会から相当離

れた土地でなければならないものとする。地

域大会は，国際大会の開催地となる可能性の

あるようなところとはかなり遠い地域にいる

ロータリアンに，あまり費用をかけないで国

際ロータリーの集会に出席できるような機会

を与えるために開かれるものでなければなら

ない。

　理事会は，原則として，ロータリーのプロ

グラムを前進させることとなるような盛大な

大会となることが確かに期待できるような場

合には，いつでも，またどこでも，ロータ

リーの地域大会を開催することに賛成である。

（理74－75）

　理事会は，地域大会の開催地を選定する際

次の諸点を考慮に入れるべきことを決定した：

1．　「主要な出席地域」内に少なくとも1万

　　名のロータリアンが居住していなければ

　　ならない一その地域とは，ロータリア

　　ンが大した費用を負担せずに大会開催地

　　まで旅行することが出来，従って最多数

　　の出席者が期待され，かつ，大抵の場合

　　実際に出席する地域を言うのである。

2．　「主要な出席地域」内に居住するロータ

　　リアンは，国際大会へ大した費用を負担

　　せずに旅行する機会がこれまでにあった

　　か，又は数年のうちにあると期待される

　　ものであってはならない。

3．然も，最少限2千名のロータリアンの出

　　席が期待できること。

　理事会は，当該都市が国際ロータリーへ何

等の負担をかけることなく，大会の本会議に

相応しい，適当な，便利な公会堂並びにその

他の会議のために同様な会議場を準備するよ

う期待している。如何なる都市のロータリー・

クラブも国際ロータリ　・一が使用する会議場の

室代又はその他の経費を負担すぺきものでは

なく，地域社会としての都市がかかる設備を

準備するか，又は市当局，或は商工会議所，

旅行協会，又は事業家やホテル業者等の類似

の団体が，かかる集会場のために必要な場合，

資金を準備すぺきであると考えられている。

この決定は，会議場の室代又は，緊急の場合

必要な他の経費を，国際ロータリーが支払う

ことを承諾するのを妨げるものではない。

　地域大会開催を承認するに当って，理事会

はi国際ロータリー年次大会に関し現在行な

われているのと同一の方法で，かかる大会の

立案，開催を援助するために，必要と思われ

る費用の割当を行なうこととなっている。（理

65－一一66；69－－70）

　理事会は，地域大会が有益な目的を果たし

得ることを認める一方，同大会を必ずしも毎

年開催するには及ばぬこと，又，如何なる年

においても開催の当否決定は，各地域内から

の開催要求の有無，国際ロー一タリーの他の諸
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活動との関係における同大会の適否，並びに

大会開催に関する諸事情に基づいて行なうこ

とに意見が一致している。（理65－66；66－

67）

　理事会は，地域大会を開催する決定は，こ

れを，開催予定期日の3年前よりも早く，5

年前よりも遅い時期に行なうようにすべきで

あるとする意見であり，したがって，将来い

ろいろなロータリー地域において開催さるべ

き地域大会の予定表を作成するようなことは

しなVP。（理74－一一75）

地域大会指針
　（Regional　Conference　Guidelines）

　理事会は以下の事項を決定した：

　1）国際ロータリーは，今後の国際ロー一タ

リー地域大会を計画準備するに当っては，実

行可能な限り，ホスF都市およびホスト・ク

ラブの協力を得て，経費はすべて自力で賄う

という方式に添って開催するよう努力すべき

である。

　2）　地域大会の予算案は，承認を得るため

地域大会委員会より理事会へ提出されるもの

とする。（理69－70；74－－75；77－78）

地域大会組織の手続規則
　（RUIes　of　Procedure　for　Organizing

　　　　　Regional　Conferences）

　理事会は，地域大会の組織に関して次の如

き手続規則を採択し，執行委員会と会長，又

は会長のみに対し，理事会に代って，これら

の手続きが理事会に委ねた責任を遂行する権

限を与えると共に，更に執行委員会に対し，

必要ある場合には，既定の手続規則を変更す

る全権限をも委任している。
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A．組織（Organizati・n）

　国際ロータリー理事会は，随時，大会を催

すべき都市及び日時について決定を行ない，

大会開催の通知を発し，地域大会委員会を設

置し，かつその委員長を指名する。

　国際ロータリー会長は，大会の議長（主宰

すべき役員）となる。

　国際ロータリ　一一事務総長は，地域大会及び

地域大会委員会の事務局長となるものである

が，中央事務局の一員を指名してその任務を

代行させてもよい。

　地域大会に出席のロータリアンは，立法機

関を構成しない。従って彼等は，国際ロータ

リー又はロータリー・クラブを拘束するよう

な決議を行なうことは出来ない。

　理事会は，地域大会の開催期日より少なく

とも1ヵ年前に大会開催の通知を発すること

になっている。

地域大会委員会

　（Regional　Conference　Committee）

　地域大会委員を任命するに当っては，理事

会は，地域内に含まれる各国の特異性を考慮

に入れるであろう。大会委員会は，国際ロー

タリー理事会に対し，他の誰にも委嘱されて

いない，大会の総ての部面に関し責任を負う

ものであり，大会の特別方針を定め，大会の

プログラムを起草して理事会の承認を受ける

ものとする。大会委員会は，本会議，部会，

余興等を含む承認ずみのプログラムの細目の

実施，並びに他の誰にも委嘱されていないそ

の他すべての事項に対する責任を持つものと

する。

　ホスト・クラブの実行委N会として知られ

ている主催クラブの地元準備委員会の監督管

理の責任は，大会委員会が負うものとする。

国際ロータリー事務総長

　（General　Secretary，　R　I．）

　国際ロータリー事務総長は，広報，財務，

集会場の選定と設備，出席の促進，登録，ホ

スト・クラブとの協力等運営上のあらゆる任

務に対し第一の責任を負うものである。事務

総長は，運営上の多くの任務を遂行するに当

って，ホスト・クラブの協力を要請する。又，

プログラム及びその関連事項に関して，大会

委員会に協力し，大会の運営については，理

事会に対し，第一の責任を負うものである。

国際ロータリー地域大会幹事

　（Conference　Manager，　R，1．）

　国際ロータリー地域大会幹事は，事務総長

の代理人であって，事務総長が第一の責任を

持つ運営上の多くの業務を代行する。彼は，

大会委員会をその任務の全般に亙って援助し，

かつ国際ロータy　・一　by域大会委員会，国際ロ

ータリ　一一事務総長とホスト・クラブ間の連絡

係を勤める。その上，彼は，ホスト・クラブ

を援助して歓待計画の作成に尽力し，地域大

会プログラムを起草する責任がある。

ホスト・クラブ（Host　Club）

　ホスト・クラブは，来訪ロータリアン並び

に来賓を歓待する責任がある。歓待計画はす

べて国際ロータリー大会委員会の承認を受け

なければならない。

　ホスト・クラブは，ホスト・クラブ実行委

員会として知られている地元準備委員会を任

命するものとする。この委員会は，ホスト・

クラブに代って，歓迎計画を立案し，必要な

地元小委員会，例えばホテル，余興，登録，

歓迎，輸送，婦人，装飾，出版物，宣伝，友

情の家，情報，大会報道等の小委員会を任命

しそれらを調整する。

地　域　大　会

　ホスト・クラブは，国際ロータリー事務総

長と協力して，事務総長が第一の責任を負っ

ている運営業務の多くを遂行する。

大会委員長の任務

　（Duties　of　Cha三rman　of　Conference）

　大会を開会かつ主宰し，大会事務局長と共

同して大会議事録の正確なことを証明するの

が大会委員長の任務である。

地域大会事務局長の任務

　（Duties　of　Secretary　of　Conference）

　大会議事の記録をとり，大会委員長と共同

してその正確なことを証明し，大会の進行に

関しあらゆる点に於て委員長を助けるのが，

大会事務局長の任務である。事務局長は又，

地域大会委員会の事務長として，同委員会の

議事録をとり，又同委員会の要請する通信の

処理に当たるものとする。

B．ホスト・クラブよりの大会招致
　（lnvitation　from　Host　Club）

　地域大会招致の希望を有するクラブは，希

望する大会の開催予定期日の少なくとも36ヵ

月以前に，事務総長の手許まで大会の招待状

を提出しなければならない。この招待状に添

付する説明書に含まるぺき事項は次の通りで

ある：

　L　地域大会開催予定の会場並びに収容能

力，但し国際ロータリー又は如何なるロータ

リー・クラブへも負担をかけずに使用できる

か否かに関する情報を付記のこと。

　2．利用し得ぺき一級及び二級ホテルの室

数及びその宿泊料の限界。

　3．地域大会の開催月に関する希望とその

理由を述べた書状。国際ロータリーとしては
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10月乃至11月を希望するものである。

　クラブまたは地区からの地域大会開催の申

込書の受付については，添付すべき契約書も

含めて，すべて国際大会招致に関して定めら

れたものと同一の規則，手続きが適用される。

C．プログラム（Program）

　地域大会委員会は，大会プログラムを立案

作成し，理事会の承認を求める。プログラム

には，（議題として）できうれば，ロータリー

の原理，方針および手続きをすべて網羅し，

かつまた当該地域に特有の問題の審議をも含

めなければならない。但し，極度に論争を生

むような問題を公開の席で論ずるが如き愚は

避けるぺきであるが，異なった意見を有する

人々が，ロータリーの精神で話し合う機会は

必ずしも避ける必要はない。

D．宣伝（Publicity）

　国際ロータリ　一一事務総長は，結局に於て多

数の出席者を確保するためにあらゆる努力を

傾けるよう，ロータリーの種々なる出版物及

び彼が案出しうるその他の手段を以て，地域

大会に対し注意をひくべく努力しなければな

らない。地域内にある国の地区ガバナーに対

しては，大会出席への関心を喚起するよう激

励しなければならない。地域大会委員会は，

大会を適当に宣伝するために必要と思われる

あらゆる手段をとることが出来る。但し，こ

れは大会に認められた予算内に於て行なわれ

なければならない。

　大会には世界のどの地方からのロータリア

ンも歓迎されるのであるが，当該地域外のク

ラブからの出席を確保するために，特に努力

する必要はない。
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E．大会公式用語（0伍cial　Languages）

　地域大会委員会は，地域大会の公式用語を

如何なる言語にするかを理事会に提言すべき

ものとする。

F．費用（Expense）

　理事会は，登録費の金額を決定し，国際ロ

ータリー資金からの必要な支出を割当て，大

会予算を決定する。国際ロータリー事務総長

は，大会予算の作成及びその監督に関して理

事会に対し第一の責任者である。

G．接待（Entertainment）

　接待の催しは簡素にし費用も多くかからず，

又公式のプログラムとかち合わないようにす

ぺきである。（理65－66；74－75）

地域大会に関する広報（Public　Relati・ns

for　Regional　Conference）

理事会は，地域大会のプログラムを立案す

る場合には，広報面のことも取り上げ，大会

の宣伝によってロータリーに対する一般の認

識を高めることのほかに，特定の問題に関す

る広報の目的もその地域で達成できるように

する必要がある，としている。

地域大会の参加者（Participants　in

　　　　　aRegional　Conference）

　細則の規定によれば，国際ロータリー理事

会は，地域大会に参加する会員の所属クラブ

を指定することになっている。この点に関す

る理事会の決定は次の通りである：

　明確に地域を決定するのは国際ロータリー

の方針ではない。尤も地域大会に参加すべき

であると考えられるクラブを包括的に指示す

ることが実行されている。例えば，太平洋を

囲む諸国のクラブは太平洋地域大会に参加す

るものと考えられ，カリブ海及びメキシコ湾

に臨むクラブはメキシコ湾・カリブ海地域大

会に参加するものと考えられる。同様に，南

米のロータリー・クラブは南米の地域大会に

参加するものと考えられる。国によっては，

そのクラブが明らかva－一つ以上の地域大会に

参加するものもあるであろう。例えば，南米

の太平洋沿岸のクラブは，太平洋及び南米の

両地域大会に参加できるし，申米のクラブは

メキシコのカリブ湾地域大会及び太平洋地域

大会の両者に参加できるわけである。（理35

－36）

地域大会（Regi・nal　C・nference）

　今までに開催された地域大会および今後開

催が予定されている地域大会は次の通りであ

る。

　　　　　　　　　　　開催時期　登録者数

　太平洋地域

ホノルル，ノ・ワイ…　・1926年5月

東京，日本…一　　　・1928年10月

シドニー，豪州……　　・1930年3月

ホノルル，ノ・ワイ…・－1932年6月

マニラ，フィリピン・…1935年2月

433

568

736

335

220

地　域　大　会

ウェリントン，

　　ニュージーランド…1937年3月

シドニー，豪州…………1956年11月

　欧州，北アフリカ及東地中海地域

ハーグ，オランダ…一・1930年9月

ローザンヌ，スイス……1933年8月

ベニス，イタリア………1935年9月

ストックホルム，

　　スゥェーデン………1938年9月

オステンド，ベルギー…1954年9月

カンヌ，フランス………1959年9月

アムステルダム，

　　オランダ……………1965年10月

ローマ，イタリア………1970年11月

イェーテボルイ，

　　スウェーデンー…・…1980年8月

　南アメリカ

バルパライソ，チリ……1936年3月

サンチァゴ，チリ………1960年11月

モンテビデオ，

　　ウルグアイ・…・・……1969年12月

ブエノスアイレス，

　312

1，940

　763

　700

1，514

1，513

1，576

2，264

2，421

3，187

麺
　331

1，655

2，667

アルゼンチン…　　1983年10月9　一一12日

　メキシコ地域のカリブ湾

ノ・バナ，キューバ………1937年3月

サンファン，

　　プエルトリコ………1966年11月

　中央アジア

ペナン，海峡植民地・…・・1938年4月

　アジア

デリー，印度…一一…1958年11月

ソウル，韓国……………1979年9月

500

1，666

170

2，913

9，096
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戦災者の救済

　（Relief　for　War－Affected　Persons）

済 事

（Relief　Work）

　ノ・バナにおける国際大会は，戦災ロータリ

アン及び家族救済基金の設定及び配布の件を

規定する決議を採択（40－17）した。この決

議は後にセントルイス国際大会の決議（43－

16）で修正された。

　シカゴにおける国際大会は，ハバナ及びセ

ントルイス決議を廃止し，戦災ロータリアン

救済のための寄付に関する規定を明確にし，

救済基金をロータリー財団管理委員会によっ

て管理配分するよう，ロータリー財団に繰入

れることを規定した次の決議（44－9A）を採

択した：

　第35回年次国際大会に集まった国際ロータ

リーは，1940年（ハバナ）国際大会で採択さ

れた決議40－17，及び1943年（セントルイス）

国際大会において採択された決議（43－16）

は1944年6．月30日限りこれを廃止することを

決該し，更に次の事項を決護する：

　1．理事会の判断において，国際ロータリ

ーは，世界のロータリー・クラブ及びロータ

リアンに対し，世界の何れの地にある戦災ロ

ータリアン及びその家族の慰籍及び復興のた

めの寄付を要望しうること；

　2．斯様な総ての寄付は，一般の救済団体

に対して通常行なう寄贈に代るものとしてで

はなく，それに加えてロータリーの友愛精神

の下に行なう別口の自発的な寄付という建前

で懇請すること；

　3．過去及び今後斯様な目的のため行なわ

れる総ての贈与及び寄付は，ロータリー財団

の基金の一部となし，財団の管理委員会によ
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業

って国際ロータリー定款第10条及び細則第19

条と財団の信託宣言にもとづきこれを保管，

管理し，かつ配分せられなければならない。

元金及びその利子は寄付行為の用途及び目的

のために管理かつ配分されなければならない

こと；

　4．国際ロータリーの理事会は，これまで

にその責務はすべて正当に遂行されたものと

して現在ある総ての救済基金を，今後はこれ

をロータリー財団に移譲する権限が与えられ

かつ指示されていること。　（シカゴ国際大会

決議44－9A）

　1950年7月に，戦災ロータリアン救済用と

特に明記せられた資金の全残額は支出済とな

った。その後ロータリー財団管理委員会及び

国際ロータリー理事会は，随時，使用出来る

ロータリー財団の基金，又はその得た収入か

ら，戦災者救済のため，緊急必要にせまられ

ている場合に支出することを承認した。然し

ながら，食糧及び衣類に対する要求は，一般

にロータリー・クラブの国際奉仕計画として，

クラブによって引き継がれた。

　理事会並びに管理委員会（1964－65）は，

ロータリー財団により与えられる救済は，

1965年1月1日現在救済を受けている戦災者

に対し，管理委員会が必要ありと認める期間，

継続すべきであるが，1965年1月1日より後

救済者名簿には1名も追加せざることに意見

が一致した。

災害救済（Disaster　Relief）

　災害救済事業をなす機関が，通例，存在し

ているので，災害時に特別のロータリー救済

資金を募集することは国際ロータリーの習慣

になっていない。赤十字その他の信用ある団

体がこの事態に応ずべく努力している場合に

は，ロータリアンは斯様な団体の懇請に気前

良くかつ迅速に答えるよう要望されている。

斯様な団体のない場合とか，ロータリー・ク

ラブ及びロータリアンが被災地のロータリー

・クラブに直接に寄付金を送りたい場合には，

斯様な寄付金は，そのクラブが受領する立場

にありかつ斯様な寄付を喜んで受取る意志が

あれば直接送付しても良い（理59－60）

　災害救済活動に関しては，被災地のロータ

リー・クラブが被災者の緊急必要事項を満た

すための救援プログラムを準備し，またその

応援資金として他から贈られる寄付金を喜ん

で受理しその管理に当ることはよく見聞きす

ることである。クラブがこのように関心を寄

せ，そしてロータリー・クラブ及びロータリ

アンのかような活動は明らかにロータリーの

評判を高めることになるものではあるが，し

かし，決議29－12の第2条第3節（本要覧156

頁参照）の規定により，いずれのクラブもし

くはクラブの集団も災害救済のための財政そ

の他の援助を他のロータリー・クラブやロー

タリアンに懇請しようとする場合は，先ず国

際ロータリー理事会の承認を得てからでなけ

れば，勝手にそのような行動を始めてはなら

ないことになっている。

　理事会は国際ロータリーの一つの活動とし

ての災害救済資金，或は国際ロータリ　一一　rcよ

って管理される災害救助資金を設定しないこ

とに同意した。（理64－65；70－71）

救　済　事　業

人道主義援助及び設備に関する方針

　（Po1icy　Re　Humanitarian　Aid

　　　　　　　　and　Equipment）

　理事会は，ロータリー・クラブ或はロータ

リー地区が，国際赤十字社の指導の下に，食

糧その他の生活用品を集めて被災地のクラブ

に輸送する事業を引き受けることを奨励する

計画に対して国際ロータリーの承認を求めた

ある地区大会の提案を検討して次の如き手続

きをとった：

　理事会は，衣料，食糧その他の必需品の供

給によって，被災者を救済するという如何な

る提案にも賛成する。然しながら，理事会は，

この事は関係諸国政府が研究している事柄で

あり，かつ彼等が最も迅速にそれら被災者の

救済に乗り出すことと考えるが故に国際ロー

タリーの介入は却って当事国の努力や援助を

複雑化し，救済を支援するというより寧ろ遅

延せしめる結果となる恐れがありうるので，

斯様なことは不適当であると認める。又，理

事会は，ロータリー・クラブは自治権を持っ

ており，事情によって斯様な場合に適当な処

置が出来ることを指摘する。理事会は，一般

救済政策が世界を通じてとられた場合には，

斯様な事態におかれたロータリー・クラブは，

政府によって公式にとられたことに補足的な

援助をなす機会を見出すことを確信している。

（理41－42）

　国際ロータリーは，人道主義援助をなす色

色な運動に寄付するよう，沢山の要求を受け

ている。理事会は人道主義援助をなす種々な

る運動を発起する沢山の団体が存在している

ことを認める。この理由と沢山の斯様な運動

が次から次へと出来つつあることから，理事

会は国際ロータリーそれ自体が斯様な運動と

提携すべきではないと信ずる。理事会は，ロ

ータリー・クラブは自治権を持っているので

あるからこの種の事柄に関する処理は，その

クラブの欲する処によって行動し得る点を指
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摘し，かつ理事会はロータリアンが個人とし

て最善をつくすことを信ずるものである。
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（理42－43）

会議運営手続規則

（Rules　of　Procedure）

　国際ロータリー理事会は，国際ロータリー

の諸会議で用いる以下の会議運営手続に関す

る規則を推奨している。この規則は，国際ロ

ータリーの定款・細則の諸規定を補足するこ

とを目的としたものであり，本来，規定審議

会および国際大会で立法案の各案件の審議及

び表決を行なう場合に用いるものである。し

かし，この規則は，前記以外の国際ロータリ

ーの会議における議案の討議，表決にも用い

ることができる。

会議運営手続規則
　（Rules　of　Pr㏄edure）

　国際ロータリーの会議に用いる会議運営手

続規則を以下の通りとする。

第1節　定義（De丘nition）

　会議運営手続規則中に使用されている一定

の用語の定義を次のよにに定める。

A．「議員」一会議に参加する資格を有する

すべての者。

B．「出席投票議員」一賛成または反対の投

票を行なう議員。投票を棄権する議員は，出

席投票する者とは認めない。

C．「過半数の投票」一出席投票議員の投票

の過半数。

D．「3分の2の投票」一出席投票議員の投

票の3分の2。

E．「日程」一会議に提出される案件の審議

時間または討議の制限に関し，会議が多数決

によって採択した議事進行に関する手続。

F．「会議」一国際大会，規定審議会その他

の国際ロータリの会議。

G．「代議員」一国際大会で各クラブを代表

する選挙人，規定審議会のクラブ代表議員そ

の他の議員，およびその他の国際ロータリー

の会議で代議員としての正式な資格を有する

者。

H．「定足数」

　（a）規定審議会一審議会議員として投票

　権を有する議員の3分の1をもって定足数

　とする。出席が定足数に満たないときには，

　一定の時刻までの休憩（同じ日に再開する

　場合）または一定日までの休会（後日に延

　ばす場合）を決める以外には，立法事項に

　関するいかなる決定も行なうことができな

　いものとする。

　（b）国際大会一国際ロータリーの全クラ

　ブ数の4分の1を代表する代議員および委

　任状による代理者をもって，国際大会のす

　べての会議の定足数とする。ただし，開会

　当初の本会議には定足数の出席を要しない。

　（c）その他の国際ロータリーの会護一当

　該会議の議員として投票権を有する者の3

　分の1をもって定足数とする。出席が定足

　数に満たないときは，休憩または休会を決

　める場合以外のいかなる決定も行なうこと

　ができないものとする。

1．「規定審議会の投票権を有する議員一

その投票権に対する制限」一一投票権を有す

る各議員は，投票に付せられた各案件ごとに

1票のみを投ずる権利を有するものとする。

J．「規則制定」一国際ロータリ　・一の定款も

しくは細則または標準クラブ定款を改正する

ことを規則制定という。規則制定は，（1）クラ
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ブ，②地区大会，㈲グレート・ブリテン及び

アイルランド内国際ロータリーの審議会また

は大会，（4）規定審議会および国際ロータリー

理事会から，これを提案することができる。

規則制定案の提出は下記の書式によることを

要する。

　　　制　定案
（提案の要旨を簡潔に示す）

提案者

　　　　　　　（定款，細則等改正にかかわ

る規定名を掲げる）＊第　　条第　　節を，第

　　条第　　節中の　　　　　　　とい

う字句を削除し，代わりに次の字句を挿入す

ることによって改正する。（改正本文を記載）

　制定案の経緯，趣旨およびその正当性など

についての説明をここに付記する。

　制定案は，その提出が事務総長に対する提

出の時期に関するすべての要件に合致して行

なわれ，そして，その内容が国際ロータリーの

プログラムの枠内にあり，かつ国際ロータリ

ーの定款および細則ならびに標準クラブ定款

の規定の趣旨に沿ったものでなければならな

いo

K．「決議」一会議が，その意見を表明する

か，あるいは国際ロータリーの定款もしくは

細則または標準クラブ定款の改正をしないで

方針または手続きを制定または改廃するため

にする決定は，決議という形で行なわれる。

決議案の提案は，制定案を提出し得るすべて

の立法関係の集団で行なうことができるもの

とし，その提出は，その提出の時期に関する

すべての要件に合致して行なわれなければな

らない。決議案の提出は下記の書式によるこ

とを要する。
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　　　決議案
（提案の要旨を簡潔に示す）

提案者

次の通り決議する。

　　　　　（以下決議案文を記載）

決議案の経緯，趣旨およびその正当性など

についての説明をここに付記する。

L．「国際ロータリーのプログラムの枠内」

一ロータリーの綱領ならびに国際ロータリ

ーの意図と目的に合致していること。

M．「本文中の不備な個所」一制定案または

その他の議案の本文中の必要な個所の全部に

ついて，関係条文の書き改めが行なわれてい

ないこと。

＊制定案による改正に伴って改正を受けることとなるす

べての窺定に注意すること。

第2節　動議の種類（Kinds　of　Motions）

　動議には本動議と会議運営手続に関する動

議との2種類がある。この規則に別な定めの

ある場合を除き，動議はすべて多数決によっ

て成立するものとする。

第3節　動議の提出（Offering　of　Motion）

　すべて会議に上程された案件の議事に入る

には，まず代議員から，会議がある表決を行

なうとか，またはそのもっているある見解を

表明することを提案する「動議」を提出する。

動議を提出するには，代議員が起立して議長

から発言の許しを得た後，自己および所属ク

ラブ（または地区）を明らかにしたうえで，

「議長，私はこれこれの動議を提出いたしま

す」と言う。この動議に対してはもう一人の

代議員の「賛成」が必要である。賛成者は起

立して議長から発言の許しを得てから，自己

および所属クラブ（または地区）を明らかに

したうえで，「議長，私はこの動議に賛成い

たします」と言う。このような発言が直ちに

議場から現われて来なかった場合には，議長

の方から賛成者を求めることができる。

第4節討議（Debate）

　議長が動議の提出があったことを報告する

までは，その動議に関する討議を始めること

ができない。

　議員は，議長から発言の許しを得たうえ，

自己およびその所属クラブ（または地区）を

明らかにした後に始めて発言をすることがで

きる。本動議の提出者には，議題に関して冒

頭の論述を行なう権利が認められ，提案理由

の説明に5分間，応答に3分間の時間が与え

られるものとする。

　討議の場合，各議員は，会議の許可を得て

行なう場合を除き，同じ問題について2回を

限り発言が認められるものとし，ただし，そ

の問題についてまだ発言をしていない議員で

発言を求めている者がいる限り，2回目の発

言をすることができない。議員の発言は，議

事日程または出席投票議員の多数決によって

別に定めた場合を除き，1回に5分を越えな

いものとする。

　上程されている議案の提案者がその代理者

として指名したロータリアンであれば，たと

えその会議の代議員でなくても，討議を行な

う権利が与えられる。この権利は，当該議案

に関する限りにおいてのみ認められるものと

する。この規則中に定められている制限時間

は，提案者の代理者にも適用されるものとす

る。

第5節　本動議一　一定義（Ma三n　Motions－

De丘ned）

　主たる動議または本動議とは，会議の表決

の対象となっている原議案のことをいう。こ

うした動議が提出され，賛成を得，議長から

その報告が行なわれると，その動議の処理が

終わるまでは，自由に他の問題や他の本動議

の審議を行なうことができないこととなる。

ただし，本動議の審議または討議中であって

会議運営手続規則

も，もとの動議に優先することとなっている

会議運営手続に関する動議は，これを提出す

ることができる。したがって，他のいかなる

表決にも先んじてその処理をしなければなら

ない。

第6節　本動議の表決（Action　on　Main

Motions）

（1）制定案または決議案に関する本動議およ

びその表決は，次の形のいずれかによるもの

とする。

　A．（原提案の通り）採択する。

　B．（原案の修正の仕方を精確に示す）…こ

　とにより修正して採択する。

　C．提出者の意思に基づき撤回する。

　D．撤回されたものとする。この決定が行

　なわれた場合は，会議の定める特定の指示

　を付してこれを国際ロータリー理事会に付

　託する。

　E．否決する。

（2）制定案または決議案を（原提案の通りま

たは修正を付して）採択することとする動議

の採決が行なわれた場合において，その動議

が成立しなかったときは，当該制定案または

決議案は否決されたものとみなす。

（3）制定案または決議案を否決する，とする

動議の採決が行なわれた場合において，その

動議が成立しなかったときは，当該制定案ま

たは決議案はなお審議継続中のものとし，議

長は当該制定案または決議案に対してとるべ

き措置について，動議の提出を促すものとす

る。

（4）議長から次の議事日程に関してとるべき

措置について動議を提出することを議場に促

す発言があった場合において，議場から何ら

これに応ずる動議が現われなかったときは，

議長は，当該日程にかかわる案件はこれを撤

回されたものとみなす旨の発表をするものと

する。
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㈲　ある議案について本動議が提出され，そ

れに対する賛成があったときは，その賛成者

の承諾を得ない限り，それを撤回することが

できないものとする。賛成の行なわれる前で

あれば，議案の提案者はその提案を撤回する

ことができる。撤回には賛成者を要せず，ま

た討議も修正も行なうことができない。

第7節規定審議会前における修正一その効

果（Amendment　Prior　to　Council　on

Legislation－Effect　of）

　規定審議会または国際大会において，審議

に付せられる案件が制定案または決議案であ

る場合に，その提案者が，当該制定案または

決議案について修正の意向を，その修正の正

文を添付した書面をもって，事務総長に申し

入れており，そして事務総長が，一般代議員

のために，会議招集の30日前までに，前記提

案者の意向および修正の正文を公表していた

ときは，先ず当初に提出された形のままの制

定案または決議案を審議することとする動議

を代議員から提出することを要せず，提案者

またはとくに指名された代議員から，前記の

申し入れの通りに修正された形の制定案また

は決議案の審議を求める動議を提出すること

ができるものとする。

第8節　会議運営手続に関する動護一優先順

位（Procedural　Motions－一一〇rder　of

Precedence）

　以下，会議運営手続に関する動議をその優

先順位に従って掲げる。

　A．休会：この動議は，次の場合を除き，

　いつでも提出することができる。

　　（1）議長の発言中。

　　（2）採決が行なわれている時。

　　㈲　同じ動議が否決された直後。

　　〈4）いきなり中止することのできないよ

186

　　　うな議事の進行中。

　再開の日時と場所とを定めてそれまで休

会することとする動議の場合は，討議およ

び修正を行なうことができる。その他の休

会の動議については討議も修正も行なわな

いo

B．休憩：この動議は，議事の合い問に，

たとえば食事のため，あるいは日程の議事

を終えて次の会議を開くまで，休憩しよう

とする場合に用いられる。この動議につい

ては討議を行なわない。

C．特権の問題に関する動議：特権の問題

は，会議または各議員に認められている権

利および特典に関するものである。会議の

構成に関するもの，会議場の暖房，採光，

換気とか，あるいは騒音その他会議の妨げ

となるようなものの防止など，議員のため

の好適な環境の保持に関するもの，会議に

出ている役員や議員の行動に関するもの，

議員の規則違反その他の非行に対する懲罰

に関するもの，傍聴人や訪問者の行動に関

するもの，公表された報告書または議事録

の正確性に関するもの。会議に関する特権

の問題は，議員の特権の問題に優先する。

個人的な特権の問題は，議員としての個人

に関するものでなければならない。

D．議事進行手続に関する異議：この動議

は，議長の裁定とか会議運営手続規則の違

反に対して注意を喚起したり，抗議をした

りする場合に用いられる。この動議はr議

長，議事進行手続について異議があります」

という形をとる。議長は「ご異議の点につ

いてご説明願います」と言う。その議員が

問題について述べ終わると，議長は次のよ

うに答える。

　（1）「ご異議の趣旨はよく了承しました」

　または，

　（2）　「ご異議の趣旨は了承できません」。

　もしこれに納得のできない議員があれば，

　その議員は，本節Lの「異議の申し立て

　一その手続」に述ぺられている手続きに

　従って，議長の裁定を票決に付すること

　とする動議を提出することができる。

E．審議保留：この動議は，審議なかばの

問題の審議をしばらく申止することにした

いという場合に用いられる。この動議は，

その時にまだ審議の済んでいない付帯的な

動議や附随的な問題のすべてに優先する。

この動議については討議も修正も行なわな

い。ただし，審議保留を求める動議の提出

者が，採決の前に，質問に答えるのは差し

つかえないものとする。

F．審議再開：先に審議保留とした案件を

取り上げて審議を再開することとする動議。

この動議については討議も修正も行なわな

い。ただし，審議保留を求めたもとの動議

の提出者が採決の行なわれる前に質問に答

えるのは差しつかえないものとする。

G．討議終結：審議中の問題の討議を終結

させる動議。この動議については討議を行

なわない。また修正もできない。問題につ

いてすでに発言をしている議員はこの動議

を提出することができない。動議の提出は

次のような形で行なわれる。「議長，私は，

（ここに，会議の審議，決定を求めて上程

されている動議の名まえをあげる）の審議

を打ち切り，直ちに本案の採決を行なうこ

ととする動議を提出いたします」。そこで

議長は，この討議終結の動議の可否を次の

ように諮る。「それではここで本議案の採

決を行なうこととしますか」。もしこの動

議が出席投票議員の3分の2の多数で成立

した場合には，討議を打ち切るものとする。

その時本動議の提出者はこれに対して発言

する権利を有する。それが済むと直ちに審

議に付せられている議案の採決をしなけれ

ばならない。

H．審議延期：上程されている議案の審議

を一定の日時まで延期することとする動議。

この動議は，発言が行なわれているときを

会議運営手続規則

除き，いつでも提出することができる。ま

た討議および修正を行なうことができる。

1．委員会付託：議案を委員会に付託して

さらに検討を加えたうえ報告させることと

する動議。この動議は討議および修正を行

なうことができる。

J．修正：審議中の動議に修正を加えよう

とする場合に用いられる動議。

　（1）修正の動議そのものは修正すること

　ができるが，その修正をさらに修正する

　ことはできない。

　（2）修正にかかわる問題と密接な関係の

　ないもの；単に，否定の形をとっている

　原案を肯定の形をした同じ趣旨のもの

　に修正するに過ぎないもの；同じ会期中

　にすでに決定をみた問題と同一内容のも

　の；実質的な内容に変更なく単に修正の

　形式を別な形式に変えるもの；動議の形

　式を別な形式に差し替えるだけのもの；

　制定案から「制定する」という文言を，

　または決議案から「決議する」という文

　言を削除するだけのもの；なんら意味の

　ある修正を提案したこととはならないよ

　うな文言を削除または挿入するもの。以

　上のような修正の動議はいずれも提出す

　ることができないものとする。

　（3）修正案の修正は，本動議の議案のみ

　ならず，修正案の内容とも密接な関係が

　なければならない。修正に名を借りて別

　な新しい問題を持ち込むようなことをし

　てはならない。

　（4）修正案の採決：原議案に対する修正

　が提案されたときは，先ずその修正案の

　採決を行なう。修正案に対する修正が提

　案された場合には，まずその修正案に対

　する修正案を採決してから，原議案に対

　する修正案の採決を行なう。次に，原議

　案について，原提案の通りとか，修正案

　の通りとか，修正動議の結果に応じた形

　による採決を行なう。
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K．再審議：一度通過した動議を再審議す

ることとする動議は，その会議のいずれか

の正式会議が開かれているときに提出され

なければならない。この動議は，多数側に

立って投票した議員が次のような形で提出

することを要する。「議長，私は多数側の

一人として投票した者ですが，　（動議等の

名まえ）が可決されたことについてそれを

再審議する動議を提出いたします」。動議

についての発言は，動議に賛成の者2名，

反対の者2名を限り許されるものとし，こ

れらの発言が終わったあと直ちに採決を行

なうものとする。各発言者の意見の陳述に

は5分間の時間が与えられる。この動議の

成立には3分の2の賛成投票が必要である。

L．異議の申し立て一その手続：議長の行

なった決定に対しては，本節Dの「議事進

行に関する異議」の場合の議長の裁定も含

め，すぺて異議の申立ての動議を提出する

ことができる。ただし，ほかに異議の申し

立てがあってその処理がまだ済んでいない

場合はこの限りでない。この動議は，議長

の裁定が行われた時にのみ提出し得るもの

とする。この動議は他の議員の発言が行な

われているときでも提出することができる。

もし何かほかの発言や議事が間に入ってし

まうと，もはやこの動議の提出はできない

ことになる。異議の申立ての動議は特権の

問題に関する動議には優先できない。異議

の申立ての動議については，討議をするこ

とができるが，修正できない。

　議長は，動議でとりあげられている問題

について発書する場合には，議長席に着い

たままで，自分の行なった決定についてそ

の理由を説明することができる。理由の説

明には3分間が与えられる。議員の発言は

いずれも1回限りとする。ただし，討議が終

わったときに，決定に対する反対意見に答

える場合の議長についてはこの限りでない。

各議員の動議に関する発言は3分間とし，
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議長が決定に対する反対意見に答えようと

する場合には，それに対して5分間が与え

られる。問題は「議長の決定を支持されま

すか」という言葉で議場に問いかけられる。

それから投票の呼びかけがあって，採決と

なる。

　投票の結果が可否同数となった場合には，

議長が支持されたこととなる。議長が当該

会議で投票権を行使することのできる議員

であった場合は，議長または司会者の決定

は多数決によってくつがえされない限りそ

の効力を失わないとする原則に基づいて，

議長自ら可否同数とするための投票をする

ことができる。

第9節　賛否分離方法による採決

　（Division　of　Vote）

　議長は投票の結果を発表する。もし発表さ

れたものの正確さについて疑を抱く議員があ

れば，その議員は直ちに「賛否分離方法によ

る採決」を要求すべきである。

　この方法による採決の要求があった場合ま

たは議長がその判断でこの方法によることを

必要と認めたときは，議長は直ちに計算係を

任命したうえ，再び採決を行なわなければな

らないが，この場合には，賛成側の起立を求

めてこれを数え，次に，それが着席してから

反対側を起立させてこれを数える，という方

法による。議長は計算係からの報告を発表す

るものとし，この発表をもって最終とする。

第10節　全員委員会（Committee　of　the

Whole）

　会議が案件を委員会に付託することを望ま

ない場合，または会議がこのままで審議する

のには問題に関する理解が十分でない場合，

その他何らかの理由で，これを会議の定める

ところに従ってもっと自由に審議することが

望ましいとされる場合，会議は正式に提出さ

れ，賛成を得，成立した動議によって，　「全

員委員会」に移行することができる。

　「全員委員会」移行の動議が成立すると，

議長は直ちに議員の一人に委員長席に着くこ

とを求めたうえ，自らは議場の議員の中に座

を占める。

　この委員会で提出のできる動議は，「修正

する」または「採択する」とするものと「委

員会は閉会し，報告をする」とするものだけ

に限られる。

　全員委員会に移行する前に，委員会での発

言に会議で定めた一定の制限を付するか，ま

たは委員会の審議を一定の時間までとして打

ち切るようにするか，あるいはその両方とす

るかを投票によって決めることができる。も

し何らの制限も設けられていない場合は，い

ずれの議員も許される限り何回でも発言し，

また，そのたびごとに与えられた時間だけ発

言をすることができる。ただし，同じ問題に

ついて発言を希望していながらそれをまだ果

していない議員がいる場合は，2回目または

続けての発言をすることができきない。

　討議が会議の定めた一定の時間をもって打

ち切られた場合は，たとえ全員一致の同意を

もってしても，「全員委員会」には時間を延長

する権限がないものとする。

　「全員委員会」は，案件をほかの委員会に

付託することを得ず，また，付託を受けた議

案の原文に変更を加えることもできないが，

しかし修正を提案することができるものとし，

委員会はこれを会議に報告し，あらためてそ

の審議を求めなければならない。

　委員会が付託された議案の審議を終えた場

合，または委員会が散会するかもしくは会議

にその審議を打ち切らせたいと思う場合には，

審議の結果を明記した報告書を作成したうえ，

「委員会は閉会し，報告する」とする動議を

提出する。この動議については，討議をする

ことも，また修正をすることもできないもの

会議運営手続規則

とする。

　この動議が採択されると，議長は議長席に

着き，「全員委員会」の委員長はもとの議員席

に戻る。次に委員会の委員長は次のように述

べる。「『全員委員会』は（ここで制定案，決

議案その他の議案名をあげる）について審議

を遂げ，それについて修正意見を付したもの

（または，付さないもの）を報告することを私

に命じました」。ただし，これは委員会が結

論を得た場合のことである。委員会が結論に

達することができなかった場合は，委員長は

次のように述べる。「『全員委員会』は（ここ

で議案名をあげる）の審議を行ない，それに

ついて結論に達することができなかったこと

を報告するよう私に命じました」。

　修正意見の付せられていない報告が行なわ

れたときは，議長は直ちに「全員委員会」が

報告した通りのものを発表する。

　修正意見を付した報告の場合は，その修正

について討議および修正を行なうことができ

る。そして，　「修正」の動議の場合と同じ方

法によって採決する。

　修正の処理が終わったら，議長は修正され

た現在の形のものを発表する。

　「全員委員会」の議事は会議の議事録には

載せないが，後日の会議での利用を考えて，

その記録をとっておくようにしなければなら

ない。

第11節　規定審議会一関係規則

　（Council　on　Legislation－・Special　Rules

Concerning）

A．護事順序一一規定審議会の議事は次の6

段階から成る。

　ω　審議会が開かれた場合，最初の議事は，

　審議会の資格審査委員会が事前に行なう，

　定足数を満たす出席の確認に関する報告で

　ある。

　②　第2の議事は，定足数の出席が立証さ
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れたあと，事務総長から，審議会の審議を

求めて正式に提出された制定案および決議

案を審議会に回付することである。

㈲　第3の議事は，国際ロータリー細則第

9条第10節（d）の規定に基づく国際ロータリ

ー理事会の決定により，審議会に回付され

なかった決議案に関して提起されている一

切の問題を審議することである。

（4）議事の第4は，審議会が留意する必要

のある案件を審議すべき順位について勧告

をしている委員会の報告を受理してこれを

検討し，審議会の留意を必要とする二，三

の案件について，その審議の順序および日

程を取り決めることである。

（5）議事の第5は，事務総長から回付を受

けた制定案および決議案の審議である。こ

の審議は審議会があらかじめ決定した順位

に従って行ない，いったん採用されたその

順位は，多数決によるのほか変更すること

ができないものとする。

（6）最後の議事は，審議会の資格審査委員

会から最終報告を受けることである。

B．規定審議会の運営

　（1）信任状の査証を済ませてから正式に議

席を与えられた審議会の議員は，審議会の

全会期を通じて議員をつとめるものとし，

代理を任命する権利を有しない。

　（2）制定案または決議案の提案者は，議長

　が動議の提出を求める前に，議案の審議を

　審議会に求める動議の提出者となる議員を

　あらかじめ指名しておくか，あるいは理事

　会に対し，特別議員に前記の動議を本人に

　代わっ七提出させることを要求することが

　できる。前記の指名は，議案が上程される

　前であればいつでも行なうことができ，議

　長はその指名された議員に動議の提出を求

　めるものとする。特別議員に命じて前記制

　定案または決議案の審議を求める動議を提

　出させることを要求する場合には，これを

　書面にして，審議会の会議の始まる少なく
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とも5日前に，事務総長に提出しなけれぼ

ならない。

㈲　会長は，国際ロータリー細則の規定に

従い，規定審議会の開かれるロータリー年

度の早い時期に，審議会の議長および副議

長を任命する。また規定審議会が開かれる

前に，細則に規定されている，所属地区を

有しないクラブを代表する議員一，二名を

指名するものとする。

　審議会の議事は議事録に記録するものと

する。

　審議会は，国際大会の一部として，国際

大会の会期が終わる時まで随時休会したり，

また開いたりすることができる。

　審議会の起草委員会は，審議会特別議員

となっている定款・細則委員会の委員長お

よび委員，ならびに審議会議長で構成する。

定款・細則委員会の委員長は起草委員会の

委員長となるものとする。

起草委員会は次の任務を行なう。

　（1）理事会から命ぜられた立法案の案文

　　の書き直し，立法案またはその修正案

　　中の矛盾した個所に必要かつ適切な訂

　　正を加えた案文の起草を行ない，これ

　　を審議会に報告すること。

　（2）審議会の報告書を作成すること。

第12節　国際大会一関係規則

　（Convention－Special　Rules　Concerning）

　国際ロータリー細則に規定してある通り，

各委員会の報告，国際大会に寄せられた通信，

制定案および決議案ならびにこれらに対する

すべての修正案，および国際ロータリーの会

議運営手続規則によって討議できないことと

なっているものを除くすべての動議は，国際

大会の議場において討議することができる。

ただし，国際大会が，その時の出席投票選挙

人の投票の3分の2の多数をもって，討議を

用いないでこれらを処理すべきことを決定し

た場合はこの限りでない。

　国際大会において，いったん成立した動議

を再審議する動議を提出する場合には，成立

した動議を議決した日と同じ日の大会の正式

会議においてこれを行なわなけれぱならない。

　国際大会において，国際ロータリー定款の

規定に関する改正案または同規定を含む改正

案を投票に付する場合，これを採択するには

その時の出席投票選挙人の投票の3分の2を

要するものとする。

第13節

会議運営手続規則

　以上の規則に定められていない事項につい

ては，議長が公正を基本とした判断によって

これを決定するものとし，議員はこれに対し

て異議の申立をすることができる。この規則

について，矛盾するもの，はっきりしないも

の，あるいは疑問の点が認められた場合には，

国際ロータリーの定款および細則にその解決

を求めるものとする。
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青少年への奉仕

手続方法（Meth・d・f　Pr・cedure）

（Service　to　Youth）

　青少年への奉仕がクラブの活動となってい

る処では，ガバナーはその地区内各クラブに

その地域社会における青少年が何を必要とし，

どういう奉仕の機会があるかということを確

認する最も有効な方法として全域にわたる調

査を行なうことを示唆するよう強調されてい

る。それによって計画をたて，そして斯様な

調査によって明らかにされた活動や計画の実

行に地域社会の色々な団体の協力をうること

ができるのである。（理40－41）

　クラブは，青少年に奉仕する団体の幹部を

入会させるよう努力することを奨励されてい

る。但し，一つの集団が優勢を占めるという

ことのないように心掛け会員組織が均衡を良

く保つよう注意すること。（理51－52）

　ガバナーが欲するならば，その地区委員会

に青少年への奉仕を促進するために委員1名

を追加指名しても良い。（理44－－45；47－48）

青少年への奉仕の目標
　（Objectives　of　Service　to　Youth）

　理事会は，クラブへの示唆として次のよう

な目標を定めた1

　1．　成長しつつある青年に影響を及ぼして

いる都市及び農村の事惰並びに要因に関する

実際的知識の把握並びに理解。

　2．青少年にとって（a＞健康体，（b）均衡のと

れた教育，（c＞精神的資質の酒養，（d）職業の賢

明なる選択及び，（e）十分な職業予備教育が如

何に重要かを認識すること。
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　3．　ロータリー・クラブ及びロータリアン

は青少年に関する活動の最適任者であり又そ

の活動を通して最大の奉仕が出来るので，そ

の活動を奨励すること。

　4．社会人としての権利はその地域社会に

対する個人的責任の自覚を通じてのみ保持す

ることができるものである。自覚させること

によって青少年に良い市民たるべきことを激

励すること。

　5．青少年が世界事情を一層理解するよう，

又自国人ばかりでなく他国人にも正しい態度

を取るよう育成，指導すること。

　6．（a）ロータリアンと青少年との個人的接

触，（b）年代の異なるグループ，たとえば青少

年と成人とか青少年と両親といったグループ

問の意思疎通をはかることに関する研究，お

よび（c）他国の青少年との直接，間接の接触を

実現するための手段，方法の促進をはかるこ

と。（理40－一一41；47－48；48－49；75－76）

青少年への奉仕プログラム

　（Service　to　Youth　Program）

　理事会（1939－40）は均衡のとれた青少年

への奉仕プログラムに関し，次のような一般

的要綱を示唆している：

　理事会は，ロータリーの存在する総ての国

にロータリー一・クラブの青少年奉仕プログラ

ムを実行する同一の機会が存在しているとは

考えない。理事会は，ロータリ　一一・クラブの

ある総ての国において一般的にあてはまる根

本的な関連性と援助事項がいくつかあると信

ずる。故に，理事会は，次に示す均衡のとれ

た青少年への奉仕プログラムの一般的要綱中

にロータリ　一一・クラブが実行できるような有

益な活動を見出すことが出来るのではないか

と考えている：

　1．　青少年と親との間に有益な関係を増進

する活動

　2．青少年に影響を及ぼしている地域社会

状態の調査を行ない，その結果として次の如

き現存団体との協力

　　　a）学校

　　b）裁判所

　　c）仮出獄事務を取り扱う事務所

　　d）ボーイ・スカウト

　　e）ボーイス・クラブ

　　f）野営場

　　9）運動場

　3．　ロータリー・クラブに特別に適するも

のを次の中から一つか二つ選択してこれを推

進すること

　　a）青少年の声を聴く会

　　b）青少年への奉仕大会

　　c）青少年の後援者となること

　　d）学費貸与資金及び奨学資金

　ロータリー・クラブは，少年犯罪防止又は

その地方におけるその時々の問題の解決に当

って現存団体と協力してそれぞれの地域社会

において青少年への奉仕特別プログラムを採

用すること，或は又，青少年への奉仕の分野

において実際的な活動を新たに開始しかつこ

れを強力に推進することが奨励されている。

（理　53－54）

　理事会は，

　a）クラブとロータリアン各人に対して次

のことを強調する。すなわち現に行なわれて

いる青少年対策事業一たとえば，職業訓練，

犯罪予防，娯楽施設，公民教育といった諸分

野における必要事項を軽減し，問題を解決し

ようとする事業に個人的に参加することが益

益重要となりつつあること，そして，前記の

諸分野で現に行なわれているものを強化する

青少年への奉仕

方が同じようなものを別に始めるよりも良策

であることは既に実証済みだということであ

る；ら

　b）各ロータリー・クラブに対して次のこ

とを勧告する

　　1）　青少年の娯楽活動及び教養活動に使

　　　える適当な集会場の有無を確かめるた

　　　めの地元の調査にクラブ会員を参加さ

　　　せること，調査の結果前記のような設

　　　備の無いことが分った場合には，適当

　　　な施設の利用を確保するためでき得る

　　　限りの措置を講ずること；

　　2）　地元で特に青少年について詳しい人

　　　人の会合を催して，当該地域社会が対

　　　策を必要としている問題，特に青少年

　　　に関するものを調べあげること，そし

　　　て，その問題に対処すべき方策をたて

　　　ること；

　c）次のように決定する。すなわち，青少

年への奉仕に関するすべての国際ロータリ　一一

出版物の中で「各ロータリアンは青少年の模

範」という標語が絶えず強調されるべきこと

及び，青少年を対象とするロータリーのプロ

グラムにとっては，個々のロータリアンが個

人でこれに参加することが絶対に必要な前提

要件であるということである。（理68－69）

　若い人たちと接触する機会の多い職業のロ
ータリアンの各人に，e分の。一タリー－t．クV

ラブで例会や適当な委員会の会議のときに話

をするというやり方によって，自分のもって

いる青少年問題に関する知識と　少年奉仕の

機会を仲間のロータリー・クラブ会員に　え

奉仕の機会に対する認識を深めるようにサる

方法として，時々，例会のときに特にそうし

た目的のための時間を設ける必要がある。

（理70－71）
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脊少年指導者養成プログラム

　（Youth　Leadership　Awards）

　国際ロータリー理事会は，国際ロータリー

の青少年活動プログラムの一つとして，青少

年指導者養成プログラムを採択した。このプ

ログラムは，地区全体にわたり，若い人々と

ロータリアンを参加させる地区的な計画であ

り，若い人々の，指導者及び善良な市民とし

ての資質を伸ばすことを目的とするものであ

る。

　ロータリー青少年指導者養成計画は，世界

各地でさまざまなやり方で行なわれてきてい

る。豪州とニュージーランドでは，ロータリ

ー・ Nラブは，ロータリー青少年指導者養成

（RYLA）のセミナーに力を入れている。他

の国々では，指導者キャンプ及びロータリー

と学生との懇談会という形で行なわれてきた。

どんな形のものであっても，ロータリー青少

年指導者養成プログラムは，その地区のロー

タリアンに，若い人々のためにというよりは，

若い人々と一緒になって働くことを求めるも

のであり，又青少年の指導者としての手腕を，

現代の諸問題との関連において伸ばしていく

ための方法として，すでに実験済みのもので

ある。

脊年功績賞（Y・uth　Merit　Awards）

　理事会は，青年が奉仕，信頼性及び指導力

において特に優秀であることを実証した場合，

これを表彰する一つの方法として青年功績賞

を授与するよう，ロータリー・クラブに勧め

ることに同意する。（理69－70）

194

青少年活動週間

　（Youth　Activities　Week）

　理事会は，毎年9月15日を含む週間に青少

年活動週間を催すこと，この週間をインター

アクト，ローターアクトおよび青少年交換を

含むすぺてのロータリー後援の青少年活動に

焦点を合わせたものとすべきことを決定して

いる。（理68－69；69－70）

さらに理事会は，いろいろな事由によって

9月15日を含む週間に青少年活動週間を催す

ことのできないクラブは，毎ロータリー年度

に適当な時期をみて，とくに青少年活動週間

のときに行なわれるような青少年奉仕プログ

ラムを実施すべきことを決定している。（理79

一80）

地区ガバナーは，地区内の各クラブに，青

少年活動週間に次のことを行なうように勧め

るものとする。

　1）　とくに青少年活動週間に行なう青少年

奉仕プログラムを計画，実施すること。

2）　青少年奉仕プログラムを週間の全期間

を通じて行なうようにすること。

3）　クラブ会員のすぺてに，週間中，イン

ターアクト，ローター一アクト，ロータリー後

援のボーイ・スカウト団等の集会に出席して

もらうように懇請すること。

　4）　青少年交換学生，ロータリー財団の奨

学生のようなロータリー後援の青少年プログ

ラム関係の同窓生を全部招いて特別懇親会を

開くこと。（理79－－80）

ロータリアンに，青少年活動週間中に次の

ことを行なうように勧めるものとする。

　1）職業奉仕と青少年奉仕とを併せて行な

う意味で，週間中に若い人たちを招いて自分

の職場や仕事を見学させること。

2）青少年活動関係の仕事をすること。そ

して，インターアクト，ローターアクト，

少年交換，ボーイ・スカウト，少年クラブ，

YMCAのプログラム等のためにつくしたク

ラブ会員をクラブで適当に表彰すること。

「各ロータリァンは青少年の模範」とい

う標語（Slogan“Every　R・tarian

an　Example　to　Youth”）

クラブがこの標語をクラブ会報，とくに青

少年活動週間の時のものに，またクラブで青

少年活動に関する報告をする場合に，用いる

ようにされることを　望する。（理79－一一80）

青少年への奉仕団体とロータリー・ク

ラブの関係

　（Rotary　Club’s　Relationship　to

　　Service　to　Youth　Organizations）

　青少年への奉仕団体並びに活動と，ロータ

リー・クラブとの正しい関係についての下記

の一般的声明は国際ロータリー理事会（1920

－一一 Q1）が採択した声明に基づくものである：

　1．　一般規定。青少年への奉仕に於てロー

タリ　一一・クラブの持つ最大の機会：第1，青

少年に対する地域社会の義務及び責任につい

て地域社会が自覚するよう指導すること；第

2，地域社会の青少年の必要とするものを発

見すること；第3，それら必要なものが関係

当局及び代行機関によって完全に満たされて

いるかどうかということに注意することであ
る。

　2．接触の方法。クラブの青少年奉仕委員

会は，現存する総ての青少年への奉仕団体と

協議し，彼等の事業を調整し重複を避けるこ

とに出来るだけの援助をしなければならない。

若しそれらの団体と協力するためつ特別小委

員会を設けることが望ましい場合には，それ

を設置しなければならない。

　クラブは，諮問委員会の組織設定のため社

会的運動を開始することもできる。普通諮問

青少年への奉仕

委員会は青少年の福祉問題に関心を持つ市の

全団体の長から成り，地域社会の青少年への

奉仕事業に対する情報交換所の役割をなすの

である。

　斯様な団体は普通次のような目標を持って

いる：

　a）青少年への奉仕に関心を持つ総ての地

域社会団体を共通目的において激励しかつ団

結させること。

　b）現在の青少年の一般的状況を説明し，

そして総ての既存団体が如何にこれらの事態

に対処しつつあるかを調査すること。

　c）青少年への奉仕事業を職業とする人，

並びに有志の人の数を増加しかつこの事業に

たずさわる人々の大会及び講習会の如きもの

を奨励して一層大なる能率を増進すること。

　d）青少年に影響する思慮ある有用な立法

を推進し，青少年に害を及ぼすような立法を

阻止すること。

　e）例証するかその他適当な広報により既

設団体のなしつつあることを知らしめて青少

年へのより大きな関心を湧き上がらせ，依っ

て総ての団体に対する適当な支援をより多く

得るようにすること。

　f）意見交換所の役割を果すこと。

　9）事業の重複，二重の努力を避けること。

　3．財政的援助。クラブが協力せんとする

団体が財政的援助を必要とする場合に望まし

い方法としては，関心をもつ他の諸団体の協

力を得て当該団体に対する一般社会の支援を

得るための運動を組織することである。ζう

することによって，社会全体が当該団体及び

その事業に関心を持つようになる。そしてロ

ータリアンー人ひとりがその運動の成功を願

って寄付すれば，他の一般市民で資力のある

人も寄付するものである。

　4．新事業発足。現存する団体がまだ手を

つけていない事業を発足する必要のある場合

には前述に類似した方法が取られるべきであ

る。但し，青少年の福祉のために必要欠くべ
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からざる場合を除き，現存する青少年奉仕団

体とは別個に組織すぺきではない。

　5．新要求に対処。クラブは，上記の如き

団体の必要に対処しながら，臨機に他の方面

にも援助の手を延ばす自由を保持しなければ

ならない。

　6．非常事態における緊急救助。疑う余地

のない程に有用な団体に，或は地域社会全体

に，応急の救助の要を認めた場合に，クラブ

は他団体の決定に関係なく適当に援助するこ

とができる。

　7．　1クラブが全面又は主要支持。クラブ

は永久的責任を負わないようきびしく注意さ

れている。然しながらクラブは十分研究の後，

新規の永久的な事業又は既存事業に全面的又

は主要責任を負うことを決定したならば，基

本的寄付又は他の適当な方法によって斯様な

事業の永久的支援の処置をとらなければなら

ない。

　青少年と頻繁に接触する職業に従事する個

個のロータリアンは，所属クラブの週例会や

適当な委員会の席上で発表することによって，

各自それぞれの青少年問題の知識と青少年へ

の奉仕のための機会とを同僚のロータリー・

クラブ会員と分かち合うよう勧奨されている。

そこで，この特定の目的のために，時折り，

週例会中に，特に時間をとってもらって，青

少年への奉仕の機会に対する同僚会員の認識

を深めさせるようにすることである。

（理70－71）

脊少年障害者（Handicapped　Youth）

理事会は，障害者が参加できるような時と

合，障害者がこれに参加することを支持する

考えであり，したがって，ロー一タリ　・一・クラ

ブや地区が障害者に対する奉仕事業に経験の

ある現存の団体と接触し，これにあらゆる
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援助を与えるようにすることを望んでいる。

（理79－80）

青少年への奉仕団体とロータリー・クラブと

の正しい関係に関する声明は，障害者に対す

る奉仕事業を行なっている団体とクラブとの

関係についても適用される。

　さらに，理事会はロータリー・クラブおよ

び地区に次のことを勧告している。

1）　もしできれば，障害者の若い人にイン

ターアクト・クラブやローターアクト・クラ

ブに入ってもらうようにすること。

2）　障害者にお願いして処生協議会に出席

してもらい，その集会で，仕事に就いている

障害者あるいは障害者を扱っている団体の人

うな職業について話をしてもらうこと。

3）障害者の若い人々にロータリー青少年

指導者養成プログラムやロータリー国際職業

人交換（ROVE）プログラムに参加してもら

うように頼むこと。

4）　障害者に関係のある地方や国の団体ま

たは国際的な団体に協力する方法を調べるた

めにこれらの団体と接触し，そうした接触の

ときに話のあった地方的なプロジェクトその

他の関係障害者を取り上げるようにすること。

インターアクト・クラブ
　（lnteract　Clubs）

理事会（1961－－62）は，ロータリー・クラ

ブが任意に青少年クラブを結成かつ後援する

ことのできる計画を採択した。その計画はイ

ンターアクト（Interact）と呼ばれる。

　インターアクト・クラブに入会できる者は

大学課程へ進学直前の1－4学年に在学中の

学生または年齢14～18才までの若人である。

クラブは奉仕と国際理解に貢献する世界的友

好精神で相共に働く機会を若人に与える目的

のために組織されている。

　クラブは次の目標を持っている。即ち，建

設的指導力及び個人的誠実を認めかつ育成す

ること；他人に対する思いやりと他人のため

役立つことを奨励かつ実行すること；家庭と

家族の重要性について認識すること；各個人

の価値を認識することにより他人の権利を尊

重すること；個人的成功，地域社会の改善，

及び団体的業績の基盤として，個人的責任の

受諾を強調すること；社会への奉仕の機会と

してすべての有用な職業の尊厳と価値を認識

すること；地域社会，国家及び世界情勢に関

する知識と理解を深めるための機会を提供す

ること；及びすべての国の人々に対して国際

理解と親善とを増進する個人及び団体活動の

道を開くこと。

　理事会は，その計画が次の規定に従って実

行せらるぺきことを決定した：

1．　ロータリー・クラブは全く任意的立場に

　於て参与する機会が与えられること；

2．会員選択の方法ぼ次の点に基盤をおくこ

　と

　a）質問書によって，国際事清を含む関心

　　事の範囲と多様性を判断すること

　b）性格

　c）学力，及び

　d）潜在的指導力。

　如何なる意味においても，インターアクト・

クラブを提唱ロータリー・クラブ又は国際

ロータリーの・・一“部又は法的加盟団体と考えて

はならない。インターアクト・クラブ会員は

「ジュニア・ロータY．アン」と呼ばれたり看

倣されぬものであり，ロータリ　－tw章を使用

したり倣用することも出来ない。ロータリー

徽章とは異なったインターアクト・クラブ会

員専用の徽章が別にある。

　1962・一一63年度において理事会はインターア

クト・プログラムがロータリー・クラブ並び

にロータリアンに受入れられ，同プログラム

に対する関心が彼等の間に深められているこ

とを知って満足し，かつ世界申のロータリー・

青少年への奉仕

クラブにこの活動を促進するため一層努力す

ることを決定した。

　理事会（1965－－66）は，国際ロータリー地

区内に於けるインターアクト・クラブの結成

並びにインターアクト・プログラムの管理に

関し関係者全員に対する情報及び指針として

先に採択した声明を一部改正した，次の如き

声明を採択した：

　1．インターアクト計画は，国際ロータリ

ーが推進し，かつ創設したもので，国際ロー

タリーの活動の一つである。定款の諸規定の

制定並びに実施，結成上の必要条件，手続の

基準，インターアクトの名称及び徽章の保護

並びに保存に関する権限は，国際ロータリー

に帰属するものとする。

　2．　インターアクト・クラブは，ロータリ

ー・ Nラブ提唱の下に若人により構成される

団体である。その目的は，奉仕と国際間の理

解に貢献するため，世界的友好を以て共に活

動する機会を若人に与えることにある。

　3．インターアクF・プログラムは本来青

年男子のみを対象とするものとして計画され

たのである。それは指導力の養成並びに良き

市民となるための訓練に重点をおくことに依

然変りはない。もし地元の事情下で提唱ロー

タリー・クラブに青年女子のみ又は男女混合

のインターアクト・クラブの設立が至当であ

ると考えられる場合は，提唱ロータリー・ク

ラブの自由裁量によるものとする。

　4．　インター・一一アクト・クラブは，一つのロ

ータリー・クラブ又は数クラブによって結成

され，後援され，かつ指導監督され，そして

所管地区ガバナーによって確認された後，国

際ロータリーの証明と承認を得て設立される。

その他の方法を以てしては，創立することも，

維持することも出来ない。クラブの存続は，

提唱ロータリー・クラブの不断の後援と国際

ロータリーが継続して承認を与えるか否かに

かかっている。

　5．国際ロータリーが設定した機構の下に，
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提唱ロータリー・クラブは，インターアクト

・クラブを結成し，その後指導と助言を与え

る責任を有し，かつインターアクト・クラブ

のすべての活動，方針並びにプログラムを完

全に統制し，かつ指導監督する。

　6．インターアクト・クラブが学校関係で

ある場合，提唱ロータリー・クラブは，その

クラブに対しては，当該学校当局制定の全学

生団体並びに課外活動に関するものと同一の

規定並びに方針に従うべきものであることを

了解の上，学校当局の完全な協力のもとに，

当該インターアクト・クラブを統制し，指導

監督するものとする。

　7．インターアクト・クラブのすべての活

動，計画及びプログラムは，常に国際ロータ

リ　一一の方針に調和して行なわるべきものとす

る。従って，インターアクト・クラブに対す

るロータリ　・一・クラブの絶えざる後援と国際

ロータリーの継続的承認は，それを条件とす

るものである。

　8．標準インターアクト・クラブ定款は，

国際ロータリーによって規定されるものであ

り，かつ国際ロータリ　一一理事会によってのみ

改正されるべきである。クラブ結成並びに認

証の前提条件として，各インターアクト・ク

ラブは，標準インタ…一アクト・クラブ定款を

採択しその後に国際ロータリー理事会により

採択される全改正条項を自動的に採用しなけ

ればならない。

　9．各インターアクト・クラブは標準イン

ターアクト・クラブ定款及び国際ロータリー

が設定した方針に矛盾しない細則を採択しな

ければならない。斯様な細則は，提唱ロータ

リー・クラブの承認を得なければならない。

　10．インタveアクト・クラブは，会員が選

出される居住地又は学校の所在地がその区域

限界内にあるロ　一一タリー・クラブにより提唱

されるべきものとする。但し，国際ロータリ

ー理事会が提唱ロータリー・クラブの区域限

界外にインターアクト・クラブの結成を認め
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る旨を文書をもって許可した場合はこの限り

でない。

　11．インターアクト・クラブは，次の条件

のもとに，二つ以上のロータリー・クラブが共

同して結成し，かつ後援することができる：

　a）地区ガバナー・・一は，慎重な考慮の後，地

　　区，各関係ロータリー・クラブ並びにイ

　　ンターアクト・プログラムに対する最大

　　の利益が共同提唱によりもたらされるこ

　　とを文書により表明し，承認を与えなけ

　　ればならない。

　’b）推薦されるインターアクト・クラブの

　　会員は，各提唱ロータリー・クラブの区

　　域限界内よりそれぞれ相当数選出されな

　　ければならない。

　c）もし個々のロータリー・クラブの提唱

　　により，個々にインターアクト・クラフ

　　を結成することが，本来その地域内もし

　　くはその学校内における学生の単・・一…集団

　　であるべきものを，人為的に分断するよ

　　うな結果を招くおそれがあるような情況

　　の場合に限る。

　d）各提唱ロータリー・クラブの有能な代

　　表者を以て合同インターアクト委員会が

　　結成されなければならない。

　12．インターアクト・クラブ各会員は，入

会を認められると同時に，インターアクト・

クラブ定款並びに細則の規定を承認すること

に同意したものとする。

　13．インターアクト・クラブの会員身分は，

国際ロータリーより提唱ロータリ　・一・クラブ

を通じてインターアクト・クラブへ支給され

るインターアクト会員証により立証されるも

のとする。

　14．インターアクト・プログラムに使用，

又は適用されるインターアクトの名称及び徽

章は，国際ロータリーの所有に属し，かつ正

式に設立されたインターアクト・クラブ並び

にその適正資格ある会員は勿論，インターア

クト・プログラムに参加する者の専用のため

に保存されるべきものとする。

　15．インターアクト・クラブ会員は，イン

ターアクト・クラブ会員身分存続中，適正な

品位ある方法で，インターアクトの名称及び

徽章を使用並びに表示する資格が与えられて

いる。インターアクト・クラブ会員身分終結

の際，又はインターアクト・クラブ解散の場

合には，かかる資格は失われるものとする。

　16．インターアクト・クラブは次の場合に

解散する：　a）その定款に従って運営され

ない場合，又はその他の理由により，提唱ロ

ータリー・クラブの同意，承認合意の有無に

拘わらず，国際ロータリーにより解散させら

れる場合，b）提唱ロータリー・クラブによ

り解散させられる場合，又はc）インターア

クト・クラブ自身の決定により解散する場合。

　17．インターアクト・クラブ解散により，

クラブ並びに会員は，集団的にも個人的にも

名称並びに徽章に関する一切の権利及び特典

を喪失するものとする。

　18，国際ロータリーの方針として，理事会

は，国際ロータリー以外の如何なる個人又は
　）
団体も，営利その他の目的のためにインター

アクト・クラブに対して回状を送達する権利

を認めない。

　19．国際ロータリーの方針として，少女の

クラブの結成及び提唱はインターアクト・ク

ラブの本来の機能乃至適切な活動とは認め得

ない。

　20．地区ガバナーは，インターアクト・プ

ログラムを公表し，新しいインターアクト・

クラブの結成を促進し，管轄地区内のインタ

ーアクト・プログラムを運営するに際し，そ

の補佐役として地区内各地のロータリアンか

ら構成される地区インターアクト委員会を任

命するよう要請されている。地区インターア

クト委員会を任命することが可能であり，か

つ実行出来る場合は，1名乃至数名の委員を

再任することにより，委員の継続性を保つよ

う規定すべきである。ロータリーの地区イン

青少年への奉仕

ターアクト委員会がその任務を遂行する場合

に，インターアクト・クラブ会員の意見をよ

く聞くようにすれば，有益な結果が得られる

ことと思う。

　21．クラブ・レベル以上のインターアクト

の組織と会合：

　a）一一つの国際ロータリー地区内に，5以

　　上のインターアクト・クラブがある場合

　　は，その国際ロータリー地区と境界を同

　　じくし，その中にそれぞれの提唱ロータ

　　リー・クラブを包含するインターアクト

　　地区を設定することができる。インター

　　アクト地区内のクラブは，会員の中から

　　地区インターアクト代表を選挙すること

　　ができる。選挙の方法は地区インターア

　　クト委員会によって決定されるものとす

　　る。地区インターアクト代表は，ロータ

　　リー地区ガバナー及びロータリー地区イ

　　ンターアクト委員会乃至その他の適当な

　　ロータリー地区委員会から指導と助言を

　　受けるとともに，全地区の会合を準備す

　　る場合地区委員会を助け，可能な場合は

　　これらの会合を司会し，特に地区内にお

　　けるインターアクト・プログラムの拡大，

　　強化に関して地区内インターアクト・ク

　　ラブに助言を与え，激励と刺激を与えて，

　　彼らの関心をインターアクトの世界的規

　　模と，世界理解のためのプログラムの可

　　能性と業績とに焦点を合わせるよう手助

　　けをするのがその任務である。

　b）インターアクト地区が設定されている

　　場合，所管地区ガバナーの承認を得て，

　　地区代表に加えて1名の地区幹事，2名

　　以上のゾーン代理を以て構成される地区

　　組織を設けることができる。各ゾーン代

　　理は一定の数のクラブに対して責任を持

　　つほか，地区代表から割りあてられたそ

　　の他の事項に対して責任を負うものとす

　　る。

　c）国際ロータリーの地区内において，相
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　互に便利な土地に存在する2以上のイン

　ターアクト・クラブは，友情を深め，意

　見を交換し，感銘を分かち合い，地区内

　のインターアクト・プログラムを強化，

　拡大，充実させるため，地区インターア

　クト委員会1名乃至数名の委員の助言と

　指導と出席のもとに，各クラブ代表者の

　会合を開催するよう奨励されている。距

　離の関係が許せぱ，地区インターアクト

　委員会の指導のもとに，同委員会の委員

　1名乃至数名が同席の上，かかる会合を

　地区単位で開催することもできるであろ

　う。

d）地区単位のインターアクト会合の目的

　は，学校及び地域社会に対する奉仕に関

　してインターアクト・クラブを激励し，

　啓発し，感銘を与えるため，及び国際理

　解のためにインターアクトが世界的に発

　揮し得る能力と業績とに注意を集中せし

　めるためである。

e）クラブ・レベル以上のインターアクト

　会員の会合は，すべて，立法の権限を持

　たないものとし，かつまた，そのような

　権限を持っているかの如く思われる手続

　き，方法によって会合を準備もしくは運

　営してはならないものとする。ただし，

　地区レペル或はその他のレベルにおける

　インターアクトの管理にたずさわる人び

　とに対して有益な助言となりうるような

　意見を発表することは差支えない。

f）すべてのインターアクト地区活動に要

　する資金は，その地区のインターアクト

　・クラブが調達するものとする。国際ロ

　ータリーは，地区インターアクトの会合

　又はインターアクト代表の経費を負担し

　ないものとする。かかる会合の経費は最

　少限度に止め，参加者が負担出来る範囲

　のものとする。

22、地区レベル以上のインターアクトの会
合。
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どこでも，2以上の地区，とくに2以上の

国の地区のインターアクト・クラブの会員に

よる会合が可能なところでは，そうした会合

を開くことを大いに奨励する。このような会

合は，ホストのロータリー地区ガバナ・一一　｝8よ

びインターアクト委員会の指導の下に，前記

委員会のメンバーの1名または数名が出席p＿，

ホストのインターアクト代表およびインター

アクトの各会長とともに執り行なうものとし，

その開催についてはR．1・理事会の承認を要

するものとする。R．1．理事会に提出するイ

ンターアクト・クラブの各地区合同の会合開

催に関する承認申請書には次の書類を添付し

なければならない。

　a）申請にかかわる会合の開催日時，場所，

目的，プログラムおよび参加者を記述したも

璽
　b）会合の予算の見積書。会合の開催に伴

う契約上および金銭上の義務については主催

者が責任者として一切の責を負う旨の保証を

付すること。

　c）会合で生じた事故に対する責任の損害

を担保するのに十分な責任保険の付保を証明

するもの。

　d）申請にかかわる会合の計画および実施

がロータリアンの直接監督の下に行なわるべ

きことを保証したもの。

e）会合の開催される地域に居住している

理事または前理事のその会合の実施計画に対

する同意書。

　23．インターアクト・プログラムの経費資

金の調達：

　a）国際ロータリーは，インターアクト代

　　表又はインターアクト・クラブの会合，

　　又はインターアクト・クラブ集団会合に

　　要する費用は，一切負担しない。

　b）インターアクト・クラブ又はインター

　　アクト・クラブの集団の会合を開催する

　　に必要な費用は，最少限度に止めるぺき

　　であり，然もその会合は，有意義なプロ

　　グラムを織り込んだ効果的なものでなけ

　　ればならない。

　c）インターアクト・クラブのプログラム

　　を実行するのに必要な資金を調達するこ

　　とは，インターアクト・クラブの責任で

　　ある。

　d）インターアクト・クラブを後援してい

　　るロータリー・クラブは，そのインター

　　アクト・クラブに対し，時折の或は偶発

　　的な財政的援助以外の寄付を行なうべき

　　ではない。

　e）インターアクト・クラブは，広くロー

　　タリー・クラブ又は他のインターアクト

　　・クラブに対し財政的援助を懇請すべき

　　ではない。

・f）インターアクト・クラブは，代償とし

　　て相当の対価を提供することなしに，そ

　　の地域社会内の個人，企業又は団体に財

　　政的援助を懇請すべきではない。

　9）インターアクド・クラブ会員の会費又

　　は割当金は，名目上の金額に止め，然も

　　そのクラブの管理に要する経費にのみ充

　　当すべきである。インターアクト・クラ

　　ブが実行する活動並びに計画に要する資

　　金は，すべて，会費又は割当金とは別個

　　に，クラブが調達すべきである。

　h）インターアクト・クラブ会員をクラブ

　　並びに地区大会プfiグラムに参加するよ

　　う招待するロータリー・クラブ及び地区

　　大会は，起こり得る法律上又は道義上の

　　義務と責任に対しクラブ乃至地区大会を

　　保護するために十分な旅行傷害保険及び

　　責任保険に加入すべきである。

　24．原則として，インターアクト・クラブ

は，如何なる目的を持つ団体であれ，他の団

体に加盟もしくはそれらと合併することは認

められていない。

　　　　　　　（方針声明了）

理事会は，ロータリー・クラブのインター

青少年への奉仕

アクト・クラブ提唱に関して，教育機関と関

係のあるクラブよりも地域社会を基盤とする

クラブの結成に努力することを奨励する。

（理　74－75）

インターアクト指導者研修会

　（Leadership　Train量ng

　　Meetings　for　Interact）

　理事会は，ロータリー地区が，その地区内

のインターアクト指導者のために1日研修の

会合を開くことを奨励する。かかる会合は，

インターアクト代表の助力を得て，ロータリ

ー地区のインターアクト委員会の指導のもと

に行なわれるべきである。（理71－一・72）

ローターアクト・クラブ
　（Rotaract　Clubs）

　理事会（1967－一一68）は，ロータリー・クラ

ブが任意に青年のためのクラブを結成かつ後

援することのできる計画を採択した。その計

画はローターアクトと呼ばれる。

　ローターアクト・クラブは，これを提唱す

るロータリー・クラブの区域内又はローター

アクト・クラブの存しないその隣接区域内に

居住，就職又は就学している18才から28才ま

での青年によって構成される。年齢の制限は

大学に在学中の者には適用されない。ロータ

一アクト・クラブのある近隣区域からも，そ

のローターアクト・クラブの承認を得て，会

員を選挙することができる。ただし，これを

双方の提唱ロータリー・クラブに通知するこ

とを要するものとする。

　ローターアクトの目的は，地域社会に対す

る奉仕を通じて指導力に善良なる市民精神を

育成し，かつ国際理解と平和の運動を推し進

め，又指導者としての資質及び職業上の責任
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としての高い道徳的水準を認識し，受諾する

ことを促進するにある。

　理事会は本計画が次の規定に従って実行さ

れるべきことに同意した：

1．如何なる地域社会においてもインターア

　　クト・クラブ会員とローターアクト・ク

　　ラブ会員の年齢は重複せざること；

2．　ローターアクト・クラブ年度はロータリ

　　ー・クラブ年度又は暦年度の何れかと一

　　致させること；

3．　ローターアクト・クラブ会員資格は会員

　　が28歳になった時のクラブの年度末を以

　　て終結するものとする；

4．　ロ・一・一一ターアクト・クラブ会員組織の継続

　　性を確保するため，年齢別の会員数が常

　　に均衡を保つようにできうる限り努める

　　こと；

5．　どのローターアクト・クラブにも，その

名称の後に「（名称）ロータリー・クラブ

後援」という文言を付するようにするこ

とを強く勧める必要がある。（理79－80）

6．毎年ロー一タリー・クラブのロー一ターアク

　　ト委員会委員を1名又はそれ以上再任す

　　ることにより，委員の継続性を保つよう

　　規定することが重要である。

　如何なる意味においても，ローターアクト

・クラブは提唱ロータリー・クラブ又は国際

ロータリーの一部又は合法的加盟クラブと考

えてはならない。ロー一ターアクト・クラブ会

員は「ジュニア・ロータリアン」と呼ばれた

り看倣されぬものであり，又ロータリー徽章

を使用したり偲用してはならない。ロータ

リー徽章とは異なった，ローターアクト・ク

ラブ会員専用の徽章が別にある。

ローターアクトの標語

　（Rotaract　Motto）

R．1．理事会（1977－78）は，ローターアク
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ト・クラブならびにその会員が使用するのに

ふさわしい次の標語を採択した：

「奉仕を通じての親睦」

（Fellowship　Through　Service）

　理事会（1967－68）は，国際ロータリー地

区内におけるローターアクト・クラブの結成

並びにローターアクト・プログラムの管理に

関し関係者全員に対する情報及び指針として

先に採択した声明を一部改正した，次の如き

声明を採択した：

　1．　ローターアクト計画は，国際ロータリ

ーが推進し，かつ創設したもので，国際ロー

タリーの活動の一つである。定款の諸規定の

制定並びに実施，結成上の必要条件，手続き

の基準，ローターアクトの名称及び徽章の保

護並びに保存に関する権限は，国際ロータリ

ーに帰属するものとする。

　2．　ローターアクト・クラブはロータリー・

クラブ提唱の下に18歳より28歳1）までの青年

により構成される組織体である。その目的は，

地域社会に対する奉仕を通じて指導力と善良

な市民精神とを育成し，かつ，国際理解と平

和および高い道徳的水準を指導者たる資格お

よび職業上の責務として受諾し尊重すること

を促進するにある。その目標とするところは，

a）建設的な指導力を育成し，　自己の完成を

計ること；b）他人に対する思いやりを深め，

他人のために喜んで力添えすることを奨励し，

その実践に努めること；c）家庭と家族の重

要性に対する認識を深め，国を愛する心を瀕

養するごと；d）個人の価値を認めることか

ら出発して他人の権利を尊重すること；e）

個人の成功，地域社会の改善及び団体として

の業績を挙げるためには，すべての個人の責

1）標準ローターアクト・クラブ定款は，年齢制限の上

限および下限は大学課程在学中の者には適用されぬも

　のと規定している。　　　　　　　　　　　　　’t

任観念が基本条件であることを強調すること；

f）すべての有用な職業は，社会に奉仕する

道であることを理解し，その尊厳と価値を認

識すること；9）地域社会，国家及び世界の

諸問題についての知識と理解を深める道を提

供すること；h）国際理解と全人類に対する

善意を増進するために，個人として，又団体

として，取り得る方法，手段を見出すことに

ある。

　3．　ローターアクト・クラブは，一つのロ

ータリー・クラブ又は数クラブによって結成

され，後援され，かつ助言が与えられ，そし

て所管地区ガバナーによって確認された後，

国際ロー・・一タリーの証明と承認を得て設立され

る。その他の方法を以てしては，創立するこ

とも，維持することも出来ない。クラブの存

続は，提唱ロータリー・クラブの不断の後援

と国際ロータリーが継続して承認を与えるか

否かにかかっている。

　4．国際ロータリーが設定した機構の下に，

提唱ロータリー・クラブは，ローターアクト

・クラブを結成し，その後指導と助言を与え

る責任を有するものとする。

　5．　ローターアクト・クラブが大学を結成

基盤とする場合，提唱ロータリー・クラブは，

そのクラブに対しては，当該大学1）当局制定

の全学生団体並びに課外活動に関するものと

同一の規定並びに方針に従うべきものである

ことを了解の上，大学当局の完全な協力のも

とに，当該ローターアクト・クラブに対する

管理と助言を行なうもg）とする。

　6．　ローターアクト・クラブのすべての活

動，計画及びプログラムは，常に国際ロータ

リーの方針に調和して行なわれるべきものと

する。従ってローターアクト・クラブに対す

るロータリー・クラブの絶えざる後援と国際

ロータリーの継続的承認は，それを条件とす

るものである。

1）本方針声明書で使用される大学なる言葉はすべての

最高教育機関を含む。

青少年への奉仕

　7．標準ローターアクト・クラブ定款は，

国際ロータリー一一一　tcよって規定されるものであ

り，かつ国際ロータリー理事会によってのみ

改正されるべきである。クラブ結成並びに認

証の必要条件として，各ローターアクト・ク

ラブは，標準ローターアクト・クラブ定款を

採択し，爾後国際ロータリー理事会の採択す

る全改正条項を自動的に採用せねばならない。

　8．各ローターアクト・クラブは，標準ロ

ーターアクト・クラブ定款及び国際ロータリ

ーが設定した方針に矛盾しない細則を採択せ

ねばならない。かような細則は，提唱ロータ

リー・クラブの承認を得なければならない。

　9．　ローターアクト・クラブは，会員が選

出される居住地，就職地又は大学がその区域

限界内にあるロータリー・クラブにより提唱

されるべきものとする。但し，国際ロータリ

ー理事会が提唱ロータリー・クラブの区域限

界外にローターアクト・クラブの結成を認め

る旨を文書を以て許可した場合はこの限りで

ない。

lO．　ローターアクト・クラブは，次の条件

下に2以上のロータリー・クラブが共同して

結成し，かつ後援することができる：

　a）地区ガバナーは，慎重な考慮の後，地

　　区，各関係ロータリー・クラブ並びにロ

　　ーターアクト・プログラムに対する最大

　　の利益が共同提唱によりもたらされるこ

　　とを文書により表明し，承認を与えなけ

　　ればならない。

　b）推薦されるローターアクト・クラブの

　　会員は各提唱ロータリー・クラブの区域

　　限界内より夫々相当数選出されなければ

　　ならない。

　c）個々のロータリ　一一・クラブの提唱によ

　　り，個々にローターアクト。クラブを結

　　成することが，本来その地域内もしくは

　　その大学内における青年の単一集団であ

　　るべきものを人為的に分断するような結

　　果を招くおそれがあるような情況の場合
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　　に限る。

　d）各提唱ロータリー・クラブの有能な代

　　表者を以て合同ローターアクト委員会が

　　構成されなければならない。

11．　ローターアクト・クラブの各会員は，

入会を認められると同時に，ローターアクト

・クラブの定款並びに細則の規定を承認遵守

することに同意したものとする。

12，　ローターアクト・クラブの会員身分は，

国際ロータリーより提唱ロータリー・クラブ

を通じてローターアクト・クラブへ支給され

るローターアクト会員証により立証されるも

のとする。

13．　ローターアクト・プログラムに使用，

又は適用されるローターアクトの名称及び徽

章は，国際ロータリーの所有に属し，正式に

設立されたローターアクト・クラブ並びにそ

の適正資格ある会員は勿論，ローターアクト

・プログラムに参加する者の専用のために保

存されるべきものとする。

14．　ローターアクト・クラブ会員は，ロー

ターアクト・クラブ会員身分持続中，適正な

品位ある方法で，ローターアクトの名称及び

徽章を使用並びに表示する資格を与えられて

いる。n一ターアクト・クラブ会員身分終結

の際，又はローターアクト・クラブ解散の場

合には，かかる資格は失われるものとする。

15．　ローター一アクト・クラブは次の場合に

解散する：a）その定款に従って運営されな

い場合，或はその他の理由により，提唱ロー

タリー・クラブの同意，承認，合意の有無に

拘わらず，国際ロータリーにより解散させら

れる場合，b）提唱ロータリ　一一・クラブにより

解散させられる場合，又はc）ローターアク

ト・クラブ自身の決定により解散する場合。

16．　ローターアクト・クラブの解散により，

クラブ並び会員は，集団的にも個人的にも名

称並びに徽章に関する一切の権利及び特典を

喪失するものとする。

17．国際ロータリ　一一の方針として，理事会
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は，国際ロータリー以外の如何なる個人又は

団体も，営利その他の目的のためにロ・一一ター

アクト・クラブに対して回状を送達する権利

を認めない。

18．　地区ガバナーは，地区内にローターア

クト・プログラムを公表し，新ロータ・一一アク

ト・クラブの結成を促進し，ローターアク

ト・プログラムを運営するに際し，その補佐

役として地区内各地のロータリアンによって

構成される地区ローターアクト委員会を任命

するよう要請されている。地区ローターアク

ト委員会の任命に際し，それが可能でありか

つ実行出来る場合は，1名乃至数名の委員を

再任することにより，委員の継続性を保つよ

う規定すべきである。ロータリーの地区ロー

ターアクト委員会がその任務を遂行する場合

に，ローターアクト・クラブ会員の意見をよ

く聞くようにすれば，有益な結果が得られる

ことと思う。

19．　クラブ・レベル以上のローターアクト

の組織と会合：

　a）一つの国際ロータリー地区内に，5以

　　上のローターアクト・クラブがある場合

　　は，その国際ロータリー地区と境界を同

　　じくし，その中にそれぞれの提唱ロータ

　　リー・クラブを包含するローターアクト

　　地区を設定することができる。ローター

　　アクト地区内のクラブは，会員の中から

　　地区ローターアクト代表を選挙すること

　　ができる。選挙の方法は地区ローターア

　　クト委員会によって決定されるものとす

　　る。地区ローターアクト代表は，ロータ

　　リー地区ガバナー及びロータリー地区ロ

　　ーターアクト委員会乃至その他の適当な

　　ロータリー地区委員会から指導と助言を

　　受けるとともに，全地区の会合を準備す

　　る場合地区ローターアクト委員会を助け，

　　可能な場合はこれらの会合を司会し，特

　　に地区内におけるローターアクト・プロ

　　グラムの拡大，強化に関して地区内ロー

ターアクト・クラブに助言を与え，激励

と刺激を与えて，彼らの関心をローター

アクトの世界的規模と，世界理解のため

のプログラムの可能性と業績とに焦点を

合わせるよう手助けをするのがその任務

である。ローターアクト代表に選ぼれる

人は，ローターアクト・クラブの会長ま

たは幹事をつとめたことのある者でなけ

ればならない。（理79－－80）

b）ローターアクト地区が設定されている

　場合，所管地区ガバナーの承認を得て，

　地区代表に加えて1名の地区幹事，2名

　以上のゾーン代理を以て構成される地区

　組織を設けることができる。各ゾーン代

理は一定の数のクラブに対して責任を持

　つほか，地区代表から割りあてられたそ

　の他の事項に対して責任を負うものとす

　る。

c）国際ロータリーの地区内において，相

　互に便利な土地に存在する二つ以上のロ

　ーターアクト・クラブは，友情を深め，

意見を交換し，感銘を分かち合い，地区

　内のローターアクト・プログラムを強化，

拡大，充実させるため，地区ローターア

　クト委員会の1名乃至数名の委員の助言

　と指導と出席のもとに，各クラブ代表者

の会合を開催するよう奨励されている。

距離の関係が許せぱ，地区ローターアク

　ト委員会の指導のもとに同委員会の委員

　1名乃至数名同席の上，かかる会合を地

区単位で，開催することもできるであろ

　う。

d）地区単位のローターアクト・クラブ会

合の目的は職業奉仕及び社会奉仕に関し

てローターアクト・クラブを激励し，啓

発し感銘を与えるため，及び国際理解の

ためにローターアクトが獣界的に発揮し

得る潜在能力と業績とに注意を集中せし

めるためである。

e）クラブ・レベル以上のローターアクト

青少年への奉仕

　　会員の会合は，すぺて，立法の権限を持

　　たないものとし，かつまた，そのような

　　権限を持っているかの如く思われる手続

　　き，方法によって会合を準備もしくは運

　　営してはならないものとする。ただし，

　　地区レベル或はその他のレベルにおける

　　ローターアクトの管理にたずさわる人ぴ

　　とに対して有益な助言となりうるような

　　意見を発表することは差支えない。

　f）すぺてのローターアクト地区活動に要

　　する資金は，その地区のローターアク

　　ト・クラブが調達するものとする。国際

　　ロータリーは，地区ローターアクト・ク

　　ラブの会合の経費を負担しないものとす

　　る。かかる会合の経費は最少限度に止め，

　　参加者が負担出来る範囲のものとする。

20．　地区を越えたレベルのローターアクト

会合：

　a）2以上の地区，とくに2以上の国の地

　　区のローターアクト・クラブ会員を集め

　　て催す会合が可能なところでは，いずれ

　　もこれを実行されるよう勧奨する。この

　　種の会合は，開催地のロータリー地区ガ

　　バナーおよびローターアクト委員会の指

　　導の下に，その委員1名ないし数名が出

　　席し，ボス5地区ローターアクト代表お

　　よび各ローターアクト・クラブ会長と協

　　力して行なうものとし，その開催につい

　　ては，国際m一タリー理事会の承認を要

　　するものとする。多地区合同のローター

　　アクト・クラブの会合の開催について国

　　際ロータリー理事会に提出する承認申請

　　書には，下記の書類を添付しなければな

　　らない：1）申請にかかわる会合について，

　　その日時，場所，目的，プログラムおよ

　　び参加者に関する事項を記載した説明書；

　　2）会合の開催に伴って生ずる契約上およ

　　び財政上の義務に対し，提唱者側におい

　　て全責任を負うべきこと，かつ，その用

　　意のあることの保証を付した会合経費見
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積予算書1通；3）事故に備えるための十

分な責任保険の付保に関する証明；4）申

請にかかわる会合の立案，実施は，ロー

タリアンの直接監督の下に行なわれるも

のであることについての保証。そしてか

かる書類の写しを，会合の開催について

最終的な取り決めが行なわれる日の少な

くとも30日前に，開催予定地が含まれる

地域またはゾーンに居住する国際ロータ

リー理事と国際ロータリー事務総長とに

提出しなければならない。もし当該理事

または事務総長のいずれかが，その計画

を適切でないと判断した場合，理事また

は事務総長は，直ちにその旨をホスト・

ロータリ　・一地区ガバナーに通告し，かつ

その計画の実施を延期または取り止める

よう要請するものとする。

b）ローターアクト・クラブ会員のための，

多地区合同の指導者会合を希望するとこ

　ろでは，次の基準によって開催すること

ができる：1）参加者は，地区ローターア

　クト代表もしくは，これが不可能な場合

は，地区ガバナーが指名したローターア

　クト会員（なるべくは次期または元の地

区ローターアクト代表）と，ロータリー

地区ローターアクト委員会の現委員長な

　らびに次期委員長（すでにわかっている

　場合）もしくは経験豊かな同委員会委員

　1名とする；～）会合の招集者はホスト地

　区ガバナーが選任するものとし，その人

選については，必ず　少年活動に経験の

あるロータリアンを招集者にしてホスト

地区ガバナー一の行なう出席者の選考に協

力させるようにするため，その地域また

はゾーンの国際ロータリ　・一理事にはかっ

てから，これを決定するものとする；3）

会合は，関係地区グループの中心地その

他ホスト地区ガバナーの選定した場所で

開くものとする；4）この会合用の推奨プ

ログラムおよび予定表はホスト地区ガバ
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ナーの承認したものとする；5）かかる会

合は，国際ロータリ　一一　va一切経費を負担

させることなく，また，ロ・一一ターアクト

・クラブの多数地区合同会合についてこ

れまでに定められている理事会の方針に

従って行なわるぺきものとする。

　c）上記第19（e）項は地区レベル以上の会合

　　にも適用される。

21．　ローターアクト・プログラムの経費の

ための資金調達：

　a）国際ロータリーはローターアクト・ク

ラブの会合，又はローターアクト・クラ

　ブの集団会合に要する費用は一切負担し

　ない。

b）ロー一ターアクト・クラブ又はローター

アクト・クラブの集団の会合を開催する

のに必要な経費は，最少限度に止めるべ

　きであり，しかもその会合は，有意義な

　プログラムを織り込んだ効果的なもので

　なければならない。

c）ローターアクト・クラブのプログラム

　を実行するのに必要な資金を調達するこ

　とは，ローターアクト・クラブの責任で

　ある。

d）ロ　一一ターアクト・クラブを後援してい

　るロータリー・クラブは，そのローター

　アクト・クラブに対し，時折の或は偶発

　的な財政的援助以外の寄付を行なうべき

　ではない。

e）ローターアクト・クラブは，広くロー

　タリー・クラブ又は他のローターアクト

　・クラブに対し財政的援助を懇請すぺき

　ではない。

f）ローターアクト・クラブは，代償とし

　て相当の対価を提供することなしに，そ

　の地域社会内の個人，企業又は団体に財

　政的援助を懇請すべきではない。

9）ローターアクト・クラブ会員の会費又

　は賦課金は名目的の金額に止め，しかも

　そのクラブの運営に要する経費にのみ充

　　当すべきものである。ローターアクト・

　　クラブが実行する活動並びに計画に要す

　　る資金は，会費又は賦課金とは別個に，

　　クラブが調達すぺきものとする。

　h）ローターアクト・クラブ会員をクラブ

　　並びに地区大会のプログラムに参加する

　　よう招待するロータリー・クラブ及び地

　　区大会は，起こり得る法律上又は道義上

　　の義務と責任に対しクラブ乃至地区大会

　　を保護するために，十分な旅行傷害保険

　　及び責任保険に加入すぺきである。

22．原則として，ローターアクト。クラヲ

は，如何なる目的を持つ団体であれ，他の団

体に加盟もしくはそれらと合併することは認

められていない。

　　　　　　　（方針声明了）

　理事会によって採択された上述のローター

アクトに関する方針声明は，理事会の行なう

改正にのみ従うものである。従って，理事会

が同方針声明の規定の改正を決定した場合，

その改正された規定が同方針声明の一部とな

る。そしてその改正については，ロータリ

ー・ Nラブ，ローターアクト・クラブ及びそ

れらのクラブの会員の諾否を必要としない。

（理73－74）

　理事会は，ti　一一タリー・クラブのローター

アクト・クラブ提唱に関して，教育機関と関

係のあるクラブよりも地域社会を基盤とする

クラブの結成に努力することを奨励する。

（理　74－75）

ローターアクト指導者研修会

　（Leadership　Training

　Meeting　for　Rotaract）

　理事会は，ロータリー地区が，その地区内

のローターアクト指導者のために1日研修の

会合を開くことを奨励する。かかる会合は，

青少年への奉仕

ローターアクト代表の助力を得て，ロータリ

ー地区のローターアクト委員会の指導のもと

に行なわれるべきである。（理71－72）

　ローターアクト・クラブ会員のための，多

地区合同の指導者研修会に関し，理事会は，

かかる会合が地区内のローターアクト・プロ

グラムの発展に役立つと思われるときにはい

つでも開催するよう地区ガバナーに要請すべ

きであることを決定する。（理77－78）

ロータリー・クラブとインターアクト

／ローターアクトとの接触

　（Rotary　Club　Contacts

　　with　Interact／Rotaract）

　理事会は，インターアクト並びにローター

アクト・クラブの会員と提唱ロータリー・ク

ラブの会員との間の緊密な個人的接触と連絡

が絶えず必要なことを認める。（理74－75）

　クラブがインターアクト委員会とロ・一一ター

アクト委員会を各別に設けて，この二つが混

り合った形のものにならないようにすること

を　望する。（理79－80）

　ロータリー・クラブは，クラブのインター

アクト並びにローターアクト委員会委員の人

選に当って，インターアクト並びにローター

アクト・プログラムに対し関心と認識を持ち，

かつ委員会委員としての任務を引き受ける意

志と能力を持つ人物か否かを賢明に判断する

ことが大切である。（理74－75）

国際学生計画ならびに青少年交換

　（lnternational　Student　Projects

　　and　Youth　Exchange）

　国際学生計画ならびに青少年交換に関する

R・1・理事会の方針声明書については，璽

覧の国際奉仕の章を参照されたい。

207

処
霧
鹿
塾

、
號
駕

慶



k
欝
．

筑

薫
’
・
鼻

鷺
欝
購

v・

名称又は区域限界の変更手続

　（Procedure　for　Changing　Name

　　or　Territorial　Limits）

区域限界
（Territorial　Limits）

　ロータリー・クラブが国際ロータリーに加

盟を承認された時には，クラブ定款として標

準クラブ定款を採用する。そうすることによ

って，それぞれのクラブに固有な事項として

標準クラブ定款の本文中空欄になっている第

1条（名称）及び第2条（区域限界）は国際

ロータリー理事会の承認を挨ってクラブによ

って書き込まれる。これら2ヵ条に関するそ

の後の変更も同様に国際ロータリー理事会の

承認を得なければならない。

　クラブの名称又は区域限界変更に関する手

続は，クラブ定款第14条第4節に次の如く規

定されている：

　第4節　本定款の第1条（名称）及び第2

条（区域限界）は，定足数を満たした数の会

員が出席した本クラブの例会においていつで

も，投票する出席会員の過半数の賛成投票に

よって改正することができる。但し当該改正

案の通告が，これを議する例会の少なくとも

10日前に，各会員に郵送されなければならな

い。そして更に，かかる改正は，国際ロータ

リー理事会に提出してその承認を求めなけれ

ばならない。その承認があって初めてその改

正は効力を発するものとする。

区域の定義
　（Definition　of　Territory）

クラブ結成に従事する人の手引きとして理
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事会は次の如き解釈文を採択した：

　各ロータリー・クラブは或る一定の地方に

結成せられかつ存在しなければならない。

　国際ロータリーは，そこに十分の職業人が

実際に社会に奉仕しており，それらの人々の

事務所とか職業とか住居がおたがいに隣接し

ており，ロータリー・クラブとしての機能を

発揮することが出来る適当な範囲の区域を，

斯様な地方として認めることができる。斯様

な地方にクラブを結成するに当って，国際ロ

ータリーは，クラブ定款にその区域を書き入

れるべき地方の地理的限界を指定しなければ

ならない。そしてその後斯様な区域は，国際

ロータリー及びクラブ相互の同意による以外

変更してはならない。国際ロータリーの同意

があれば，クラブはアディショナル・クラブ

結成のためその区域の一部を譲渡すること，

もしくは同一区域を共有するアディショナル・

クラブの結成を認めることが出来る。

　仮ロータリー・クラブは，その名称として

その地方を現わすような言葉を採用すぺきで

あり，国際ロータリーの承認を条件としてそ

の選ばれた名称をその定款に書き入れ，そし

て一旦その承認をえた以上は国際ロータリー

とクラブ相互の同意がなければ変更してはな

らない。（理38－39；74－75）

　理事会は，クラブの区域限界が地方の自治

体の限界と同一であり，その自治体の限界が

その後拡張された場合，それによってクラブ

の区域が自動的に拡張されることはなく，国

際ロータリーの定款・細則中のロー一タリー・

クラブの区域限界改正に関する規定に従って

クラブが所定の措置を講じない限リクラブの

区域は従来通りとする。（理67－－68）

農村区域（Rural　Territory）

　ロータリー・クラブの区域限界は，特別の

定義により，クラブ所在地に近接する区域が

疑いなく農村であり，クラブ所在地がその区

域にとっての主要な金融，取引，輸送の中心

地であることが明白な事実である場合斯様な

近接区域はそのクラブの区域限界に含めるも

のとする。（理63－一・64）

　理事会は，ロータリー・クラブの区域限界

に含まれる農村区域に関し，次の決議事項を

採択した：

　a）ロータリー・クラブの区域限界は，ク

　ラブ定款に特別に定義されている通りとし，

　クラブが正会員を選挙できる区域はそのよ

　うに特別に定義されている地域のみを含む

　ものである，但し，ロータリー・クラブは，

　その区域限界に隣接し，かつ他のいずれの

　ロータリー・クラブの定義通りの区域限界

　にもはいっていない地域に事業所又は住居

　の所在する者を正会員に入会させることが

　できる；

　b）従って，あるクラブに関し，その所在

　する地域社会がクラブの区域限界に直属す

　る農村区域にとって主要な金融，取引，輸

送の中心地である場合にその区域はクラブ

　の区域限界に含まれるというこれまでの取

決めはもはや無効である；その結果クラブ

　の正会員に選挙される者は，a）に述べら

　れている如き隣接地域に関する場合を除き，

　クラブ定款に特別に定義されている区域内

　に事業所又は住居を持っていなければなら

　ない；

　c）もしクラブの区域がクラブが所在する

市，町，乃至その他の自治地域名でのみ表

わされている場合，クラブの区域限界はク

　ラブ所在地の市，町，乃至その他の自治地

域の限界と同一とする；

　d）もしクラブの区域が特別に定義された

区　域　限　界

　地理的境界名で表わされている場合，その

　区域は一つ又は二つ以上の市，町及びその

　他の自治地域の一部と，近接した，関連の

　ある，自治体でない区域で，疑いもなく農

　村であり，クラブ所在地が当該近接区域の

　主要な金融，取引及び輸送の中心地である

　ことが明白な事実である区域とを含むこと

　ができる；

　e）もしクラブが，クラブ定款に特別に定

　義されているクラブの区域を，近接してい

　て関連のある区域にまで拡大すべきものと

　考える場合，クラブは，クラブ定款の規定

　に従い，特別の定義によって斯様な地域を

　クラブの区域限界に含めるよう定款を改正

　し，承諾を得るため同改正案を国際ロータ

　リー理事会へ提出するよう適切な手続きを

　取らなければならない；

　f）承諾を得るために理事会へ提出される，

　クラブ定款の区域限界関係規定改正に関す

　るクラブ決議の通知書には，改正理由書を

　添付しなければならない。又，クラブが相

　互に非常に近接している場合には，近接ク

　ラブとの協議並びに区域改正案に関してそ

　れらクラブの区域限界調査の結果，当該ク

　ラブは改正によって他クラブと区域限界に

　関する衝突は起こらぬと信ずる旨の確認書

　も添えなければならない。（理64－65；71

　－72）

　理事会は，ロータリー・クラブの区域限界

に関する文書中の「近接区域」とは，ロータ

リー・クラブの結成並びに運営を成功させる

のに当然必要と考えられる一定のロータリ　一一

の地方と実際に接触を持つか或は直接地続き

になっている地域を指すのであり，かつそこ

の住民が斯様なロータリーの地方を，彼らが

興味ある地域社会を作るために行なう社会，

市民，及び事業上の諸種の活動並に奉仕のた

めの場として最重要視している場合とするこ

とに同意している。（理66－一一67）
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区域の放棄

　（Relinquishing　Territory）

　クラブの区域が無限であるとか，必要以上

に広いというような場合には，ロータリーの

理想と原理を他の地域社会に規則正しくかつ

組織的な方法で進めて行かれるようにするた
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め，クラブはその区域を調整又は縮小するよ

う考慮することが要求されている。事務総長

は，国際ロータリー理事会のこの要求を，ク

ラブ区域の調整又は縮小が現在のクラブ会員

の地位に影響しないという諒解の下に，関係

クラブに注意するよう指示されている。（理39

－40）（「アディショナル・クラブ」99－100頁

参照）

ロータ　リー財団
（The　Rotary　Foundation）

　国際ロータリーの定款（第10条）及び細則

（第19条）に規定されているロータリー財団

は，国際ロータリー理事会並びにロータリー

財団管理委員会の採択せる下記の信託宣言の

条件のもとに，アメリカ合衆国イリノイ州で

組織せられた信託財産である。

信託の宣言（Declarati・n・f　Trust）

　ロータリー財団管理委員会委員長は，理事

会（1931－32）に対し大要次の如き報告を行

なった：

　現在ロータリー財団の法律的地位は，細則

第L9条の規定により定められている。財団を

法人化する問題に関してはかなりの考慮が加

えられた。財団管理委員長Klumph及び管

理委員Chapinは，シカゴのロータリアン

Holden　と協力し，法律的見地から法人のす

べての利点を与えると共に若干の不利な点を

避けることができると考えられる一種の信託

宣言を起草した。財団管理委員会により完成

され，国際ロー一タリー理事会の同意を得たこ

の宣言は，財団の永続性を保証する効力を有

するであろう。従って，財団管理委員会は，

理事会がこの信託宣言に同意し，国際ロータ

リーの役員にロータリーに代って宣言案に署

名することを委任するよう要請するものであ

る。

　理事会（1931－32）は，次の如き財団の信

託宣言に同意し財団管理委員会が同宣言を実

施することを承認した：

　1931年11月12日，US．A，の一州，イリノ

イ州の法人である国際ロータリーと，ロータ

リー財団管理委員Arch　C．　Klumph，　Rufus

F．Chapin，　Charles　Rhodes，　Harry　H．　Rog－

ers及びCharles　A．　Mander並びにその後

任者との間に作成締結せられた本信託宣言は，

次のことを証言する：

　国際ロータリー細則第19条には次の如く規

定されている：

　　（注：信託宣言には細則第19条第1節より

第10節に至る全文が掲げてある。（293－295頁

参照）

　かつ上述の管理委員会は，上掲細則第19条

第1節及び第2節により指名され正式に任命

されたものであり，又国際ロータリーの代表

として全権を有する国際ロータリー理事会の

正当な権限と指示の下に，第19条の規定に従

い信託の宣言を行なうものであるが故に，こ

こに次の如く宣言する：

　第1：前記ロータリー財団の管理委員会に

よって受取られかつ保管せられた総ての財産

は，贈与，遺贈遺言又は遺贈の条件によって

別段の定めあるものを除き，その基本財産及

び（又は）それよりの収入を単一信託として，

国際ロータリー理事会の承認，決定又は設定

する国際ロータリーの博愛，慈善，教育又は

救仙の目的，綱領＊，運動又は施設のため，

そして単にそれにのみ支出するために受取ら

れかつ信託財産として保管されるものとする。

基本財産として保管された総ての資産は厳に，

その用語の法律上の意味における慈善的使用

にのみ保管されるものとする，ということが

明白に宣言されている。

＊1951年（アトランティック・シティー）国際大会はロー

　タリーの「綱領」を複数（Objects）から単数（Object）

　に変更した。
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　第2：上述の管理委員会の権限は，上記の

細則に規定せられてある如くその改正に従う

ことを条件として，上記細則に定める通りと

する。しかしながら改正或は改正の権限は，

如何なる場合も，前述の如く受理した資金及

び財産はすべて慈善的使用にのみ保管される

ものとするとの本信託宣言をそこなうものと

考えられたり了解されてはならないというこ

とをここに明らかに宣言する。

　第3：本宣言は，贈与，遺贈遺言又は遺贈

の条件によって別段の定めある場合を除き，

信託財産と，現在又は今後条件付き乃至無条

件で受理されるべき，生命保険から入る全資

金を含むすべての資金に適用されうる権限と

に適用されかつそれらを管理するものとする。

　以上の証明として財団管理委員会は，前記

日付を以てここに署名調印をなし，かつその

承認の証として，国際ロータリー理事会によ

って与えられた権限により同様のことを行な

い，国際ロータリーに代って正式に委任され

た役員の手によりここに国際ロータリー印を

捺印する。

財団資金支出の目的
　（Purposes　for「Which　Funds　of　the

　　　　Foundation　Shall　Be　Expended）

　国際ロータリー理事会及びロータリー財団

管理委員会は，財団の資金を支出する目的に

関し，次の如き決議を採択した：

　国際ロータリー細則第L9条第1節は，次の

如く規定している：

　ロータリー財団の全財産に対する権利はL3

名の管理委員及びその後継者に帰属するもの

とする。これらの管理委員は，本細則によっ

て，或は贈与，遺贈遺言，又は遺贈の条件に

よって別段の定めある場合を除き，これを保

管し，投資し，運用し，管理し，そして，理

事会の承認を得てその元金又はそれより生ず
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る収入を，単一信託として，国際ロータリ　・一

の目的又はロータリーの綱領，もしくは国際

ロータリーによって発起され或は承認された，

博愛，慈善，教育，又はその他の慈善的目的，

目標，運動，又は制度の推進のために消費す

るものとする。

　そして1931年11月12日，国際ロータリー理

事会及びロータリー財団管理委員会によって

実施された「信託宣言」は次の通り規定して

いる：

　　第1：前記のロータリー財団の管理委員

　会により受取られかつ保管せられたすべて

　の財産は，贈与，遺贈遺言又は遺贈の条件

　によって別段の定めあるものを除き，その

　基本財産及び（又は）それよりの収入を単

　一信託として，国際ロータリー理事会の承

　認，決定又は設定する国際ロータリーの博

　愛，慈善，教育又は救憧の目的，綱領＊，運

　動又は施設のため，そして単にそれにのみ

　支出するために受取られかつ信託財産とし

　て保管されるものとする。基本財産として

　保管された総ての資産は厳に，その用語の

　法律上の意味における慈善的使用にのみ保

　管されるものとするということが明白に宣

　言されている。

　　第21上述の管理委員会の権限は，上記

　の細則に規定せられてある如くその改正に

　従うことを条件として，上記細則に定める

　通りとする。しかしながら改正或は改正の

　権限は，如何なる場合も，前述の如く受理

　した資金及び財産はすべて慈善的使用にの

　み保管されるものとするとの本信託宣言を

　そこなうものと考えられたり了解されては

　ならないということをここに明らかに宣言

　する。

　　第3；本宣言は，贈与，遺贈遺言又は遺

　贈の条件によって別段の定めある場合を除

＊1951年（アトランティック・シティー）国際大会はロー

　タリーの「綱領」を複数（Objects）から単数（Object）

　に変更した。

　き，信託財産と，現在又は今後条件付き乃

　至無条件で受理されるべき，生命保険から

　入る全資金を含むすべての資金に適用され

　うる権限とに適用されかつそれらを管理す

　るものとする。

　かつ又，国際ロータリー理事会及びロータ

リー財団管理委員会は，以上の諸規定が，個

入及び団体による慈善その他の寄付，及び所

得税を免除されるべき団体に関するU・S・A．

国内歳入条例の諸規定に該当するものと解釈

していることを記録することはのぞましいこ

とであるが故に，

　ロータリー財団の基本財産或は収入からの

支出は，管理に要する費用を除き，絶対に，

慈善，科学，文学，教育或はその他U．S．A．

国内歳入条例，第23（o）2，23（q）2，及び101

（6）の各項に含まれる目的に使用されるべきこ

と，又，ロータリー財団の基本財産たると収

入たるとを問わず，その如何なる部分と錐も

個人的利益のために使用しないこと，又，ロ

ータリー財団の活動の相当な部分が宣伝その

他立法に影響を与えようとする試みに向けら

れてはならないこと，及び最後に，ロータリ

ー財団の解散の暁には，その基本財産及びそ

れより生ずる収入は，本決議の条件に従って

支出されるものとすることをここに決議する。

（理44－45，財団管理委44－45）

寄付金の為替レート

　（Rate　of　Exchangg　for　Contributions）

ロータリー財団管理委員会は，米国ドル以

外の通貨によるロータリー財団に対する　付

金の米国ドルへの換算は，このために定めら

れた為替レートによるぺきこととしたうえ，

以下のことを決定した：

1）　ロータリー財団は，7月1日および1

月1日に始まる6ヵ月ごとにその間に用いる

付金の米国ドルへの換算率を定めるものと

ロータリー財団

し，さらに，その換算率の再検討を行ない，

実際の為替相場に5パーセント以上の変動を

生じていた場合にはこれを変更して10月1日

および4月1日以降に適用する換算率を定め

ること。

2）　管理委員会のために7月1日および1

月1日以降に適用する換算率を設定し，また

10月1日および4．月1日以降に対してこれを

変更する権限を，事務総　に委任すること。

3）換算率の設定または変更が行われてい

る4半期の問に，ある通貨の米国ドルに対す

る価値に5パーセント以上の変動があった場

合に，管理委員会に代わって適当と認める換

算率の調整を行なう権限を，事務総長に認め

ること。

4）　毎年1月1日と7月1日に，向う6ヵ

月間に行なわれるロータリー財団への　付に

対して適用される換算率をすぺての関係クラ

ブに通知し，その変更が行なわれる場合には，

10月1日と4月1日にその通知をすること。

この通知には，その換算率の適用期間，また

はこれと異なる決定が行なわれて発　される

までの間に，ロータリー財団への寄付金を受

入れてその記帳をする場合に用いる寄付者の

国の通貨の対米国ドル為替レートの金額を明

示して，それによることとする旨を記載する

こと。さらtc，財団が行なっている　種の

彰を受けるために必要な一定の寄付額を　付

者の国の通貨で示したものを付記すること。

所得税申告に対する寄付金額の控除

　（Deductibility　of　Contributions　on

　　　　　Income　Tax　Returns）

　国によっては所得税申告を行なう場合ロー・・

タリ　一一財団への寄付金は控除されている。ク

ラブ並びに各個人は夫々の国に於て斯様な寄

付金が所得税の課税金額から控除されるかど

うかを所在地の関係当局に確かめるべきであ
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　次に掲げるものは，国際ロータリーが受理

した1948年9月22日付合衆国財務省国内歳入

局長の書翰の抜葦である：

　本官は，貴財団が専ら慈善的，教育的目的

のために組織されていることを証明せる提出

証拠書類に基づき，国内歳入法第101節（6）の

規定並びに先の歳入諸条令の該当規定により，

貴財団は連邦所得税を免除されるものと判定

する。

　貴財団に対する寄付は，修正国内歳入法第

23節（o），（q），の各項に規定された方法及び範

囲内において，かつ先の歳入諸条令の該当規

定により，寄者の純課税所得額から控除さ

れる。

　貴財団に提供される遺贈，遺産，不動産の

遺贈又は財産譲渡証書は，国内歳入法第812

節（d）項ならびに第861節（a）項（3）に規定された

方法と範囲内において，かつ／又は先の歳入

諸条令の該当規定により，故人の課税財産額

より控除される。貴財団への贈与財産は，国

内歳入法第1004（a）項（2）（B）並びに1004（b）項の（2）

及び（3）並びに／又は先の歳入諸条令の該当規

定により，課税贈与額より控除される。

　米国ワシントンD．C．の国内歳入事務局は

ロータリー財団に対し，1971年12月2日付書

簡鳩財団は国内歳入法第509節（a）項に定義

されている民間財団には該当しない財団とし

て分類されている旨通知して来た。

　カナダにおいては，寄付者が所得税法第27

節（1）（a）項の規定に従いかつその範囲内におい

て課税所得額を計算する際，もし正規の領収

書により立証されるならば，寄付金を控除額

として申告することができる。

ロータリー財団の基本財産からの支出

　（Expenditures　From　the　Corpus　of

　　　　　　　The　Rotary　Foundation）

1980年の規定審議会は，ロ・一一タリー財　の
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裳

基本財産から行なわれる支出について定めた

次の決議文を採択した：

国際ロータリーは，ロータリー財団の目的

を推進するため，1980年7月1日に始まる1

ヵ年間に1，580万ドルまでの金額，お・よび

1981年7．月1日に始まる1ヵ年間に1，750万

ドルまでの金額を，国際ロータリー理事会お

よびロータリー財団管理委員会の多数決によ

る承認を得て，ロータリー財団の基本財産か

ら支出することを認めること，および前記の

承認は1980年7月1日および1981年7月1日

に始まる各1ヵ年間のものについて定めた決

議77－108に代わるものであり，したがって

同決議はその効力を失なうものとすることを

決議する。

さらに，国際ロータリーは，ロータリー財

団の目的を推進するため，1982年7月1日に

始まる1ヵ年間に2，100万ドルまでの金額，

1983年7月1日に始まる1ヵ年間に2，300万

ドルまでの金額，および1984年7月1日に雄

まる1ヵ年間に2，550万ドルまでの金額を，

国際ロータリー理事会，およびロータリー財

団管理委員会の多数決による承認を得て，ロ

一タリー財団の基本財産から支出することを

認めることを決議する。

財団の目的
　（The　Objective　of　the　Foundation）

　先に発表されたロータリー財団の目的は，

財団管理委員会（1964－65）により次の如く

改正され，かつ理事会（1965－66）により承

認された：

　ロータリー財団の目的は，博愛，慈善，教

育又は救憶の性質の，確実でかつ効果的なプ

ロジェクトによって各国の国民間に理解と友

好関係を増進することにある。

財団管理委員の任命

　（Appointment　of　Trustees）

のとする。

ロータリー財団

　国際ロータリー細則（第19条）は，理事会

の承認を得て，会長はL3名の委員を任命する

ものとし，そのうち6名は元国際ロータリー

会長，3名は財団が後援する活動分野の経験

者，2名は財務畑の経験者とすべきことを規

定している。R．1．細則第10条が理事の選挙

a）事務長から，財団に勤めている幹部職

員のそれぞれの担当業務，職務権限および責

任について聴取し，その人たちの担当してい

る各部の運営およびその人たちの担当職務の

変更について自分の考えを示し，もしくは提

案をすること。

b）財団あるいはR．1．の主要な出版物に

ついて財団の仕事に関係のあるような大きな

のために定めている各地域内のクラブの会員　　改訂が考えられている場合に，事務長からそ

の少なくとも1名が管理委員になっていなけ　　れについて報告を聞くこと。

ればならないものとする。

　財団管理委員会は毎年，管理委員1名を次

年度の委員長に選定する。委員長が欠員とな

った場合，残余の任期を務める委員長も同管

理委員会が選定する。

　元国際ロータリー会長である6名の管理委

員の任期は6年とする；その他の委員の任期

は3年である。各管理委員とも再任され得る。

欠員は，理事会の承認を得て，国際ロータリ

ー会長が補充する。

委員長の職務および義務
（Duties　and　Obligations　of　the　Chalrman）

委員長はロータリー財団の執行部の長であ

り，財団の業務および活動の指揮，監督に当

たる。委員長はすべての常任および特別委員

会の委員を任命し，また，すべての委員会の

c）予算に示されている収入や支出の重要

な変更について事務長Ssよび／または経理の

責任者から報告を聞くこと。

d）財団の業務および活動について，委員

長が要求した場合を含め，少なくとも毎月1

回は，事務長の報告を聞くようにすること。

委員長の職務または財団のいずれかのプログ

ラムに影響を及ぼすような異常事態が生じた

ときは，事務長は直ちにこれを委員長に報告

しなければならない。また，事務長は，管理

委員から特定の場合に認められている権限の

行使についても委員長に報告するものとする。

e）委員長がその任務を行なうときに必要

となった場合の報告や情報を，直接幹部職員

f）その他ここに掲げられているもの以外

に，管理委員会が定めているかまたは定める

ことあるべき指揮，監督に関する業務。

管理委員会またはその実行委員会が開かれ

職務上の委員となる。 ていないとき，またはその招集ができないと

委員長が事務長を指揮，監督する任務を行　　きに生じた緊急の問題で，その処理に関する

なう場合には，計画と実行について，広く検　　方針が定められているものについては，委員

討して報告や説明を　き，助言と指導を行な　　長は，R．1．の定款，細則の規定および財団

い，指示を与えるものとし，また，管理委員　　の設立認可方式に従い，管理委　会に代わっ

に対して，定期的に，委員長としての勧告意　　一
見ならびに前記の計画，実行および事務長と

財団に　めている職員の　務状況に対する評

価について報告をしなければならない。この

目的のため，　員長は以下のことを行なうも

きるものとする。
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財団管理委員が構成する委員会

　（Committees　of　the　Trustees）

　財団の運営方針は，財団管理委員会は投票

により，管理委員が構成メンバーとなるべき

委員会乃至小委員会を決定し，夫々任務を設

定することと規定している。委員長が委員及

び小委員をも任命するものとし，それらの義

務は財団管理委員会により規定された通りと

する。

　財団管理委員が構成する委員会は次の如く

設定された：

実行委員会：（管理委員5名で構成）ロータ

り　一一財団管理委員会の実行委員会の担当任務

は以下の通りであり，これは管理委員会が

1）　ロータリー財団の年次予算を含め，財

務に関するすべての事項について管理委

員会に勧告を行なうこと。

1965年5月に採択し，その後改正を行なった

ものである。

1）　執行または管理に属する問題で，これ

2）　ロータリー財団の資金の預け入れに関

　する勧告。

3）時機に応じた投資方針の設定および実

施について管理委員会に助言をすること。

4）　運用資産目録の様式および仕組みにつ

いて投資マネージャーに助言をすること。

5）投資マネージャーの前記方針の実行状

　況を監督すること。

6）投資業務の状況を定期的に管理委員会

　に知らせること。

7）委員会の行なった決定はすべて管理委

員会に報告するものとする。

に関する管理委員会の方針が定められて

いるもの，または非常事態が生じている

場合のものに関する決定を管理委員会に

プログラム委員会：（管理委員3名で構成）

委員会の任務は，次の通りとする。

1）　大学院課程，大学課程，職業研修，障

代わって行なうこと。

2）　新しい事業活動の研究，開発について

管理委員会に勧告を行なうこと。

3）　各委員会の報告を検討し，必要な場合，

その報告の中にある謁題について，前記

1号の職務権限による決定を行なうこと。

4）　必要な場合に，管理委員会によって予

算に計上されている支出に関する決定を

　行なうこと。

5）管理委員会が注意する必要のある問題

を調査，研究して，管理委員会にこれに

関する勧告を行なうこと。

6）実行委員会の行なった決定はすべて管

理委員会に報告するものとする。

7）運　費の予算は10，000ドル以内とする

害者教師およびジャーナリズムの各奨学

金ならびに研究グループ交換補助金の受

領者の選考，および管理委員会から委任

を受けているその他の補助金の承認およ

び支給を管理委員会に代わって行なうこ

互
墜助金プログラムの運営に関する

事項で，それに関する方針が定められて

いるもの，または非常事態が生じている

場合のものについて，決定を行なうこと。

3）　必要な場合に，管理委員会によって予

算に計上されている支出に関する決定を

　行なうこと。

4）財団のプログラムに関する事項につい

て管理委員会に意見を具申すること。

5）委員会の行なった決定はすぺて管理委

員会に報告するものとする。

こと。

研究，開発および推進委員会：委員会の任務

財務および投資委員会：（管理委員4名で構　　は，次の通りとする。

成）委員会の任務は，次の通りとする。
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1）推進，資金の調達および　付の表彰に

関するすぺての問題を評価し，これに関

ロータリー財団

する研究を行なうこと。．

2）　新しい推進方法に関する勧告。

4）推進に関する問題で，それに関する方

1．（a）国際ロー一タリー会長およびロータリ

一財団管理委員会委員長によってそれぞれ任

命された3名乃至5名の理事会の理事および

同数の管理委員で構成する国際ロータリーと

ロータリー財団管理委員会との合同委員会を

針が定められているもの，または非常事　　一
態が生じている場合のものについて決定　　れた年の6月30日までとする。国際ロータリ

　塗行なうこと。

5）管理委員会によって計上されている推

一会長およびロータリー財団管理委　会委員

長は，委員の退任，死亡，廃疾，解任その他

進費用について必要な場合の決定を行な　　によって生じた欠員を補充する権限を有する

　うこと。

6）現在行なわれているロータリー財団の

　プログラムの評価。

7）新しい財団プログラムの　発に関する

ものとする。委員会のメンバーは，これを再

任することができる。委　会は，国際ロータ

鎚。
8）研究に関するプログラムの勧告。

リー会長および管理委員会委員長の同意を得

ものとし，そして理事会および管理委　会に

報告を行ない，委員会の勧告意見を具申して

9）委員会の行なった決定は，すべて管理　　その裁定を仰ぐものとする。

委員会に報告するものとする。 （b）ロータリー財団のプログラム，プロジ

エクトまたは活動に関する提案は，理事会も

監査委員会：管理委員会委員長が実行委員会　　また管理委員会もこれを行なうことができる

の委員から選任した2名の委員で構成するも　　が，これらのプログラムまたは活動を実際に

のとし，その任務として，会計監査報告を検討　　進めていく責任は主として管理委員会にある

し，実行委員会にそれに関する報告を行なう。

財団管理委員会及び理事会とロータリ

ー財団との関係

　（Relationship　of　Trustees　and　Board　to

　　　　The　Rotary　Foundation）

ものとする。

（c）理事会と管理委員会は，双方の合意に

より，ロータリー財団の特定のプログラム，

プロジェクトまたは活動について，その実施

に，管理委員会の代行者として理事会が当た

るか，財団が当たるか，または両者が協同し

R．1．理事会およびロータリー財団管理委

て当たることにするかを取り決めることがで

きる。

（d）理事会は，あらかじめ管理委員会の同

員会は，国際ロー一タリーの定款および細則些　　意を得ない限り，国際ロータリーの定款第10

定められている各自の権限，任務および責任　　条および細則第19条ならびにロータリー財団

を考慮し，また，両者の間に締結された信託の

宣言（1931年11月12日付）の規定を考慮塾

うえ，これらによる権限，任務および責任の

に関する決議を改正する提案は，これを行な

わないものとする。

　前記のような制定案または決議案が理事会

いずれをも確保しながら，両者相互間の理解　　以外から提出された場合には，規定審議会ま

と協力を確立するための方策として，以下の　　たは国際大会の開かれる前に，これを理事会

理事会およびロータリー財団管理委　会との

関係に関する声明を採択す墾

と管理委員会との合同審議に付するものとす

血
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（e）理事会と管理委員会は，下記に該当す

る者はロータリー財団の各種補助金のいずれ

ものとする。

（a）ロータリー財団の資金および資産一切

についてもその受領者となる資格を有しない　　の保有，投資，運用および管理。

ものと定める。財団の管理委員または職員， （b）ロータリー財団のすべてのプログラム，

または国際ロータリーまたはロータリーの地　　プロジェクトおよび活動の実施運営，およ

理的地域，地区もしくはクラブの理事，役員ま びこれらロータリー財団のプログラム，プロ

たは職員，またはロータリアン，および以上　　ジェクトおよび活動に対する資金の割当て。

に掲げた者の配偶者，扶養家族，血縁または

婚姻による親族：親族とは両親，子，継子，

（c）ロータリー財団が資金を提供している

プログラム，プロジェクトおよび活動をつね

孫，兄弟，姉妹およびこれらの者の配偶者を

いうものとする。

2．理事会は，国際ロータリ　一一の管理，運

に検討，評価し，毎年，ロータリー財団が支

営機関として，次の　務を有するものとする。

（a）管理委員会によって提案されたロータ

リー財団のプログラム，プロジェクトまたは

活動を，それが発表される前，または国際ロ

一タリーが後援または賛助する博愛，慈善，

育その他の人道的な目的，対象，運動また

出したすべての補助金について理事会に報告

をすること。

　（d）ロータリー財団を支援した個人，クラ

ブその他に対する適当な表彰方法を考えるこ

並
　（e）ロータリー財団の推進およびロータリ

一財団に関する知識の普及。

（f）予算の作成，手続きの設定，およびロ

は施設を推進するための資金の提供が行なわ　　一タリー財団のプログラム，プロジェクトお

れる前に，後援または賛助すること。

（b）前記ロータリー一財団のプログラム，プ

よび活動に対する適正な資金の割当て。

4．国際ロータリー理事会とロータリー財

ロジェクトまたは活動のための資金を財団の　　団管理委員会は，双方の合意によりこの声明

収益金から支出することを決議をもって承認　　をもって，国際ロータリー理事会のロータリ

し，また，すべて管理委員会が多数決をもっ 一財団管理委員会に対する関係に関するこれ

て財団の基本財産から支出することを決定し　　までのすべての声明およびロータリー財団の

た場合に，決議をもってその支出を承認する 運営方針に関する声明を廃止してこれらに代

こと。この承認は，　贈者がその　贈にかか　　わるものとすることを決定する。

わる資産の用途をとくに指定している場合の

ものについては，その必要のないものとする。

（c）国際ロータリーの役員およびすぺての

ロータリアンに，ロータリー財団のプログラ

ム，プロジェクトおよび活動を，これに直接

参加したり，資金を寄付したりすることによ

って支援するように呼びかけること，また，

財団のプログラム，プロジェクトおよび活動

を，クラブや地区の集会，国際的集会，指導

者の養成，教育を目的としたプログラムおよ

び刊行物などを通じて推進すること。

3．管理委員会は，ロータリー財　の管理

運営に当たるものとして，次の　務を有する

ロータリー財団管理に関する規定

　（Rules　and　Regulations　for　Administra・

　　tion　of　The　Rotary　Foundation）
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　国際ロータリー理事会及びロータリー財団

管理委員会は，ロータリー財団の管理に関す

る次の諸規定を承認した：

　　　　　　年　次　総　会

　1．財団管理委員会の年次総会はロータリ

ー年度の第4四半期中に開催さるべきものと

し，その時期と場所は管理委員会が決定する

ものとする。如何なる議事の決裁にも，その

時現在資格を有する現職委員の過半数を必要

とする。但し，斯様な会議へ出席する管理委

員が過半数に達しない場合は会議を将来に延

期することができる。委員長欠席の場合は，

出席している委員により臨時委員長を互選す

る。必要な場合或は希望する場合は，ロータ

リー財団管理委員と国際ロータリー理事の合

同会議を上記年次総会の会期中に開くことが

できる。

　　　　　　その他の会合
　2．上記の外，管理委員長が随時招集する

管理委員の会合，或は委員会又は小委員会が

ある。管理委員の会合は，過半数の委員に依

って，文書で他の委員に会合の時期，場所を

通知し，招集することが出来る。

　　　　　　事　　務　　長

　3．財団事務長は，国際ロータリー理事会

によって選ばれた同一暦年度の国際ロータリ

ー事務総長と同一人たるものとする。事務長

は管理委員長の監督と管理委員会の統率の下

に実務を執行する常務役員であるものとする。

事務長は事務次長を指名することができる。

事務次長は，事務長がその職務を執行しえな

い場合，又は事務長から委任された場合に，

事務長に代って事務をとることができるが，

事務長の地位に空席を生じた場合，その地位

を自動的に継承するものではない。事務長は

又，ロータリー財団のすべての銀行勘定に影

響を及ぼす，小切手，銀行手形，約束手形，

為替手形及び指示書に署名する1名以上の実

務担当補佐を指名することができる。

　　　　　　郵便による投票

　4．管理委員会は休会中，郵便，電話，無

線電報又は電話による投票で議事を処理する

権限を有する。決定には全管理委員の過半数

を必要とする。財団事務長は問題が現在の方

針内にある場合は郵便による投票用紙を送付

する権限を持つが，問題が現在の方針外に関

する場合には，その問題を郵便による投票に

ロータリー財団

付すか又は次回の管理委員会まで保留するか

の決定権は，管理委員長にあるものとする。

　　　　　　会　計　年　度

　5．財団の会計年度は国際ロータリーの会

計年度と同一とする。

　　　　　　収入及び支出
　6．　事務長は毎年管理委員会に対し，次会

計年度に於ける財団の予想収入，財団資金

（基本財産及び収入の両方を含めて）からの

当該年度の支出状況，及び次会計年度に予想

される支出要求についての情報を提出するも

のとする。

　　　　　　　管理費予算

　7．管理委員会は，その会計年度の管理費

予算を決定しなければならない。予算の原案

は，財団事務長がこれを管理委員会に提出し

なければならない。

　　　　　　理事会への報告

　8．管理委員会は，財団の支出状況と，財

団の目的を推進するため利用し得る金額とを，

定期的に国際ロータリー理事会に通知しなけ

ればならない。

　　　　　　保　　証　　金

　9．　管理委員会は，財団の諸活動関係者に

対する保証金の必要性の有無及び金額を決定

し，斯様な保証金の費用を財団管理費に織り

込むものとする。

　　　　　　会計監査人の任命

　10．管理委員会は，毎年財団の会計監査人

として，国際ロータリーの会計監査を委嘱し

ている同一会計事務所を指定するものとする。

財団の会計監査に要する費用は財団管理費か

ら支払うものとする。

　　　　　会計監査報告の公表

　11．管理委員会は毎年，国際ロータリー理

事会が国際ロータリー資金の会計報告を公表

するのと同一の時に，同様の方法で，その会

計監査人の報告を公表しなけれぱならない。

　　　　　　事務長の財務報告

　12．財団事務長は，定期的に財務報告を管
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理委員会に，又，その写しを国際ロータリー

の各理事に送付しなければならない。

　　　　　　投資する権限
　13．管理委員会は管理委員会委員長又は管

理委員会の財務並びに投資委員会委員長のい

ずれかに，次の権限を特別に委任する。即ち

管理委員会が休会中，委員会が随時決定した

方針に従って，財団の収入から有価証券に投

資する金額を決定すること；上記証券をロー

タリー財団名儀から受取り名儀人に書き換え

ることを決定することを含む証券の保管方法。

管理委員会は投資マネージメント商社を選定

して，これにロータリー財団の運用資産目録

の有価証券の運用を委任し，運用を委任した

資産のすべてについてその管理，投資および

／または再投資を行なう権限を与えることが

できる。前記の運用資産目録の有価証券は，

公債および／または一流銘柄の株式その他の

一一狽?ﾁ柄の有価証券でなければならない。上

記の投資マネージャーは財団の運用資産目録

の有価証券のそれぞれの運用を任意の裁量に

よって行なうものとする。各投資マネージャ

一は，財団の運用資産目録の有価証券の売買

や取引きに関する月報を管理委員会に提出し

て，管理委員会が投資マネジャーの行なう業

務を監督することができるようにしなければ

ならない。

　　　投資物件に対する銀行サービス

　14．管理委員会は，委員長及び事務長が，

世界の銀行のうち，財団の資金が寄託されて

いるか又は有価証券が保管されている銀行に

おいて，もし財団の投資物件に関し得策と思
　　　　　　　　しわれる業務が行なわれている場合それに関す

る取極めを行なうことに同意する。

　　　　　　銀　行　勧　定

　15．管理委員会は，委員長及び事務長に対

し，常に，国際ロータリ　一一がその資金に関し

行なっているのと同様の一般的協定に従って，

世界各国の銀行に必要な口座を開く権限を与

える。
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　　　　現金の引出及び権利の移転

　16．管理委員会は，下記の職員に，ロータ

リー財団のすべての銀行勘定に影響を及ぼす，

小切手，銀行手形，約束手形，為替手形及び

指示書に署名する権限；現在または今後にお

いて財団を名儀人または所有者とする株式，

公債，社債，手形，株式申込証，債務証書そ

の他の証券の一部または全部の移転，換価，

裏書，売却，譲渡，引渡し，および前記の権

限を行なうために必要または適当な権利の譲

渡および移転に関する書類の一部または全部

の作成，執行および引渡しを行なう権限を与

えている。

　　次に掲げる者のうちのいずれか2名：

　　　事務長

　　　事務次長

　　　事務長が当該目的のために指名した実

　　　務旭当補佐

　　　　　　情報の伝達
　17．管理委員長及び事務長は，管理委員会

に代って，財団の基本財産が常に増加し続け

るよう又寄付者が財団の計画と業績について

知ることができるようにする目的を以て，財

団に関する情報を，国際ロータリー加盟クラ

ブ，国際ロータリーの現及び元役員その他に

伝達する権限を与えられている。

　　　　　　　任　　　命

　18．管理委員長が管理委員の誰かに，管理

委員会が開かれていない間委員長に代って事

務を執ることを委任せんとする場合，或は管

理委員長がなんらかの理由でその職務を執行

し得ない場合は，管理委員会が委員長職を代

行する管理委員を任命するものとする。管理

委員長は管理委員会の活動を進めるために必

要な委員会又は小委員会を任命するものとす

る。

　　　　　　規定の改正
　19．財団管理委員会は，必要で時宜を得た

改正を行なうために，随時これらの諸規定を

検討し，改正事項については，事後承認を得

るためこれを理事会に送達しなければならな

い。　（理及び財団管理委48－49；49－50；54

－55；56－57；58－59；60－61；63－64；管

理委64－65；理及び管理委65－66；66－67；

67－68；72－73；73－74；74－75）

ロータリー財団の諸活動

　rActivities　of　The　Rotary　Foundation）

国際ロータリー理事会並びに管理委員会は，

ロータリー財団の目標達成に確実かつ効果的

な企画として下記の活動を承認した：

　　　　　　　大学院課程奨学金　　　　　　「

　　　　　　　大学課程奨学金

　灘鍛霧学金
研究グループ交換

特別補助金　　　．．

保健，飢餓追放および人間性尊重のプログ

　ラムに対する補助金

　完全かつ詳細な説明書並びに申請用紙は，

教育補助金プログラム及び研究グループ交換

プログラムに対する申請書類提出締切期日の

数ヵ月前に地区ガバナーに配布される。クラ

ブは，これら資料の入手可能の発表があった

後に，地区ガバナー又はR．1．日本支局より，

希望部数が入手できる。

教育補助金（Educational　Awards）

　大学院課程奨学金，大学課程奨学金，職業

研修奨学金，障害者教師奨学金，ジャーナリ

ズム奨学金

（Graduate　Scholarships，　Undergraduate

Scholarships，　Vocational　Scholarships，

Teachers　of　the　Handicapped　Schoぬrships，

Journalism　Scholarships

ロータリー財団

　教育補助金の目的は，青年男女を他国の教

育機関で勉学させることによって，相異なる

国民間の理解と友好関係の増進に寄与するこ

とにある。補助金受領者は非公式の「親善使

節」として行動するよう期待されており，か

くして，受領者は研究年度中及び帰国後，自

国と留学国の国民間の理解増進に寄与する機

会を与えられているわけである。

　各補助金には，自国から留学地までの往復

航空料金，登録費，授業料，必要な書籍およ

び学用品，下宿料および食費にあてられるも

ののほか，さらに一定限度の見学旅行の費用

として300ドルまたはその相当額が含まれて

いる。語学力強化研修を受ける場合には，こ

れに要する研修費および生活費を賄う費用も，

財団から支給されることになっている。

　これら5種のプログラムの性質及び目的は

類似しており，主な違いは参加者の年齢と教

育水準，及び研究プログラムの水準と性格に

ある。

　　　　　　　資　　　格

　青年男女共に申請資格を有する。ロータリ

ー財団教育補助金候補者は優秀な学生，技術

者，ジャーナリスト乃至教師であると共に

「親善使節」となる可能性を持つものでなけ

ればならない。これら二つの重要な素質を持

たない者は候補者になる資格がない。

　自国と受入れ国の国民間の友情と理解の効

果的なかけ橋として奉仕できるように，候補

者は親しみ易い外向的な性格と，異なる文化

を持つ国民の態度及び生活様式に対する好意

的関心と，自己の考えを即座に効果的に伝え

る能力とを持っていなければならない。又，

自国の歴史，文化，地理，時事問題について

も十分な知識を持たなけれぱならない。

　候補者は特に次の諸条件に該当しなければ

ならない：

　a．学業又は専門的技能の分野において或

　　　は教師，ジャーナリストの養成機関に

　　　おいて又実際に教師或はジャーナリス
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　　トとして高水準を保持して来た者で，

　　かつロータリー財団補助金受領者とし

　　て顕著な成果を挙げ得る可能性を示す

　　ものでなければならない。

b．指導性，独創力，熱意，適応性，円熟，

　　目的の誠実さを実証すること。

c．申請時において，留学国及び指定され

　　た教育機関で用いられている言語に熟

　　達していなければならない。

d．他国におけるきびしい1ヵ年の研究と

　　旅行に堪えうること。

　大学院奨学生　大学院課程奨学金の候補者

は次の諸条件に該当しなければならない：

　a．クラブへ申請書提出締切日現在，年齢

　　　20－28歳までの者であること。但しこ

　　　の年齢層の期間中に自国の兵役義務に

　　　服していた者に対しては管理委員会は

　　　この上限年齢は適用しない。

　b．奨学金年度開始前に，学士号又はそれ

　　　と同等のものを取得していること。学

　　　士号を取得していない申請者は，学士

　　　号相当の資格を有し大学院における研

　　　究資格を有することを証明する学校当

　　　局よりの証明書を提出しなければなら

　　　ない。

　c．未婚者又は既婚者。

　大学奨学生　大学課程奨学金の候補者は次

の諸条件に該当しなければならない：

　a．クラブへ申請書提出締切日現在，年齢

　　　が18－24歳までのものであること。但

　　　しこの年齢層の期間中に自国の兵役義

　　　務に服していた者に対しては管理委員

　　　会はこの上限年齢は適用しない。

　b．奨学金年度開始までに，大学レベルの

　　　課程を2年以上修了しているが，学士

　　　号又はそれと同等のものを取得してい

　　　ないこと。

　c．未婚であること。
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職業研修奨学生　職業研修奨学金は，ロー

タリー財団の定義によれば，知識技能，手

法および技術の修得を目的とした教育および

／または訓練のことを言い，それによって一

定の職業または専門職に従事している人の能

力を高め，結果としてその奉仕の向上をはか

ろうとするものである。

職業研修奨学金の候補者は次の諸条件に該

当していなければならない：

a．クラブへの申請の締切日現在で，年齢

が21－50歳であること。

b．クラブへの申請の締切日の時に，少な

くとも2ヵ年間，候補者が奨学金によ

る研修を申請した職業または専門職に

常勤で勤務または従事していたこと。

c。中等教育を完全に履修していること。

d．未婚者または既婚者。

敷師奨学生　教師奨学金の候補者は次の諸

条件に該当していなければならない：

．堅．クラブへの申請の締切日現在で，年齢

が25－50歳であること。

血」少なくとも高等学校卒業生であること。

c．申請時において，心身障害者または教

壼上ハンディキャップを持つ者の　師

として少なくとも2ヵ年間常勤で勤務

または従事していたこと。

d．未婚者または既婚者。

　ジャーナリズム奨挙生　ジャーナリズム奨

学金の候補者は次の諸条件に該当しなければ

ならない：

　a．クラブへ申請書提出締切日現在，年齢

　　　21－28歳までの者であること。但しこ

　　　の年齢層の期間中に自国の兵役義務に

　　　服していた者に対しては，財団プログ

　　　ラム委員会委員長はこの上限年齢は適

　　　用しない。

　b．クラブへ申請書提出締切日当日におい

　　　て，ジャーナリストとして常勤制のも

C．

d．

とに2年以上雇用されたことのある者

で少なくとも高等学校卒業生であるか，

或は，出版もしくは放送関係のジャー

ナリストとなるために高校卒後の全日

制専門教育機関に在学中の学生で，申

請したジャーナリズム奨学金年度開始

前にその教育機関において2ヵ年の課

程を修了している者でなければならな

いo

本奨学金による研修終了後，ジャーナ

リズムの職業に従事するつもりである

ことを立証しなければならない。　（こ

れは申請者がその旨を記述し，署名し

た手紙でよい）

未婚者又は既婚者。

　　　　　　　　　教育補助金要覧に

30．OO－－39，99

40．00－49．99

50．00－－59．99

60．00－69．99

70．OO－74．99

75．00

ロータリー財団
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　ノくンフレット1305－J，

は，ロータリー財団教育補助金のすぺてに関

する案内が載っている。

　　　　　受領できる教育補助金

　各地区は毎年，大学院課程奨学金，大学課

程奨学金，職業研修奨学金，障害者教師奨学

　更に，管理委員会は，毎年，開発途上国に

対する教育補助金の追加支給を行なっている。

1980－81学年度には，管理委員会は50件の途

上国の学生に対する補助金を承認した。

一定の補助金年度について地区に認められ

ている教育補助金の件数とは関係なく，地区

は，そのほかに，競争によって選ばれる職業

研修奨学生の志望者，競争によって選ばれる

障害者教師奨学生の志望者および競争によっ

て選ばれるジャーナリズム奨学生の志望者の

ために，それぞれ1件の補助金の　請をする

ことができる。競争方式による奨学金につい

ては，すべて，補欠候補者の推薦を認めない。

これら3種の競争方式による奨学金の候補者

は，全世界を枠とした競争によって決定され，

管理委員会は，推薦地区または出身国に関係

金またはジャーナリズム奨学金のうち，地区　　なく，専ら，これらの奨学金を受ける者とし

が希望するいずれか一つを受領することがで

きる。補助金を受領するためには，各候補者

は，管理委員会によって，補助金の必要条件

を充たすものと判定された者でなければなら

ない。各地区は又補欠候補者1名を推せんす

ることになるが，それは正候補者と同種の補

助金を対象とするには及ぱない。

　管理委員会は，毎年，ロータリアン1名当

りの寄付額が特定の金額を越える地区に対し

て教育補助金を追加支給する。1980－81年度

の寄付金に対する追加補助金の件数は次の通

りである：

ロータリアン1名当り平均

寄付額（単位米貨ドル）

　　10．OO－14．99

　　15．OO－－19．99

　　20．00－－29．99

追加補助金

件数

⊥

旦

！

て最も高い適格性のある優秀な候補者を選ぶ

こととなっている。管理委員会は，毎年，こ

の種の競争方式による奨学金の承認件数を決

定する。

　　　　　　選考並びに発表

E＝2LLgaXdiasgEigas　gne　si候補者選考の締

切日予定は次の通り：

　提唱ロータリークラブの，

　申請書並びに補足書類

　受理締切日…………一…・………3月1日

　地区ガバナーの，クラブ確認

　済候補者の申請書類一式

受理締切日………・・………・………4月1目

　事務総長の，地区確認済候補

　者及び何れの地区にも属さな

　い候補者の申請書類
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　一式受理締切日………………・・…・5月15日

　補助金は，クラブ，地区財団教育補助金小

委員会，地区ガバナーの確認と推薦に基づい

てロータリー財団管理委員会より授与される

ものであるということが，明確に諒解されて

いなければならない。

　管理委員会による選考結果は毎年9月に国

際ロータリーの事務総長から発表される。

　　　　　顧問ロータリアン

奨学金受領者として選定，発表された地区

後援の奨学生の一人ひとりについて顧問ロー

タリアンを任命すること，また，ガバナー所

管の地区に留学の指定を受けた奨学生のため

のホスト顧問ロータリアンを任命することは，

地区ガバナーの責務である。

顧問ロータリアンとして望ましい資格条件

は次の通り：

　一仕事に必要な時間と精力を喜んで提供

　　　し，かつ奨学生と容易に近づきになれ

　　　る者；

　一容易に援助を求め得る程に懇意な知人

　　　を持っている者；

一学究生活に関係を持っているか又は理

　　　解者であること，但し必ずしも教育の

　　　専門家でなくてもよい；

一青少年に関心を持つ者。

　奨学生後援の責務および顧問ロータリアン

については，口h一タリー財団教育補助金要覧

にその詳細が述べられている。

　　　　　　　延　　　　期

　教育補助金はそれが授与された特定の学年

度に対してのみ有効なもので，許可のない限

り，それを延期したり或は次年度へ延長する

ことはできない。

　兵役義務のため補助金による研究を始める

ことができない場合には，補助金は兵役義務

終了後の学年度開始時まで延期され得る。但

し，受領者が上限年齢の条件を除くその他の
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必要な個人的条件を引き続き保有している場

合に限る。

　財団管理委員会は，各地区に対し，　（地区

単独で，または地域もしくは国を範囲とし

て）その地区（または地域もしくは国）に居

住している　育補助金の元および現受領者な

らびに研究グループ交換チームの元および現

メンバーのすべてを会員とする学友会をつく

ることを強く要望している。

管理委員会は，こうした学友会は，たとえ

ぱ次に掲げるような目的に役立つであろうと

いう考えである。

　a）ロータリー・クラブ会員の供給源。

b）ロータリーのプログラムへの協力（た

とえぱ，これから外国へ行く奨学生ま

たは外国から帰ってきた奨学生に対す

る指南，助言，また社会奉仕プロジェ

　　クトへの協力など）。

c）ロータリー・クラブや地区のための講

演，およびプログラムの提供。

d）国際親善の実現，維持に関するR．1．

およびロータリー財団の広報プログラ

　　ムへの協力。

e）財団のプログラムに対する金銭的支援

　の源泉。

f）りっぱな人々のグループの一員である

ことを誇りに思う気持。

研究グループ交換

　（Group　Study　Exchange）

　ロータリー財団研究グループ交換は次の三

つの目的のために計画された教育的プログラ

ムである：

　a）優秀な青年実業人並びに専門職業人に，

　　関係国内において計画準備された研究討

　　論プログラムに参加することによって，

　　他の国とその国民並びに諸施設とを研究

　　する機会を与えるため；

　b）善意の人々が，友好的雰囲気のもとに

　　相会し，語り合い，生活を共にして，相

　　互の問題や抱負を理解するようになり，

　　かくして個人的接触を永続する友情へと

　　成熟させることにより国際理解を増進す

　　るため；

　c）研究グループのチームのために教育的

　　プログラムを作成し，又彼等を歓待する

　　ことによって，ロータリアンを，特殊な，

　　実際的かつ有意義な国際奉仕計画に参加

　　させるため。

　これは異なる国々の組み合わせ地区間で研

究グループを交換するプログラムである。各

グループは，プログラム参加申請の時の年齢

25－35歳までの，十分に資格のある5名の青

年実業人又は専門職業人で構成され，「研究グ

ループ交換」担当地区ガバナー代理がこれに

加わる。これら全員は特定の1地区出身者と

する。組み合わせ地区の一方が斯様なグルー

プをある年に最低4週間最高6週間の範囲内

で，派遣，受入れ両地区間で明確に定めた任

意の期間相手地区に派遣し，その翌年は相手

地区のグループを受け入れることになる。

　補助金はチーム構成員と地区ガバナー代理

のための出発地点と所定の到着地点間往復運

賃を賄えるものでジェット機2等往復料金を

超えぬ金額である。ホスト地区滞在中のグル

ープの食費，宿泊費並びに旅費は受け入れ側

の地元ロータリアンが準備する。

　「青年実業人乃至専門職業人」という言葉

は，研究グループ交換のチームへ参加申請を

なす前に，常勤制のもとに少なくとも2年間，

一般に認められた実業又は専門職業に雇傭さ

れたことのある男子を意味するのである。参

加申請者は居住している国の市民で，立候補

を確認する地区で雇傭されているかまたは居

住していなければならない。

　補助金を受ける資格を取得するためには，

地区は，地区大会もしくは地区協議会におけ

る決議によって，或は郵便投票によって，地

ロータリー財団

区内クラブの3分の2が，本プログラム参加

申請を承諾しかつ支持することを表明し，か

つ要請された場合は訪問チームのホストにな

ることに同意したことを証明しなければなら

ない。

　　　　　　　選　　　　考

　クラブ水準においては，クラブはその地域

社会よりの候補者全員と面接して，その中か

ら2名以内を選考かつ確認する選考パネルを

任命する。候補者を決定するに先立ち，クラ

ブは候補者たちの雇傭主又は事業仲間にプロ

グラムのことに関して話し合い，彼等の協力

を得ておくべきである。

　クラブ水準で選考された青年たちの中から

研究チームを最終的に選考するのは「研究グ

ループ交換」地区小委員会又は同委員会によ

り選定された特別パネルの責任である。可能

な場合は必ず個人面接を行なうよう推奨され

ている。

　地区は希望する組み合わせ地区を申し出る

ことができる。然し最終的にはロータリー財

団管理委員会が決定する。管理委員会は又何

れの地区が最初にホストになるかを表示する。

　記入ずみの申請書は，基本的研究計画を同

封の上，毎年4月1日までに財団へ返送され

なければならない。派遣と受け入れの相互交

換は補助金授与発表直後の2ヵ年間に完了さ

れねばならない。補助金は毎年4月乃至5月

に財団管理委員会により授与され国際協議会

において発表される。

　研究グループ交換地区小委員会は「研究グ

ループ交換」担当地区ガバナー代理の候補者

（複数）より申請書を受理し，その中から最

適格者を選定し，承認を得るためその氏名を

地区ガバナーへ提出するものとする。

　地区ガバナー代理は管理に当る職員であっ

て，研究グループ交換チームの1員ではない。

管理委員会は，研究グループ交換担当地区ガ

バナー代理は，その役職にかかわる任務と責

任の遂行に進んで当り，また，それが体力や
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その他の点においても可能でなければならな

いものとしている。ロータリアン及びロータ

リーと無関係の聴衆に対する非公式な挨拶乃

至接触の際は，地区ガバナー代理よりはむし

ろチーム員たちが注目の的になるようにすべ

きである。

　　　　　　　受け入れ地区

　財団管理委員会は，研究グループ交換プロ

グラムの管理に関する指針として，次の声明

を採択した：

　　ホスト地区とは研究グループ受け入れ地

　　区のことである。大体において，研究チ

　　ームは到着一出発までの間ホスト地区

　　の責任下にある。研究計画に他の地区が

　　関与する場合といえども，ホスト地区は，

　　研究計画の立案，旅程の作成，関係地区

　　内の輸送機関の提供，チームの歓待及び

　　諸活動の計画準備とできうる限りの家庭

　　歓待の手配を引き受ける責任がある。熱

　　意ある有能な地区小委員会が不可欠であ

　　る。

特別補助金（Special　Grants）

　ロータリー財団管理委員会（1965－66）は，

次の声明を承認した：

　　管理委員会は，前記諸活動の他に更に，

　　ロータリー財団により支持されるべき新

　　計画に対し考慮を払うことによって国際

　　理解を増進する種々の方法を検討中であ

　　り，斯様な活動に対するロータリー地区，

　　ロータリ　一一・クラブ及びロータリアンよ

　　りの提案や推薦案，及び経済的援助の要

　　請を歓迎するものである。

　　ロータリー財団の目的推進に貢献する計

　　画の展開及びその試みへの奨励策として，

　　管理委員会は次に示す基準に合致する提

　　案並びに推薦案に対し考慮を払うもので

　　ある：
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　　1）　異なる国々の国民間の理解と友好関

　　係の推進に貢献すること。

　　2）教育的もしくは慈善的性質のもので

　　あること。

　　3）相当数のロータリアンが積極的に参

　　加するものであること。

　　4）経費の一部が提唱ロータリー・クラ

　　ブ又は地区によって負担されること。

　　5）不動産投資を含まないこと。

　　6）　ロータリー財団或は国際ロータリー

　　に対し，補助金支給以外の責任を負わせ

　　ないこと。

　ロータリー・クラブ乃至地区が提唱し，か

つ経費の一部を負担する計画に対する特別補

助金の申請書には，当該計画の明確な説明書，

予算の明細書及びロータリアンの参加に関す

る情報資料等を添えてロータリー財団に提出

すべきである。特別補助金は，普通，提唱ク

ラブ乃至地区と財団とが経費を折半して分担

するという建前で支給される。

　特別補助金は，財団の現行プログラムと重

複する計画や青少年交換計画には支給されな

いo

　特別補助金の給付が世界社会奉仕事業の援

助を目的として行なわれる場合には，その事

業が調達できるだけの資金で完成できること，

また完成さるべきことが保証されなければな

らない。特別補助金が有形の物件の供与を目

的としている場合，もしその事業をもって国

際理解に寄与するものとするなら，少なくと

も二つの国のロータリー・クラブまたは地区

がこれに参加していることが必要である。

　特別補助金にかかわる事業の資金が相当数

のロータリアンによって調達される場合には，

それをもって，ロータリアンの積極的な事業

参加という要件が満たされているものとする。

　特別補助金の給付は，直接その受益者に対

して行なわれる。ロータリー地区，ロータリ

ー・クラブ，ロータリアン，またはロータリ

アンの親族もしくは扶養家族は，veかなる物

的利益も，金銭的支払いも，受けることがで

きないものとする。

ロータリー財団

保健，飢餓追放および人間性尊重のプログラ

他国に出かけて行くロータリアンの参加が期

待されている。

採用について考慮の対象となるプロジェク

トは，以下に掲げる基準に従ったプロジェク

ムに対する補助金

（Grants　for　Health，　Hunger　and

Humanity　Program）

トである。

プロジェクトは次の要件を備えたものでな

ければならない三

　1）　国際間の理解，親善および平和を促進

1977－78年度に，R．1．理事会は保健，飢　　するための手段として人々の健康状態を改善

餓追放および人間性尊重のプログラムの実施 し，飢餓を救済し，人間的，社会的向上，発

を決定した。このプログラムは，国際間の理　　展をはかることを目的としたものであること。

解，親善および平和を促進するための手段と 2）相当数のロータリアンがすすんで参加

して保健，飢餓の救済ならびに人間および社　　するものであること。

会の向上，発展をはかることを目的とするも

のである。この目的の推進は，クラブや地区

の資力と人的資源をもってしては大き過ぎて

扱いきれないような大規模のプロジェクトに

よって行なわれる。

　クラブや地区から提出されたプロジェクト

3）　ロータリアン，ロータリー・クラブお

よび／または地区からできる限りの支援が得

られるものであること。

4）国際奉仕プロジェクトとしての性格を

備えたものであって，一つのクラブ，地区ま

たはクラブもしくは地区の集団のいずれをも

に対する補助金の申請は，保健，飢餓追放お　　ってしてもその規模が大き過ぎるものである

よび人間性尊重プログラム委員会によって審

査される。それから理事会がプロジェクトを

検討して承認し，そして，そのプロジェクト

こと。

5）でき得る限り，受益者が長期的に自立

していけるような事業にすること。

を実施するためにこれに対する資金の手当て 6）国際ロータリーの手を離れたあとも，

をするようにロータリー財団管理委員会に要　　引き続き支援がある程度確保されるものであ

請する。

保健，飢餓追放または人間性尊重のプロジ

エクトに対する補助金の申請書には，申請の

ること。

7）不動産への投資を含んでいないこと一g．一

8）　ロータリー財団または国際ロータリニ

理由，規模，目標，予算，目標の達成に協力す　　に補助金の交付以外の責任を負わせないこと。

る土地のロータリアンに引き受けてもらう仕

事，およびそのプロジェクトに参加する他国

のロータリアンの職業めことなど，申請にか

かわるプロジェクトに関する事項を明確に記

載して，これを保健，飢餓追放および人間性

尊重プログラム委員会に提出するものとする。

プロジェクトは国際間の理解，親善および平

和の促進を目ざしたものでなけれぼならない

とする理由から，プロジェクトには，自分の専

門の知識と経験を提供して保健，飢餓追放お

よび人間性尊重のプロジェクトで拗くために

財団補助金受領無資格者

　（lneligibility　for　Foundation　Awards）

　ロータリ　一一財団管理委員会（1966－67；

1973－74）は，ロータリアン，その扶養家族

及び親族を財団補助金受領無資格者となす決

定の説明として次の声明を採択した：

　　ロータリー財団の目的は博愛，慈善，教

　育的或はその他の救櫨的性質の確実かつ効
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果的な企画を促進することにより，異なる

国々の国民間に理解と友好関係を増進する

にある。

　ロータリー財団は信託財産であって，そ

の条件のもとに慈善的乃至教育的性質の企

画に対してのみ財団の資金を支出すること

ができる。ロータリー財団の資金は多くの

国に保管されており，それらの国々にはこ

の資金使用に際して適用される法律及び規

則がある。ロータリー財団はそれらの法律

並びに規則を遵守し，課せられた拘束に従

って支出しなけれぱならない。管理委員会

はロータリー財団の授与する補助金に含ま

れる法律上及びその他の面を考慮して，ロ

ータリー財団の支持するプログラムに基づ

く補助金は，奉仕の理想を例証し，かつ財

団の地位を保護するために，管理委員もし

くは財団の職員，または国際ロータリー，

ロータリーの地理的地域，地区，クラブの

理事，役員もしくは職員，またはロータリ

アン，ならびに上記の者の配偶者，扶養家

族，血縁もしくは婚姻による親族には一切

授与されないものとすることに同意した。

ここに親族とは，実子，継子，孫，兄弟姉

妹並びに，もしあれば，その配偶者を指す

のである。

　本方針設定は次の二つの理由に依る：

　a）奉仕の理想を例証するため

　b）財団の地位を保護するため。

　たとえ或る国においてはロータリアン乃

至その親族に補助金を授与することによっ

て財団の地位が脅かされる危険はないとし

ても，奉仕の理想が，　「財団への寄付者は，

直接にも間接にも，財団プログラムからの

受益者となってはならない」という方針に

よって，最もよく例証されるということは，

動かない事実である。ロータリーのモット

ーである「超我の奉仕」は，ロータリアン

でもロータリアンの親族でもない，資格の

ある人々に対しての，利他的奉仕に基づく
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慈善的かつ教育的プログラムを通じて最も

よく例証されるのである。

財団に対する資金の募集

　（Ra三sing　Funds　for　Foundation）

　1936－37年度に於て理事会は，国際ロータ

リーがロータリー財団のために200万ドルを

集めるよう努力すべきことに同意し，1938年

には，国際大会に於て次の決議が採択され

た：

　「第29回大会に於て国際ロータリーは，1

ヵ年前に創始され，今やその事業を始めんと

するロータリー財団の一部として，200万ド

ルの資金を集める運動が承認保証せられ，国

際ロータリーの全役員及び全加盟クラブはこ

の運動が完全な成功を収めるよう協力すべき

ことを決議する。」（サンフランシスコ大会決

議38－31）

　理事会（1939－40）は，国際ロータリーが

ロータリー財団のために資金を集むべきこと

を再確認し，そのために特別委員を任命する

ことを承認した。理事会（1946－47）は，ロ

ータリー財団に対して継続的な援助を与える

こと及び1938年大会（サンフランシスコ）の

指図には従わねばならないことに同意した。

従って，理事会は，ロータリ　・一財団のための

200万ドルの資金募集を目標とする運動を起

こしたのである。その目標が1948－一一49年度に

達成されてからは，今後のロータリー財団育

成のための援助はロータリー・クラブ，個入

ロータリアン及びその他の人々からの自発的

寄付に依存することとした。

　理事会並びに管理委員会（1964－65）は，

ロータリー財団の資金の最大限度に関しては

制限をおかないということに意見が一致した。

　地区ガバナーは，・国際ロータリーの役員と

して管轄地区にロータリー財団を推進する直

接の責任者であるということを忘れてはなら

ない。そして財団の目的と目標とがよりよく

知られ，理解されるようになり，かつ斯様な

目標の達成に際して，ロータリアン及び他の

人々の関心が刺戟されるようにするために，

地区ガバナーはロータリー財団を絶えず推進

することの必要性を忘れてはならない。

財団への寄付
　（Contributions　to　Foundation）

　ロータリー財団が自発的寄付の基礎の上に

発展して来た事実にかんがみ，財団への寄付

を会員資格の条件とするとか或はそのような

意味のことを入会申込書に書き入れてはなら

ない。ロータリー財団に寄付することを会員

資格の条件とするようロータリー・クラブの

細則を改正したり，ロータリー会員カードに

斯様なことを書き入れることは認められてい

ない。　（理64－65）

　理事会並びに財団管理委員会（1964－65）

は，ロータリー財団の目標は，全クラブを

「100％ロータリ　・一財団クラブ」に，そして

全ロータリアンをロータリー財団への寄付者

にするということに意見が一致した。

　地区ガバナーは地区ロータリー財団委員会，

地区協議会及びクラブ訪問などの正規の径路

　　　　　　　　　　　しを通じて，ロータリー・クラブ並びにロータ

リアンによるロータリ　一一財団への継続的寄付

の重要性を強調するよう示唆されている。

　以下の提案は，自発的寄付制によってロー

タリー財団の資金を増加する様々の方法の例

として，地区ガバナー並びにロータリー・ク

ラブの注意を喚起するものである：

1）　ロータリアン及びロータリアンでない人

に多額の寄付を個入的に懇請する；

2）新クラブに対して，「100％ロータリー財

団クラブ」になる機会を直ちに与える；

3）既にクラブが「100％ロータリー財団ク

ラブ」の地位をかち得ていても，尚，斯様な

ロータリー財団

クラブが「200％，300％等のロータリー財団

クラブ」となる機会を与える；

4）　クラブが「100％，200％等の呼称資格を

得ている場合でも，更に会員1名当り年額い

くらという寄付を希望することもあろう。あ

るクラブでは毎年1名1ドルの寄付を行なっ

ている；

5）　新会員が入会した時に，ロータリー財団

へ寄付する機会を与える；

6）　ロータリー財団に対する年次寄付の一つ

の方法として直前年度に入会した新会員1名

毎に10ドル又はその相当額，他の会員が1人

当り1ドル宛寄付する慣例を採用することを

クラブに示唆する。1218－Jrロークリー財
団の友」の承諾書に会長と幹事が署名して婁

務局に送付すると，すぐ，そのクラブは「ロ

ータリー財団の友jとなるのである；

7）各ロータリアンに夫々の誕生日に一定の

寄付を行なう機会を与える；

8）地区内にロータリー財団補助金受領者が

いる場合には，その好機を最大限に利用する

ようクラブを激励する；

9）　クラブの不用資金をロータリー財団に流

用する。

遺贈（Bequests）

　遺言状に財団への遺産贈与の希望を記載す

る場合，寄付者はその受益人として「米国，

イリノイ州，エバンストンに本部をおく，教

育的，博愛的，及び慈善的目的の非営利団体

である国際ロータリーのロータリー財団管理

委員会」と指定するものとする。

パinセンテージ順位

　（Percentage　Standings）

クラブの1Pt…一タリー・・一・年度における　付金，
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あるいは年度中のいかなる時期においてもそ タリー年度の7月1日までは創立会員数を用

の年度の寄付金が，会員一人当たり米貨で10　いてパーセンテージの順位を定める。

ドルとなったときは，そのクラブは「100パ

一セントロータリー財団クラブ」となる。そ

地区の1ロータリー年度における寄付金，

あるいは年度中のいかなる時期においてもそ

して，ロータリー年度間にクラブの寄付金が　　の年度の寄付金が，会員一人当たり米貨で10

会員一人当たり米貨10ドルとなる度ごとに， ドルとなったときは，その地区は「100パー

そのクラブは，次のパーセンテージの段階に　　セントロー一一タリー財団地区」となる。そして，

進むことになる。たとえぱ，ある100パーセ ロータリー年度間に地区の寄付金が会員一人

ント・クラブ（7月1日現在で）が1ロータ 当たり米貨で10ドルとなる度ごとに，その地

り一年度に会員一入当たり米貨で40ドルの寄　　区は次のパーセンテージの段階に進む。

付をした場合，そのクラブの新しいパーセン

テージの段階は500パーセントということに

地区が新しいパーセンテージの段階に達し

なる。

　7月1日をもって，各クラブの会員数を示
’

す数字が，地区ガバナーから報告されたその

前の12月現在の会員数を反映した数字に更新

たときは，その都度，それに対する証明書が

交付されることになっている。

される。

前記の会員報告が，各クラブ幹事から12月

の「出席報告書」で地区ガバナーに報告され

た12月の最終例会日現在の会員数を示すもの

であることに留意する必要がある。パーセン

テージ順位は，クラブのR．1．への半期報告

に記載されている会員数や寄付の行なわれた

「その時」の会員数によって決められるので

寄付の表彰

　（Recognition　of　Contributions）

はない。

　一・一・・度あるパーセンテージの段階に達したク

ラブは，その後で会員数に増減があっても，

より低い段階に格下げされるようなことはな

五
　200パーセントを達成したクラブには証明

書が送られる。300パーセントから900パー

セントまでの達成に対しては，クラブは元の

証明書に貼付するようにしたステッカーの交

付を受けることになっている。1，000パーセ

ント以上の段階に達した場合には，新しい証

明書が贈られる。クラブの達成したパーセン

テージに対する証明書の送達には6週間の余

裕をみていただくようお願いしたい。

1月1日から6．月30日までの間に国際ロー

タリーに加盟したクラブの場合は，次のロー

　200％順位を認められたクラブには証明書

が贈呈される。それ以上の100％の倍数パー

センテージ順位は，最初に贈られた証明書に

はりつけられるようになっているステッカー

によって証明される。

　直前のロータリー年度に入会した新会員1

名毎に最低10ドル又はその相当額，他の会員

1人当り1ドル又はその相当額を毎年寄付す

るという慣例を採用し，それに基づいて寄付

をなし，かつ斯様な寄付を毎年財団に行なう

ことを計画しているクラブに対しては「ロー

タリー財団の友」証書が贈呈される。

「メモリアル・コントリビューター」とは1

ヵ年内に米貨100ドル以上を，亡くなった人

を記念して寄付した個人。この証書は故人或

は寄付者の名前で発行される。

　「ロータリー財団ポール・ハリス・フェロ

ー」になったことを認めた証明書，メダルお

よび襟章が，1ヵ年間に1，000ドル以上を寄

付した個入，または，ある人に敬意を表する

ため或は記念するためにその人の名義でその

寄付が行なわれた場合はその名義人に贈呈さ
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れる。

　1，000ドルに達するまで寄付を続ける意図

を明らかにして，最初に100ドルを寄付した

個人，または，ある人のためにその寄付が行

なわれた場合はその名義人が「ポール・ハリ

ス準フェロー」と認められる。2回目以降の

寄付額は任意とし，その都度その人の寄付額

に加算される。そして1，000ドルの満額に達

した時「ポール・ハリス・フェロー」と認定

され，「ポール・ハリス・フェロー」の証明

書，メダルおよび襟章を受けとることになる。

　「ポール・ハリス・フェロー」および「ポ

ール・ハリス準フェロー」の方法による寄付

は，寄付者の指定したロータリー・クラブの

寄付に加えられて，そのクラブがより高いパ

一センテージの段階に進むのを助けることに

なる。

　管理委員会は，ロータリー財団に対して多

大の功労のあったロータリアンにロータリー

財団功労表彰状を授与して，これを表彰して

いる。これには，証明書が，表彰を受ける者

の一人ひとりに贈られる。ロータリー財団に

対する本人の功績が大きくて，地区の範囲を

越えていたり，また長期にわたっていたりす

るものの場合は，管理委員会は，ロータリー

財団特別功労賞によってこれを表彰しており，

これに対してはプラークが贈られる。通常，

この特別賞を受けるのは，・かつて表彰状を贈

られたことのある人である。

ロータリー財団週間

　（The　Rotary　Foundation　Week）

理事会並びに管理委員会（1964－65）は，

「ロータリー財団週間」として知られている

11月15日を含む週間が毎年遵奉せられるべき

こと，その週間中クラブはクラブ・プログラ

ムを財団に集中するよう，そして財団の目的

に合致する企画試案を事務総長に提出するよ

ロータリー財団

う奨励されるべきこと，又財団週間の発表は

適切な報道機関全部になされるべきであると

いうことに意見が一致した。

ロータリー財団地区委員会

　（Rotary　Foundation

　　　　　　　　　District　Committees）

　理事会は，1967－68年度の管理委員会の決

定に同意して，次の事項を承認した：

A）各地区ガバナーは，毎年9月1日又はそ

　　れ以前に，次に提案されているメンバー

　　から成る地区ロータリー財団委員会を設

　　置するものとする：

　　　　委員長として元地区ガバナー若しく

　　　は経験豊かな他のロータリアン，但し

　　　連続3年を越えて留任せざること；

　　　　委員として地区ロータリー財団委員

　　　会の各小委員長，可能な場合元地区ガ

　　　バナーの経験を活用すること；

　　上記委員会のもとに次に提案されている

　　小委員会を設置する。各小委員会は地区

　　内のロータリアンを以て構成するものと

　　し，委員の継続性を持たせるための規定

　　を設けること；

　　1．財団推進一一委員長及び最少限2名

　　　　の委員を以て構成する；

　　2．財団教育補助金一一委員長及び最少

　　　　限2名の委員を以て構成する銚

　　3．研究グループ交換一一委員長及び最

　　　　少限2名の委員を以て構成する；

　　4．財団学友一…委員長及び最少限2名

　　　　の委員を以て構成する；

　　尚，必要に応じて財団プログラムの他の

　　部面を担当する小委員会を追加すること。

　　斯様な小委員会は夫々委員長及び最少限

　　2名の委員を以て構成すること。

B）各地区ガバナーに対し，可能な場合地区

　　ロータリN－一一財団委員会の各種小委員会の
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　　委員中に小委員会の担当する活動分野に

　　おける経験者を最少限1名含めるよう示

　　唆すること。

C）地区ロータリー財団委員会の責任事項は

　　下記の通りとする：

　　1．地区ガバナーを助けてロータリー財

　　　　団の目的及び活動の推進に当るこ

　　　　と；

　　2．財団に対する継続的財政支援を奨励

　　　　すること；

　　3．　国際ロータリー中央事務局と財団の

　　　　活動を支持する地区内ロータリー・

　　　　クラブ間の連絡係となること；

　　4．　「ロータリー財団週間」への地区内

　　　　クラブの積極的かつ効果的参加を推

　　　　進すること；

　　5。地区内の各種のロータリー財団小委

　　　　員会の仕事を調整すること。

D）ロータリー財団推進小委員会の責任事項

　　は下記の通りとする：

　　1．　ロータリー財団の目的並びにプログ

　　　　ラムに関する知識を普及しかつ関心

　　　　を増大するために，ロータリー財団

　　　　のための強力な広報運動を創案，指

　　　　導すること；

　　2．　ロータリー財団に対する地区内ロー

　　　　タリー・クラブ並びに個人の寄付の

　　　　増大を奨励すること；

　　3．　ロータリー財団に対する地区内ロー

　　　　タリー・クラブ並びに個人の寄付の

　　　　募金方法を考案すること。

E）財団教育補助金小委員会の責任事項は下

　　　記の通りとする：

　　1．大学院課程奨学金，大学課程奨学金，

　　　　障害者教師奨学金，ジャーナリズム

　　　　奨学金，職業研修奨学金：

　　　　a）教育補助金プログラムの発表に

　　　　　際し地区ガバナーを援助するこ

　　　　　　と；

　　　　b）地区内のすべての単科大学及び
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　　　　　　総合大学の学生部の担当職員に

　　　　　　上記4種の奨学金について知ら

　　　　　　せかつこれらのプログラムを学

　　　　　　生に発表する際協力してもらう

　　　　　　ため，それら職員と接触するこ

　　　　　　と；

　　　　c）ロータリー年度を通して，立派

　　　　　　な適格申請者を探すようロータ

　　　　　　リー・クラブを激励すること；

　　　　d）上記4種の奨学金の地区候補者

　　　　　　を選考すること；

　　　　e）奨学金受領者が海外で有意義な

　　　　　　1年を過ごすのに必要な適応指

　　　　　　導を行なうこと。

　　2．　専門的訓練

　　　　a）専門的訓練プログラムの発表に

　　　　　　当り地区ガバナーを援助するこ

　　　　　　と；

　　　　b）地区内のすぺての専門的訓練機

　　　　　　関の学生部担当職員に本プログ

　　　　　　ラムを説明しかつ学生にプログ

　　　　　　ラムを発表する際協力してもら

　　　　　　うため，それら職員と接触する

　　　　　　こと；

　　　　c）ロータリー年度を通して，立派

　　　　　　な適格申請者を探すようロータ

　　　　　　リー・クラブを激励すること；

　　　　d）申請書を処理し，面接し，本補

　　　　　助金の地区候補者を選考するこ

　　　　　　と；

　　　　e）補助金受領者をできうる限りの

　　　　　　方法で援助し，有意義な1年を

　　　　　　過ごすのに必要な適応指導を行

　　　　　　なうこと。

F）研究グループ交換小委員会の責任事項は

　　下記の通りとする：

　　1．研究グループ交換プログラムの目的

　　　及び実施方法の発表に当り地区ガバ

　　　　ナーを援助すること；

　2．地区内の全ロータリー・クラブの積

　　極的参加を確保しかつそれらクラブ

　　に交換に際してのクラブの責任事項

　　を知らせること；

3．　ロータリー年度を通して，研究グル

　　ープ交換チームの立派な適格候補者

　　を探すようロータリー・クラブを激

　　励すること；

4．　申請書を処理し，面接し，地区の研

　　究グループ交換チームのメンバーを

　　選考すること；

5．選考されたメンバーが海外で有意義

　　な経験を得るのに必要な適応指導を

　　行なうこと；

6．組合わせ地区との接触を維持するに

　　当り地区ガバナーを助けること；

7．相手地区の研究グループ交換チーム

　　を受け入れるのに必要な準備をなす

ロータリー財団

　　　　こと。

G）財団学友小委員会の責任事項は下記の通

　　りとする：

　　1．現在，地区に居住している元補助金

　　　　受領者及び研究グループ交換チーム

　　　　の元メンバーの名簿を入手し整備す

　　　　ること；

　　2．地区及び地元の諸会合でロータリー

　　　　・クラブおよび他の団体に財団プロ

　　　　グラムを発表する際，これらの元補

　　　助金受領者の参加を奨励すること；

　　3．　クラフ例会，地元の集会，地区の諸

　　　　行事への参加予定を立てるに当り，

　　　元補助金受領者とロータリー・クラ

　　　　ブ問の連絡係となること。（理68－

　　　　69）
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職 業 奉

（Vocational　Service）

　Vocation（職業）とVPう言葉は社会人の

「一定の業務，稼業，実業，専門職業，或は

職務」を指すものである。ロータリーは，

職業奉仕という言葉を使用するに当って，

Service（奉仕）とV・う文字をその一番広い

意味で使っており，単に実業或は専門職業界

における取引によってなされた業務或は売ら

れた商品を指すのみでなく，相手の必要と境

遇に対して正当な考慮を払うと共に常に他人

に対し思いやりの心を以て当たることも指し

ているのである。

　職業奉仕はロータリーの綱領に於て次のよ

うな言葉を以て強調されている：

　実業及び専門職業の道徳的水準を高めるこ

と；あらゆる有用な職業は尊重されるべきで

あるという認識を深めること；そしてロータ

リアン各自が職業を通じて社会に奉仕するた

めにその職業を品位あらしめること；を鼓吹

育成する。

　別の表現を以てすれば，職業奉仕は，職業

の世界に於て，奉仕の理想を推進することを

目的とするものである。即ち，職業奉仕は，

　　個々のロータリアンが，その職業関係の

　すぺてに於て一従業員，競争業者，顧客

　及び仕入先との関係において高い道徳的水

　準を適用し，かつ，

　　ロータリアン各自がこの水準を，自分と

　職業を同じくする他のすべての人々の間に

　推進することを意味するのである。
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仕

「職業による奉仕」

　（Service　Through　Business）

　理事会（1942－43）は，国際ロータリーが

これまでクラブ及びロータリアンに対し，額

に入れたりその他の方法で使用するようにと

“Service　Through　Business’「職業による奉

仕」という宣言文を提案して来たこと，又そ

れが明らかに歓迎されていたことを認めた。

故に理事会は次の如き声明の承認を公式に記

録した：

　　　　　　　職業による奉仕

　ロータリアンとして，私の目的とする所

は二

　私の職業は，物質的所得の手段であるばか

りでなく，社会に対する奉仕を実行する機会

であると考えること。

　高度の職業水準を堅持し，更にその向上に

努め，あらゆる疑わしい行為を取り宏ること

によって，私の天職の尊厳と真価を守ること。

　職業上の成功は，それが社会に対する奉仕

の結果としてもたらされるときに，初めて抱

くに価する願望と言うことができると考える

こと；しかし，不当な便宜や，特権の濫用

や，信頼の裏切りから得られる利益や栄誉は

断じて受けないこと。

　健全な取引というものはすべて，あらゆる

関係者に満足を与えるような方法によって，

執り行なわれなければならないことを認識す

ること，そして，自分の職業の過程において，

狭義の義務や責務の尺度を超越して奉仕する

ことは寧ろ与えられた特権であると考えてお

ろそかにしないこと。　（理42－43）

四つのテスト（The　Four・Way　Test）

　ロータリー・プログラムの職業奉仕の部面

を推進する一つの方法として，クラブは「四

つのテスト」に注目している。

四つのテストの複製並びに使用

　（Reproduction　and　Use　of

　　　　　　　　The　Four・Way　Test）

　四つのテストの複製はすべて次の形式で作

成されなければならない：

　　　　　　　四つのテスト

　　われわれがものごとを考え，言い，また

　は為そうとする場合は，これに照合してか

　ら

）
）
）
）

1
9
U
3
」
4

真実かどうか？

みんなに公平か？

好意と友情を深めるか？

みんなのためになるかどうか？

　四つのテストを複製或は使用する唯一の目

的は，人間関係における高い道徳的水準の向

上を計り，それを維持することにあらねばな

らない。複製は販売や利益を増すための広告

の主要部分であってはならない。しかしなが

ら，商社，団体又は公共機関の人間関係のす

べてが四つのテストの方針にそって処理され

ることを願って真剣に努力していることを説

明する方法としてならば，書簡箋やその他の

印刷物に刷り込んでもよい。

　四つのテストを，一つのロータリー・クラ

ブ或は一団のクラブが頒布する物品中に或は

それに関連して複製する場合，当該ロータリ

ー・ Nラブ又は一団のクラブが複製した旨の

ことわり書きをテストの本文の下方のどこか

に入れるべきである。これは，それらのクラ

ブが四つのテストの方針にそってあらゆる人

間関係の処理に当ることを促進しようと努力

しているクラブであることを適切に示す方法

職　業　奉　仕

である。

　四つのテストは，如何なる意味においても

「規則」として取扱われてはならない。

職業関係協議会

　（Business　Relations　Conference）

　地区ガバナーは，その年度内に地区で職業

関係協議会を開催することの可能性と必要性

について，地区内の他のロータリアンと共に

考慮しかつ話し合うことが奨められている。

　他の国にある地区に隣接している地区で職

業関係協議会が計画された場合には，地区ガ

バナー達は国際職業関係協議会の開催を考慮

することが奨められている。（理58－59）

雇主一従業員関係

　（Employer－Employee　Relations）

　円満な雇主一従業員関係を促進する目的で，

理事会はクラブに対し次の事を提案してい

る：

a）一国から他国へ大勢の労働者が移動する

　結果言語の障壁及び文化的社会的背景の相

　違から起こり得る困難を克服するのに役立

　つ手段として，各クラブは，他国の文化，

　経済，地理的情勢に関するプログラムをそ

　の例会で準備する，そして地元地域社会の

　他のグループの会合においてもそのような

　プログラムを奨励する；

b）その地域に新たに移って来た人が新しい

　環境になれるよう援助するため市民相談所

　を創設するとか或は支持する方法を講ずる

　ことを考究する；

c）適格な候補者が得られる場合，クラブは

　「労働団体」という職業分類のもとにその

　候補者を会員に選挙する；

d）クラブは随時，労使に関連した特別講演
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会や討論会に，要望があれば，労使双方の

団体の代表者を招待する；

e）国家や地方自治体の政策は同業組合並び

に労働組合双方の指導者の折衝と協定にど

れ程依存しているか，そして必然的にクラ

ブ会員は同業組合で指導的役割を果たすこ

　とに努力して労使間の問題における方針の

確立に影響を与え得る機会を持っていると

いうことを考慮するようクラブ会員の注意

を喚起すること。　（理63－64）

職務上の実務規準

　（Standards　of　Correct　Business

　　　　　　　and　Professional　Practice）

　ロータリーは，各職種の同業組合による実

務規準の採用と，維持を促進することに積極

的関心を有している。同業組合が採用した規

準には，国際ロータリーの提案した基本構想

に則ってつくられたものが沢山ある。

　実務規準を設定し，かつこれを維持するに

当って，ロータリアンは，指導者としてその

運動を進めかつ拡めるのに特に有利な機会に

恵まれている。　（理35－36）

　ロータリー及びロータリアンが，実務規準

を設定し維持するために行なう活動に関して

は，ますます盛んに宣伝を行なうべきであり，

又個々のロータリアンを職業奉仕のこの部面

に積極的に参加させるために，実務規準を伸

展させる継続的活動の機会に対し，ガバナー

及びクラブ役員の注意を喚起すべきである。

（理35－36）

　ロータリアンは一人残らずそれぞれの同業

組合に加入して競争業者関係の改善に努力す

るよう勧められている。　（理38－39）

　国際ロータリー事務総長は，加盟クラブに

提供するプログラム試案の中に，ロータリア

ンの同業組合への参加に関するものを加える

よう要請されている。　（理51－－52）
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職業指導（V・（；ati・nal　Gu三dance）

　若人の職業選択を援助する活動はクラブの

職業奉仕委員会の活動の一つである。クラブ

は，青少年委員会の協力の下に，若人の職業

選択を援助する活動を進めるため，職業奉仕

委員会の下に「職業情報」小委員会を任命す

るよう示唆されている。　（理5S－56）

職業奉仕週間

　（Vocational　Service　Week）

理事会は，クラブだけではなく，各ロータ

リアンも，職業奉仕の理想を日常実践するよ

うに強調するために，毎年10月15日を含む週

問をとくに職業奉仕に焦点をしぼったプログ

ラムを行なう「職業奉仕週間」と定めた。（理78

一79）

地方的な企画（Local　Pr・jects）

　ロータリー・クラブは，夫々地方の事情に

関係した問題，例えばオートメーション，都

会化，人口の爆発的増加その他類似の問題を

研究し，その解決のための企画を引受ける又

は支持することを考慮するよう奨励されてい

る。　（理63－64）

　理事会はクラブに対し，a）地方レベルの

小企業相談所プログラムを始めること，b）

個々のロータリアンの職業奉仕の実践状態を

検討し反省する一つの方法として「職業デ山」

のプログラムを予定することを考慮するよう

提案している。　（理69－70）

道徳律（C・de・f　Ethics）

1915年の（サンフランシスコ）国際大会は，

あらゆる業種の実業家のためのロータリー道

徳律を採択した。その本文については種々の

批判があること，及びロータリーの文書とし

て全世界を通しての本道徳律の有用性に関し

意見の一致を欠くため，国際ロータリーは本

道徳律の頒布を中止した。

　理事会（1927－28）は，道徳律の言葉づか

いを改善することができるという，当時の目

標と目的委員会の意見に同意し，改訂に関す

る委員会を任命した。理事会（1928－29）は，

道徳律よりもロータリ　一一の綱領に重きをおく

方がよいということに意見が一致した。理事

会（1931－32）は，道徳律を手続要覧に掲載

する方針は続けるが，特にこれを頒布したり

一一ﾊに宣伝することはしないということを決

定した。

　理事会（1951－52）は，ロータリー道徳律

の掲載を中止することを決定した。然し，

1915年国際大会で採択された道徳律は，国際

ロータリー事務総長に申込めば，上述の経緯

を伝える説明書をも含めて支給すべきことと

いう条件の下に入手出来ることを決定した。

（理51－52）

　1977年の規定審議会は次の決議案を採択し

た：

　　R．1．細則第16条は道徳律に関する規定

　　である，しかしてその刊行はこれまで中

　　止されてきた，しかし現時点において

　・は，全世界にわたり道徳の高揚，復興を

　　はからなければならないというのが本審

　　議会の総意であるが故に，国際ロータリ

職　業　奉　仕

一は，第68回年次国際大会において，

R．1．理事会はロータリー道徳律の刊行

と頒布の再開に努めるべきことを決護す

る。

　上記の決議に応えて，理事会は，1915年に

国際ロータリーによって刊行された道徳律に

ついて，これの刊行，頒布を再開するに先立

って，これを現今の時世に合うように改訂で

きるか否かを入念に再検討する必要があるこ

とを認め，更に，かかる改訂については，規

定審議会による決定が行なわれなければ，そ

の効力が生じ得ないものであることをも認め

るものである。（理77－78）

　ロータリーの道徳律を現今の時世に合うよ

うに改訂できるかどうかを含めて，その概念，

用語及びその必要性について入念に検討した

結果，道徳律が採択されてから後の実業及

び専門職業活動の分野に諸種の変化が生じて

いるため，道徳律の刊行及び配布を再開する

目的で，道徳律を現今の時世に合うように改

訂することはすべて，無駄であるという結論

に達した。そこで，理事会は，ロータリーの

道徳律を現今の時世に合うように改訂しない

こと，及び，これを今後一切ロータリアン及

びロータリー・クラブに配布もしくは頒布し

ないことを決定した。　（理78－79）1980年規

定審議会で，道徳律に関する条項は，国際ロ

一タリー細則から削除された。　（制定案番号

80－22）
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国際ロータリー定款

　第1条　名称及び性格

本組織体の名称は国際ロータリーとする。

国際ロータリーは全世界のロータリー・クラ

ブの連合体である。

第2条　目 的

　国際ロータリーの目的は：

　（a）全世界にわたって，ロータリ　一一を奨励

し，助長し，拡大し，そして管理すること；

　（b）国際ロータリーの活動を調整し，全般

的にこれを指導すること。

第3条　綱 領

　ロータリ　一一の綱領は，有益な事業の基礎と

して，奉仕の理想を鼓吹し，これを育成し，

特に次の各項を鼓吹，育成することにある：

　第1　奉仕の機会として知り合いを拡める

こと；

　第2　実業及び専門職業の道徳的水準を高

めること；あらゆる有用な職業は尊重される

べきであるという認識を深めること；そして

ロータリアン各自が職業を通じて社会に奉仕

するためにその職業を品位あらしめること；

　第3　ロータリアンすべてがその個人生活，

職業生活及び社会生活に常に奉仕の理想を適

用すること；

　第4　奉仕の理想に結ばれた実業人と専門

職業人の世界的親交によって国際間の理解と

親善と平和を推進すること。

第4条　会 員

第1節構　　　成
　国際ロータリーの会員は，本定款及び細則

1条，2条，3条，4条（1－3）

に定められた義務をたゆまず遂行するロータ

リー・クラブをもって構成されるものとする。

第2節　所　　　在

　細則に別段の定めのある場合の外，1市，

1行政区又は1市政区域から一つのロータリ

ー・ Nラブを加盟させるものとする。

第3節クラブの構成＊

　（a）ロータリー・クラブは以下本項に定める

資格条件を備える男子によって構成されるも

のとし，いかなるクラブもその正会員の資格

条件が次に示す所に該当していなければ，国

際ロータリーの会員たる資格は認められな

h：

　善良な成人男子であって，職業上良い世評

を受けている者，そして

　（1）有益な一般に認められた実業又は専門

職業の持主，共同経営者（パートナー），法人

役員又は支配人であるか；

　　　　　　　　　又は

　（2）有益な一般に認められた実業又は専門

職業において，裁量の権限ある管理職の重要

な地位にあるか；

　　　　　　　　　又は

　（3＞有益な一般に認められた実業又は専門

職業の地方代理店又は支店を管理権を以て担

当する地方代理人又は支店代理入又は支店代

表者を勤めていること；

　　　　　　　　そして，

　以上いずれの場合も，本人がクラブにおい

て分類される職業に，自ら親しくかつ現実に

たずさわっており，そしてその事業場又はそ

の住居がそのクラブの区域限界内にあること

を要する。

　クラブの正会員は，そのクラブの区域限界

内に事業場も住居も持たなくなった場合でも，

＊1980年窺定審議会において改正。
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4条（3－4），5条，6条，7条（1－2）

国際ロータリー定款

その新しい事業場又は住居がクラブの存在す

る市の行政区域内または隣接クラブの区域限

界内にあれば，その正会員身分を保持するこ

とができる。

　（b）報道機関，宗教及び外交官の職業分類

を除き，そして，細則に定められているアデ

ィショナル正会員の規定を除き，各職業分類

毎に1名より多くの正会員があってはならな

いo

　（c）国際ロータリー細則は，ロータリー・

クラブの中に正会員の外にシニア・アクチブ

会員，パスト・サービス会員及び名誉会員と

呼ばれる会員種類を置く規定を設けることが

できる。そして国際ロータリー細則は，その

各々に対する資格条件を定めるものとする。

第4節定款及び細則の承認
　国際ロータリー加盟認証を与えられ，これ

を受理したロータリー・クラブは，すべて，

それによって国際ロータリーの本定款及び細

則並びにその改正規定を受諾し，承認し，そ

して，法律に反しない限り，万事これによっ

て拘束され，それらの規定を忠実に遵守する

ことを承諾するものとする。

第5条　理　事　会

第1節　構　　　成

　理事会は国際ロータリーの管理主体であっ

て，その人員は17名とする。国際ロータリ　一一

の会長は理事会の一員であって，その議長と

なるものとする。国際ロータリーの会長エレ

クトは理事会の一員となるものとする。15名

の理事は細則の規定に従って指名され選挙さ

るべきものとする。

第2節　権　　　限

　理事会は本定款及び細則の定めに従って国

際ロータリーの業務並びに資金の支配と管理

を行なうものとする。かかる支配と管理を執

行するに当り，理事会は，細則の規定によっ

て定められた予算に従って，1会計年度中に

242

その経常収入及び国際ロータリーの目的達成

のために必要な額を一般剰余金から支出する

ことができる。理事会は，剰余金からの支出

を必要とした特別事情について次の国際大会

に報告しなければならない。理事会は如何な

る場合にも，その時点における国際ロータリ

ーの正味資産を超える負債を生ぜしめてはな

らない。

第3節　幹　　　事

　国際ロータリーの事務総長は理事会の幹事

をつとめるものとする。事務総長は理事会の

議事について投票権を持たないものとする。

第6条　役 員

第1節　名　　　称

　国際ロータリーの役員は，会長，副会長，

その他の理事，事務総長，財務長，地区ガバ

ナー，及びグレート・ブリテン及びアイルラ

ンド内国際ロータリーの会長，直前会長，副

会長及び名誉会計とする。

第2節　選挙の方法

　国際ロータリ　一一の役員は細則の定めるとこ

ろに従って指名され，選挙されるものとする。

第7条　管 理

第1節
　グレート・ブリテン，アイルランド，チャ

ンネル諸島及びアイル・オブ・マンに所在す

るクラブは，国際ロータリーの管理上の1単

位区域を形成するものとし，これをttグレー

ト・ブリテン及びアイルランド内国際ロータ

リー”の名を以て呼ぶものとする。

第2節
　クラブの管理は理事会の総括的管理の下に

あるものとし，次に示す直接管理の諸形式の

中のいずれかの形式を併せ用いるものとする。

これら直接管理の諸形式は常に本定款及び細

則の規定に適合するものでなければならな

国際ロータリー定款

い：

（a）理事会によるクラブの直接管理。

（b）設定地区のガバナーによるクラブの直

接管理。

　（c）地区ガバナーの管理に加えて，理事会

が適切と考えかつ規定審議会又は国際大会に

よって承認された方法を以てする，地理的に

隣接する二つ以上の地区から成る地域内のク

ラブの管理。

（d）管理上の単位区域たるグレート・ブリ

テン及びアイルランド内国際ロータリーによ

る，グレート・ブリテン，アイルランド，チ

ャンネル諸島及びアイル・オブ・Vンにある

ロータリー・クラブの直接管理。グレート・

ブリテン及びアイルランド内国際ロータリー

の権限，目的及び職務は，規定審議会又は国

際ローターリー国際大会によって承認された

グレート・ブリテン及びアイルランド内国際

ロータリーの定款の条項並びに国際ロータリ

ーの定款及び細則に定められている所に従う

ものとする。

第8条　国際大会

第1節　時期及び場所

　国際ロータリーの大会は，毎年5月又は6

月に理事会の決定する時と場所において開催

さるぺきものとする。但し，十分な理由があ

るときは，理事会はこれを変更することがで

きる。

第2節　臨時国際大会

　非常事態発生の場合，会長は理事会総員過

半数の同意の下に臨時国際大会を召集するこ

とができる。

第3節　代　　　表

　（a）すべて国際大会においては，各クラブ

は少なくとも1名の代議員を以てクラブを代

表させる権利を持つ。名誉会員を除く会員数

が50名を超えるクラブは，50名を超える部分

の50名又はその過半数の端数毎に1名の追加

7条（2），8条（1－6）

代議員を以て代表させる権利を持つ。この目

的のために，代議員は，国際大会の開催され

る月から遡って第3カ月目の最終例会日現在

におけるそのクラブの会員数を基礎として決

定すぺきものとする。クラブはそのクラブの

持つ1又は2以上の投票を行使する権限を1

名の代議員にゆだねることができる。

　（b）各クラブは，国際ロータリーの大会に

代議員たるそのクラブの会員又は委任状によ

る代理者を送り，大会の決定に付せられた各

提案に対して投票する義務を負う。

第4節　特別代議員

　国際ロータリー各役員及び各前会長で，現

在も会員（名誉会員を除く）としてクラブに

籍を有する者は，特別代議員とする。

第5節選挙人及び投票
　正規の信任状を持つ代議員，委任状による

代理者，及び特別代議員が国際大会の選挙体

を構成し，これを選挙人と称する。投票は細

則の定める所に従って行なわれるものとする。

第6節　規定審議会＊

　3年目ごとに規定審議会を開催する。国際

大会が，細則の定めるところにより，制定案

及び決議案の審議決定を行なう場合を除き，

審議会は，国際ロータリーの立法機関をなす

ものとし，その会議を理事会の決定する時期

及び場所において開く。ただし，理事会が別

に定めた場合を除き，同一地域において2回

続けて審議会を開くことを得ないものとする。

本節において地域とは，細則の規定により理

事指名の目的のために設けられている各地域

のことをいうものとする。

　審議会は，正規の手続によって提出された

すぺての制定案及び決議案の審議及び決定に

当るものとし，その決定は，国際ロータリー

細則の規定によるクラブの決定にのみ従うも

のとする。制定案又は決議案の採択に関して

審議会の行なった決定に反対の意思を表示し

＊1980年規定審議会において改正。
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8条（6）， 9条，10条，11条，12条，13条（1－3）

　　　　　　　　　　　　国際ロータリー定款

たクラブの票が所定の数まで事務総長に提出

された場合は，当該制定案又は決議案は，次

期の国際大会における投票人の表決に付せら

れるものとする。

　審議会の議員及び議事手続は細則に規定す

るものとする。

第9条　会 費

　各クラブは半年毎に，細則に定める人頭分

担金を，国際ロータリーに納付するものとす

る。

第10条　ロータリー財団

　細則又は国際ロータリー大会の決議によっ

て課せられることあるぺき制約を条件として，

国際ロータリー理事会又はロータリー財団管

理委員会は，同理事会又は同管理委員会が適

切と考える条件の下に，いかなる贈与，不動

産遺贈又は金銭或は財産又はそれにより生ず

る収入の遺贈をも，それが無条件譲渡である

と，はたまた寄贈者又は遺言者の指定するこ

とあるぺき使途又は委託の条件つきであると

を問わず，これを受理することができる。す

ぺてこのような贈与，不動産遺贈又は遺贈は，

理事会が国際ロータリーの大会決議によって

与えられた権限によって随時その目的のため

に取りのけて置く国際ロータリーの剰余資金

とともに，ロータリー財団として知られる資

金を構成しその一部となるものとする。

第11条　会員の名称と徽章

　クラブの各会員はロータリアンとして知ら

れ，国際ロータリ　・一の徽章，バッジ又はその

他の記章を偲絹する権利を与えられるものと

する。
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第12条　細 則

　規定審議会又は国際ロータリー国際大会は，

本定款のほかに国際ロータリーの管理のため

に必要で，本定款に反しない規定をあつめた

細則を採用すべきものとし，また，その改正

を行なうことができるものとする。

第13条　改 正

第1節　時　　　期

　この定款の改正は，規定審議会において，

出席しかつ投票を行なう者の投票の3分の2

によってのみ行なうことができる。但し，こ

の定款を改正しようとする制定案の採択に関

して審議会の行なった決定に反対の意志を表

示したクラブの票が所定の数まで事務総長に

提出されたため，国際ロータリー細則第9条

第10節（9）項の規定による国際大会の決定を必

要とするに至った場合は，この定款の改正は，

規定審議会の開かれた年の翌年の国際大会に

おいて，当該改正案が国際大会に付議された

時における出席投票選挙人の投票の3分の2

によって行なうことができる。

第2節　提　案　者

　本定款の改正はクラブ，地区大会，グレー

ト・ブリテン及びアイルランド内国際ロータ

リーの最高審議会又は大会，規定審議会，又

は理事会によってのみ提案されることができ

る。

第3節　手　　　続

　本定款を改正しようとする提案はすぺて，

規定審議会の開かれるロータリ　一一年度の8月

1日以前に事務総長の手許に提出されなけれ

ばならない。

　国際ロータリーの事務総長は，規定審議会

が開催されるロータリー年度の11月1日まで

にその提案の写しを各クラブの幹事に郵送し

なければならない。

　事務総長は，適正に提案された改正案のす

国際ロータリー定款

べてを，直接規定審議会に回付しなければな

らない。

　規定審議会は，正規の手続によって提出さ

13条（3）

れた前記各改正案及びこれに対して提出され

たすべての修正案を審議し，これに対する決

定を行なうものとする。
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国際ロータリー細則

第1条国際ロータリーの加盟会員

第1節加盟承認
　（a）国際ロータリーの会員に加盟承認を求

める申請書は，理事会に対して行なうぺきも

のとする。申請書には，米貨150ドル又はク

ラブの所在する国の通貨によるその相当額を

添付しなければならない。理事会は，かかる

申請を承認又は拒否する権限を持つ。加盟は，

申請が承認された日を以てその効力を生ずる

ものとする。

　（b）市，区，その他の自治体地域内におい

てクラブの区域限界を同じくする二つ以上の

ロータリー・クラブの加盟を認めることがで

きるものとする。ただし，この規定により，

自己の区域内にアディショナル・クラブが結

成されることとなる一つまたはいくつかのク

ラブが，先ず，そのアディショナル・クラブ

を同じ区域に結成することに同意することを

要するものとし，さらに，そのアディショナ

ル・クラブの結成が，理事会の定めるロータ

リー・クラブ結成に関する方針に従って行な

われなければならないものとする。

　（c）市，区，その他の自治体の行政区域内

に，明確に区画することのできる一つまたは

いくつかの地域があり，その各々が，その区

域内に，少なくとも新クラブの結成に必要な

最低数の職業分類を有する場合には，これら

地域の各々につき，それをクラブの区域とす

るアディショナル・クラブの加盟が認められ

るものとする。ただし，自己の区域内にアデ

ィショナル・クラブが結成されることとなる

一つまたはいくつかのクラブが，先ず，かか

るアディショナル・クラブの結成に同意し，

かつ，本節（b）項の規定によって結成されるク

1条（1）

ラブについて定められた場合を除き，新クラ

ブの区域となる地域を放棄することを要する

ものとする。

　（d）本節の規定によって既存クラブの行な

うアディショナル・クラブの結成に対する同

意，および区域の一部放棄を必要とする場合

における放棄は，当該既存クラブの例会にお

いて，出席会員の投票の過半数の賛成票によ

るべきものとし，これに関する議案の通知は，

前記例会の少なくとも10日前に，クラブの各

会員宛に郵送されていなければならない。

　（e）自己の区域限界内に一つまたはいくつ

かのアディショナル・クラブを結成すること

に同意し，またかかる目的をもって，（c）項の

規定に従い，その区域の一部を前記のアディ

ショナル・クラブの結成のために放棄するク

ラブは，放棄された地域内の人で，その事業，

担当経営業務または専門職業活動の範囲がア

ディショナル・クラブの結成に同意を与えた

クラブの区域にわたっている者を，自己のク

ラブに入会させる権利を留保することができ

る。この規定は，前記のアディショナル・ク

ラブを拘束するものとする。

＊（f）市，区，その他の自治体地域において，

本節の規定によってクラブの加盟が承認され，

その後，そのクラブの区域内における発展状

況の推移，または理事会の考えているその他

の理由により，そのクラブおよびこれに隣接

するその他のクラブまたはいくつかのクラブ

の今後における組織の充実と発展をはかるた

めには，それぞれの区域の範囲を同じくする

必要のあることが国際ロータリ　一一理事会によ

って確認されるに至った場合において，この

ような体制に利害関係をもつクラブの全部に

＊1980年規定審議会において改正。
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1条（1－2），2条（1－6）

国際ロータリー細則

よる申請があったときは，理事会は，その決

定によって，これら各クラブがそれぞれの区

域を同一にすべきことを指示することができ

るものとし，以後，これら各クラブの区域は，

ロータリー・クラブが結成される場合に理事

会が定めるものと同一の方針に従って理事会

がその判断により裁定した新しい境界による

ものとする。

第2節　標準クラブ定款

　（a）国際ロータリーによって採択され，時

時改正の行なわれた標準クラブ定款は，1922

年6月6日後に加盟を承認されたすべてのク

ラブによって採択されなければならない。

　（b）標準クラブ定款は，本細則の改正につ

いて規定されているところと同様の方法によ

って改正することができる。かかる改正は，

自動的に，標準クラブ定款を採択している各

クラブの定款の一部となるものとする。

　（c）1922年6月6日より前に加盟を承認さ

れたクラブは，標準クラブ定款及びその改正

規定に適合させるために行なう場合を除き，

そのクラブの定款の規定を一切変更してはな

らない。

　（d）特殊な事情のある場合，又は国，州，

もしくは県等の法令及び慣習に従うために必

要な場合，理事会は，そのいずれかの会合に

おいて，出席しているそのメンバーの3分の

2の多数を以て，国際ロータリー定款及び本

細則に反しないものの場合に限り，標準クラ

ブ定款及びその改正規定と異なるクラブ定款

の規定を承認することができる。

第2条加盟の終結
第1節不払い
　会費または国際ロータリーに対するその他

の金銭的債務の支払を怠るクラブの加盟は，

理事会においてこれを終結させることができ

る。

第2節　懲戒
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　理事会は，しかるべき理由がある場合には，

聴聞を行なった後，理事会全員の多数決を以

て，クラブを懲戒もしくは会員権停止処分に

付し，又は，全会一致をもって，クラブを除

名することができる。但し，問責書及びこれ

に関する聴聞の時と場所の通知が，かかる聴

聞の行なわれる少なくとも30日前に，そのク

ラブの会長及び幹事に郵送されていなければ

ならない。そのクラブには，弁護士をかかる

聴聞における自己の代理人とする権利が与え

られるものとする。理事会の決定は，本細則

第4条第2節に定める国際大会への提訴があ

った場合のみを除き，最終とする。

第3節　脱会

　いずれのクラブも，国際ロータリーに対す

る金銭上その他の義務を完済している限り，

加盟から脱会することができる。理事会が脱

会を受理したときは，その脱会は直ちに効力

を生ずるものとし，そのクラブの加盟認証状

は事務総長に返還されなければならない。

第4節機能の喪失
　何らかの理由により，クラブが解体し，また

は例会を定期的に行なわず，その他機能を遂

行することができくなった場合は，理事会は，

そのクラブの加盟を終結させることができる。

第5節　再結成

　加盟を終結させられたクラブが再び結成さ

れた場合，又は同じ土地に新クラブが結成さ

れた場合，理事会はその再結成又は新設され

たクラブに加盟の承認を与えるに当り，これ

に入会金の支払を求めるか否か，または，国

際ロータリーに対する元のクラブの負債の支

払を求めるか否かを，決定する権限を持つも

のとする。

第6節　引渡し

　国際ロータリーにおける会員籍が終結した

ときは，その元クラブは，国際ロータリーの

財産に対する所有権を失い，または失わしめ

らるぺきものとする。ただし，会員籍に在る

問は，国際ロータリーの名称，徽章その他の

国際ロータリー細則

標章を使用する権利を有するものとする。こ

の権利は，そのクラブの加盟会員籍が終結し

たときに消滅するものとする。事務総長は，

クラブの加盟認証状を回収するための措置を

とる義務を負うものとする。

第3条　クラブの会員身分

＊第1節種類
　ロータリー・クラブの会員の種類は次の4

種類，すなわち，正会員，シニア・アクチブ

会員，バスト・サービス会員及び名　会員と

並第2節　正会員

　国際ロータリー定款第4条第3節に定めら

れた資格条件を有する者は，ロータリー・ク

ラブの正会員に選ばれることができる。

＊第3節　アディショナル正会員

　（a）クラブの正会員は，いずれも，自分と

同じ職業分類の実業または専門職業に現実に

従事している者をもう一人正会員に推薦する

ことができ，クラブはこれを正会員に選ぶこ

とができる。この場合，その正会員の職業分

類は推薦者の職業分類と同一とする。このア

ディショナル正会員の資格条件は，国際ロー

タリー定款第4条第3節に正会員について定

められているものと同一とする。このアディ

ショナル正会員は，本節，本項に基づくアデ

イショナル正会員を推薦することができない

こと，および推薦者の正会員身分が終結した

とき又はその推薦者がシニア・アクチブ会員

になった場合にそのアディショナル正会員身

分が自動的に終結することの2点を除いては，

すべて正会員に同じとする。

　（b）クラブは，その職業分類の保持者の承

諾を条件として，かつていずれかのロータリ
ー・’ Nラブの正会員であった者で，その現実

にたずさわっている事業の場所又はその住居

2条（6），3条（1－4）

＊1980年規定審議会において改正。

がクラブの区域限界内にあり，かつ会員とな

るべきその他の資格条件が備わっている者を，

アディショナル正会員に選ぶことができる。

ただし：

（1）いかなる場合でも，一つの職業分類につ

　　いて本節，本項の下に選ばれるアディシ

　　ョナル正会員の数は1名を越えないもの

　　とする。

（2）本節，本項の下に会員に選ばれるために

　　は，かつて属していたクラブを退会した

　　理由が，本人がそのクラブの区域限界内

　　でそのクラブにおいて本人が分類されて

　　いた職業分類の下に現実に職業活動に従

　　事しなくなったということでなければな

　　らない。

（3）本節，本項の下に選ばれたアディショナ

　　ル正会員は，その職業分類が空席になっ

　　たときには会員身分を失う。ただし，そ

　　の職業分類が再び充填されたときは，再

　　度選ばれることができる。　（この但し書

　　規定は，その職業分類の保持者が本節（a）

　　項に基いてアディショナル正会員を推薦

　　する権利を害するものではない。）

第4節　シニア・アクチブ会員

　（a）クラブの正会員またはパスト・サービ

ス会員で，その一つまたはいくつかのクラブ

における正会員およびパスト・サービス会員

としての経歴が次の各号に定める要件のいず

れかに合致している者は，自動的にかつ直ち

にシニア・アクチブ会員となるものとする。

（1｝一つ又はいくつかのクラブで通算15年以

　　上会員であった者，

（2）現在60歳以上で，一つまたはいくつかの

　　クラブで通算10年以上会員であった者，

㈲　現在65歳以上で，一つまたはいくつかの

　　クラブで通算5年以上会員であった者，

（4）現在国際ロータリーの役員であるか，ま

　　たはかつてその役員であった者。

　（b）クラブは，任意に，かつてどこかのク

ラブの会員であった者で，会員でなくなった
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3条（4－8）

国際ロータリー一一細則

時点においてシニア・アクチブ会員であった

者またはシニア・アクチブ会員になりうる条

件を備えていた者を，そのクラブのシニア・

アクチブ会員に選ぶことができる。ただし，

その元会員の住居またはその現実にたずさわ

っている事業の場所が，そのクラブの区域限

界内又はその周辺の地域内にあることを要す

る。

　（c）シニア・アクチブ会員は，次に掲げる

事項を除き，すべて正会員と同一の権利，特

典及び責任を持つものとする。

（1）シニア・アクチブ会員は職業分類を代表

　　しないものとし，また，

（2）本条第3節（a）項によるアディショナル正

　　会員を推薦する権利を持たない。

　　クラブは，シニア’・アクチブ会員の従事

　　している職業の職業分類の下に，有資格

　　者を入会させることができる。

＊第5節　パスト・サービス

　（a）現職から引退したために正会員身分を

喪失したかつてのロータリ・クラブ正会員で，

一つ又はいくつかのクラブで通算5年以上

正会員であった者は，本人が正会員となって

いたクラブその他のクラブのパスト・サービ

ス会員に選挙することができる。このような

元会員は，他のすべてのパスト・サービス会

員の資格条件を備えている限り，その正会員

の身分を失った時又はその後いつでも，パス

ト・サービス会員に選ぶことができる。実業

又は専門職からの引退が，クラブの会員でな

くなった後に生じたものであ？た場合は，こ

れをバスト・サービス会員に選挙することが

できない。パスト・サービス会員は，本人が

正会員となっていたクラブの会員に選挙され

た場合を除き，入会金の支払を要するものと

する。本人が正会員となっていたクラブの場

合は，二度目の入会金の支払を要しないもの

とする。バスト・サービス会員は，本人がパ

＊1980年規定審議会において改正。
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スト・サービス会員となっているクラブの区

域限界内又はその周辺に居住しており，また，

引続き居住することを要する。但し，本人

が正会員となっていたクラブのパスト・サー

ビス会員に選挙される場合はこの限りではな

い。この場合は，本人が正会員の身分を失っ

た時に居住していた場所に居住することがで

きる。

　（b）パスト・サー一一ビス会員は，実業又は専

門職の職業分類を代表するものとしないこと，

シニア・アクチブ会員になることができない

こと（但し本条第4節（a）項に規定されている

場合を除く）およびアディショナル正会員を

推薦する権利を　たないことの3点を除き，

正会員の持つすぺての権利，特典及び責任を

有するものとする。

第6節　二重会員

　何人も，同時に，いくつかのクラブにおい

て，正会員，シニア・アクチブ会員又はパス

ト・サービス会員となることを得ないものと

する。

＊第7節　名誉会員

　クラブの区域限界内に居住しているか，ま

たは居住していたことのある男子で，同地域

又は他の地域において，ロータリーの理想推

進のために称賛に値する奉仕をした者を，そ

のクラブの名誉会員に選挙することができる。

　名誉会員は，入会金及び会費の納入を免除

されるが，投票権を　たない。クラブのいか

なる役職にもつくことができない。職業分類

を代表しない。しかし，クラブのあらゆる会

合に出席することができ，その他クラブのあ

らゆる特典を享有することができる。名誉会

員は，本人が会員となっているクラブ以外の

クラブにおいては，いかなる権利又は特典も

認められないものとする。

＊第8節　宗教，報道機関および外交官

　二つ以上の宗派の各代表者，二つ以上の新

聞圭一各代表者および二つ以上の国の政府を代表する各外

国際ロータリー細則

交官は，これらの職業分類の下に正会員とな

る資格を有するものとする。ただし，これら

の代表者が定款および本細則に定められた資

格条件を備えていることを要する。

第9節　公職

　一定の任期を限って選挙又は任命によって

公職に在る者は，当該公職の職業分類の下に

クラブの正会員となる資格を有しないものと

する。これは学校，大学その他の教育施設に

奉職する者又は裁判官に選挙もしくは任命さ

れた者には適用されない。

　クラブの正会員で一定の任期をもった公職

に選挙又は任命された者は，その公職に在任

中，前記の選挙又は任命の直前に本人がクラ

ブにおいて代表していた職業分類の下に，引

続き正会員としての身分を保持することがで

きる。

第10節　国際ロータリーの職員

　クラブは，国際ロータリーと雇傭関係に入

ったそのクラブの会員の会員身分を，その雇

傭関係の続く限り，保持せしめることができ

る。

第4条　理　　事　　会

第璽節　任務

　国際ロータリーの理事会は，国際ロータリ

ーの目的の推進，ロータリーの綱領の達成，

ロータリーの基本原則の研究と教育，ロータ

リーの理想，倫理及びロータリーの独創的組

織の保全，並びにロータリーを全世界に拡大

する目的のために必要なあらゆることを行な

う義務を負うものとする。

第2節　権限

　理事会は，国際ロータリーの管理主体をな

すものとし，その決定は，定時又は臨時の国

際大会に提訴する以外に，これを覆すことが

できないものとする。かかる提訴は，当該国

際大会の開会の少なくとも30日前に，国際ロ

ータリーの事務総長に提出されなければなら

3条（9－10）4条（1－4）

ない。

第3節　管理および監督

　理事会は，国際ロータリーの役員及び委員

会の全部に対する総括的管理および監督を行

ない，しかるべき理由がある場合には，聴聞

を行なったうえ，理事会全員の投票の3分の

2によって，役員又は委員を罷免することが

できる。但し，その役員又は委員に対して，

問責書およびかかる聴聞の行なわれる時と場

所を明示した通知が，聴聞の行なわれる少な

くとも60日以前に，本人に直接もしくは書留

郵便を以て，届けられていなければならない。

この聴聞においては，弁護人を本人の代理人

とすることができる。

第4節　会合

　（a）理事会は，理事会が決定する時及び場

所において開くか，もしくは会長の招集によ

って開くものとする。開会の通知は，通知を

必要としない場合を除き，開会日の少なくと

も30日前に，事務総長により，理事会の全部

に対して行なわなければならない。理事会は，

各会計年度毎に少なくとも2回開かなければ

ならない。

　（b）次の会計年度に理事会のメンバーとな

る者の暫定会合が，年次国際大会の終了直後，

次期会長の定める時と場所において，開催さ

れなければならない。7月1日以後のいずれ

かの日に，定足数を満たした理事の出席した

理事会，または本条第5節に述べられている

通信方法の中のいずれかによった場合の理事

の過半数が，前記暫定会合で行なわれた決定

を承認したときは，暫定会合及びその会合で

行なわれた決定は，暫定会合が前記の7月1

日以後の日に行なわれたとした場合における

ものと同様の効力を有するものとする。

　（c）いかなる理事会の会合においても，定

款又は細則によってより多くの投票を必要と

される場合を除き，理事会のメンバー5名を

以てすべての事項を処理するための定足数と

する。
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4条（5－8）

国際ロータリー細則

第5節通信による投票
　理事会は，会合を行なわないで，会長から，

または会長の承認を得て，理事会に回付され

た事項を，郵便，電信，無線電報または電話

によって票決する方法によって，議事を処理

することができる。理事会のメンバーの過半

数が投票を終了している場合には，回付の日

から30日を経過したときをもって，投票が締

切られたものとみなし，また，前記の期日前

であっても，理事会のメンバーの過半数が賛

成票を投じたときまたは反対票を投じたとき

は，そのときをもって投票が締切られたもの

とみなすものとする。

第6節執行委員会
　理事会は，3名を下らず5名を越えないそ

のメンバーを以て構成される執行委員会を任

命することができる。理事会はこの委員会に，

理事会の会合と会合との中間期間中，既に国

際ロータリーの方針が確立されている，執行

又は管理の性格を持つ事項について，理事会

に代わって決定を行なう権限の行使を委任す

ることができる。執行委員会は，理事会によ

って定められ，本節の規定に背馳しない職務

権限によってその任務を行なうものとする。

第7節決定権限
　理事会は，定款及び細則の規定の趣旨の範

囲内において，どんなことをその範囲と性格

上国際的事項とするか，国内事項とするか，

あるいはその他の事項とするかを決定し，こ

れを宣言する権限を持つものとする。但しク

ラブはそれについて国際大会に提訴する権利

を有するものとする。かかる提訴は，当該国

際大会の開会に先立つ少なくとも30日前に事

務総長のもとに提出されなければならない。

ζれに関する討議は国際大会の議事規則に従

うものとし，国際大会の決定をもって最終と

する。

第8節　欠員

　（a）理事に選挙された時期と任期の第1年

目を終る時との間に，何等かの理由で理事に
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欠員が生じた場合には，その理事を指名した

ゾーン，地理的集団又は地域内のクラブは欠

員となった理事の残存任期をつとめる後任の

理事ノミニーを選出して，理事会による選挙

にそなえるものとする。このようなノミニー

の選出は，可能な限り，当該ゾーン，地理的

集団又は地域が理事ノミニーを選出する場合

の手続に従って行なうべきものとする。手続

の具体的詳細は会長の定めるところによる。

　このような選出が本細則の定める指名委員

会の方法によって行なわれる場合において，

当該ゾーン，地理的集団又は地域に，欠員の

生じた年度を任期とする理事指名委員会が設

けられていたときは，その委員会は，その任

務のほかに，欠員理事の残存任期を任期とす

る理事ノミニーの選出に関する任務を行なう

ものとする。

　このような指名委員会が設けられていない

場合には，空席となった理事の選出に関する

任務に当った指名委員会が，その空席を埋め

て残存任期を勤める理事ノミニーの選出に関

する任務を行なうために，会長によって再任

命されるものとする。

　本節上述の規定に従って空席を埋め，残存

任期を勤める理事ノミニーを選出した後，そ

のノミニーを理事とする選挙は，理事会が，

会長の決定するところに従い，次の理事会に

おいて，もしくは通信による投票によって，

これを行なうものとする。

　（b）理由の如何を問わず理事の欠員が，そ

の理事の就任第1年度終了の時とその任期満

了の時との間に生じた場合は，残余の理事が，

会長の決定に従って，次の理事会において，

もしくは通信による投票によって，欠員の生

じた当該ゾーン，地理的集団又は地域から，

残存任期中空席を埋める理事を選挙するもの

とする。

　（c）上述の規定によることができないよう

な不測の場合が生じたときは，会長がとるべ

き手続を決定するものとする。

第5条　役 員

国際ロータリー細則

＊第1節　選挙

　（a）会長及び理事は，以下に定める規定に

従い，年次国際大会において選挙されるもの

とする。

　（b）毎年，次期理事会の暫定理事会会議に

おいて，次期会長は，副会長を選任するもの

とする。

　次期理事会は，その暫定理事会会議におい

て，そのメンバーのうち任期の第2年目をつ

とめることとなる者の中から，7月1日から

向こう1ヵ年を任期とする財務長を選出する

ものとする。

　（c）事務総長は理事会が選任し，その任期

は選任後の7月1日に始まり，5ヵ年を越え

ないものとする。事務総長の任期の終了する

年に，理事会はその年の3月31日までに事務

総長を選び，事務総長はそのあとの7月1日

に就任するものとする。事務総長は再選する

ことができる。

＊第2節　資格条件

　（a）国際ロータリーの各役員は，名誉会員

以外の畷疵なきクラブの会員でなけれぱなら

ない。

　（b）国際ロータリー会長候補者は，かかる

候補者として推薦される以前に国際ロータリ

ーの理事としてその任期の全部を勤めたこと

のある者でなければならない。ただし，任期

の全部に足りない在職であっても，理事会が

この規定の趣旨にてらして差し支えないもの

と認めた場合はこの限りでない。

（c）国際ロータリーの理事候補者は，かか

る候補者として推薦される以前に国際ロータ

リーの地区ガバナーとしてその任期の全部を

勤めたことのある者でなければならない。左

だし，任期の全部に足りない在職であっても

理事会がこの規定の趣旨にてらして差し支え

5条（1－6）

ないものと認めた場合はこの限りでない。

＊第3節　任期

　（a）会長および各理事を除き，国際大会に

おいて選挙される各役員の任期は，その選挙

された国際大会が終了した直後の7月1日に

始まるものとする。但し，特別な事情のある

場合には，理事会は，ある地区ガバナーの任

期が，7．月1日以後であってその年の10月1

日以前の日に始まるものと定めることができ

る。理事を除き，すべての役員は，1ヵ年又

はその後継者が選挙されてその資格を得るま

で在任するものとする。定款又は本細則に定

めのない限り，理事はすべて2ヵ年，又はそ

の後継者が選挙されてその資格を得るまで在

任するものとする。

　（b）国際大会において選挙された会長の任

期は，その選挙された年の次の暦年の7月1

日に始まるものとする。但し，その選挙の行

なわれた国際大会が終了した直後の7月1日

から会長エレクトとして理事会のメンバーと

なるものとするが，本人を副会長に選任する

ことはできないものとする。

第4節　欠員

　（a）会長が欠員となった場合は，副会長が

会長の地位を継ぎ，そして，その他の理事会

のメンバーの中から新しい副会長を選任する

ものとする。

　（b）会長エレクトに欠員を生じた場合は，

本細則第10条第2節（f）項に定めるところに従

ってその欠員を補充するものとする。

　（c）財務長又は事務総長に欠員を生じた場

合は，理事会はその残存任期を任期とする後

継者をロータリアンの中から選任しなければ

ならない。

第5節報酬
　事務総長以外の役員はすべて無報酬とする。

理事会は事務総長の報酬額を定めなければな

らない。

第6節　任務

＊1980年規定審議会において改正。
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5条（6），6条（1）

国際ロータリー細則

　（a）会長はすべての国際大会及びすべての

理事会の会合を主宰するものとする。会長は，

最高執行者として，国際ロータリーの業務及

び活動を管理し，その職責に属するその他の

任務を執行するものとする。

　（b）会長エレクトは，理事会のメンバーと

しての任務及び権限のみを持つものとする。

ただし，会長又は理事会はこれにその他の任

務を与えることができる。

　（c）事務総長は，会長の監督及び理事会の

支配の下に業務を執行する国際ロータリーの

常務役員とする。事務総長は，国際ロータリ

ーのために，事務総長の署名を要するすべて

の書類に署名し，会計記帳を行ない，理事会

の指示した方法によって資金を受入れてこれ

を預金し，また，理事会に対して年次報告を

行なうものとし，その報告は，理事会の承認

を経たうえ，年次国際大会に提出しなければ

ならない。事務総長は，理事会の要求する金

額と保証人を，誠実な任務遂行の保証として

提供しなければならない。

　（d）財務長は，理事会の指示した方法に従

って資金の払い出しを行なうのほか，理事会

から委任された財務長の職責に属するその他

の任務を行なうものとする。財務長は，理事

会が要求した場合の報告を理事会に対して行

ない，また，国際大会に対する報告を行なわ

なければならない。財務長は，理事会の要求

する金額と保証人を誠実な任務遂行の保証と

して提供しなければならない。

第6条　立法手続

＊第1節　提案

　国際ロー一タリ　・一の定款もしくは細則または

標準クラブ定款を改正しようとする提案は，

これを制定案と称するものとする。これらの

規則のいずれをも改正することを目的として

＊1980隼幾定審議会において改正。
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いない提案は，これを決議案と称するものと

する。

　本細則に別段の定めある場合を除き，制定

案は，国際ロータリー定款第13条，国際ロー

タリー細則第9条及び第21条，ならびに標準

クラブ定款第14条に定められている方法によ

って提案され，決定されなければならない。

　決議案の提出は，クラブ，地区大会，グレ

ート・ブリテン及びアイルランド内国際ロー

タリー理事会又は大会，規定審議会，及び理

事会においてこれを行なうことができる。理

事会は，管理委員会の事前の承諾なしに，ロ

ータリー財団に関する決議を提出できないも

のとする。

　決議案は，規定審議会または国際大会でそ

の提案が審議採決されるときに審議会の議

員または国際大会に出席して投票を行なうク

ラブの代議員の投ずる有効投票の少なくとも

過半数の賛成票によって，採択することがで

きる。

　この規定に別な定めのある場合を除き，決

議案は規定審議会の審議に付せらるべきもの

とし，審議会の開かれる30日前までに，書面

をもって，これを事務総長の許に届けなけれ

ばならない。ただし，審議会または理事会の

提出する決議案については，審議会が閉会す

るにいたるまでこれを受理し，その表決を行

なうことができる。

　管理，運営上の事項に関する決議案は，規

定審議会が開かれることになっていない年に

は，理事会がこれをその年の国際大会の審議

に付することができるものとし，そして，本

細則第9条の定める処理方法によらず，国際

大会で審議することができるものとする。た

だし，このような決議案は，すべて理事会が

その提案者となり，その審議が行なわれる国

際大会の開かれる75日前までに事務総長に提

出さるべきものとし，事務総長は，その決議

案の審議が行なわれる国際大会の開かれる60

日前までに，その写しを各ロータリー・クラ

国際ロータリー細則

ブに郵送するものとする。

　本細則に別段の定めある場合を除き，決議

案は本細則第9条に規定する方法によって提

案し採決すべきものとする。

第2節　非常事態

　（a）理事会全員の3分の2の多数によって

表明された理事会の意見として，非常事態の

存在することがみとめられた場合は，

　（1）国際ロータリーの定款を改正しようと

するものでない制定案，または決議案で，規

定審議会が開かれることになっている年の規

定審議会の会期中またはその前のこのような

議案を審議会の審議に付するために提出すべ

き期限として定められている日を過ぎてから

受理されたものについては，本細則第21条第

3節または標準クラブ定款第14条第3節また

は本細則第9条の規定による手続きを経ない

で，当該審議会においてその決定を行なうこ

とができる。ただし，時間的に可能な限り，

これらの規定に定められている手続に従うぺ

きものとする。

　（2）国際ロータリーの定款を改正しようと

するものでない制定案，または理事会の提案

にかかわるもの以外の決議案，および理事会

の提案にかかわる管理，運営上の事項以外の

問題に関する決議案は，規定審議会が開かれ

ることになっていない年には，本細則第21条

第3節または標準クラブ定款第14条第3節ま

たは本細則第9条に定められた手続を経ない

で，その年の国際大会において，その表決を

行なうことができる。但し，時間的に可能な

限り，これらの規定に定められている手続に

従うべきものとする。

　㈲　国際ロータリーの定款を改正しようと

するものでない制定案，または理事会の提案

にかかわるもの以外の決議案，および理事会

の提案にかかわる管理，運営上の事項以外の

問題に関する決議案で，規定審議会が開かれ

ることになっている年の国際大会のとき，ま

たはその前審議会の会期が終ったあとで，受

6条（1－2）7条（1－4）

理されたものは，本細則第21条第3節または

標準クラブ定款第14条第3節または本細則第

9条の規定による手続を経ないで，当該国際

大会においてその表決を行なうことができる。

ただし，時間的に可能な限り，これらの規定

に定められている手続きに従うべきものとす

る。

　（b）非常事態下にこれらの規定に基づいて

規定審議会又は国際大会によって処理される

制定案または決議案を採択するためには，出

席者の投票の3分の2の賛成票を要するもの

とする。

第7条　国際大会

第1節時期及び場所
　定款第8条第1節の規定に従って，理事会

は，毎年，その会合の時点を含む会計年度が

終わってから54ヵ月後に始まる暦年に開催す

べき国際大会の日及び場所を決定することが

できる。そしてその国際大会の開催のために

あらゆる準備手配を行なう権限を有するもの

とする。

第2節　招集

　国際大会の少なくとも6ヵ月前に，会長は

年次大会を公式に招集し，事務総長は招集状

を各クラブに郵送しなければならない。

　臨時国際大会の招集状は，開催日の少なく

とも60日前に発せられ，郵送されなければな

らない。

第3節　国際大会の役員

　国際大会の役員は，国際ロータリ　・一の会長，

副会長，事務総長及び財務長，並びに会長に

よって任命される会場監督とする。

第4節　代議員

　（a）資格条件。各代議員及びその補欠者は，

委任状による代議員を除き，本人の代表する

クラブの正会員，シニア・アクチブ会員又は

パスト・サービス会員でなければならない。

　（b）補欠者。クラブは，その代議員を選任
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する場合に，各代議員ごとに1名の補欠者を，

さらに，その補欠者が必要な場合の任務を行

なうことができなくなったときには，第2の

補欠者を選ぶことができる。補欠者は，自分が

その補欠者または第2補欠者となっている代

議員が欠席した場合にのみ投票を行なうこと

ができるものとする。ただし，正式の信任状

を有する補欠者は，自分のクラブのどの代議

員のためにも，その代議員の補欠者が欠席し

た場合，その代議員の代わりをつとめること

ができる。補欠者が代議員に代わる場合には，

国際大会に提出された案件に対し，自分がそ

の補欠者となっている代議員が投票しうる票

数と同数の投票を行なうことができる。

　補欠者が代議員に代わる場合は，代議員の

団長はその交代を信任状委員会に通知しなけ

ればならない。このようにして，補欠者が代

議員に代わった場合は，その補欠者は，その

大会が終了するまで引続き代議員として勤め

るものとする。大会開催地のクラブの代議員

については，信任状委員会は，この一般原則

を変更して，補欠者が代議員に代わる場合を

一つまたはいくつかの会議について認めるよ

うにすることができる。但し，その代議員が

大会の運営に関する仕事に携わっていて，そ

うした大会の会議のすべてに出席することが

不可能な場合に限るものとし，また信任状委

員会が正式にこのような交代の仕方について

通知を受け，それを承知していなければなら

ない。

　（c）委任状による代理者。国際大会にクラ

ブを代表する代議員またはその補欠者を持た

ないクラブは，自分の地区内にあるいずれか

のクラブの正会員，シニア・アクチブ会員ま

たはバスト・サービス会員を委任状による代

理者に指定して，自分のクラブの有する一つ

またはいくつかの投票権の行使を委任するこ

とができる。ただし，地区に所在しないクラ

ブの場合は，自分のクラブが送りうることと

なっている代議員の代わりに，所在のいかん
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を問わず，いずれかのクラブの正会員，シニ

ア・アクチブ会員またはパスト・サービス会

員を委任状による代理者に指定することがで

きる。

　このような委任状による代理者は，本条第

5節に規定する証明書を提出することによっ

て本人のもっている他の投票権のほかに，自

分が代理者となっている代議員に代わって投

票する権利を取得するものとする。

第5節　信任状
　各代議員及びその補欠者の権限は，そのク

ラブの会長又は幹事の署名した証明書によっ

て証明さるべきものとする。委任状による代

理者の権限は，代理を委任した代議員を送ら

ないクラブの会長及び幹事の署名する証明書

によって証明さるべきものとする。代議員，補

欠者，及び委任状による代理者が国際大会に

おいてこれらの資格によって行動するために

は，これらの証明書が，すぺてその国際大会

の信任状委員会に提出されなければならない。

第6節　特別代議員
　国際ロータリ　一一の各役員又は理事，及び現

在もクラブで名誉会員以外の会員身分を有す

る国際ロータリーの各元会長は，これを特別

代議員とし，国際大会の投票に付せられた各

案件に対して1票を投ずる権利を有するもの

とする。

第7節　登録料
　国際大会に出席する16歳以上の者は，すべ

て登録して理事会の定める登録料を支払わな

ければならない。代議員又は委任状による代

理者は，その登録料を支払うまでは，国際大会

において投票する権利を有しないものとする。

第8節　定足数
　（a）全クラブの数の6分の1を代表する代

議員および委任状による代理者をもって，国

際大会のすべての本会議における定足数とす

る。

　（b）本会議において定足数を満たす出席の

有無が問題となり，当該本会議における出席

国際ロータリー細則

が定足数に足りないことが判明した場合には，

票決によることを要する決定は，議長が半日

を越えない範囲で定める時間の問これを国際

大会で行なうことができないものとし，前記

の時間を過ぎたときは，定足数を満たす出席

の不足に拘らず，正当に上程された場合と同

様に，その案件の決定を行なうことができる。

第9節　信任状委員会

　各国際大会において，またはそれに先立っ

て，会長は，会長の決定する5名を下らない

委員から成る信任状に関する委員会を任命す

るものとする。

第8条　国際大会の手続規則

第1節
　国際大会の手続規則は次の通りである：

　（a）プログラム．国際大会委員会が報告し，

理事会によって承認され，そして国際大会が

採択したプログラムが全会議の日程となるも

のとする。プログラムについての変更は，出

席代議員及び委任状による代理者の投票数の

3分の2を以て随時行なうことができる。

　（b）討議題目．委員会の報告，国際大会に

対して行なわれた通信，制定案及び決議案，

及びこれらに対するすぺての修正案，及び議

事慣行上“非討論事項”とされているもの以

外のあらゆる動議は，3分の2の票を以て国

際大会が討論を省略して処理することを議決

した場合を除き，国際大会の議場において討

議することができる。

　（c）討em－一制限　討議の場合各ロータリア

ンは，同一日に同一案件について2回を限り

発言することができる。但し，異議の申立に

ついてはこの限りでない。しかし，その案件

に関してまだ1回も発言していないロータリ

アンで発言を求める者がある限り，第2回目

の発言は許されないものとする。国際大会に

おけるロータリアンの発言は1回5分を越え

てはならない。但し，日程に定められている

7条（8－9）8条（1）

か，又は過半数の票によって認められた場合

はこの限りでない。

　（d）投票手続．国際大会における投票は，

役員の指名又は選挙について本細則に別段の

定めある場合及び次に示す場含を除き，口頭

によるものとする。

　（1）選挙人が要求するか，もしくは議長が

指図した場合は，投票は起立投票によるもの

とし，起立する各選挙人を1票に数えるもの

とする。

　（2）国際ロータリーの方針を左右するよう

な制定案もしくは決議案，またはそのような

制定案又は決議案に対する修正案について票

決を行なう場合において，次に掲げるような

事情のいずれかが存在するときは，投票は投

票用紙によって行なうものとする。

　（a，a）問題が重要であってぜひこの方

式による票決を必要とすることを，理事会の

過半数が前もって表明しているか，または出

席選挙人の過半数がこれを表明した場合。

　（b，b）　口頭又は起立による投票が行な

われるのを注意してみていた司会に当ってい

る会長又は議長が投票用紙による投票が望ま

しいとする自分の考えを表明した場合。

　（c，c）選挙人が，その名前と所属クラ

ブを明らかにした上で，投票用紙による投票

を要求し，かつ，上述の規定のいずれによっ

ても投票用紙による投票を必要とすることに

ならないことを告げられ，その要求が正当で

あるか否かについて議長の意見を聞いたうえ

でなおもその要求を主張し，更にその主張が，

20以上の異なったクラブに属する少なくとも

20名の他の選挙人一名前と所属クラブを名の

る機会を与えられてからその要求の共同支持

者となった人たち一によって支持された場合。

　（e）投票手続．（続き）会長又は議長は，

必ずしも実際に数を数えることを要しないで

起立投票の結果を宣することができるものと

する。そして実数を数えることとする要求が

遅滞なく行なわれ，20名に達する他の選挙人
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が発言の機会を与えられてその要求に同調し

ない限り，その宣言をもって最終決定とする。

　制定案もしくは決議案又はその修正案の票

決を投票用紙によるべきこととする指図には，

当該制定案もしくは決議案及びそれに関する

未決定の修正案の全部が記載されていなけれ

ばならない。投票用紙は，制定案もしくは決

議案及びそれに対する未決定の修正案を，必

要な場合にはいろいろな問題もいっしょに，

最終的に処理できるように考えた文言のもの

にしなければならない。

　投票用紙による投票並びに役員の指名及び

選挙の場合には，選挙人はその所持する代議

員資格註明書及び委任状による代理権の数だ

けの票を投じ得るものとする。但し，特別代

議員は，特別代議員としての資格においては，

国際大会全体に対して提出された案件につい

てのみ投票することができる。

　（f）代議員一座席．信任状委員会に対し正

式に資格を証明した代議員の数に等しい数の

座席が，これら代議員の専用のために確保さ

るべきものとする。

第2節　特別協議会

　国際大会においては，その都度，ロータリ

ー・クラブの結成されている国又は国のグル

ープのロータリアンが集まって，特別協議会

を開催することができる。理事会又は国際大

会は，いずれの国または国々のロータリアン

がこのような特別協議会を開催することとす

るかを随時決定して大会委員会にそのために

必要な指示をしなければならない。この協議

会においては，特に関係の国または各国に属

する問題の協議を行なうことができる。会長

は協議会の招集者を指名し，その協議会運営

のためにできるだけ大会のものに近い手続規

則を定めて発表しなければならない。協議会

を開いたときは，その議長及び幹事を選挙し

なければならない。
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第9条　規定審議会

第1節　構成
　審議会の構成員は次の通りとする：

　（a）投票権を有する議員として，本条第6

節（a）および（b）項の規定によってクラブが選挙

した，各地区ごとに1名の地区クラブ代表者。

前記の代表者は，国際ロータリーの元役員も

しくは現役員（地区内で代表者に選ぶべき元

役員もしくは現役員が得られないことを当該

地区のガバナーが証明した場合は，次期地区

ガバナー）でなければならない。代表者は，

いずれも，本人の代表する地区のクラブの正

会員，シニア・アクチブ会員またはパスト・

サービス会員でなければならない。

　（b）投票権を有する議員として，会長が，

地区に所在しないクラブの50またはその過半

数の端数につき1名の割合で任命したこれら

クラブの代表者（およびその補欠者）。ただ

し，いかなる場合でも，少なくとも1名の代

表を任命すぺきものとする。前記の代表者は，

いずれも，本人の代表する，地区をもたない

クラブのいずれか一つに所属する正会員，シ

ニア・アクチブ会員またはパスト・サービス

会員でなければならない。しかし，国際ロー

タリーの元役員もしくは現役員であることを

要しないものとする。

　（c）会長の任命する審議会議長および副議

長。いずれも，議長席にあって可否同数の場

合，これを決定する投票を行なうことができ

るが，それ以外の場合には，投票権を有しな

いものとする。

　（d）投票権を有しない議員として，国際ロ

ータリー定款・細則委員会の委員長および委

員。審議会における特別議員として，後に規

定する任務に当るものとする。

　（e）投票権を有しない議員として，会長，

その他の理事会のメンバーおよび事務総長。

　㈹投票権を有しない議員として，元国豫

国際ロータリー細則

ロータリー会長の全員，および国際ロータリ

ー事務総長を10年以上の期間にわたり勤めた

元事務総長。

　審議会の議員は，いずれも，クラブの正会

員，シニア・アクチブまたはパスト・サービ

ス会員でなければならない。

　国際ロータリーもしくは地区またはロータ

リー・クラブの常勤，有給の職員は，審議会

の投票権を有する議員となることができない。

第2節　規定審議会のクラブ代表者の任務

　規定審議会のクラブ代表は，次の任務を有

するものとする：

（1）地区大会およびその他の地区の会合で，

　　立法案を討議すること；

（2）ロータリーの問題に関する現在の自分の

　　地区内の意向をよく知っておくこと；

㈲　審議会に提出された制定案および決議案

　　のすべてに批判的な検討を加え，審議会

　　に，自分の見解を的確に伝えること；

（4）国際ロータリーの公正な立法当務者とし

　　て行動すること；

㈲　規定審議会の会議に，会期の全部を通じ，

　　出席すること；

⑥　審議会終了後，地区の各クラブに，審議

　　会の審議に関する報告をすること。

第3節　役員

　審議会の議長，副議長および幹事を審議会

の役員とする。議長は，審議会の会議の司会

者となるのほか，この細則および会議運用手

続規則の関係規定に掲げられている職務，な

らびに通常その職責に属する任務を行なうも

のとする。

　副議長は，議長の決定により議長を補佐し，

議長が決定した場合には司会者をつとめ，ま

た，必要ある場合，その他の職務に当るもの

とする。

　事務総長は，審議会幹事となる。ただし，

会長の承認を得て，自分に代わって幹事をつ

とめる者を任命することができる。

第4節　議長および副議畏の任命

9条（1－6）

　会長は，審議会開催の予定されているロー

タリー年度の初めに，審議会の議長および副

議長を任命するものとする。議長および副議

長の氏名は，事務総長からすべてのクラブに，

これを発表する。

第5節　特別議員

　事務総長によって立法案の発表が行なわれ

たときは，審議会議長は，直ちに，一定の立

法案件を指定して，これを各特別議員に付託

するものとし，各特別議員は，割当てられた

立法案件のすぺてを検討し，各案件について，

その趣旨，その背景，その影響およびその採

択に対する賛否の意見を審議会に報告する用

意をしなければならない。

　特別議員は，審議会において，審議会議長

の裁定に対する異議の申立てを受付ける委員

会の委員となる。委員会に異議の申立てのあ

った議長の裁定を委員会が支持した場合には，

その異議の申立てをした審議会議員は，審議

会に対してその決定を求めることができる。

委員会が，異議の申立てのあった議長の裁定

を否認した場合には，問題を審議会の審議に

付するものとし，議長の裁定をくつがえすに

は，審議会の過半数の反対投票を要するもの

とする。

第6節クラブ代議員の選挙
　（a）本節（b順に定める場合を除き，審議会に

おける各地区（グレート・ブリテン及びアイ

ルランドにあるもの以外の）のクラブ代表議

員及び補欠議員は，規定審議会の開かれるロ

ータリー年度の前のロータリー年度のその地

区の年次大会において選挙されるものとする。

　（グレート・ブリテン及びアイルランドに

おいては，規定審議会における各地区のクラ

ブ代表議員および補欠議員は，審議会の開か

れるロータリ　一一年度の前のロータリ　一一年度の

10月1日後同年度内に開かれる地区審議会に

おいて選挙されるものとする。）

　ロータリアンが，審議会におけるクラブ代

表議員となることを認められるためには，審
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9条（6－7）

国際ロータリー細則

議会におけるクラブ代表議員としての資格要

件および任務をよく調ぺたうえ，次のことを

したため，これに署名した書面を，事務総長

に提出しなければならない。

1．審議会におけるクラブ代表議員の資格要

　件，任務および責任をはっきりと心得てい

　ること。

2．前記の任務と責任を引き受け，それを誠

　実に履行するための資格要件，熱意および

　能力をもっていること。

3．審議会の会議に，その会期の全部を通じ，

　出席すること。

　地区内のクラブは，そのクラブで審議会の

議員となる資格のある会員（選ばれた上は，

すすんでその任務に服する用意のあることを

表示している者）を指名することができるも

のとし，その指名は会長及び幹事の署名のあ

る文書を以て，地区ガバナーに対して証明さ

れ，地区ガバナーにより地区大会においてク

ラブの投票に付せらるべきものとする。地区

大会に出席する各選挙人は，審議会における

その地区のクラブ代表議員の選挙に1票を投

ずる権利を与えられるものとする。

　最高票数を得た候補者をその地区の審議会

議員とする。第2位の票数を得た候補者を補

欠議員とし，議員がつとめを果たし得ない場

合にのみその任につくものとする。議員及び

その補欠議員（補欠議員が選挙されている場

合）がいずれもそのつとめを果たし得ない場

合は，地区ガバナーは，本条第1節の規定に

よる資格条件を備えた，その地区内のクラブ

の他の会員を審議会における地区クラブ代表

議員に指名することができる。

　もし地区で候補者に指名された者が1名の

みであった場合は，投票を行なわないものと

し，地区ガバナーはその被指名者を審議会に

おける代表者として公表するものとする。

　（b）郵便投票による指名．（1）事情により

その必要のある場合は，理事会は，地区に対

しその地区の審議会議員又は補欠議員を郵便
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投票によって選ぶことをみとめることができ

る。その場合地区ガバナーは，その地区の審

議会議員の指名に関し公式の要請書を作成し

てこれをその地区内各クラブの幹事に洩れな

く郵送させなければならない。指名はすぺて

書面により，そのクラブの会長及び幹事がこ

れに署名することを要する。これらの指名書

は地区ガバナーの定める期日までに地区ガバ

ナーの許に届くことを要する。地区ガバナー

は，推薦された有資格被指名者をアルファベ

ット順に掲げた投票用紙をつくらせこれを各

クラブに郵送させたうえ，郵便投票を実施す

べきものとする。各クラブは，選出の行なわ

れる月の前月末日現在による名誉会員を除く

会員数の25又はその過半数の端数につき1票

の割合で投票権を与えられるものとする。但

し，各クラブは少なくとも1票の投票権を有

するものとする。もし地区ガバナーが希望す

る場合は，本項に規定する郵便没票手続を実

施することを目的とした委員会を任命するこ

とができる。この場合には本項に規定されて

いる任務は，その委員会が地区ガバナーに代

わって行なうものとする。

　（2）地区は，その地区の地区大会に出席し，

投票する選挙人の多数決をもって，その地区

の審議会議員及び補欠議員の選出を郵便投票

によって行なうべきことを定めることができ

る。この場合の郵便投票は，規定審議会の開

かれるロ　一一タリー年度の前のロータリー年度

において，その地区の年次大会が開かれた月

の翌月に，実施さるぺきものとする。

　この郵便投票は，本節（b）項（1）に掲げられて

いる規定に従って実施されなければならない。

第7節　通知

　審議会における地区のクラブ代表議員及び

補欠議員の選挙が終わったときは，地区ガバ

ナーは直ちにそれらの人達の名を事務総長に

報告しなければならない。

　審議会の少なくとも30日前に，事務総長は

その時までに報告を受けている審議会議員の

国際ロータリー細則

名を発表しなければならない。これと同時に，

審議会開催の時と場所を知らせる通知を各審

議会議員に郵送しなければならない。

第8節　信任状

　会長は，審議会の会合に先立ち，信任状委

員会を任命しなければならない。信任状委員

会は，審議会の開かれる前に審議会の開催さ

れる場所において会合して，信任状を審査し，

その査証をしなければならない。信任状は審

議会の議員であることを証明するものとして

委員会に提出することを要する。委員会の決

定はいかなる場合でも，審議会がこれを審査

することができる。

第9節　定足数

　投票権を有する審議会員の3分の1を以て

定足数とする。投票権を有する各議員は投票

に付せられた各案件につき1票のみを投ずる

権利を有する。審議会議においては，委任状

による代理者の投票を認めないものとする。

第10節　手続

　（a）本節（c）項の規定に従って，審議会はそ

の都度，議事の運営に必要と考える手続規則

を採用するものとする。但し，かかる規則は

本細則の他のすぺての規定に沿ったものでな

ければならない。審議会の開催に先立ち，会

長は委員会を任命して，審議会の議事に関す

る手続規則及び審議会の審議に付せられてい

る案件の審議順序を立案して審議会に提出さ

せなければならない。

　（b）審議会特別議員としての国際ロータリ

ー定款・細則委員会の委員長および委員，な

らびに審議会議長をもって構成する審議会起

草委員会を設ける。定款・細則委員会委員長

は，起草委員会の委員長となる。

　起草委員会は次の任務を行なうものとする。

　（1）審議会から命ぜられた立法案文の書き

直しを行ない，立法案又はその修正案中にあ

る矛盾を補正するために必要かつ適切な修正

文案を起草し，これを審議会に報告すること。

　（2）審議会の報告を作成すること。

9粂（7－10）

　（C）事務総長は，制定案のすべてを審議会

に回付しなければならない。但し，理事会は

制定案本文の全部を点検し，定款・細則委員

会の勧告に基づき，それらの制定案の本文の

中に不揃いの箇所があればこれを提案者に通

告しなければならない。

　（d）理事会は，すべての決議案の本文を点

検し，規定審議会に提出された決議案の審議

については，理事会が国際ロータリーのプロ

グラムの枠内にあるものと決定した決議案を

審議会に回付するよう事務総長に指令しなけ

ればならない。理事会が定款・細則委員会の

勧告に基づいて，決議案が国際ロータリーの

プログラムの枠内のものでないと決定した場

合は，提案者は審議会の開会に先立ってその

旨通告されなければならない。そして，その

決議案は，審議会に回付されないものとする。

但し提案者が，その決議案を審議会において

審議することについて，審議会議員の3分の

2の同意を得ている場合はこの限りでない。

　（e）審議会は，正規に提案された各制定案

及び決議案ならびにそれらに対する修正案を

審議してこれに対する決定を行なわなければ

ならない。

　（f）審議会議長は，審議会終了後10日以内

に，審議会の決定に関する詳細な報告を事務

総長に提出しなければならない。

　事務総長は審議会終了後の8月31日までに，

各クラブの幹事に対し，審議会が，修正を加

え，または修正を加えずに，採択した制定案

および決議案のすべてについて，審議会の行

なった決定に関する報告書を送付するものと

する。報告書には，それに記載されている制

定案または決議案の採択に関して審議会の行

なった決定に対し，反対の意思を表示しよう

とするクラブのために，その表示に用いる書

式を添付しなければならない。

　（9）制定案または決議案の採択に関する規

定審議会の決定に対して反対の意思を表示し

たクラブからの書式は，クラブ会長の認証を
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9条（10），10条（1－2a）

国際ロータリー細則

要するものとし，かつ，事務総長が審議会の

決定に関する報告書を郵送した日から90日以

内に事務総長の許に届くように，提出されな

ければならない。制定案または決議案の採択

に関して審議会の行なった決定に対して反対

を表示する場合，各クラブは，直前の7月1日

現在におけるクラブ会員数により，会員（名

誉会員を除く）50名またはその過半数の端数

につき1票を投ずる権利を有する。ただし，

いかなるクラブも，少なくとも1票を投ずる

権利を有するものとする。

　前記90日を経過したとき，またはその以前

においても，クラブ全部の行使し得る投票数

の10パーセント以上に当るクラブが，制定案

または決議案の採択に関して審議会の行なっ

た決定に対して反対の意思を表示した書式を

事務総長に提出した場合は，その制定案また

は決議案に関して審議会の行なった決定は無

効とされるものとし，その制定案または決議

案は，事務総長によって次の国際大会に提出

され，クラブの投票代議員の審議ならびに投

票用紙による最終表決に付せらるぺきものと

する。

　事務総長は，クラブから正式に受理した制

定案および決議案の採択に関して審議会の行

なった決定に対して反対の意思を表示した書

式のすぺてを検査して，これに関する計算表

を作るものとする。事務総長は，審議会終了

後の1月1日までに，計算の結果を全部のク

ラブに通知するものとし，その際，次の国際

大会において出席クラブ代議員により，本細

則の定めるところに従って審議，採決さるべ

き制定案または決議案があれば，これに関す

る通知をしなければならない。

　制定案又は決議案の採択について審議会の

行なった決定に対して反対の意思を表示する

クラブに関して定めた前記の場合を除き，各

制定案及び決議案について審議会の行なった

決定は1月1日にその効力を生ずるものとす

る。本細則第21条第4節に定める場合を除き，
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制定案又は決議案に関する国際大会の決定は，

その制定案又は決議案が表決された国際大会

直後の7月1日にその効力を生じるものとす
る。

第10条　指名と選挙

　　　　　　　会長の指名

第1節会長の指名
　会長の指名は，会長指名委員会もしくはク

ラブまたはこれらの両者によって，ここに定

める方法に従って行なわれるものとする。こ

の委員会の委員，その補欠者，元会長または

理事会のメンバーは，会長に指名することが

できないものとする。

＊第2節　会長指名委員会

　（・）構成．会長指名委員会は，以下に規定す

るゾーンまたは地域から推薦され，選出され

る15名の委員によって構成されるものとする。

　各委員は本人が推薦を受けるゾーンまたは

地域にあるクラブの名誉会員以外の会員でな

ければならない。

　会長，会長エレクトおよび元会長は，いず

れも会長指名委員会となる資格がないものと

する。かつて会長指名委員会の委員をつとめ

たことのある有資格ロータリアンは，前に委

員をつとめたときから少なくとも2年を経過

していなければ委員となることができない。

ただし，ゾーンまたは地域に，元理事で指名

委員会の委員となる資格のある者または委員

にすることができる者がほかにいないときは，

そのゾーンまたは地域で委員となる資格のあ

るロータリアンを引き続きそのゾーンまたは

地域からの委員として選ぶことができる。こ

の委員会の委員はいずれも国際ロータリーの

元理事でなければならない。また委員会委員

の候補者は，候補者として推薦を受けた時点

において，元理事でなければならない。ただ

＊1980年規定審議会に費いて改正。

国際ロータリー細則

し，指名委員会の委員として選出または任命

することのできる元理事がいないゾーンまた

は地域の場合は，元地区ガバナーであっても，

本細則第14条第1節に規定する常任委員会の

委員またはロータリー財団管理委員として少

なくとも一年以上つとめたことのあるもので

あれば，選出または任命することができるも

のとする。

　本節にいうゾーンとは，理事会が理事の選

出のために定めた各地域におけるゾーンを指

すものとする。

　各ゾーンまたは地域の会長指名委員会委員

の選出は，以下の規定によって行なうものと

する。

　（1）アメリカ合衆国，カナダ，バーミュー

ダ及びプエルトリコ．アメリカ合衆国，カナ

ダ，バーミューダおよびプエルトリコにおい

ては，会長指名委員会の委員として，毎年6

名を選出する。偶数年に，ゾーン1，2，3，4，

5および6にあるクラブが，それぞれのゾー

ンから会長指名委員会の委員として1名を選

び，また奇数年には，ゾーン7，8，9，10，

11および12にあるクラブが各ゾーン毎に会長

指名委員会委員として1名を選ぶものとする。

　②　グレートブリテン及びアイルランド．

毎年，グレートブリテン及びアイルランド国

際ロータリー年次大会において，また年次大

会が4月11日の前に始まる年には，グレート

ブリテン及びアイルランド国際ロータリー審

議会の定める方法および時期による郵便投票

によって，会長指名委員会委員1名を選出す

るものとする。

　㈲　ヨーロッパ大陸，北アフリカ及び東部

地中海地域．ヨーロッパ大陸，北アフリカ及

び東部地中海地域においては，当該地域から

毎年2名の委員を選出するものとする。

　アジアに所在するクラブならびに豪州，ニ

ュー Wーランド，アフリカおよび他のいずれ

の地域にも属さない土地のクラブによって構

成されている地域にあるクラブで，管理上の

10条（2a）

目的から，ヨーロッパ大陸，北アフリカ及び

東部地中海地域に含められているクラブは，

会長指名委員会委員選出の目的から，これを

ヨーロッパ大陸，北アフリカ及び東部地中海

地域に含めるものとする。

　毎年，その地域内の2つのゾーンのおのお

のから，番号順に輪番で，委員1名を選出す

るものとする。

　（4）アジア．アジアにおいては，毎年，会

長指名委員会委員として2名を選出するもの

とする。偶数年に，ゾーン1およびゾーン2

にあるクラブが，それぞれのゾーンから会長

指名委員会委員1名を選び，奇数年には，ゾ

ーン3およびゾーン4のクラブが，それぞれ

のゾーンから1名を選出するものとする。

　㈲　イベロ・アメリカ．南米，中米，メキ

シコおよびプエルトリコを除くアンティル諸

島から成るイベロ・アメリカは，毎年，会長

指名委員会委員として2名を選出する。毎年，

番号順に輪番で，二つのゾーンがそれぞれ委

員1名を選出するものとする。

　毎年，その地域内の2つのゾーンのおのお

のから，番号順に輪番で，委員1名を選出す

るものとする。

　（6）豪州，ニュージーランド，アフリカ及

び他のいずれの地域にも属さない土地．豪州，

ニュージーランド，アフリカ及び他のいずれ

の地域にも属さない土地のクラブによって構

成されている地域は，毎年1名の会長指名委

員会委員を選出するものとする。麹
地域の1ゾーンから，次の輪番順序で，委員

1名を選出するものとする：隔年にゾーン1，

ゾーン2，ゾーン3の順で，その中間の年に

は他のゾーン4および5のおのおのから順
番で。

　（7）以上のうちの1地域から選出されるア

ディショナル指名委員会委員．以上に定めら

れた各地域の会長指名委員会委員の選出のほ

かに，毎年，1名のアディショナル委員が選

出されるものとする。このアディショナル
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10条（2a－b）

国際ロータリー細則

委員は，本人が選ばれてその委員となる指名

委員会がその任務を遂行する年度に国際ロー

タリーの理事をつとめることとなるアディシ

ョナル理事を本細則第10条第3節（a）項（7）の規

定によって指名した地域と同じ地域から選出

されるものとする。

　（b）委員の選挙．2月1日から15日までの

間に，事務総長は，次年度の会長指名委員会

委員の候補者を出すことになっているゾーン

または地域の各クラブの幹事に対し，これら

ゾーンまたは地域内のクラブの会員で被選資

格のあるロータリアンをアルファベット順に

記載したリストを郵送しなければならない。

このリストは，事務総長事務所の原簿に載せ

られている被選資格のあるロータリアンに関

する記録の2月1日現在のものによって作成

さるぺきものとする。

　事務総長が各クラブに郵送するリストには，

次の事項が記載されていなければならない：

　　一各ロータリアンの氏名

　　一本人の所属するクラブの名称

　　一本人がつとめたことのある国際ロー

　　　　タリーの役職および国際ロータリー

　　　　委員会の委員，ならびに在任年度。

　次の国際大会における会長指名委員会委員

の選挙に候補者を推薦しようとするクラブは，

その例会において採択された前記候補者の指

名に関する決議を，4月1日までに事務総長

のもとに提出するものとする。この決議には，

本人に委員候補者推薦を受諾する意思がある

こと，および，会長指名委員会委員に選挙さ

れた場合にはよろこんで就任するつもりであ

り，また就任することが可能であることを推

薦されたロータリアン自身がしたためて差し

出した書面を添付しなければならない。

　前記4月1日までに事務総長が，いずれか

のゾーンまたは地域からただ1名の候補者の

名前しか受けつけていなかった場合は，その

あと10日以内に，会長は，その候補者を当該ゾ

ーンまたは地域からの会長指名委員会委員と
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して公表するものとする。もし4月1日に，

事務総長がいずれかのゾーンまたは地域から

2名以上の候補者の名前を受けつけていた場

合は，それらの候補者名は，すぺて，次の国

際大会において，　（グレート・ブリテン及び

アイルランドの場合は次のグレート・ブリテ

ン及びアイルランド国際ロータリー年次大会

において，または前述の郵便投票によって）

当該ゾーンまたは地域からの選挙人による票

決に付せらるべきものとし，各選挙人は，そ

の所属するゾーンまたは地域から出す委員1

名の選挙に1票を投ずる権利を有するものと

する。会長指名委員会委員の選挙は無記名投

票によるものとし，また，候補者が2名を越

える場合は，単一移譲式投票の方法によるも

のとする。ゾーンまたは地域からの候補者の

票決においては，必要な場合の第二選択以下

の選択票を加算して過半数の投票を獲得した

候補者が，会長指名委員会委員として公表さ

れるものとする。当該ゾーンまたは地域から

の候補者で必要な場合の第二選択以下の選択

票を加算して第2順位の票数を得た者は，会

長指名委員会の補欠委員として公表されるも

のとする。補欠委員は，本人がその補欠者と

して選出された委員がその任務に当たること

ができない場合にのみ，その任務を行なう。

いずれかのゾーンまたは地域において，同数

の最高得票数が生じた場合は，会長は，国際

大会の会期中に指名委員会委員選出のための

時と場所を指定して，再投票を行なわしめる

ものとする。

　指名委員会委員を選出すべきゾーンに次年

度の指名委員会の委員をつとめることのでき

る元理事がいない場合には，理事会は，ここ

数年間のその地域内における委員会委員の配

分について十分考慮したうえで，その地域内

の他のゾーンから委員を任命するものとする。

　委員に選ぶことのできる元理事が1名また

は2名以上いるゾーンまたは地域が会長指名

委員会委員の推薦もしくは選出をしなかった

国際U－一タリー細則

場合，または理由のいかんにかかわらず，そ

のゾーンまたは地域から出た委員に欠員を生

じた場合は，そのゾーンまたは地域で最も新

しい元理事が，そのゾーンまたは地域からの

会長指名委員会の委員となるものとする。但

し，その最も新しい元理事は，指名委員会の

委員に選挙するための候補者の推薦が行なわ

れた時点において，委員に選ばれる資格を備

えていたことを要するものとする。

　委員の任期は，委員の選挙が行なわれた年

次国際大会終了後の7月1日に始まり，翌年

の6月30日に終了するものとする。委員の補

欠者が委員会委員に代った場合は，その補欠

者は委員会の残存任期中その委員をつとめる

ものとする。

　以上の規定により委員会委員となる資格を

有するものは，委員になることを受諾するか

または拒絶するかの選択権を有するものとす

る。

　委員およびその補欠者に関する前記の規定

に定められていない場合の委員の欠員につい

ては，理事会がその欠員を補充する委員を任

命するものとし，その委員は，なるぺく欠員

を生じたそのゾーンまたは地域内のクラブか

ら任命さるべきものとする。

　（c）手続　事務総長は，前記の規定に従っ

て委員会委員となった者を理事会及びクラブ

に通知しなければならない。

　委員会を開いたときは，委員の中から委員

長を選挙しなければならない。

　事務総長は，会長の指名に関し委員会に提

案をしてその審議を仰ぐことを希望するクラ

ブがあればその提出をするように，クラブを

促す告示をするか，または委員会の名でそれ

を告示させなければならない。審議を受ける

ためには，このような提案は毎年19月31日ま

でに中央事務局の指名委員会に届くことを要

する。提案は，理事会の定めた様式に記載し

て指名委員会に提出されなければならない。

　事務総長がこの書式を各クラブに郵送する

10条（2b－d）

場合には，クラブが，指名に関する提案を審

議，決定するために30日の期間を持ち得るよ

うな時期にこの書式を受けとり，そして，提

案を所定の書式に記載して，辺月31日までに

事務総長の事務所の指名委員会に届けるのに

十分な日数を持ち得るように，余裕をみて，

発送するようにしなければならない。

　（d）委員会による指名．委員会は，会長の

職務に当たるぺき人物として求め得る最適任

のロータリアンを指名するようにする責任の

あることを考えて，会長の職につくべきノミ

ニーを選ぶものとし，そして，本人がその指

名を受諾したこと，および本人に就任の意思

があり，また就任が可能であることを確かめ

なければならない。

　委員会は，前記の目的のため，毎年11月30

日までに，理事会の定める時と場所において

開かれるものとする。

　委員会の委員12名を以て定足数とする。委

員会のすぺての議事の処理は多数決によるも

のとする。但し，委員会の行なう会長ノミニ

ーの選定については，委員会委員の中，少な

くとも9名の投票がそのノミニーを支持する

票であることを要するものとする。

　委員会の会議で選ぼれた会長ノミニーが，

何らかの理由で就任することができなくなっ

た場合，または会長に辞表を提出した場合に

は，以後そのノミニーを本人の指名にかかわ

る年度の会長に指名または選挙することがで

きないものとする。会長はこれを委員会の委

員長に通知するものとし，委員会は被選資格

を有する他のロータリアンを会長ノミニーと

して選出しなければならない。委員会は，前

記の11月30日までに開かれる会議で，このよ

うな不測の事態が生じた場合に備えて，委員

長に，委員会に代わり，直ちに必要な場合の

郵便もしくは電信による投票，または会長が

理事会に代わって定める時と場所における緊

急委員会の開催など，このような事態に対応

する的確な措置をとる権限を与える決定を行
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10条（2d－9）

国際ロータリー細則

なうべきものとする。委員会があらかじめ取

り決めておかなかったような不測の事態が生

じた場合には，理事会が，会長ノミニーの選

出について委員会のとるべき措置を決定する

ものとする。

　（e）委員会の報告．クラブ宛の委員会報告

は，委員会の会議後10日以内に，委員長によ

り事務総長に対して認証さるぺきものとする。

事務総長はこの報告を受けてから10日以内に，

その写しを各クラブに郵送しなければならな

いo

　㈹　クラブによる指名．（1）指名委員会に

よって行なわれる指名のほかに，いずれのク

ラブも，その例会において採択された会長候

補者を指名する決議を1月15日までに事務総

長に提出することによって，次の国際大会に

おける会長選挙に候補者として推薦さるべき

ノミニーを選ぶことができる。前記の1月15

日までに事務総長がそのような指名をどのク

ラブからも受け取っていなかった場合は，会

長は，委員会の指名した者を会長ノミニーと

して公表をするものとする。前記の1．月15日

までにそのような指名がどこかのクラブから

受け取られており，かつ，その指名がその直

後の1月25日まで引続き有効である場合は，

事務総長は，全部のクラブに対し，かかる会

長ノミニー全部の名前と資格を通告して，会

長ノミニー全員が次の国際大会において投票

にせらるべき旨を通告しなければならない。

もし，前記の1月25日に，どのクラブからの

指名も有効でなくなっていた場合は，会長は，

委員会の指名した者を会長ノミニーとして公

表するものとする。

　（2》前述の，指名委員会が改めて会長ノミ

ニ・一一を選出しなければならないような事態が

生じた場合には，クラブは，国際ロータリー

理事会の決定により，指名委員の指名するノ

ミニーのほかに会長ノミニーを選ぶための期

間としてできる限り十分な日数が与えられる

ものとし，前記のクラブの行なう指名につい
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ては，書類の提出期限に関するものを除き，

本（f）項の規定に従うべきものとする。

　㈲　本（f）項の前述の規定に定められていな

いような不測の事態が生じた場合には，理事

会が委員会のとるべき措置を決定するものと

する。

　（9）会長エレクトの空位．会長エレクトが

選挙された時からその次の国際大会が終わる

までの問に会長エレクトに空位を生じた場合

は，会長指名委員会は，その任務の一つとし

て，空位になった会長エレクトが会長として

就任すべかりしロータリー年度に会長をつと

める会長ノミニーの選出をしなければならな

い。このような選出は，できるだけ早く，緊急

委員会か，または定例の委員会において行な

わなければならない。もしこのような会議を

開くことができない場合は，郵便又は電信に

よる投票によって選出を行なうことができる。

　このような空位が生じた場合において，指

名委員会が既に本節（d）項に従って会長ノミニ

ーを選出しており，（e）項に従って事務総長に

対してこれを認証していたときは，委員会は，

その裁量によって，その既選出のノミニーの

承諾を得た上，そのノミニーを次の7月1日

に始まる年度の会長のノミニーとして指名す

ることができる。この場合には，指名委員会

はもう1名の会長ノミニーを選出して，次の

国際大会における選挙に付さなければならな

い。この会長ノミニーは，選挙された年の次の

暦年の7月1日に会長の任につくものとする。

　会長エレクトに生じた空位を補充するため

の指名手続は会長によって決定されるべきも

のとし，その手続には，各クラブに送付すぺ

き委員会の報告およびクラブによる指名に関

する規定が含まれていることを要する。この

ような規定は，時間的に可能な限り，本節（e）

項及び（f）項に従ったものでなければならない。

もしも空位の生じた時期が国際大会に近過ぎ

て，大会に先立ち，クラブの全部に郵送すべ

き委員会の報告およびクラブによる指名を行

国際ロータリー細則

うために必要な時間的余裕がない場合は，事

務総長は可能な範囲内で委員会の報告に関す

る通知を行なうものとし，また国際大会の議

場におけるクラブ代議員による指名が許され

るものとする。

　会長エレクトが就任する筈であった7月1

日の直前の国際大会の終了後，その7月1日

までの間に会長エレクトに空位が生じた場合

は，その7月1日に会長の地位が空位になっ

ているものとみなして，その空位を本細則第

5条第4節に従って補充すべきものとする。

　以上に規定されていない不測の事態が起っ

た場合は，会長において取るべき手続を決定

するものとする。

　（h）国際大会への指名の提出．事務総長は，

次の暦年の7月1日に始まる年度を任期とす

る会長の候補者として，会長指名委員会によ

って正式に指名された者の氏名およびクラブ

によって正式に指名された者の氏名を，選挙

のため，国際大会に提出しなければならない。

　会長エレクトに空位を生じた場合において，

もし可能であれば，事務総長は，当該大会直

後の7月1日に始まる年度を任期とする会長

の候補者として，会長指名委員会が正式に指

名した者の氏名及びクラブが正式に指名した

者の氏名を，選挙のため，国際大会に提出し

なければならない。事情により必要な場合は，

前掲（9）項の定めるところにより，指名は，国

際大会の議場におけるクラブ代議員によって

行なうことができる。

　　　　　　　　理事の指名

＊第3節　理事の指名

　（a）理事の指名は，以下に定めるところに

より，ゾーン，地理的集団又は地域によって

これを行なう：

理事ノミニーの選出（グレート・ブリテン

及びアイルランド選出の理事ノミニーを除

＊1980年親定審議会において改正。

10条（29－3a）

く）は，当該ゾーン，地理的集団又は地域内

のクラブの選挙人による国際大会における投

票によって行なうか，又は，当該ゾーン，地

理的集団又は地域内のクラブによる郵便投票

によって行なうか，もしくは，指名委員会手

続によって行なうか，或は理事会によって行

なうか，いずれかの方法によるものとする。

どの方法によるかについては，当該ゾーン，

地理的集団又は地域内のクラブの決定すると

ころに従うものとする。

　各ゾーン，地理的集団又は地域は，理事会

が準備する郵便投票によって，当該ゾーン，

地理的集団又は地域からの理事ノミニーを選

出する手続，即ち，国際大会における投票に

よるか，そのゾーン，地理的集団又は地域内．

のクラブの郵便投票によるか，指名委員会に

よるか，或は，理事会によって理事選出が行

なわれるゾーン，地理的集団又は地域の場合

にあっては，そのゾーン，地理的集団又は地

域からの理事ノミニーの選出を引き続き同じ

方法によって行なうかどうかを決定するもの

とする。このような郵便投票は又，ゾーン，

地理的集団又は地域が後述（d）項に定める指名

委員会手続を採用すると決定した場合におけ

る指名委員会手続に関連して，理事候補者に

対する投票の方法を決定しなければならない。

　このように決定された手続の変更は，その

ゾーン，地理的集団又は地域内の地区の少な

くとも3分の1の訴願がある場合にのみこれ

を企てることができる。ゾーン，地理的集団

又は地域内の地区の少なくとも3分の1の訴

願がある場合は，当該ゾーン，地理的集団又

は地域内のクラブの選挙人は，理事会の準備

する郵便投票によって，再び当該ゾーン，地

理的集団又は地域からの理事選出の方法，即

ち，国際大会における投票によるか，クラブ

の郵便投票によるか，指名委員会手続による

か，もしくは，理事ノミニーが理事会によっ

て選出されることになっているゾーン，地理

的集団又は地域にあっては，そのゾーン，地
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理的集団又は地域からの理事ノミニー選出を

引続きそのような方法によって行なうかどう

かを，決定しなければならない。

　訴願しようと欲する地区は，地区大会にお

いて，もしくは必要な場合は郵便投票によっ

て，地区内クラブの過半数によって採択され

た決議を事務総長のもとに提出することによ

ってこれを行なうことができる。このような

決議は，関係ゾーン，地理的集団又は地域か

らの理事ノミニー選出の方法の変更を審議す

ることが希望されている年度の1月1日以前

に，事務総長のもとに提出されることを要す

る。もし前述の1月1日までに事務総長が，

ゾーン，地理的集団又は地域内の地区の少な

くとも3分の1からこのような訴願を受け取

ったならば，事務総長は10日以内に当該ゾー

ン，地理的集団又は地域内の全クラブに対し

てこのような訴願について通告をしなけれぱ

ならない，そして理事会によって準備された

郵便投票を開始しなければならない，事務総

長が当該1月1日までに受領した訴願が，ゾ

ーン，地理的集団又は地域内の地区数の3分

の1に達しない場合は，提出されたこれらの

訴願はその効力を失ったものとされ，訴願を

行なっている地区はその旨通告を受けるもの

とする。

　ゾーン，地理的集団又は地区内のクラブが，

そのゾーン，地理的集団又は地域からの理事

ノミニーの選出を国際大会における投票によ

って行なうぺきことを決定した場合は，その

投票は後述（b）項に定めるところに従って行な

わるぺきものとする。

　ゾーン，地理的集団又は地域内のクラブが，

そのゾーン，地理的集団又は地域からの理事

ノミニーの選出を郵便投票で行なうぺきこと

を決定した場舎は，その投票は後述（c｝項に定

める手続に従って実施さるぺきものとする。

　ゾーン，地理的集団又は地域内のクラブが，

そのゾーン，地理的集団又は地域からの理事

ノミニーの選出を，指名委員会手続によるべ

270

きことを決定した場合は，その選出は後述（d）

項に定める手続に従うべきものとする。

　理事ノミニーの選出が理事会によって行な

われるゾーン，地理的集団又は地域内のクラ

ブが，そのゾーン，地理的集団又は地域から

の理事ノミニーの選出を引続き同じ方法によ

るべきことを決定した場合は，そのような選

出の手続は理事会によって決定さるべきもの

とする。

　（1）米国，カナダ，バーミューダ及びプエ

ルトリコ．米国，カナダ，バーミューダ及び

プエルトリコからの理事の選出は，ゾーン別

に行なうものとする。米国，カナダ，バーミ

ューダ及びプエルトリコからの理事候補者推

薦の目的のため，及び本細則に特に定められ

ているその他の目的のため，1から12までの

番号を付した12のゾーンが設けられるものと

し，そのうち，一・つのゾーンはカナダのクラ

ブから成り，11のゾーンは，米国，バーミュ

ーダ及びプエルトリコ内のクラブから成るも

のとする。各ゾーンとも，でき得る限り相隣

接する国際ロータリー地区の集団内のクラブ

をもって構成さるぺきものとし，又，米国，

バーミューダ及びプエルトリコ内のクラブか

ら成る11のゾーンについては，それぞれのゾ

ーンの選挙人の数がほぼ等しくなるようにし

なければならない。

　理事会は，米国，カナダ，バーミューダ及

びプエルトリコの各ゾーンを構成する地区の

リストを決定しなければならない。理事会は，

前記のリストを，毎年，米国，カナダ，バー

ミューダ及びプエルトリコ内のすべてのクラ

ブに公表すべきものとする。理事会が前記の

ようにして決定し公表したゾーンの編成は，

その次の会計年度の国際大会において選挙さ

れる国際ロータリー理事の候補者指名につき

その効力を有するものとする。各奇数年に，

三つの奇数番号のゾーンのそれぞれから1名

ずつの理事候補者を指名するものとし，これ

を，ある奇数年にはゾーン1，ゾーン3及び

国際ロータリー細則

ゾーン5が，その次の奇数年にはゾーン7，

ゾーン9及びゾーン11が，というように代わ

るがわる行なう。各偶数年には，三つの偶数

番号のゾーンのそれぞれから1名ずつの理事

候補者を指名するものとし，これを，ある偶

数年にはゾーン2，ゾーン4及びゾーン6で，

その次の偶数年にはゾ・・一一・ン8，ゾーン10及び

ゾーン12，というように代わるがわる行なう。

　カナダのクラブの構成しているゾーンから

の理事ノミニーの選出は，集団別に，代わる

がわるこれを行なうものとする。理事候補者

推薦の目的のために，そしてこの目的のため

にのみ，カナダ内のクラブは，理事会の決定

する三つの集団に分けられ，この決定による

集団別は，その次の会計年度の国際大会にお

いて選挙される国際ロータリー理事の候補者

の指名につきその効力を有するものとする。

理事会は，カナダのクラブの構成しているゾ

ーンからの理事が選挙される年の前の会計年

度に，カナダの各集団を構成するクラブのリ

ストを決定し，翌年の国際大会で選挙さるべ

き理事の候補者の指名を行なう集団を指定す

るものとする。

　カナダのクラブの構成しているゾーンから

の理事が選挙される年の前の年に，理事会は，

カナダ内のすべてのクラブに，カナダの各集

団を構成するクラブのリストを公表し，又，

次の会計年度の国際大会において選挙される

理事の候補者の指名を行なう集団をクラブに

通知しなければならない。

　（2）グレート・ブリテン及びアイルラン

ド．各奇数年毎に，グレート．・ブリテン及び

アイルランド内国際ロータリー大会において，

グレート・ブリテン及びアイルランド内のク

ラブの会員中から1名の理事が指名さるべき

ものとする。このノミニーの氏名は，グレー

ト・ブリテン及びアイルランド内国際ロータ

リーの幹事によって事務総長に証明されなけ

ればならない。このようなノミニーが選挙さ

れる資格を喪失した場合は，グレート・ブリ

10条（3a）

テン及びアイルランド内のクラブからの選挙

人は，国際大会においてそのために開かれた

会合で，多数決によって，当該地理的集団か

らの理事ノミニーを選出するものとする。

　（3）ヨ・－nッパ大陸，北アフリカ及び東地

中海地域．欧州大陸，北アフリカ及び東地中

海地域からの理事ノミニーの選出は，ゾーン

別に行なうものとする。この地域内のクラブ

から理事候補を推薦する目的だけのために，

1から5までの五つのゾーンを設ける。各ゾ

ーンは，実行可能な限りこの地域の相隣接す

る国際ロータリーの地区の集団内のクラブか

ら成るものとし，そのほかに理事会の決定す

る，地区に属さないクラブ　（“non・districted

clubs”）む含むものとする。アジアに所在す

る地区およびクラブ，ならびに豪州，ニュー

ジーランド，アフリカおよび他のいずれの地

域にも含まれない土地によって構成されてい

る地域にある地区およびクラブで，管理上の

目的からヨーロッパ大陸，北アフリカおよび

東地中海地域に含められているものは，理事

候補者推薦の目的から，これをヨー・一ロッパ大

陸，北アフリカおよび東地中海地域に含める

ものとする。

　理事会はこの地域内の各ゾーンを構成する

地区及び地区に属さないクラブのリストを決

定しなければならない。理事会は毎年このリ

ストを地域内の全クラブに発表しなければな

らない。理事会が前記のようにして決定し公

表したゾーンの構成は，次の会計年度の国際

大会において選挙される国際ロータリー理事

の指名につきその効力を有するものとする。

　毎年，1名の理事がこの地域内クラブの会

員の中から指名されるものとし，その指名は，

番号順の回り持ちで，各ゾーン毎に行なわれ

るものとする。

　（4）アジア．アジアからの理事ノミニーの

選出は，ゾーン別に行なうものとする。アジ

アのクラブから理事の候補者を推薦する目的

のため，そしてこの目的のためにのみ，1か
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10条（3a）

国際ロータリー一細則

ら4までの番号を付した四つのゾーンを設け

る。各ゾーンは，でき得る限り相隣接した国

際ロータリー地区の集団内のクラブで構成さ

れ，又理事会の定める，地区に属さないクラ

ブを含むものとする。アジアにある地区およ

びクラブで，管理上の目的からヨーロッパ大

陸，北アフリカおよび東地中海地域に含めら

れているものは，理事候補者推薦の目的上，

これをアジアのゾーンに含めず，ヨーロッパ

大陸，北アフリカおよび東地中海地域のゾー

ンに含めるものとする。日本国内のクラブを

含む各地区は，ゾーン1又はゾーン3に編入

されるものとする。

　理事会は，アジアの各ゾーンを構成する地

区及び地区に所属しないクラブのリストを決

定する。理事会が前記のようにして決定し，

公表したゾーンの編成は，次の会計年度の国

際大会において選挙される国際ロータリー理

事の候補者指名につきその効力を有するもの

とする。

　毎年，アジア内のクラブの会員の中から1

名の理事が指名されるものとし，その指名は，

各ゾーンが，番号の順序で，代わるがわる行

なうものとする。

　㈲　イベロ・アメリカ．イペロ・アメリカ

からの理事ノミニーの選出は，ゾーンによる

ものとする。イペロ・アメyカは南米，中米，

メキシコ，及びプエルトリコを除くアンティ

ル諸島を含むものとする。

　イペロ・アメリカ内のクラブからの理事候

補者を推薦する目的のためにする場合に限り，

イベロ・アメリカを1から5までの番号を付

した五つのゾーンに分けるものとする。各ゾ

ーンは，実行可能な限り，相隣接する国wa　U

一タリーの地区の一団に属するイベロ・アメ

リカ内のクラブから成るものとし，そのほか

に理事会の決定する，地区に属さないクラブ

を含むものとする。各ゾーンは，各ゾーン内

クラブから出る選挙人の数がほぼ同じになる

ように構成されるものとする。ブラジル国内
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のクラブを含む各地区は，ゾーン2又はゾー

ン4に編入されるものとする。

　理事会は，イベロ・アメリカ内の各ゾーン

を構成する地区及び地区に属さないクラブの

リストを決定しなければならない。毎年，理

事会は，上述の地区のリストをイベロ・アメ

リカ内の全クラブに発表しなければならない。

理事会によって上述のように決定され発表さ

れたゾーンの編成は，次の会計年度の国際大

会において選挙される国際ロータリー理事の

指名に関しその効力を有するものとする。

　毎年，各ゾーンがその番号順のローテーシ

ョンによって，1名の理事を，イベロ・アメ

リカ内のクラブの会員中から指名するものと

する。

　（6）豪州，ニュージーtランド，南アフリカ

及び他の地域のいずれにも含まれない所．豪

州，ニュージーランド，南アフリカ，及び他

のいずれの地域にも含まれない所に所在する

クラブからの理事ノミニーの選出は，ゾーン

によるものとする。この地域内のクラブから

理事候補者を推薦する目的および本細則に特

に定められているその他の目的のために，1

から5までの番号を付した五つのゾーンを設

けるものとする。各ゾーンは，実行可能な限

胱相隣接する国際ロータリーの地区の一団

に属するクラブから成るものとし，そのほか

に理事会の決定する，地区に属さないクラブ

を含むものとする。

　この地域にある地区及びクラブで，管理上

の目的からヨーロッパ大陸，北アフリカ及び

東地中海地域に含められているものは，理事

候補者推薦の目的上，これを，豪州，ニュー

ジーランド，南アフリカ又は他のいずれの地

域にも含まれていない土地のクラブによって

構成されているゾーンに含めず，ヨーロッパ

大陸，北アフリカおよび東地中海地域のゾー

ンに含めるものとする。豪州内のクラブを含

む各地区は，ゾーン1，2，3に編入される

ものとする。

国際ロータリー細則

　理事会は，この地域のゾーンから理事が選

挙される会計年度の前の年度に，この地域内

の各ゾーンを構成する地区及び地区に属さな

いクラブのリストを決定し，この地域内の全

クラブに発表しなければならない。理事会に

よってこのように決定され発表されたゾーン

は，次の偶数年の国際大会において選挙され

る国際ロータリー理事の指名に関しその効力

を有するものとする。

　各偶数年毎に1名の理事がこの地域内のク

ラブの会員の中から指名されるものとし，そ

の指名は各ゾーンが次の順序により回り持ち

で行なうものとする：豪州の三つのゾーン，

即ち，ゾーン1，2，および3が代わるがわ

る指名ゾーンとなるものとし，その他のゾー

ン4および5，即ちニュージーランドおよび

アフリカ（地中海に面する諸国，諸地域を除

く）は，代わるがわる，豪州の各ゾーンの指

名の年の問の年に，指名ゾーンとなるものと

並　（7）前記地域の一つからのアディショナル

理事．以上のように定められた国際ロータリ

ー理事の指名のほかに，各奇数年毎に，上述

地域のうち理事会の指定する1地域から，1

名のアディショナル理事を指名するものとし，

この理事ノミニーの指名は，指定された地域

からの理事ノミニーの選出に関して定められ

た手続きに従って行なわるべきものとする。

　理事会は，少なくとも5年毎に，ロータリ

ー・ Nラブの地理的分布状態その他への配慮

とともに，クラブの数の増勢及びある地域に

おける特殊な増勢も考慮に入れて，理事会の

メンバーの各地域への配分について検討すべ

きものとし，その検討に基づき，理事を指名

する各地域ができ得る限り公平にその代表を

理事会に出すこととなるようにする考えで，

この規定により，アディショナル理事の指名

の行なわるべき地域を決定してその指定をし

なければならない。

　（b）国際大会における理事ノミニーの選

10条（3a－b）

出。本節の規定に従って，ゾーン，地理的集

団又は地域からの理事のノミニーの選出を国

際大会において投票によって行なうぺき場合

には，当該各ゾーン，地理的集団又は地域内

のクラブを代表する選挙人は，国際大会の会

期中に，理事候補者の選出を目的とした会合

を，国際大会の公式プログラムに示されてい

る時及び場所において開かなければならない。

　自分の属するゾーン，地理的集団又は地域

内のクラブを代表する選挙人は，定款及び本

細則の規定に従って，自分のゾーン，地理的

集団又は地域内のクラブの会員を理剰侯補者

として推薦することができる。そのゾーン，

地理的集団又は地域内の1区域が候補者を推

薦すべき土地として指定されている場合には，

そのゾーン，地理的集団又は地域からの候補

者は，その指定された区域内のクラブの会員

であることを要する。

　次の国際大会においてゾーン，地理的集団

又は地域からの理事候補者を推薦しようとす

るクラブは，4月1日まで一但し国際ロー

タリー会長指名委員会がその指名した会長ノ

ミニーを発表する以前であってはならない

一　，そのクラブの例会において採択した

クラブ推薦の候補者の指名に関するクラブの

決議を事務総長に提出して，その候補者推薦

の意図を表明しなければならない。前記の4

月1日までに，事務総長がいずれかのゾーン，

地理的集団又は地域から，1名の候補者名し

か受理していなかった場合は，会長は，その

日から10日以内に，前記の候補者がそのゾー

ン，地理的集団又は地域からの理事ノミニー

たるべきことを公表するものとする。

　もしも，前記の4月1日までに，事務総長

が，いずれかのゾーン，地理的集団又は地域

から，2名以上の候補者の名を受理していた

場合は，当該ゾーン，地理的集団又は地域内

のクラブの選挙人は，国際大会で会合を行な

い，当該ゾーン，地理的集団又は地域からの

候補者を，クラブが正規の手続きにより候補
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者としてその名前を事務総長に提出した候補

者の中から，推薦しなければならない。

　もし，いずれかのゾーン，地理的集団又は

地域が，クラブの推薦の意思を正式に事務総

長に提示して候補者の推薦をしなかった場合

は，そのゾーン，地理的集団又は地域内のク

ラブの選挙人は，国際大会会期中に会合して

候補者を推薦しなければならない。

　理事候補者推薦に用いられるべき書式は次

に示す書式に限るものとする：

　‘‘　　　　ロー一タリー・クラブの

は　　　　のロータリアン　　　を理事候

補者として推薦する。”

　各推薦に対してセコンドする者は2名まで

しか発言を許されないものとし，それに用い

る書式は次の書式に限るものとする：

　‘‘　　　　ロー一・タリー。クラブの

は　　　　を理事候補者として推薦するロー

タリアン　　　の提案をセコンドする。”

　ゾーン，地理的集団又は地域からの選挙人

によって推薦された1名又は数名の候補者の

名は，それら選挙人の会合の議長によって事

務総長に証明されなければならない。もしも

ゾーン，地理的集団または地域内のクラブの

選挙人の推薦する候補者がただ1名しかなか

った場合は，その候補者が自動的にそのゾー

ン，地理的集団又は地域のノミニーとなるも

のとし，当該選挙人会合の議長によってその

旨事務総長に証明されなければならない。

　もしも，ゾーン，地理的集団又は地域内の

クラブから選挙人が2名以上の理事候補者を

推薦した場合には，そのゾーン，地理的集団

又は地域内のクラブからの選挙人はこれらの

候補者について投票をしなければならない。

そしてもしそれら候補者の数が3名以上の場

合は，その投票はpa－一一移譲式投票の方法によ

らなければならない。当該ゾーン，地理的集

団又は地域からの理馨喉補者の中，必要な場

合は第2選択以下の選択票を算入した後，そ

のゾーン，地理的集団又は地域内で投ぜられ
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た票の過半数を得た理事候補者が，指名され

たものと公表さるぺきものとする。

　（c）郵便投票による理事ノミニーの選出．

本節の規定によって，ゾーン，地理的集団又

は地域からの理事ノミニーの選出が郵便投票

によって行なわれる場合は，その手続は次の

通りとする：

　会長は，投票用紙の準備を監督し，クラブ

の行なった投票を受理し，これを数える選挙

管理委員会を任命するものとする。この委員

会は，郵便投票によって理事ノミニーの選出

が行なわれるゾーン，地理的集団又は地域の

投票に関してその任務を行なうものとする。

　ゾーン，地理的集団又は地域内のクラブは，

定款及び本細則の規定に従って理事候補者と

して当該ゾーノ，地理的集団又は地域内のク

ラブ会員を推薦することができる。もし，理

事会がそのゾーン，地理的集団又は地域内の

1区域を理事ノミニー推薦の目的のために指

定した場合は，当該ゾーン，地理的集団又は

地域からの候補者は，その指定された区域内

のクラブの会員であることを要する。

　自分の所属するゾーン，地理的集団又は地

域から理事ノミニー候補者を推薦したいと思

うクラブは，そのゾーン，地理的集団又は地

域から理事が選挙される国際大会の前の年の

12月15日又はそれ以前に，そのクラブの例会

で採択されたその候補者推薦の決議を，事務

総長に提出しなければならない。その決議に

は，理事会によって定められた書式に，クラ

ブが理事になる資格があると確信する候補者

の資格および業績を記入した陳述書，意思が

あり，任務につき得るという被推薦ロー一タリ

アンの書面による意思表示，および，最近の

写真を添付することを要する。

　もし前記の12月15日に事務総長が，ゾーン，

地理的集団又は地域から唯1名の候補者の名

前しか受取っていなかった場合は，その日か

ら10日以内に会長はその候補者を，そのゾー

ン，地理的集団又は地域からの理事ノミニー

国際ロータリー細則

として公表するものとする。もしもゾーン，

地理的集団又は地域から候補者が1名も推薦

されなかった場合は，理事会がそのゾーン，

地理的集団又は地域からの理事ノミニーを任

命するものとする。

　もし前記の12月15日に事務総長が，ゾーン，

地理的集団又は地域から2名以上の候補者の

名を受取っていた場合は，選挙管理委員会は

投票用紙一単一移譲式投票による場合には，

その様式の投票用紙一および，理事会によ

って定められた書式に，推薦クラブから提供

された各候補者に関する経歴資料を公平に要

約して記入したものを準備するものとする。

　選挙管理委員会は，投票用紙に写真と履歴

書を添えて，次の12月31日までに，当該ゾー

ン，地理的集団及び地域内の各クラブ宛に郵

送させるように手配しなければならない。こ

の投票用紙は，投票を記入して2月15日まで

に中央事務局内の選挙管理委員会に必着する

よう返送されなければならない旨の指図とと

もに郵送されなければならない。

　各クラブは，少なくとも1票を投ずる権利

を有するものとする。直前の7月1日現在の

会員数に基づき，名誉会員を除く会員数50名

を越えるクラブは，50名を越える毎50名又は

その過半数につき追加票1票の権利を有する

ものとする。

　2月20日までに，選挙管理委員会は，会長

の招集によって会長の決定する時と場所に会

合して，投票用紙を審査し，これを数え，そ

してその投票の結果の報告を，その後5日以

内に事務総長に対して証明しなければならな

いo

　自分の属するゾーン，地理的集団又は地域

内で投じられた票一必要な場合には第2選

択票及び第3以下の選択票をすべて算入した

上で一の過半数を得た理事候補者がノミニ

ーとして公表されるものとする。

　会長は3月1日までにこのような郵便投票

によって選出された理事ノミニーの名を発表

10条（3c－d）

しなければならない。

　最高得票が同点で，再度の郵便投票を必要

とする場合は，選挙管理委員会は投票用紙の

準備を監督して，理事ノミニー選出のための

第一一一一一次郵便投票で最高得票を得た候補者達の

写真と履歴書を添付した投票用紙を，3月1

日までに当該ゾーン，地理的集団又は地域内

の各クラブに郵送させるよう手配しなければ

ならない。このような投票用紙は，投票を記

入して，次の4月15日までに中央事務局内の

選挙管理委員会に必着するよう返送されなけ

ればならない旨の指図とともに郵送されなけ

れぱならない。選挙管理委員会は，4月20日

までに，会長の招集の下に，会長の決定する

時と場所において会合して，投票を審査し，

これを数えて，その投票の結果の報告を，そ

の後5日以内に事務総長に対して証明しなけ

ればならない。会長は，4月30日までに当該

ゾーン，地理的集団又は地域内の全クラブに

対して，次の国際大会で選挙さるべき，その

ゾーン，地理的集団又は地域からの理事ノミ

ニーを通告しなければならない。

　（d）指名委員会手続による理事ノミニーの

選出．本節の規定に従い，ゾーン，地理的集

団又は地域からの理事候補者の選出を指名委

員会手続によって行なう場合には，指名委員

会が構成されるべきものとし，次のように行

なわれるものとする：

　理事ノミニー指名委員会は5名の委員を以

て構成されるものとする。各委員は，当該ゾ

ーン，地理的集団又は地域内の会員で，パス

トガバナーでなければならない。委員は1年

の任期をもって選挙されるものとする。会長，

会長エレクト，及び元会長はいずれもこの指

名委員会の委員となる資格はないものとする。

理事も元理事も，理事指名委員会の委員とな

ることはできない。この委員を2回つとめた

ロータリアンは，以後更にこの委員をつとめ

ることはできない。各委員はそれぞれ1票の

投票権を有するものとする。

275

1

｛

t



似

10条（3d）

国際ロータリー細則

　指名委員会委員の候補者を推薦する目的の

ために，理事会は，ゾーン，地理的集団又は

地域が理事ノミニーを選出すべき会計年度の

前の会計年度の第1回会合において，当該ゾ

ーン，地理的集団又は地域を五つの区域に等

分してこれを指定しなければならない。理事

会の決定する区域は，ゾーン，地理的集団又

は地域から選ばれる委員が，数年間の期間を

通してほぼ均等にそのゾーン，地理的集団又

は地域内の各部分に配分されるようにするた

め，ゾーン，地理的集団又は地域内のクラブ

数をおおよそ5等分にするために毎年変更す

ることができる。このようにして指定された

各区域内のクラブは，1名の委員を選挙する

ものとする。

　このような年度の9月15日までに，事務総

長はそのゾーン，地理的集団又は地域内のク

ラブに，理事会によって定められた指名委員

会委員の配分を通告し，以下定められている

ような委員会委員候補者推薦の方法について

クラブに通告しなければならない。

　指名委員会委員は，ゾーン，地理的集団又

は地域のクラブによって，郵便投票を以て選

挙されるものとする。自分のゾーン，地理的

集団又は地域からの理事指名委員会委員候補

者を推薦しようとするクラブは，理事が国際

大会で選挙される会計年度の前の会計年度の

12月31日までに，そのクラブの例会で採択さ

れた，その候補者を指名するクラブ決議（ク

ラブ幹事によって正式に証明されている）を

事務総長の許に提出することによってこれを

行なうことができる。この決議には，推薦さ

れたロータリアンが任務につく意思があり，

就任が可能であるということを本人がしたた

めた書面，理事会が定めた様式に経歴の明細

を記入したもの及び最近の写真を添付するこ

とを要する。

　前記12月31日において，事務総長が理事会

の決定したある区域から正式に推薦された当

該ゾーン，地理的集団又は地域の理事指名委
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員会委員の候補者として，1名の氏名のみを

受理していたときは，会長は，できる限り速や

かに，当該候補者をその推薦区域からの指名

委員会委員とすることを公表するものとする。

　前記12月31日において，事務総長が理事会

の決定したある区域から正式に推薦された当

該ゾーン，地理的集団又は地域の理事指名委

員会委員の候補者として，2名以上の氏名を

受理していたときは，事務総長は，3月1日

までに投票用Wt－一一一di－一移譲式が適用される

場合にはその様式による投票用紙一を作成

して，関係区域のクラブに郵送しなければな

らない。その投票用紙には，事務総長が，前

記12月31日において，当該区域のクラブから

受理しているすべての正式に推薦された候補

者の氏名を列記するものとする。

　各投票用紙には，それに記された各候補者

の写真と履歴書が添付されなければならない。

そしてその履歴書は記載事項が画一で，理事

会が定めた書式に記入して提供された資料に

基づいて作られたものでなければならない。

前記以外の用紙，資料又はパンフレットや選

挙運動のためのものは，一切みとめられない。

候補者あるいは候補者のために他人が，国際

ロータリーから配布される写真及び履歴書以

外のパンフレット，印刷物又は書状を，ゾー

ン，地理的集団又は地域のクラブもしくは会

員に，配布したり，回覧させたりしてはなら

ないものとする。

　投票については，各クラブは1月末日現在

のクラブ会員数に基づき，その会員（但し名

誉会員を除く）数50名又はその過半数毎に1

票を投ずる権利を持つものとする。但し各ク

ラブは少なくとも1票を投ずる権利を有する

ものとする。会長は少なくとも3名の理事会

のメンバーから成る選挙管理委員会を任命す

るものとし，その中の1名又は何名かは当該

ゾーン，地理的集団及び地域から出ている理

事でなければならない。但しこれらの理事が

任務遂行不能又は資格喪失の場合はこの限り

国際ロータリー細則

ではない。

　クラブの投票を表示した投票用紙は，中央

事務局内の選挙管理委員会宛に送られること

を要し，次の4月15日までに同委員会に到達

しなければならない。選挙管理委員会は，6

月1日までに投票用紙を審査し，これを数え

て，投票の結果を事務総長に通知しなければ

ならない。

　投票の結果を決定するについては，選挙管

理委員会は，理事会が定めた指名委員会委員

の醗分を実現するため投票用紙を各区域別に

数えなければならない。そうして，各区域の

投票において最高の票を得た候補者が委員会

委員として公表されるものとする。2番目に

多い票数を得た候補者がその同じ投票で選ば

れた補欠委員として公表されるものとする，

補欠委員は，自分がその補欠として選挙され

た委員がその任務をつとめることができない

場合にのみ，任務につくものとする。

　ゾーン，地理的集団又は地域内のある区域

が理事指名委員会委員を選挙しなかった場合，

又は，何等かの理由で委員会委員に欠員を生

じた場合は，当該ゾーン，地理的集団の中の

当該区域から出た指名委員会の元委員の中，

最も新しい，有資格元委員，もしその人が資

格に欠けるか又は就任を拒絶した場合はその

補欠委員が，当該区域からの理事指名委員会

委員となるものとする。前述の規定によって

委員会委員となる資格ある者は，委員会に列

することを承諾又は拒否する選択権を与えら

れるものとする。委員及び補欠委員に関する

前述の規定を適用し得ない委員会委員の欠員

の場合は，理事会が，その欠員を埋めるため

の委員を任命するものとする。この場合の委

員は，欠員の生じたゾーン，地理的集団又は

地域内のクラブから優先的に任命さるべきも

のとする。

　ゾーン，地理的集団又は地域から理事が指

名される会計年度の前の会計年度の6月1日

までに，理事会は委員会委員の中から指名委

10条（3d）

員会の招集者を指名しなければならない。そ

して次の10月1日から15日までの間に委員会

の会合を開くぺき場所を指定しなければなら

ない。委員会はその会合の際委員の1名をそ

の議長に選ばなければならない。

　7月15日までに，事務総長は当該ゾーン，

地理的集団又は地域のクラブに指名委員会の

構成について報告しなければならない。そし

て，委員会の名を以て，そのゾーン，地理的

集団又は地域内のクラブに対して，もし欲す

るならばそのゾーン，地理的集団又は地域か

らの理事指名に関してクラブとしての提案を

委員会の審議に付するために提出することを

勧誘する通知を発し或は発せしめるよう手配

しなければならない。この提案は，理事会が

定めた書式を用いて指名委員会に提出されな

ければならない。そしてその提案書には，こ

れを提出するクラブが適切と考える，候補者

のロータリーその他における活動に関するあ

らゆる資料及び最近の写真を含めなければな

らない。理事会が定める書式には，提案書の

送付先である招集者の宛名を記載しなけれぼ

ならない。前記の提案の審議を受けるために

は，その提案書が9月15日までに招集者の名

宛先に到達することを要する。

　委員会は，翌10月中に，理事会によって定

められる時と場所において会合するものとす

る。委員4名をもって定足数とする。議事は

すべて多数決によって決する。但し，委員会

の理事ノミニーの選出に限り，少なくとも4

名の委員がそのノミニーに賛成票を投ずるこ

とが必要である。

　委員会による理事ノミニーの選出は，当該

ゾー一ン．地理的集団又は地域内のクラブの会

員の中からか，当該ゾーン，地理的集団又は

地域内のクラブが行なった提案の中からか，

もしくはその他の方法によって行なわれる。

もしも，ゾーン，地理的集団もしくは地域の

1区域が理事会によって理事指名候補者推薦

の目的のために指定されていた場合には，選
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出される理事ノミニーは，当該区域内クラブ

の会員であることを要する。指名委員会の委

員又は補欠委員は，どちらも委員会によって

理事に指名される資格を認められていない。

委員会は，求め得る最も有能な人の指名を実

現する責任を常に自覚していなければならな

いo

　ゾーン，地理的集団又は地域からの理事選

出に関する委員会の報告は，委員会会合後10

日以内に事務総長に提出しなければならない。

11月1日までに，事務総長はゾーン，地理的

集団又は地域内の全クラブに指名委員会の選

出を通告しなけれぱならない。

　もしも何等かの理由によって委員会の会合

において選出された理事ノミニーボ任につく

ことができない場合は，委員会は郵便投票又

は電信又は緊急委員会の開催のいずれかによ

って理事ノミニーをもう1名選出しなければ

ならない。このような緊急の場合に対処する

具体的な手続は，10月に開かれる委員会の会

合において決定されるものとする。委員会が

予測していないような緊急事態が発生した場

合は，理事会は，委員会が理事ノミニー選出

に際してとるべき手続を決定しなければなら

ない。

　指名委員会が行なった選出に加えて，その

ゾーン，地理的集団又は地域内のクラブは，

そのゾーン，地理的集団又は地域からの理事

候補者として，既に指名委員会に対して正式

に提案されている者を推薦することができる。

これを行うには，そのクラブの例会において

採択された，その候補者の指名に関するクラ

ブ決議を12月15日までに事務総長に提出する

ことを要する。この決議には，任務につく意

思があり，その用意があるという被推薦ロー

タリアンの書面による意思表示，経歴の明細

（理事会が定めた書式に記入）及び最近の写

真の添付を必要とする。もしも，理事に指名

されるべき候補者推薦の目的のために，その

ゾーン，地理的集団又は地域の中の一区域を
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理事会が指定していた場合には，各候補者は

その指定された区域内にあるクラブの会員で

あることを要する。

　もし前記の12月15日に，そのゾーン，地理

的集団又は地域内のどのクラブからも以上の

ような推薦を事務総長が受け取っていなかっ

た場合には，会長は遅くとも12月31日までに，

指名委員会が選んだノミニーをそのゾーン，

地理的集団又は地域からの理事ノミニーとし

て公表するものとする。前記の12月15日に，

そのゾーン，地理的集団又は地域内のどこか

のクラブから以上のような推薦を事務総長が

受取っていた場合における，クラブ推薦の候

補者及び指名委員会が選定した候補者の中か

ら理事ノミニーを選ぶ方法は，本節（a）項の規

定に基づいてあらかじめそのゾーン，地理的

集団又は地域内のクラブが決定したところに

従って，郵便投票もしくは国際大会における

投票によるものとする。

　もしも，ゾーン，地理的集団又は地域が，

クラブ推薦の候補者及び指名委員会が選出し

た者の中から理事ノミニーを選ぶ方法を郵便

投票によることとする決定をしていた場合は，

その投票は本節の規定に従って行なわなけれ

ばならない。

　もしも，ゾーン，地理的集団又は地域が，

クラブ推薦の候補者及び指名委員会が選出し

た者の中から理事ノミニーを選ぶ方法を国際

大会における投票によることとする決定をし

ていた場合は，事務総長は遅くとも12．月31日

までに，当該ゾーン，地理的集団又は地域内

のクラブにそれらの候補者の名を全部通告し

なければならない。そして，そのゾーン，地

理的集団及び地域内クラブの選挙人達は，こ

れらの候補者を対象に投票を行なわなければ

ならない。そして，候補者が3名以上ある場

合はその投票は蝋一移譲式投票によるものと

する。自分の属するゾーン，地理的集団又は

地域内の投票数の中，必要な場合は第2選択

以下の選択票をも計算に入れた上で，過半数

国際ロータリー細則

を得たそのゾーン，地理的集団又は地域の理

事候補者が指名されたものとして公表される

ものとする。

　本節の規定に従って，郵便投票もしくは国

際大会における投票手続により，理事ノミニ

一を選ぶため投票を行なうことが必要になっ

た場合，そのための投票用紙には，指名委

会によって選出された候補者の氏名に次いで

指名委員会に対し正式に提案された全候補者

（但し，遅くとも12月20日までに，書面をも

って，その氏名を投票用紙から除外すること

を事務総長宛に申出でた候補者を除く）の氏

名をアルファペット順に列記することとし，

かつ，指名委員会によって選出された候補者

の氏名は投票用紙にそのように選出された候

補者であることを明確に示すこととする。

（e）期間の延長．本節において，何らかの

措置をある期日までに完了しなければならな

い場合は，理事会は，特別な事情により理事

会が必要と認める限り，ゾーン，地理的集団

又は地域のクラブに適用する期日を変更でき

10条（3d－7b）

る権限を有するものとする。

（f）選挙運動又は投票依頼，理事会によっ

て特に認可される場合を除き，候補者又は候

って，正規の手続によって理事の役に指名さ

れたノミニーの名及び，任期満了直前の理事

会によって正規の手続を経て理事の役に指名

されたノミニーがもしあればそれをも合わせ

て，国際大会に提出しなけれぼならない。

第4節グレート・ブリテン及びアイルラン

ド内国際ロータリーの会長，副会長，名誉会

計の指名

　グレート・ブリテン及びアイルランド内国

際ロータリーの会長，副会長及び名誉会計の

ノミニーは，グレート・ブリテン及びアイル

ランド内国際ロータリーの細則に従って選ば

れ，推薦され，そして指名されるものとする。

第5節国際大会への他のノミニー名の提出

　事務総長は又，正規の手続によって地区ガ

バナーの役に指名されたことの証明を受けた

ノミニーの名及び，正規の手続によってグレ

ート・ブリテン及びアイルランド内国際ロー

タリーの会長，副会長及び名誉会計の役に指

名されたことの証明を受けたノミニーの名を

も，選挙のために国際大会に提出しなければ

ならない。

補者のために他の者が，国際ロータリーによ

って配布される写真および履歴書以外のパン

フレット，印刷物又は書状を，ゾーン，地理

的集団又は地域のクラブ又はクラブの会員へ

配布したり，回覧させたりしてはならないも

のとする。理事会は，この禁止条項に違反し，

又は選挙運動又は投票依頼に従事した候補者

を選挙の資格がないものと宣告できるものと

する。理事会は，これら禁止条項の違反を決

定するために実状調査機関を設置するものと

する；ただし，かかる調査機関の判定に対し

Pは理事会へ控訴ができ，理事会の決定が最

終判定となるものとする。

　（9）国際大会へのノミニー名の提出．事務

総長は，国際大会における選挙のために，そ

れぞれ所属ゾーン，地理的集団又は地域によ

　　　　　　　選挙人と準備

第6節　選挙人

　正規の信任状を有する代議員，委任状によ

る代理者，及び特別代議員が国際大会の選挙

体を構成するものとし，これらを選挙人と称

す。

第7節　選挙管理委員会

　（a）国際大会の都度会長は選挙人の中から

選挙管理委員会を任命しなければならない。

この委員会は，その国際大会におけるすべて

の投票の準備を司るものとする。この委員会

は，会長の定める5名以上の数の選挙人から

成るものとする。

　（b）本細則の定める定足数の出席ある国際

大会の最初の本会議において，会長は役員の

指名及び選挙を行なう指定の場所，日，及び

時間について選挙人の注意を促さなければな
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10条（7c－11），11条
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らない。

　（c）選挙管理委員会は，投票準備，投票用

紙の印刷と配布，及び投票用紙の計算を担当

するものとする。投票場を開く前に事務総長

は，信任状委員会の報告によって示された選

挙人名簿を選挙管理委員会に提供しなければ

ならない。

　（d）選挙管理委員会は，投票の結果を遅滞

なく大会に報告しなければならない。その報

告は委員会の過半数によって署名されなけれ

ばならない。委員会委員長は全投票用紙を保

管しなければならない。委員会の報告が採用

された後，委員会委員長は全投票用紙を破棄

しなければならない。但し大会が別段の指図

を行なった場合はその限りでない。

　　　　　　　選　　　　挙

第8節　役員の選挙

　（a）各選挙人はそれぞれ，次に示す通りの

投票権を有する：会長に対して1票；毎年選

ばれる各理事に対して1票；各地区毎に1名の

ガバナーに対して1票；及びグレート・ブリ

テン及びアイルランド内国際ロータリーの会

長，副会長及び名誉会計の各々に対して1票。

　（b）これらの役員の選挙は無記名投票によ

るものとし，3名以上の候補者がある場合の

投票は単一移譲式投票の方法によるものとす

る。但し，一つの役職に対してノミニーが唯

1名の場合は，選挙人は，口頭による投票に

よって，事務総長をしてそのノミニーに対す

る選挙人の統一投票を行なわしめることがで

きる。

　（c）前述各役職毎に投ぜられた票の中，必

要な場合には第2選択以下全選択投票をも計

算に入れた後，過半数の票を得たノミニーが

それぞれ当該役職の当選者と宣言されるもの

とする。

第9節
　本条に掲げられている役職の候補者または

被指名者は，すべて，名誉会員以外の，クラ
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ブの暇疵なき会員であることを要するものと

し，また，いかなる地区のガバナーの候補者

も，クラブの暇疵なき正会員，シニア・アク

チブ会員またはパスト・サービス会員でなけ

ればならないものとする。

第10節

　本条でいう米国には，プエルトリコを含み，

南西諸島には，プエルトリコを含まないもの

とする。

　　　　　　ロータリー職員

第11節　ロータリー職員

　国際ロータリーもしくは地区またはロータ

リー・クラブの専従，有給の職員は，国際ロ

ータリーの事務総長または財務長に選挙され

て就任する場合のほか，国際ロータリーの役

員となること，または，すべて選挙によるこ

とを要する国際ロータリーの役職につくこと

を得ないものとする。

第11条　管理上の集団

第1節
　編成された地区において，クラブが地区ガ

バナーの直接監督の下に管理される場合は，

理事会は理事会が必要かつ得策と考える委員

会，審議会又はその他のガバナー補佐を認可

することができる。

第2節
　地理的に隣接する二つ以上の地区から成る

区域内のクラブについて，地区ガバナーの管

理のほかに，他の管理の方法を理事会が追加

設定する場合は，理事会は，そのような管理

を設定するに当って，関係地区内クラブの同

意の下に理事会が適切と考えかつ国際大会の

承認を得た，それに関する手続規則を定めな

ければならない。

第12条　管理上の単位

国際ロータリー細則

第1節
　グレート・ブリテン及びアイルランド内国

際ロータリーの加盟クラブから成る国際ロー

タリーの地域単位は，国際ロータリーの規定

審議会または国際大会によって承認されたグ

レート・ブリテン及びアイルランド内国際ロ

ータリーの定款の定めるところに従って，国

際ロータリーの1管理単位として組織されか

つその機能を行なうものとする。この地域単

位は又，グレート・ブリテン及びアイルラン

ド内において，国際ロータリー理事会に代っ

て，クラブ加盟承認委員会及び国際ロータリ

ー地区編成委員会としての役をつとめ，更に

本細則の規定に従い，かつ又理事会の委嘱に

よって国際ロータリーの財務事項を処理する

ものとする。

第2節
　この地域単位の定款は，常に国際ロータリ

ー定款・細則の精神及び規定に合致しなけれ

ばならない。国際ロータリ　一一の定款・細則と

グレート・ブリテン及びアイルランド内国際

ロータリーの定款・細則には，国際ロータリ

ー一 ﾌ規定審議会または国際大会によって承認

された，地域単位の域内管理に関する特定の

規定を含まなければならない。そして地域単

位の域内管理は，この特定の規定に従って，

この特定の規定の認める範囲内で執り行なわ

るぺきものとする。

　第3節
　地域単位がその機能，目的及び機能を遂行

するについての域内管理を規定する，グレー

ト・ブリテン及びアイルランド内国際ロータ

リ　・一定款の規定は，国際ロータリーの規定審

議会または国際大会の承認を得たグレート・

ブリテン及びアイルランド内国際ロータリ　・一

の年次大会の決定によってのみ改正すること

ができる。域内管理に関する事項を除き，国

12条（1－3）13条（1－3）

際ロータリー一一の規定審議会または国際大会が

国際ロータリー定款又は細則を改正した時は，

グレート・ブリテン及びアイルランド内国際

ロータリーの定款及び細則を国際ロータリー

定款及び細則と一一致させるために必要な関連

的改正は，グレート・ブリテン及びアイルラ

ンド内国際ロータリーの定款及び細則につい

て，事実上自動的に行なわれるものとする。

　地域単位の定款又は国際ロータリーの定款

及び細則と矛盾しない地域単位細則の変更は，

そのような場合について定める地域単位定款

に従って，地域単位がこれを行なうことがで

きる。

第13条　地 区

第1節　創設

　管理をより効果的にする目的のために，理

事会はクラブの所在する地域を地区に分割す

る権限を有する。会長は随時，理事会の指示

に従い，地区の一覧表をそれら地区の各境界

とともに公表するものとする。但し，関係地

区内クラブの過半数の反対ある場合は地区の

変更又は追加を行なってはならない。

第2節　地区協議会

　ロータリー教育とロータリー情報を供与し，

地区の活動を統合する目的のために，地区内

全クラブの次期会長と次期幹事，次期地区ガ

バナー及びその他理事会の指定する者の協議

会を，毎年4月，5月又は6月中に各地区の

ガバナーが定める時と場所において開催する

ものとする。特別の事情があれば理事会は，

（a）ここに定める時期以外の時期に地区協議会

を開催することを認可し，または（b）前記の協

議会をやめることができる。

＊第3節　地区大会

　（a）時と場所．毎年地区ガバナーと地区内

（注）　環疵なき会員（‘‘a　member　in　goOd　standig”）

　とは会費等の滞納のない会員をいう。

＊1980年観定審鍍会において改正。
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13条（3－4b）

国際ロータリ　一一細則

過半数クラブの会長の合意によって定められ

る時及び場所において，地区内ロータリアン

の大会を開催するものとする。但し開催の時

期は，地区協議会，国際協議会，規定審議会

又は国際大会の時期と同じであってはならな

い。理事会は（1）二つ以上の地区が連合して関

係地区の区域内で合同大会を開くことを認可

することができる；或は（2）例外的な場合に，

当該地区の区域外で地区大会を開くことを認

可することができる。

　（b）地区ガバナー・ノミニーが地区によっ

て選出され，国際ロータリー事務総長にこれ

を証明されたならば，そのガバナー・ノミニ

ーが，ガバナーを務める年度のその地区の大

会はあらかじめ計画することができ，その開

催地は，そのガバナー・ノミニーと地区内ク

ラブのその時点における会長の過半数との合

意によって決定することができる。

　国際ロータリーの理事会の承認を得て，地

区は，地区ガバナーの任期年度の地区大会の

ノミニーとクラブ会長を務める者の過半数と

の投票によって，選定し，合意することがで

きる。クラブがかかる者を選出していない場

合は，そのクラブの現在の会長がかかる大会

の場所の投票を行なうものとする。

　（c）地区大会の機能．地区大会はその地区

内の重要な事柄について勧告を採択すること

ができる。但しこのような勧告は，定款及び

本細則と一一致し，ロータリーの精神と本質と

に同調するものでなけれぼならない。各地区

大会は，理事会によってその大会の審議に付

せられたあらゆる事柄を取り上げなければな

らない。そしてそれに対して決議を採択する

ことができる。

　（d）地区大会幹事，ホスト・クラブの会長

と相談の上，地区ガバナーは大会幹事を任命

しなければならない。大会幹事の任務は大会

の計画を策定し，大会記録の作成について地

区ガバナーに協力するにある。
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　（e）地区大会報告．地区大会終了後30日以

内に地区ガバナー又は議長代行者，及び大会

幹事は，その各々の署名ある書面を以て，大

会記録の報告を行なわなければならない。そ

してこの報告書は3部を事務総長に，1部を

その地区の各クラブ幹事に送らなければなら

ない。

＊第4節

　（a）地区大会の投票．地区ガバナー・ノミ

ニーの選出，地区ガバナー・ノミニー指名委

員会の構成および職務権限ならびに規定審議

会の地区クラブ代表者の選挙に関する投票は

選挙人に限りこれを行なうことができるもの

とする。地区大会に出席しているクラブの理

癖なき正会員，シニア・アクチブ会員および

パスト・サービス会員は，いずれもその地区

大会に提出されたその他の案件のすべてにつ

いて投票権を有するものとする。ただし，選

挙人は，いずれも大会に提出されたいかなる

案件についても票決を求めることができるも

のとし，この場合の投票は選挙人に限りこれ

を行なうことができるものとする。

　（b）選挙人．地区内の各クラブは，地区大

会の開催される月の前の月の最終日現在のそ

のクラブの会員数に基づく，名誉会員を除く

会員数25名，又はその過半数毎に1名の選挙

人を選び，それを証明し，そしてこれをその

地区の年次大会に送るものとする。但し地区

内各クラブは，その大会の開かれる月の前月

までの12ヵ月を超える期間にわたり国際ロー

タリーに対する支払を怠っていたものでない

限り，少なくとも1名の選挙人を送る権利を

有する。各選挙人はそのクラブの正会員，シ

ニア・アクチブ会員，又はパスト・サービス

会員でなければならない。そしてもし地区大

会に出席していれば，地区ガバナー・ノミニ

ーの選出，地区ガバナー指名委員会の構成と

その任務の決定，及び規定審議会の地区のク

＊1980年規定審議会において改正。
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ラブ代表者選挙において1票を投ずる権利を

有するものとする。

　（c）委任状による代理者．事情がこれを必

要とする場合は，所属地区の大会が開催され

る国と異なる国に所在するクラブは，地区ガ

バナーの承諾を得て，そのクラブの欠席選挙

人の委任状による代理者として，自分のクラ

ブの正会員，シニア・アクチブ会員，又はパ

スト・サービス会員，もしくはクラブの所在

する地区の他のクラブの正会員，シニア・ア

クチブ会員又はパスト・サービス会員を指定

することができる。そして，当該クラブの会

長及び幹事によってその代理が証明されたな

らば，その委任状による代理者は，既に持っ

ている投票権のほかに，自分が委任状による

代理者となっている欠席選挙人に代わってそ

の投票権も行使することができるものとする。

＊第5節　地区ガバナー

　（a）ノミニーの選出．本節他の項に規定す

る場合を除き，地区ガバナーのノミニーの選

出は，当該ノミニーが地区ガバナーに選挙さ

れる国際大会の直前2ヵ年以内に開かれる地

区大会において，その地区が行なうものとす

る。その方が都合がよけれぱ，翌年ガバナー

を勤めるノミニーと，翌々年ガバナーを勤め

るノミニーを，同じ地区大会において選出し

て差支えない。

　（b）資格条件．各地区ガバナーは，理事会

によってとくに許されない限り，

　（1）本人が指名を受ける地区内のクラブの

名誉会員以外の蝦癖なき会員であることを要

する。

　（2）会員規定の厳格な適用に照らして，完

全に会員資格を有する者でなければならない，

そしてその職業分類の正当性が疑問の余地な

いものでなければならない。

（3）本人が地区ガバナー。ノミニーの候補

者として推薦される年の前の会計年度の最終

日において，国際ロータリーに対して負債残

高を持たない，暇疵なき，義務機能を果たし

13条（4b－5b）

ているロータリー・クラブの有資格会員でな

ければならない。

　（4）地区ガバナーに就任する時点において

一つ又はいくつかのロータリー・クラブで通

算7年以上会員であった者でなけれぱならな

いo

　㈲　クラブの会長を全期勤めたことのある

者でなければならない。

　（6）ここに規定する地区ガバナーの任務と

責任を果たす意志があり，身体的にもその他

の意味においてもこれを果たすことができる

者でなければならない。

　（7）ガバナーに選挙される直前の国際協議

会に全期間を通して出席し，国際協議会直後

の7月1日までに自分の地区に戻らなければ

ならない。

　地区ガバナーのノミニーとしての資格を得

るためには，その職に指名された候補者は，

本細則に定められている地区ガバナーの資格

条件，任務及び責任を詳らかにした上で，事

務総長を通じて国際ロータリーに，細則に列

記された地区ガバナーの資格条件，任務及び

責任を的確に理解していること及び地区ガバ

ナーとして資格条件を備えており，ガバナー

の任務と責任を引受け，これを忠実に果たす

意思をもち，それができる状態にある旨の声

明書に署名して提出しなければならない。

　前述の資格条件に欠け，規定の要求する所

に欠ける地区ガバナー・ノミニーの指名は拒

否さるぺきものとし，事務総長はこれを選挙

のため国際大会に提出することはしないもの

とする。

　もし，前述の規定の通り地区ガバナー・ノ

ミニーから署名ある声明書を受理したにも拘

わらず，理事会に，そのノミニーが本細則に

定める任務と責任を十分に果たすことができ

ないであろうと信ずる理由があれば，理事会

はその指名を一時保留することができる。こ

＊1980年鏡定審議会にお・いて改正
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13条（5b－e）

国際ロータリー細則

のような保留が行なわれたときは，これを地

区ガバナーとそのノミニーに通告しなければ

ならない。そしてそのノミニーは，地区ガバ

ナー及び事務総長を経由して，地区ガバナー

としての任務と責任を取り，忠実にこれを遂

行することができることについての再度の申

立てを理事会に提出する機会を与えられるも

のとする。かかる申立てを含め，すべての関

連事情を審議した上で，理事会は3分の2の

多数を以てそのノミニーの指名を拒否するか，

或は保留を解除するものとする。

　もし，前述の規定のいずれかによって地区

ガバナー・ノミニーの指名が拒否された場合

は，事務総長は関係地区の地区ガバナーにそ

の拒否とその理由を通告しなければならない。

そして地区ガバナーはこれを当該ノミニーに

通告しなければならない。そこで時間が許す

ならば，その地区は，本細則の規定に従い地

区ガバナーの指導の下に，地区大会において，

もしくは郵便投票によって，地区ガバナーの

ノミニーをもう1名選ばなければならない。

地区が地区ガバナー・ノミニーとして理事会

の満足するような適任者を選出することがで

きなかった場合は，ノミニーは本節（h）項の規

定に従って選出さるべきものとする。

　（c）優務．地区ガバナーは理事会の一般的

な指揮，監督の下に職務を行なうその地区に

おける国waロー一タリーの役員である。担当地

区のクラブに対する直接監督の責任を果たす

について地区ガバナーは国際ロータリーの綱

領を推進する特別の任務を課せられており，

身を以て次の諸項を行なわなけれぱならない。

　（1）担当地区の新クラブ結成を指導監督す

ること。

　（2）担当地区内既存クラブの強化助成。t

　（3）担当地区内クラブ相互間の友好関係及

びクラブと国際ロータリー問の友好関係の増

進。

　（4）担当地区の地区大会と地区協議会を計

画し，軌道に乗せ，これらの会合を主宰する
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こと。

　（5）出来るだけ年度の初めに担当地区内の

全クラブを公式訪問すること。

　（6）担当地区内各クラブの会長及び幹事に

対して月信を発行すること。

　（7）会長又は理事会の要請があれば遅滞な

く国際ロータリーに報告を提出すること。

　（8）後任ガバナーに対して，地区内クラブ

の状況について詳細な情報を提供し，併せて

クラブ強化策の勧告案を提供すること。

　（9）地区で保存すべき文書を後継者に引継

ぐこと。

　⑳地区における国際ロータリー役員とし

ての職責に属するその他の任務を遂行するこ

と。

　しかしながら，グレート・ブリテン及びア

イルランドにおいては，地区ガバナーの任務

は，審議会の指図の下に，そしてグレート・

ブリテン及びアイルランド内国際ロータリー

の定款及び細則と一致するこの地域の伝統的

慣行に従って，執行さるべきものとする。ま

た会長又は理事会の要請あれば遅滞なく国際

ロータリーに報告を提出しなければならない。

そして地区における国際ロータリー役員とし

ての職責に属するその他の任務を遂行しなけ

ればならない。

　（d）委員会．地区大会の第一本会議におい

て，地区ガバナー，又は議長代行者は，地区

ガバナー指名のための選挙をとり行なう場所，

日及び時間を指示しなければならない。そし

て投票用紙を準備してこれを支給し，投票場

の段取りをし，その他投票を司るために3名

から成る委員会を任命しなければならない。

候補者が1名しかなかった場合の指名は，拍

手又は発声を以て決することができる。

　（e）指名の投菓．地区ガバナー指名の提案

は，地区内クラブからの選挙人によって大会

の議席から行なうものとする。選挙人が自己

が断属するクラブの会員でない候補者を推薦

しようとする場合は，その候補者が所属する

国際ロータリー細則

．クラブの同意を予め得るものとする。投票場

は大会の定める時間中開いておかなければな

らない。候補者が3名以上ある場合の，投票

は，地区ガバナーの定めるところに従い，連

続投票方式又は一ig　一一移譲式投票方式による。

　投票数の中，過半数を得た候補者がその地

区の地区ガバナーに指名されたものと宣言さ

れるものとし，その指名は地区ガバナー又は

議長代行者及びその大会の幹事によって国際

ロータリー事務総長に対して証明されるもの

とする。

　連続投票方式が用いられる場合，もし投票

の結果過半数の票を獲得した者がない時は，

最も少ない得票者をふるい落として更に大会

の定むる時に次の投票を行ない，これを候補

者の中の誰かが過半数を得るまで繰り返すも

のとする。

　単一移譲式投票方式が用いられる場合，必

要に応じて第2選択票以下すぺての選択票を

加算して過半数得票の候補者を決定するもの

とする。

　投票委員会が，ある候補者が過半数の票を

得たことを確認したときは，直ちに，これを，

各候補者の得票数とともに，地区ガバナー一又

は議長代行者に報告するものとし，投ぜられ

た票は，すべて，前記委員会がこれを保存し，

大会終了時までクラブの選挙人の閲覧に供し

た後，前記委員会の委員長によって破棄され

るべきものとする。

　（f）地区ガバナー指名委員会．地区は，そ

の地区の地区大会において，出席選挙人の投

票の過半数によって，その地区のガバナー・

ノミニーの選出をガバナー指名委員会によっ

て行なうと定めることができる。ガバナー指

名委員会は，ガバナー・ノミニーとして最適

の就任可能者を探し出してこれを推薦する任

務を課せられるものとする。

　地区指名委員会の構成とその職務規定は，

その地区の地区大会において出席クラブ選挙

入の投票の過半数を以て採択された決議の中

13条（5e－f）

に定められているところによって決定される

ものとする。但しその職務規定は本項の規定

と矛盾するものであってはならない。

　地区ガバナーは，地区ガバナー・ノミニー

の候補者として指名委員会の考慮に入れてほ

しい示唆を持つクラブは指名委員会に対して

その旨提案するよう呼びかける告知書を作成

するか，もしくは指名委員会の名を以て作成

させるか，しなければならない。考慮の対象

として受け入れられるためには，その提案は

地区ガバナーの定める期限までに指名委員会

に到達することを要する。このような地区ガ

バナーの告知書は，提案を送るべき宛先を含

まなければならない。提案は，クラブの例会

において採択され，クラブ幹事によって適法

に証明された，被提案候補者指名のクラブ決

議の形式を以て提出されなければならない。

いずれかのクラブから地区ガバナー・ノミニ

ーの候補者の推薦が行なわれた場合において，

その推薦を受けた者が当該クラブの会員でな

かったときは，その候補者が所属するクラブ

の同意を予め得るものとする。

　ガバナー指名委員会がその選択を行なうに

当っては，その選択の範囲は地区内クラブに

よって提案された氏名に限定されるものでは

ない。

　地区指名委員会によって行なわれた指名に

拘わらず，地区内クラブは，すでに地区指名

委員会に正式に推薦されていた者を，地区ガ

バナー一・ノミニー候補者として推薦すること

ができる。この推薦は，地区ガバナーの定め

る期限一この期限は，ガバナー指名委員会

による地区ガバナー・ノミニーの選定の発表

前であってはならない一までに，クラブの

例会において採択された，当該候補者指名の

クラブ決議を地区ガバナーに提出して行なう

ものとする。

　もし，定められた期限までにそのような指

名を地区内のどのクラブからもガバナt－一が受

け取らなかったならば，地区ガバナーは地区
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国際ロータリー細則

指名委員会の選んだ候補者を地区ガバナー・

ノミニーと宣言するものとし，それより15日

間以内に地区内全クラブにその旨通達しなけ

ればならない。

　もし，定められた期限までにそのような指

名を地区内のどのクラブからかガバナーが受

け取っており，そしてその指名がその期限当

日を含み期限当日から15日の期間が満了する

まで有効である場合は，地区ガバナーはそれ

らの各候補者の氏名とその資格条件を地区内

の全クラブに通達し，地区ガバナー・ノミニ

ーの候補者全員について，次の地区大会にお

いて投票が行なわれる旨を通達しなければな

らない。

　もし，上述15日経過した時に，地区内クラ

ブからの指名が全部効力を失っていたならば，

地区ガバナーは地区指名委員会の選んだ候補

者を地区ガバナー・ノミニーと宣言し，それ

より15日以内にこの旨地区内全クラブに通達

しなければならない。

　もし何等かの理由によって，地区大会の時

に有効な指名が一つも残っていなかったなら

ば，地区ガバナーの地位に対する指名の提案

は大会の議席から，地区内クラブの選挙人に

よって行なわるぺきものとする。

　地区ガバナーは，地区ガバナー・ノミニー

の氏名を，彼がノミニーと宣言された後10日

以内に，事務総長に対して証明しなければな

らない。

　（9）郵便投票による指名．事情がそれを必

要とする場合は，理事会は地区がその地区ガ

バナー一一・ノミニーを郵便投票によって選ぶこ

とを認可することができる。また，いずれの

地区も，その地区の地区大会において，出席

した投票人の投票の過半数をもって，その地

区ガバナー・ノミニーを郵便投票によって選

ぶことを定めることができる。いずれの場合

も，その郵便投票は次のように行なわれなけ

ればならない。

　地区ガバナーは，もし指名委員会のある場
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合は指名委員会，及び地区内各クラブの幹事

に対して，地区ガバナー指名の公式要請を作

成し，これを郵送させなければならない。す

べて指名は書面を以てすることを要し，クラ

ブの会長及び幹事又は，地区指名委員会の場

合はその委員長によって署名されなければな

らない。いずれかのクラブから推薦された候

補者がそのクラブの会員でない場合は，その

候補者が所属するクラブの同意を予め得るも

のとする。その書面は，地区ガバナーの定め

る期限までに地区ガバナーに入手されること

を要する。但しその期限は公式要請作成の日

より20日以上経過した後の日付でなければな

らない。もしも候補者が1名のみの場合は投

票を要しないものとし，地区ガバナーはその

候補者を地区ガバナー・ノミニーとして公表

するものとする。

　候補者が3名以上ある場合は，投票は単一

移譲式投票方式によるものとする。

　もし候補者が2名以上あったならば，地区

ガバナーは，地区指名委員会がある場合は同

委員会が選んだ候補者名を記し，そして期限

内にクラブからガバナーが受け取った候補者

の氏名をアルファベット順に列記した投票用

紙を準備し，各クラブに対して1枚ずつ郵送

しなければならない。その際，その投票用紙

にはクラブの投票を記入した上，地区ガバナ

ーの定める期限までにガバナーの許に届くよ

う返送することを要する旨の指図を添付すべ

きものとする。但しガバナーの定める上述の

期限は，ガバナーが各クラブに投票用紙を発

送した日から15日以上30日以内の間に定める

ことを要する。

　各クラブは，選出の行なわれる月の前のA

の最終日現在におけるクラブの会員数を基礎

として，会員数（名誉会員を除く）25名又は

その過半数毎に1票を投ずる権利を有するも

のとする。

　投票の過半数を得た候補者が，その地区の

ガバナー・ノミニーと宣言されるものとする。

国際ロータリー細則

連続投票方式が用いられる場合，もしも投票

の結果過半数の票を得た候補者がなかったな

らば，最少投票数の候補者をふるい落として，

地区ガバナーの定める時に更に郵便投票を行

ない，候補者の中の誰かが過半数を得るまで

これを繰り返すものとする。単一移譲式投票

方式が用いられる場合は，過半数を獲得する

候補者を決定するために，必要に応じて第2

選択票以下の選択票を加算するものとする。

　ノミニーの氏名は地区ガバナーによって事

務総長に証明されなけれぱならない。そして

地区ガバナーは直ちにその候補者にその指名

を通告しなければならない。

　（h）特別選挙．地区が地区ガバナー・ノミ

ニーの選出を怠った場合，もしくは地区ガバ

ナー・ノミニーが選挙される資格を喪失した

場合，そして国際大会における役員の年次選

挙に先だって，その地区が別のノミニーを選

出しなかった場合は，理事会は理事の過半数

の票を以て本細則第13条第5節（b）項（1）乃至（6）

の資格条件を備えたロータリアンを地区ガバ

ナーに選挙するものとする。

　（i）解任．事情によっては，或は会長が十

分な理由ありと考える場合は，会長は次に示

す通り，地区ガバナーをその職から解任する

ことができる。

　もしも9月30日になって，地区ガバナーが

その就任最初の3ヵ月間にその任務と責任を

忠実に遂行しなかったと会長が信ずる十分な

理由がある時には，会長は当該地区ガバナー

にその旨通告しなければならない。そして，

もしもその直後の12．月31日までにそのガバナ

ーがその任務と責任を果たすと確約し，会長

にそれを納得させない限り，会長は事情を考

慮した上でその地区ガバナーをその職から解

任することができる。

　（j）地区ガバナー欠員．何等かの理由で地

区ガバナーの地位に欠員を生じた場合は，理

碁遡年規定審議会において改正。

13条（59－k），14条（1）

事会は過半数の票を以て本細則に基づく資格

条件を備えたロータリアンを，欠員の残存任

期中その空席を埋め，その地位に伴う任務を

行ない，権威と特権を行使させるために選挙

する権限を有するものとする。但し，会長は，

理事会によってその欠員が補充されるまで資

格条件を備えたロータリアンを，ガバナーの

任務を行ない，ガバナーの持つすべての権限

と特権を行使する地区ガバナー事務取扱とし

て任命することができる。

　地区ガバナーが一時的にその任務を執り行

なうことができない場合は，会長は資格条件

を備えたロータリアンを地区ガバナー事務取

扱に任命して，地区ガバナーが任務を執り行

ない得ない期間中，その任務を行ない，その

職に付随するあらゆる権限と特権を行使させ

ることができる。

　地区ガバナーが年次国際大会において選挙

された後地区外に在って就任する時に地区に

戻ることのできない場合は，その直前のガバ

ナー・…が，現在の地区ガバナー一が地区に帰って

来るまで，引続きその地区ガバナー・一の職務を

執り行なうものとする。

　（k）国際大会への提出．事務総長は毎年国

際大会に対して，その大会終了直後の会計年

度に地区ガバナーを勤めるものとして指名さ

れたことを事務総長に証明されている，資格

条件を備えた地区ガバナー・ノミニーの氏名

を選挙のために提出しなければならない。

第14条　委　員　会

＊第1節　常任委員会

　会長は次に掲げる常任委員会の委員を任命

しなけれぼならない：

　　定款・細則委員会

　　国際大会委員会

　　地区編成委員会

　　拡大委員会

　　財務委員会
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14条（1－8）

国際ロータリー細則

　　投資諮問委員会

　　会員増強委員会

　　企画委員会

　　広報委員会

　　出版物委員会

但し会長は，その在任年度の次のロータリー

年度に開催される国際大会の委員を任命する

ものとする。

　常任委員会は，任命された年度の7月1日

にその機能を開始するものとする。

第2節　特別委員会

　会長は，彼自身又は理事会が必要と認める

特別委員会を任命することができる。特定の

目的を達成するまでの任期を以て任命される

特別委員会をアド・ホック委員会と呼ぶもの

とする。アド・ホック委員会以外の特別委員会

の任期は，その委員会が任命されたロータリ

ー年度末をもって終了するものとする。アド

・ホック委員会の任期は，その委員会が任命

された特定の目的が達成された時，又は理事

会がこれを解任した時に終了するものとする。

第3節　委員長及び欠員

　会長は各委員会の委員長を指名するものと

し，委員会に生じた欠員を補充する権限を持

つo

第4節諮問委員会
　くa）理事会は，地区ガバナーが諮問の目的

を以て地区委員会を設定する権限を認めるこ

とができる。

　（b）理事会は，一国の全クラブから成る集

団が，その国の国策の諸問題を研究する諮問

委員会を形成して，それらのクラブの公共奉

仕活動のプログラムを理事会に提出してその

承認を求むる権限を認めることができる。

　（c）理事会は，2ヵ国以上の国々から成る

地域内のクラブの代表者を以て構成する諮問

委員会を設けて，当該地域内のロータリーの

方針及び手続上の問題を研究させ，理事会に

対して進言させることができる。

第5節　職権によって委員会につらなる委員
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　会長は，会長指名委員会を除くすべての国

際ロータリー委員会の職権上の委員とする。

委員会の職権上の委員はすぺて委員の持つ特

権を有するものとする。

第6節　任期

　何人も2ヵ年を越えて国際ロータリーの同

一委員会の委員を勤めることは許されない。

但し本細則，地域又はその他の委員会の手続

規則，もしくは委員会を創設する国際大会の

特別決定によって別段の定めある場合はこの

限りでない。ある委員会に既に2ヵ年勤めた

者は，再びその同じ委員会に任命される資格

を持たないものとする。本節の規定は，職権

上の委員及びアド・ホック委員会の委員には

適用されない。本節の規定にかかわらず，会

長は，国際大会委員会の委員を2年間勤めた

ことがあり，かつ，委員長として勤めたこと

のないロータリアンを，国際大会委員会の委

員長に任命することができる。

第7節定款及び細則委員会

　この委員会は3名の委員から成り，毎年1

名を3年の任期を以て任命するものとする。

本委員会は，次の任務を行なうものとする二

　（1）国際ロータリーの基本諸規定に関する

すぺての事項について，理事会に助言するこ

と；

　（2）国際ロータリーの立法手続を検討し，

これにつて理事会に助言すること。

　本委員会のメンバーは，本細則に定める規

定審議会の特別議員としての任務に当るもの

とする。

第8節国際大会委員会
　各国際大会の大会委員会は5名の委員から

成るものとする。国際大会委員会は，任命を

受けた国際大会の実施についての準備を行な

う責任を有するものとする。ここにいう準備

とは，本細則又は理事会によって役員又は他

の委員会に特定して委任されていない，当該

国際大会に関連するあらゆる事項を含むもの

とする。

国際ロータリー細則

　各国際大会委員会は，その大会のすぺての

勘定が締切られてその最終報告が理事会によ

って受理されるまで，その任を勤めるものと

する。

第9節　地区編成委員会

　この委員会は3名の委員から成り，毎年1

名の委員を理事の中から3年の任期を以て任

命するものとする。

　この委員会は，新しい地区を創設し，既存

の地区の境界を調整するについて理事会及び

会長を助けるものとする。

第10節　拡大委員会

　本委員会の委員は12名とし，うち4名を，

毎年，3年の任期をもって，任命するものと

する。

　拡大委員会は，次の任務を行なうものとす

る：

　（1）新クラブを結成することによって世界

各地にロータリーを拡大すべき義務の履行に

ついて，理事会に助言すること；

　（2）ロータリーを拡大するためにとるぺき

最も有効な施策および技法を研究，開発する

こと。また，つねに世界各地におけるロータ

リー拡大活動の状況に関する情報の入手につ

とめ，これを理事会に報告すること。

　（3）委員長の指示した地区の地区ガバナー

と協力して，その地区の拡大委員会委員長と

の接触をはかり，新クラブの結成を積極的に

推進，奨励すること。

＊第11節　財務委員会

　この委員会は5名の委員から成り，そのお

14条（8－13）

のおのは3年の任期を有するものとし；5名

の委員会を構成するために充当する場合は，

　（3）会計帳簿及び国際ロータリーが用いる

会計方式の監督；

　（4）国際ロータリーの財政に関連するあら

ゆる事項について理事会に進言すること。

＊第12節　投資諮問委員会

　3名の委員から成り，毎年そのうちの1名

を3年の任期をもって任命するものとする。

この委員会の任務は次の通りとする。

（a）一般資金および本部建物改築資金（必

ずしもこれらの資金に限らない）の投資に関

1名又は2名の委員が毎年任命される。

　この委員会の任務は次の通りとする：

　（1）国際ロータリーの予算を，一般管理に

関する部門と各版種の雑誌部門とに分けて，

それぞれ策定しこれを推挙すること；

　（2）国際ロータリーの資金の受託者を推薦

すること；

し，時機に即した投資の方針の設定とその実

施について理事会に勧告を行なうこと。

（b）運用資産目録の設計とその機能につい

て投資マネージャーに助言をすること。

（c）前記の方針の実施にかかわる投資マネ

一ジャーの業　を監督すること。

（d）理事会および財務委員会に投資の状況

を定期的に知らせること。

（e）絶えず調査，研究を続けることによっ

て，いつも国際ロータリーの投資と投資の機

会に関係のある最新の動向のすべてを知り得

るようにし，こうして知り得た情報を，誰で

もそれを実行に移す権限のある者に不断に伝

えるようにしていくこと。

＊第13節　会員増強委員会

　本委員会の委員は12名とし，うち4名を，

毎年，3年の任期をもって，任命するものと

する。

　会員増強委員会は，次の任務を行なうもの

とする：

　（1）世界各地のロータリー・クラブの会員

の発展と増大をはかるぺき義務の履行につい

て，理事会に助言すること；

　（2）ロータリー・クラブの会員を増大する

ためにとるべき最も有効な施策および技法を

研究，開発すること。また，つねに世界各地に

おける会員増強活動の状況に関する情報の入

手につとめ，これを理事会に報告すること；

＊1980年規定審議会において改正。
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14条（13－21），15条（1－2）

国際ロータリー細則

　（3）ロータリークラブにおける会員減少の

事由を調ぺ，かかる減少を防止することがで

きるものについて，その方法を理事会に提案

すること。

　（4）委員長の指示した地区の地区ガノくナー

と協力して，その地区の会員増強委員会委員

長との接触をはかり，ロータリー・クラブ会員

の増強と拡大を積極的に推進，奨励すること。

＊第14節　企画委員会

　（・）この委員会は，細則第10条，第2節（a）

（11から（b）までに掲げられる六つの地域のおの

おのから選ばれた，6名の委員から成るもの

とする。

2名の委員が，毎年，3年の任期で任命さ

れるものとする。

　（b）企画委員会の任務は次の通りとする：

　（1）ロータリーのプログラム，基本方針，

及びこれらを実施する範囲を絶えず検討する

こと；

　（2）理事会から付託されるあらゆる事項を

研究してこれを理事会に報告すること；

　（3）時の動きに関心を払い，ロータリーが

如何にその機能を発揮しているかを評価する

こと。

＊第15節　広報委員会

　この委員会は3名の委員から成るものとし，

毎年1名の委員を3年の任期を以て任命する

ものとする。

　国際ロータリーの広報プログラムに関して

理事会に進言するのが広報委員会の任務であ

る。

＊第16節　出版物委員会

　この委員会は，出版と諸種出版物の頒布と

に経験のある5名の委員から成る。3名の委

員は毎年1名ずつ3年の任期を以て任命され，

2名の委員は毎年1年の任期を以て任命され

るものとする。

　機関雑誌を含む国際ロータリーの出版物全

部に関して理事会に進言するのが出版物委員

会の任務である。
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第17節　委員の資格条件

　委員会の委員長及び各委員は，クラブの正

会員，シニア・アクチブ会員，又はパスト・

サービス会員でなければならない。

＊第18節　委員会の幹事

　本細則によって又は国際大会の特別決定に

よって又は委員会を創設するに当って理事会

によって異なる規定が定められていない限り，

事務総長がすべての委員会の幹事となる。事

務総長は彼を代行する幹事を指名することが

できる。

＊第19節　定足数

　本細則によって又は国際大会の特別決定に

よって又は委員会創設に際して理事会によっ

て，これと異なる規定が定められていない限

り，委員会委員の過半数を以てその委員会の

あらゆる会合における定足数とする。

＊第20節　通信による議事の処理

　委員会は議事の処理を，理事会の定める手

続規則に従って，郵便，電信，ラジオグラム

又は電話によって処理することができる。但

し，本細則又は国際大会又は理事会の特別決

定によってこれと異なる定めのある場合はこ

の限りでない。

＊第21節　権限

　会長指名委員会の決定を除き，すべての委

員会決定は理事会の承認によって初めて効力

を生ずるものとする。

第15条財務事項

第1節　財政年度

　国際ロータリーの財政年度は7月1日に始

まり6月30日に終わるものとする。

第2節クラブ報告
　毎年7月1日及び1月1日に各クラブはこ
れらの日におけるそのクラブの会員数を理事

会に証明しなければならない。この証明書は

＊1980年窺定審議会において改正。

国際ロータリー細則

クラブ会長とクラブ幹事によって署名されて

事務総長に送致されなければならない。

＊第3節　会費

　（a）各クラブは，そのクラブの正会員，シニ

ア・アクチブ会員，及びパスト・サービス会員

の各々につき，半ヵ年8ドル50セント（＄8．50）

15条（2－6）

ずつの割で，人頭分担金（会費）を国際ロー

タリーに対して支払わなければならない。

　（b）理事会は，会費の中の適正と思われる

部分をクラブに返還することができる。

　（c）グレート・ブリテン及びアイルランド

内のクラブは，国際ロータリーの代行者とし

ての，グレート・ブリテン及びアイルランド

内国際ロータリーとして知られる地域単位の

手を通してその人頭分担金を国際ロータリー

に支払わなければならない。毎年グレート・

ブリテン及びアイルランド内のクラブから国

際ロータリーに支払われる人頭分担金の中，

国際ロータリーによって保有されるぺき部分

の総額は，国際ロータリーが年間グレート・

ブリテン及びアイルランド内のクラブのため

に支出する金額の半分を下ってはならないも

のとする。そしてその残りの部分は，グレー

ト・ブリテン及びアイルランド内国際ロータ

リーに配分され，保有さるべきものとする。

半年毎にグレート・ブリテン及びアイルラ

ンド内クラブによって支払われる人頭分担金

の中国際ロータリーによって保有さるべき額

は，毎年理事会によって決定され，その翌年

にクラブによって支払われるべき人頭分担金

に適用されるものとする。理事会によるかか

る決定は，グレート・ブリテンおよびアイル

ランド内のクラブに代ってその決定がなされ

る前の年における，国際ロータリーの支出金

額（全世界にわたってロータリーのプログラ

ムを推進するために国際ロータリーが支出す

る一般管理費に対するそれらクラブの比例分

担額を含む）に基づいてなされるものとする。

ごとに50セント（＄．50）が加算されるものと

する。この加算額は，その前の年の経験，現

在の事情および予測し得る将来の情勢を考慮

に入れて，かかる金額を増額すべきか，その

ままに存置すぺきか，又は減額すべきかを確

定するために，6年に1回以上再審査される

ものとする。

　（d）もしもある国の通貨の平価が切下げら

れて，その国のクラブが，国際ロータリーに

対する債務を支弁するために，甚だしく巨額

の自国通貨を支払わなければならなくなった

場合は，理事会はその国のクラブが支払うぺ

き金額を調整することができる。

第4節　支払時期

　（a）毎年7月1日及び1月1日を会費支払

期日とし，本条第3節に定められた基準に基

づいて支払わるぺきものとする。会費は米国

通貨を以て国際ロータリーに支払わるぺきも

のとする。しかしながら，米国通貨を以て会

費を支払うことが不可能であるか，実際的で

ない場合は，理事会は，他の通貨による支払

を認可することができる。理事会は又，非常

事態のためそうすることが適切である場合は，

会費支払時期の繰り延べを許容することがで

きる。

　（b）クラブは，加盟が承認された日付後の

半期まで会費支払の義務を課せられないもの

とする。

第5節　予算

　毎年理事会は，次の会計年度に対する収支

予算を採択しなければならない。もし必要が

あれぼ理事会は予算を修正することができる。

第6節　監査

　理事会は，毎年，一回又は半期毎に，免許

を持つ会計士，公認会計士又は計理士，もし

くは監査の行なわれる国，州又は県において

一般にその権威を認められている監査人によ

る国際ロータリーの会計帳簿の監査を手配し

そのように決定された金額に，国際ロータリ

一の未充当基金残高への拠出金として，半年 ＊1980年規定審議会に蓼いて改正
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15条（6），16条（1－2），17条（1－4d）

　　　　　　　　　　　　　　　　　国際ロータリー細則

これを実施させなければならない。事務総長

及び財務長は理事会の要求があればいつでも

帳簿類と伝票類を提出しなければならない。

第16条　名称と徽章

第1節　保全

　国際ロータリーの目的と綱領を達成するた

めに，理事会は国際ロータリーの徽章その他

の記章を専ら全ロータリアンのみの使用と，

その利益のために確保し保全するものとする。

第2節使用の制限
　国際ロータリー並びにクラブの名，徽章そ

の他の記章を，クラブ又はクラブの会員が商

品の商標又は特別銘柄として使用し或はその

他商業上の目的のために使用することは一切

できない。これらの名，徽章又はその他の記

章を他の名称又は徽章と組み合わせて使用す

ることは国際ロータリーの承認しないところ

である。

第17条　その他の管理上の事項

第1節　出席報告

　各クラブは，各月の最終例会後直ちに，そ

のクラブの例会における月次出席報告を，地

区ガバナーがいる場合には地区がバナーに，

その他の場合には事務総長に提出しなければ

ならない。

第2節
　ロータリー・クラブの各正会員，シニア・

アクチブ会員，及びパスト・サービス会員は，

いつでも他のロータリー・クラブの例会に出

席する特典を持ち，かつそのような出席を奨

励されるものとする。

第3節　国際協議会

　（a）時と場所．協議のため及び次年度の国

際ロータリーの仕事と活動について協力的に

計画する目的のために，毎年国際協議会を開

催するものとする。理事会は國際協議会の会
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合する時と場所を決定するものとし，同協議

会プログラム決定の責に任ずるものとする。

　（b）構成．国際協議会は次の通り構成され

るものとする：会長，他の理事，会長ノミニ

ー，理事ノミニー，事務総長，財務長，地区

ガバナー・ノミニー，グレート・ブリテン及

びアイルランド内国際ロータリ　一一の役員ノミ

ニー，国際ロータリー各委員会委員長，及び

その他会長の指定する者。

　（c）特別，又は局地的，協議会．非常事態

又は特別の事情に対応するために，理事会は

二つ又はそれ以上のこのような協議会もしく

は局地的協議会を，理事会が定める時及び場

所において開催するよう手配することができ

る。

第4節　元会長審議会

　（a）構成．クラブに名誉会員以外の会員籍

を有する元会長を以て構成される元会長審議

会を設けるものとする。（以下本節において

は単に「審議会」と呼ぶ）

　会長は職権上，本審議会のメンバーとなる

ものとし，その会議に出席し，議事に参加す

る特典を有するものとする，しかしながら，

議事に関する投票権は持たないものとする。

　（b）役員．直前会長の前の元会長を審議会

の議長とし，更にその前の元会長をその副議

長とする。事務総長は審議会の幹事となる。

しかし彼は審議会のメンバーではない。

　（c）任務．審議会のメンバーは，会長又は

理事会から審議会に付託される事項を通信に

よって考察するものとし，これについて理事

会に進言し勧告を行なうことができる。

　（d）会合．会長又は理事会が審議会の合同

考察及び一致した進言が望ましいと考える場

合は，会長又は理事会は審議会の会合を召集

することができる。審議会は，国際大会にお

いて，その大会に出席している審議会メンバ

ーの非公式会合を行なうものとする。

　会長又は理事会によって会合が召集される

場合は，審議会の会合に対する議事日程を作

国際ロータリー細則

らなければならない。その議事日程には，会

長又は理事会が審議会の審議とその勧告を求

めて審議会に付託した条件を含むものとする。

　（e）報告．会長又は理事会によって招集さ

れた審議会の会合の後，審議会議長は理事会

に対して報告を行なわなければならない。こ

の報告は，理事会が公表の目的を以てその全

部又は一部分を解放しない限り発表してはな

らない。

第5節　国際ロータリーの地域大会

　理事会は，理事会の定める時と場所におい

て，国際ロータリー地域大会として知られる

クラブ会員の大会を招集することができる。

　理事会は，地域大会に参加する会員の所属

クラブを指定するものとする。理事会は如何

にその大会を招集するか，その組織及び運営

をどうするか，及びその手続規則を含むその

他の詳細について定めなければならない。

　この地域大会の目的は，相互の知り合いと

理解を増進し，意見を交換してロータリーの

綱領に関連する問題を話し合う機会を提供す

るために，ロータリー・クラブの在る地域内

のクラブ会員を参集させるにある。

　地域大会の目的に合致する範囲内で，地域

大会は理事会に対する勧告として決議を採択

することができる。

第6節　議事規則

　定款又は本細則，又は国際ロータリーによ

って採用された特別議事規則によって特に定

められている場合を除き，すべての議事運営

手続は「ロバ・一一一　Fの議事規則」の定める所に

従うものとする。

第18条　機関雑誌

第1節　権限
　理事会は，国際ロータリーの機関雑誌を，

発行し，もしくは，その監督および管理の下

に，発行せしむるものとし，雑誌の発行に関

するすぺての事項について責任を負うものと

17条（4d－6），18条（1－3　a）

する。機関雑誌は，理事会が許可するいくつ

かの異なった版で出版されるものとする。そ

の中基本的の版は英語で出版されるものとし，

これをザ・ロータリアンと称する。機関雑誌

の目的は，国際ロータリーの目的の推進とロ

ータリーの綱領の達成について理事会を助け

る仲介の役をつとめるにある。

第2節　購読

　（a）各機関雑誌の購読料は，すべて理事会

がこれを定めるものとする。

　米国及びカナダ内の各クラブは，そのクラ

ブの正会員，シニア・アクチブ会員及びバス

ト・サービス会員がすべて機関雑誌の有料購

読者となること，そして会員籍を保持する限

り購読を続けることを，会員籍取得の条件と

しなければならない。かかる購読料は，正規

会費の一部分として，もしくは正規会費の外

に，各会員からクラブが徴収しなければなら

ない。各クラブは購読料を特別購読料勘定と

してその帳簿に記帳しなければならない。そ

して購読者の代理人として，そのクラブ会員

の購読料を国際ロータリーに送金しなければ

ならない。

　（b）年度内の雑誌収入は，その一部分とい

えども雑誌の発行及びその改善以外の目的の

ために充当されてはならない。支出を上回る

収入剰余金は，年度末に国際ロータリーの一

般剰余金に繰り入れられるものとする。

＊第3節

　（a）米国およびカナダにあるもの以外のク

ラブは，後段に規定する場合を除き，その正

会員，シニア・アクチブ会員およびパスト・

サービス会員のそれぞれが，国際ロータリー

の機関雑誌または国際ロータリーの理事会が

承認し，当該のクラブに対して指定した地域

的なロー一一タリーの雑誌の有料購読者となり，

そして本人が会員となっている限り，その購

読を続けることを，会員身分保持のための条

＊1980年窺定審議会にお・いて改正。
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18条（3a），19条（1－2）

国際ロータリー細則

件としなければならない。

　（b）会員が機関雑誌およびクラブ用に定め

られた地域雑誌に用いられている国語を読め

ない場合は，理事会によって，そのクラブに

対する本節の規定の適用が免除される。

第19条　ロータリー財団

＊第1節

ロータリー財団の全財産に対する権利は13名

の管理委員会及びその後継者に帰属するもの

とする。これらの管理委員は，本細則によっ

て，或は贈与，遺贈遺言，又は遺贈の条件に

よって別段の定めある場合を除き，これを保

管し，投資し，運用し，管理し，そして，理

事会の承認を得てその元金又はそれより生ず

る収入を，単一信託として，国際ロータリー

の目的又はロータリーの綱領，もしくは国際

ロータリーによって発起され或は承認された，

博愛，慈善，教育，又はその他の慈善的目的，

目標，運動，又は制度の推進のために消費す

るものとする。

　ロータリー財団の財産を管理するについて

は，贈与，遺贈遺言又は遺贈の条件によって

特定の別段の定めある場合を除き，管理委員

会は次のことを行なう権限を有する：これら

財産の全部又は一部を，管理委員会が最善と

考える価格及び条件で売却し，賃貸し，譲渡

し，もしくは交換すること；彼等が必要又は

適切と考える，そして法律上許される，委任

状の発行，代理権の賦与，又は契約の締結を

行なうこと；現行の或は今後実施されること

あるぺき，信託基金の投資を制限する法律に

拘わらず，投資の行なわれる国の法律が許容

する限り，管理委員会が信託基金の投資とし

て適当と考える貸付，証券，又は不動産に投資

して再投資すること；管理委員会によって受

入れられる金銭又は財産が基本財産として扱

わるべきか収入として扱わるべきかを決定し，

支出又は損失を彼等が正当かつ公正と考える
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ところに従って基本財産又は収入から支弁す

ること；信託の実施に関連して適当な代行者

又は代理人を選びこれを雇傭すること一こ

れには，信託会社（単数又は複数）の雇傭を

含み管理委員会はこれに対して，取消権留保

の条件で，信託財産の管理と投資について管

理委員会が適切と考えかつ国法が許容する権

限を委任することができる一そして，それ

についての費用及び報酬を支払うこと。管理

委員会は，代行者又は代理人の選択について

適切な注意を怠らない限り，これら代行者又

は代理人の怠慢，手ぬかり，又は犯罪に対して

責任を問われることはない。そして管理委員

会は，管理委員会自身の甚だしき怠慢又は故

意の義務不履行でない限り，如何なる損失や

損害に対しても責任を負わないものとする。

＊第2節

　管理委員は，理事会の承認を得て会長が任

命するものとする。管理委員の中6名は国際

ロータリーの元会長でなければならない。管

理委員の中3名はロータリー財団が活動を支

援している分野に経験を持つ者でなければな

らず，そして2名は財務畑の経験者でなけれ

ばならない。国際ロータリーの元会長である

6名の管理委員の任期は6年とする。残余の

管理委員の任期は旦年とする。管理委員は再

選を妨げない。各管理委員はクラブの名誉会

員以外の会員でなければならない。管理委員

がこれらの会員身分を喪失した場合は，それ

によってその地位は空席となるものとする。

管理委員会の委員には，細則第10条において

理事の選挙のために定められている各地域内

のクラブの会員が少なくとも1名含まれてい

なければならない。

　理事会は，4分の3の票によって，管理委

員を正当かつ十分な理由に基づき罷免する権

限を有するものとする。但し，このような決

定を行なおうとする理事会会合の時と場所を

＊1980年窺定審議会にお・いて改正

国際ロータリー細則

事前に全管理委員に通知することを要する。

又，かかる理事会の会合において罷免を提案

さるぺき管理委員は弁明の機会を与えられな

ければならない。そして，その罷免は，次に

開かれる国際大会において過半数の票によっ

て承認されなければならない。罷免はその時

初めて効力を発生するものとする。

　管理委員の死亡，辞任，罷免又は任務遂行

不能の場合は，会長は理事会の承認を得て，

残存任期をつとめる後継者を任命するものと

する。

　後継管理委員，又は如何なる理由にもせよ

任命又は創設された後継管理委員は，すべて

の権限と行動の自由を有し，本規定によって

原管理委員に与えられているところとあらゆ

る点において同様の任務を課せられるものと

する。

第3節
　管理委員は，毎年その中の1名を次年度の

委員長に指名するものとし，委員長の死亡，

辞任又は任務遂行不能の場合は，その残存任

期をつとめる委員長を指名するものとする。

第4節
　管理委員は無報酬でその任をつとめるもの

とする。

第5節
　管理委員会は財団の目的と財団の運営につ

いての情報及び財団に対する贈与と遺贈の様

式を準備してこれを一般に頒布する責任を課

せられている。

第6節
　管理委員会は，贈与者又は遺言者によって

特定的に定められた目的のためにロータリー

財団の財産から生ずる収入又はロータリー財

団の財産の元金を支出する全権を有するもの

とする。上述以外のロータリー財団の財産か

ら生ずる収入からの支出は，管理上の必要経

費を除き，すぺて理事会又は国際大会があら

かじめその決議によって，そのために用意し

た場合に限り行なうことができる。しかしな

19条（2－9）

がら，このような支出は，たとえ理事会又は

国際大会の決議によって用意された場合とい

えども，管理委員の過半数がこれを承認した

後でなければ行なうことはできない。ロータ

リー財団の元金は，贈与者又は遺贈者によっ

て特定的に指図されている場合を除き，国際

大会の決議によって認可され，財団管理委員

の過半数の同意の下に理事会の決議によって

承認された場合でなければ，その一部分とい

えども支出しはてならない。

第7節
　管理委員会が，寄贈または遺贈を受けた財

産に対する権利を法律的に保全し，もしくは

その喪失を防止するため，またはロータリー

財団の適切な管理を行なうために必要かつ得

策とみとめた場合には，いつでも，国際大会

または理事会の決議によってとくに与えられ

た権限により，ロータリー財団を前記の決議

に指定されている管轄法規と設立認可方式，

もし決議に指定のない場合には管理委員会が

適当と考える管轄法規と設立認可方式による

法人とするために，必要または適当と考える

すべての措置をとることができる。このよう

な法人が設立され，管理委員会から法人に対

してすべての権利の譲渡が正しく行なわれた

ときは，それによって，ロータリー財団の財

産の所有権がすぺて法人に帰属し，法人はす

ぺての権利権限，特権及び免税権を取得し，

これを行使し得るものとし，また，それまで

管理委員会に属していたすべての義務を履行

するものとする。

第8節
　管理委員会の費用を含むすべてのロータリ

ー財団の管理上の必要経費は，理事会が別段

の定めをしない限り，管理委員の過半数の承

認を得た時に財団の資金から支払われるもの

とする。

第9節
　管理委員会は理事会の承認を得て，財団の

管理のために必要又は適当と認める規則や規
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19条（9－10），20条（1－4）

国際ロータリー細則

定を採用することができる。ただし，これら

の規則や規定は，贈与者もしくは遺贈者の明

示した意思に反したり，または国際ロータリ

ーの定款及び細則に反するものであってはな

らない。

第10節

　管理委員は信託の忠実なる履行に対し保証

を提供するよう要求されることはないものと

する。法律の規定によって要求されるこのよ

うな保証もこれを免除されるものとする。

第20条　改 正

第1節　時
　本細則の改正は，本細則第6条第2節に規

定する非常事態の場合を除き，規定審議会に

よってのみ行なうことができる。ただし，本

細則を改正しようとする制定案の採択に関し

て審議会の行なった決定に反対の意思を表示

したクラブの票が所定の数まで事務総長に提

出されたため，本細則第9条第10節（9）項の規

定による国際大会の決定を必要とするに至っ

た場合は，規定審議会の開かれた翌年の国際

大会において，当該改正案が国際大会に付議

された時における出席選挙人の投票の過半数

によって，本細則の改正を行なうことができ

る。

＊第2節　提案者

　本細則に対する改正案は，クラブ，地区大

296

会，グレート・ブリテン及びアイルランド内

国際ロータリーの審議会又は大会，規定審議

会，又は理事会によってのみ提案することが

できる。理事会は，ロータリー財団管理委員

会の事前の同意なしには，本細則第19条を改

正する効力をもつどのような，制定案も提出

できないものとする。

第3節　手続

　本細則を改正しようとする提案はすべて規

定審議会の開かれるロータリー年度の8月1

日までに事務総長に提出されなければならな

いo

　国際ロータリー事務総長はその提案の写し

を，規定審議会の開かれるロータリー年度の

11月1日までに各クラブに郵送しなければな

らない。

　事務総長は，適法に提案された改正案をす

べて直接審議会に移牒しなければならない。

　審議会は，これらの適法に提案された改正

案及び申し出のあったその修正案をそれぞれ

審議し採決しなければならない。

第4節財務事項の変更
　会費としてクラブが支払う金額の変更を行

なう改正は，その　改正の制定直後の1月1

日までは効力を発生しないものとする。

＊1980年規定審議会において改正
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条

標準ロータリー・クラブ定款

題

1…………名

目 頁

称………・………・…・……………299

2…………区域限界………………・・一………・…・・299

3…………綱

4…………会

領…………・……・・………………299

合………・………・………・………299

5…………会員及び職業分類…・…・……・………・・…・299

6…………理事及び役員………………………………300

7……・…・・入会金及び会費……………………………301

8…………会員身分の存j続……・………・・……………301

9…………地域社会，国家及び国際問題……………304

10…………ロータリーの雑誌…・……………・……・…305

11…………綱領の受諾と定款・細則の遵守…………305

12……・・…・仲

13…………細

14…………改

裁．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　305

貝1｝・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　306

正………………・・………………・306

第1条　名 称

1条，2条，3条，4条，5条（1－2）

ロータリー・クラブ定款＊

本会の名称は，つ＿＿．＿．，ロータリー°ク

ラブとする。（国際ロータリー加盟会員）

第2条　区域限界

第1節
　本クラブの区域限界は，次の通りとする。

＼＿＿．t＿『＿．．＿＿

第3条　綱 領

第4条　会 合

　ロータリーの綱領は，有益な事業の基礎と

して奉仕の理想を鼓吹し，これを育成し，特

に次の各項を鼓吹育成することにある：

　第1　奉仕の機会として知り合いを拡める

こと；

　第2　実業及び専門職業の道徳的水準を高

めること；あらゆる有用な職業は尊重される

べきであるという認識を深めること；そして

ロータリアン各自が，職業を通じて社会に奉

仕するために，その職業を品位あらしめるこ

と；

　第3　ロータリアンすべてが，その個人生

活，職業生活及び社会生活に常に奉仕の理想

を適用すること；

　第4　奉仕の理想に結ばれた実業人と専門

職業人の世界的親交によって，国際間の理解

と親善と平和を推進すること。

＊国際n一タリー細則は1922年6月6日後に国際ロータリ
ーへ加盟を承認されたロ・一一タil　・一・クラブはいずれもζの

標準クラブ定款を採用しなけれぱならないと規定している。

第1節
　本クラブは，毎週1回，細則に定められた

日及び時間に，定期の会合を開かなければな

らない。但し，非常の場合又は正当な理由あ

る場合は，本クラブ理事会は，例会を，遡回

の例会の翌日から次の例会の前日までの間Q＿

いずれかの日又は定例日の他の時間又は他の

場所に変更することができる。また，例会日

が法定休日に当る場合，又は本クラブ会長が

死亡した場合，又は全地域社会に亘って流行

病もしくは災害が発生した場合は，例会を取

消すことができる。

第2節
　本クラブの役員を選挙するための年次総会

は，本クラブ細則の定める所に従い，毎年12

月31日もしくはそれ以前に開催されなければ

ならない。

第5条　会員身分及び職業分類

第1節　会員身分
　ロータリー・クラブの会員身分は国際ロー

タ呈一定款第4条第3節及び国際ロータ芝二

細則第3条に定めるところによるものとする。

第2節職業分類＊
　（a）本クラブの各正会員は，その職業に従

って分類されるものとする。

　（b）各正会員の職業分類は本人の所属する

商社，会社又は団体の主要かつ一般世間がそ

のように認めている事業活動を示すものでな

ければならない。また，もし本人が独自に実

業又は専門職業にたずさわっている場合なら

＊1980年規定審議会において改正
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5条（2－3），6条（1－4）

ば，その職業分類は，本人の主たるかつ一般

世間がそのように認めている職業活動を示す

ものでなければならない。

　（c）修正　理事会は，もし事情がこれを必

要とする場合は，その裁量によって，在籍中

の会員の職業分類を是正又は修正することが

できる。かかる是正又は修正の提案について

は当該会員に対して然るべき予告を与えなけ

ればならない。そしてその会員には，これに

対して聴聞の機会が与えられなければならな

いo

第3節　制　　　限＊

　正会員は，各職業分類から1名ずつとする。

但し，国際ロータリー細則第3条の規定によ

り1名以上の正会員が認められている3種の

職業分類，即ち，宗教，報道機関及び外交官

の職業分類ならびにアディショナル正会員に

ついては，この限りではない。

第6条　理事及び役員

第1節
　本クラブの管理主体は，本クラブの細則の

定めるところによって構成される理事会とす

る。

第2節
　別段の規定によってここに特に定められた

場合を除き，あらゆるクラブの事項に関する

理事会の決定は最終であって，クラブに対し

て提訴する以外にはこれを覆す余地はない。

理事会は全役員及び全委員会に対して総括的

支配力を持つものとし，正当の理由ある場合

は，そのいずれをも罷免することができる。

理事会はあらゆる役員の決定及びあらゆる委

員会の決定に対する提訴の裁定者となるもの

とする。理事会のいかなる決定についても，

クラブに対して提訴することができる。この

ような提訴の場合，提訴の対象となった決定

は，理事会が指定した例会において，定足数

の出席を得て，その出席会員の3分の2の投

300

票によってのみ覆すことができるものとする。

そして当該例会の少なくとも5日前に，当該

提訴の予告が，幹事により，本クラブの全会

員に対して与えられなければならない。

第3節＊

　本クラブの役員は，会長，会長エレクト，

1名又は数名の副会長，幹事，会計，及び会

場監督とする。このうち，会長，会長エレク

ト及び副会長は，全員理事会のメンバーとす

る。また，幹事，会計及び会場監督は，本ク

ラブ細則の定むるところに従って，その全員

又は一部が理事会のメンバーであってもよい

し，そうでなくてもよい。

第4節＊

　各役員は，本クラブ細則の定むるところに

従って選挙されるものとする。会長に関して

別段に規定ある場合を除き，各役員は選挙さ

れた直後の7月1日に就任し，選挙された任

期中又は後任者が選挙され且つ適格となるま

で在任するものとする。

　会長は，本クラブの細則の定めるところに

従って，会長に就任する日の直前1年以上2

年以内の期間内に，選挙するものとする。会

長に選ばれた者は，理事会のメンバーとなり，

会長に就任する年度直前の年度の会長エレク

トの役をつとめるものとする。会長は，会長

エレクトの年度の地区協議会に出席する（正

当な理由により出席できない場合は，正式の

代理を派遣する）ことを前提として，選挙に

より会長をつとめることとなったロータリー

年度の7月1日に就任し，会長として選挙さ

れた年度中，又は後任者が選挙されて就任す

るまで，その職務に当るものとする。

　各役員及び各理事は，いずれも，本クラブ

の無暇疵の正会員（アディショナル正会員を

含む），シニア・アクチブ会員，又はパスト

・サピース会員のいずれかでなければならな

いo

＊1980年規定審議会において改正。

第7条　入会金及び会費

第1節
　本クラブの正会員，シニア・アクチブ会員，

及びパスト・サービス会員は，すぺて入会金

及び年会費として，本クラブ細則の定める金

額を納入しなければならない。但し，本クラ

ブの正会員からシニア・アクチブ会員又はパ

スト・サービス会員になる者は，2度目の入

会金の納入を要しないものとする。

第8条　会員身分の存続

第1節　期　　　間

　会員身分は，次に定めるところによって終

結しない限り，本クラブの存する間存続する

ものとする。

第2節終結する場合＊

　（a）正会員が本クラブにおいて分類されて

いる職業分類の職業に自ら現実に従事するこ

とをやめ，又は本クラブの区域限界内に事業

場も住居も持たなくなるか，又はその属して

いた事業関係を離脱するか，いずれかの場合

には，正会員身分は自動的に終結する。但し

次の場合はこの限りではない。即ち璽正会員

が本クラブの区域限界外に移転する場合，本

クラブ理事会の承認があれば，その移転して

行く先の市町村にあるロータリー・クラブを

訪問して知り合いになって貰うために1ヵ年

を超えない期間を限って，特別賜暇を与えて

貰うことができる。但しこの場合本人は引続

き同じ職業分類の職業に現実に従事しており，

かつ，引続き出席その他すぺてのロータリー

会員たる条件を充たしていることが前提であ

る；また（2）本入自身の責に帰すべからざる

事由によって，その職業分類を失うこととな

った正会員は，その職業分類を引続き保　す

ることができ，そして，その職業分類又は新

＊1980年規定審議会において改正

7条，8条（1－2）

しい職業分類の職業に改めて就くために必要

な期間として，1ヵ年を限り特別賜暇が与え

られるものとする。但し，出席義務その他す

べてのロータリー会員としての資格条件を引

続き充たしていなければならない。その会員

身分終結は許された賜暇期間終了後初めて発

効するものとする。

　本クラブの正会員は，クラブの区域限界内

にその事業場も住居も持たなくなった場合で

も，本人の新しい事業場又は住居がクラブの

存在する市の行政区域内又は隣接クラブの区

域限界内にあれば，その会員身分を保持する

ことができる。

　（b）（1）国際ロータリー細則第3条第3節

（a）項の規定によって選ばれたアディショナル

正会員の会員身分は，本人を推薦した正会員

の会員身分終結の時又は同正会員が本クラブ

のシニア・アクチブ会員になった場合，自動

的に終結する。もしかかるアディショナル正

会員が直ちに本クラブの正会員に再び選ぼれ

た場合は，2度目の入会金を納入することを

要しない。

　（2）国際ロータリー細則第3条第3節（b）項

によって選ばれたアディショナル正会員は，

その職業分類が空席となった時に会員でなく

なる。但し，その職業分類が再び充填された

時は再度選ばれることができる。（しかし，こ

の規定はその職業分類の保持者が国際ロータ

リー細則第3条第3節（a順によってアディシ

ヨナル正会員を推薦する権利を侵すものでは

ない。）

　（c）バスト・サービス会員の会員身分は，

パスト・サービス会員が再び現実に職業活動

に復帰した場合又は本クラブの区域限界内若

しくはその周辺の地域に居住しなくなった場

合又は国際ロータリー細則第3条第4節（a）項

の規定によりシニア・アクチブ会員となった

場合は，自動的に終結する。これらのうち第

2の場合の規定は，本クラブの正会員からバ

スト・サービス会員になった者には適用され
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ない。このような会員は，本人が正会員でな

くなった当時居住していた地域に引続き居住

することができる。

　（d）名誉会員の会員身分は，本人が選挙さ

れた日の直後の6月30日を以て自動的に終結

する。しかしながら，理事会はその裁量によ

り，決議を以て，毎年このような名誉会員身分

を次年度に継続することができる。このよう

な名誉会員身分は，たとえ選ばれた本人が本

クラブの区域限界内に居住しなくなった後も

継続するよう理事会が決定することができる。

第3節　再　入　会

　正会員の会員身分が前掲第2節の規定によ

って終結した場合，本人は，同じ職業分類又

は別の職業分類の下に，新たに入会申込みを

することができる。国際ロータリー細則第3

条第3節（a）項の規定によって選ばれたアディ

ショナル正会員のこのような申込みは，他の

いかなる申込みにも先立って，申込みに示さ

れた職業分類の下に選考されなければならな

い。もし本人が会員に選ばれた場合，2度目

の入会金を納めることを要しない。

第4節　終結一会費不払

　所定の期限後30日以内に会費を納入しない

会員に対しては，そのわかっている最新の宛

先に，幹事が，書面を以て催告しなければな

らない。催告の日付後10日以内に会費が納入

されなければ，当該会員の会員身分は自動的

に終結する。

　このような元会員は，その嘆願がありかつ

クラブに対する本人のすべての負債が完済さ

れれば，理事会の裁量を以て，会員身分に復

帰させることができる。但し，本人の以前の

職業分類が既に充填されている場合は，如何

なる元会員も正会員に復帰させることはでき

ない。

第5節終結一欠席＊
　（a＞連続4回本クラブの例会に欠席した正

＊1980隼観定審議会において改正。
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会員，シニア・アクチブ会員又はパスト・サ

ービス会員の会員身分は，本条の規定による

場合を除き，以下本項に定めるところによっ

て，その欠席を補填（メークアップ）するか

又は理事会が正当且つ充分な理由ありと認め

て出席を免除しない限り，すべて自動的に終

結する。’

　本クラブの例会に欠席した会員は誰でも，

欠席した日の直前の本クラブ例会の定例の時

から欠席した日の直後の本クラブ例会の定例

の時までの間に他のどこかのロータリー・ク

ラブ又は仮ロータリー・クラブの例会に出席

することによってその欠席を補填して，本ク

ラブにおける出席として完全に認められるこ

とができる。但し，このような出席の通知が

訪問先クラブの幹事によって本クラブに送ら

れなければならないが，当該会員が自らこれ

を報告しても差支えない。但し，いずれの会

員も，その会員の各半期間における例会出席

のうち少なくともその30パーセントは，本人

の所属クラブにおいて行なうことを要するも

のとする。但し，その会員が，書面をもって

クラブの理事会に申請し，理事会が正当な理

由があるものと認めて免除した場合はこの限

りでない。

本クラブの例会を欠席した本クラブの正会

員，シニア。アクチブ会員又はパスト・サー

ビス会員が，ローターアクト・クラブもしく

は仮ローターアクト・クラブ又はインターア

クト・クラブもしくは仮インターアクト・ク

ラブの例会に出席した場合において，前記の

出席が本クラブの指示に基づくもので，かつ

また欠席した日の直前の本クラブ例会の定例

の時から欠席した日の直後の本クラブ例会の

定例の時までの間に行なわれたものであった

ときは，欠席した本クラブ例会に出席したも

のとして完全に認められることができる。但

しそのような事情について，当該会員は本ク

ラブに通告しなければならない。

本クラブの正会員，シニア・アクチブ会員

又はバスト・サービス会員が，他クラブの例

会に出席の目的を以てそのクラブの例会定刻

に定例会場に赴いた時，当該クラブがその週

の例会を休会とし，繰り延ぺ，若しくはその

時間又は場所を変更していた場合には，当該

会員は，仮に当該例会が定例の日時及び場所

で開かれたとしたら当然与えられたであろう

その週の本クラブ例会欠席補墳の効力を与え

られるものとする。但し，そのような事情の

説明が訪問先のクラブ幹事から本クラブに送

られなければならないが，当該会員が自らこ

れを報告しても差支えない。

　本クラブの正会員，シニア・アクチブ会員

又はパスト・サービス会員で，国際ロータリ

ーの役員又は国際ロータリーの委員会委員又

は地区ガバナーの特別代表又は国際ロータリ

ーの従業員として奉仕している者が，ロータ

リーの用務のため本クラブの例会に欠席した

場合は，当該用務に従事している問に出席で

きなかった例会に出席したと同様の効力が認

められる。但しそのような事情については，

当該会員は本クラブに通告しなけれぼならな

いo

　国際ロータリー国際大会，規定審議会，国

際協議会，国際ロータリー元並びに現役員の

ためのロータリー・インスティチウト，国際

ロータリー理事会を代行する国際ロータリー

会長の承認を得て召集された国際ロータリー

元，現並びに次期役員のためのロータリー・

インスティチウト，ロータリー地域大会，国

際ロータリー委員会会合，ロータリー地区大

会，ロータリー地区協議会，国際ロータリー

理事会の指示のもとに開催された地区会合，

地区ガバナーの指示のもとに開催された地区

委員会，又は正式に公表されたロータリー・

クラブの都市連合会に出席のため，適切な直

行日程を以てする往復の途次，本クラブの例

会に欠席した本クラブの正会員，シニア・ア

クチブ会員又はパスト・サービス会員は，当

該例会に出席したと同様の効力が認められる。

8条（5）

但しそのような事情について，当該会員は，

本クラブに通告しなければならない。

　本クラブの例会に欠席した正会員，シニア

・アクチブ会員又はパスト・サービス会員で

欠席した日の直前の本クラブ例会の定例の時

から欠席した日の直後の本クラブ例会の定例

の時までの問に国際ロータリー国際大会，規

定審議会，国際協議会，国際ロータリー元並

びに現役員のためのロータリー・インスティ

チウト，国際ロータリー理事会を代行する国

際ロータリー会長の承認を得て召集された国

際ロータリー元，現並びに次期役員のための

ロータリー・インスティチウト，ロータリー

地域大会，国際ロータリー委員会会合，ロー

タリー－nj区大会，ロータリー地区協議会，国

際ロータリー理事会の指示のもとに開催され

た地区委員会，又は正式に公表されたロータ

リー・クラブの都市連合会に出席した者には，

本クラブの当該例会に出席したと同様の効力

が認められる。但し，そのような出席を当該

会員は，本クラブに通告しなけれぱならない。

　会員が，地区の提唱する奉仕事業に直接か

つ現実に従事中のため，その所属するクラブ

の例会に欠席した場合において，その事業が

僻遠の地で行なわれていて，欠席を補填する

機会が全く得られないときは，その会員は，

前記の例会に出席したものとみなされるもの

とする。

　（b）このあとに規定されているところを除

き，クラブ年度前半の6ヵ月間又は後半の6

ヵ月間における出席率が60パーセントに達し

ない正会員，シニア・アクチブ会員又はバス

ト・サービス会員の会員身分は，正当かつ十

分な理由によって理事会が許さない限り，自

動的に終結する。

　（c）長期にわたる健康不良又は傷害のため

に本節の規定に従うことが現実に不可能な会

員は，その状態の続く限り，理事会に申請し

て，出席に関する諸条件を充たすことを免除

されることができる。そして本人の欠席は本
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8条（5－8），9条（1）

クラブの出席記録に算入されない。

　（d）一つ又はいくつかのロータリー・クラ

ブで通算20年以上会員であって65歳に達した

シニア・アクチブ会員，及び一つ又はいくつ

かのロータリー・クラブで通算15年以上会員

であって70　に達したシニア・アクチブ会員

は，出席規定の適用を免除されたい希望を，

書面を以て，幹事に通告することができる。

理事会が承認すれば，その会員の欠席は本ク

ラブの出席記録に算入されないが，出席はも

し本人が　望すれば算入してもよい。

第6節他の原因による終結
　（a）いずれの会員も，会員としての資格条

件に欠けるようになった場合は，特にその目

的のために召集された理事会の会合において，

理事会全員の3分の2を下らない賛成投票に

よって，その会員身分を終結せしめることが

できる。

　（b）会員は誰でも資格条件が，理事会が十

分と認める理由があれば，特にその目的のた

めに召集された理事会の会合において，理事

会全員の3分の2を下らない賛成投票によっ

て，その会員身分を終結せしめることができ

る。

　（c）前項（a）又は（b）のいずれの場合も，当該

会員は，かかる懸案案件について，少なくと

も10日間の予告を書面によって与えられて，

理事会に対して書面による答弁を提出する機

会を与えられなければならない。また，理事

会に出頭して，自分の立場を釈明する権利を

持つものとする。かかる予告の通達は，対人

醗達便又は書留郵便によって，わかっている

最新の宛先に送付されなければならない。

　（d）会員身分を終結させる決定が行なわれ

た場合，幹事は，理事会決定後7日以内に，

その理事会の決定を，書面を以て，当該会員

に通告しなければならない。当該会員はかか

る通告の日付後14日以内に，幹事に対する書

面を以て，本クラブに提訴するか，若しくは

本定款第12条に定める仲裁に訴えるか，いず
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れかの意思のあることを通告することができ

る。提訴する場合は，提訴を通告する書面を

受理してから21日以内に行なわれるべき本ク

ラブの例会において，当該提訴の聴聞を行な

うために，理事会はその日取りを決定しなけ

ればならない。このようなクラブ例会及びそ

の例会で行なう特別案件について，少なくと

も5日間の予告が，書面を以て，本クラブの

全会員宛に与えられなければならない。そし

てこのような提訴が審議される例会には，本

クラブ会員のみが出席を許される。

　（e）本節の規定によって理事会が正会員の

会員身分を終結せしめた場合，もし提訴があ

れば，これに対する聴聞の期限が切れて本ク

ラブの決定又は仲裁者の決定が発表されるま

では，本クラブは，当該会員の持っていた職

業分類の下に新しい会員を選挙してはならな

いo

　（f）もしクラブに対する提訴も行なわれず，

仲裁も要求されなかった場合は，理事会の決

定は最終決定となる。もし提訴が行なわれた

場合は，本クラブの決定が最終決定となる。

第7節　退　　　会

　いかなる会員も，本クラブからの退会申出

では書面を以て行ない（会長又は幹事宛），

理事会によって受理されなければならない。

但し，当該会員の本クラブに対するすべての

負債が完済されていることを前提とする。

第8節　資産関与権一その放棄

　いかなる理由によるにせよ，本クラブの会

員身分を終結した者は，すべて，本クラブに

属するいかなる資金その他の財産に対しても，

あらゆる関与権を喪失するものとする。

第9条　地域社会

　　　　国家及び国際問題

第1節
　地域社会，函家及び世界の一般福祉は，本

クラブの会員にとって関心事である。そして

このような福祉にかかわる公共問題の功罪は，

会員各自が自己の意見をまとめる上の啓蒙手

段として，クラブ会合における公正かつ理知

的研究及び討議の対象として適切な課題とい

うべきである。しかしながら，本クラブは，

如何なる係争中の公共問題についても意見を

表明してはならない。

第2節
　本クラブは，公職に対する如何なる候補者

も支持又は推薦してはならない。また本クラ

ブは如何なるクラブ会合においても，かかる

候補者の長所又は短所を討議してはならない。

第3節
　（a）本クラブは，政治的性質を持った世界

問題又は国際政策に関して，決議乃至見解を，

採択したり配付したりしてはならない。また

これに関して団体行動を起こしてはならない。

　（b）本クラブは，政治的性質を持った特定

の国際問題の解決のために，クラブ，国民，

政府に対して嘆願してはならない。また書状，

演説，提案を配付してはならない。

第10条　ロータリー一．，の雑誌

第1節＊

　本クラブが国際ロータリー理事会によって，

国際ロータリー細則と合致する本条規定の適

用を免除されていない場合，本クラブの正会

員，シニア・アクチブまたはパスト・サービ

ス会員となることを受諾することにより，そ

の会員は，自発的に国際ロータリーの機関雑

誌又は国際ロータリー理事会から本クラブに

対して指定されている地域的なロータリー雑

誌の購読者となる。購読の期間は，6ヵ月を

1期として取扱い，本人が本クラブの会員と

なっている限り継続し，1期の中途で会員で

なくなった場合にはその期の末日をもって終

わるものとする。

第2節
　購読料は，半年ごとに，クラブが，その前

9条（1－3），10条，11条，12条，

払金を各会員から徴収し，国際ロータリーの

事務局又は国際ロータリー理事会の指定によ

って購読することとなった地域的出版物の発

行所に送金しなけれぼならない。

第11条　綱領の受諾と

　　　　定款・細則の遵守

　会員は，入会金と会費を支払うことによっ

て，綱領の中に示されたロータリーの原則を

受諾し，本クラブの定款，細則に従い，その

規定を遵守し，これに拘束されることを受諾

するものとする。そしてこれらの条件の下に

おいてのみ，会員は，本クラブの特典を受け

ることができる。いかなる会員も，定款・細

則の印刷物を受取らなかったことを理由とし

て，定款・細則の遵守を免れることはできな

いo

第12条　仲 裁

　会員身分の問題その他定款・細則の違反に

関連して，若しくは会員のクラブからの追放

に関連して，若しくはその他何事によらず，

これらの場合のために規定されている手続き

によっては満足に解決できない論争が，会員

又は元会員と本クラブ又は本クラブの役員又

は理事会との間に起こった場合は，その係争

問題は，仲裁によって解決さるべきものとす

る。両当事者はそれぞれ1名の仲裁人を指定

し，両仲裁人は1名の裁定人を指定しなけれ

ばならない。裁定人又は仲裁人にはロータリ

ー・ Nラブの会員のみが指定されることがで

きる。仲裁人によって到達された決定もしく

は両仲裁人が一致点に達し得なかった場合の

裁定人による決定が，最終であって，当事者

すべてを拘束するものとする。

＊1980年規定審議会において改正。
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13条，14条

第13条　細 則

第1節
　本クラブは，国際ロータリーの定款・細則

（及び地域管理が認められている場合には地

域管理の手続規則）及び本定款と矛盾しない

綱則を採用しなければならない。細則は，本

クラブの管理のために，更に追加規定を設け

るものとする。同細則は，細則中に定めると

ころに従って時々改正することができる。

第14条　改 正

第1節　時
　本定款は，国際ロータリー細則第6条第2

節に定める非常事態の場合及び本条第4節に

定める場合を除き，規定審議会の決定によっ

てのみ改正することができる。但し，本定款

の改正を目的とする制定案の採択に関する審

議会の決定に対し，クラブからこれに反対す

る意思を表示した十分の数の投票が事務総長

に提出され，よって国際ロータリ　・一細則第9

条第10節（9）項に規定する国際大会の決定を必

要とするに至った場合は，本定款は，規定審

議会の開かれた翌年の国際大会において，前

記改正案が国際大会に付議された時における

出席選挙人の投票の過半数をもって改正する

ことができる。

第2節　提案　者
　本定款の改正は，本条第4節に定める場合

を除き，クラブ，地区大会，RI．B・Lの審
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議会若しくは大会，規定審議会又は国際ロー

タリー理事会のみが提案することができる。

第3節　手　　　続

　本定款を改正しようとする提案は，すべて

規定審議会の開かれるロータリー年度の8月

1日以前に，国際ロータリー事務総長の許に

提出されなければならない。

　国際ロータリーの事務総長は，その写しを，

規定審議会並びに国際大会が開かれるロータ

リー年度の11月1日までに，各クラブの幹事

宛に郵送しなければならない。

　国際ロータリーの事務総長は，適法に提案

された改正案を全部直接審議会に回付しなけ

ればならない。

　審議会は，かかる適法に提案された改正案，

その修正案が提出されていればそれをも，一

つ一つ審議して，これに対する採否の決定を

行なわなければならない。

第4節
　本定款の第1条（名称）及び第2条（区域

限界）は，定足数を満たした数の会員が出席

した本クラブの例会においていつでも，投票

する出席会員の過半数の賛成投票によって，

改正することができる。但し，当該改正案の

通告が，これを議する例会の少なくとも10日

前に，各会員に郵送されなければならない。

そして更に，かかる改正は，国際ロータリー

理事会に提出してその承認を求めなければな

らない。その承認があって初めてその改正は

効力を発するものとする。

推奨クラブ細則

309頁一316頁
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条 題

推奨クラブ細則

目 頁

1…………理事及び役員の選挙・…………………・…・309
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＼．．

1条（1－3）

注：　本細則は単に推奨されるに過ぎない。従ってロータリー・クラブは，クラブ定款又は国際ロータリーの定款，

細則と矛盾しない限り，クラブ自身の事情に応じて変更することができる。もし疑問ある場合は，その変更案を国際

ロータリー事務総長に提出して国際ロータリー理事会の審議を乞わなければならない。　（本細則に案が示されている

ものに就いては，クラブは案の中一つだけを採用すぺきものとする。採用されなかった方の案は抹消されなければな
らない。）

第1条　理事及び役員の選挙

ロータリー・クラブ細則

第1節
　役員を選挙する会合の1ヵ月前の例会にお

いて，議長は理事候補者を指名することを求

めなければならない。出席会員は何名でも指

名することができる。これらの指名は投票用

紙に記載されて年次総会において投票に付せ

られなければならない。そして最多投票数を

獲得した＼＿＿名の候補者を以て当選者とす．

る。

第2節
　被選理事は，年次総会後1週間以内にその

会合を開いて，下記の役員を互選しなければ

ならない：

　（1）会長。会長に選ばれた者は，そのあと，

次の7月1日に始まる年度に，会長エレクト

として理事会のメンバーをつとめ，会長エレ

クトとして理事会のメンバーをつとめた年度

直後の7月1日に，会長に就任するものとす

る。

　②　1名又は数名の副会長。

　（3）幹事，会計及び会場監督。これらの一

節又は全部に理事会のメンバーをあてること

ができるし，また，そうしなくてもよい。

　前記の会合で選任された幹事及び会計が理

事会のメンバーでなかった場合は，これらの

人は，その役職に就任する年度における職権

上の理事会メンバーとなるものとし，その理

事会メンバーとしての責任と権限は，理事会

（注：次に掲げる二つの節は上掲二つの節の代りに採用す

ることのできる案として掲げたものである。採用しない方

の二つの節を抹消すること。）

の定めるところによる。

＼

第1条2案
　第1節　役員を選挙すぺき会合の1ヵ月前の

例会において，その議長たる役員は会員に対し

て，会長，副会長，幹事，会計及び……・名の理

事を指名することを求めなければならない。そ

の指名は，クラブの決定するところに従って指

名委員会又は出席全会員のいずれか一方又は双

方によって行なうことができる。もし指名委員

会を設けるように決定されたならば，かかる委

員会はクラブの定めるところに従って設置され

なければならない。適法に行なわれた指名は各

役職毎にアルファペット順に投票用紙に記載さ

れて年次総会において投票に付せらるべきもの

とする。投票の過半数を獲得した会長，副会

長，幹事及び会計がそれぞれ該当する役職に当

選したものと宜言さるべきものとする。投票の

過半数を得た……・名の理事候補が理事に当選し

たものと宣言さるべきものとする。前記の投票

によって選挙された会長は，その選挙のあと，

7月1日に始まる年度に，会長エレクトとして

理事会のメンバーをつとめ，会長エレクトとし

て理事会のメンバーをつとめた年度直後の7月

1日に，会長に就任するものとする。

　第2節選挙された役員及び理事に直前会長

を加えて理事会を構成するものとする。選挙に

よって決定した次年度理事会は1週間以内に会

合してクラブ会員の中から会場監督を勤める者

を選任しなければならない。

第3節
　理事会又はその他の役職に生じた欠員は残

りの理事会メンバーの決定によって補填すぺ

きものとする。
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1条（4），2条，3条，4条（1）

第4節
　任期未到の被選役員又は被選理事の地位に

生じた欠員は残りの被選理事会のメンバーの

決定によって補填すべきものとする。

第2条　理　事　会

第1節
　本クラブの管理主体は本細則第1条第1節

に基づいて選挙された理事会とする。

　（注：もし第1条に2案が採用されている場合は，本条は

次に示す案を採用することを要する。採用されなかった方

の本節は抹消するζと）

＼

　　　　　　第2条2案

　第1節本クラブの管理主体は本クラブの会

員＿．．名より成る理事会とする。即ち本細則第

1条第1節に基づいて選挙された＿＿名の理
事，会長，副会長，会長エレクト，幹事，会計

及び直前会長である。

第3条　役員の任務

第1節　会 長

　本クラブの会合及び理事会の会合において

議長をつとめ，その他通常その職に付随する

任務を行なうことを以て会長の任務とする。

第2節　副　会畏
　会長不在の場合に本クラブの会合及び理事

会の会合において議長をつとめ，その他通常

その職に付随する任務を行なうことを以て副

会長の任務とする。

第3節　幹　　　事

　幹事の任務は，会員の記録を整理保管し，

会含における出席を記録し，クラブ，理事会

及び委員会の諸会合の通知を発送し，これら

の会合の議事録を作ってこれを保管し，毎年

1月1日及び7月1日現在を以て国際ロータ

リ　一一事務総長に対して行なわなければならな

い半期会員報告，国際ロータリー事務総長に
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対して行なうべき会員資格変更報告，毎月の

最終例会の直後地区ガバナーに対して行なわ

なければならないクラブ例会の月次出席報告

を含む，諸種の義務報告を国際ロータリーに

対して行ない，ロータリアン誌の購読料を徴

収してこれを国際ロータリーに送金し，その

他通常その職に付随する任務を行なうにある。

第4節　会　　　計

　会計の任務は，すべての資金を管理保管し，

毎年1回及びその他理事会の要求ある毎にそ

の説明を行ない，そのほかその職に付随する

任務を行なうにある。その職を去るに当って

は会計はその保管する総ての資金，計算帳簿，

その他あらゆるクラブ財産を，その後任者又

は会長に引継がなければならない。

第5節　会場監督
　会場監督の任務は通常その職に付随する任

務，及びその他会長又は理事会によって定め

られる任務とする。

第4条　会 合

第1節年次総会1
本クラブの年次総会は毎年＼・・

に開催さるぺきものとする。そしてこの年次

総会において，次年度の理事の選挙を行なわ

なければならない。

　（注：もし第1条に2案が採用されている場合は，次の案

を採用するζとを要する。）

＼

　　　　　　第4条2案

　第1節年次総会1。本クラブの年次総会は

毎年＼＿＿．

　星注：孫準クラブ定款第4条第2節は，‘°本クラブの役員

を選挙するための年次総会は，本クラブ細則の定めるとこ

ろに従い，毎年12月31日もしくはそれ以前に開催されなけ

ればならない’㌔と規定している。

に開催さるべきものとする。そしてこの年次総

会において次年度の役員及び理事の選挙を行な

わなければならない。

第2節
　本クラブの毎週の例会は温＿．＿曜日一＿．

時に開催するものとする。

　例会に関するあらゆる変更又は例会の取消

しはすべてクラブの会員全部に然るべく通告

されなければならない。

第3節
　会員総数の3分の1を以て本クラブの年次

総会及び例会の定足数とする。

第4節
　定例理事会は毎月温＿．．

に開催さるべきものとする。臨時理事会は会

長がその必要ありと認めた時又は理事会のメ

ンバー2名の要求ある時，会長によって召集

さるべきものとする。但しその場合然るぺき

予告が行なわれなけ耗ばならない。

第5節
　理事会のメンバーの過半数を以て理事会の

定足数とする。

第5条入会金及び会費

第1節
　入会金は〉一一．．．．＿＿＿．＿．．＿とし，入会承認に

先んじ納入すべきものとする。

　第2節
　会費は年ge＞一．＿＿＿＿．＿＿．とし，

各半年毎の各支払額のうち3ドルは各会員の

ロータリアン誌の贈読料に充当するという諒

解の下に，毎年2回7月1日及び1月1日に
納入すぺきものとする。

（注：ロータリアン誌の購読料は米国では年額5ドル50セ

ン5，インドでは7ドル，その他の所は6ドルとする。レ
ビスタ・ロ・一一タリアの購読料は年額7ドル50セントとす
る。）

4条（2－5），5条，6条，7条

第6条　採決の方法

本クラブの議事は，投票による役員及び理

事の選挙を除き，ロ頭による採決を以て処理

さるぺきものとする。

第7条　委　員　会

第1節
　（a）会長は理事会の承認の下に次の常任委

員会を設置しなければならない：

　　社会奉仕委員会
　　国際奉仕委員会
　　職業奉仕委員会
　（b）会長はまた，理事会の承認の下に，社

会奉仕，国際奉仕及び職業奉仕について，必

要と考える特定分野を担当する委員会を設置

するものとする。

　（c）社会奉仕委員会，国際奉仕委員会及び

職業奉仕委員会は，それぞれ会長が理事の中

から任命する委員長及び少なくとも2名以上

の他の委員から成るものとする。

　（d）会長は理事会の承認の下にクラブ奉仕

の中の特定分野を担当する次の各委員会を設

置するものとする。

　　出　席　委　員　会

　　親睦活動委員会
　　雑　誌　委　員　会

　　会員選考委員会
　　会員増強委員会
　　プログラム委員会
　　広　報　委　員　会

次の委員会に毎年1名ずつの委員を任命する

ものとする：

　　職業分類委員会
　　ロータリー情報委員会

その他，会長はクラブ内の諸事項管理のため

必要と考える委員会を設置するものとする。

　（e）クラブ諸委員会の設置について，可能

且つ実際的である限り，1名又は数名の委員
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7条，8条（1－4）

を再任するか又は1名又は数名の委員を2ヶ

年の任期を以て任命することにより委員会に

継続性を持たせる規定を設けるべきものとす

る。

　いかなる委員も，本細則に別段の規定ある

場合を除き，連続2年を超えて同一委員会の

委員となることができない。

　（f）職業分類委員会，ロータリー情報委員

会及び青少年委員会は，各々3名の委員を以

て構成されるものとし，それぞれ毎年1名の

委員を3年の任期を以て任命するものとする。

　本規定に基づく最初の任命は次の如く行な

うものとする：3名の委員を任命：その中1

名は1年，1名は2年，1名は3年の任期を
以て，それぞれ任命する。

　（9）雑誌委員会は可能である限りクラブ会

報編集及び地元新聞又は広告関係の会員を委

員の中に含めなければならない。

　（h）会長はまた，クラブ奉仕の諸活動全部

に対して責任を持つ理事を1名任命しなけれ

ばならない。この理事は，クラブ奉仕の各特

定分野について設置されたあらゆる委員会の

仕事を監督，調整する任務を持つものとする。

　（i）会長は，職権上すべての委員会の委員

となるものとし，その資格において委員会に

付随するあらゆる特典を持つものとする。

　（」）各委員会は本細則によって付託された

職務及び更にこれに加えて会長又は理事会が

付託する事項を処理すべきものとする。理事

会によって特別の権限を与えられた場合を除

き，これらの委員会は，理事会に報告してそ

の承認を得るまでは行動してはならない。

第8条　委員会の任務

第1節　社会奉仕委員会

　この委員会は，本クラブの会員がその地域

社会に対する諸責務を遂行する上に役立つ指

導と援助を与えるような方策を考案しこれを

実施するものとする。ζの委員会の委員長は
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本クラブの社会奉仕活動に責任を持ち，社会

奉仕の諸特定分野について設置されるあらゆ

る委員会の仕事を監督しこれを調整するもの

とする。

第2節　国際奉仕委員会

　この委員会は本クラブの会員が，国際奉仕

に関する事柄においてその諸責務を遂行する

上に役立つ指導と援助を与えるような方策を

考案しこれを実施するものとする。この委員

会の委員長は本クラブの国際奉仕活動に責任

を持ち，国際奉仕の諸特定分野について設置

されるあらゆる委員会の仕事を監督しこれを

調整するものとする。

第3節　職業奉仕委員会

　この委員会は，本クラブの会員が，その職

業関係における諸責務を遂行し，各会員それ

ぞれの職業における慣行の一般水準を引上げ

る上に役立つ指導と援助を与えるような方策

を考案しこれを実施するものとする。この委

員会の委員長は，本クラブの職業奉仕活動に

責任を持ち，職業奉仕の諸特定分野について

設置されるあらゆる委員会の仕事を監督しこ

れを調整するものとする。

第4節
　（a）出席委員会。この委員会は，すべての

クラブ会員があらゆるロータリーの会合に出

席すること一これには，地区大会，都市連

合会，地域大会及び国際大会への出席も含ま

れる一を奨励する方法を考案するものとす

る。この委員会は特に本クラブの例会への出

席と，本クラブの例会に出席できない場合の

他クラブ例会への出席とを奨励し，全会員に

出席規定を周知せしめ，出席を良くするため

のより良き奨励策を講じ，そして出席不良の

原因となる諸事情を確かめてこれを除去する

ことにつとめるものとする。

　（b）職業分類委員会。この委員会は，毎年

できるだけ早く，遅くとも8月31日以前にそ

の地域社会の職業分類調査を行なわなければ

ならない。その調査から，職業分類指針を用

いて，充填及び未充墳職業分類表を作成しな

ければならない。必要の場合は本クラブの現

会員の持っている職業分類を再検討しなけれ

ばならない。そして，あらゆる職業分類の問

題について理事会と協議しなければならない。

　（c）親睦活動委員会。この委員会は会員間

の知り合いと友誼を増進し，用意されたロー

タリーのレクリエーション及び社交的諸活動

への参加を会員に奨励し，本クラブの一般目

的の遂行上会長又は理事会が課する任務を果

たすものとする。

　（d）雑誌委員会。この委員会は，ロータリ

アン誌及び／又はレビスタ・ロータリアに対

する読者の関心を喚起し；雑誌週間を主催し，

クラブの例会プログラムにおいて毎月雑誌の

簡単な紹介を手配し；新会員の教化に雑誌を

利用することを奨励し；ロータリアンでない

講演者に雑誌を贈呈し；図書館，病院，学校，

その他の図書閲覧室のために国際奉仕並びに

その他の特別購読を取計らい；ニユース資料

と写真を雑誌編集者に送り；その他あらゆる

方法によって雑誌を本クラブ会員及びロータ

リアン以外の人々に役立てるものとする。

　（e）会員選考委員会。この委員会は，会員

に推薦されだすべての者を個人的の面から検

討して，その人格，職業上及び社会的地位並

びに一般的な適格性を徹底的に調査しなけれ

ばならない。そしてすべての申込に対する委

員会の決定を理事会に報告しなければならな

いo

　（f）会員増強委員会。この委員会は，絶え

ず本クラブの充填及び未充填職業分類表を検

討し，未充填の職業分類を充填するために適

当な人物の氏名を理事会に推薦するよう積極

的につとめなければならない。

　（9）プログラム委員会。この委員会は，本

クラブの例会及び臨時の会合のためのプログ

ラムを準備し，手配しなければならない。

　（h）広報委員会。この委員会は，（1）広く一

般世間に，ロータリー，その歴史，綱領及び

8条（4），9条，10条（1－3）

規模に関する情報を提供し，そして（2）本クラ

ブのために適切な宣伝を行なう方策を考案し

これを実施するものとする。

　（i）ロータリー情報委員会。この委員会は，

（1〕会員候補者にロータリー・クラブ会員の特

典と責務に関する情報を提供し，（2）会員，特

に新入会員に，会員の特典と責務に関する適

切な理解を与え，㈲会員にロータリー一，その

歴史，綱領，規模，活動に関する情報を提供

し，（4）会員に国際ロー一タリーの管理運営の動

向に就いての情報を提供する方策を考案しこ

れを実施するものとする。

第9条　賜 暇

　理事会に対し書面を以て，正当且つ充分な

理由を具して申請することによって，会員は

一定期間を限り本クラブの例会出席義務を免

除する賜暇が与えられる。

（注：このような賜暇は会員身分の喪失を防ぐためのもの

である。しかし本クラブに対してその会員を出席同様に見

倣すためのものではない。その会員が他のクラブの例会に

出席しない限り，出席を免除された会員は欠席と記録され

なければならない。但し標準クラブ定款第8条第5節（c）

項の規定に基づいて認められた欠席は本クラブの出席記録

に算入されない。）

第10条　財 務

第1節
　会計は本クラブの資金をすぺて理事会によ

って指定される銀行に預金しなければならな

いo

第2節
　すぺての勘定書は役員2名の署名する伝票

に基づき，会計の署名する小切手を以てのみ

支払わるべきものとする。本クラブのすべて

の会計事務については毎年1回公認会計士又

は他の有資格者によって全面的な監査が行な

われなければならない。

第3節
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10条（3－5），11条（1）

　資金を預り或はこれを取扱う役員は，本ク

ラブの資金の安全保管のために理事会が要求

することあるぺき保証を提供しなければなら

ない。保証の費用は本クラブが負担するもの

とする。

第4節
　本クラブの会計年度は7．月1日より6．月30

日に至る期間とし，会費徴収の目的のために

これを7．月1日より12月31日に至る期間及び

1月1日より6月30日に至る期間の2半期に

分けるものとする。国際ロータリーに対する

人頭分担金と雑誌購読料の支払は，毎年7月

1日及び1月1日に，それぞれ当日の本クラ

ブ会員数に基づいて行kわれるべきものとす
る。

　（注：半期の途中に入会した会員の雑誌購読料は国際ロー

タリー事務局からの仕切り状に基づいて支払われるものと
する。）

第5節
　各会計年度の初めに理事会はその年度の収

支の予算を作成し，又は作成せしめなければ

ならない。その予算は，理事会によって承認

された後，各費目毎に支出の限度となるもの

とする。但し，理事会の議決によって別段の

指示がなされた場合はこの限りでない。

第11条　会員選挙の方法

第1節　正会員（アディショナル正会員を含
む）

　（1）本クラブの正会員，シニア・アクチブ

会員もしくはパスト・サービス会員又は会員

増強委員会によって推薦された会員候補者の

氏名は，書面をもって，本クラブ幹事を通じ，

理事会に提出さるべきものとする。この推薦

は，本節に別な定めのある場合を除き，暫く

これを秘密にしておかなければならない。

　（2）理事会は，職業分類委員会に対し，推

薦された会員候補者の資格要件を職業分類上

の見地から審査して，これを理事会に報告す
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るよう要請し，さらに，会員選考委員会に対

し，当該候補者の資格要件を，人格，職業上

及び社会的地位，ならびに一般的適格性の見

地から調査して，これを理事会に報告するよ

う要請するものとする。

　（3）理事会は，職業分類委員会及び会員選

考委員会の勧告を審査して，その承認又は不

承認を決定し，これをクラブ幹事を通じて，

推薦者に通知しなければならない。

　（4）理事会の決定が肯定的であった場合は，

推薦者は，ロータリー情報委員会の委員1名

又は数名と共に，被推薦者に対し，ロータリ

ーの目的及びクラブにおける会員の特典と義

務について説明しなければならない。この説

明の後，被推薦者に対し，入会申込書の記入

及び提出を求め，又，本人の氏名及び本人に

予定されている職業分類をクラブに発表する

ことについて承諾を求めなければならない。

　㈲　被推薦者の氏名の発表後10日以内に理

事会がクラブ会員の誰からも，推薦に対し，

理由を付記した書面による異議の申し立てを

受理しなかった場合は，会員候補者は，本細

則第5条に定める入会金を納めることにより，

会員に選ばれたものとみなされる。

　理事会に対し異議の申し立てがあった場合

は，理事会は，定例または臨時の理事会会合

において，これを審議し，当該被推薦者につ

いて票決を行なうものとする。この定例又は

臨時の理事会会合において，出席理事会メン

バーの反対投票が＼＿．．．．票を超えなかった場

合は，被推薦者は，所定の入会金を納めるこ

とにより，クラブ会員に選ばれたものとみな

される。

　本節の規定により会員が選挙されたときは，

クラブ幹事は，当該会員に対して会員身分証

明書を発行し，その氏名を国際ロータリー事

務総長に報告しなければならない。

　（6）当該会員は，クラブの例会において，

新会員として正式に紹介されなけれぱならな

いo

第2節シニア・アクチブ，パスト・サービ

ス，及び名誉会員。

　これら3種類の会員のいずれかに推薦され

た候補者の氏名は書面を以て理事会に提出さ

れなければならない。そしてその選挙は正会

員の場合と同様の形式及び方法を以て行なわ

るべきものとする。但しこれら3種類の候補

者推薦についてはいかなる定例又は臨時理事

会においても審議することができ，理事会は

その裁量によって本条第1節に定められてい

る段階の中，いずれの段階をも省略して直ち

に被推薦者についての投票を行なうことがで

きる。その定例又は臨時理事会に出席する理

事会メンバーの投ずる反対投票が＼．＿＿票を

超えない場合は，その被推薦者は正式に選挙

されたものと認められるぺきものとする。但

し，本クラブの正会員又はパスト・サービス

会員で，本クラブ定款に定められたシニア・

アクチブ会員の資格を備えている者は，自動

的に本クラブのシニア・アクチブ会員となる

ものとする。その場合，このようなシニア・

アクチブ会員については申込書も選挙もこれ

を必要としない。

第3節　元アディショナル正会員の再選

　（1）国際ロータリー細則第3条第3節（a）項

の規定に基づいて本クラブのアディショナル

正会員に選挙され，そして本クラブ定款第8

条第2節（b）項（1）の規定によってその会員身分

が終結した本クラブの元アディショナル正会

員の入会申込は理事会によって速やかに審議

され，そして同一又は他の職業分類の下にな

される他の如何なる申込又は推薦にも優先し

て取り上げられなければならない。

　（2）国際ロータリー細則第3条第3節（b）項

の規定に基づいて選挙されたアディショナル

正会員の会員身分がその職業分類が空席とな

ったために終結した場合において，その職業

分類が再び充填されたときは，再び選挙され

ることができる。　（その場合，その職業分類

の保持者が国際ロータリー細則第3条第3節

11条（2－3），12条，13条

（a）項の規定に基づいてアディショナル正会員

を推薦する権利が侵害されることはない。）

　（3）理事会は，その裁量によって，いかな

る申込をも職業分類委員会及び会員選考委員

会に付託することができる。そして理事会

は，被推薦者の選挙に異議のある会員をして，

異議の理由を具して書面を以て理事会に通告

せしむべき10日間の期間を設定することがで

きる。理事会は，定例又は臨時理事会におい

て一職業分類委員会，会員選考委員会から

の報告及び異議申立の提出のいずれか若しく

は全部がなされている場合はこれを参酌して

一入会申込を投票に付するものとする。そ

の定例又は臨時理事会に出席する理事会メン

バーの投ずる反対票が＼＿＿票を超えない場

合は，その元アディショナル正会員は正式に

会員に選挙されたものと認められるべきもの

とし，幹事によってその旨通告さるべきもの

とする。申込が拒否された場合は，幹事はそ

の旨申込者に通告すぺきものとする。

（注：理事会の最終投票によって会員選挙を決するこの細

則の規定に代えて，クラブは正会員，シニア・アクチブ会

員，パスト・サービス会員又は名誉会員の選挙を，クラブ

例会におけるクラブ会員の最終投票によって決定する規定

を採用すること渉できる。但しこの場合，その例会には定

足数の出席を必要とし，出席会員の4分の3の黄成投票を

必要とすることを規定しなければならない。）

第12条　決 議

第1節
　事の如何を問わず本クラブを拘束する決議

又は提案は，理事会によって審議された後で

なけれぼ本クラブによって審議されてはなら

ない。もしかかる決議又は提案がクラブの会

合で提起されたならば，討議に付することな

く理事会に付託しなければならない。

第13条　議事の順序

開会宣言
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13条，14条

来訪ロータリアンの紹介

来信及び告示事項

委員会報告（もしあれば）

審議未終了議事

新規議事

スピーチその他のプログラム

閉　会

316

第14条　改 正

　本細則は，定足数の出席する任意の例会に

おいて，出席会員の3分の2の賛成投票によ

って改正することができる。但し，かかる改

正案の予告は当該例会の少なくとも10日前に

各会員に郵送されていなければならない。ク

ラブ定款及び国際ロータリーの定款及び細則

と背馳する如き改正又は条項追加を本細則に

対して行なうことはできない。
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ロータリー用語

Achievement　Report【業績報告】　各クラ

ブが1年度間の活動と業績を報告する用紙と

して，毎年クラブへ送付される書式。

Acting　Di8trict　Governor【地区ガバナー事

務取扱】　地区ガバナーが空席になった場合，

新ガバナーが国際大会に於て又は国際ロータ

リー理事会に依って選挙されるまで，その事

務を執行するために，国際ロータリー会長が

指名したもの。

Acti▼e　Member【正会員】　職業分類の下に

クラブ会員として選ばれ，国際ロータリーの

定款及び細則に定められた会員としての総て

の義務，責任，及び特典を有するクラブ会員。

Additional　Active　Member【アディショナ

ル正会員】　（1）クラブの正会員により推薦さ

れ，推薦者と同一の職業分類の下にそのクラ

ブの会員として選挙された者，又は（2）かつて

いずれかのロータリー・クラブの正会員であ

った者で，そのクラブの区域限界内でクラブ

で分類されていた職業に現実に従事しなくな

ったために退会し，別のあるクラブによって

そのクラブの当該職業分類保持者の承諾を得

て同一職業分類の下に会員として選挙された

者。クラブが（2順によってアディショナル正

会員を選挙した場合，当該正会員は（1）項によ

ってアディショナル正会員を推薦する権利を

失わない。アディショナル正会員は正会員で

あり，正会員と同一・・一一の義務，責任及び特典を

有する。但し同一一wa業分類を保持する正会員

が正会員身分を失ったとき，又はクラブに於

ける当該職業分類が空席となった場合はその

会員身分を失う。

Administrati▼e　Adviser【管理顧問】　会長

の指名により，国際ロータリー代表としての

名誉職の資格に於て，無地区クラブの集団に

接触し，これを監督して国際ロータリー理事

会に助力するロータリアン。（17頁参照）

Admission　Fee【入会金】　クラブ入会申込

者がクラブに支払う料金。料金の額は均一で

ない。各クラブがその細則に規定する所によ

って異なる。

Advigers　of　Revista　Rotaria【レビスタ・

ロータリアの顧問】（171頁参照）

Alternate（delegate）【補欠老（代議員）】

何れのクラブでも国際大会にその代議員を選

出するに当り，代議員各1名毎に補欠者1名

を選ぶことができる。この補欠者は当該代議

員不在の場合国際大会に於て投票する権利を

有する。

ANZAO【アンザオ】　オーストラリア，ニ

ュージーランド，アフリカ（地中海に面する

諸国，諸地域を除く）及びその他の地方で他

の地域群（即ちUSCB，　SACAMA，　G．　B．＆

1．，CENAEM又はアジア）に含まれない地

方を包含する地域群の略語。

Attendance　Report（Club）【出席報告（クラ

ブ）】国際ロータリー細則に基づき，各クラ

ブがその例会に於ける出席につき，地区ガバ

ナーに対し毎月提出すぺき報告。クラブが地

区に所属しないときは国際ロータリー事務総

長に提出する。

Attendance　Report（Governor）【出席報告

（ガバナー）】　所管地区内のクラブから受取

った月例出席報告を要約した一覧表。ガバナ

ーはこれを1部国際ロータリー事務総長に送

付する。

Bslanced　Membership【均衡のとれた会員

構成】　職業的に片寄らないクラブの会員構
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Bd・【国際ロータリー理事会】の略語　この

略語につづいて記す数字は年度を表わす。例

えばBd．44－45は1944－1945年度の理事会

の略語である。

Birthplace　of　Rota町【ロータリーの発祥

地】　第一番目のロータリー・クラブが設立

された米国イリノイ州シカゴ市。

Board　of　I）irectors（Club）【クラブ理事会】

クラブ細則の規定により構成されたクラブの

管理主体。

Bos「d　of　Di「ecto「s（R・1・）【国際ロータリ

ー理事会】　（8頁参照）

Brief　Report　of　the　Convention【国際大

会略報】　国際大会終了後直ちに全加盟クラ

ブに送付される大会報告書の要約のみを特集

して，大会直後に発行されるR・1・ニュース。

CENAEM【セナエム】　大陸ヨーロッパ，

北アフリカ及び東地中海地域の略語。

Central　OMce（C・0・）【中央事務局】　米国

イリノイ州エバンストンにある国際ロータリ

ー中央事務局。

Certificate　　of　　Nomination　　of　　】）istrict

Governor【地区ガバナー指名証明書】　ロー

タリアンが地区内クラブに依り正式に地区ガ

バナーの職に指名された事を証明する地区ガ

バナー，及び場合によっては併せて地区大会

幹事の署名した証明書。

Charter　Fee【加盟金】　国際ロータリーに

加盟を承認された各クラブが，国際ロータリ

ー細則により国際ロータリーに納付すべき金

額，米貨150ドル。

Chsrter　Member【創立会員】　ロータリー・

クラブの創立会員，即ち国際ロータリー加盟

前に選ばれた会員。

Classificstion【職業分類】　地域社会に貢献

する別個のかつ明確な実業又は専門職業活動

を表示する字句。用語としては，正会員の所

属する商社，会社又は団体の主要かつ一般世

間がそのように認めている活動を最も正確に

320

表示する字句である。

Classification　Roster【職業分類表】　地域

社会に於ける実業及び専門職業活動のすべて

を含む一覧表で，クラブで既に充墳されてい

るもの，未充填のものを明記したもの。

Club　Assembly【クラブ協議会】　クラブの

計画及び活動について協議する目的で開かれ

る，クラブ役員，理事及び委員長全員の会合。

Club　Review　Checklist【クラブ実態照合表】

クラブ役員がクラブの実態を検討し，又クラ

ブの慣行及び動向についてガバナーと協議す

る準備のため用意される照合表。

C．0．【中央事務局】　米国イリノイ州エバン

ストンにある国際ロータリー中央事務局の略

語。

Commission　on　Rotary　International
Administrstion（C．　R．1．　A・）【国際ロータリ

ー管理調査委員会】　1934年（デトロイト）

の国際大会に於て採択された決議に基づき，

1935年1月国際ロータリー理事会が設置した

委員会で，地方管理に影響を及ぼす現行の運

営手続きを検討し，改正を提案し，更に／或

は，地方管理の形態乃至は地域的或は国家単

位の管理方式について，検討し，委員会の最

適と考える代案を提案し，或は部分的変更を

立案し，又は現行方式の再確認を求めること

を目的としたもの。同委員会は1935年，1936

年及び1937年の国際大会に報告を提出し，

1937年の大会に於て正式に解嘱された。
‘‘bonsidered　as　Withdrawn”【「撤回と看

傲す」】規定審議会及び国際大会に於ける提

出議案の取扱に関連してロータリーで発達し

た議事採決の方法。選挙体として採択に賛成

出来ないが，否決と議事録に残したくないも

のは「撤回と看倣される」。この議決法は，

採決を延ばしその間に更に議題を研究したい

場合に時々用いられる。

Con▼ention【国際大会】　（54－69頁参照）

Convention　P「oceedings　Book【国際大会

議事録】　国際大会終了直後毎年国際ロータ

リーが印刷発行する写真入り大会議事録。

Conv．　Res．（Convention　Resolution）【国際

大会決議】の略語。

Council　of　Past　Presidents【元会長審議会】

（16頁参照）

Council　on　Legislation【規定審議会】　（8

頁参照）

Countries　and　Geographical　Regions【国

及び地理的地域】　ロータリー・クラブの存

在する世界各地域に関連して用いられる慣用

語。

C．R．1．A．【国際ロータリー管理調査委員会】

の略語。

Delegate【代議員】　各クラブは，名誉会員

を除き，会員数50名毎又はその過半数の端数

毎に1名の代議員を何れの国際大会にも送る

権利を有する。

Delegate・at－Large【特男ll代議員】　国際ロー

タリーの各役員及び各前会長で，現在も会員

（名誉会員を除く）としてクラブに籍を有す

る者は，国際ロータリーの定款及び細則によ

り国際大会に於ける特別代議員と認められ，

各議題につき一一票の議決権を有する。

Di8trict【地区】国際ロータリーの管理上一

団に集められたクラブ群の所在する一定地域

に与えられた名称。

bistrict　Assembly【地区協議会】　（16頁参

照）

District　Committee【地区委員会】　（7g頁参

照）

bistrict　Conference【地区大会】　（17頁参

照）

District　Conference　Report【地区大会報告

書】　地区大会決議事項，出席クラブ数，ガ

バナー・一一・ノミニーの氏名その他を記載し，ガ

バナー及び地区大会幹事より国waロー一タリー

に提出さるべき報告書。

District　Fund8【地区資金】　種々の目的の

ため（主として地区大会開催費の全部又は一

部を賄うため）多くの地区で設定している資

語 彙

金。この資金に対する分担は地区によりその

額を異にするが，斯様な資金の設定について

は何ら特定の権限は与えられていないから，

分担は任意に行なわるべきであって，ロータ

リアン個人又はクラブに対して課せらるべき

入頭分担金の如き性質のものであってはなら

ない。

District　Governor【地区ガバナー】（15頁参

照）

District　Governor　Ad　Interim【暫定地区ガ

バナー】　国際大会で選挙されたガバナーが

その地区にあって就任期までに帰着出来ない

場合にはその帰着までの期間，直前ガバナー

が暫定地区ガバナーとしてその職務を執行す

る。

Dues　and　Fees【年会費及び入会金】　各正

会員，シニア・アクチブ会員及びパスト・サ

ービス会員はそのクラブの細則に定める入会

金及び年会費をクラブに支払う。その金額は

国際ロータリー加盟各クラブ問に於て一定し

ていない。

Elector【選挙人】　選挙人は正当に選ばれた

代議員，委任状所持者及び特別代議員を言い，

国際大会の選挙体を構成する。

Enactment【規則制定】　国際ロータリーの

定款及び細則又は標準クラブ定款を改正する

立法事項。

ENAEM【エナエム】　ヨーロッパ，北アフ

リカ及び東地中海地域の略語で，CENAEM

とG．B．＆1．の両方を含む地理的地域を指す。

Exchange　of　Youth【青少年交換】　ある程

度実務の経験を有する青少年には他国で短期

間同一職種の体験を得る機会を，学生に対し

ては他国の学校で勉強する経験を，又休暇中

の青少年に他国を訪問滞在する機会を与える

ことを日的とする各岡問相互の青少年交換。

Executive　Committee【執行委員会】　（8頁

参照）

Extension　Aide【拡大補佐】　特別代表がそ

の割当てられた地域に於けるロータリー・ク

321
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ラブの設立を単独で完遂出来ないと思われ，

又ガバナー自身必要な援助を供与出来ない場

合には特別代表の近くに住むロータリアンで

ロータリー・クラブ設立の経験を有する者が

特別代表を援助すべくガバナーから指名され

る。これを拡大補佐といい，事情によっては

自らクラブ設立に当たることを可とする場合

もある。

Extension　Within　the　Club【クラブの内部

拡大】　クラブの区域限界内で得られる適格

な職業分類代表者を洩れなく入会させてクラ

ブ会員数を増加すること。

Extension　Work【拡大活動】　ロータリー・

クラブが存在しないところにクラブを設立し

てロータリーを広める活動。この活動は，地

区に於てはガバナーと事務局の協力によって

行なわれ，その他の地域に於ては特に指名さ

れた代理者が事務局の協力を得て行なうこと

を通例とする。

Founder　of　Rotary【ロータリー創始者】

1905年シカゴに最初のロータリ　一一・クラブを

創立したポールP，ハリスを指す用語。ポー

ルP．ハリスは1947年1月27日死去した。

Four　A▼enues　of　Rotary　Service【ロータ

リー奉仕の四大部門】　クラブ奉仕，職業奉

仕，社会奉仕，及び国際奉仕を指す用語。

G．B．＆1．【グレート・ブリテン及びアイル

ランド】の略語。

General　Council（R．1．　B．1．）【R．1．　B。1・審

護会】　グレート・ブリテン及びアイルラン

ド内国際ロータリーの管理機関で，R．1．　B．1・

の役員（会長，直前会長，副会長，名誉会計

及び幹事）とグレート・ブリテン及びアイル

ランド内の地区に於ける地区ガバナーを以て

構成する。グレート・ブリテン及びアイルラ

ンド選出の国際ロータリー理事は職権上本審

議会の構成員である。

Genersl　OMcers　of　R．1・【国際ロータリー

中央役員】　国際ロータリーの会長，副会長，

事務総長並びに財務長。

General　Secretary，s　Letter　to　R．1．　O伍cials

【地区ガバナー及び他の国際ロータリー役員

に対する事務総長の書簡】　国際ロータリー

の役員，委員その他に対し，時に応じて国際

ロータリー事務総長が発送する書簡。経費の

都合で複写されてはいるが，上記役職に在る

人々にとって重要な情報が記載されており，

各受取入に対する私信と解すべきものである。

‘‘Good　Standing”【「暇疵なき」】　国際ロー

タリーの定款，細則の中で，ロータリー・ク

ラブ会員もしくは国際ロータリー加盟会員で

あるロータリークラブに関して用いられてい

る「環漉なき」という文言は，ロータリー・

クラブのメンバーとしてのすべての義務を常

に忠実に果しているロータリアン，もしくは

国際ロータリー加盟員としてのすべての義務

を常に忠実に果しているロータリー・クラブ

を意味するものと解されている。

Governor’s　Monthly　Letter【ガバナー月信】

所管地区内の各クラブの会長及び幹事に対し

て毎月ガバナーから発送される親書的な公文

書で特に関心を求むぺき重要事項を記載する。

Group　Representatives【分区代理】　地区

内で予め区分された地域内のクラブの役員に

助力するため，経験あるロータリアンの中か

らガバナーが指名する非公式代理。ガバナー

はその任務を何人にも委譲する権限を持たな

いのでこの代理は非公式で権限を持つもので

はない。

‘‘ge　Profits　Most　Who　Serve8　Be8t，，【「最

もよく奉仕する者，最も多く報いられる」】

ロータリ　一一の文献その他に用いられる標語。

Honorary　Member【名誉会員】　（252頁参

照）

Ibero　America【イベロ・アメリカ】　イベ

ロ・アメリカはヨーロッパのイベリア半島出

身のスペイン人及びポルトガル人によって開

拓されたアメリカ大陸諸国を書う。国際ロー

一細則は，イベロ・アメリカは南アメリカ，

中央アメリカ，メキシコ及びアンティル諸島

を含むと規定している。　（国際ロータリー理

事候補推薦及びその他若干の管理上の目的の

ためにプエルトリコはイベロ・アメリカから

除外されている。）

Intercountry　Committee【国際共同委員会】

夫々の所管ガバナーにより又はその承認を得

て組織される，2ヵ国以上のロータリアン，

ロータリー・クラブ又は地区により構成され

る委員会で，関係国のクラブ及びロータリア

ン間の交友を奨励し，それによって各国民の

問に理解を増進し友好を促進することを目的

とする。

Intem8tion81　Aεsembly【国際協議会）（16

頁参照）

Intemation810Mcers【国際ロータリー役
員】の項参照。

L・apel　Button【襟章】　ロータリー・クラブ

の会員の襟章で，金地に紺のエナメルを以て

作られたロータリーの徽章。

Member　Club【加盟クラブ】　国際ロータリ

ーに正式に加盟を認められたロータリー・ク

ラブ。

Membership　Application　Card【入会申込

カード】　会員として推薦された者が入会申

込の際用いるカード。

Membership　Identification　Card【会員証】

国際ロータリーが全クラブにその使用を奨め

ている一定様式の小型会員証。国際ロータリ

ー事務総長の複写印刷署名の他，会員名，所

属クラブ名，職業分類，納入した会費の期限，

クラブ幹事の署名及び当入の署名のための空

欄が設けてある。

Membership　Propogal　Csrd【会員推薦カー

ド】　クラブ会員がクラブに会員を推薦する

ときに用いるカード。

Membership　Report　Csrd【会員報告カー

ド】　クラブ幹事が国際ロータリー事務総長

職業分類等の変更を報告する書式として，国

際ロータリーが供給する三様式のカード。

Memo　of　O伍cial　Visit　of　District

Governor【ガバナー公式訪問報告書】　ガバ

ナーが所管地区の各クラブを公式訪問した際

に記入し，（クラブ計画及び目標の要約と共

に），最寄りの国際ロータリー事務局に送付

する報告書の用紙。この報告は，国際ロータ

リーに対し各クラブが如何にロータリーの計

画を実行しているかについて情報を提供し，

かつ国際ロータリーがクラブに対してサービ

スする上の参考に供することを目的とする。

Non・Districted　Club【無地区クラブ】国際

ロータリ　一一の地区に属せず，国際ロータリー

理事会の直轄下にあるクラブ。

Object　of　Rotary【ロータリーの綱領】　国

際ロータリー定款第3条及び標準クラブ定款

第3条に規定するロータリーの綱領。

Occupational　Book　Shelf【職業参考書棚】

ロータリー・クラブがその土地の公共図書館

や学校の図書館に会員各々の職業に関連する

参考書を寄付して設ける書棚。

Ofieers，　Club【クラブ役員】　クラブの役員

は会長，副会長1名又は数名，幹事，会計及

び会場監督である。

Othcers，　R・1．【国際ロータリー役員】　国際

ロータリーの役員は，会長，副会長，その他

の理事，事務総長，財務長，地区ガバナー，

グレート・ブリテン及びアイルランド内国際

ロータリーの会長，直前会長，副会長並びに

名誉会長である。

Othcial　I）irectory【公式名簿】　（172頁参照）

Past　Service　Member【パスト・サービス会

員】　（252頁参照）

Per　Capits　Dues【人頭分担金】　各クラブ

が，国際ロータリ　一一に対して，7月1日及び

1月1日現在の正会員，シニア・アクチブ会

員及びパスト・サービス会員在籍総数に応じ

て，半年毎に支払う人頭分担金。
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クラブ】　20名以上の創立会員によって，国

際ロータリー加盟の正式申込がなされ，国際

ロータリー一事務局によってその受領が確認さ

れてから，加盟承認に到るまでを仮ロータリ

ー・ Nラブという。

Purposes　of　Rotary　International【国際ロ

ータリーの目的】　a）全世界に亘って，ロー

タリーを奨励し，助長し，拡大しそして管理

すること；b）国際ロータリーの活動を調整し，

全般的にこれを指導すること。　（国際ロータ

リー定款第2条）

Region【地域】　地域という用語は，境界が

不定又は限定されているクラブ集団を表示す

るときに用いられる。6地域はUSCB，　SA－

CAMA，　ANZAO，　G．　B．＆1．，　CENAEM，ア

ジアであり，それぞれ個別に「語彙」に解説

されている。

Regional　Conference【地域大会】　（175頁

参照）

Registration　Fee，　Convention【登録料一国

際大会】　国際大会に出席を登録する満十六

歳以上の参加者が国際ロータリーに支払う料

金。登録料はその都度国際ロータリー理事会

が決定する。選挙人は登録料を支払わなけれ

ば選挙権を与えられない。

Resolution【決議】　規定審議会又は国際ロ

ータリー大会の議決行為で，意見を表明し，

或は国際ロータリー定款細則或は標準クラブ

定款を改正することなしに，方針或は手続き

を設定又は廃止するもの。

Resolution　34【決議第34号】　国際ロータ

リーの社会奉仕に対する方針の声明で，1923

年（セントルイス）大会で決議第34号として

採択され，その後の大会で改正されたもの。

Revi8ta　Rotaria【レビスタ・ロータリア】

国際ロータリーのスペイン語版機関雑誌。

R・L【国際ロータリー一】の略語。

R・1・　B・L【グレート・ブリテン及びアイル

ランドに於ける国際q・一一タリー】の略語。（10

頁参照）

324

R．1．News【国際口■一一タリin－・ニュース】

（172頁参照）

Rotary【ロータリー】　ロータリーはロータ

リー・クラブ及びロータリアンによって構成

される組織，彼等を鼓舞する精神，彼等を指

導する原理実践及び慣例，そして彼等が達成

を期する目的及び綱領を示す言葉として用い

られる。

Rotary　Education【ロータリー教育】　1）

ロータリーの綱領，原理に関し，又ロータリ

ーとその四大奉仕部門の発達過程を会員に周

知させること。2）各ロータリアンにロータリ

ーの理想に対する個人的献身及び奉仕に関す

る責任と理解の念を喚起助長すること。

Rotary　Foundation，　The【ロータリー財団】

（211，244頁参照）

Rotary　Foundation　Educational　Awards

【ロ■・・一タリー財団教育補助金】　（221頁参照）

Rotary　Institute【ロータリー研究会】　国

際ロータリー理事会の承認を得て，或る地域

乃至他の地方在往の1名又は数名の国際ロー

タリー理事が招集する会合，これは，当該地

域又は地方におけるロータリーの方針並びに

プログラムに関する諸問題の非公式討論と検

討；国際ロータリー理事会よりの提案事項の

検討；当該地域又は地方における国際ロータ

リーの綱領並びに原理適用の研究；及びロー

タリーの拡大の可能性研究のため国際ロータ

リーの現在，元及び次期役員を集めることを

目的とする。

Rotary　In8titute　for　Present　and　Past

OMcers　of　R．1・【国際ロータリー現在及び

元役員のロータリー研究会】　国際協議会と

場所と日時を同じくして別に開催され，ロー

タリーの企画及び管理上の問題を非公式にと

り上げる研究会。現及び元国際ロータリー役

員，委員及びR．1．B．　L現及び元役員，及び

任期末の地区ガバナーで国際協議会に参加し

ない者が招待される。

Rotsry　Intermational　in　Great　Britsin＆

Ireland（R．1．　B．　L）【グレート・ブリテン及

びアイルランド内国際ロー一タリー】　グレー

ト・ブリテン，アイルランド，チャンネル諸

島及びマン島に於けるロータリー・クラブ連

合会の呼称。（10頁参照）

Rotary　Wheel【ロータリーの歯車】　ロー

タリーの徽章につき時として用いられる呼称。

R．R（Revista　Rotaria）【（レビスタ・ロータ

リア）】　の略語。

SACAMA【サカマ】　南米，中米，メキシ

コ及びアンチル諸島の略語。

Secretariat【事務局】　（14頁参照）

Semiannual　Report【半期報告】　毎年7月

1日及び1月1日現在を以て各クラブが国際

ロータリー理事会に対して行なう会員数の報

告。報告はクラブ会長及び幹事の署名を要し，

中央事務局所定の用紙を用いて，国際ロータ

リー事務総長に送付する。この報告に基づき，

クラブは国際ロータリーの人頭分担金を支払

う。

Senior　Active　Member【シニア・アクチブ

会員】　（251頁参照）

・・ rer▼ice　Above　Self”【「超我の奉仕」】　ロ

ータリーの文献その他で用いられるモットー。

Similar　Organizations【類似団体】　ロータ

リー以外の奉仕団体を言う場合に時々用いら

れる言葉。

Special　Assemblies【特男lj協議会】　国際大

会に於て1ヵ国又は数ヵ国のロータリアンが

合同して開催するもので相互の理解と友愛を

深め，その国又は国々に特に関連した問題を

討議することを目的とする。

Special　Representative【特別代表】　ガバ

ナーの指名により，ガバナーに代ってクラブ

結成の手続き一切を行なうロータリアン。通

常，スポンー・クラブの会員の中から指名さ

れる。

Sponsor　Club【スポンサー・クラブ】　新ク

ラブの結成に際して助力し，結成後も国際ロ

ータリーの一員として速やかに成長するよう

語 彙

指導の責任を引受けたクラブ。新クラブの結

成に当りガバナーに協力する特別代表の所属

クラブがスポンサー・クラブになるのが普通

である。

Staff【職員】　国際ロータリーの事務総長の

配下の職員で，国際ロータリーの活動を推進

するため国際ロータリーの中央役員，ガバナ

ー，国際ロータリーの委員会及び加盟クラブ

に協力する。

Standsrd　Club　Constitution【標準クラブ定

款】　国際大会により採択された，1922年6

月6日後の全加盟クラブが採用すぺきクラブ

定款。

Student　Loan　Funds【学生貸付資金】　学

資不足のため上級学校に進学出来ない優秀な

青年男女のために，クラブが設定する貸付資

金。

Summary　of　Club　Plans　and　Objective8

【クラブ計画及び目標の要約】地区ガバナー

の公式訪問に際してクラブが提出する概要報

告で，ガバナー及び国際ロータリー事務局宛

に当該年度に於けるクラブ計画及び目標を簡

潔に記載したもの。

Terms　of　Referertce【委任事項】委員会及

び類似機構の権限及び任務の解説定義。

Territorial　Limits　of　a　Rotary　Club【ロ

ータリー・クラブの区域限界】　クラブ定款

に示された区域。クラブの正会員に選ばれる

ためには，その事業場又は住居がクラブの区

域内になければならない。

Territorial　Unit【地域別単位】　1922年（ロ

スアンゼルス）大会で採択された加盟クラブ

の管理方式。1927年（オステンド）大会は地

域別単位による管理を廃止したが，当時既存

の地域別単位に関しては，その権利，特典，

権限，義務又は任務は全面的に効力を持続す

ることを確認した。（9頁参照）

The　Four－Way　Test【四つのテスト】　（235

頁参照）

The　Rotarian【ロータリアン誌】　国際ロー
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タリーの公式機関雑誌の英語版。

USCB【米国，カナダ，バーミューダ】の略

語（場合によってはプエルトリコが含まれる）。

visiting　Rotarian　Report　Card【ビジター

出席カード】　他クラブからの来訪ロータリ

アンの出席をその所属クラブに通知し，有効

出席を確認するため，クラブ幹事が用いるカ

ード。

V㏄ation81　Craft　Assemblieg【職業別協議

会】　通常国際大会又は地区大会に於て開催

され，それら大会に出席したロータリアンが

他地域からの同業者と意見を交換し，職業奉

仕問題を協議するための職業別集会。
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Voting　Delegate’s　Form【投票代議員用紙】

クラブ幹事がその投票代議員に対して交付す

る用紙で，国際大会に於ける信任状委員会に

よる確認を要する。この用紙は保持者の投票

権を立証する他，投票代議員として大会に出

席する資格を示すものである。

Zurich　OMce（略語Z．0．）【チューリッヒ事

務所】　スイス，チューリッヒにある中央事

務局の事務所。大陸ヨーロッパ，北アフリカ

及び東地中海にあるクラブの他，その地域在

住のガバナー，国際ロータリーの理事及び委

員のための事務を取扱う。
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　　10

15，322

1．役職員の任命に関しての助言と援助42

イ

1弓

印章，国際ロータリー

インターアクト・クラブ

　照

工

　　　　　営利化，ロータリーの

143，301　襟章，ロータリー徽章
99，100

委員会，R．　C．　　　　　　　　311－313

委員会，R．1．　　　16，　41－－43，287－－290

　緊急を要する委員会の勧告に対する措置43

委員の任命

選挙管理

執行

報告

検討

規模と機能

常任

　定款および細則

　国際大会

　地区編成

　拡大

　財務

　会員増強

　会長指名

　企画

　広報

　出版物

委員の代理

任期

管理委員会，

「移籍会員」

意義ある業績賞

遺贈，財団への

　　　　　　16，41

　　　　　　　　63

　　　　　8，21，254

　　　　　　　　42

　　　　　　　　43

　　　　　　41－42

　　　　16，43，287

　　　　　　　288
　　　7，54－69，288

　　　　16，71，289

　　　　　　16，289

　　　　16，103，289

　　　　　　16，289

16，23－27，264－269

　　　　　　　　16

　　　　　　16，290

　　　　　　16，290

　　　　　　　　43

　　　　　　　　43

ロータリー財団

217，294－－296

　　　　136

　　　　165
229，244，294

カ

索 弓

　　　　　　52
「青少年」の項参

　　　　155
150，152－153

加盟

　クラブ加盟承認委員会，R．1．

　国際ロータリーへの加盟

ガバナー諮問委員会

ガバナーの記録および書類

会員カード（資格証明書）

会員候補者のクラブ例会招待

会員組織，R．1．

　国際ロータリーへの加盟

　加盟の終結
会員身分，R．　C．

　　　101
　101．　249

　　　81

　　　81
　20，146

　　　143

7，241，249

　　　101

　　　250

134－一一一147，251－253，299・一一300

正会員

　アディショナル

　同一クラブで同時に名誉会員

入会金

均衡のとれた会員組織

会員カード

国籍別のグループからの会員

　　143

　　137

301，311

32，142

20，146

　　136

ロータリー財団学友に対する会員身分137

他の団体の会員　　　　　　　　　　　　　　　　　135
会員身分は個人のもので会社のものではな

　　い

　会員数の最少限

　公職者

　国際ロータリーの職員

　婦人は会員資格がない

会議運営手続規則

　　　　134

　　　　139
　　135，253

　　　　253

　　　　144
183－一一191，293
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会計年度

　R．C．

　R．1．

会合，会議

　定例クラブ理事会

　元国際ロータリー役員の会合

　会場
　ロータリー・クラブ例会

　　取消し

　　酒類飲用の可否

　　年次総会
　　出席，　「出席」の項参照

　　2週間に1度
　　非公式の会合

　　国家間の連合会

　　祈禧

　　　　　会長ノミニー，R．1．

105，314　海外旅行

104，290

　　39，311

　　　　66

　　37，61

　299，311

37，299，311

　　　　38

　299，310

他のサービス・クラブとの連合会

　　変更の通知

　　議事の順序

　　例会場

　　プログラム

　　会員候補者招待

　　船上

　　例会への学生招待

会社合併

会長，R．1．

　　97

　　19
　　123

　　37

　　38
　　311

　　36

　　37

　　36
　　143

　　19
122，146

　　34

理事会に代って措置を行なう権限　14，43

議長

　　理事会

　　地域大会

任務

　選挙

　同一国からの選出

　プログラム

　旅行

　欠員

会長の代理，地区大会

　経費

会長エレクト，R．1．

　任務

　経費

　理事会メンバー

　任期

　欠員

328

　　　8，12，242

　　　　　176
　　12－13，255

12，242，254，280

　　　　　　12

　　　　　161

　　　　　　22

　　　　　255
　　　　　　87

　　　　　108

256

108

　8
15

255

23－27，268

　ロータリーと関係のある青少年の　　122

拡大，ロータリー　　　　　　　　93－－102

学生招待，クラブ例会　　　　　　　　146

活動
　地区ガバナー・ノミニー候補者のための73

　ロータリー財団　　　　　　　　　　221

　理事ノミニー候補者に関する運動　28－－29

　青少年活動週間　　　　　　　　　　1g4

活動の同格部門三点　　　　　　　　　　82

仮ロータリー・クラブ　　　　　　96，153

為替レート，寄付金　　　　　　　　　　213

為替レート，国際ロータリーへの支払い291

管理

　管理事務　　　　　　　　　　　　　11

　管理上の単位　　　　　　　　　　　　9

管理，国際ロータリー　　　　　　　7－－18

　クラブ　　　　　　　　　　　35－40
　　無地区クラブ　　　　　　　　　　17

　地区　　　　　　　　　　　　　70－92

環境の改善　　　　　　　　　　　　　48

キ

祈薦，クラブ例会における　　　　　　37

規則，投資諮問委員会運営　　　　　　104

規則制定　　　　　　　　127，244，245，256

規定，ロータリー財団管理に関する　　218

規定審議会　8，127－133，189－190，260－264

規定審議会の手続規則　　　　　　　　　130

規定審議会へのクラブ代表者　　　　　　129

基本的特色，ロータリー　　　　　　96，161

基本方針，R．1，　　　　　　　　　　　7

寄付金の為替レート　　　　　　　　213

機関雑誌　　　　　　　　　　　　　170
徽章，　「名称および徽章」の項参照

徽章の使用認可

議事規則，ロバート

議事録

休日，クラブ例会

救済事業

共同事業

協議会，各協議会名の項参照

151－152

　　293
　　130
　37，299

180－182

　　163

協議会プログラムに関する一般情報　　169

教育補助金　　　　　　　　　　　　　221

均衡のとれた会員組織　　　　　　32，142

緊急

国際ロータリーの資金に対する緊急措置

　　　　　　　　　　　　　　　　　113

クラブ，ロータリー

活動の法人化

　アディショナル

管理

年次総会

　バナー

細則

加盟金

配布

ク

　　　　52
　　　　99
　　　12，35

　　299，310

　　　　39
51，309－316

　　　　98
　　　　155

職業分類，新クラブ結成に最少限必要な数

　　　　　　　　　　　　　　　　　33
委員会，クラブ加盟承認

定款

　標準定款はただ一一つ

定款の権限の限界

　　　　101

50，299－306

　　　　51

　　　　53
インターアクト／ローターアクトとの接触

　　　　　　　　　　　　　　　　　207

懲戒

会長の任務および資格

機能の喪失

入会金および会費

資金の取扱い

法人化

地方的な企画

会合

　例会出席

　定例理事会

　例会の取消し

　例会における祈藩

会員

　　　250
　　　　35

　　　250
98，301，311

　　　　39

　　　　52

　　　236

例会における漂類飲用の可否　　　　38

職業分類の原則固守

均衡のとれた会員組織

創立会員

増強

19－20，302－304

　　　　39，311

　　　　　　37

　　　　　　37

33

142

97

140

索

　二重会員

　新会員の入会式

　他の団体に加入すること

　名誉会員の特典

新クラブへの激励

無地区クラブの管理

役員の選び方

プログラム

仮クラブ

地域的または地方的集団

青少年への奉仕団体との関係

国際大会におけるクラブの代表

Rosanoff出席トロフィー

新クラブ結成の方針声明書

クラブの構成

管理，監督

区域限界

区域

研修会，次期会長のための

クラブの区域

クラブの名称

クラブにプログラム資料送付

クラブ内に代表的会員

クラブ定款の権限の限界

クラブ役員の選び方

クラブ例会における祈薦

ー弓

　134
　143
37，135

　137
　102
　　17

　　36

　　36

96，153

　　9
　195
　　63

　　20

　　93

　　17

　9，15

　　94

　　94

　　84

94，208－210

　　　　97
　　　　165

　　　　143

　　　　53

　　　　36

　　　　37
クラブ例会における酒類飲用の可否　　　38

クラブ解散後の会員の地位

区域の放棄（割譲）

区域の定義

区域限界

グループ

　　146
　99，210

　　208
208－一一210

　次期クラブ役員のためのグループ会合　84

　元ロータリアンのグループ　　　　145
グレート・ブリテンおよびアイルランドにお

　ける元役員とシニア・アクチブ会員資格

　　　　　　　　　　　　　　　　　　138

国の法律　　　　　　　　　　　　　　12
国の法律，習慣に対する批判　　　　　　117

経費

　地区ガバナー

ケ
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欝
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難
闘
骸
　
糞
難

難

　国際ロータリー

　報告

欠員，R．1．役員

　理事

　地区ガバナー

　事務総長

　理事指名委員会

　会長指名委員会

　会長エレクト

　財務長

　財団管理委員会

欠席，クラブ例会

　陪審員の職務その他

　賜暇

決議

　規定審議会

　非常時

　提出の方法および様式

　審査

決議の本文

研究会，ロータリー

研究集団

原子力使用に関する提案

語彙

公式

　名簿

広告

　ロータリアン誌上

　方針

広報，R．1．

コ

ρ
O
Q
ゾ
0
0

1
⊥
1
⊥

　　　　14，255

　　　　　　287

　　　　　　255

　　　　　　277

　　　　　　266

　　　　255，268

　　　　　　255

　　　　　　295

19－－20，302－304

　　　　　　19

　　　　　　20

　　127

128，257

131，132

　　132

　　44
　　163

　　123

　　116

319－326

172

　　171

　　171
167－169

広報によってロータリーに人々の注意を引

　　くこと

　広報と団体としてのクラブ計画

　ロータリーと報道機関

広報によって人々の注意喚起

交通安全

後援者，ロータリーの

講演者

　ロt・・タリーについての

　斡旋

講演者への謝礼

330

　168
46，168

　169
　168
　　48

　　90

40

169

37

購読

　レビスタ・ロータリア

　ロータリアン誌

国際青少年交換

国際協議会

　ガバナー・ノミニーの出席

　旅費の前渡し

　構成

　文献，資料の配布

　経費

　　前渡し

　開催地

　プログラム

　　ロータリーの拡大

　目的

　出席者

　開催時期

国際共同委員会

国際交換

　バナー

　青少年

　　プログラム，

国際懇親宴会

国際赤十字社，協力

国際大会，R．1．

　クラブの代表

　委員会

ロータリー後援の

106，293

105，293

　　119

　　76
　　107

16，292

　　16
　　107

　　111

107，292

　102
16，292

　　16

16，292

　124

39

119

119

66

181

7，54－－69，243，257－260

　　　　　　　　　63
　　　　　　16，60，288

選挙人会合の招集者

経費

指針

大会の招致

立法

　　非常事態

　運営事務

準備手続き

議事録

輸送手配

投票

国際大会関係規則

国際大会決議の状態，1910－1942年

国際大会決議の審査

国際奉仕

　委員，クラブ

青少年の交換

　　　27

　　　58

　55－58

　　　58

127－133

128，257

　60－－62

　　　59

　　　66

　　　62

　　　63

　　190
　　132

　　132
114－－126

　　311
　　119

1

　　プログラム，ロータリー後援の

　教育機関における

　財団の目的

　国際ロータリーの方針

　小企業相談所

　研究集団

　世界社会奉仕

　同一職業分類保持者の世界的交歓

　世界的飢餓

　世界的な必要事項

国際問題

国際連合

　国連旗の掲揚

国際ロータリー

　国家有事中のロータリー活動

　管理

　ロータリーと他の団体

　基本方針

　商工会議所

　道徳律

　色

　営利化

　印章

旗

基本的特色

　旅費資金

職業分類指針

　情報

　研究会

雑誌週間

会議運営手続規則

標語

R．1．ニュース

　報道機関

役員

他団体への参加

出版物，地区または地域

役職候補者に関する宣伝

目的

9
2
4
4
6
3
7
9
8
8
4
6
6

1
2
1
1
3
2
1
1
1
1
0
1
1

1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1

　160
　　7
　162
　　7
　　48

　236

　154
　155
　　52

　154
96，161

　112
　　30

　　39

　163
　172

183－191

　　157

　　172

　　169
　12－15

　　126
　　　91

　　　28

　7，162

国際大会ホスト・クラブの国際ロータリー

　に対する関係

収入

国際ロータリーにおける地区の役割

旅費

59

105

70

109

索 ー弓

国際ロータリー会長指名委員会

　　　　　　　　　12，16，25－27，264－269

　委員の補欠者　　　　　　　23，264，266

　権限　　　　　　　　　　　　　　16，290

　構成　　　　　　　　　　　　　23，264

　会合　　　　　　　　　　　　　23，267

　決定に影響を及ぼす外部からの働きかけ24

　手続き

　定足数

　報告

　R．1．B．1．

　任期

　同数の最高得票数

　欠員

国際ロータリ　・一会長の任務

国際ロータリー中央役員「理事会，

　の項参照

国際ロータリーの資金に対する緊急措置113

国際ロータリーの出版方針

国法の遵守

国連旗掲揚

国家間

　連合会

　訪問

国家間に跨る地区

国家単位

国家的問題

　団体行動

国家への奉仕

国境善隣会議

懇親宴会，国際大会における

詐欺師

再結成，クラブ

災害救済

細則，R．　C．

財政的援助懇請，

サ

　25，267

　　　267

23，26，268

　　　265

　　　266

　　　266

　　　266

　12－13
R．1．」

174

159

116

123

124

72

10

304

160

159

125

66

　　　　　　20
　　　　　　250

　　　　　　181
51，306，309－－316

　　　　　　　　クラブに対する

財団補助金受領無資格者

財団に対する資金の募集

財団の目的

財団への寄付の表彰

財務

　　156
　　227
　　228

　　214
　　230
103－113
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財務，R．　C．

財務，R．1．

　監査報告書の配布

　支出に対する承認

　銀行勘定

　委員会

36，38，39，49，311，313

　　　108

　　　113
　　　　11

14，103，289

　国際ロータリーの活動に対するもの以外の

　　国際ロータリー資金の寄付　　　　113

　経費

　　地区ガバナー　　　　77，106－107，110

　　国際ロータリー　　　　　　　　106－108

　　支出報告　　　　　　　　　　　　109

　国際ロータリーの資金の投資　　103－104

　人頭分担金　　　　　　　　98，105，291

　収入　　　　　　　　　　　　　　　105

　旅費　　　　　　　　　　　　　109－112

財務代行機関　　　　　　　　　　　　　11

財務長，R．1．　　　　　　　　　　255
　任務　　　　　　　　　　　　　　14・255

　選挙　　　　　　　　　　　　　14，255

　保証金　　　　　　　　　　　　　256
雑誌，R．1．（「国際ロータリーの出版物」と

　題する章を参照のこと）172－174，293，305

　広告

　経費

　購読

　週間

参加

　募金運動への

　　　　　　171

　　　　　　108
105－106，293，305
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地元市民行事に国際ロータリーの参加

奉仕活動への参加奨励
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シニア・アクチブ会員　　　　　　　　　137

　再建されたクラブにおけるシニア・アクチ

　　ブおよびパスト・サービス会員身分139

　英本国およびアイルランドにおける元役員

　　とシニア・アクチブ会員資格　　　138

シニア・アクチブおよびパスト・サービス会

　員のバッジと職業分類　　　　　　　138

支出

　ロータリー財団の基本財産からの214，294
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国際ロータリー資金の

支出に対する承認

使用

　名称

109，110，113，242，256

　　　　　　　　113

　　　　　　　　　　　　　　　　148－・一一158

　　青少年クラブおよび同種の団体による名

　　　称，徽章の使用　　　　　　　　　157

　　建築関係　　　　　　　　　　　　155

指導者研修会

　インターアクト　　　　　　　　　　201

　ローターアクト　　　　　　　　　　207

指名に必要な資格の取得，地区ガバナー　76

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74資格，地区ガバナー

資金募集

　富くじ類による

　財団に対する

資金募集活動，クラブ

　援助要請

賜暇

次期クラブ会長のための研修会

事業上

　38
　228

38，49

　156

　20
　84

　ロータリアンに対する事業上の援助と助言

　　　　　　　　　　　　　　　　　　40

　クラブの区域内に事業場または住居　134

事務総長，R．1．　　　　　　　　12，13，14

　年次報告　　　　　　　　　　　　　14
理事会に代って措置を行なう権限

印章を押す権限

報酬

任務

　国際大会に関する

　地域大会に関する

　　43

　　52

　255
14，255

　　　　　　　　　　　　55，56，61，65，67

　　　　　　　　　　　　　　　　　177
地区ガバナーおよび他の国際ロータリー役

　　　　　　　　　　　　　　　　　322　員に対する書簡

幹事

　理事会

　委員会

　規定審議会

　元会長審議会

　地域大会

　　委員会

　ロータリー財団事務長

保証金

任期

242

290

260

292

177
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219

256
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　欠員　　　　　　　　　　　　　　　255

事務総長の書簡，地区ガバナーおよび他の国

　際ロータリー役員への

執行委員会

社会奉仕

社会奉仕会議の運営手続規則

出席

　出席競争規定

　　322
8，21，254

　44－一一49

　　　47

　　　　　　　　　　　19－20，302－304

　　　　　　　　　　　　　　　　　19
地区ガバナー・ノミニーの国際協議会出席

　　　　　　　　　　　　　　　76－77
出席報告締切

出版物，R．1．

　広告

　　ロータリアン誌上，方針

　レビスタ・ロータリアの顧問

　出版物委員会

　雑誌週間

　公式名簿

機関雑誌

　　　19

170－174

171

171

170

172

172

170

　国際ロータリーの出版認可表示のある出版

　　物　　　　　　　　　　　　　　　173

　出版方針　　　　　　　　　　　　　174

　ロータリアン誌の目的と目標　　　　170

　ロータリー地区あるいは地域の出版物　91

　R．1．ニュース　　　　　　　　　　　172

　購読

　　レビスタ・ロータリア　　　　　　　106

　　ロータリアン誌　　　　　　　　105
諸団体による名称使用は認められていない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　153
紹介状，ロータリアン以外の者への　　147

証明書等の発行，ロータリアンでない者へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　147

賞，意義ある業績賞

職業関係協議会

職業指導

職業上の実務規準

職業奉仕

身体障害児童の救済事業

信託の宣言，ロータリー財団

新会員の入会式

新クラブへの激励

審査，国際大会決議

人頭分担金，R．1．

　　　　　　　　　　　θ

　　165
　　235

　　236
　　236
234－237

　　　48

211，294－296

　　　　144

　　　　102

　　　　133

　　105，244

索 ー弓

スポンサー・クラブ

数地区合同

　会議

　組織

数地区合同計画

世界

　事件

　社会奉仕

ス

セ

　同一職業分類保持者同士の交歓

　必要事項

　理解週間

世界各国に関する文献

正会員，クラブにおける

成人無学者

青少年

　照）

　活動週間

　指導者養成プログラム

　功績賞

　身体障害児救済事業

　インターアクト・クラブ

　　指導者研修会

98

　　88

　　80

88－89

　　115
　　117
　　119
　　118
　　119
　　126
241－242

　　　48
（「奉仕・青少年への」の項も併せ参

国際学生計画ならびに青少年交換

ローターアクト・クラブ

指導者研修会

194

194

194

48

196

201

207

201

207

ロー一タリー・クラブとインターアクト／ロ

　一ターアクトとの接触

奉仕

　手続方法

　目標

　プログラム
　標語，

　　207
192－207

　　192
　　192
　　192

「各ロータリアンは青少年の模範」

　　　　　　　　　　　　　195
青少年への奉仕，手続方法

青少年への奉仕の目標

青少年への奉仕プログラム

青少年指導者養成プログラム

政治
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194
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宣伝，R．

選挙

　管理委員会

　理事

1．の役職候補者に関する

ソ

28　　　組織の手続規則

　　　地区

63，279－－280

　　　　27

ゾーン，理事指名のための

　アジア　　　　　　　　　　　　　　　　　271

豪州，ニュージーランド，南アフリカおよ

　　び他の地域のいずれにも含まれない所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　272

　バーミューダ　　　　　　　　　　270

　カナダ　　　　　　　　　　　　　　　270

　ヨーロッパ大陸，北アフリカおよび東地中

　　海地域　　　　　　　　　　　　271

　イベロ・アメリカ　　　　　　　　272
　R．1．B．1．　　　　　　　　　　　　271

　U．S．A．　　　　　　　　　　　　　270

タ

他のサービス・クラブのある地域社会　100

他の団体においての役職名の利用　　　　29

大会，地域（「地域大会」の項も併せ参照）17

　　　　　　　　　　　　　　　　　　58大会の招致

脱会，退会

　クラブのR．1．加盟脱会

　会員のクラブ退会

団体的

　行動

0
4
5
0
2
3　　　　　　　46，47，115，126，162，163，164

　国際的レベルにおけるロータリーの共同事

　　業　　　　　　　　　　　　　　164
　R．1．の印章　　　　　　　　　　　　　52

団体旅行用貸切飛行機　　　　　　　　　112

チ

地域管理　　　　　　　　　　　　　　9
地域研究会　「研究会，ロータリー」の項参

　照

地域大会

　指針

　参加者
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　　　　164

17，175－179

　　　　176

　178－－179

管理

協議会

出席競争

委員会

大会

資金

ガバナー

ノミニー候補者のための活動

ノミニーの国際協議会出席

176

　　　　　　　　　70－92
　　　　　　　16，35，77，83

　　　　　　　　　　19，82
71，78，89－－90，117，119－122，

141，169，204－205，206－207

　　　　　　　　17，84－88
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　　15，72－82，242，281－287

　　　　　　　　　　　73

　　　　　　　　　76，283

任務　　　　　　　　　　　　75，284

経費　　　　　　　77，79，106，110，111

拡大補佐　　　　　　　　　　　　96

名誉　　　　　　　　　　　　　　90
マンスリー・一一・レター　　　　　　　　82

　職務管理に関する方針

　資格

　指名に必要な資格の取得

　記録および書類

　半期報告

　元ガバナーの利用

　クラブ訪問

国家間に跨る地区

立法案を検討するための地区会合

数地区合同組織

地区内のクラブ数

地区組織

地区広報委員会

出版物

集会の日程

講演者サービス

国際ロータリーにおける地区の役割

ロータリーの後援する諸活動

地区の編成

地区ガバナーの半期報告

地区ガバナー指名委員会

地区集会の日程

地方的な企画，クラブ

中央事務局，R．1．

忠実，

調査
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聴聞

　理事会

　クラブ

　国際大会

テ

手続き

　名称または区域限界の変更

　準備手続き

定款に関する事項

定足数

　理事会

　　R．C．

　　R．1．

　国際大会

　規定審議会

　会長指名委員会

ト

250，253

300，304

250，253

　208
　　59
5（》一一53

311

253

263

263

267

都市連合およびクラブ・ゼネラル・フォーラ

　ム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　165

投資　　　　　　　　　　　　　　　　103

投票

　国際大会にお・ける　　　　　　　63，　259

　理事選挙の票決の方法　　　　　　　　27

　郵便による　　　　　　　　　　　　　21
　通信による　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41

　カナダおよびU．S．A．に会員を有するク

　　ラブ　　　　　　　　　　　　　　　　28

登録料，国際大会　　　　　　　　　　　65

道徳律　　　　　　　　　　　　236－237

道路標識　　　　　　　　　　　　　　49

特別

　協議会　　　　　　　　　　　　　　66

　補助金　　　　　　　　　　　　　　226

　代表　　　　　　　　　　　　　　　95

富くじ類　　　　　　　　　　　38，49

名を呼び合う習慣

ナ

ニック・ネーム

ニ重会員

入会金および会費

任命，R．1．

　R．

索 ー弓

　　　144
　　　134
98，105，311

　1．役職員の任命に関しての助言と援助

　　　　　　　　　　　　　　　　　42
管理委員，ロータリー財団　　　215，294

年次総会，クラブ

農村区域

農村都市関係振興

ネ

ノ

ノ、

バツジ

　襟章

　国際大会における元役員の

　徽章の使用が認められている物品

　　役員による徽章の使用

　　学生による徽章の使用

　使用の制限

バナー，R．　C．

299，310

209

49

152

66

152

149

157

292

39

パーセンテージ順位（ロータリー財団への寄

　付金）　　　　　　　　　　　　　229
パンフレット，　「出版物，R．1．」の項参照

配布

　監査報告書　　　　　　　　　　　　108

発送用名簿　　　　　　　　　　　　156，172

陪審員の職務，クラブ例会欠席の理由に　19

賠償責任保険　　　　　　　　　　　　112

ヒ

　　　非公式な友好グループ　　　　　　　　154

144　非常時立法　　　　　　　　　　　128，257

　　　標語，「各ロータリアンは青少年の模範」195
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標語，ロータリー

標準クラブ定款

フ

　　　　157
96，299－－306

フォーラム，クラブ都市連合　　　　　165

プログラム

　国際大会，R．1．　　　　55－58，61，259

　クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　36

　ロータリー　　　　　　　　　　　161－166

　青少年への奉仕　　　　　　　　192－193

不本意の元ロータリアン　　　　　　　145

婦人

　職業分類に基づくクラブ

　会員資格がない

　ロータリアンの親族の団体

副会長

　R．1．

　　選挙

　空席の場合の後任

　　会長の地位空席の場合

分区代理，地区ガバナー

ホテル

割当

　名簿

　保険

ホ

　国事に関する　　　　　　　　　　　159

奉仕

　国家への　　　　　　　　　　　159－160

　青少年への　　　　　　　　　　192－207

法人化，ロータリー・クラブおよびクラブ活

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52　動

訪問者，ロータリー・クラフ

　地区ガバナー

　詐欺師

　ロータリアンでない人

　R．1．会長および理事

　来訪ロータリアン

　会員カード提示

　157
　146
　　49

　　　　　毎週の会合

14，255

14，255

14，255

14，255　身分，地区ガバナー

　　78

65

172

112

保健，飢餓追放および人間性尊重プログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　227

補助金，財団

　教育

　受領無資格者

補助金，特別

　ロータリー財団

方針

　地区編成に関する

　地区ガバナーの職務管理に関する

　人道主義援助および設備に関する

　社会奉仕活動に対する

方針概要，国際奉仕

方針声明書

　新クラブ結成
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無地区クラブの管理

　規定審議会への代表

メ

名工

名称および徽章

　正しい使用および不正なる使用

　保護

75，284

　　20

　　37

　　23

　　20

　　20

97

74

ワ
●
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1

　　135
148－158

　　152

　　150
　青少年クラブおよび同種団体による使用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　157

名簿　　　　　　　　　　　　　　　172

名誉

　ガバナーおよび後援者　　　　　　　90

　会員　　　　　　　　　　134，137，302
免許料および使用手続き…ロータリー徽章の

　製造，販売，使用に関する規定，条件151

i

索 弓

モ

目的

　ロータリアン誌の目的と目標

　財団資金支出

　国際大会

　ロータリー

元会長，R。1．

　ロータリー財団管理委員

　規定審議会のメンバー

元会長審議会

170

212

54

162

215，294

　8，260

16，292

元役員　R．1．　　　　　　65，80，87，102

元役員の座席　　　　　　　　　　　　　65

元ロータリアンを会員に選挙　　　　　145

役員の指名，R．　C．

役員の指名，R．1．

　理事

　　国際大会

　　郵便投票

ヤ

指名委員会手続きによる

大会における選挙人会合の招集者

　　選定方法

　　宣伝

　地区ガバナー

　　郵便投票

　　委員会

　会長

　　クラブによる

　　指名委員会による

役員用としてのバッジ，

　れぬ

雇主一従業員関係

ユ

有望な地方，クラブ結成

郵便による投票

　　　　　　　310

264－279，283－287

　27－29，269－－279

　　　　　　　273

　　　　　　　274

　　　　　　　275

　　　　　　　27
　　　27，269－270

　　　　　　　28

　　　　　　15，286

　　　　　285－286

　23－27，264－269

　　　　　　23，268

12，23－一一27，264－266

徽章の変更は認めら

　　　　　　　149

　　　　　　　235

予算，R．1．「財務，

四つのテスト

　複製ならびに使用

用語，公式，R．1．

ヨ

R．1．」の項参照

ラ

来賓，ロータリー・クラブ例会

来訪ロータリアン

リ

理事会，R．　C．

　決定に対する提訴

　選挙

　職権上のメンバー

　聴聞

　会合

　指名

　定足数

　任期

　欠員

理事会，R．1．

　決定に対する提訴

　建議案

　ノミニーの選定方法

　立法議案に関する方針

235

235

178

7
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0
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300，310，311

　　　　300

　　　　309

　　　　309

　　300，304

　　　　310

　　　　309

　　　　311

　　36，300

　　　　309

　8，21－29

　　　　253

　　　　132

27，269－279

　　　　22
財団管理委員会および理事会とロータリー

　　財団との関係

　欠員

理事会に対する建議案

理事指名委員会

　構成

　会合

　　　　　　217

　　　　14，254

　　　　　　132

27－29，275－279

　　　　　　275

　　　　　　278

　　　　決定に影響を及ぼす外部からの働きかけ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24

94　　手続　　　　　　　　　　　　　　　275
21　　　定足数　　　　　　　　　　　　　　　277

　　　　報告　　　　　　　　　　　　　　　278

　　　　欠員　　　　　　　　　　　　　　　277
　　　立法（「規定審議会」「規定制定」「決議」の
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　各項も併せ参照）

　非常時

　立法案集

　　立法議案に関する理事会の方針

　　地区大会における発表

　規定審議会へのクラブ代表者

　立法案の検討

立法案の様式

立法案集

立法案提出の方法

立法手続き

旅行

　団体旅行用貸切飛行機

127－133

128，257

　　128
22

86

129

129

131

128

130

256

　　　　　　　　　　　　　　　　　　112
　ロータリーと関係のある青少年の海外旅行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　122

　会長および理事　　　　　　　　　　　22

旅費，方針　　　　　　　　　　　110－112

レ

レビスタ・ロータリアの顧問

例会における酒類飲用の可否

連合会，他のサービス・クラブとの

連合地区大会

口

171

38

38

85

Rosanoff出席トロフィー　　　　　　　20
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